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関する基準等を定める条例の一部改正について 

日程第15 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 

日程第16 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

日程第17 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第18 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第19 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号） 

日程第20 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第21 議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第22 議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第23 議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算 

日程第24 議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算 

日程第25 議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算 

日程第26 議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第27 議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算 

日程第28 議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について 

日程第29 議案第83号 財産の減額貸付について 

日程第30 議案第84号 財産の減額貸付について 

日程第31 議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について 

日程第32 議案第86号 教育委員会委員の任命について 

日程第33 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第34 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第35 諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第36 報告第30号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第37 報告第31号 専決処分の報告について 

日程第38 報告第32号 専決処分の報告について 

                  （一括議題） 
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・代表質問 

  ３．日 本 共 産 党    廣   田   德   子 ·······························  ９２ 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     福 祉 部 長    菊   田   滋   也 

     保 健 部 長    川   島   俊   介 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

     危 機 管 理 監    本   住       敏 

     ス ポ ー ツ 部 長    立   場   久 美 子 

     行 徳 支 所 長    秋   本   賢   一 

     経 済 観 光 部 長    根   本   泰   雄 

     文 化 国 際 部 長    森   田   敏   裕 

○休 憩 ····················································································· １１２ 

○開 議 ····················································································· １１３ 

４．清 風 い ち か わ    竹   内   清   海 ······························· １１３ 

    （補 足 質 問 者）    石   原   み さ 子 

     市 長    田   中       甲 

     市 長 公 室 長    麻   生   文   喜 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     街 づ く り 部 長    小   塚   眞   康 

     下 水 道 部 長    藤   田   泰   博 

     ス ポ ー ツ 部 長    立   場   久 美 子 

     経 済 観 光 部 長    根   本   泰   雄 

     市 民 部 長    佐   藤   敏   和 

     福 祉 部 長    菊   田   滋   也 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     生 涯 学 習 部 長    板   垣   道   佳 

     危 機 管 理 監    本   住       敏 

    石   原   み さ 子 ··························································· １３２ 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     福 祉 部 長    菊   田   滋   也 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

○休 憩 ····················································································· １３６ 

○開 議 ····················································································· １３６ 

５．市 民 ク ラ ブ    中   町   け   い ······························· １３６ 

     文 化 国 際 部 長    森   田   敏   裕 

     福 祉 部 長    菊   田   滋   也 

     企 画 部 長    小   川   広   行 

     総 務 部 長    蛸   島   和   紀 
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     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     市 長    田   中       甲 

     生 涯 学 習 部 長    板   垣   道   佳 

○散 会 ····················································································· １５４ 

 

 

○議事日程（第４号） ········································································· １５５ 

○会議に付した事件（38件） ··································································· １５６ 

○出席議員（41名） ··········································································· １５７ 

○欠席議員（１名） ··········································································· １５８ 

○説明のため出席した者の職氏名 ······························································· １５８ 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 ················································· １５９ 

○開 議 ····················································································· １６０ 

○日程第１ 議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に 

ついて 

日程第２ 議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除 

に関する条例の廃止について 

日程第３ 議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第４ 議案第58号 市川市税条例等の一部改正について 

日程第５ 議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について 

日程第６ 議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第７ 議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について 

日程第８ 議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について 

日程第９ 議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

日程第10 議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について 

日程第11 議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

の一部改正について 

日程第12 議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を 

定める条例の一部改正について 

日程第13 議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に 

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部 

改正について 

日程第14 議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指 

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に 

関する基準等を定める条例の一部改正について 

日程第15 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 

日程第16 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

日程第17 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第18 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第４日 ２月 27 日（火曜日） 
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日程第19 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号） 

日程第20 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第21 議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第22 議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第23 議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算 

日程第24 議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算 

日程第25 議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算 

日程第26 議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第27 議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算 

日程第28 議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について 

日程第29 議案第83号 財産の減額貸付について 

日程第30 議案第84号 財産の減額貸付について 

日程第31 議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について 

日程第32 議案第86号 教育委員会委員の任命について 

日程第33 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第34 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第35 諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第36 報告第30号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第37 報告第31号 専決処分の報告について 

日程第38 報告第32号 専決処分の報告について 

 （一括議題） 

 ・代表質問 

６．自 由 民 主 の 会    細   田   伸   一 ······························· １６０ 

     総 務 部 長    蛸   島   和   紀 

     企 画 部 長    小   川   広   行 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     経 済 観 光 部 長    根   本   泰   雄 

     文 化 国 際 部 長    森   田   敏   裕 

     街 づ く り 部 長    小   塚   眞   康 

     道 路 交 通 部 長    岩   井   忠   良 

     市 長    田   中       甲 

７．市 川 維 新 の 会    つ か こ し   た か の り ······························· １７９ 

    （補 足 質 問 者）    堀   内   し ん ご 

○休 憩 ····················································································· １８１ 

○開 議 ····················································································· １８１ 

 ・答弁 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     福 祉 部 長    菊   田   滋   也 

     街 づ く り 部 長    小   塚   眞   康 
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     市 民 部 長    佐   藤   敏   和 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

     経 済 観 光 部 長    根   本   泰   雄 

   学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

つ か こ し   た か の り（再） ····················································· １８６ 

     保 健 部 長    川   島   俊   介 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     街 づ く り 部 長    小   塚   眞   康 

     福 祉 部 長    菊   田   滋   也 

     市 民 部 長    佐   藤   敏   和 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

    堀   内   し ん ご ··························································· １９３ 

     経 済 観 光 部 長    根   本   泰   雄 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

８．チ ー ム い ち か わ    丸   金   ゆ き こ ······························· １９８ 

    （補 足 質 問 者）    冨   家       薫 

     危 機 管 理 監    本   住       敏 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     経 済 観 光 部 長    根   本   泰   雄 

○休 憩 ····················································································· ２０４ 

○開 議 ····················································································· ２０４ 

 ・答弁 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

     管 財 部 長    稲   葉   清   孝 

     保 健 部 長    川   島   俊   介 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     行 徳 支 所 長    秋   本   賢   一 

     ス ポ ー ツ 部 長    立   場   久 美 子 

     危 機 管 理 監    本   住       敏 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     経 済 観 光 部 長    根   本   泰   雄 

    冨   家       薫 ··························································· ２１５ 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     行 徳 支 所 長    秋   本   賢   一 

     ス ポ ー ツ 部 長    立   場   久 美 子 

○委員会付託（議案第55～85号） ······························································· ２１８ 

○採決（議案第86号） 
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 ・同意 ····················································································· ２１８ 

○採決（諮問第４～６号） 

 ・各異議ない旨答申 ········································································· ２１８ 

○採決（報告第30号） 

 ・承認 ····················································································· ２１９ 

○散 会 ····················································································· ２１９ 

 

 

○議事日程（第５号） ········································································· ２２１ 

○会議に付した事件（31件） ··································································· ２２２ 

○出席議員（42名） ··········································································· ２２３ 

○欠席議員（なし） ··········································································· ２２４ 

○説明のため出席した者の職氏名 ······························································· ２２４ 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 ················································· ２２５ 

○開 議 ····················································································· ２２６ 

○日程第１ 議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に 

ついて 

日程第２ 議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除 

に関する条例の廃止について 

日程第３ 議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第４ 議案第58号 市川市税条例等の一部改正について 

日程第５ 議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について 

日程第６ 議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第７ 議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について 

日程第８ 議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について 

日程第９ 議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

日程第10 議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について 

日程第11 議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

の一部改正について 

日程第12 議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を 

定める条例の一部改正について 

日程第13 議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に 

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部 

改正について 

日程第14 議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指 

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に 

関する基準等を定める条例の一部改正について 

日程第15 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 

日程第16 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

日程第17 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第５日 ３月５日（火曜日） 
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日程第18 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第19 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号） 

日程第20 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第21 議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第22 議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第23 議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算 

日程第24 議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算 

日程第25 議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算 

日程第26 議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第27 議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算 

日程第28 議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について 

日程第29 議案第83号 財産の減額貸付について 

日程第30 議案第84号 財産の減額貸付について 

日程第31 議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について 

 （一括議題） 

 ・委員長報告 

     健 康 福 祉 委 員 長    西   村       敦 ····························· ２２６ 

     環 境 文 教 委 員 長    石   原   た か ゆ き ····························· ２３１ 

     建 設 経 済 委 員 長    小 山 田   な お と ····························· ２３５ 

     総 務 委 員 長    国   松   ひ ろ き ····························· ２３８ 

 ・討論 

    と く た け   純   平（議案第64、78～80号に反対） ······························· ２４１ 

    大   場       諭（議案第73、77号に賛成） ··································· ２４４ 

○休 憩 ····················································································· ２４６ 

○開 議 ····················································································· ２４６ 

    加   藤   武   央（議案第77～81号に賛成） ··································· ２４６ 

越   川   雅   史（議案第77号に賛成） ······································· ２５０ 

 ・各可決 ··················································································· ２６０ 

○散 会 ····················································································· ２６４ 

 

 

○議事日程（第６号） ········································································· ２６５ 

○会議に付した事件（１件） ··································································· ２６５ 

○出席議員（42名） ··········································································· ２６５ 

○欠席議員（なし） ··········································································· ２６６ 

○説明のため出席した者の職氏名 ······························································· ２６６ 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 ················································· ２６７ 

○開 議 ····················································································· ２６８ 

第６日 ３月６日（水曜日） 
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○日程第１ 一般質問 

 １．野   口   じ ゅ ん ····························································· ２６８ 

   ⑴生活困窮者への食の支援について 

   ⑵ヤングケアラー及びきょうだい児支援について 

     福 祉 部 長    菊   田   滋   也 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

 ２．国   松   ひ ろ き ····························································· ２７７ 

   ⑴児童議会について 

   ⑵江戸川河川敷の安全対策について 

   ⑶橋梁及び橋梁に関する道路交通行政について 

   ⑷浸水対策事業について 

     市 長 公 室 長    麻   生   文   喜 

     市 長    田   中       甲 

     街 づ く り 部 長    小   塚   眞   康 

     ス ポ ー ツ 部 長    立   場   久 美 子 

     道 路 交 通 部 長     岩   井   忠   良 

     下 水 道 部 長    藤   田   泰   博 

○休 憩 ····················································································· ２９０ 

○開 議 ····················································································· ２９０ 

 ３．川   畑   い つ こ ····························································· ２９０ 

   ⑴おくやみ相談について 

   ⑵もの忘れ検診について 

   ⑶妊孕性温存療法への助成について 

     市 民 部 長    佐   藤   敏   和 

     福 祉 部 長    菊   田   滋   也 

     保 健 部 長    川   島   俊   介 

 ４．石   崎   ひ で ゆ き ····························································· ２９８ 

   ⑴急病診療所について 

   ⑵災害時のインターネット活用について 

   ⑶教育行政（教育基本法における授業料についての認識、市立小中学校で実際にかかる費用）につ

いて 

     保 健 部 長    川   島   俊   介 

     危 機 管 理 監    本   住       敏 

     情 報 管 理 部 長    小   林   茂   雄 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     教 育 長    田   中   庸   惠 

○休 憩 ····················································································· ３０７ 

○開 議 ····················································································· ３０７ 
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 ５．加   藤   圭   一 ····························································· ３０７ 

   ⑴入札制度の在り方について 

   ⑵道路交通に係る諸課題に対する本市の認識について 

   ⑶学校施設の活用について 

     管 財 部 長    稲   葉   清   孝 

     総 務 部 長    蛸   島   和   紀 

     道 路 交 通 部 長    岩   井   忠   良 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

○散 会 ····················································································· ３１８ 

 

 

○議事日程（第７号） ········································································· ３１９ 

○会議に付した事件（１件） ··································································· ３１９ 

○出席議員（42名） ··········································································· ３１９ 

○欠席議員（なし） ··········································································· ３２０ 

○説明のため出席した者の職氏名 ······························································· ３２０ 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 ················································· ３２１ 

○開 議 ····················································································· ３２２ 

○日程第１ 一般質問 

 ６．小 山 田   な お と ····························································· ３２２ 

   ⑴日本経済新聞社と日経ＢＰによる「共働き子育てしやすい街ランキング」について 

   ⑵人工内耳装用者への支援について 

   ⑶在宅避難者支援について 

   ⑷国分地域の地下水について 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     福 祉 部 長    菊   田   滋   也 

     危 機 管 理 監    本   住       敏 

     情 報 管 理 部 長    小   林   茂   雄 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

 ７．浅   野   さ   ち ····························································· ３３４ 

   ⑴女性の視点からの防災体制について 

   ⑵福祉行政（基幹相談支援センターの事業・業務、介護人材確保対策事業）について 

   ⑶保健行政（乳幼児健康診査事業、人間ドックの費用助成）について 

     危 機 管 理 監    本   住       敏 

     福 祉 部 長    菊   田   滋   也 

     保 健 部 長    川   島   俊   介 

○休 憩 ····················································································· ３４７ 

○開 議 ····················································································· ３４７ 

第７日 ３月７日（木曜日） 
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 ８．青   山   ひ ろ か ず ····························································· ３４７ 

   ⑴塩浜地域のまちづくりについて 

   ⑵民間の福祉施設等に従事する介護職員への支援について 

   ⑶消防・救急行政（南消防署の建て替え、救急搬送時の医療機関との連携）について 

     行 徳 支 所 長    秋   本   賢   一 

     街 づ く り 部 長    小   塚   眞   康 

     道 路 交 通 部 長    岩   井   忠   良 

     福 祉 部 長    菊   田   滋   也 

     消 防 局 長    角   田   誠   司 

 ９．西   村       敦 ····························································· ３５４ 

   ⑴防災行政（能登半島地震のメカニズムと本市への影響、帰宅困難者対策、ライフライン被害の対

策、市内建築物（住宅）の耐震化、感震ブレーカー設置の普及促進）について 

   ⑵自治会活動のデジタル化推進について 

   ⑶ぴあぱーく妙典「こども施設」について 

     危 機 管 理 監    本   住       敏 

     街 づ く り 部 長    小   塚   眞   康 

     市 民 部 次 長    若   菜   克   彦 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

○休 憩 ····················································································· ３６５ 

○開 議 ····················································································· ３６５ 

 10．久 保 川   隆   志 ····························································· ３６５ 

   ⑴子育て支援について 

   ⑵八幡分庁舎建替について 

   ⑶本市の北東部地域のスポーツ施設整備について 

   ⑷市職員の採用について 

     保 健 部 長    川   島   俊   介 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     管 財 部 長    稲   葉   清   孝 

     ス ポ ー ツ 部 長    立   場   久 美 子 

     総 務 部 長    蛸   島   和   紀 

○散 会 ····················································································· ３７７ 

 

 

○議事日程（第８号） ········································································· ３７９ 

○会議に付した事件（１件） ··································································· ３７９ 

○出席議員（42名） ··········································································· ３７９ 

○欠席議員（なし） ··········································································· ３８０ 

○説明のため出席した者の職氏名 ······························································· ３８０ 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 ················································· ３８１ 

第８日 ３月８日（金曜日） 
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○開 議 ····················································································· ３８２ 

○日程第１ 一般質問 

 11．と く た け   純   平 ····························································· ３８２ 

   ⑴クリーンスパ市川について 

   ⑵令和７年度に使用する市立学校の教科書採択について 

   ⑶動物愛護・動物福祉の取組について 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

     福 祉 部 長    菊   田   滋   也 

     総 務 部 長    蛸   島   和   紀 

     生 涯 学 習 部 長    板   垣   道   佳 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     経 済 観 光 部 長    根   本   泰   雄 

 12．ほ と だ   ゆ う な ····························································· ３９５ 

   ⑴中学校における教育について 

   ⑵市立信篤幼稚園について 

   ⑶東京外郭環状道路の整備に伴う市内のまちづくりについて 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     道 路 交 通 部 長    岩   井   忠   良 

○休 憩 ····················································································· ４０６ 

○開 議 ····················································································· ４０６ 

 13．石   原   た か ゆ き ····························································· ４０６ 

   ⑴スポーツ大会の会場が不足している課題について 

   ⑵学力向上について 

   ⑶教職員の働き方改革につながる業務委託について 

   ⑷市立学校の校庭の人工芝化について 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     教 育 長    田   中   庸   惠 

     副 市 長    松   丸   多   一 

     ス ポ ー ツ 部 長    立   場   久 美 子 

 14．沢   田   あ き ひ と ····························································· ４１６ 

   ⑴清掃行政（リサイクルできるごみの種類の拡大、４Ｒに関する市民への周知、災害時のごみ処理）

について 

   ⑵市川漁港周辺のまちづくり 

   ⑶市内清掃活動（市内のクリーン作戦）について 

   ⑷歴史的建造物（赤レンガ建造物の保存）について 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

   行 徳 支 所 長    秋   本   賢   一 

     道 路 交 通 部 長    岩   井   忠   良 
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     企 画 部 長    小   川   広   行 

○休 憩 ····················································································· ４２６ 

○開 議 ····················································································· ４２６ 

 15．太   田   丈   之 ····························································· ４２７ 

   ⑴学校給食について 

   ⑵クリーンセンター整備事業について 

   ⑶子育て環境の充実に関する施策について 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     街 づ く り 部 長    小   塚   眞   康 

○散 会 ····················································································· ４３４ 

 

 

○議事日程（第９号） ········································································· ４３５ 

○会議に付した事件（１件） ··································································· ４３５ 

○出席議員（42名） ··········································································· ４３５ 

○欠席議員（なし） ··········································································· ４３６ 

○説明のため出席した者の職氏名 ······························································· ４３６ 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 ················································· ４３７ 

○開 議 ····················································································· ４３８ 

○日程第１ 一般質問 

 16．清   水   み な 子 ····························································· ４３８ 

   ⑴教育行政運営方針について 

   ⑵教育行政（教職員の働き方、小中学校の消耗品費、備品費など予算の確保、学校給食）について 

   ⑶市民活動団体事業補助制度について 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     市 民 部 次 長    若   菜   克   彦 

 17．や な ぎ   美 智 子 ····························································· ４４９ 

   ⑴消防行政（ＮＥＴ119緊急通報システム、外国人からの119番通報への対応、映像を用いた119番

緊急通報システム）について 

   ⑵コミュニティバスについて 

   ⑶災害時の業務継続について 

     消 防 局 長    角   田   誠   司 

     道 路 交 通 部 長    岩   井   忠   良 

     危 機 管 理 監    本   住       敏 

○休 憩 ····················································································· ４６２ 

○開 議 ····················································································· ４６２ 

 

第９日 ３月 11 日（月曜日） 



（18） 

 

 18．中   村   よ し お ····························································· ４６２ 

   ⑴行徳地区における課題について 

   ⑵塩浜２丁目市有地活用事業について 

   ⑶平和行政（本年の平和行政への取組、本市の核廃絶への取組、他市における核廃絶への取組に関

する本市の認識、今後の平和行政及び核廃絶に向けた取組）について 

     生 涯 学 習 部 長    板   垣   道   佳 

     副 市 長    本   間   和   義 

     下 水 道 部 長    藤   田   泰   博 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

     街 づ く り 部 長    小   塚   眞   康 

     ス ポ ー ツ 部 長    立   場   久 美 子 

     総 務 部 長    蛸   島   和   紀 

     市 長    田   中       甲 

 19．門   田   直   人 ····························································· ４７５ 

   ⑴本市の地震対策について 

   ⑵市川市コミュニティバスについて 

   ⑶教育行政（体罰等の事案が発生した場合におけるその解決に向けた対応）について 

     危 機 管 理 監    本   住       敏 

   道 路 交 通 部 長    岩   井   忠   良 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

○休 憩 ····················································································· ４８５ 

○開 議 ····················································································· ４８５ 

 20．増   田   好   秀 ····························································· ４８５ 

   ⑴自殺対策について 

     保 健 部 長    川   島   俊   介 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

○散 会 ····················································································· ４９１ 

 

 

○議事日程（第10号） ········································································· ４９３ 

○会議に付した事件（９件） ··································································· ４９３ 

○出席議員（42名） ··········································································· ４９３ 

○欠席議員（なし） ··········································································· ４９４ 

○説明のため出席した者の職氏名 ······························································· ４９４ 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 ················································· ４９５ 

○開 議 ····················································································· ４９７ 

・発言の訂正及び取消し（石原みさ子） ······················································· ４９７ 

○日程第１ 一般質問 

 

第10日 ３月12日（火曜日） 



（19） 

 

 21．越   川   雅   史 ····························································· ４９７ 

   ⑴ふるさと納税について 

   ⑵特別支援学校（学級）への通学支援と学校給食の現状について 

   ⑶あらゆるハラスメントの撲滅に関する本市の見解について 

   ⑷前市政と現市政の違い、「好まざる市役所の慣習」の刷新について 

     企 画 部 長    小   川   広   行 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     教 育 長    田   中   庸   惠 

     総 務 部 長    蛸   島   和   紀 

     副 市 長    本   間   和   義 

     副 市 長    松   丸   多   一 

     市 長    田   中       甲 

 ・発言の取消し（越川雅史） ································································· ５０７ 

    越   川   雅   史（再） ····················································· ５０７ 

     市 長 公 室 長    麻   生   文   喜 

     市 長    田   中       甲 

 22．に し む た       勲 ····························································· ５１０ 

   ⑴地域防災拠点について 

   ⑵地域新電力会社設立について 

   ⑶教育委員会について 

   ⑷子育て支援政策と子どもの貧困について 

   ⑸デジタル地域通貨について 

   ⑹宿泊税導入、ふるさと納税で失われた財源の確保策について 

   ⑺本八幡駅北口駅前地区市街地再開発について 

     危 機 管 理 監    本   住       敏 

     市 長 公 室 長    麻   生   文   喜 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

     生 涯 学 習 部 長    板   垣   道   佳 

     学 校 教 育 部 長    藤   井   義   康 

     こ ど も 部 長    鷺   沼       隆 

     経 済 観 光 部 長    根   本   泰   雄 

     財 政 部 長    田   中   雅   之 

     街 づ く り 部 長    小   塚   眞   康 

○休 憩 ····················································································· ５２４ 

○開 議 ····················································································· ５２４ 

 23．石   原   よしのり ······························································· ５２４ 

   ⑴災害時のトイレ対策について 

   ⑵ごみ減量対策について 

   ⑶東山魁夷記念館について 



（20） 

 

     危 機 管 理 監    本   住       敏 

     環 境 部 次 長    品   川   貴   範 

     文 化 国 際 部 長    森   田   敏   裕 

     市 長    田   中       甲 

○日程第２ 議案第87号 教育長の任命について 

・提案説明 

     市 長    田   中       甲 ····························· ５３３ 

 ・同意 ····················································································· ５３４ 

○日程第３ 発議第18号 地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー（循環経済）の一層の推進を求

める意見書の提出について 

日程第４ 発議第19号 若者のオーバードーズ（薬物の過剰摂取）防止対策の強化を求める意見書の

提出について 

日程第５ 発議第20号 核兵器の廃絶、生命の尊厳、恒久平和の確立を求める意見書の提出について 

日程第６ 発議第21号 被災者生活再建支援法における支援額及び支援対象の拡充を求める意見書の

提出について 

日程第７ 発議第22号 志賀原発と柏崎刈羽原発の廃炉を求める意見書の提出について 

 （一括議題） 

 ・可決（発議第18、19号） ··································································· ５３４ 

 ・否決（発議第20～22号） ··································································· ５３４ 

○日程第８ 委員会の閉会中継続審査の件 ······················································· ５３５ 

○日程第９ 委員会の閉会中継続調査の件 ······················································· ５３５ 

○閉議・閉会 ················································································· ５３５ 

――――――――――・―――――――――― 

○委員会審査報告書 ··········································································· ５３６ 

○閉会中継続審査申し出書 ····································································· ５４１ 

○閉会中継続調査申し出書 ····································································· ５４２ 

○会議録署名議員 ············································································· ５４３ 



 

 

 

第  １  日 

 

令和６年２月 14 日（水曜日） 



令和６年２月市川市議会定例会議事日程（第１号） 

令和６年２月 14 日（水曜日）午後１時開議 

 

第１ 会期の件 

第２ 令和６年度施政方針 

第３ 令和６年度教育行政運営方針 

第４ 議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

第５ 議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

の廃止について 

第６ 議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

第７ 議案第58号 市川市税条例等の一部改正について 

第８ 議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について 

第９ 議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第10 議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について 

第11 議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について 

第12 議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

第13 議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について 

第14 議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正に

ついて 

第15 議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部改正について 

第16 議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

第17 議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型 

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の一部改正について 

第18 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 

第19 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

第20 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第21 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第22 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号） 

第23 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

第24 議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

第25 議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号） 

第26 議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算 

第27 議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算 

第28 議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算 

第29 議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 

第30 議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算 

第31 議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について 

第32 議案第83号 財産の減額貸付について 



第33 議案第84号 財産の減額貸付について 

第34 議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について 

第35 議案第86号 教育委員会委員の任命について 

第36 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

第37 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

第38 諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会期の件 

日程第２ 令和６年度施政方針 

日程第３ 令和６年度教育行政運営方針 

日程第４ 議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

日程第５ 議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する

条例の廃止について 

日程第６ 議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第７ 議案第58号 市川市税条例等の一部改正について 

日程第８ 議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について 

日程第９ 議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第10 議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について 

日程第11 議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について 

日程第12 議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

日程第13 議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について 

日程第14 議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改

正について 

日程第15 議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正について 

日程第16 議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

日程第17 議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密 

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部改正について 

日程第18 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 

日程第19 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

日程第20 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第21 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第22 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号） 

日程第23 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第24 議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第25 議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第26 議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算 

日程第27 議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算 



日程第28 議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算 

日程第29 議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第30 議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算 

日程第31 議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について 

日程第32 議案第83号 財産の減額貸付について 

日程第33 議案第84号 財産の減額貸付について 

日程第34 議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について 

日程第35 議案第86号 教育委員会委員の任命について 

日程第36 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第37 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第38 諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

――――――――――――――――――――――――― 

出 席 議 員     41 名 

門 田 直 人 

野  口  じ ゅ ん 

丸  金  ゆ き こ 

冨 家  薫 

沢   田   あ き ひ と 

太 田 丈 之 

小 山 田  な お と 

川  畑  い つ こ 

ほ と だ  ゆ う な 

国  松  ひ ろ き 

や な ぎ  美 智 子 

と く た け   純   平 

中 町 け い 

つ ち や  正  順 

つ か こ し   た か の り 

加 藤 圭 一 

浅 野 さ ち 

久 保 川  隆  志 

西 村  敦 

大 久 保  た か し 

石   原   た か ゆ き 

清  水  み な 子 

廣 田 德 子 

に し む た      勲 

石   崎   ひ で ゆ き 

堀  内  し ん ご 



細 田 伸 一 

青   山   ひ ろ か ず 

石  原  み さ 子 

宮 本  均 

大 場  諭 

稲 葉 健 二 

小 泉 文 人 

石   原   よ し の り 

増 田 好 秀 

越 川 雅 史 

中 山 幸 紀 

松 永 鉄 兵 

竹 内 清 海 

加 藤 武 央 

岩 井 清 郎 

――――――――――――――――――――――――― 

欠 席 議 員     １ 名 

中  村  よ し お 

――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職氏名 

市 長 田 中  甲 

副 市 長 本 間 和 義 

代 表 監 査 委 員 植 草 耕 一 

教 育 長 田 中 庸 惠 

危 機 管 理 監 本 住  敏 

市 長 公 室 長 麻 生 文 喜 

総 務 部 長 蛸 島 和 紀 

企 画 部 長 小 川 広 行 

財 政 部 長 田 中 雅 之 

管 財 部 長 稲 葉 清 孝 

情 報 管 理 部 長 小 林 茂 雄 

文 化 国 際 部 長 森 田 敏 裕 

ス ポ ー ツ 部 長 立  場  久 美 子 

市 民 部 長 佐 藤 敏 和 

経 済 観 光 部 長 根 本 泰 雄 

こ ど も 部 長 鷺 沼  隆 

福 祉 部 長 菊 田 滋 也 

保 健 部 次 長 横 山 京 子 

環 境 部 次 長 品 川 貴 範 



街 づ く り 部 長 小 塚 眞 康 

道 路 交 通 部 長 岩 井 忠 良 

下 水 道 部 長 藤 田 泰 博 

行 徳 支 所 長 秋 本 賢 一 

消 防 局 長 角 田 誠 司 

選 挙 管 理 委 員 会 
岩 井  滴 

事 務 局 長 

農業委員会事務局長 藤 城 久 保 

会 計 管 理 者 六  郷  真 紀 子 

教 育 次 長 小 倉 貴 志 

生 涯 学 習 部 長 板 垣 道 佳 

学 校 教 育 部 長 藤 井 義 康 

――――――――――――――――――――――――― 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長 小 泉 貞 之 

事 務 局 次 長 町 田 茂 幸 

議 事 課 長 米 津 孝 成 

（議事担当）  

主 幹 宮 嶋  茂 

主 査 尾 本  悠 

主 任 書 記 北 川 陽 介 

主 任 書 記 高 栁 陽 一 

主 任 書 記 三 澤 啓 成 

（調査担当）  

主 幹 渡 辺 孝 文 

主 査 前 田  悠 

主 査 岡 澤 英 康 

主 任 関 口  舞 

主 任 書 記 荒 木 智 貴 

書 記 福 井 寿 明 

――――――――――――――――――――――――― 



会    議 

午後１時１分開会・開議 

○稲葉健二議長 ただいまから令和６年２月市川市議会定例会を開会いたします。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期定例会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたから御報告いたします。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、沢田あ

きひと議員及び中山幸紀議員を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第１会期の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月12日までの28日間といたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって会期は28日間と決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 この際、日程第２令和６年度施政方針及び日程第３令和６年度教育行政運営方針を行い、あわ

せて、日程第４議案第55号市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてから日程第38諮問第６号人権擁護

委員候補者の推薦につき意見を求めることについてまでを一括議題といたします。 

 提出者から令和６年度施政方針及び令和６年度教育行政運営方針並びに提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

〔田中 甲市長登壇〕 

○田中 甲市長 本日、令和６年２月市議会定例会の開催に際し、令和６年度の市政運営に対する私の基本姿勢

を述べさせていただきます。 

 世界に目を向けますと、ユーラシア大陸西部のウクライナでは依然として戦禍が収まらず、中東ではイスラエ

ルとパレスチナの武装勢力間の衝突が悪化の一途をたどっています。 

 この現状に対し、私たち日本人が無関心であったり、あるいは第三者的な立場でいることが最善の策であると

思うことは大きな間違いだと思います。紛争によって問題を解決することは決してあってはならないというしっ

かりとした政治姿勢を示すよう国に対して発信をしていかなければなりません。 

 昭和50年代後半、アメリカとソビエトが核兵器開発競争を激化させていたこと、また戦闘による唯一の被爆

国・日本のメッセージとして、本市でも昭和59年11月に核兵器廃絶平和都市宣言をしたことは大変すばらしいこ

とだと思います。 

 私も核の廃絶を願う日本の国会議員として、フランスの核実験再開に対し抗議行動を行ったことがありまし

た。また、アジアにおける核保有国である中国の国家主席に対して、核保有国と非核保有国の協力によってアジ

アの核を廃絶するように直接訴えたことがありました。 

 しかし現状はどうでしょうか。長い時間が経過しても、いまだ核兵器廃絶に向けた進展が見られません。だか

らこそ、本市はこの宣言に基づき、継続して核兵器の廃絶、生命の尊厳、恒久平和の確立を訴え続けていかなけ

ればなりません。そしてそれは、人類の持続可能な社会を築き、次の世代に受け継いでもらうために必要なこと



だからです。 

 また、私は公益財団法人太平洋戦争戦没者慰霊協会の代表理事を務め、グアムやサイパン、ハバロフスクとい

ったさきの大戦の激戦地に建立した慰霊碑を管理運営する活動をしています。 

 そして、その活動を通じて、恒久平和を最前線で学んでまいりました。慰霊碑の前で手を合わせると、二度と

このような悲劇があってはならないという思いが、体全体の細胞に素直に染み込む経験をしてきたのです。 

 戦争は人類にとって不幸しか生まないことを、忘れてはならず、平和の大切さを訴えていく者の姿勢を常に持

ち続け、一刻も早い戦争の終結を心から願っています。 

 令和６年１月１日、新たな年が始まり人々の心弾む元日の行事が、一瞬にして忘れることのできない悲しい日

となってしまいました。能登半島を襲った大地震は、多くの貴い命を奪い、人々の日常を一変させました。お亡

くなりになった方やその御家族に謹んで哀悼の誠をささげるとともに、被災された全ての方々に心からお見舞い

を申し上げます。市川市では千葉県と連携を図りながら、甚大な被害を出した珠洲市の担当として、危機管理室

を中心に継続して職員を派遣しています。 

 平成７年１月17日に発生した阪神・淡路大震災から今年で29年を迎えます。私は震災後、被災地に何度も足を

運び、その後に建てられた仮設住宅に寝泊まりし、被災者の皆さんと時間を共有したことは、今でも忘れること

はできません。 

 平成16年、新潟県中越地震、平成23年、東日本大震災、そして平成28年の熊本地震では、ボランティアとして

被災地の現状を目の当たりにし、その惨劇を前に言葉なくただ茫然と立ちすくんでいたことは、私の記憶から消

えることはありません。 

 日本は地殻変動とともに出来上がった国であることを肝に銘じ、間違いなく災害が起きるということへ、その

対応と心構えが必要です。平素から災害時を想定した十分な備えをするとともに、市民に対しても日頃から万が

一の事態に備えることの重要性をいま一度、周知してまいりたいと思います。 

 そして、地方行政をあずかるリーダーとして、まずはどんなことがあっても市民の生命と財産を守ることに全

力を尽くすことをお約束いたします。 

 地球温暖化に対し人類が中長期的にどのように取り組んでいくのか、温室効果ガス排出の削減目標を定めた京

都議定書が採択された気候変動枠組条約第３回締約国会議、いわゆるＣＯＰ３・京都会議に、私は環境保護団体

の皆さんとともに参加していました。 

 そこで、地球温暖化で海面上昇による国土の消失という最も深刻な影響を受ける島嶼国の首脳の悲痛な叫びを

聞いたのは、27年前になります。 

 それからも気候変動は年々深刻化し、人類や地球にとって後戻りできない危機は、もう目の前に迫っていま

す。昨年の夏、世界中で観測された猛烈な暑さにより、国連は「地球沸騰化の時代が到来した」と警告しまし

た。 

 命を生み、育む地球自体を命と捉え、新しい文化や価値観を大切にしなければならない時代が来たことから

も、気候変動という一刻の猶予も許されない地球的課題に対し、本市がやるべきことは何かをしっかりと見定め

ていかなければなりません。 

 そこで、脱炭素社会の推進やエネルギーと経済の地域内循環を高めるため、市と民間企業の共同出資で運営す

る地域新電力会社を設立し、カーボンニュートラルを進める市川市の核にしたいと思っています。これは、人口

約50万人規模の自治体としては県内初の試みとなります。 

 今できる最善の取組を地方が率先して行うことが極めて重要です。温室効果ガスの削減目標を明確にし、再生

可能エネルギーへの転換を進めるとともに、市民一人一人に危機意識が醸成され、自分のこととして行動できる



ようさらなる普及啓発を行ってまいります。 

 このように安全、安心なまちづくりに着実に取り組み、市政の足元を固めていくと同時に、市民に喜ばれるこ

とを実行し、誰もがいつまでも住み続けたいと思える町を目指してまいります。 

 昭和９年11月３日、市川町、八幡町、中山町及び国分村の合併により市川市が誕生し、本年で市制施行90周年

を迎えます。その後、昭和24年に大柏村、昭和30年に行徳町、昭和31年に南行徳町が編入し、90年間で13人の市

長が市政を運営し、行政区域の面積は約2.5倍、人口は12倍以上に増加いたしました。 

 今では豊かな町となった市川市ではあるものの、しかし諸問題を抱えていることも事実です。昭和９年に本市

が誕生した当時、市民をはじめ議員の皆さんが持っていた市制施行への喜びとともに、市政発展へ向けた気の引

き締まる思いを共有するため、本年１月４日の仕事始め式では、部長級以上の幹部職員が当時と同じ和服姿で臨

み、「初心忘れるべからず」との思いを持ち、市制施行90周年の決意も新たに１年のスタートをいたしました。 

 市制施行90周年は、過去への感謝を深めると同時に、さらにその先の未来に向けて一歩を踏み出す大きなター

ニングポイントです。多くのイベントを通じて市民の皆さんと一緒に盛り上げていくとともに、本市ゆかりの著

名人と様々な場面で本市の魅力を全国に向けて発信してまいります。 

 また、同時に90年間積み重ねた中でできた好まざる市役所の慣習があれば、そこから目を背けず刷新していか

なければなりません。 

 本市は東京に隣接した利便性を有し、豊かな自然に恵まれ、多くの史跡・寺社や教育機関があり、また、古く

から文人墨客や東山魁夷画伯、中山忠彦画伯をはじめとする著名な画家に愛されるなど、魅力あふれる町です。 

 市民、産業界、教育機関、行政など、多様な主体が一体となり、本市の持つポテンシャルを最大限発揮できる

市政運営を目指し、100周年に向けさらなる発展を遂げてまいります。 

 市川市に住みたい、住み続けたいと思っていただける町を目指し、新年度の重点施策を３つの町の姿に沿っ

て、一つ一つ説明をしてまいります。 

 １つ目は、「誰一人取り残さないまち」です。 

 75歳以上の高齢者、ゴールドシニアの皆さんのバスやタクシーでの外出を支援するチケット75に加えて、「学

ぶ・使う・得をする」をテーマにチャレンジ75を実施いたします。 

 「学ぶ」は、スマートフォンの操作方法が学べるデジ活講座の開催、「使う」は、ゴールドシニアが初めてス

マートフォンを購入する際の費用の半額２万5,000円を上限として助成し、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯを使

い「お得に」買物ができるよう支援いたします。 

 本市では、健康寿命日本一に向けて施策を進めていますが、高齢者の皆さんは日々様々な課題と向き合いなが

ら暮らしておられます。与えられた条件の中でいつまでも元気に暮らせるよう、高齢者サポートセンターのスタ

ッフを増員するほか、介護人材の確保に向け、ケアマネジャーの資格取得費用の半額５万円を上限として補助い

たします。また、補聴器購入の費用も３万円を上限として助成いたします。 

 子どもたちの未来は、市川市の未来です。市長就任以来、市議会と協力して、子育て世代が喜ぶ様々な施策を

展開してまいりました。 

 しかし、ここで歩みを止めてはいけません。令和６年４月から、市役所第１庁舎２階にこども家庭センターを

設置いたします。妊娠から子育てまで、子どもに関わる相談窓口を集約し、市民の利便性を向上するとともに、

母子保健と児童福祉の専門性を生かした切れ目のない支援体制による児童虐待の防止・早期発見に一層努めてま

いります。 

 また、子育て世帯とその親世帯が市内で同居・近居を開始する場合の住宅購入を再度支援してまいります。 

 さらに、ぴあぱーく妙典に子どもたちが楽しく過ごせる新たな施設を開設し地域の子育て拠点とするなど、子



育て施設の充実を図ってまいります。 

 こども食堂や昨年度から開始したフードリボンプロジェクトは、多くの方々からの御賛同をいただき、開催場

所や開催店を増やすことができています。引き続き、食事を通じた子どもの居場所づくりを支援してまいりま

す。 

 日々の生活にお困りの方々に向けては、和洋女子大学の学生が考案したレシピによる温かくておいしい栄養満

点なカレーライス、いちカレをスタートいたしました。ご利用される方々への配慮とともに状況を見守ってまい

りたいと思います。 

 突然の心肺機能の停止は、誰にでも起こり得るものです。救命率を向上させるため、まずは、市川市も市内コ

ンビニエンスストア約180店舗にＡＥＤを配置します。 

 帯状疱疹は強い痛みを伴い、日常生活が大きく制限される病です。発症率の低減と重症化の予防のため、任意

で予防接種を受けられる50歳以上の方を対象として、生ワクチンの場合は１回接種3,000円を上限として、また

不活化ワクチンの場合は２回接種まで、１回当たり7,000円を上限として費用の一部を助成します。 

 若年がん患者の在宅療養費は、介護保険制度の対象外となっています。在宅療養に必要なサービス料の９割、

一月当たり上限５万4,000円を助成し、経済的負担を軽減します。 

 障がいのある方への支援として、障がい者施設への通所にかかる交通費の助成率を３分の１から２分の１に引

き上げます。 

 また、医療的ケアができるスタッフの育成をするため、喀痰吸引等の研修費用を１人当たり最大10万円助成し

ます。 

 民間団体の調査では、日本におけるＬＧＢＴＱ＋の割合は８％から10％と言われています。市民の理解を深め

るための講座を開催するとともに、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を近隣５市と連携いたしまし

た。 

 人と動物の共生社会をつくるため、犬や猫の譲渡会の開催や、犬のしつけ教室の実施、また、飼い主のいない

猫への不妊手術やワクチン接種の支援を行ってまいります。 

 このように、生活にお困りの方や、社会的に弱い立場とされている方、また、動物や植物まで全ての命を大切

にし、誰もが住み続けたいと思える市川市を目指してまいります。 

 ２つ目は、「持続可能で安心・快適なまち」です。 

 世界的な気候変動において、脱炭素社会の実現に向けて取り組んでまいります。地域新電力会社の設立におい

ては、民間企業の協力が必要なことはもちろんですが、再生可能エネルギーを生み出すクリーンセンターの役割

が極めて重要です。次期クリーンセンターの建て替えをスタートするとともに、市民の皆さんにはごみの減量・

資源化の徹底を重ねてお願いしてまいります。 

 また、住宅の断熱化や太陽光発電のさらなる促進、電気自動車の普及、一宮町との連携協定を活用した森林環

境整備事業など、様々なカーボンニュートラルに向けた取組を加速させてまいります。 

 本市は東京都に隣接した利便性の高い都市であると同時に、水と緑に恵まれた、豊かな自然環境を有する町で

す。 

 北部には梨畑をはじめとする里山があり、人の手を加えて守っていかなければ次の時代に残すことはできませ

ん。斜面緑地の保全や、大町公園にあるナラ、クヌギなどのナラ枯れ対策を進めてまいります。 

 南部に残された貴重な海に、梨農家や市民団体の協力を得て、梨の剪定枝を活用した海洋生物が繁殖できるボ

サ漁の場づくりを計画し、里山と里海を持つ市川市ならではの取組を進めてまいります。 

 また、市民が海に直接触れられる憩いの場を創出する覆砂を進めるほか、アマモの植え付けによる藻場の再生



なども挑戦してまいります。 

 さらに、真間川水系などにおいて美観を損ねている場所については、県と協力し良好な環境にしてまいりま

す。 

 市として必要な事業を進める上において、貴重な樹木の命を軽々しく扱うことがあってはなりません。樹木の

伐採が必要となる事業計画は、慎重に見定めて進めていくと同時に、必要があれば計画の見直しも行ってまいり

ます。 

 日本を象徴するさくらのオーナー制度は、毎回たくさんの方から応募いただいております。新年度は市制施行

90周年を記念し、さくらオーナーの募集を90本といたします。 

 安心なまちづくりには千葉県警との連携が必要です。39の警察署を持つ千葉県警によりますと、昨年１年間の

電話ｄｅ詐欺の被害件数ワーストワンは、市川警察署管内とのことです。行徳警察署管内と合わせた市川市全体

の被害額は、昨年１年間で１億8,000万円を超える額になります。特殊詐欺の被害を少しでも食い止めるため、

「この通話は録音されています」などのアナウンス機能が付いた電話機への買換え費用を、上限7,000円までサ

ポートしてまいります。 

 また、町の安全、安心を守るため、自治会が設置しているカメラ付防犯灯について上限９万円の補助金制度を

続けてまいります。 

 管理が行き届かない空き家を解消し、その活用を促進するため、子育て世帯が住むためのリフォーム費用につ

いて、市内転居の場合は25万円、市外から転入の場合には50万円を上限として補助いたします。 

 平成16年に策定された都市計画マスタープランは、計画を策定してから約20年が経過しました。この間、市川

駅南口や本八幡駅周辺における再開発事業による都市拠点の形成や、本市の道路ネットワークの骨格となる外環

道路、都市計画道路3･4･18号などが整備されたことで、地域特性を生かした住宅地の形成が進みました。 

 今後、おおむね20年後を展望し、本市を取り巻く環境や社会情勢の変化などを見極め、市街化調整区域の適切

な土地利用の誘導や、用途地域の見直しも視野に、変化に即した計画としてまいります。 

 本八幡駅北口駅前地区は、交通の利便性が高い地域となっています。再開発事業では、駅前にふさわしい区画

の再編や周辺との回遊性を高めるネットワークの構築、オープンスペースの整備などにより、商店街のにぎわい

や地域の新しい魅力を創出し、市街地にふさわしい都市拠点となるよう、地域の方々とともに事業を進めてまい

ります。 

 まちの発展には人、物が行き交う道路の整備が欠かせません。 

 外環道路と成田空港を最短ルートで結ぶ北千葉道路の全線開通は、アクセスの向上や渋滞の緩和などに加え、

本市のポテンシャルを引き出す効果が期待されています。 

 全長約43kmのうち本市から鎌ケ谷市までの約5.5kmの区間については、事業化の時期が未定であることから、

北千葉道路建設促進期成同盟の構成市とともに、早期の全線開通に向け、引き続き県を通じて国に対し強く要望

してまいります。 

 南部の湾岸地域では、広範囲にわたり慢性的な交通渋滞が発生し、その解消が喫緊の課題となっています。そ

こで、昨年５月に県及び沿線６市から成る新湾岸道路整備促進期成同盟会を設立し、国土交通省へ出向き、計画

の具体化を要望いたしました。また、首都直下型地震などの災害時における緊急物資の輸送、復旧活動を支える

ための幹線道路ネットワーク構築の重要性から、本年１月にも再度、国へ要望いたしました。今後も湾岸エリア

の利便性と防災力のさらなる向上に向け、国に対してより一層強く働きかけてまいります。 

 また、都市計画道路3･4･13号二俣高谷線をはじめとする、県が事業主体となっている道路についても、引き続

き早期整備を要望してまいります。 



 老朽化が進む公共施設は、公共施設等総合管理計画に基づき、順次建て替えを進めるほか、信篤地域において

は、公民連携による施設の複合化を視野に整備計画を策定いたします。 

 引き続き下水道整備を進め普及率の向上を図ることと併せて、老朽化が進む下水道施設の長寿命化に努めてま

いります。 

 市内には突発的な豪雨によって頻繁に道路冠水が発生する場所が13か所あり、道路冠水センサーを設置して冠

水状況の把握を行っています。 

 さらに、浸水被害を軽減するため、妙典ポンプ場の増強工事及び市内11か所のポンプ場のうち５か所の修繕を

実施するほか、排水路の整備を進めてまいります。 

 このように、都市基盤の整備をはじめとする各事業を着実に進めることで、持続可能で安心、快適に過ごせる

町を目指してまいります。 

 ３つ目は、「魅力あふれる元気なまち」です。 

 市川の地に下総国府があったという誇りを、市民はもちろん市外の方にも広く知っていただくとともに、千葉

商科大学の協力の下、本年２月下旬から３月末にかけて実施していく地中レーダーによる探査など、国衙の発掘

を進め、国庁の発見に努めてまいります。 

 行徳地域の伝統文化を次世代へ継承するため、行徳まつりや神社めぐりでのみこしや獅子頭の一般公開を通じ

て「神輿のまち行徳」を一層盛り上げるとともに、行徳のみこし文化を、市の無形民俗文化財に指定することを

検討してまいります。 

 文教都市の新しいシンボルの一つとして美術館開設に向けた調査・研究を継続していくことと併せ、21年前に

策定した本市の文化振興に関する基本的な理念や方針を定めた文化振興ビジョンの見直しを進め、美術館構想を

具体的に示した計画としてまいります。 

 スポーツは、体力の向上や健康づくりだけでなく、豊かな心を育みます。そして、コミュニケーションや触れ

合いの場を通じて、家庭や社会の中で明るく前向きに生きていける人を育てます。 

 また、自らがスポーツに取り組むだけでなく、スポーツを応援する人々の大きなエネルギーは、町を活性化さ

せ、持続可能なまちづくりに極めて有効な要因となります。 

 市川市スポーツ協会をはじめとする各種団体や、スポーツ推進委員の皆さんと引き続き連携し、スポーツの力

による元気なまちづくりを目指してまいります。 

 国府台公園野球場は、令和７年４月のオープンを目指し着実に整備するなど、各種スポーツ施設の充実を図っ

てまいります。 

 さらに、レジャーとして楽しみながらスポーツに触れられる機会を増やすため、市川市の海に面するオーシャ

ンビューの立地を生かした仮称塩浜マリンパークの検討を進めてまいります 

 今年度も本市の多くのアスリートの皆さんが、全国や世界の舞台で素晴らしい成績を収められ、表敬訪問に来

てくださいました。新年度もたくさんのうれしい知らせが舞い込むよう、市を挙げて応援してまいります。 

 自治会に加入した方へ付与するＩＣＨＩＣＯポイントを拡大し、加入率の向上を図ります。また、自治会活動

に協力した学生ボランティアへのポイント付与により、地域の担い手不足の解消を目指すなど、市民活動の活性

化に有効な行政ポイントのメニューを増やしてまいります。 

 本市の北部では、国内でもトップクラスの品質と産出額を誇る地域ブランド「市川のなし」があり、私も毎

年、大田市場でＰＲしてまいりました。ほかにも、野菜や花卉などが生産されています。引き続き、安定的な都

市農業の経営に向けて支援してまいります。 

 また、東京湾に面している南部では、４人の方で貴重な伝統を守っているノリ養殖など水産業が営まれていま



す。平成30年に行徳と南行徳にあった漁業協同組合が合併し一本化され、市川市漁業協同組合との意見交換を行

いながら、市川漁港の整備や、三番瀬まつりを開催することで、水産業を振興してまいります。 

 繰り返すまでもなく、今年は市制施行90周年であり、同時に市議会も90周年を迎えます。お互いに力を合わせ

て、記念となる事業を実施してまいります。私も先頭に立ち、市民の皆さんとともに90周年の機運を高めてまい

ります。 

 記念式典では、市川市にとって功績顕著な方に対して市川市名誉市民の称号を贈り、広く市民の敬愛の対象と

してたたえるほか、本市にゆかりのある皆さんからのお祝いのメッセージで式典に花を添えていただきたいと思

っています。 

 また、本市ゆかりの文学者である永井荷風氏の名を冠した文学賞を創設し、功績をたたえるとともに、若手文

学者の発掘に力を入れてまいります。 

 市川市と同じ昭和９年生まれの方は、令和６年に90歳、つまり卒寿を迎えられます。この世代の方々は、７歳

の時に太平洋戦争を体験し、12歳のときには戦後の混乱期により、卒業式を経験できませんでした。そこで、遅

まきながら78年越しに卒業証書を手渡す「卆寿の卒業式」を催し、心からの拍手を送りお祝いの場としたいと思

っています。 

 さらに、90周年を市内外に広く周知するため、発信力のある著名人や様々なメディアの力もお借りし、市民の

皆さんに喜んでいただける90周年にしていきます。 

 以上が「誰一人取り残さないまち」「持続可能で安心・快適なまち」「魅力あふれる元気なまち」に沿った新年

度の重点施策となります。 

 今、本市が抱えている大きな課題の一つは格差ではないでしょうか。困難を抱えている方々に寄り添い、この

課題に真正面から向き合い、誰一人取り残すことのない持続可能な社会を目指してまいります。 

 本市は全国平均と比べると所得が高い傾向にありますが、日々の暮らしに困窮している方がいらっしゃるのも

事実です。こども食堂やフードリボンプロジェクト、新たに始めたいちカレ事業など、生きる権利の一助となる

よう引き続き取り組んでまいります。 

 教育の格差にも触れておきたいと思います。子ども自身では選ぶことのできない環境により、教育の質や量に

違いが生じ、将来の人生にまで影響を及ぼしています。 

 子どもたちは誰もが可能性に満ちあふれています。個々の生きる力を育み、未来に伸びゆく芽をそれぞれの立

場で支えていくことが、私たち大人の役目ではないでしょうか。教育委員会との連携を一層深め、先進的な事例

も参考にしながら、全ての子どもたちが前向きに学べる環境整備と、本市の学力向上を目指してまいります。 

 生成ＡＩの登場など、近年、デジタル技術の発展は目まぐるしく、社会に激変をもたらしています。本市とし

ても、福祉の向上につながるＡＩの活用方法を県と連携しながら模索してまいります。 

 内閣府の消費動向調査によりますと、スマートフォンの世帯普及率は９割を超え、まさに生活必需品の一つと

なっています。 

 そのような中で情報通信技術を利用できず、デジタル化した社会から取り残された人がいる現状にも目を向け

なければなりません。ゴールドシニアを中心としたデジタルに苦手意識のある方をサポートするチャレンジ75を

実施することで、本市における情報格差の解消に努めてまいります。 

 60年前、昭和39年甲辰の年には、日本の復興の象徴である東京オリンピックが開催され、これを契機に一気に

新しい時代がやってきました。 

 令和６年は、本市が先駆けとなり、失われた30年と言われ、足踏みしていた社会の閉塞感を打破し、市制施行

90周年を節目として、新たな時代の扉を開いてまいります。 



 同時に、来年は昭和という時代が始まってから100年を迎えます。いよいよ時代の課題に応える市川市政をス

タートしていかなければなりません。 

 新年度の当初予算編成は、引き続き一貫して選択と集中を推し進め、一般会計1,768億円、前年度比で100億円

増額とし、特別会計の合計797億9,500万円、公営企業会計229億1,900万円といたしました。このことから令和６

年度の当初予算総額は、2,795億1,400万円といたしました。 

 全ての事業の財源は、市民の皆さんが納めた貴重な税金です。この大切なお金を、本市が発展し続けるための

生きたお金にできるか否かは、行政が市議会とともに時代の潮流を読み、未来の町の姿を見据え、市民が真に望

んでいる市政を実行できるかどうかにかかっています。 

 正しい税金の使い方をいま一度徹底し、法令遵守の下、透明でクリーンな市政運営をお約束したいと思いま

す。 

 私は、行政における仕事とは人の役に立つことを行うことだと思います。時間に追われ、忙しく働いていたと

しても、それだけでは仕事の核心をつかんではいないのではないでしょうか。 

 自分のためではなく、誰かの役に立っているのか、いつ何どきもこの利他の精神を忘れることなく胸に刻み、

約50万人の市民の皆さんに喜んでもらうための仕事を続けてまいります。 

 信頼される市政の確立と、本市のさらなる発展を目指し、新年度の施政方針といたします。 

○稲葉健二議長 田中教育長。 

〔田中庸惠教育長登壇〕 

○田中庸惠教育長 本日、令和６年２月市議会定例会の開催に際し、教育委員会を代表して、新年度の教育行政

の運営に臨む所信の一端を述べさせていただきます。 

 初めに、令和５年度は、この５年間に進めてまいりました第３期市川市教育振興基本計画の最終年度となりま

す。計画期間中は一斉休校など新型コロナウイルスへの対応に注力せざるを得ない時期もありましたが、地域と

協働で子どもたちの成長を支える地域学校協働本部の全校配置や、東国分爽風学園、信篤三つ葉学園をスタート

させ、小中一貫教育を進めることができました。 

 また、全児童生徒に学習用タブレットを配付し、授業でデジタル技術を生かした多様な教育実践に取り組んで

きました。 

 昨年５月には、新型コロナウイルスが５類感染症に移行しましたが、単にコロナ前に戻すのではなく、教育の

質を落とすことなく、学校教育活動に真に必要なものを精選いたしました。 

 生涯学習の面においては、本年１月の二十歳の集いでは、来場者の増加に対応するため、午前、午後の２回開

催とし、多数の対象者の方々に参加いただきました。 

 また、下総国の国府が置かれていた国府台遺跡では、国庁や国衙の遺構を確認する調査を着実に進めてきまし

た。 

 新年度は、第３期計画の成果と課題を踏まえて、新たに策定した第４期市川市教育振興基本計画の方針や目標

の下、施策や取組を進めてまいります。 

 本計画では本市が求める教育の方向性を明確にし、誰もが共有できるよう、市川の教育の目指す姿を２つ掲げ

ております。 

 １つは、「互いに認め合い、自分の思いを実現できる子ども」、もう一つは、「誰もが幸せを感じ、ともに学び

支え合う、家庭・学校・地域」であります。 

 この目指す姿に向かって、「人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育」を基本理念として、教育の振興を図っ

てまいります。 



 教育を取り巻く環境やニーズに沿った、発想の転換や変革ができる柔軟性を持つとともに、家庭・学校・地域

が連携し、協働を深め、学びと社会参画の好循環を生み出すことにより市川の教育行政を引き続き、着実に進め

てまいります。 

 次に、新年度の重要な施策について、第４期計画の基本方針であります、「子どもたち一人ひとりの可能性を

引き出す教育の推進」、「学びの質の向上と学びの保障の実現」、「ともに支え合う学びの環境整備」の３点から述

べさせていただきます。 

 初めに、「子どもたち一人ひとりの可能性を引き出す教育の推進」についてであります。 

 これからの子どもたちには予測困難な時代を生き抜く力が求められます。そのために学校では、主体的・対話

的で深い学びに向けた授業改善をより一層進め、一人一人の生きる力の伸長を図ってまいります。 

 中でも、子どもそれぞれの特性や学習進度・到達度に応じた授業展開や、自ら調べ、創造的に考え、ほかの人

と協働しながら学ぶ探究的な学習に注力してまいります。 

 また、必要な情報を見つけたり、様々な情報を関連づけて考えたりする上で必要な言語能力を、市川市の強み

でもある学校図書館を活用した読書教育や図書資料の活用を推進することで高めてまいります。デジタル化が進

む時代だからこそ、じっくりと本に向き合うことで生涯にわたって学び続ける力や、豊かな心の育成を図ってま

いります。 

 心身ともに健康な生活を送ることは全ての基盤となります。家庭・園・学校が一体となり、早寝早起き朝御飯

などの望ましい生活習慣や自ら健康な心身をつくるための生活習慣を身につけることができるよう包括的な健康

教育に取り組みます。 

 また、生涯にわたって運動やスポーツに親しめるよう、関係部署や関係機関と連携した取組を行い、心身の健

康の増進や体力の向上を図ります。 

 学校給食費は無償としながらも、物価高騰下においても給食の質を維持するとともに、学校給食を生きた教材

として活用した食育を、引き続き推進してまいります。 

 次に、「学びの質の向上と学びの保障の実現」についてであります。 

 今や情報活用能力は、学習の基盤となる重要な資質・能力です。教科等横断的な視点による教育課程の編成を

進め、学習用タブレットの利活用や、全教職員のＩＣＴ活用指導力の向上を図ってまいります。 

 授業ではＩＣＴ機器を効果的に活用し、学習の習熟度や興味関心に応じた個別最適な学びを推進するととも

に、多様な他者と異なる考えを共有し、対話を通して協働的な学びを充実させてまいります。 

 学校は、子どもたちが自分の意志で生き生きと学び、様々な活動を安心して行うことができる場であることが

重要であります。そのためには、校務におけるＩＣＴの活用など、教職員の業務の適正化を図り、教職員も生き

生きと子どもたちに向き合うことができるよう、働き方改革を進めてまいります。 

 施設面では、特に老朽化が進んでいる宮田小学校の校舎建て替えや教室不足が見込まれる大洲小学校の校舎増

築など、安全で安心な学校の環境づくりを着実に進めます。 

 不登校児童生徒への支援は、子どもたちが自らの進路を主体的に捉えて、将来的な社会的自立を目指すもので

あります。本市でも不登校児童生徒は年々増加しておりますが、多様な子どもの態様に応じた、きめ細かな支援

を行えるよう、児童生徒の状態や必要としている支援を適切に見極め、学校と家庭、関係部署等との積極的な連

携を図ります。 

 また、小学校の協力校にて、校内教育支援センター、仮称スペシャルサポートルームを開設するとともに、Ｎ

ＰＯ法人等関係機関との情報共有が行える体制を構築してまいります。 

 特別な支援や日本語指導を必要とする児童生徒数が、近年急増しています。全ての子どもがその持てる力を発



揮できるよう、きめ細かな指導を行い、子どもの状況に合った適切な教育機会の提供を図ります。 

 放課後や長期休業中における子どもの居場所づくりへのニーズが年々高まっています。本年度、全小学校に設

置が完了した放課後子ども教室の充実を図るとともに、放課後保育クラブにつきましては待機児童の解消に向け

整備に努めてまいります。 

 最後に、「ともに支え合う学びの環境整備」についてであります。 

 子どもたちが社会とのつながりの中で学べるよう、家庭・学校・地域のさらなる連携を図り、学校運営協議会

や地域学校協働本部の一層の充実と活用を進めます。 

 生涯学習の推進につきましては、公民館、図書館、博物館の活用を通して、誰もがいつでも、人とのつながり

の中で学びたいときに学ぶことのできる、地域の身近な学習拠点として多様な学びの場を提供してまいります。 

 平成６年11月に開館した生涯学習センターは、本年、開館30周年を迎えます。市制施行90周年記念とも合わ

せ、市民提案によるイベントを開催するなど、中央図書館をはじめとした複合施設の一層の利用促進を図ってま

いります。 

 また、市内の文化財につきましては、子どもたちの歴史・文化への理解と地域の愛着の醸成を図るため、保護

と活用を進めることとし、国府台遺跡において、国庁や国衙の遺構を確認する調査を継続して行います。 

 貴重な歴史的文化遺産を次の世代に確実に守り伝えていくため、史跡下総国分寺跡附北下瓦窯跡や史跡曽谷貝

塚において、史跡の公有化及び適切かつ計画的な史跡の保存活用を図ってまいります。 

 以上、新年度における重要な施策とさせていただきます。 

 結びに、新年度は、第４期市川市教育振興基本計画の初年度となります。 

 重点的に取り組む内容を学校現場と共有し、より一層連携することで、第４期計画を実行性の高い計画として

まいります。 

 教育を取り巻く社会状況は急激に変化しており、子どもに求められる資質・能力も少しずつ変わってきていま

す。また、不登校児童生徒や、特別支援教育の対象児童生徒の増加に伴い、学びのスタイルも多様化が求められ

る時代になってきています。 

 教育委員会は、率先垂範して学ぶ姿勢を持ち続けることにより、学校教育と社会教育を両輪として、市川の教

育の目指す姿の実現に向かって進んでいきます。 

 総合教育会議や様々な対話の場を通じて、市長と現況や認識をさらに共有し、連携を図るとともに、各学校に

積極的な支援を行い、共に取り組んでまいります。 

 市民の皆様並びに議員各位の御理解と御支援をお願い申し上げまして、新年度の教育行政運営方針といたしま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○稲葉健二議長 田中市長。 

〔田中 甲市長登壇〕 

○田中 甲市長 議案第55号から議案第86号まで及び諮問第４号から諮問第６号までについて提案理由を御説明

申し上げます。 

 まず、議案第55号市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正については、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、条文の整備を行う必要があることから提出するものであり

ます。 

 議案第56号昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止

については、昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等を実施することがないため、本条例を廃止する必要がある



ことから提案するものであります。 

 議案第57号市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、会計年度任用職員に対して勤勉手当

を支給することに伴い、条文の整備を行う必要があることから提案するものであります。 

 議案第58号市川市税条例等の一部改正については、森林環境税を免除する場合の事務の取扱いを踏まえ市民税

に係る減免の申請期限を見直すとともに、固定資産税等に係る減免の申請期間についてもこれと同様の措置を講

ずる必要があることから提案するものであります。 

 議案第59号市川市手数料条例の一部改正については、建築基準法の改正に伴い大規模の修繕等に係る既存の不

適格建築物の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の事務に係る手数料の額を定めるとともに、地方公

共団体の手数料の標準に関する政令の改正を踏まえ危険物の貯蔵所の設置許可の申請に対する審査の事務に係る

手数料の額を見直すほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものであります。 

 議案第60号市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正については、児童福祉法の改正

に伴い条文の整備を行うほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものであります。 

 議案第61号市川市敬老祝金支給条例の一部改正については、平均寿命の延伸等を踏まえ敬老祝い金の支給要件

を見直すほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものであります。 

 議案第62号市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止については、養護老人ホームいこい荘

について、高齢者向けのサービス等の充実による入所率の低下、建物の老朽化による安全性の低下等を勘案し、

同施設を廃止する必要があることから提出するものであります。 

 議案第63号市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定については、地域共生社会の実現に寄

与するため、市民等の社会参加及び介護予防の拠点となる施設として地域共生センターを開設することに伴い、

その設置及び管理について定める必要があることから提案するものであります。 

 議案第64号市川市介護保険条例の一部改正については、介護保険法に基づき令和６年度から令和８年度までの

各年度の保険料率を定めるほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。 

 議案第65号市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について

は、国の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正を踏まえ、指定居宅介護支援事業ごとに

置かなければならない介護支援専門員の人員に関する条例を見直すほか、所要の改正を行う必要があることから

提案するものであります。 

 議案第66号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改

正については、国の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正を踏まえ、管理者

が兼務することができる事業所等の範囲を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化のための措置を義務づけ

るほか、所要の改正を行う必要があることから提出するものであります。 

 議案第67号市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正については、国の指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正を踏ま

え、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人員に関する基準を定めるほか、所要の

改正を行う必要があることから提案するものであります。 

 議案第68号市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正については、国

の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正を踏まえ、管理者が兼任することのできる事業所等の



範囲を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化のための措置を義務づけるほか、所要の改正を行う必要があ

ることから提案するものであります。 

 議案第69号市川市漁港管理条例の一部改正については、漁港漁場整備法の改正に伴い、条文の整備を行う必要

があることから提案するものであります。 

 議案第70号市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正については、地方自治法の改正に伴い、条文の

整備を行う必要があることから提案するものです。 

 議案第71号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正については、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律の改正及び困難な問題を抱える女性への支援に対する法律の制定に伴い、条文の改正

を行う必要があることから提案するものです。 

 議案第72号市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正については、待機児童の解消を図

るため、新たに稲荷木小学校放課後保育クラブを設置するほか、所要の改正を行う必要があることから提案する

ものであります。 

 議案第73号令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号）について御説明いたします。 

 補正予算の総額は、歳入歳出それぞれ25億9,064万1,000円の増額を行い、予算総額を1,800億4,757万1,000円

とするものです。 

 今回の補正予算は、国の補正予算等への対応として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した生

活者、事業者に対する支援などを行うほか、執行差金等について減額補正を行うものです。 

 歳出予算の主な内容を申し上げますと、第２款総務費では、職員の退職手当の増額や情報システム関連経費な

どの減額などについて、第３款民生費では、障がい者自立支援給付、生活保護などに係る扶助費や国県支出の償

還金を増額するほか、老人福祉施設整備費補助金などの減額について、第４款衛生費では、安定した国民健康保

険事業の財政運営を行うための国民健康保険特別会計繰出金の増額や新型コロナウイルスワクチン接種に係る委

託料の減額について、第５款労働費では、勤労福祉センター光熱水費の減額について、第６款農林水産業費で

は、梨農家による花粉の自家採取に係る機器類の購入を補助するための経費の計上について、第７款商工費で

は、物価高騰の影響を受けている市内事業者に対する光熱費、燃料費等を補助するための経費や中小貨物運送事

業者に対する燃料費を補助するための経費などを増額するほか、デジタル地域通貨推進事業に係る経費の減額に

ついて、第８款観光費では、職員人件費や動植物園における光熱水費の減額などについて、第９款土木費では、

下水道事業会計に対する一般会計からの負担金の増額や、国の補正予算を活用し６年度に行う予定としていた自

転車走行レーン等の整備などを５年度に前倒しして行うための工事請負費の計上などについて、第10款消防費で

は、救急自動車の購入経費の減額などについて、第11款教育費では、国の補正予算を活用し６年度に行う予定と

していた小中学校のトイレ改修などを５年度に前倒しして行うための工事請負費の計上などについて、また、歳

入予算につきましては、市税から市債までの財源を充て、収支の均衡を図ったものであります。 

 次に、継続費の補正では、地域コミュニティゾーンこども施設整備事業については、継続費の総額及び６年度

の年割額の改正を、また、大洲小学校校舎整備事業については、継続費の年割額の変更を行うものです。 

 繰越明許費の補正では、千葉県防災行政無線再整備事業ほか24事業について、いずれも年度内の完了が困難で

あることから繰越明許費の追加をするほか、老人福祉施設整備事業では、特別養護老人ホームの整備事業者に対

する補助金について、６年度中の事業完了が見込めないことから繰越明許費の廃止をするものです。 

 また、ゴールドシニア事業（バス・タクシーチケット）交付金及び小学校営繕事業について、本補正予算にお

いて当該事業の歳出予算を増額するのに合わせ、既に設定していた繰越明許費について増額の変更を行うもので

あります。 



 債務負担行為の補正では、次期クリーンセンター整備運営事業者選定支援委託費、令和５年度の委託期間の延

長に伴い追加を行うほか、道路拡幅用地取得費（令和５年度）において今年度中の用地取得が見込めないこと、

北方保育園家屋等事前調査業務委託費においては、民営化の遅延に伴い解体工事に遅れが生じ、今年度中の家屋

等事前調査業務委託の契約締結の見込みがなくなったことから、債務負担行為を廃止するものであります。 

 また、学校保健定期健康診断委託費（令和５年度）については、委託料の単価や実施予定数の増員が見込まれ

ることから、当初予定で設定していた債務負担行為を変更するものです。 

 最後に、地方債の補正では、総務費、民生費、土木費、消防費及び教育費における起債の限度額について、そ

れぞれ変更するものであります。 

 次に、議案第74号令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の歳入歳出予算の補正は1,791

万1,000円の増額を行い、総額をそれぞれ408億2,538万1,000円とするものです。 

 主な内容は、保険給付費における一般被保険者療養給付費などを減額補正するほか、国民健康保険事業財政調

整基金積立金などの増額補正などを行うもので、その財源として一般会計からの繰入金や繰越金などを充て、収

支の均衡を図るものであります。 

 次に、議案第75号令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号）の歳入歳出の補正は４億7,182万

8,000円の増額を行い、総額をそれぞれ324億1,406万9,000円とするものです。 

 主な内容は、職員人件費や地域支援事業費等を減額するほか、国庫支出金等の４年度超過交付額の返還のため

償還金の増額補正などを行うもので、財源については支払基金交付金、繰越金などを充て、収支の均衡を図るも

のであります。 

 次に、議案第76号令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号）について、業務の予定量の補正では、

資本的支出における建設改良費の減額に伴い、業務予定量の補正を行うものであります。 

 次に、収益的収入及び支出の補正では、収益的支出において、公共下水道の管渠清掃等委託料や終末処理場の

動力費の不用額2,041万2,000円を減額するとともに、収益的収入において、汚水処理等負担金等を増額するほ

か、下水道使用料等の減額を行い、合わせて３億8,605万1,000円を減額するものであります。 

 資本的収入及び支出の補正では、資本的支出において、北方地区公共下水道整備事業の継続費の変更に伴う本

年度支出額のほか、水道管等の戻し工事の進捗に伴う路面復旧費、補償金等の減額補正を行い、合わせて８億

7,724万1,000円の減額補正を行うとともに、資本的収入において、公共下水道整備汚水事業の事業費の減に伴う

公共下水道事業債等の減額補正を行うなど、合わせて６億5,471万円の減額補正を行うものです。 

 また、その差額について、過年度分及び当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分及

び当年度分の損益勘定留保資金により補塡をするものであります。 

 次に、継続費の補正では、市川市南ポンプ場建設事業については、継続費の総額、期間及び年割額を変更する

ほか、北方地区公共下水道整備事業については、継続費の期間及び年割額を変更するものです。 

 次に、企業債の補正では、公共下水道事業における起債の限度額について変更するものであります。 

 最後に、他会計からの補助金では、雨水建設改良費に対する一般会計からの補助金を増額するものでありま

す。 

 次に、議案第77号令和６年度市川市一般会計から議案第81号令和６年度市川市下水道事業会計予算までにつき

まして御説明をいたします。 

 初めに、令和６年度一般会計予算の規模は、前年度と比べ100億円、6.0％増の1,768億円となりました。新年

度の当初予算は、人件費や扶助費など増額する義務的経費への対応を図りつつ、既に着手した斎場の建て替えや

子育て世帯への支援、デジタル地域通貨推進事業などをさらに進めるとともに、市制施行90周年記念事業、脱炭



素社会・カーボンニュートラルの推進、高齢者等への支援のほか、クリーンセンターの建て替え、公共施設の老

朽化対応のための基金への積立てを行うなど、幅広い分野にわたり予算配分を行ったものであります。 

 次に、一般会計の主な内容については、まず歳入において、第１款市税では、個人市民税が定額減税の実施に

伴い減収となる一方、固定資産税や都市計画税において評価替え等による増収を見込み904億4,200万円を計上

し、第９款地方特例交付金では、個人市民税からの定額減税による減収相当額が全額補塡されることから27億

7,500万円を計上し、第14款国庫支出金では、新型コロナウイルスワクチンの臨時特別接種の終了に伴い減とな

る一方、児童手当、保育所等運営費、障がい者支援、生活保護などの扶助費等の増加や、物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金を活用したことなどに伴い358億3,826万1,000円を計上し、第20款諸収入では、デジタル地

域通貨推進事業の本格実施に伴う通貨発行事業収入や情報システム標準化に伴う経費に対する補助など65億

8,749万4,000円を計上し、第21款市債においては、国府台公園野球場整備工事、八幡分庁舎建て替えやぴあぱー

く妙典こども施設整備など、既に着手している大規模な建設事業の進捗に伴い65億9,060万円を計上しておりま

す。 

 次に、歳出におきましては、まず第２款総務費では、市制施行90周年記念式典に係る経費や国府台公園整備事

業費のほか、国が進める情報システム標準化への対応など242億9,800万円を計上しております。第３款民生費で

は、児童手当、保育所等運営費、障がい者支援、生活保護などの扶助費等の増加の対応に加えて、高齢者等への

支援としてゴールドシニア事業チケット75やチャレンジ75、65歳以上の高齢者の補聴器購入費用の補助のほか、

子育て支援として、子育て世帯同居・近居スタート応援補助金、ぴあぱーく妙典内のこども施設整備、また、新

たに設置するこども家庭センターの経費など894億2,700万円を計上し、また、第４款衛生費では、次期クリーン

センターの稼働までに現施設を安定操業させるための改修経費、斎場施設の建て替えに向けて必要となる設計経

費のほか、帯状疱疹ワクチンなどの予防接種経費、また、若年の末期がん患者に向けた在宅療養サービス費用の

補助など178億4,400万円を計上しております。第７款商工費では、地域経済と市民活動の活性化を図るため、本

格実施するデジタル地域通貨推進事業など30億1,000万円を計上しております。第９款土木費では、本八幡駅北

口駅前地区市外地再開発に係る準備組合への補助金のほか、無電柱化の推進、排水路の整備など104億2,700万円

を計上しております。第11款教育費では、宮田小学校建て替えに向けた設計費、大洲小学校の増築を進めるため

の経費、また、放課後保育クラブの支援員等の処遇改善に伴う経費のほか、下総国府に関わる発掘調査をさらに

進めるための経費、曽谷貝塚などの施設を適切に保存し活用を図るための経費、153億4,900万円を計上しており

ます。 

 次に、特別会計及び公営企業会計につきましては、国民健康保険特別会計では、被保険者の数の減少に伴い保

険給付費の減が見込まれることから、前年度に比べ13億6,000万円、3.3％減、393億9,900万円を計上しておりま

す。 

 介護保険特別会計では、介護報酬改定に伴い保険給付費の増が見込まれることから、前年度に比べて14億

3,000万円、4.5％増、333億1,500万円を計上し、後期高齢者医療特別会計では、被保険者数の増加に伴い広域連

合に支払う納付金が増となることなどにより、前年度に比べ６億9,800万円、10.9％増、70億8,100万円を計上し

ております。 

 下水道事業会計では、公共下水道の普及を進めるための管渠整備費、市川南ポンプ場建設事業の進捗により事

業費が増加することから、前年度に比べ３億8,900万円、1.7％増の229億円1,900万円を計上しております。 

 最後に、一般会計、特別会計及び公営企業会計を合わせた令和６年度当初予算の全会計総数は、前年度と比べ

111億5,700万円、4.2％増、2,795億1,400万円を計上するものであります。 

 議案第82号市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約については、一般競争入札の結果、上條建設株式会社と



の間に工事請負仮契約を締結したので提案するものです。 

 議案第83号及び議案第84号財産の減額貸付については、株式会社市川市場が公益性の高い地方卸売市場の運営

を継続して行うことができるようにするため、市川市が所有する卸売市場の土地及び建物を当該法人に減額して

貸し付ける必要があることから提案するものであります。 

 議案第85号診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起については、国民健康保険法の保険医療機関

及び生活保護法の指定医療機関の開設者である相手方が不当な請求により本市から得た診療報酬及び高額療養費

について、その返還に応じないため、相手方に対し、その支払い等を請求する訴えを提起したことから提案する

ものであります。 

 議案第86号教育委員会委員の任命については、現教育委員会の委員の任期が本年３月31日をもって満了となる

ことから、後任として駒久美子氏を任命いたしたく、市議会の同意を求めるため提案するものであります。 

 諮問第４号から諮問第６号まで人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては、法務大臣から

委嘱されている本市の人権擁護委員のうち、本年６月30日をもって期間満了となる委員３名の再任推薦につき、

市議会の意見を求めるため提案するものであります。 

 以上よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 お諮りいたします。議事の都合により、明２月15日から２月21日まで７日間休会することにい

たしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって明２月15日から２月21日まで７日間休会することに決定いたし

ました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

午後２時18分散会 



 

 

 

第  ２  日 

 

令和６年２月 22 日（木曜日） 



令和６年２月市川市議会定例会議事日程（第２号） 

令和６年２月 22 日（木曜日）午前 10 時開議 

 

第１ 議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

第２ 議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

の廃止について 

第３ 議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

第４ 議案第58号 市川市税条例等の一部改正について 

第５ 議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について 

第６ 議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第７ 議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について 

第８ 議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について 

第９ 議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

第10 議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について 

第11 議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正に

ついて 

第12 議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部改正について 

第13 議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

第14 議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型 

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の一部改正について 

第15 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 

第16 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

第17 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第18 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第19 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号） 

第20 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

第21 議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

第22 議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号） 

第23 議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算 

第24 議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算 

第25 議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算 

第26 議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 

第27 議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算 

第28 議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について 

第29 議案第83号 財産の減額貸付について 

第30 議案第84号 財産の減額貸付について 

第31 議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について 

第32 議案第86号 教育委員会委員の任命について 



第33 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

第34 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

第35 諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

第36 報告第30号 専決処分の承認を求めることについて 

第37 報告第31号 専決処分の報告について 

第38 報告第32号 専決処分の報告について 

（代表質問） 創 生 市 川 大久保たかし議員 

 公 明 党 大場 諭議員、宮本 均議員 

――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

日程第２ 議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する

条例の廃止について 

日程第３ 議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第４ 議案第58号 市川市税条例等の一部改正について 

日程第５ 議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について 

日程第６ 議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第７ 議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について 

日程第８ 議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について 

日程第９ 議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

日程第10 議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について 

日程第11 議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改

正について 

日程第12 議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正について 

日程第13 議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

日程第14 議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密 

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部改正について 

日程第15 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 

日程第16 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

日程第17 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第18 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第19 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号） 

日程第20 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
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会    議 

午前10時開議 

○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第１議案第55号市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてから日程第38報告第32

号専決処分の報告についてまでを一括議題といたします。 

 お諮りいたします。報告第30号については、会議規則第37条第３項の規定により提案理由の説明を省略するこ

とにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○稲葉健二議長 起立者多数であります。よって報告第30号は提案理由の説明を省略することは可決されまし

た。 

 これより代表質問を行います。 

 順次発言を許可いたします。 

 創生市川、大久保たかし議員。 

〔大久保たかし議員登壇〕 

○大久保たかし議員 おはようございます。創生市川の大久保たかしです。 

 質問に先立ちまして、令和６年能登半島地震でお亡くなりになりました方々に御冥福をお祈りいたしますとと

もに、被災された皆様にお見舞いを申し上げ、一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 それでは、会派を代表して質問をさせていただきます。 

 まず、大項目１つ目、施政方針より。 

 市川市は、本年90周年を迎えます。この記念すべき年に行う市制施行90周年記念事業の内容と基本的な考え方

をお伺いいたします。 

 ２つ目に、誰一人取り残さないまちの中の高齢者向け施策及び子ども向け施策について、特に新規や拡大する

ものについて、どのような事業を行うのか、それぞれ御答弁をお願いいたします。 

 大項目２つ目、デジタル地域通貨について。 

 実証実験が昨年５月から９月にかけて行われ、実験では市民１万5,000人、加盟店212店舗が参加して約４億円

のＩＣＨＩＣＯが利用されたとのことですが、その結果と課題、今後の展開について、なるべく詳しく御答弁を

お願いいたします。 

 大項目３つ目、公共施設整備における公民連携についてです。 

 田中市長は施政方針の中で、信篤地域の公共施設の整備について、公民連携の積極的な導入を検討すると述べ

られました。 

 そこで、(1)従来の施設整備は市が作成した仕様書に基づき、設計、建設それぞれの過程で事業者を選定して

進めてきたものというふうに認識をしておりますが、信篤の施設を公民連携で整備するとした狙いはどこにある

のかお答えをお願いいたします。 

 次に、２つ目、市内の多くの施設で老朽化が進んでいる中、信篤の整備に限らず、今後の公共施設整備におい

ても公民連携の可能性を模索する必要があると思いますが、市の認識についてお聞かせください。 

 (3)今後の公民連携による公共施設整備の進め方について、市の考えをお聞かせください。 

 大項目４つ目、自転車の安全利用に関する取組について。 



 

 

 (1)ヘルメット購入費の補助制度の在り方について。本市は、今年度ヘルメット購入費の補助を実施している

が、導入に至った経緯とその効果、制度に対する考え方をお伺いいたします。 

 (2)自転車利用者の危険な運転が見受けられますが、自転車ルール遵守のための啓発活動と安全指導教室の現

状についてお伺いをいたします。 

 (3)本市は、自転車が関係する事故が県内でも非常に多い町でありますが、警察による取締りの現状と、本市

の取組に対する考え方をお聞かせください。 

 大項目５つ目、起業家支援について。 

 (1)市川市中小企業融資制度の考え方について。本市は、中小企業や個人事業主、これから起業する方々に対

し、どのような制度設計を行っているのか。融資種別、融資限度額、融資利率などの概要についてお伺いをいた

します。 

 (2)特定創業支援等事業の内容について。国の特定創業支援事業の内容と、自治体の指定した講座を受講する

と、法人を設立する際の登録免許税が補助されますが、その内容と期間、費用などについてお聞かせください。 

 大項目６つ目、ＪＲ市川塩浜駅前の仮称塩浜マリンパークの整備及び現市民プールとの関係性について。 

 (1)塩浜地区の現状と、４つの整備方針を含めたマーケットサウンディング調査の結果と整備方針、今後の展

開についてお伺いをいたします。 

 (2)昭和57年に開業し、老朽化が進んでいる現在の市民プールの再整備との関係性についてお考えをお聞かせ

ください。 

 大項目７つ目、文化芸術行政について。 

 (1)東山魁夷記念館に係る裁判に至った経緯と判決結果及び現状についてお伺いをいたします。 

 (2)施政方針にもありました市立美術館構想について、美術館構想の内容と、美術館の建設または設置予定場

所についてお伺いをいたします。 

 (3)市川市保有の美術品の保管状況について。本市保有の美術品で、一度も展示されたことがない作品がある

というふうにお聞きをいたしました。それがどのようなものなのか、仮に市立美術館が開設された場合、現在の

収蔵庫はどのような扱いになるのか。そして、現在美術品を庁舎内に展示するなど、もっと活用ができないのか

お伺いをいたします。 

 大項目８つ目、市立学校の防犯対策について。 

 市立学校の防犯対策について、現状と課題についてお伺いをいたします。 

 (2)学校防犯対策検討委員会の開催状況と議論の内容についてお伺いをいたします。 

 (3)現在の校門の電子錠の整備状況についてお伺いをいたします。 

 大項目９つ目、まちづくり行政について。 

 本市では、空き家対策において各種補助事業を行っておりますが、制度の概要と、これまでの実績について、

現状の空き家の数も含めてお答えをお願いいたします。 

 (2)都市計画マスタープランについて。 

 アとして、現行計画の進捗について、都市計画マスタープランの位置づけと策定経緯、現行計画に基づいたま

ちづくりの進捗についてお伺いをいたします。 

 イとして、都市計画マスタープランの改定作業について、作業過程で市民の声はどのように反映させるのか、

お考えをお聞かせください。 

 大項目10個目、環境行政について。 

 (1)新電力会社について。本市が地域新電力会社設立を目指す理由、どのようにして安定的な経営を行うの



 

 

か。他市等で事業休止に至った事例があるのかについてお伺いをいたします。民間企業と組むのであれば、その

出資比率も含め、お答えをお願いいたします。 

 (2)新クリーンセンターの整備事業について。設計、整備、運営までの予算案が計上されましたが、これまで

の経緯と事業概要、今後のスケジュール及び処理規模とその算定根拠についてお伺いをいたします。 

 (3)令和５年４月にじゅんかんプラン21が改定されましたが、その数値目標に向けて、燃やすごみの減量施策

を進めていく必要があると考えます。一方で、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、週２回であった燃

やすごみの収集回数を現状３回としていますが、以前、収集回数を３回から２回にした際の狙いにごみの減量が

あったというふうに記憶をしております。そこで、ごみの減量に向けた減量策や資源化の考えや方向性、今後の

燃やすごみの収集回数について、市の考えをお伺いいたします。具体的数値を用いてお答えをお願いいたしま

す。 

 以上、１回目の質問とさせていただき、御答弁によって再質問をさせていただきます。 

○稲葉健二議長 答弁を求めます。 

 小川企画部長。 

○小川広行企画部長 私からは、施政方針についての(1)市制施行90周年記念事業についてお答えいたします。 

 本市は、昭和９年11月３日に、市川町、八幡町、中山町及び国分村の合併により市川市が誕生し、本年で市制

施行90周年を迎えます。本年が市制施行90周年であることを、まずは市民のみならず、市外の方々にも広く知っ

ていただくとともに、子どもから高齢者まで幅広い世代が参加できるイベントを実施することにより、この記念

すべき１年を盛り上げてまいります。そこで、昨年11月３日のいちかわ市民まつりにおいて、新たな冒険や未知

の世界への挑戦を連想させる気球をモチーフとした記念ロゴとともに、100周年、さらにその先の未来に向けて

町が発展していくことに期待が膨らむ様子を表したキャッチフレーズ「わくわくするまち いちかわ」、また、

記念ロゴにちなんだテーマソング「気球にのってどこまでも」を発表し、スタートを切りました。 

 令和６年度当初予算に計上している主な事業といたしましては、まず、さらなる周知を図るため、みんなで缶

バッジプロジェクトと題しまして、市内小学校に在学する児童や、障がいをお持ちの方が働く施設で記念ロゴを

用いた缶バッジを自ら作成し、身につけていただくことでＰＲしてもらうもので、単に既製品として配布するの

ではなく、思い出に残るよう制作の工程を楽しみながら参加していただければと考えております。そのほかに

も、様々な場面で90周年が人々の目に映るように、市内各施設や歩道橋に横断幕やポスターの設置、また市内主

要駅周辺の道路照明灯へフラッグを設置してまいります。さらには、記念ロゴが入った住民票や課税証明などの

交付、原動機付自転車のオリジナルナンバープレートを発行する予定としております。記念イベントといたしま

しては、元日にアイ・リンクタウン展望施設での初日の出特別観覧や、市川市民元旦マラソンを皮切りに、既存

の事業に90周年の冠をつけた事業が既にスタートしております。また、市川市民納涼花火大会や桜オーナー制度

などの既存事業につきましては、例年から規模を拡大して実施するなど、順次展開していく予定としておりま

す。また、小学生が市内を撮影した写真展の開催や、ぴあぱーく妙典内に新たに開館する子ども施設のオープニ

ングイベントの実施、さらに、太平洋戦争の混乱等の事情により卒業式を行えなかった方々に卒業証書を手渡す

卆寿の卒業式の開催を予定しております。 

 市制施行日であります11月３日に開催される記念式典では、広く社会の進展、学術、文化の興隆に貢献された

方のうち、その功績が特に顕著である方に贈られる名誉市民の顕彰や、市政に功労のあった方へ感謝状の贈呈を

実施するほか、さらに式典を彩り豊かなものにするためのプログラムや、本市ゆかりの著名人からいただくお祝

いメッセージ動画の上映など、90周年を祝う機運を一層高めてまいります。 

 こうした事業や式典を通じまして、本市が一体となって、この90年間に受け継がれてきた歴史や伝統文化を尊



 

 

重するとともに、広く思いを共有し、町への愛着をより一層深めていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 私からは、施政方針の(2)のうち、高齢者向け施策についてお答えします。 

 昨年までの３年以上に及ぶコロナ禍では、外出自粛が長期化したことで、特に健康リスクが高いとされるゴー

ルドシニアの方々の体力低下や健康面での影響が憂慮されていました。そこで、これまで外出を控えてこられた

方々の外出を促すとともに、健康に対する意識の向上を図ることで健康寿命の延伸につなげることを目的とし

て、ゴールドシニア事業を実施してまいりました。まずは、昨年10月にゴールドシニアの方々に外に出て多くの

方と一緒に笑っていただくというテーマでイベントを開催しました。当日は、市川市文化会館大ホールに約

1,100人のゴールドシニアの皆さんが来場され、大いに笑って過ごし、大変好評をいただいたところです。 

 次にチケット75、こちらは、バスは市内主要路線をチケット１枚と現金100円で乗車でき、タクシーはチケッ

ト１枚で500円分を補助する事業ですが、こちらを実施しまして、バスは１万1,199件、タクシーは１万1,800件

の申請をお受けしました。チケット75は昨年12月１日より利用を開始し、２か月が経過しました先月末時点にお

いて、バスは約１万9,000枚、タクシーは約6,000枚の利用があったところです。なお、事業の効果につきまして

は、今後利用実績やアンケート調査などにより外出機会の増加に寄与しているかなどを確認してまいりたいと考

えております。 

 次に、令和６年度のゴールドシニア事業といたしましては、まず、このチケット75につきまして、今年度バ

ス、タクシーそれぞれ１万人の上限設定に対し、これを上回る申請があったこと、また、実際に利用が始まった

ことでさらに周知が進んでいくものと考えることから、それぞれ上限を１万5,000人に拡大して提案をさせてい

ただいております。加えて、新たにチャレンジ75として、学ぶ、使う、得をするをテーマに、スマートフォンに

挑戦したいと考えているゴールドシニアの後押しをしてまいります。福祉部では、初めてスマートフォンを購入

される方に対して、購入費用の２分の１、２万5,000円を上限として補助し、スマートフォンを使うきっかけと

していただきたいと考えています。また、生涯学習部においては、デジタル活用に必要な知識の習得、向上に向

けてデジ活講座を開催したいと考えております。この講座では、スマートフォンの使い方を学んでいただくほ

か、本市のデジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯを活用してお得に買物を楽しんでいただくなど、スマートフォンにチ

ャレンジしながら活動的な生活を送っていただきたいと考えております。このほか、日常生活における様々な課

題や困り事を身近に相談できる高齢者サポートセンターにおいては、全てのセンターに認知症地域支援推進員と

生活支援コーディネーター、この２つの役割を兼ねる職員を配置しまして、よりきめ細やかに対応できるよう体

制を強化してまいります。また、介護人材の確保、充実を目的として、ケアマネジャーの資格取得に要する費用

の２分の１、５万円を上限として助成するほか、主任ケアマネジャーの研修費用の２分の１、２万9,000円を上

限として助成いたします。最後に、聴力機能の低下のため日常生活に支障のある高齢者に対し、補聴器の購入費

用３万円を上限として助成することにより、生活の質の低下を予防してまいります。 

 これらの取組を通じて、ゴールドシニアをはじめ高齢者の社会参加を促進し、健康寿命の延伸とともに、「誰

一人取り残さないまち」を目指してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 私からは、大項目の１番目、施政方針についての(2)のうち、子ども向け施策の具体的

な内容についてお答えいたします。 

 本市では、これまで子どもたちの健やかな成長を社会全体で支えるための施策として、子育て世帯の経済的負



 

 

担軽減を目的とした子ども医療費助成制度の対象年齢の拡大、子どもたちの安心で充実した食の環境整備として

の小中学校給食費の無償化、２人目の子どもを希望する夫婦の夢を後押しする第２子以降の保育料無償化などの

施策に取り組んでまいりました。令和６年度も、引き続き親子が安心して生活できる環境整備に努め、子どもた

ちや子育て世帯を取り巻く様々な状況に応じた支援策を講じてまいります。主な事業としましては、児童福祉と

母子保健の専門性を生かし、子育てに関する様々な相談に対応するこども家庭センターを設置し、第１庁舎２階

に窓口を整備いたします。また、子育て世帯とその親世帯の同居、近居に伴う住宅購入などの費用を支援する同

居・近居スタート応援補助金を設けることで、本市での定住促進と子育て環境の充実を図ります。さらに、ぴあ

ぱーく妙典内に整備中の子ども施設に屋内運動場や実習室、交流スペースなどを設け、あらゆる子どもの居場所

となる充実した施設とする予定でおります。このほかにも、安心して子どもを産み育てることのできる市川市を

実感していただけるよう、多様な子育て施策を今後も推進してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 私からは、大項目、デジタル地域通貨についてと起業家支援についてにお答えをいた

します。 

 初めに、デジタル地域通貨についてです。 

 実証実験では、デジタル地域通貨の仕組み、事業運営、利用実績、事業効果について検証を行いました。ま

ず、今回導入した仕組みについては、正確かつスムーズにデジタル地域通貨の発行、決済、利用状況の管理、加

盟店への精算を行うことができたという点で、今後も継続して利用できる仕組みであると評価をいたしました。

事業運営については、実証実験の期間中、トラブルなく安定したデジタル地域通貨の運用を行うことができたと

考えております。利用実績については、参加者１万5,000人、利用額４億円以上となり、決済データの分析や経

済効果の算出を行う上で十分な利用状況となりました。事業効果については、デジタル地域通貨の導入により地

域経済と市民活動が活性化したと評価をしております。地域経済では、市外から市内へ消費を呼び戻した額、消

費喚起額、経済波及効果の３点について検証を行いました。 

 まず、市外から市内へ消費を呼び戻した額については、参加者を対象としたアンケート調査を行い、実証実験

の期間中、市外の店舗やネットショッピングからどの程度買物や飲食を行う場所を市内に変更したのかを金額に

換算して尋ねたところ、１人当たり平均8,700円でありました。この結果に実証実験の参加者数を掛けて算出を

した市外から市内へ消費を呼び戻した額は、おおよそ１億3,000万円となります。次に、消費喚起額について

は、参加者に実証実験の期間中、どの程度ふだんより消費が増えたのかを尋ねたところ、１人当たりの平均は

7,800円でしたので、消費喚起額は１億2,000万円となります。経済波及効果については、プレミアム付商品券事

業の際、国が全国の自治体に示した方法に基づいて算出をいたしました。その結果、消費喚起額１億2,000万円

に起因する原材料の生産誘発額や雇用者の所得誘発額等を合計した経済波及効果は、おおよそ6,000万円でし

た。実証実験の期間中に地域経済へ及ぼした効果は、総額で３億1,000万円となり、令和５年度に本市が実質負

担した事業費１億7,000万円を上回る結果となりました。 

 また、今回の実証実験では、市民活動活性化の事業効果も検証をいたしました。健康づくりやボランティア活

動にポイントを付与したところ、参加する動機づけとなったとの回答をいただきました。免許証の自主返納で

は、本市への申込件数が昨年度までの５倍になる等、事業効果が有効であると評価をいたしました。このほか、

アンケート調査結果では、ＩＣＨＩＣＯを利用したら地元への関心や愛着が高まったという地域経済と市民活動

以外の効果も認められました。 

 次に、実証実験から明らかになった課題です。実証実験の準備段階では、加盟店と参加者の獲得に時間を要し



 

 

ました。そこで、商店会との連携を強化して加盟店の獲得に取り組むことと併せて、加盟店からの決済手数料に

ついて、店舗が事業に参加しやすいように見直しをいたします。利便性の面では、実証実験の期間しかチャージ

ができなかったこと、現金を用意してセブン銀行ＡＴＭに出向いてチャージする必要があったこと、事前の申込

み手続が分かりにくかった点が課題です。そこで、チャージ方法や申込手続を改善いたします。 

 利用実績の課題は、大企業が経営する加盟店に利用額の約70％が集中し、中小企業や個人事業主が経営する加

盟店での利用が少なかった点です。実証実験では、参加者がチャージをした際に入金額の30％相当のプレミアム

ポイントを一律に付与したため、大企業が経営するスーパーで食料品を購入するなど、日常生活の消費に多くの

ＩＣＨＩＣＯが利用されたと考えられます。そこで、加盟店ごとに付与率を設定できる還元ポイントを活用し

て、中小企業や個人事業主の加盟店で買物をすれば大企業の加盟店よりも多くのポイントが決済後に還元される

仕組みに変更いたします。また、物販店に利用額の約85％が集中し、飲食店での利用が少なかったという課題も

明らかになりました。利用者を市民限定から在勤在学等全ての方に広げることで、ランチ等で飲食店を利用しや

すくいたします。 

 以上、今回の実証実験では、デジタル地域通貨の課題と、地域経済や市民活動に対する有効性を確認すること

ができたと考えております。 

 次に、今後の事業展開についてです。令和６年度は、実証実験で明らかになった課題への対応を行った上で、

利用地区を拡大して事業を実施いたします。事業期間は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までの通年と

し、加盟店は400店舗以上、利用者は２万5,000人以上を想定しております。実証実験では参加者を市民に限定い

たしましたが、令和６年度はスマートフォンにアプリをインストールすれば、誰でもすぐにＩＣＨＩＣＯを利用

できることとし、チャージ方法にもクレジットカードを追加して、利便性の向上と消費喚起を図ります。事業地

区は、実証実験を行った本八幡駅のほか、市川駅、行徳駅、南行徳駅、市川大野駅周辺に拡大をいたします。拡

大に当たっては、商店会の御協力をいただきながら加盟店の獲得を進めます。なお、このほかの場所であって

も、事業参加を希望する市内の店舗であれば加盟店として登録し、順次ＩＣＨＩＣＯの利用範囲を広げてまいり

ます。 

 健康づくりやボランティア活動に取り組んだ方へ付与する行政ポイントについては、健康ポイント事業Ａｒｕ

ｃｏ等を継続するほか、満点エコボカードと行政ポイントの交換を行うなど、対象事業の拡大を図ります。発行

額は、総額17億1,708万円を予定しております。現金チャージ額15億円、還元ポイント１億6,500万円、行政ポイ

ント5,108万円、ふるさと納税返礼品100万円で、市制施行90周年記念キャンペーンとして、７月に第１弾、11月

に第２弾を実施して、ＩＣＨＩＣＯの利用額に応じて中小企業や個人経営者の店舗では20％、大企業の店舗では

５％のポイントを還元いたします。このほか、キャンペーンの期間外においても中小企業や個人経営の店舗では

５％、大企業の店舗では１％のポイントを還元いたします。なお、利用者１人当たりの還元ポイントの上限額

は、実証実験と同額の9,000円、チャージの上限額は、実証実験の２倍となる６万円にいたします。令和６年度

当初予算の歳出額は、事業規模の拡大に伴い17億9,617万円になります。その一方、令和６年度は国費を活用す

ることで、歳出額から歳入額を差し引いた本市の実質負担額は約１億円となり、令和５年度の１億7,000万円よ

りも少ない経費で大きく事業を展開する計画となっております。 

 続きまして、大項目、起業家支援についてお答えをいたします。 

 初めに、(1)市川市中小企業融資制度の考え方についてです。 

 本市における中小企業融資制度は、事業資金の調達が困難な中小企業者に対し、市が金融機関に対し預託をす

ることにより金融機関からの融資を円滑にするとともに、その融資の利子の全部または一部を補給することによ

り、市内の中小企業者の経営基盤の強化及び安定化のため、信用保証制度を通し、必要な事業資金を融資するも



 

 

のです。 

 本市の中小企業融資制度では６つの資金種別を設けており、それぞれで業歴や従業員数により要件を設定して

おります。市内で１年以上同一の事業を営んでおり、一定の従業者以下を要件とする小口零細企業保証制度資金

と小規模事業資金、商店会等で１か月以上空き店舗となっている店舗で事業を開始するための商店街空き店舗等

利用資金、ＩＳＯ14001の認証取得や、その設備に対する環境管理対策資金、公害防除施設の設置や改善、工場

の市内移転のための整備資金に対する公害防除資金、産業競争力強化法に基づくこれから市内において事業開始

する、または業歴５年以内の事業者が事業を継続するためのベンチャービジネス等支援資金に分かれており、資

金使途や融資限度額、融資期間、融資利率、利子補給率等をそれぞれに設定をしております。それぞれの融資限

度額につきましては、小口零細企業保証制度資金、小規模事業資金、商店街空き店舗等利用資金及びベンチャー

ビジネス等支援資金が2,000万円、環境管理対策資金と公害防除資金が2,500万円となっております。また、融資

利率につきましては、小口零細企業保証制度資金と、ベンチャービジネス等支援資金について、融資期間が１年

以内のものが1.5％、１年を超え３年以内のものが1.9％、３年を超え５年以内のものが2.1％、５年を超え７年

以内のものが2.4％となっております。 

 次に、小規模事業資金、商店街空き店舗等利用資金、環境管理対策資金及び公害防除資金について、融資期間

が１年以内のものが1.8％、１年を超え３年以内のものが2.2％、３年を超え５年以内のものが2.4％、５年を超

え７年以内のものが2.7％、７年を超え10年以内のものが3.0％となっております。この融資限度額と融資利率に

つきましては、本市の中小企業融資制度について市長の諮問に応じ調査、審議するために設置しております市川

市中小企業融資制度審議会に諮り、中小企業者を取り巻く経営環境や社会経済情勢の変化、金利の動向などを踏

まえ、審議に基づき決定をしてまいるものでございます。 

 次に、(2)市川市の特定創業支援等事業の内容についてお答えします。 

 本市では、地域経済の活性化を図るための計画として、産業競争力強化法に基づき、平成26年３月に市川市創

業支援等事業計画の認定を国から受けております。特定創業支援等事業はこの計画の中に位置づけられており、

国の認定を受けた起業、経営に関する講座等を受講し、経営、財務、人材育成及び販路開拓の４つの分野の知識

を習得したと認められる者に対しまして、市から証明書を交付しております。本市が主体となる事業は、企業経

営相談窓口とＩｃｈｉｋａｗａワタシの夢起業塾がございます。 

 企業経営に関しての全般的なアドバイスを専門家が個別に行う企業経営相談窓口は、月に６回から８回程度、

予約制の面談を無償で実施しており、多くの方から起業に対する相談を受けております。女性向けのセミナーと

して、販売、集客に必要な知識の習得や、個別相談などのカリキュラムを通して学びの機会を提供するＩｃｈｉ

ｋａｗａワタシの夢起業塾は、例年９月から10月のうち、全４回の講義を受講料5,000円で開催しております。

また、市川商工会議所では、中小企業診断士などの講師が創業に関わるノウハウの取得から創業プランの作成ま

でを、全５回のカリキュラムを受講料１万1,000円で実施するいちかわ創業スクールが開催をされております。

講座等を受講し要件を満たした方が証明書の交付を受けることで、市内で会社を設立する際の登記に係る登録免

許税の軽減として、資本金の0.7％の登録免許税が半額に減免されるなどの特例を受けることができます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 私からは大項目の３点目、公共施設整備における公民連携についてお答えいたします。 

 初めに、(1)信篤地域公共施設における公民連携導入の狙いについてです。 

 公共施設個別計画では、令和９年度から12年度の間に築56年の信篤図書館の建て替えに着手することとしたほ

か、隣接する公民館、体育館なども老朽化が進んでおり、図書館の建て替えに合わせ複合化を検討することとし



 

 

ております。また、同計画では、施設の整備に際し民間の経営資源を活用する公民連携の可能性を検討すること

としております。これにより、整備費用の縮減や平準化に資するほか、民間の運営ノウハウなどを取り入れるこ

とで、市民サービスの向上につながることが期待されております。信篤地域公共施設は、東京メトロ東西線原木

中山駅の至近にあり、複数の施設が１敷地内に設置されているなど公有地としても相当の価値を有しているもの

と捉えており、民間事業者と連携することで、より高いレベルの市民サービスが提供できるものと考えておりま

す。具体的には、各施設を複合化することで施設運営を効率化し、ランニングコストを抑えられるほか、機能拡

充により、きめ細やかなサービスの提供につながるものと認識しております。 

 次に、(2)今後の公共施設整備における公民連携の必要性に対する認識についてです。 

 少子・高齢化の進行に伴い、将来的な人口減少や扶助費の増加など、自治体を取り巻く状況はますます厳しい

ものと認識しております。公共施設の運営においても、社会構造の変化に伴い、市民ニーズに合わせて施設の規

模や役割を見直しつつ、財政的にも持続可能なものに改めていく必要があります。このような状況に鑑みます

と、公民連携は公共施設を継続的に運営していくための有効な手法として、行政と民間が一体となり積極的に導

入を図るべきものと認識しております。 

 そこで、(3)今後の公民連携による公共施設整備の進め方についてです。 

 公民連携には、民間資本を活用して施設を整備するプライベート・ファイナンス・イニシアチブや、設計と施

工を一括発注して民間事業者の創意工夫を促すデザインビルド、さらに運営を合わせたデザインビルドオペレー

トなど、様々な手法がございます。また、全国の自治体では、立地条件や用途などに応じて民間施設との合築な

どの取組がなされております。 

 本市におきましても、今後、公共施設の整備に際しては、他市の事例などを参考としながら、取り巻く状況に

応じた導入手法を見極めるとともに、公民連携が有効と見込まれる場合には積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 私からは、大項目、自転車の安全利用に関する取組についてお答えいたします。 

 初めに、(1)ヘルメット購入費の補助制度の在り方についてです。 

 自転車乗車用ヘルメットは、令和５年４月１日の道路交通法の改正により、全ての自転車利用者に着用が義務

化されております。この背景には、ヘルメットの着用による効果が挙げられており、警察庁の資料によります

と、平成30年度から令和４年度までの間、自転車乗車中に交通事故で亡くなられた方の約６割が頭部に致命傷を

負っており、ヘルメットの非着用者の致死率は、着用していた場合の約2.1倍とのことでありました。 

 本市のヘルメット購入費の補助制度は、法改正によりヘルメットの着用が努力義務化されたことを広く周知さ

せることと、早期に市民のヘルメットの着用に対する意識が高まること、さらにはヘルメットの着用が定着する

環境づくりを目的に、法改正に合わせた時限的な措置として開始したものでございます。法改正後の着用率の変

化は、令和５年９月の警察庁の発表によりますと、改正前に13都府県で調査した４％から全国平均で13.5％と大

きく上昇しております。千葉県においては、3.6％であったものから７月には6.4％に上昇しております。本市に

おいても、ヘルメット購入費の補助の利用申請が１月末までに約5,100件であったことから、一定の効果があっ

たものと考えております。今回の補助制度は今年度末までで終了となりますが、法改正の周知と、市民の皆様が

自転車に乗る際にヘルメットを着用するきっかけづくりになったと考えております。本市では、今後も引き続き

ヘルメットの普及状況を注視するとともに、ヘルメットをかぶることの重大さをしっかりとＰＲするなど、さら

なる普及に努めてまいります。 



 

 

 続きまして、(2)自転車における交通ルールの啓発の現状についてです。 

 本市では、自転車利用者による危険な運転の防止、自転車の安全利用に関する啓発を目的に、市川市自転車の

安全利用に関する条例を制定しております。その後、令和４年10月には、自転車利用者の損害賠償保険への加入

義務を追記し、本年10月には未成年者と高齢者を対象にしていたヘルメットの着用の努力義務を全ての世代へと

改正するなど、本条例に基づき自転車の安全利用の推進に努めております。 

 また、具体的な啓発活動についてでございますが、千葉県では、毎月15日を自転車の安全利用促進運動の日と

定めていることから、本市においても所轄の警察署や、市川地域と行徳地域のそれぞれの交通安全協会及び交通

安全活動推進委員会、千葉県自転車軽自動車商協同組合市川支部の皆様と共同で街頭啓発を実施しております。

今年度は、行徳駅や八幡小学校周辺など、延べ30回実施してまいりました。この街頭啓発では、自転車利用者へ

直接運転ルールやマナーに関するリーフレット、ポケットティッシュを配布しております。リーフレットには、

ヘルメットをかぶろう、自転車保険に入ろうのほか、車道も左側を走ろう、歩いている人を優先しようなどの基

本ルールを分かりやすいイラストで表記しております。また、市内の小学生が描く交通安全ポスターのテーマを

自転車マナーに関するものにするなど、児童の目線からも交通安全への意識の醸成に努めております。 

 次に、指導教室でございますが、本市では、全ての市立小学校38校、義務教育学校１校、特別支援学校２校、

私立小学校２校の各３年生または４年生を対象に、本市の交通安全指導員による自転車の安全運転に関する指導

教室を実施しております。さらに、全ての市立中学校16校では、スタントマンによる自転車事故の実演等を行う

スケアードストレイト教室を在学中に必ず１度受講できるよう、各学校で３年ごとに１回実施しております。こ

のほか、一般企業や高校などから要望があった際にも、本市の交通安全指導員による指導教室を実施しておりま

す。 

 続きまして、(3)警察による交通違反者取締りに対しての本市の見解についてです。 

 本市は、自転車が関係する事故が県内でも非常に多く、千葉県警の資料によりますと、令和４年度の市内交通

事故発生件数880件のうち、自転車が関係する事故は298件と全体の34％を占めております。また、全体の死亡者

４人のうち２人が自転車事故によるものとなっております。取締りの現状について、千葉県警では、自転車事故

の危険性が高い地区を自転車指導啓発重点地区・路線に指定し、ルール違反の自転車に対する警告、取締り等を

実施しており、本市では、市川駅、本八幡駅、行徳駅周辺が対象エリアとなっております。このほか、市民から

寄せられた危険な場所についても取締りを実施しているとのことでございます。 

 警察による取締りでは、イヤホンを装着しながらの走行、歩道部の逆走などには注意に当たるイエローカード

を発行して注意喚起を行っております。また、信号無視や警察官の制止に従わない悪質な者には赤切符の発行を

行っております。この赤切符は、14歳以上の者で３年以内に２回以上もらうと講習手数料6,000円の自転車運転

者講習の受講が命じられます。なお、受講しない場合は５万円以下の罰金が科されることになります。 

 最後に、警察の取組に対する市の考えでございますが、本市は地形の平たん性などから自転車の利用者が多

く、定期的な取締り等は行っておりますが、自転車のマナーが守られていない状況等が見られております。今後

は、さらに警察や関係機関と連携して積極的な取締り等を実施することで、市内の自転車マナーの向上ととも

に、事故の減少、防止につなげていくことが必要と認識しております。また、これまで通学路などを中心に警察

官と合同で取締りを実施しておりますが、今後は、市として把握している危険な箇所についても新たに取締りが

実施できるよう、警察との情報共有化を図りながら連携して取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 私からは、大項目、ＪＲ市川塩浜駅前の仮称塩浜マリンパークの整備及び現市民プ



 

 

ールとの関係性についての２点の御質問にお答えいたします。 

 初めに、(1)４つの整備方針を含めたマーケットサウンディング調査の結果と今後の展開についてでございま

す。 

 市川塩浜駅前は、東京湾の最奥部に位置し、前面は全国有数の渡り鳥の飛来地であり、アサリなど海の生物を

育む三番瀬の広がりを持つ、大都市圏域にありながら他に例を見ない貴重な自然環境に恵まれております。本市

では、塩浜地区のまちづくりについては、将来像や土地利用、基盤整備等の方針を示すものとして、平成17年に

塩浜地区まちづくり基本計画を策定いたしました。その計画に基づいて、市川塩浜第１期土地区画整理事業を実

施し、令和２年３月にその区画整理事業を終了しております。今回行いましたサウンディング調査は、塩浜地区

まちづくり基本計画で賑わいエリアと指定されたエリアに位置する塩浜２丁目市有地について、スポーツ部にお

いて北東部スポーツタウン基本構想の一部見直しを受け、現市川市市民プールの持つレジャー機能の活用の可能

性を調査するため実施したものでございます。 

 今回のサウンディング調査における整備方針として、レジャープール等のスポーツ施設の建設のほか、海辺の

立地特性を生かした土地利用、年間を通して人々が集い、楽しく魅力的なにぎわいのある空間を創出、公共交通

の利便性を活用した整備の４つを方針として提示しました。海辺の立地特性やにぎわいのある空間については、

先ほど申し上げた塩浜地区まちづくり基本計画に基づき、前面の海辺の景観等を生かす観点から方針として挙げ

たものになります。また、公共交通の利便性については、市川塩浜駅から徒歩圏内にある立地特性を生かした活

用を探るため、明記したものでございます。 

 サウンディング調査は、令和５年12月18日から開始し、同月27日に調査を終了しました。サウンディング調査

とは、民間事業者から直接、新たな事業提案や意見を聞き取る調査手法であり、今回の調査では、現地説明会に

13社が参加し、その後６社から提案書の提出を受けました。調査結果の概要については、令和６年１月26日付で

市公式ウェブサイトにて公表しており、現在は提案内容を踏まえ、今後の整備方針等の検討を進めているところ

でございます。 

 次に、(2)現市民プールとの関係性についてでございます。 

 現市民プールの周辺の地域については、北東部スポーツタウン基本構想において、健康増進等を目的とした屋

内プールのほか、多目的グラウンドの整備の検討を明記しております。今後、この構想で明記された施設の整備

について具体的な検討を進める予定であり、併せて現市民プールの持つレジャー機能について、地域全体を俯瞰

し、ほかの地域での整備の可能性を検討するため、今回サウンディング調査を実施いたしました。仮にレジャー

機能を市内の異なる地域で整備する方針を定めた場合には、現市民プールの地域にて、より具体的に必要施設の

規模等を検討することが可能になると考えています。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 私からは大項目７番目、文化芸術行政についてお答えいたします。 

 初めに、(1)東山魁夷記念館に係る裁判に至った経緯と判決結果及び現状と今後についてであります。 

 東山邸に係る裁判の経緯につきましては、故東山魁夷画伯の夫人から生前に寄附を受けて本市が所有する東山

邸の土地建物について、夫人の逝去後、相続人７人に対する不実の所有権移転登記がなされていることが判明い

たしました。これを受け、令和２年８月31日付で当該相続人に対し、当該土地建物は本市の所有であることの確

認及び真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をするよう求める訴えを本市から東京地方裁判所

に提起したものであります。 

 次に、判決結果についてであります。相続人７人のうち５人については、本市の請求を認めることで第１審の



 

 

段階で確定いたしましたが、一部の相続人については、東山邸の土地建物に係る本市の所有権が認められません

でした。そこで、令和４年２月、本市が控訴し、令和５年４月、東京高等裁判所における控訴審判決では、第１

審で認められなかった所有権も本市のものと認める判決が示されました。その後、一部の相続人が上告等をいた

しましたが、令和５年12月13日付で最高裁判所第３小法廷から本件上告を棄却する、本件を上告審として受理し

ないとの決定がなされ、本市が勝訴した控訴審判決の内容が確定いたしました。 

 次に、東山邸の現状についてであります。控訴審判決が確定したことを受け、令和５年12月27日付で東山邸の

土地建物に係る一部の相続人の所有権持分について、千葉地方法務局市川支局に、本市に所有権持分を移転する

登記申請手続を行いました。現在は登記手続が完了し、東山邸の土地建物に係る所有権は全て本市が所有してい

るところであります。 

 最後に、東山魁夷記念館の現状と今後についてであります。昨年度は、展示室改修等のため一時休館しており

ましたが、令和５年１月の再開後は、これまでと同様に通常展及び特別展を開催しているところであります。今

後も、記念館のコンセプトである人間東山魁夷に焦点を当てた展示等を通じて、その偉大な業績を顕彰していき

たいと考えております。 

 次に、(2)市立美術館構想の内容等についてであります。 

 初めに、美術館構想の内容でありますが、市民や有識者等による仮称市立美術館整備検討委員会を設置予定で

あり、本市にふさわしい美術館の在り方や美術館のコンセプト等について検討していただき、その内容を踏まえ

つつ、令和６年度以降、美術館に関する基本構想を策定していきたいと考えております。なお、建設場所につき

ましては、現時点では未定でございます。 

 次に、(3)市川市保有の美術品についてであります。 

 初めに、美術品の保管状況であります。本市が保有する美術品は、東山魁夷記念館の収蔵作品を除き、本市ゆ

かりの作家の作品を中心に約800点あり、野外彫刻として展示しているもの等のほかは、主に都内の美術品等の

保管に対応した民間の倉庫において保管しております。 

 次に、展示状況であります。平成29年に八幡市民会館内に中山忠彦メモリアルギャラリーを開設して以後、通

年で収蔵作品展を開催しており、年に三、四回の展示替えを行い、市の収蔵美術作品の中から毎回10から20点程

度を紹介しているところであります。この収蔵作品展では、季節やモチーフなど毎回テーマを設定し、それらに

合う作品を展示しております。一方で、古くから収蔵している作品の中には来歴等が不明で作品に関する情報が

少ないもの、あるいは過去の展示機会が不明なものもあり、近年は展示に至っていない作品もございます。これ

らにつきましても、今後展示機会を設けることを検討していきたいと考えております。 

 なお、収蔵作品の活用方法の一つとして、本市の収蔵作品を市外の美術館等に貸し出し展示される場合もござ

います。その場合は、本市の収蔵作品であることを明記していただくことを条件としております。このような収

蔵作品の貸し出し例といたしましては、令和３年には千葉県立美術館での「漆黒のモダン 漆芸家 佐治賢使

展」に、作品及び制作過程の下絵を、平成29年には小金井市立はけの森美術館での「南方より、伊東深水から―

市川市所蔵『南方風俗スケッチ』」展に、スケッチ約40点を貸し出しております。また、令和４年及び５年に

は、市川市文化会館で開催された書道団体の展覧会に本市所蔵の作品を展示したいとの依頼を受け、各年貸出し

を行っております。 

 最後に、現在の収蔵庫と新たな美術館との関係であります。本市で美術館を開設する場合、展示室など来館者

に供するスペースのほか、バックヤードに収蔵庫を設置することが考えられます。この場合、収蔵庫の規模によ

りますが、収蔵作品の多くは現在保管している民間の倉庫から美術館の収蔵庫に移設することになると思われま

す。 



 

 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 私からは大項目８番目、市立学校の防犯対策についてお答えいたします。 

 初めに、(1)防犯体制の現状と課題についてです。 

 学校の防犯体制につきましては、施設設備と防犯意識向上の両面から対策を進めています。施設設備につきま

しては、電子錠などの施設設備の拡大、防犯グッズの整備を図っています。一方、防犯意識向上につきまして

は、児童生徒及び教職員による計画的な不審者対応訓練の実施や、校門門扉の開閉に関して保護者、地域へ周知

をしています。令和元年に防犯システム、ツイタもんの導入により各小学校、特別支援学校に防犯カメラが設置

されましたが、不審者侵入を抑制する電子錠等のさらなる防犯設備の導入を進めていくことが今後の課題として

挙げられます。 

 続きまして、(2)学校防犯対策検討会の開催状況と議論の内容についてです。 

 学校防犯対策検討会は、令和４年度から教育委員会事務局内で行っている会議で、２月14日現在で６回行って

おります。議題につきましては、過去に全国の学校で起きた侵入事件に関する調査を行い、外部からの侵入方法

や、学校の立地、周囲の状況、柵の高さなどの分析をし、電子錠の設置を含めた効果的な防犯対策について情報

を共有しています。また、市内市立学校に学校防犯対策アンケートを実施し、改めて学校ごとの防犯意識や防犯

対策等の実態を把握したところです。アンケート結果からは、学校ごとの防犯対策訓練の現状や、授業中の門の

施錠状況など、今後の効果的な対策も明らかとなってきたため、各学校へ周知してまいります。 

 続いて、(3)校門の電子錠の整備状況についてです。 

 現在、中山小学校、大和田小学校、富美浜小学校の３校に設置しています。電子錠は今後有効と考えており、

令和６年度は冨貴島小学校に設置を予定しています。そのほかの学校につきましても、学校防犯対策検討会で設

置の優先順位に基づき設置計画を作成していく予定です。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 私からは、大項目、まちづくり行政についてお答えいたします。 

 初めに、(1)空き家対策の現状と今後についてです。 

 本市の空き家対策は、平成29年に策定した市川市空家等対策計画で定めた空き家化の予防、空き家等の適切な

管理、活用促進、管理不全な状態の解消の３点を基本的な方針として取り組んでおります。令和６年１月末日現

在、市で把握している空き家等の件数は581棟、そのうち特定空家等は397棟であります。空き家等の件数は抑制

されているものの、周囲に著しく悪影響を与えている特定空家等の件数は微増傾向であります。現在、特定空家

等を対象とした除却に関する３つの補助事業と、管理状態が良好な空き家等を対象とした空家活用リフォーム推

進事業を実施しております。除却に関する補助事業の特定空家除却・跡地活用事業は、特定空家等を除却し、そ

の跡地を市に10年以上無償貸与する旨の契約を締結した場合に、除却工事費の２分の１、上限100万円を補助す

るもの。無接道敷地特定空家除却事業は、建築基準法上の道路に接していない敷地に存する特定空家等の除却を

促すために、道路に接している隣接地所有者が購入することを条件に、除却工事費の２分の１、上限100万円を

補助するもの。不燃化・耐震化促進地域特定空家除却事業は、木造住宅が密集する中心市街地等に存する特定空

家等を除却する場合に、除却工事費の２分の１、上限50万円を補助するものです。空家活用リフォーム推進事業

は、活用可能な空き家等を児童厚生施設や老人福祉などの地域活性化に資する目的でリフォーム工事を行う場合

に、リフォーム工事費の２分の１、上限100万円を補助するものです。 

 各事業の実績は、令和６年１月末日現在、特定空家除却・跡地活用事業はゼロ件、無接道敷地特定空家除却事



 

 

業は２件、不燃化・耐震化促進地域特定空家除却事業は10件、空家活用リフォーム推進事業はゼロ件でありま

す。 

 次に、(2)都市計画マスタープランについてのア、現行計画の進捗についてです。 

 都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の２に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針であり、

市の総合計画や県の都市計画区域マスタープランに即して定めることとされています。本市では、平成13年に策

定した市川市総合計画Ｉ＆Ｉプラン21を受け、平成16年３月に市川市都市計画マスタープランを策定しました。

現行計画に基づくこれまでの主な取組としましては、土地利用、市街地整備の分野では、市川駅や本八幡駅など

の都市拠点における市街地再開発事業や、地域拠点である市川塩浜駅周辺の土地区画整理事業により、拠点機能

の充実が図られました。特に、都市拠点の駅周辺においては人口が増加し、町の活性化につながっています。交

通の分野では、外環道路、都市計画道路3･4･18号など南北の幹線道路や妙典橋、行徳橋といった江戸川架橋の整

備が進みました。その他の都市計画道路の整備も進んでおり、都市計画道路の整備率は、平成15年度の約42％か

ら、令和４年度の約60％へと上昇しました。また、移動時間の短縮や生活道路への流入交通の減少により、地域

の安全性向上が図られております。水と緑の分野では、北西部の緑の拠点として小塚山公園、南部にはぴあぱー

く妙典の整備、水辺の拠点として国分川調節池緑地の整備などを進め、地域の公園も増加しています。国民１人

当たりの公園面積は、平成15年度の約2.7㎡から、令和４年度には約3.7㎡へと増加するなど、市民の憩いの場の

充実が図られております。 

 このように様々な分野で取組が進めてこられた一方で、引き続き取り組むべき事業も残っております。主なも

のとしては、市が進めている都市計画道路や公園、緑地、下水道の整備のほか、千葉県が計画している本市の北

東部と船橋市域にまたがる葛南広域公園や、江戸川に架ける仮称大洲橋などの事業があります。これらの事業等

につきましては、改定作業の中で庁内関係部署や関係機関とともに連携し、検討してまいります。 

 次に、イ、都市計画マスタープランの改定作業についてです。 

 現在、令和８年から始まる次期総合計画に合わせて都市計画マスタープランの見直し作業を行っております。

令和５年度は、都市計画基礎調査や各種統計資料などから、市内の状況の変化の確認、市民アンケートの結果や

現行計画に記載された事業の進捗状況、社会情勢の変化などを踏まえて改定方針を策定しました。見直しの基本

的な方針としては、上位計画などとの整合を図る、章立てや地域区分など現行計画の基本的な構成は継承するこ

と、社会情勢や市内情勢を踏まえた見直しの視点や、市民アンケートの結果を基に修正事項の変更を行うこと、

計画書として分かりやすさや親しみやすさに配慮することとしております。令和６年度は、この改定方針に沿っ

て次期総合計画で掲げる将来都市像を共有しながら、現行計画の課題の整理や整備方針の検討を行い、都市計画

マスタープランの改定骨子を策定する予定であります。 

 令和７年度は、市川市都市計画審議会への報告や、市民からの意見を伺いながら、新たな都市計画マスタープ

ランを策定してまいります。市民の意見を伺う方法としましては、パブリックコメントや公聴会のほか、パネル

などを展示して市民が自由に見学し、職員が市民の質問に直接お答えするオープンハウスの開催を予定しており

ます。改定骨子や素案を策定した時点など、各段階でオープンハウスやパブリックコメントなどを行い、計画に

市民意見が反映できるよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 私からは、大項目、環境行政についてにお答えします。 

 初めに、(1)地域新電力会社設立の考え方についてです。 

 現在、地方自治体が民間企業との共同出資などにより、エネルギーの地産地消を目的として運営する地域新電



 

 

力会社は、全国で80社を超えております。本市で地域新電力会社を設立する場合は、安定的な電源として期待さ

れるクリーンセンターの廃棄物発電による余剰電力の活用が考えられます。設立による効果としては、クリーン

センターで発電した電力を活用するエネルギーの地産地消を通じ、市内の二酸化炭素排出量削減に寄与する環境

面、電気料金の支出を市内にとどめ市内経済の安定に寄与する経済面、利益を地域の環境施策に還元し貢献が期

待できる社会面の３つの側面が挙げられます。事業の運営につきましては、クリーンセンターの余剰電力を活用

することで、電力市場の高騰などの影響を受けにくい安定した経営が可能になると見込んでいます。さらに、電

力の売買のノウハウを持つ小売電気事業者や、資金調達などに実績のある金融機関を共同事業者とすることで、

より安定的な経営とすることが可能と考えられます。また、経営に関して本市が主体的に関わることができるよ

う、資本金の出資比率は50％を超える率を想定しております。 

 事業開始当初につきましては、クリーンセンターの余剰電力を買い取り、市の公共施設へ供給することから始

め、将来的には市民や市内事業者の太陽光発電による再生可能エネルギーの固定価格買取制度終了後の、いわゆ

る卒ＦＩＴの電力なども買い取り、市民や市内事業者に供給していくことを想定しております。 

 次に、事業休止に至った地域新電力会社の事例につきましては、全国で２社あったことを確認しております。

これらは、売買電力を電力市場などから調達していたため、市場高騰の影響を大きく受け、休止に至っておりま

す。 

 次に、(2)新クリーンセンター建設の事業概要についてお答えします。 

 初めに、これまでの経緯についてです。現クリーンセンターは、平成６年４月に稼働を開始し、15年目を過ぎ

た平成22年から平成25年に延命化工事を行いました。その後、建て替えの検討を進めてまいりましたが、平成30

年に建設費の高騰を理由に建て替え事業の延期を行っております。そして、令和４年には事業再開を決定し、資

材や人件費など建設費の動向を注視しながら発注時期を見極めておりましたが、建設費は今後もしばらくは下降

することはないと見込まれます。また、現クリーンセンターの稼働期間が29年を経過し、さらに老朽化が進んで

いることから施設の建て替えを進めることとし、令和６年度当初予算において、設計及び工事費と運営費につい

て債務負担行為の設定を行いました。 

 施設整備の概要につきましては、平成28年に策定した次期クリーンセンター施設整備基本構想において５つの

基本方針を定めており、これに基づき実施いたします。建設位置は、現クリーンセンターとクリーンスパ市川の

間を計画しています。また、令和３年３月に国と締結した協定に基づき、高規格堤防の整備も併せて行います。

事業方式は、施設の設計、建設から運営業務までを含めて一括で発注することにより、事業全体を通して民間事

業者が創意工夫を発揮できるＤＢＯ方式で行う予定です。 

 今後のスケジュールにつきましては、令和６年度に事業者選定を行い、設計及び建設工事は令和７年７月から

令和12年12月までの５年６か月を想定しています。運営につきましては、令和13年１月から令和32年12月までの

20年間を予定しています。施設の処理規模につきましては、焼却処理能力は１日当たり423ｔ、破砕処理能力は

１日当たり27ｔを計画しております。規模の算定は、令和５年４月に改定した市川市一般廃棄物処理基本計画、

通称じゅんかんプラン21に示されているごみ処理量の計画値を基に行っております。この計画値は、ごみの減量

や資源化施策を行うことを前提に算定した値であり、市民の皆様には、さらなるごみの減量・資源化の徹底をお

願いしてまいります。 

 最後は、(3)ごみの減量化の取組及び燃やすごみの収集回数についてです。 

 本市では、ごみ処理の推進を図るための基本的な方針をじゅんかんプラン21で定めております。令和５年４月

の改定では、令和12年度を目標年次として４つの数値目標を掲げております。具体的には、ごみや資源物などの

１人１日当たり排出量は720ｇ以下、総排出量に対する資源化率は30％以上、クリーンセンターの焼却処理量は



 

 

10万3,000ｔ以下、焼却灰の埋立てによる最終処分量は3,700ｔ以下としております。これらの目標達成に向け

て、ごみの減量・資源化に取り組む必要があります。 

 平成30年度と令和４年度でごみの状況を比較すると、１人１日当たり排出量は763ｇに対し749ｇに減少し、資

源化率は17.1％に対し18.7％に上昇しております。要因としては、ごみの減量に向けた啓発により、市民の皆様

の理解が深まり、より協力していただいていることが考えられます。また、フリーマーケットサイトなどインタ

ーネットを利用したリユースが手軽に行える環境が整ってきたことなども一因と考えられます。今後も、国の施

策の動向を注視しつつ、じゅんかんプラン21に示す目標を達成するため、分別の徹底に向けた広報啓発の強化、

食品ロスの削減、プラスチックごみの削減など、重点的に取り組む事項として掲げている13の施策に取り組み、

ごみの減量と資源化に努めてまいります。 

 次に、燃やすごみの収集回数についてです。平成29年４月に週３回から週２回に変更しましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大により、家庭内における公衆衛生の向上を目的とし、令和２年６月からは週１回の臨時収

集を加えた週３回の収集に変更し、現在も継続しております。燃やすごみの収集量を比較しますと、週３回で収

集していた平成28年度の約７万7,000ｔに対し、週２回に変更した平成29年度は約７万5,000ｔと減少しました。

その後、臨時収集を加え週３回とした令和２年度では、外出が制限され、自宅での生活が増えたことなどの要因

により約７万8,000ｔと増加しましたが、直近の令和４年度では約７万3,000ｔとなっており、週２回で収集して

いた平成29年度よりも減少しております。 

 燃やすごみの収集回数につきましては、現状のごみの排出量の実態を踏まえつつ、市民の皆様の声や、市川市

廃棄物減量等推進審議会の意見などを聞きながら、慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 答弁が終わりました。 

 大久保議員。 

○大久保たかし議員 それぞれ御答弁ありがとうございました。ここから少しスピードアップしたいと思いま

す。 

 まず、90周年記念事業ですけれども、そんなに事業内容についてどうこう言うことはないので、ぜひ、90周年

というのを市民の方に知ってもらうというところと、事業内容をある程度、外がもう決まっていると思いますの

で、その中で、もし工夫ができるのであれば100周年に向けてこういうことをやっていきたいというような、そ

ういう意識づけをしていただけるような内容ができればというふうに思っております。これはこれで結構でござ

います。 

 次の誰一人取り残さないまちの中の高齢者向け施策ですけれども、こちらも、このスマホの補助の２万5,000

円というのは随分大胆な金額を出してきたなというような印象と、あと、このケアマネジャーの資格取得の補助

ですね。これは人材不足だと思いますので、こういったものは来年度ちょっと様子を見ていただいて、もしうま

くいくようであれば再来年も続けていただければというふうに思います。これも福祉の、高齢者のほうは結構で

す。 

 子ども向け施策ですけれども、子どもの遊び場が少ない中、ハード面の施設に加えてソフト面も子ども医療費

助成とかいろいろやられているというふうに私も感じておりますし、私の周りの親御さんもおっしゃっておりま

す。特に、この同居、近居のスタート応援補助金についてですけれども、こちらは以前、同様の事業を実施して

いたというふうに認識をしておりますけれども、そもそものその事業を始めた経緯とやめた経緯、それと今回改

めて再開することになったその理由をお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 



 

 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 平成28年度から令和元年度まで実施しておりました子育て世帯同居・近居スタート応援補助金は、市川市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の一環として、子育て世帯の定住促進や親族による子育て支援の推進などを目的

に、子育て世帯とその祖父母世帯が同居または近居を開始するために住宅の購入などをする場合、その費用の一

部を助成するものでございました。同補助金は、４年間で延べ230件の助成を行い、対象者の定住促進に一定の

効果があったものと考えております。一方で、対象が限定的であることなどの課題も見られたため、総合戦略の

計画期間に合わせて終了したものでございます。同事業の終了後は、小中学校給食費の無償化や、本市の大きな

課題となっておりました待機児童対策など、多方面から子育て環境の充実に努め、子育て世帯の定住を後押しし

てまいりました。その上で、令和５年度から始まった市川市総合計画第三次基本計画でも、子育て世帯の定住促

進と出生率の向上を本市の重点課題としていることから、さらに定住促進につながる施策を強化するため、子育

て世帯同居・近居スタート応援補助金を再開することとしたものでございます。 

 本事業の活用により、子育て世帯の本市での住宅購入を後押しし、定住のきっかけとなることを期待しており

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 定住の促進に一定の効果があったものの、対象が限定的だったから以前は終了したという

ことですけれども、以前、これはたしか同居が100万円、近居が50万円出していたというふうに認識をしていま

す。今回復活ということですけれども、同居、近居のための建設、購入、建て替えで10万円、省エネのＺＥＨ住

宅の建設、購入、建て替えでプラス10万円、市外からの転入だとさらに10万円ということで、どんなにもらえる

方でも合計で30万円ということになると思います。全額活用されて、また再来年度以降も継続というのが一番効

果を図るのにはいいと思いますけれども、なるべくこの手続自体は簡素にしていただくようにお願いを申し上げ

まして、これはこれで結構でございます。 

 では、次にデジタル地域通貨についてです。 

 御答弁をお伺いしまして、実証実験ということでしたので、分析はよくされて次の予算を組んできたなという

ふうな印象を受けております。 

 まず、この商店街との連携ということですけれども、このアプリを使った商店街の活性化策というのはどうい

うものなのか、市の見解をお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 実証実験では加盟店の獲得に時間を要したことから、令和６年度は、例えば商店会の

会合に職員を出席させていただき事業参加を呼びかける、商店会の協力を得て職員が一緒に店舗を訪問して加盟

店になることをお願いする等の連携を検討しております。また、アプリのプッシュ通知機能を活用し、商店会の

お祭りを周知したり、商店会の加盟店で買物や食事をするとその回数に応じてポイントがもらえるイベントの企

画などを行う予定であります。このような取組が商店会の利用促進と活性化につながればと期待をしておりま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 商店街との連携については理解をいたしました。 

 先ほど中小企業、個人事業主からの0.5％の負担額を徴収しないといったような答弁がありましたけれども、

こちらもなかなか思い切った施策であるなというような印象です。大企業の店舗から１％の負担額を徴収するこ



 

 

とについて、店側、市側の双方の影響についてどのようなものがあるのか、見解をお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 まず初めに、中小企業、個人事業主から0.5％の手数料を徴収しないことによる影響

です。店側の影響としては、売上げの増加、手数料に伴う経理上、税制上の煩雑さの解消、さらには事業に参加

する意欲の向上ということが考えられます。市側の影響としては、運営経費の負担が増える一方、加盟店を獲得

しやすくなることが挙げられます。 

 次に、大企業の手数料を0.5％から１％に引き上げた場合の影響です。店側の影響として、売上げの減少、市

側の影響として運営経費の軽減が考えられます。なお、大手キャッシュレス決済サービスでは、一般的には１％

台から５％の手数料を加盟店から徴収をしております。このため、本市が大企業からの手数料を１％に引き上げ

たとしても、加盟店の獲得において大きな影響はないものと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 先ほどの答弁の中にもありましたけれども、大企業が経営する加盟店のほうに利用額の

70％が回っているというようなことですので、そういったことを考えると、中小個人事業主の負担ゼロというの

は事業者側にとっては喜ばしいことであるというふうに考えております。0.5％負担金を徴収しなくても仕組み

上ほとんど影響がないということも理解をいたしました。 

 その上で、今回、本八幡駅から市川駅、行徳駅、南行徳駅、市川大野駅に事業地区を拡大するということです

けれども、これは最終的にというか結局市内全域というふうな理解でいいのか、御見解をお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 まずは主要駅周辺での商店会の御協力をいただきながら加盟店の獲得を進めてまいり

ますが、市内の店舗であれば事業に参加することができるため、事業の範囲は順次、市内全域に広がっていくも

のと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 順次市内全域に広がっていくということで分かりました。 

 では、本八幡駅周辺以外の地区ではいつからこの事業を開始するのか。また、店舗ごとではなく地区単位で順

次開始するのか、市の見解をお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 加盟店の獲得や販促物の製作等の準備が整い次第、本八幡駅周辺以外の地区において

も順次事業を開始いたします。開始に当たっては地区単位ではなく、店舗単位で開始をしてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 店舗ごとで始めるということで理解いたしました。 

 では、行政ポイントについては、免許返納のポイントを１万ポイントにした際に５倍もの影響があったという

ふうな話を伺っておりますけれども、その行政ポイントのメニュー内容と、その効果について、市の見解をお伺

いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 令和６年度は、災害に備える、人とつながる、環境を守る、共に学ぶ、健康に取り組

むという５つのテーマを設け、24のメニューを展開して事業の拡大を図らせていただきます。市民活動の活性化



 

 

と併せ、地域防災力の強化、カーボンニュートラルの実現、健康寿命の延伸等の効果が得られるものと期待をし

ております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 行政ポイントは重要な役割になろうかと思いますので、メニュー内容の充実をこの先考え

ていただければと思います。 

 続きまして、クレジットカードからの入金ができるようなったということですけれども、その入金方法、ま

た、このクレジットカードのポイントというのは利用者に付与されるのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 参加者を対象としたアンケート調査では、セブン銀行ＡＴＭだけではなく、クレジッ

トカードからのチャージを求める意見が多かったため、令和６年度はチャージ方法にクレジットカードを追加し

て利便性の向上を図ります。クレジットカードからのチャージ方法では、初めにアプリ上でカードの番号、有効

期限を登録いたします。登録が完了いたしましたら、チャージする金額を1,000円単位で入力をしていただきま

す。入力後、アプリ上でカード会社の情報との照合、本人確認が自動で行われ、チャージが完了いたします。な

お、チャージした金額はクレジットカードによる支払いとなり、利用者にクレジットカードのポイントが付与さ

れるものであります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 ポイントの件についても理解をいたしました。 

 ２回のキャンペーンがあると思いますけれども、そこでポイントを付与する仕組みというのが非常に分かりづ

らいですけれども、そこについて、なぜこのような形となったのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 事業地区の拡大に伴いまして、新たに事業参加したお店、加盟店でＩＣＨＩＣＯが利

用されるようにするため、７月からキャンペーンを実施いたします。さらに、市内の店舗で買物や飲食をするこ

とで地元に対する関心や愛着を高めていただくため、市制施行90周年を迎える11月からキャンペーンの第２弾を

実施いたします。どの時期に幾らぐらいのＩＣＨＩＣＯを使えば多くのポイントがもらえて、年間を通して楽し

く利用できるのか、利用者の方にも分かりやすいよう周知に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 これは、このポイントについてはちょっと図解したものを見せていただいてもなかなか分

かりづらいので、文章で伝えるよりも図で伝えたほうが分かりやすいとは思うんですけれども、それでもやっぱ

り分かりづらいので、そこについては丁寧に説明していただければと思います。 

 令和６年度は、キャンペーンで付与する還元ポイントに国費が１億4,000万円充当されておりますけれども、

令和７年度以降、この国費を充当できなくなった際は、この事業にどのような影響があるのかお伺いをいたしま

す。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 事業に充当する国費などの特定財源がなければ、毎年定期的に大規模なキャンペーン

を実施することは困難です。特定財源を充当できない場合は、自主財源で運営できる事業モデルを確立する必要

があります。現時点では、例えば行政ポイント事業のメニューを充実させることで、市民の方が健康づくりや地



 

 

域活動に取り組み、そこでためたポイントを市内の店舗で利用するという側面に軸足を置く事業モデルが想定さ

れます。今後、さらなる検討を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 一番初めの御答弁の中で、市外から市内へ消費を呼び戻した額とか、消費喚起額、経済波

及効果、総額で３億1,000万円となって、令和５年に本市が負担した事業費１億7,000万円を上回ったというよう

な話がありましたけれども、ポイントはここだと思っていて、この事業費を上回った経済波及効果等が出るかど

うかというところが一番のポイントなんだろうと思っております。これは民間のＰａｙＰａｙだとか楽天Ｐａｙ

もありますけれども、東京都がまたポイントを都として始めるということで、そこがまた強力なライバルになっ

てくるんだろうなというふうに思っております。今後の周りの動向を踏まえながら、制度設計を行っていただけ

ればと思っております。これはこれで結構です。 

 続きまして、公共施設整備における公民連携についてです。今後の整備においても導入を積極的に検討すると

いうことで先ほど御答弁をいただきました。ただ、これはまず信篤地域の公共施設については、地元の意見聴取

がされていないというような声が私のところに届きましたので、ここについては本来的には先だと思いますの

で、この先の対応をお願いいたします。 

 (3)について再質問させていただきますけれども、他市の事例も参考にというようなことがありました。たし

か豊島区役所は公民連携で建設されたというふうに思っておりますけれども、これ以外にどのような施設の事例

があるのかお伺いをいたします。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 渋谷区では、庁舎及び公会堂を整備するに当たり、同一敷地内に定期借地権を設置することにより共同住宅を

建設し、その権利金で庁舎等の整備費用を賄っております。また、大和市や藤枝市では、民間が公有地を定期借

地権により複合施設を建設し、その一部は市が賃借して図書館やホールを設置、その他の部分については商業施

設としております。さらに、京都市では統廃合による中学校の新校舎をＰＦＩ事業により保育所やデイサービス

施設に加え、商業施設との複合施設として整備している例もございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 御答弁をお伺いしました。中学校とかそういったものもこの方式で建てられている事例が

あるということで理解をいたしました。先ほどの御答弁にもありましたけれども、公民連携による施設整備の事

例は、公有地に定期借地権を設定して民間がそこに建物を建てるという形が多く見られておりますけれども、民

間に土地を貸して公共施設を含む建物を建ててもらって、権利金を元手に公共部分を所有するとか、あるいは公

共部分を賃借するとか、民間は公共用途以外での部分で収益を得るとかそういう流れがあるようですけれども、

基本的に公民連携による施設整備は、定期借地ありきということなのか、本市の公共施設個別計画の中で、どの

建物をこの手法で整備をしていくということを決定しているのかどうか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 公有地の有効活用の視点からは、公民連携を考えますと、定期借地による公的不動産利活用事業のほか、信託

や売却などの方法がございますが、いずれの手法につきましても一長一短があり、その見極めが非常に重要と考

えております。そこで、各施設の用途や整備方針、立地などの諸条件を勘案して、公民連携の導入の適否を判断



 

 

した上で、公民連携の導入が可能とされた案件につきましては具体的な手法の検討を進めたいと考えておりま

す。なお、公共施設個別計画における再整備の対象施設につきましても、整備の着手時期に合わせまして公民連

携の導入の可能性を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 お伺いしました。定期借地ありきじゃないということは理解をいたしました。 

 この先、さらなる人口減少と、それに伴う税収減というのが想定されます。今後の公共施設に関しては、利用

と運用の双方から縮小の方向に向かっていくというふうに考えております。そうすると、行政だけで施設を建設

して維持管理していくというのは財政的にも厳しいということで、そういった社会構造が変わっていく中、従来

型の公共施設に代わる形を市はつくっていく必要性があるというふうに考えております。これからも研究して、

よりよい形をつくっていただければというふうに思います。これはこれで結構です。 

 次に、自転車の安全利用に関する取組についてですけれども、このヘルメット購入の補助ですね。１月末まで

に5,100件あるということで一定の効果があったということですけれども、これは本当に一定の効果があったと

いうふうに思っております。ただ、なくなってしまったのは非常に残念で、もうちょっと何か考えて、例えば、

大人については自分たちで決定権があって、つける、つけないって判断できるわけですけれども、お子さんです

ね。やっぱり自転車に同乗している、幼児を補助椅子に乗せているお子さんでヘルメットをかぶってない子も多

いですし、とりわけ自転車初心者という小学校の大体３年生、４年生ぐらいから乗り始めると思いますので、そ

ういった子たちへの補助があってもよかったかなというふうに、例えば18歳未満とかでくくって、あってもよか

ったかなというふうに思っております。もし今後できるようであれば、ぜひお願いしたいというふうに思いま

す。 

 ２番については３番と関わっていますので、３番の警察の交通違反者取締りについてですけれども、この警察

による取締りでは、マナーの悪い自転車運転者へイエローカードを発行して注意喚起を行っています。悪質な方

には赤切符を発行しているということですけれども、この赤切符を２回以上発行されて、自転車運転者講習を受

講している人はどれぐらいいるのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 千葉県警に確認したところ、自転車運転講習は、県警本部や県警本部職員が所轄の警察署へ出向いて実施して

いるもので、県内の受講者数は、令和４年度が７名、令和５年度はこれまで５名が受講しているとのことでござ

います。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 受講者が令和４年で７人と、令和５年で５人ということで、県内でこれですかね、これは

非常に少ないと思います。私はほぼ毎朝学校の前に立って旗振りしているんですけれども、自転車は本当にスピ

ードを落とさないですね。特に、私の立っているところというのは交差点に向かってやや上り坂になっているの

で、スピードを逆に上げてくる方が多い。特に、歩行者用信号で渡る自転車の方が多いので、歩行者用信号が点

滅するとさらにスピードアップしてくるというような状況になっています。私も徐行してくださいとか声かけし

ているんですけれども、なかなか言っていることを聞いてくれる方もいらっしゃれば、文句を言う方もいらっし

ゃいます。都度都度、道路交通部の皆さんにもお願いをしまして、警察の方と一緒に来ていただいて御指導いた

だいて、本当にありがとうございます。 



 

 

 先日、直近で警察の方に来ていただいた際には、以前と違って何かちょっと、ショルダーバッグのようなもの

をかけてきたので、おお、いよいよ取締りを本気でするのかなというふうに感じたんですけれども、結局イエロ

ーカードを配布して、注意、警告をして終わっていました。中には、もう本当に警察が止めても止まらないとい

う、そういう方もいらっしゃって、警告するというような段階ではないというふうに私は認識をしています。今

国会で自転車に対しての青切符導入が決定されるというような話もありますけれども、実際、この赤切符のよう

に余り活用されないということであると意味がないと思いますので、こういった取締りに関しては警察のほうに

今後も厳しく取り締まっていただくようにぜひ要請していただきたいと思います。よろしくお願いします。これ

はこれで結構です。 

 次の起業家支援に移りたいと思います。 

 まず、融資のほうですけれども、市は、金融機関とどのような手続をされているのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 融資制度の申込みについては、申請者が金融機関に融資の相談を行った後に、本市の

融資制度への申込みに必要な書類及び千葉県信用保証協会への保証を依頼するために必要となる書類を一式、金

融機関より本市へ提出をします。市では、申請要件を確認した後、保証協会に対し申請案件の信用保証を依頼し

ます。保証協会からの回答に基づき融資決定通知書を申請者に送付し、保証を受けることができる場合に融資が

実施されます。融資が実行された場合、その後の返済状況等を確認し、年２回、最大５年間、利子の全部または

一部を利子補給しております。この利子補給に関する手続については、申請者から各金融機関に対する委任に基

づき、市と金融機関の間で申請書類の送付や提出、利子補給金の振り込みを行っております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 分かりました。一番初めの御答弁にありましたけれども、この資金種別というのは分かり

やすく言うと借入れメニューということになりますけれども、これは私が融資制度審議会に出席していた際も非

常に気になったんですけれども、ＩＳＯの14001を取得するための資金とか、公害防除資金とか、ここ何年も全

く使われてないメニューなわけです。当時審議会に出ていた銀行の方に2,000万以上のメニューの利用者が少な

いですけれどもどう思いますかというふうに聞いたところ、これから開業する方とか開業したばかりの方が多い

ので希望金額の額が少ないのではないか、制度の目的と合致はしていると、そんなようなニュアンスの説明があ

ったように記憶をしております、ちょっと私の見方とは違うんですけれども。 

 そこで、この資金種別の内容の変更及び融資限度額の上限の引上げが可能かをお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 資金の種別及び融資限度額については、市川市中小企業融資制度審議会に諮り、中小

企業を取り巻く経営環境や社会情勢の変化、金利の動向などを踏まえた審議に基づき決定したものとなっており

ます。このことから、資金種別及び融資限度額の変更を行う場合につきましても、同審議会に諮り御審議をいた

だくこととなります。融資限度額につきましては、千葉県や千葉市、船橋市などでは本市より高い限度額となっ

ておりますが、限度額を引き上げることにより月々の返済額が大きくなることもあり、倒産や破産になりかねな

いおそれもございます。 

 本市における過去５年の利用実績における融資実行額を見ますと、2,000万超はゼロ件となっており、1,500万

超、2,000万円以内についても、おおむね全体の利用件数の５％前後で推移をしております。本市の中小企業融

資制度を利用中に倒産や破綻、自己破産等が起こった場合には、千葉県信用保証協会との覚書により、一定の割

合で本市においても代位弁済の損失補償をすることとなっております。代位弁済の件数は、コロナ禍後の本年度



 

 

から増加傾向にあります。このことから、資金種別の変更及び限度額の引上げにつきましては、金利の動向など

に注視し、情勢が変わり次第、市川市中小企業融資制度審議会に諮問することとなり、答申によりまして、必要

に応じ資金種別の変更及び限度額の引上げを検討していくということになってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 御答弁をお伺いしました。この船橋市は、普通事業資金という名称で5,000万円まで融資

をしてくれるメニューがあります。やっぱり、さっきの市川市のちょっと特殊なメニューと言っていいのか、Ｉ

ＳＯとかそういうことよりも幅広く使えるようなメニューだというふうに私は認識しておりますけれども、そう

いった融資メニューがありますので、そこについてはそのような金額で導入できるのであればぜひ御検討いただ

きたいと思います。本市は1,500万円超の融資が全体の５％ということですけれども、この制度自体がやっぱり

あんまり知られていないというところが一番の問題だと思います。私の仲間内でも説明したんですけれども、知

らなかったという方で、でも借りたいですよねということで、その方は話をしたら、要件が合わなくて結局借り

られないということになったんですけれども、そもそも知られていないところがやっぱり、もうちょっと周知し

ていただきたいなというふうに思います。 

 それと、この貸倒れの際の損失補償ですけれども、これも金利上昇局面にこれから入っていくわけです。さら

に市場の環境は厳しくなっていくと。その中で、倒産というのはどうしても一定数出てしまうということは理解

をしております。ただ、この目的は中小の支援ということを忘れないでいただいて、そういったことも踏まえて

御判断いただければと思います。 

 最後に、ちょっと２点ほどお伝えして終わりたいと思います。銀行が最近、全ての案件というわけではないん

ですけれども、融資の実行に際して手数料を設定する場合があります。中には５％取るというような銀行もござ

います。そういったものは、この融資の枠内では設定しないようにお願いしたいのと、それと、こちらは小さい

金融機関なんですけれども、歩積み両建て預金といいまして、融資の実行時に一定の定期預金を組ませる、そう

いった銀行があります。例えば、1,000万融資をして100万円定期預金を組ませる。この100万円の定期預金は、

定期預金の微々たる利息をもらいながら、借りる側はそれ以上の利払いをしなきゃいけないといったような、そ

ういった仕組みというか、そういったものなんですけれども、これは実質定期預金を解約させないというよう

な、そういった行為で、これは過度なという文言が入っているんですけれども、一応金融庁が禁止している事項

となっておりますので、経済観光部のほうに以前確認した際にはそういうことはありませんよということで聞い

ているんですけれども、事実、私の周りではこういうことが起こっているので、ぜひ、この制度の枠内では少な

くともそういったものはないようにお願いしたいと思います。 

 この融資の件はこれで結構です。 

 次に、特定創業支援に移ります。この中身については、以前もお伺いしたのでよく分かっております。この日

本の法人の資本金の額で一番多いのは300万円から500万円というふうに聞いております。この0.7％で計算する

と、この株式会社のみで言うと、登録免許税が15万以上の法人が多いということになります。この特定創業支援

事業の証明書で登録免許税の半分が減免を受けられるということは理解をしました。この残りの半分について、

福岡市などは市独自の補助を設定しているが、本市の見解についてお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 新たなチャレンジを行う創業者を後押しし、起業、創業の裾野を広げるため、国の特

定創業支援等事業を活用して登録免許税の半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を支援する補助制度に

つきましては、福岡市のほかに、隣接する松戸市におきましても実施されていることは認識をしております。支



 

 

援した法人が市内で新設することにより地域経済の活性化につながることから、本市におきましても他市の補助

制度も含め、創業支援につきまして調査研究を進めてまいりたいと考えております。あわせまして、市内の創業

支援への取組につきましては、市川商工会議所や日本政策金融公庫など各支援機関と連携していることから、今

後も利用者の経営面と資金面の両輪を支えるための支援を継続的に行ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 先日、豊田市に視察に行ったんですけれども、先方の担当者の方と、この補助金の制度の

話になりまして、実は、我々も来年度予算要求したんですけれども切られてしまってということでおっしゃって

おりました。この補助金って福岡市で出している補助金ですけれども。この特定創業支援制度の証明書を取得し

た人は、登録免許税が半分補助となり、残り半分を福岡や松戸は独自に補助しているということですけれども、

正確には半分じゃなくて0.7％ですかね。松戸市に至っては、登録免許税が７万5,000円上限に加えて、定款認証

料５万円、これも合算して補助しているということです。松戸でこの取組をしていて、船橋では先ほどの融資の

上限が5,000万円まで、知っている方のほうが多分少ないと思うんですけれども。では、そうすると新規で設立

する法人を市川市に持ってくるメリットって何ですかということになってしまう、そういう考えをする方もいら

っしゃると思いますので、ここについてはちょっと整理していただいて、今後お考えいただきたいというふうに

思います。これもこれで結構です。 

 では、次にＪＲ市川塩浜駅前の仮称塩浜マリンパークの整備及び現市民プールとの関係性についてですが、６

社からの提案を受けているということですけれども、この整備方針の検討結果の公表についてはいつ頃になるの

かお伺いします。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 老朽化を課題としている元市民プールのレジャー機能について、当該市有地での導入を検討するものとなるこ

とから、可能な限り早期に策定し、公表できるよう取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 これは室内型とか屋外型とかはまだ決まってないんですよね。 

 では、先ほどの整備方針がありましたけれども、レジャープール等のスポーツ施設の建設、海辺の立地特性を

生かした土地利用、ちょっとはしょりますけれども、年間を通して人々が集い、楽しく魅力的なにぎわいのある

空間を創出、公共交通の利便性を活用した整備とありますけれども、ちょっと気になったのが、この公共交通の

利便性を活用した整備のところなんですけれども、確かに塩浜の駅前で、駅前ということで見れば公共交通の利

便性というのは高いんだろうと思いますけれども、なかなかちょっとあの駅自体が行きづらいというようなとこ

ろが、我々の側から見るとあります。そうすると、やっぱり今の市民プールもそうですけれども、駅からちょっ

と離れているということ、今の市民プールはそうですけれども、今の新しい塩浜のほうは、我々から見るとちょ

っと遠いなという感覚で、そうすると、やっぱり子ども連れで行く場合に、車で行くということのほうが多分多

いと思います。駐車場についてどうするかということはこれからの課題もあると思いますけれども、まず、接道

の問題について、抜けられる道が限られていて、周辺は工業地帯でもありますので渋滞を起こすのではないかと

いうような懸念についてどのような見解をお持ちなのか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 



 

 

 塩浜２丁目市有地の整備方針は、サウンディング調査で寄せられた様々な提案を参考にしながら現在検討中で

ございます。当該市有地はＪＲ塩浜駅から徒歩圏内に位置していることから、公共交通機関の活用も検討項目と

なっているところでございます。今後、接道や近隣道路の渋滞の懸念等の問題点については、関係各所と協議し

ながら塩浜２丁目市有地の整備方針をまとめてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 分かりました。 

 では、隣接している民間企業２社との関係性について、この地域は商業利用という目的で合意形成されていた

というふうに理解をしていますけれども、このプールはその目的と合致したものになるというような認識でよろ

しいのかどうか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 市有地を含む当該区域の土地区画整理事業を実施する際、本市と関係権利者で市川

塩浜第１期土地区画整理事業地権者会を組織し、この地権者会において、ほかの地権者と競合しないよう業態に

ついて配慮することを相互に確認しておりました。本地権者会は、事業の終了と合わせて既に解散しているもの

の、必要に応じて適宜関係者と情報共有を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 中身については理解をいたしました。そごのないようにしていただきたいというふうに思

います。 

 これはある方が心配をしておりましたけれども、例えば、仮にここに市がプールを設置して、仮に隣にホテル

ができたとして、そのまた隣に倉庫ができてしまったということになったときに、ちょっと雰囲気としてはどう

なんだということを心配されている方がいらっしゃったんですけれども、この地域は地区計画の規制がもう入っ

ているということで、にぎわいの創出に寄与する土地利用という土地利用方針が出ていて、倉庫も住宅も建てら

れないといったような形になっているので、その方針に沿ってにぎわいのある町にしていただければと考えてお

ります。 

 次の現市民プールとの関係性についてですけれども、この今の市民プールがかなり老朽化しておりますけれど

も、そこができれば稼働停止となる前に、どこかにプールを設置していただきたいというふうに考えております

けれども、今のプールの稼働停止を待たずに先行して着手する考え方についてお伺いします。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 現市民プールは、長年市民に愛されてきた施設であり、再整備を検討するに当たっ

ては、可能な限りプール機能の切れ目のない提供を可能とするよう、その手法を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 長期で塩漬けになっている土地なので、市が先行して構想を立てて引っ張っていくという

ような考え方は十分あり得るのじゃないかなというふうに考えております。いろんな課題もあると思いますけれ

ども、十分検討していただいて決まればいいなというふうに個人的には考えております。これは結構です。 

○稲葉健二議長 大久保議員に申し上げますが、この後の再質問は休憩後にお願いいたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前11時58分休憩 



 

 

――――――――――――――――――――――――― 

午後１時開議 

○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１議案第55号から日程第38報告第32号までの議事を継続いたします。 

 大久保議員。 

○大久保たかし議員 午後もテンポよく、よろしくお願いします。 

 文化芸術行政についてですけれども、東山魁夷記念館に係る裁判に至った経緯と、判決結果及び現状と今後に

ついて答弁をいただきまして、この裁判結果を受けて、この記念館の名称変更を行う予定があるのかどうか、お

伺いします。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 お答えいたします。 

 東山魁夷記念館の名称変更につきましては、今後策定予定であります本市の美術館構想の中で全体を考えた上

で決めることになると認識しており、現段階で名称変更することは考えておりません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 分かりました。では、ここについてはちょっとまた２番とも絡んでいますので、２番の市

立美術館のほうですけれども、まだほとんど何も決まっていないということは先ほどの御答弁で理解いたしまし

た。 

 この市立美術館の構想と絡んで、千葉県内及び都内の市や区が運営する美術館の収蔵作品と収支についてお伺

いいたします。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 お答えいたします。御質問の点につきまして、自治体より公開されている範囲でお答

えいたします。 

 初めに、県内及び都内の美術館の収蔵作品数につきましては、千葉市美術館が約１万点、佐倉市立美術館が約

1,700点、板橋区立美術館が約1,100点、世田谷美術館が約１万6,000点、最後に、町田市立国際版画美術館が約

１万3,000点となっております。また、美術館の収支につきましては、令和４年度の千葉市美術館では、収入が

約５億8,000万円、支出が約６億5,000万円となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 まず、作品点数、収蔵点数ですね。市川市には、まず800点しか所蔵がないということ

で、千葉市は１万点、佐倉市は少ないですけれども佐倉市も1,700点あるということで、この美術館を運営する

には以前文化国際部の方と話をしたときも、美術館をやるには少ないんですというようなことをおっしゃってい

ました。千葉市については年間7,000万ほど赤字が出ております。この市立美術館と絡んでなんですけれども、

先ほどの東山魁夷記念館のほうが、平成30年度から大体6,100万円から6,700万円ぐらい赤字が出ております。そ

れは令和３年までで、令和４年になったら赤字額が9,800万になっております。ただ、ここはちょっとあれなん

ですけれども、裁判費用が入っていたりとか休館しているということなので、一概にこの9,800万円という数字

をそのまま受け入れるということではなくて、若干少なくなるとは思っています。ただ、学芸員の方は委託で、

常時今後も採用というか館にいていただくということなので、そこについては継続してかかるんじゃないかとい

うふうに考えています。 



 

 

 それと、これも以前に調べていただいたんですけれども、今、この美術品の倉庫が江東区のほうにありますよ

ね。そちらのほうに保管していて、年間使用料が600万円ほどかかっていると。直近で、それは２年前ぐらいに

確か出していただいたんですけれども、直近で聞いたときにはたしか780万円ぐらいになっているというような

話でした。この美術品を出す際に、運送業者の方がそちらに取りに行くわけですけれども、そこにもちろん市の

学芸員の方も一緒に行って――一緒にというか行って、そこで出す作業をして、それで帰ってきて、また返すと

きも多分同じような作業があるんだろうと思います。そこも費用化すればそれなりの金額になってくるんじゃな

いかなというふうに思っています。ですので、この赤字というか、こういった美術館というものはそうそう黒字

にならないということはよく分かっておりますし、分かっているんですけれども、ただ、ここの東山魁夷と、こ

の市立美術館と、この収蔵庫と、いろんなものを含めて１回ちょっと棚卸ししていただいて、文化国際部のほう

で今後どうするかということをよく考えていただければと思います。 

 では、３番目の収蔵作品について、もう少し区分けを行って、庁舎内など展示室以外で活用する作品を増やし

て、もっと展示することができないのか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 お答えいたします。 

 パブリックコレクションは、後世に作品を継承していくことも目的の一つであることから、ギャラリーや温湿

度管理が可能な収蔵庫などで作品を良好な状態で管理、保管し、収蔵作品展等の展覧会で公開することを原則と

しております。収蔵作品のうち、本市の公共施設等の環境で展示可能と判断した作品につきましては、具体例と

いたしまして、第１庁舎のオープン後、１階の総合受付前に名誉市民星野道夫氏の写真パネルを展示いたしまし

た。また、現在も第１庁舎３階、４階及び６階などで絵画作品や写真を展示しているほか、文化会館や中央図書

館における展示数も増やしているところであります。今後も、市民にとって身近な場所で収蔵作品を鑑賞できる

よう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 理解いたしました。市民の皆さんの財産なわけですから、倉庫で眠っているということが

一番もったいないですので、ぜひいろんな市民の皆さんに見ていただけるような場所に展示していただければと

思います。これはこれで結構です。 

 次に、市立学校の防犯対策についてです。現状をお伺いしましたけれども、１は今までとおりということで、

これは訓練の練度を上げていただいて、事件のないように、ぜひお願いしたいと思います。 

 ２番目なんですけれども、この学校防犯対策検討委員会はどのような会議なのか、開催時期が決まっているの

か。あと、アンケート内容はどういったものなのか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 学校防犯対策検討会は、教育次長を筆頭に、教育施設課、学校環境調整課など教育委員会内、６課の代表によ

り構成されています。開催時期は定期的ではなく、必要に応じて行っています。防犯に関するアンケートは、保

護者を含めた訪問者に対しての対応の方法はどのようにしているのか、不審者対応マニュアルの職員への周知度

はどの程度か、電子錠の取り付けを希望するかなどの内容を、小中学校、義務教育学校、特別支援学校全ての学

校に対して実施しています。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 



 

 

○大久保たかし議員 お伺いしました。最近も学校への侵入事例が幾つか起こっております。2022年10月、横浜

市ですね。小学校に50代の男が、校門のインターホンを鳴らし、忘れ物を届けに来たと言い、学校側は児童名や

クラス、入校証などを確認せずに開けてしまい侵入、大声を上げたり、上半身裸で暴れ回ったりし、警察に逮捕

されたというような事例であったりとか、2023年、埼玉県戸田市、中学校でナイフを持った17歳の少年が侵入

し、60代の教員を切りつけ大けがを負わせ、殺人未遂で逮捕。動機は、誰でもよいので人を殺したかった。もう

一つ、2023年７月、宮城県栗原市で小学校に軽トラックが侵入し、児童４人がはねられる事件が発生、開いてい

た通用門から侵入し、無差別に児童を狙ったということです。こういった事例が起こっておりますので、検討委

員会のほうでしっかりといろんなことを想定して対策を行っていただきたいと思います。 

 次の(3)門の電子錠ですけれども、ようやく冨貴島小学校の電子錠の設置ということでありがとうございま

す。保護者の皆さんも喜ぶと思います。 

 この電子錠の設置ですね。いつ設置され、予算は幾らぐらいかかるのか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 時期につきましては、生徒が長期休業となる夏休みを利用して設置する予定となっております。費用につきま

しては、電子錠設置と併せて門の修繕も行う予定となっており、概算で1,200万円程度を見込んでおります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 では、電子錠のモニターとインターホンはどこにどのように設置をして、誰が確認するん

でしょうか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えします。 

 モニターは、事務室と職員室に１台ずつ設置します。各門の横にあるインターホンのボタンが押されると、そ

の場所の画像が映るようになっております。対応につきましては、事務室にいる事務職員や教員が対応すること

となると思います。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 お伺いしました。先日、富美浜小学校のほうに門の電子錠の視察をさせていただきまし

た。訓練の際に来た警察の方が、設置をするだけで抑止力となるので全校で早くできるといいですねということ

を校長先生が言われたそうです。保護者の方からも特段否定的な意見はないということで、できる限り早く全校

に設置していただきたいということをお願いしたいと思います。 

 最後に、この電子錠の設置の優先順位、これをどういうふうに決めていくのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 優先順位のつけ方は、事務室から主要な門が目視できない学校、繁華街や商店街が近く、人通りが多い学校な

どを考慮して決めております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 分かりました。これはこれで結構です。ありがとうございます。 

 続きまして、まちづくり行政の空き家対策事業についてですけれども、市内の空き家の数が581棟で、特定空



 

 

き家が397ということで、全てこの補助事業等を使ってこの空き家を解消するということになれば、かなり幅広

く補助金を出さなきゃいけないんでしょうし、それは多分目的としてはちょっと違うんだろうなというふうに思

っております。ですけれども、この補助メニューの中で活用されていないゼロ件というものがあるということ

は、ちょっと考えなきゃいけないことだろうと思っております。 

 その中で、無接道敷地特定空家除却事業ですけれども、この事業について、道路に接している隣地所有者が無

接道敷地に存在する特定空家等を購入する場合に補助が適用されるということですけれども、逆に、無接道敷地

の空き家所有者が接道している隣接地を購入して接道要件を満たそうとする場合は補助の対象にならないのかお

伺いします。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 申し訳ありません、初めに発言の訂正をお願いいたします。 

 午前中の創生市川大久保議員の代表質問中、空き家対策の質問に対する答弁におきまして、「不燃化・耐震化

推進地域」を「不燃化・耐震化促進地域」と申し上げましたが、正しくは「推進地域」であります。 

 続きまして、都市計画マスタープランの質問に対する答弁におきまして、「市民１人当たりの公園面積」を

「国民１人当たりの公園面積」と申し上げましたが、正しくは「市民１人当たりの公園面積」でありますので、

訂正をお願いいたします。 

○稲葉健二議長 訂正を許可いたします。 

○小塚眞康街づくり部長 では、再質問の答弁にお答えいたします。 

 除却に関する補助事業は、周囲に著しく悪影響を与えている特定空家等を早期に除却していただくことを目的

としております。無接道敷地の空き家は建て替えができないなどの理由から、売却に至らない事例が見受けられ

ます。無接道敷地特定空家除却事業は、敷地の売却費用を元に、空き家等の除却費用を捻出することが困難な事

例を想定して創設した制度であり、御質問の事例につきましては現在補助の対象にはしておりません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 分かりました。では、この無接道敷地って言っていますけれども、一般的には再建築不可

物件とかって言いますけれども、この無接道敷地の特定空家の所有者が接道している隣接地を購入して無接道の

状態を解消しようとする、そういった事例に対して何らかの補助を行うということは、この空き家対策に有効だ

というふうに考えておりますけれども、こういった事例も補助対象にするべきというふうに考えておりますけれ

ども、市の見解をお伺いします。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えいたします。 

 無接道敷地特定空家除却事業の対象拡大につきましては、他市の補助制度などの調査研究の上、検討をしてま

いります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 私が調べた限りでは、ほかの市でやっているような事例は見受けられなかったんですけれ

ども、これができるようであれば、ぜひお願いしたいと思います。これはこれで結構です。 

 続きまして、都市計画マスタープランです。先ほどの答弁をいただきまして、（ア）のほうですね、現行計画

の進捗について、これは20年たっているわけですから。市川駅、本八幡駅、その風景も変わっておりますし、外

環道も通って3･4･18号も開通したと。この公園、小塚山公園とかぴあぱーく妙典、この公園がちょっと私、気に



 

 

なっているんですけれども。この市民１人当たりの公園面積というのが、平成15年の約2.7㎡から令和４年度に

は約3.7㎡へと増加しているということなんですが、数字だけ見れば確かに増えております。ただ、やっぱり私

も子育て世代なので、都度都度やっぱりまちづくりの方には公園が近くにないということをお伝えもしています

し、私の友人で南八幡に住んでいて江戸川区から転入してきた方なんかは、江戸川区はちょっと歩くと公園があ

るんですと、何とかならないですかねということをよく言われます。もう１人、東菅野に住んでいる友人は、ど

こに子どもを遊ばせてるの、行かせているのというふうに聞いたら、三郷公園まで行っていると。外環が開通し

たので車で三郷公園まで30分もかからないで行けて、駐車場も広いのがあるし、中の遊具も充実していて、ボー

ルを蹴っても誰かに当たらないだろうなというぐらい本当に広いんですけれども、そういったところで遊ばせて

いるということでした。あと、職員の方も子育て世代の方、お１人とちょっとお話ししたところ、やっぱり本八

幡の周りにはちょっと公園が少ないですよねというような話だったので、この数字以外でそういう思いを持って

いらっしゃる方がいるということは踏まえておいていただきたいというふうに思います。 

 それと絡んで、今、進んでいない事業が下水道の整備と、あと大洲橋、それと葛南広域公園というのがありま

すけれども、これは県の事業だと思いますけれども、こちらもぜひ進めていただきたいと思います。 

 では、イのほうですけれども、この都市計画マスタープランの改定作業についてですね。この意見聴取、市民

の皆さんからの意見を聴取する際に、パブリックコメントとか公聴会とかというものがあったと思いますけれど

も、こういった意見聴取の方法って基本的に意識の高い方とか、何か意見を言いたいという方が、積極的な方が

来て意見を言う場だと私は思っています。ですので、もっと幅広く、例えば全部の自治会に手紙を配って、あな

たの自治会は用途地域は第一種住居専用地域となっています、この一種住居専用地域はこれとこれとこれはでき

るけれどもこれはできませんとか、その隣にある近隣商業地域はこれとこれはできるけれどもこれはできませ

ん、これでどうですかと、これでよろしいですかと、そういったことが自治会に対して文書をもって確認すると

いう方法が取れないのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えいたします。 

 地域の声を伺う方法として、地域の方々に直接説明し、直接御意見を聞くことができるオープンハウスの開催

を予定しています。オープンハウスなどの開催に関するチラシを自治会で回覧していただくことや、インターネ

ットを活用することなどにより、地域の声を広く集めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 ちょっと私の思っているところとは違うんですけれども、改定が毎年やっているんだった

らこんなこと言わないんですけれども、20年に１回なので、ぜひ幅広く自治会の方々から意見を聴取していただ

きたいと。聞きに行けば、やっぱり二つ三つ、不満とか思っていることとかが出てくると思いますので、でき得

ればこれをお願いしたいと思います。 

 マスタープランについてはこれでいいんですけれども、次に用途地域ですね。このマスタープラン策定の中で

用途地域というものがありますけれども、とりわけこの商業地域の活性化というものを図るためにも、用途地域

を見直す必要性があるというふうに考えておりますけれども、この変更の考え方についてお伺いします。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えいたします。 

 現行の都市計画マスタープランでは、本八幡駅と市川駅、行徳駅の周辺を、商業、業務、行政、文化などの

様々な機能を集積する都市拠点に位置づけて、この方針の下、市街地再開発事業に合わせて商業地域や近隣商業



 

 

地域の用途地域の都市計画変更を行っております。都市は固定的ではなく、社会状況の変化の中で変化してまい

ります。目指すべき都市像を実現するために、都市計画は適宜適切に見直す必要があると考えております。一方

で、目指すべき都市像を実現するためには相当程度長期間を有しますことから、計画には一定の継続性、安定性

も要請され、状況の変化や今後の見通しに照らして検討する必要があると考えております。都市計画マスタープ

ランの改定に当たっては、新たな道路の整備を契機とした沿道利用や、公民連携による都市拠点等のにぎわい創

出などを踏まえ、将来の地域の将来都市像に応じた用途地域の変更が随時行えるよう、まちづくりの方針を示し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 この用途地域の変更が随時行えるよう、この随時というのがどの程度なのか、そこがちょ

っと気になるところではあります。これもちょっと職員の方何人かにお話を伺ってみました。私は、この商業地

域、ちょっと寂しいんじゃないかというふうに考えていますと言ったところ、３人の職員の方が、まあそうです

ねと言われたんですけれども、１人の方は市川駅周辺、１人の方は本八幡駅周辺、もう１人は行徳駅周辺だとい

うことを言われておりました。この用途地域に関しては、長年この大枠は変わっていないということでありま

す。私が非常に恐れているのは、今、大手のデベロッパーが入ってきて本八幡駅の北口で再開発、今までも行わ

れていますし、これからもやると思いますけれども、とりわけ高層マンションになるから駄目だというわけじゃ

ないんです。ただ、どこの駅に行ってもやっぱり同じような町並みだよねという、そういう町にはしたくないと

いうふうに思っています。 

 そういったことを踏まえていただいて、この用途地域の変更が随時行われるというような考え方でいいのか。

個人的には、積極的に用途地域の変更が市民の皆さんの意見を聞きながら行えるというような文言をぜひ入れて

いただきたいと思います。それについていかがですか。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 先ほども御答弁させていただきましたが、目指すべき都市像を実現するためには相当

程度長期間を有しますことから、基本的に計画には一定の継続性、安定性も要請されます。そういうことを照ら

し合わせますと、常に行われるという、ころころ変えるというのはなかなか難しいと考えておりますので、その

辺につきましては将来都市像を市民の方々と共有した時点で変更できるようなタイミングを見計らってやってい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 分かりました。 

 では、市川駅から本八幡駅、さらにはメディアパーク、ニッケコルトンプラザがある辺りですね。この辺りの

エリアは賑わいのある交流ゾーンというものに位置づけられておりますが、果たしてこのにぎわいはもたらされ

ているというふうに市は思っているのか、御見解をお伺いします。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えいたします。 

 都市拠点である市川駅と本八幡駅周辺、さらにはメディアパーク市川に至る地域は、賑わいのある交流ゾーン

として、商業、業務、文化機能の充実を図り、魅力ある文化的な拠点の土地利用を進める方針としております。

市では、これまで駅前再開発のほか、市川情報プラザの建設、人にやさしい道づくり重点整備事業の一環である

歩道のバリアフリー化、メディアロードの整備など、ハード対策に取り組んできました。また、ソフト的な対策



 

 

として、商店会への支援などを通じて商店街の活性化を図り、地域の持続的な発展に取り組んでおります。近

年、駅に近い商業地域内において大型マンションなどの住居系の建物が立地する傾向が見られます。今後、国が

進めるまちなかウォーカブル推進事業の活用など、関係部署とも連携し、地域のにぎわい創出につながるよう検

討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 分かりました。このゾーンですね、もうちょっとやっぱりにぎわっていてもいいんじゃな

いかなというふうに思っています。 

 それは、やっぱり商業地域の中に今もう住居系のマンションがどうしても建ってきてしまっている。ある町

で、駅前のロータリーの中にまでやっぱりマンションが建っているといったような町がありました。徐々にやっ

ぱりこうなっていくんじゃないのかなというふうに思っています。ということは、それは商業地域では住居系は

認められているわけですから、それはもう致し方ないんですけれども、そうすると、やっぱり商業地域を広げて

いく必要があるんじゃないかなというふうに私は考えています。例えば、商業地域の隣に第一種住居地域が接し

ていたりとか、そこはせめて近隣商業地域にするべきじゃないかなというふうに個人的には思っています。南八

幡のある商店街の方なんかは、周りがやっぱり住居ばっかりになってしまっているので、もう少し何とかならな

いもんなのかなといったような、そういったような感想を述べられていました。せっかく市川から本八幡、この

14号線沿いをイメージされているんだと思いますけれども、そこから、本八幡からメディアパークに至るところ

ですけれども、たくさんやっぱり住居が建っているので、そこの動線ですね、ちょっとにぎわいのあるような形

にぜひしていただきたいなというふうに思います。それは高架の下のメディアロードと呼ばれているところもあ

りますけれども、ああいったところも含めて、ぜひにぎわいあるような町並みにしていただきたいというふうに

思います。これはこれで結構です。 

 それでは最後です。環境行政の地域新電力会社です。 

 まず、この地域新電力会社ですけれども、県内でこういった事例があるのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 県内で地方自治体が出資し設立した地域新電力会社としては、風力発電の活用などで取り組む銚子市の銚子電

力株式会社、地元産の天然ガスの活用などで取り組む睦沢町の株式会社ＣＨＩＢＡむつざわエナジー、廃棄物発

電とメガソーラーの活用で取り組む成田市と香取市が共同で設立した成田香取エネルギー株式会社の３つの事例

があります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 お伺いしました。この市内でこういった小売を行っている事業者がどれぐらいいるのかお

伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 小売電気事業を営む際には、電気事業法に基づき経済産業大臣から小売電気事業者として登録を受けている必

要があります。登録を受け、かつ市内に本店を有する事業者は、現在３社を確認しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 



 

 

○大久保たかし議員 では最後に、この地域新電力会社の設立時期と、それまでの準備について伺います。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 本市の地域新電力会社の設立は、令和７年２月を目指しております。設立までには、共同事業者の選定、会社

設立に関する協定の締結、資本金の確保、会社登記手続などの準備を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 では、この地域新電力会社についてはこれで結構です。 

 次の新クリーンセンターに移りますけれども、まず、この新クリーンセンターの積算根拠についてお伺いしま

す。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 今回、債務負担行為としまして、整備運営事業費として計上した整備費の内訳について御説明いたします。内

訳としましては、設計及び工事費について500億円、運営費20年間分で250億円、合わせて750億円を計上してお

ります。そのうち設計及び工事費につきましては、本体工事に約491億円、高規格堤防工事に約５億円、継続使

用する管理棟の改修工事に約４億円を見込んでおります。なお、本体工事の算出根拠につきましては、環境省が

推奨する算定方法を参考にして算出しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 分かりました。では、令和６年度に事業者選定を行うということですけれども、これは具

体的にはどのような方法で選定をするのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 廃棄物処理施設は、一般的に施設自体が高度な技術を組み合わせたシステムであることから、事業者の技術力

を競争させることで高品質の施設建設が可能とされております。このことから、環境省は公共工事の品質確保の

促進に関する法律などに基づき、経済性に配慮しつつ、価格以外の多様な要素も考慮し、価格及び品質が総合的

に優れた内容による契約が実現できる総合評価一般競争入札を推奨しています。この事業者選定方法は、ごみ処

理施設建設工事の一般的な発注方法として多くの自治体が採用しています。本市の発注方法につきましては、こ

れらを基に今後決定してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 分かりました。総合評価方式ということで、価格点のほうが重視されているということで

適切であるというふうに思っております。 

 では、この事業者選定をするに当たって、市内事業者の取扱いについてどのような対応をされるのかお伺いし

ます。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 他市における市内事業者への対応として、入札参加グループのうち１社は市内事業者とするなど入札参加資格

要件に盛り込む場合や、市内事業者に発注する内容などについて、入札参加した事業者から出される提案を評価



 

 

する場合などがあります。今後、他市の事例を参考に検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 では、最後にしますけれども、事業者選定アドバイザリー業務委託では、現在どのような

ことを実施しているのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 事業者選定アドバイザリーの受託者は、現在公告に向けて新クリーンセンターの設計、建設、運営に関する発

注仕様書など、事業者選定に関する募集書類案の作成を行っているところです。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 では、このクリーンセンターは絶対止められない事業でもありますし、そういった設備で

もありますので、引き続き慎重に検討していただきたいというふうに思います。これはこれで結構でございま

す。 

 次に最後、ごみの減量及び燃やすごみの収集回数についてです。 

 まず、この燃やすごみの収集回数を３回から２回に戻す場合にどのような課題があるのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 燃やすごみの収集回数を週３回から週２回に戻す際には、収集ルートの変更などの準備作業が必要となりま

す。また、平成28年度には全ての自治会を対象とした説明会を行うなど、市民の皆様に丁寧に説明を行ってお

り、収集回数の変更については一定の理解がされていると認識しておりますが、収集曜日の変更などにより混乱

を招かないよう、「広報いちかわ」や市公式ウェブサイトを用いた呼びかけなどを行い、十分な時間をかけて周

知を行う必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 先ほど収集量ですね、令和４年度では約７万3,000ｔておっしゃっていましたけれども、

そこについてはパッカー車で集めた量ということで、燃やすごみの量だけで言うと汚泥とかクリーンセンターへ

の持ち込みもしくは破砕後の可燃物、そういったものをトータルすると約11万3,000ｔ、これは令和４年度です

けれども、それぐらいの数字になるわけですが、こちらの私の持っている資料でも平成28年度、週３回回収して

いたときが11万7,000ｔ、令和４年度が11万3,000ｔ、これは減っているわけです。ただ、この減っていることに

ついて確定的にこの要因で減っているということは、やっぱり言えないですか。答弁できますか。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 これまでの調査の数字だけですと、確定的なお答えはできない状態です。もう少し分析が必要と考えていま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大久保議員。 

○大久保たかし議員 収集回数が週２回になったときに、もちろん１回減ったわけですけれども、そこから今、

週３回で実質減っているというところがあります。ごみの量に対しては減らしていくということを啓発していた



 

 

だいていると思います。ただ、審議会でもう収集回数とか、ごみの有料化とか、あと個別回収とか、そういった

ものが決まっていると思いますので、そういったところの兼ね合いと、あとちょっと心配なのがこの灰の処理費

なんですけれども、焼却灰のなんですけれども、埋立てと再資源化と２通りで処理をしておりますけれども、こ

れは埋立てのほうは平成28年度と比べて令和５年度、もう今６％増えています。それと、再資源化に関しては約

35％も増えています。これは処理単価です。ですので、こういったものも踏まえて、さらなる減量をするために

はどういった手法が必要なのかということを十分検討していただいて、この収集回数を決めていただきたいと思

います。審議会のほうでもよく話をしていただいて、環境部の中でも庁内の中でもお話をしていただければとい

うふうに思います。 

 以上で代表質問を終わります。ありがとうございました。 

○稲葉健二議長 次に、公明党、大場諭議員。 

〔大場 諭議員登壇〕 

○大場 諭議員 公明党の代表質問を行います。総括は私、大場が行い、補足質問は宮本均議員が行います。よ

ろしくお願いいたします。 

 初めに、能登半島地震でお亡くなりになられた方へお悔やみを申し上げますとともに、被災地で厳寒の中、避

難先で御苦労されている全ての被災者の方々にお見舞いを申し上げます。また、本市より派遣されている職員の

皆様が無事故に職務を遂行されるよう願っております。世界は、ウクライナと中東パレスチナ自治区ガザでは戦

争が続くなど、人間の生命や生活が脅かされている事態が尽きません。人類の危機に直面していると感じており

ます。今こそ政治の視点を生命、生活、生存に変える必要があるのではないでしょうか。また、政治の方向性

は、社会的、政治的な分断、対立を止揚し、協調、統合へと促す必要があります。大衆福祉の充実や平和を守り

抜く闘いを通じて、国内の困難に対し、人間主義の政治への潮流を進めていきたいと決意するところでありま

す。 

 また、賃金が上がらない中での物価高騰でもがき苦しむ人々に、政治の支援が急務であります。また、さらに

将来を見据えたとき、人口減少も大きな問題です。人口の減少は全ての世代に影響があります。住民を支えるイ

ンフラや、社会サービスの維持コストが増大し、維持が困難となるからです。国立社会保障・人口問題研究所の

昨年４月の推計では、2100年には6,300万人の見通しだとのことです。人口減少と超高齢化への対策は国の責任

でもあり、政府は異次元の少子化対策を断行する必要があります。それと同時に、人口減少の中で自治体機能を

維持していくための対策も急がなくてはなりません。国の政策と地方自治体の政策を実施する力が不可欠である

からです。 

 本市は、今年11月に市制施行90周年を迎えます。本当に喜ばしいことです。記念式典やイベントが行われま

す。この世界の主である市民にとって、安心で住み続けたいと思える市政、施策の実行に市民は関心があるとこ

ろだと思います。令和６年度当初予算に市民のための施策が反映されているのか、以上の視点で代表質問を行い

ます。 

 初めに、当初予算編成に当たっては政策プロセスが重要であります。令和６年度当初予算編成の考え方と当初

予算の特徴について、当初予算の編成に当たり、どのような点を課題として捉えて予算編成方針を策定し、編成

に臨んだのか。また、その結果、どのような特徴の予算となったのか伺います。 

 次に、教育について。教育は、人間の尊厳を守り、人間の幸福を追求するための基礎であり、子どもの幸せを

最優先にする社会の実現にとって、教育の充実が重要と考えます。令和６年度教育行政運営方針における基本方

針、子どもたち一人ひとりの可能性を引き出す教育の推進を掲げる理念と取組について、本市における教育の理

念と具体的な取組について、田中教育長の考えを伺います。 



 

 

 次に、議案第64号市川市介護保険条例の一部改正、第１号被保険者（65歳以上）間の保険料率の設定につい

て。本市の介護保険の料率は、国の示す標準的な料率等ではなく、市が独自に定める料率等に基づき決められて

いると認識しております。その上で、今回の保険料率の見直しにおいて、料率や所得段階をどのように見直した

のか。また、どのような目的で見直したのか伺います。 

 次に、子ども・子育て支援強化への課題の認識と施策について。 

 子育ては社会全体で支えるべきで、親の経済状況によって子どもの教育に格差が生まれてはなりません。昨年

４月から３年間、政府のこども未来戦略に基づき少子化対策に集中的に取り組む加速化プランが実行されまし

た。これには公明党が子育て応援トータルプランで掲げた施策が随所に盛り込まれております。児童手当の大幅

拡充、高等教育費の負担軽減、育児休業制度の拡充などに加え、公明党が一貫して推進してきたひとり親家庭へ

の支援や子どもの貧困対策、障がい児支援など、様々な困難を抱える子どもや家庭に対する支援も強化されてい

ます。本市においては、子ども・子育て支援の強化を図るに当たり、どのような課題の認識を行い、本予算に計

上されているのか伺います。 

 (1)児童手当の拡充内容と予算措置について。 

 (2)こども家庭センターの設置について。 

 (3)保育所等における性被害防止対策の推進について。 

 (4)私立幼稚園などの未就園児教室利用支援補助金について。 

 (5)子どもの受験料支援事業補助金について。 

 (6)産後ケア事業について。 

 (7)子育て世帯・同居・近居スタート応援補助金について。 

 それぞれ簡単に概要をお願いいたします。 

 次に、保健衛生の向上について。 

 (1)帯状疱疹ワクチン接種の費用助成について。 

 かねてより公明党が要望しておりました帯状疱疹ワクチン接種の費用助成について、当初予算として計上され

ました。その助成内容について、助成対象者と助成金額、いつ接種した分からを接種対象とするのか伺います。 

 次に、(2)ＡＥＤ整備事業について。 

 新たにコンビニエンスストアにＡＥＤを設置するとのことでありますが、この事業の概要について伺います。

なお、西村敦議員が2013年９月定例会、また昨年の９月定例会で、コンビニエンスストアにＡＥＤの設置を要望

してまいりました。 

 次に、(3)若年がん患者在宅療養支援事業について。 

 本事業により、若年がん患者に対する在宅療養費の一部を助成する制度を新たに開始するとのことですが、制

度概要について伺います。この若年がん患者在宅療養支援については、小山田なおと議員が2020年12月定例会で

質問し、要望をしております。 

 次に、高齢者などへの支援策。 

 １番目、市川市敬老祝金支給条例の一部改正について、敬老祝金制度の現状と見直しの考え方について伺いま

す。 

 敬老祝金について、長寿の節目を迎える高齢者に対し、年齢区分に応じて祝い金を支給しているものですが、

現状と見直しの考えについて伺います。 

 次に、ゴールシニア事業について、ゴールドシニア事業のチケット75の拡大や、スマホの購入助成の事業内容

について伺います。 



 

 

 続いて、デジ活講座事業について。デジ活講座の事業内容について伺います。 

 次に、高齢者補聴器購入費用助成事業について、補聴器購入費用助成の事業内容について伺います。この補聴

器購入費用の助成については、中村よしお議員が2018年と2022年９月定例会で質問し、実現を求めてきました。 

 次に、地域におけるＤＸの推進。 

 (1)自治体行政におけるＤＸ推進の将来計画と施策について。 

 デジタル技術の革新が進む中、自治体の電子化は将来的な計画を持って進めるべきであり、単年度や短期間で

事業が終わってしまうようでは意味がありません。 

 そこで、本市として行政におけるＤＸの推進についてどのような将来像を描き、どのような施策を行っていく

のか伺います。 

 (2)地域におけるＤＸの推進の将来計画と施策について。 

 自治体のＤＸは、行政内部のＤＸのみならず、地域社会へのＤＸ推進も重要でありますが、ＤＸについて、将

来計画と施策について伺います。 

 次に、デジタル地域通貨について。 

 (1)事業の目的について。 

 デジタル地域通貨の総合計画における位置づけと事業目的について、市の見解を伺います。 

 (2)事業の財源について。 

 令和６年度は総額18億円近い事業を計上しておりますが、財源はどのようなものか伺います。 

 (3)事業の将来像について。 

 実証実験の評価を経て、令和６年度はどのように事業展開するのか。また、どのような事業の将来像を描いて

いるのか、市の見解を伺います。 

 次に、脱炭素社会、カーボンニュートラルの推進について。補足は宮本議員が行います。 

 (1)地域新電力会社設立事業について、事業の概要について伺います。 

 (2)水産業振興負担金、ブルーカーボンについて、事業の内容について伺います。 

 (3)電気自動車等導入促進事業について。電気自動車の普及の取組がカーボンニュートラルを推進するに当た

ってどのような位置づけにあるのか伺います。 

 次に、クリーンセンター整備事業について。補足は宮本均議員が行います。 

 事業方式をＤＢＯ方式とするとのことでありますが、民間事業者に委託する運営業務の概要について伺いま

す。 

 次に、農業支援策について。 

 火傷病に関する市の取組について。火傷病が中国において発症し、梨花粉の輸入停止など、本市の地域ブラン

ドでもある市川の梨の来期の生産に影響があると考えますが、本市梨農家に対する市としての取組について伺い

ます。 

 次に、文化芸術の振興。美術館建設準備事業について、新年度はどのようなことを行うのか。補足は宮本均議

員が行います。 

 次に、防災・減災対策の施策について。 

 (1)令和６年能登半島地震を教訓とした災害対策の強化、被災者の支援の充実及び復旧、復興の推進に対する

本市の認識について。 

 能登半島地震の発生から約１か月ともう22日経過をしておりますが、その間、行政機関による初動の対応や物

資の支援をはじめとする様々な被災者支援が行われてきました。また、今後は復旧、復興を進めていく段階にな



 

 

ると思いますが、市として今回の地震でどのような課題を認識し、今後の災害対策に生かしていくのか伺いま

す。 

 (2)崖地等崩壊対策事業について。 

 当初予算で計上している崖地等崩壊対策事業について、事業の概要と崩壊対策の工法、また整備に当たっての

優先順位の考え方と今後のスケジュールについて伺います。 

 最後に、重点支援地方交付金等の活用について。補足は宮本均議員が行います。 

 定額減税、給付金について。物価高から暮らしを守るために、政府が実施する定額減税と給付金の概要につい

て伺います。 

 以上が初回の質問となります。御答弁をお願いいたします。 

○稲葉健二議長 答弁を求めます。 

 田中教育長。 

〔田中庸惠教育長登壇〕 

○田中庸惠教育長 会派公明党の教育行政運営方針に係る御質問にお答えを申し上げます。 

 教育には、いかに時代が変化しようとも変えてはならない価値のある不易と、時代の流れに合わせて新たな学

びを取り入れる流行の両極端、両局面があります。変化の激しい時代において、これまでの学びと、これからの

学びを引き継ぎ、つないでいくのは子どもたちです。教育は人づくりであり、未来へ向けた大切な投資であると

言えます。人と人とのつながりの中で、家庭、学校、地域がお互いに連携し、協働しながら持続可能な社会のつ

くり手を未来につないでいくことが重要です。 

 本市では、子どもたち一人一人の個性を尊重するとともに、未来に向かって力強く生き抜いていく力を育成す

ることを目指し、「人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育」を基本理念に掲げ、教育の振興に努めておりま

す。子どもたちは、日々の生活の中から様々な課題を見いだし、それらに自ら進んで主体的に関わる探究的な学

習を基本として、全ての学習において創造的に考えたり、ほかの人と協働したりしながら学習を進めることが肝

要です。また、教職員は本市の学習の要である学校図書館と、１人に１台配付されているタブレットを活用し

て、アナログとデジタルの利点を生かしながら、子どもたちが必要な情報を収集し精査する過程を繰り返す中

で、自分のよさや可能性を認識して、よりよく生きるための方法を見つけられるように一人一人に寄り添って支

援してまいります。本市で育ち、学んだ子どもたちが自分の可能性を最大限に引き伸ばし、誰もが自ら選んだ人

生を切り開いていけるよう、「人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育」をより一層推進してまいります。 

 私からは以上でございます。 

○稲葉健二議長 田中財政部長。 

○田中雅之財政部長 私からは、大項目１番目の当初予算に関わる御質問と、大項目14番目の重点支援地方交付

金等の活用についてのうち、定額減税に関わる御質問にお答えいたします。 

 初めに、令和６年度当初予算編成の考え方と当初予算の特徴についてです。 

 まず、本市におけます課題といたしましては、世界的な取組が必要とされております地球温暖化への対応をは

じめ、増加し続ける社会保障関係経費への支出、また老朽化が進む公共施設の整備のほか、将来的に懸念されて

おります人口減少に伴う市税収入の減収への備えなどが課題であると認識しているところであります。その中で

も、公共施設の整備につきましては、近年、自然災害が激甚化している状況を踏まえ、着実に整備を進めていく

必要がある中で、施設の脱炭素化への取組に加え、昨今の資材価格高騰などにより、建設費が年々上昇傾向とな

っておりますことからも、その財源の確保も課題の一つとなっております。また、コロナ禍からの回復により、

市民活動や市内経済の活性化が図られてきているものの、長引く物価高騰の影響から再び停滞を招くことがない



 

 

よう、対策を講じることも重要な課題として認識しており、これら山積いたします課題への対応を図りつつ、市

民目線に立った様々な施策を推進していく必要があるものと考えております。 

 こうした諸課題に対応すべく、令和５年度当初予算編成で実施いたしました、将来を見据えた財政保全措置と

緊急事業選択を継続することなどを基本的な考え方とした令和６年度当初予算編成方針を定め、特定の経費にお

いて、今年度の当初予算の一般財源額を上限とするゼロシーリングの実施や、新規・拡大事業については原則と

して凍結することとした上で、重要となる新規・拡大事業や施政方針に基づく重点施策については限られた予算

の中でも優先的に進めるよう、事業の選択と集中を徹底することを方針として定め、予算編成を進めたところで

ございます。 

 その結果、新年度予算の特徴といたしましては、市制施行90周年記念事業をはじめ、地球温暖化に対する取組

として、脱炭素社会、カーボンニュートラルの推進や、ごみの減量・資源化、クリーンセンターの整備につい

て、また、将来的な人口減少への備えとして、子育て世代の定住促進などに資する子育て環境の充実、教育環境

の充実について、さらには長引く物価高騰下における各種支援の拡充や、市民活動、地域経済の活性化として、

高齢者等への支援、産業、観光の活性化などについて予算を確保したほか、そのほかの幅広い分野にわたる事業

に対して予算配分を行うなど、諸課題の解決に向け、持続可能な行財政運営を確立するための予算としたところ

でございます。 

 次に、重点支援地方交付金等の活用についてのうち、定額減税に関わる御質問についてです。 

 本制度は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置

として、国民の可処分所得を直接的に下支えする令和６年分の所得税と、令和６年度の個人住民税の減税を行う

制度でございます。この減税の内容は、合計所得で1,805万円以下の方、これを給与収入で換算いたしますと

2,000万円以下の収入の方を対象に、納税者本人及び配偶者を含めた扶養家族１人につき、所得税で３万円を、

個人住民税で１万円の合計４万円の減税を行うものであります。この定額減税を実施する時期につきましては、

まず、所得税につきましては、給与所得者及び公的年金の受給者は、６月以降に最初に支払われる給与や公的年

金から減税が実施され、事業所得者など確定申告を行い納税する方は令和６年分の所得税の確定申告の際に定額

減税が実施されることとなります。また、個人住民税につきましては、まず給与所得者につきましては、本来６

月から翌年の５月までの12か月間で住民税を御納付いただいているところでありますが、令和６年度におきまし

ては、まず６月分は徴収されずに、定額減税を減税した後の年税額を、７月以降の11か月間で御納付いただくこ

ととなります。また、事業所得者などの給与所得者以外の方につきましては、年４回に分けて個人住民税を御納

付いただくところ、令和６年度におきましては定額減税分を６月の第１期分から減税し、減税し切れない場合は

第２期分以降から順次減税した額を御納付いただくこととなります。このほか、公的年金の受給者につきまして

は、10月以降の年金支給から減税が実施され、御納付いただくこととなります。なお、所得税及び個人住民税か

ら定額減税し切れないと見込まれる方につきましては、その差額分を後日給付する仕組みとなっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 私からは、議案第64号等６点の御質問にお答えします。 

 初めに、議案第64号市川市介護保険条例の一部改正についてです。今回の改正は、65歳以上の方が負担する令

和６年度から８年度分の介護保険の保険料率等を改正するものです。改正におきましては、国から示された保険

料見直しの考え方を踏まえ、本市では低所得者の料率、高所得者の料率、そして所得段階、この３点について見

直しを行いました。具体的な見直し内容といたしましては、まず、低所得者に当たる所得段階が１から３段階の

市民税世帯非課税の方の料率を現行から0.015引き下げ、国が定める料率より低い料率に設定いたしました。 



 

 

 次に、所得段階が10段階から現行で最も高い17段階の高所得者の料率を0.1から0.15引き上げました。また、

所得段階を現行の17段階から20段階まで増やすことといたしました。これらの見直しは、保険料負担をより所得

に応じた負担へとシフトさせるための見直しで、今後の保険料の上昇を見据え、高所得者の方には御負担をお願

いする形にはなりますが、低所得者の方の保険料負担を極力抑えることを目的に行ったものでございます。 

 次に、高齢者等への支援策の(1)敬老祝金についてです。 

 敬老祝金は、長寿の節目を迎える高齢者に対し敬老の意を表するとともに、長寿を祝福するため、現在は80

歳、88歳、99歳、100歳、101歳以上の年齢区分に応じて支給をしておりますが、高齢化の進展とともに平均寿命

が延伸していることに伴い、平均寿命を下回る80歳と、100歳を大きな節目と考えた場合にその１歳前である99

歳、この２つの年齢区分を対象外とし、時代に即した事業への転換を図ってまいりたいと考えております。令和

６年度予算案におきましては、社会参加を通じた介護予防や、健康寿命の延伸に資する施策に重点をシフトする

ことを念頭に、この敬老祝金の見直しによる2,670万円の減額に対しまして、スマートフォンや補聴器の購入費

用助成などの新規事業３事業、また、チケット75の対象人数拡大といった拡大事業３事業で今年度予算対比約１

億1,900万円を増額計上しております。 

 次に、(2)ゴールドシニア事業についてです。 

 本市では、今年度より75歳以上の高齢者の方々をゴールドシニアと称し、心身ともに健康に対する意識の向上

を図っていただくことにより、健康寿命の延伸を目指しております。令和６年度予算案におきましては、ゴール

ドシニア事業の一環としまして、チケット75の対象人数拡大のほか、新たにスマートフォン購入費用の助成を計

上しております。チケット75は、市内のバス、タクシーの運賃の一部を助成するチケットを支給して高齢者の外

出を促進し、社会参加を通じた介護予防に取り組んでいただき、健康寿命の延伸を目指していくことを目的とし

て実施しておりますが、来年度予算案では、今年度の申請状況を踏まえまして、対象人数をそれぞれ１万5,000

人に拡大しております。また、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しまして、ゴールドシニア

のデジタルディバイドの解消も目指しています。そのための事業として、学ぶ、使う、得をするをテーマに、チ

ャレンジ75としてスマートフォンの購入費用助成だけではなく、使い方を学んでいただくデジ活講座や、デジタ

ル地域通貨ＩＣＨＩＣＯでお得に買物をしていただき、ゴールドシニアの積極的な社会参加や活動の後押しにな

ればと考えております。 

 スマートフォンの購入費用助成は、ゴールドシニアが初めてスマートフォンを購入する場合、２万5,000円を

上限に購入費用の２分の１を助成するものです。 

 次に、(3)デジ活講座事業についてです。 

 デジ活講座は、市内15か所全ての公民館で３回の講座をワンセットとして、上半期と下半期の年２回開催して

まいります。講座では、スマートフォンの基本操作やＬＩＮＥなどのアプリ、デジタル地域通貨の使い方、また

公共施設の予約方法などを学んでいただき、日々の生活や活動にスマートフォンを活用いただければと考えてお

ります。 

 次に、(4)補聴器の助成事業についてです。 

 高齢者の補聴器については、難聴と認知機能低下との関連性が判明したことなどを受け、加齢に伴う聴力の低

下を原因とした家族や友人等とのコミュニケーションの減少や閉じ籠もりなど、生活の質の低下を予防すること

を目的として、来年度新たに購入費用の一部を助成してまいりたいと考えております。具体的には、65歳以上の

方のうち、市民税世帯非課税で医師から補聴器が必要であることの証明を受けた方を対象として、３万円を上限

に購入費用を助成するものです。これらの事業を通じて、ゴールドシニアをはじめとする高齢者の積極的な社会

参加や活動を支援し、健康寿命の延伸を目指してまいります。 



 

 

 最後に、重点支援地方交付金等の活用のうち、給付金についてです。 

 低所得者支援につきましては、昨年11月２日に国よりデフレ完全脱却のための総合経済対策において、物価高

により厳しい状況にある生活者等への支援として、次の５つの給付類型が示されました。１つ目が、物価高に最

も切実に苦しんでいる低所得者に迅速に支援を届けるための住民税均等割非課税世帯への給付、２つ目が、住民

税均等割のみ課税世帯への給付、３つ目が、低所得者の子育て世帯への加算、４つ目が、令和６年度に新たに住

民税均等割非課税となる世帯への給付と、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付、５つ目が、定額減

税し切れないと見込まれる所得水準の方への給付となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 私からは大項目、子ども・子育て支援策強化への課題の認識と施策についてのうち、

(1)から(5)、(7)についてお答えいたします。 

 本市の合計特殊出生率は、令和４年度時点で1.17と低く、さらに出生数は昨年と比べて７％近く減少している

など、本市でも少子化が進行しており、妊娠期からの切れ目のない支援を充実させ、安心して子育てできる環境

づくりが重要と考えております。そこで、来年度の新たな施策や拡充する施策について御説明申し上げます。 

 初めに、(1)児童手当の拡充内容、予算措置についてです。児童手当制度の拡充は、国のこども未来戦略に位

置づけられており、その内容は、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算について第３子

以降３万円、年６回の支給となっております。令和６年10月の実施に向け、令和６年度当初予算案において扶助

費として約76億円を計上しております。 

 次に、(2)こども家庭センターの設置についてです。令和６年度より新たに設置するこども家庭センターは、

全ての妊産婦、子育て家庭、子どもの包括的な相談支援等を行う機関でございます。その設置の背景は、児童虐

待の対応件数の増加など、子育てに困難を抱える家庭がこれまで以上に認知されてきている状況等を踏まえ、子

育て家庭への支援体制強化を目的に、改正された児童福祉法により、市区町村に設置の努力義務が課されたこと

でございます。こども家庭センターでは、妊娠、出産や子育てに関する情報提供や相談への対応、健診などを行

う母子保健事業の実施、児童虐待の通告や相談の受付、さらには支援が必要な妊産婦や子育て家庭への支援方針

の検討及び支援内容などを示すサポートプランの作成と、それに基づく支援の実施までを担います。また、子ど

もや子育て支援に関する地域全体のニーズや、現在地域にある民間団体等が行う多様な支援を把握し、関係機関

の連携を強化する活動も求められているところでございます。 

 次に、(3)保育所などにおける性被害防止対策の推進についてです。子どもや若者が巻き込まれる性被害の事

案発生が続いているなどの社会状況に鑑み、国は、令和５年７月にこども・若者の性被害防止のための緊急対策

パッケージを取りまとめ、性被害についての対策を強化しております。保育所などにおいては、不適切保育の予

防も踏まえ、国の令和５年度補正予算に保育所などにおける性被害防止対策に係る設備等支援事業のための補助

金が予算計上されているところでございます。 

 そこで、本市におきましても保育施設などにおけるパーティション、簡易扉、簡易更衣室などの設置による子

どものプライバシー保護の強化や、カメラ設置による保育状況の記録などに必要な設備にかかる費用の一部を補

助する事業費を令和６年度当初予算案に計上したところでございます。補助上限額は１施設当たり10万円で、費

用負担の割合は、国が２分の１、市が４分の１、施設が４分の１となっております。 

 次に、(4)私立幼稚園等未就園児教室利用支援補助金についてです。本市では、昨年10月からゼロから２歳児

の保育所などの保育料第２子以降無償化を開始いたしました。制度開始後の保育園入園申請の状況は、前年度と

比較しても大きな変化はなく、徐々に効果が表れるものと考えているところでございますが、保護者の中には、



 

 

第１子が幼稚園に通園している世帯であっても第２子以降は無償化になった保育園を選択したいとの希望がある

ことも把握しているところでございます。そこで、本補助事業により、保育需要の高い年齢層にあるゼロ歳から

２歳児の第２子以降を保育園と幼稚園に分散させ、待機児童の発生を抑制したいと考え、創設いたしました。具

体的な事業の内容は、各幼稚園で実施されている幼児だけで参加する２歳児保育クラスや、親子で参加する親子

登園クラスなどの未就園児教室の利用料の補助となります。利用に際して、保護者は園に利用料を支払い、その

後、園から発行された利用証明書を添付して市に補助申請することで補助を受けるものでございます。なお、本

事業は本市独自の補助制度で、令和６年度の予算額としては1,160万円を計上しているところでございます。 

 次に、(5)こどもの受験料支援事業補助金についてです。本事業は、国のこどもの生活・学習支援事業の拡充

に伴い、本市においても児童扶養手当受給世帯や住民税非課税の子育て世帯などを対象に、受験料、模擬試験の

受験費用の補助を実施するものでございます。具体的には、大学などの入学試験の受験に要した費用について、

高校３年生相当などを対象に上限５万3,000円、模試費用の補助では高校３年生8,000円、中学３年生6,000円を

それぞれ上限とした補助金を支給いたします。この事業を通じて、ひとり親家庭や低所得子育て世帯における子

どもの進学に向けた経済的支援を進めてまいります。 

 最後に、(7)子育て世帯同居・近居スタート応援補助金についてです。本市では、これまで子育て世帯の定住

促進という課題に対し、子育て支援策を強化するために、第２子以降の保育料無償化や小中学校給食費の無償

化、子どもの医療費の高校相当年齢までの拡充など、多くの施策を展開してまいりました。これらの施策に加え

て、令和６年度からは子育て世帯同居・近居スタート応援補助金を開始する予定でございます。本事業は、就学

前の子どもがいる子育て世帯が市内において親世帯と新たに同居もしくは近居を開始する際に、その住宅の購入

費などに対して補助金を交付するものでございます。補助金額は、１件当たり10万円を基本とし、カーボンニュ

ートラル実現の一助となるＺＥＨ住宅を新たに購入するなどする場合には10万円の加算を、市外から転入する場

合はさらに10万円の加算をし、最大で30万円の補助となるものでございます。また、子育て世帯と親世帯の近居

の距離は、同一小学校区または直線で1.2km以内を予定しております。親世帯との同居または近居により祖父母

からの子育て支援を受けやすい環境を整備することで、子育て世帯の育児負担の軽減につながるほか、本市での

住宅購入を後押しし、定住のきっかけとなることを期待するものでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 私からは、大項目、子ども・子育て支援強化への課題の認識と施策についての(6)産後ケ

ア事業についてと、大項目、保健衛生の向上についてお答えいたします。 

 初めに、産後ケア事業についてです。 

 本市は、令和元年度に宿泊型産後ケアを開始した後、令和２年度にデイサービス型、令和４年度に訪問型産後

ケアを開始するなど、サービスの充実を図ってまいりました。利用件数は年々増加しており、令和４年度の利用

実績は、宿泊型122件、デイサービス型36件、訪問型11件となっております。産後ケア事業におきましては国庫

補助金の補助対象事業となっており、昨年度は事業費の２分の１、1,353万円を受け入れたところでございま

す。国は、令和５年12月22日に策定されたこども未来戦略において、具体的施策として加速化プランを定め、産

後ケア事業を拡充することとしておりますので、本市におきましても国の制度を研究し、産後ケア事業の充実を

図ってまいります。 

 続きまして、大項目、保健衛生の向上について、(1)帯状疱疹ワクチン接種の費用助成についてです。 

 帯状疱疹ワクチン接種費用の助成対象者は、接種日時点で本市に住民票がある50歳以上の方であり、20万人程

度が助成対象者となります。助成金額といたしましては、帯状疱疹ワクチンには生ワクチンと不活化ワクチンの



 

 

２種類があり、生ワクチンの場合は１人１回まで3,000円を上限に、不活化ワクチンの場合は１人２回まで接種

１回につき7,000円を上限に助成し、令和６年４月以降に接種した市民の方を費用助成の対象とします。 

 次に、(2)ＡＥＤ整備事業についてお答えします。 

 現在、本市のＡＥＤ整備につきましては、公共施設を中心に設置をしていることから、ＡＥＤの使用は施設の

開館時間に限定されることとなり、夜間や休館日などは使用ができないといったことが課題となっておりまし

た。これらの課題を解消するため、営業時間が長く、市内各所に店舗があるコンビニエンスストアにＡＥＤの設

置を進めるものでございます。現在、市内にはセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、デイリーヤマザ

キ、ミニストップといったコンビニエンスストアチェーンの店舗が約180か所あることから、より多くの店舗に

設置できるよう、それらを統括する各社の本部等に対し設置の協力を依頼しているところでございます。今後の

流れといたしましては、今定例会において予算の議決をいただいた後、４月に入札を行い、６月には各店舗にＡ

ＥＤの設置ができるよう準備を進めてまいります。また、ＡＥＤの設置や取扱いなどについて定めた協定を事前

に各社と締結する必要がありますことから、併せて調整してまいります。 

 最後に、(3)若年がん患者在宅療養支援事業についてお答えします。本事業につきましては、在宅療養を希望

する40歳未満の若年末期がん患者に対して、在宅療養に必要なサービスや福祉用具に係る費用の一部を助成する

ものでございます。助成の対象者は、40歳未満の回復の見込みがない状態に至ったと判断されたがん患者で、助

成対象となるサービスは、訪問看護や訪問入浴介護、福祉用具のレンタルサービスなどとなっております。利用

できるサービス費用の上限は１か月当たり６万円で、原則そのうちの９割を市が助成するものであり、千葉県が

今年度より本支援事業を実施した市町村への補助を開始したこと、近隣市でも制度導入が進んできたこともあ

り、本市においても若年がん患者の方に対する支援のため、新たに助成を開始するものであります。 

 私からは以上でございます。 

○稲葉健二議長 小川企画部長。 

○小川広行企画部長 私からは地域におけるＤＸの推進についてお答えいたします。 

 初めに、(1)自治体行政におけるＤＸの推進の将来計画と施策についてです。 

 本市では、令和２年４月に市川市ＤＸ憲章を策定し、ＤＸを進める上での環境認識に基づき、実現時期と代表

的な実現テーマを2025年までのマイルストーン、いわゆる目標達成までの道筋として定めており、24時間止まら

ない電子市役所の実現という将来像を掲げております。具体的には、デジタルで完結する行政手続のためのオン

ラインサービスやキャッシュレス決済の導入、窓口改革、庁内事務の自動化などに取り組んでおります。引き続

き、これらの取組を進めるとともに、これまでのＤＸの取組を市公式ウェブ上で公開し、電子市役所の実現に向

けたプロセスを庁内外に示しております。来年度新たに取り組むものといたしましては、市民税や国保税、保育

料などの納入に際し、市民が郵送や窓口へ来庁をすることなく、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも

どこでもペーパーレス、印鑑レスで口座振替の申請が可能となるウェブ口座振替事業、また、来庁せずに道路情

報をウェブで確認できる道路台帳管理システム事業などを予定しているところでございます。 

 行政のＤＸを進めていくに当たりましては、国の交付金であるデジタル田園都市国家構想交付金を活用するな

ど、電子市役所の実現という将来像に向け、引き続き取り組んでまいります。 

 次に、(2)地域社会におけるＤＸの推進の将来計画と施策についてでございます。 

 地域社会へのＤＸ推進に関する将来像としましても、少子・高齢化等の地域課題を踏まえ、市川市ＤＸ憲章に

基づき取組を進めているところでございます。本市全体におきましてＤＸを推進していくには、行政の内部事務

をデジタル化して効率化を図るだけではなく、地域社会において、市民にデジタル化の利便性を実感していただ

けるよう取り組んでいくことが重要であると考えております。 



 

 

 そこで、デジタル技術を活用して地域経済と市民活動の活性化を図るデジタル地域通貨推進事業におきまし

て、市内だけで使える地域通貨と、様々な行政ポイントとの連携拡大に取り組んでまいります。さらに、ＤＸの

推進に当たりましては、誰一人取り残すことのないよう、スマートフォンの操作を学ぶデジ活講座事業や、75歳

以上のゴールドシニアが初めてスマートフォンを購入する際の補助を行うなど、情報格差の解消に努めてまいり

ます。ＤＸを推進する上で、実際に市民が広く情報通信技術を利用されることが重要となってまいります。今後

は、ＤＸメニューのより一層の充実と、デジタルに苦手意識のある方をサポートすることで、情報格差の解消及

び地域社会におけるＤＸの推進に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 私からは、大項目デジタル地域通貨推進事業についてと、農業支援策についてお答え

します。 

 初めに、デジタル地域通貨推進事業についての(1)目的についてです。 

 令和５年４月に策定した市川市総合計画第３次基本計画では、重点課題として、地域経済の活性化を掲げ、経

済、商工業に関する課題への取組として、デジタル地域通貨による地域の活性化と消費活動の促進を位置づけて

います。さらに、実施計画では、本事業を重点課題対応事業として位置づけております。 

 次に、事業の目的です。本事業の目的は、市内の資金循環により地域経済の活性化を図るとともに、健康づく

りやボランティア活動等に取り組む方にインセンティブとして行政ポイントを付与して、市民活動の活性化を図

るというものです。 

 次に、(2)財源についてです。令和６年度は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金１億4,108万円と、

デジタル田園都市国家構想交付金3,927万円を活用するほか、利用者のチャージ額15億円等、合わせて16億8,743

万円の財源を予定しております。歳出額は17億9,617万円ですので、本市の実質負担額は１億874万円になりま

す。 

 次に、(3)将来像についてです。 

 実証実験における検証結果から、デジタル地域通貨は、地域経済と市民活動の活性化に有効であると評価をし

ています。地域経済の活性化については、経済効果として試算した市外から市内へ消費を呼び戻した額、消費喚

起額、経済波及効果は総額３億1,000万円になり、令和５年度に本市が実質負担した事業費１億7,000万円を上回

りました。市民活動の活性化については、運転免許証の自主返納等の事業で参加者が増加をいたしました。 

 次に、事業の将来像です。令和６年度は、国からの交付金を活用して市制施行90周年記念キャンペーンを行

い、利用額に応じて中小企業や個人経営の店舗では20％、大企業の店舗では５％のポイントを利用者に還元しま

す。行政ポイント事業については、災害に備える、人とつながる、環境を守る、共に学ぶ、健康に取り組むとい

う５つのテーマの下、対象事業を拡大し、市民活動の活性化を図ります。 

 まず、災害に備えるでは、防災訓練を実施した自治会に3,000ポイントを付与するなど４つのメニューで地域

防災力の強化を図ります。人とつながるでは、自治会行事の手伝いをした学生に1,000ポイントを付与するな

ど、７つのメニューで地域コミュニティー活動の活性化を図ります。環境を守るでは、夏の時期に家庭で省エネ

活動に取り組んだ世帯に300ポイントを付与するなど、５つのメニューでカーボンニュートラルの促進を図りま

す。共に学ぶでは、公民館で開催する高齢者向けスマートフォン講座の受講者に1,000ポイントを付与するな

ど、３つのメニューで取組を後押しします。健康に取り組むでは、健康ポイント事業Ａｒｕｃｏを継続するとと

もに、特定健診を受診したＩＣＨＩＣＯ加盟店の従業員に1,500ポイントを付与するなど、３つのメニューで健

康の増進を図ります。このほか、実証実験で実施した運転免許証の自主返納と、ｅ－モニター制度を継続いたし



 

 

ます。これら行政ポイントのメニューを拡大することで、市民活動の活性化を推進する考えです。 

 続きまして、大項目、農業支援策についての火傷病に関する市の取組についてお答えをいたします。 

 令和５年12月定例会においても御答弁いたしましたが、中国での火傷病の発生を受け、国は中国産梨花粉の輸

入を令和５年８月に全面停止といたしました。本市の梨農家の約９割が中国産梨花粉を使用していることから、

多くの梨農家は来期用の梨花粉を自家採取により増産することが必要な状況となりました。全国でもトップクラ

スの産出額を誇る本市の梨を守るためには、花粉を採取するための人手が必要となること、また、市民の方に梨

の生産現場を知ってもらう機会と考え、梨の花摘みボランティアを「広報いちかわ」及び市公式ウェブサイトな

どで、令和６年１月20日から２月９日まで募集を行ったところであります。しかし、新聞など各種報道機関にも

掲載されたこともあり、市内のみならず市外や県外からも多くの方々に御理解をいただいた結果、想定人数を大

幅に超えたことから、募集期間を急遽短縮し、１月31日で終了といたしました。最終的な応募人数は363名とな

り、市内居住者64％、市外居住者26％、県外居住者10％、年代は10代から80代までの幅広い方から御応募いただ

き、平均年齢は54.6歳となっております。また、梨農家からのボランティア要望数は、梨農家約200軒のうち20

軒からの要望で、延べ550名程度となっております。今後の予定といたしまして、ボランティア実施前に事前研

修会を３月３日と３月７日に市が開催いたしますので、いずれか希望する研修に御参加いただき、受講後、梨の

花摘みボランティアとして登録し、登録証を発行いたします。なお、研修会講師は千葉県東葛飾農業事務所普及

指導員にお勤めをいただきます。作業期間につきましては、関係機関と協議の結果、３月25日から４月７日の14

日間とし、ボランティアと梨農家双方の希望日をマッチングして、各梨農家の圃場において、半日単位で作業を

行っていただきます。今後も、火傷病に伴う支援につきましては、国や県の動向を踏まえながら、関係機関と連

携して取り組んでいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 私からは、大項目脱炭素社会・カーボンニュートラルの推進のうち、(1)と(3)と、大項

目クリーンセンター整備事業についてにお答えします。 

 初めに、大項目脱炭素社会・カーボンニュートラルの推進の(1)地域新電力会社設立事業についてです。 

 平成28年４月に開始した電力の小売り全面自由化を受け、小売電気事業を行う民間の新電力会社が多数設立さ

れました。その後、地方自治体が出資する形などで小売り電気事業を行う地域新電力会社が全国各地で設立さ

れ、現在、その数は80社を超えております。多くの地域新電力会社は、太陽光発電、風力発電、廃棄物発電な

ど、地域の特性を生かしエネルギーの地産地消に取り組んでいます。本市の地域新電力会社は、人口約50万人規

模の地方自治体が手がけるものとしては県内初となります。設立当初は、クリーンセンターの廃棄物発電の電力

を活用して事業を行い、将来的には市内の太陽光発電の電力を活用し、事業を拡大することを目指してまいりま

す。 

 次に、(3)電気自動車等導入促進事業についてです。 

 本市では、令和12年度、2030年度までに平成25年度、2013年度に対し二酸化炭素排出量50％削減を目指すロー

ドマップを掲げています。このロードマップでは、削減に向けた取組として６つの柱を掲げ、そのうちの１つに

運輸部門、車両、交通に対する取組があります。運輸部門における二酸化炭素排出量の大半がガソリン車などの

化石燃料を使用した自動車によるものであり、自動車に対する二酸化炭素排出削減対策は大変重要であります。

特に、電気自動車の普及は二酸化炭素排出削減の効果が大きいものとして期待されています。このことから、本

市では電気自動車などの普及を後押ししていくため、車両や充電器の導入に対し補助を行っております。 

 次に、大項目、新クリーンセンター建設の事業概要についてにお答えします。 



 

 

 ＤＢＯ方式における運営業務の概要についてです。今回、民間事業者に委託する新クリーンセンターの運営業

務の範囲につきましては、ごみの受入れから焼却施設の運転など、いわゆるクリーンセンター施設全体の管理運

営を20年間行うものであり、保守業務などの施設の維持管理も含まれております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 秋本行徳支所長。 

○秋本賢一行徳支所長 私からは、大項目、脱炭素社会・カーボンニュートラルの推進のうち、(2)水産業振興

負担金、ブルーカーボンについてお答えをいたします。 

 初めに、ブルーカーボンにつきましては、2009年10月に国連環境計画の報告書において、藻場、浅場等に生息

する多様な海の生物の間で営まれる生態系に取り込まれた炭素がブルーカーボンと命名され、二酸化炭素の吸収

源対策の新しい選択肢として示されました。このブルーカーボンを隔離、貯留する海洋生態系としましては、ア

マモなどの海草藻場、ワカメなどの海藻藻場、湿地、干潟、マングローブ林などがあり、これらはブルーカーボ

ン生態系と呼ばれております。 

 次に、令和６年度の事業概要でございますが、海草の一種であるアマモを塩浜１丁目地先の三番瀬に移植する

ことを計画しております。移植に当たりましては事前調査を行い、２ｍ掛ける５ｍの区画を３か所ほど選定し、

それぞれの区画に約80株程度、合計約250株の移植を予定しております。また、本年10月に開催予定のいちかわ

三番瀬まつりにおきまして、本事業をはじめとしたブルーカーボンに関する取組事例などを紹介する展示を行

い、カーボンニュートラルへの認識を広めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 私からは、大項目、文化・芸術の振興、美術館建設準備事業についてお答えいたしま

す。 

 令和６年度は、文化国際部文化施設課内に美術館構想に関する事務を所掌する美術館構想担当室を新設いたし

ます。美術館構想担当室では、今後設置予定の市民及び有識者等による仮称市立美術館整備検討委員会の運営を

行いつつ、美術館の開設に向けた調査研究を引き続き行っていくとともに、美術館構想を策定していく予定であ

ります。また、本市の文化芸術等に係るマスタープランであります市川市文化振興ビジョンにつきましても、美

術館構想を具体的に示した計画とすることを含め、新年度から見直しに着手する予定でございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 私からは、大項目、防災・減災対策の施策についての(1)能登半島地震に関する御質問

にお答えします。 

 今回のように大規模災害が発生すると、その都度様々な課題が浮き彫りとなります。中でも、能登半島地震で

は長引く断水が深刻な状況で、人々の生活に大きな影響を及ぼしております。本市でも、食料や飲料水をはじ

め、被災者支援に必要な物資等の備蓄は進めておりますが、避難生活が長期に及ぶ場合には外部からの支援に頼

らざるを得ない部分も多いことから、引き続き、自治体や協定事業者などとも連携強化を図っていく必要がござ

います。 

 また、今回の地震では、現地の自治体職員が被災したことで災害対応体制の構築に時間を要した事例も聞いて

おります。これらの課題については、既に作成済みである他の自治体からの支援を受けるための受援計画の実効

性を高めていくことが重要だと考えております。災害対策は、過去の教訓を生かし、常に新たな知見などを取り

入れ対策を講じることが重要であり、本市においても、これまで多くの見直しを行ってまいりました。能登半島



 

 

地震においても、徐々に復旧、復興を含めた対応が進められますが、最終的にはあらゆる角度から細かい分析が

行われ、報告として取りまとめられますので、課題等を精査した上で、必要に応じて本市の震災対策に反映して

いく考えであります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 私からは防災・減災対策の施策についての(2)崖地等崩壊対策事業についてお答えし

ます。 

 この事業は、市内の崖地において崩壊を防ぐための調査設計及び安全対策工事を行うものです。本事業の主な

対策箇所である都市公園や都市緑地の斜面緑地につきましては、これまでに14斜面のうち11斜面において安全性

を確認する調査を実施しました。その結果、大きな斜面崩壊のおそれは少ないものの、表層が小さな崩壊を繰り

返しており、抑止する必要があることが判明したため、順次対策を進めております。斜面緑地の崩壊対策事業

は、市民の安全を第一に考えた上で、極力樹木を残せる地山補強土工法を選定し、緑地の保全に努めておりま

す。対策の優先順位は、住宅が近接している斜面や、調査結果において安全率が低い斜面から優先的に対策をし

ております。今後のスケジュールとしましては、令和６年度は大野緑地や大野第２緑地のほか、真間山緑地、第

三中学校南側斜面地の工事を実施するとともに、今後対策を実施する箇所の境界確定測量や調査設計などを行う

予定でございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大場議員に申し上げますが、再質問は休憩後ということでお願いいたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後２時49分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後３時20分開議 

○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１議案第55号から日程第38報告第32号までの議事を継続いたします。 

 大場議員。 

○大場 諭議員 初回の答弁ありがとうございました。それでは、一問一答で、それぞれまた質問させていただ

きます。 

 初めに、当初予算編成に当たって政策のプロセスを伺いました。御答弁の中で、特に予算編成の考え方につい

て伺いました。 

 再質問をさせていただきますが、課題認識、そして予算編成の方針の策定が部長から答弁ありました。その中

で、５年度当初予算編成から継続している財政保全措置について、６年度はゼロシーリングとのことですが、５

年度は５％のマイナスシーリングを行っていましたので、実質的には予算が削減されたままの状況にあるのでは

ないでしょうか。新規拡大の原則凍結を含め、当該取組を継続して予算編成を行ったことによる市民生活への影

響などはないんでしょうか、伺います。 

○稲葉健二議長 田中財政部長。 

○田中雅之財政部長 お答えいたします。 

 令和５年度の当初予算編成で採用いたしました５％のマイナスシーリングにつきましては、保育園の運営費や

障がい者支援に関わる扶助費などの義務的な経費は対象外とするとともに、道路の補修や側溝清掃、公園等の草

刈りなど、市民生活に身近なサービスにつきましては重点的に予算を確保するなど、市民の生活に配慮した上で



 

 

マイナスシーリングを実施したものであり、令和６年度当初予算におきましても同様の考えで編成を行ったとこ

ろでございます。また、新規拡大事業を原則として凍結することにつきましては、令和６年度の予算編成方針で

は、令和５年度と異なり真に必要な事業については選択して実施するということを明記することで、引き続き事

業の選択と集中を推し進めつつ、新規拡大事業でありましても、市民の方々が真に必要としている取組、事業に

つきましては積極的に予算化に努めたため、市民サービスには大きな影響はないものと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大場議員。 

○大場 諭議員 ありがとうございました。財政保全措置については先ほど御答弁ありました、それぞれ特に基

金の積上げがあるということですけれども、透明化が大事ですので、その辺はしっかりと説明を今後もしていた

だきたいと思いますし、今御答弁ありましたように、特に保育園の運営や障がい者支援、特に扶助費、義務的な

経費については対象外であると。そしてまた道路の補修等についても、市民の生活に直結するものについては配

慮されているということでした。理解いたしました。 

 それでは、もう一つ再質問をさせていただきます。大変重要な課題の一つとして、老朽化が進む公共施設整備

における財源確保を挙げていますが、当該課題に対する６年度当初予算における対応状況についてお伺いいたし

ます。 

○稲葉健二議長 田中財政部長。 

○田中雅之財政部長 お答えいたします。 

 今後本格化いたします公共施設の更新等を計画的に進めていくためには、さらなる基金の積み増しが必要であ

ると考えており、幅広い分野にわたり市民生活に必要な予算を配分しつつ、重要課題の一つであります公共施設

整備に関わる財源確保も行ったところであります。具体的に申し上げますと、クリーンセンターの建て替えに向

けた財源確保として、一般廃棄物処理施設建設等基金への積立てを４億円計上したことにより、６年度末の基金

残高は90億円に達する見込みとなっております。また、斎場や小中学校の建て替えなどのクリーンセンター以外

の公共施設整備全般に活用が可能な公共施設整備基金への積立てにつきましては約７億円を計上したことにより

まして、６年度末の基金残高は約67億円となる見込みとなっております。このように、当初予算の段階におきま

しても積極的に財源を確保することで、今後の公共施設の整備を着実に進めるため、積立てを行うこととしたと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大場議員。 

○大場 諭議員 ありがとうございました。公共施設整備の財源確保について聞きましたが、今後本格化する公

共施設の更新等を計画的に進めていくには必要であるという御答弁でした。確かに、給食費の無償化、それから

公共施設のこれから建て替え等、これはしっかりと施策を継続していくためには必要ですし、特にやはり財政調

整基金については、特に300億円ちょっとですか、変更はないと。クリーンセンターの積み上げと、それから老

朽化については、やはりこれは施設整備計画もあると思いますけれども、かなり老朽化が市内で進んだ公共施設

が増えており、災害や震災で避難所となる学校、特に施設整備を着実にする、そういう予算措置が必要だと思い

ますので、引き続き透明化された財政運営と着実な運営、予算の編成をお願いしたいと思います。 

 財政については以上で終わります。 

 次に、教育について。田中教育長、ありがとうございました。教育長の、その教育の理念と取組についてお伺

いしました。教育は人づくりであり、未来に向けた大切な投資であるとおっしゃられておりました。私は、政治

を含めた全てのど真ん中に教育は置くべきであろうと。やはり人づくりということが、私たちの市にとっても、



 

 

またその教育を受ける子ども、児童生徒にとっても、この教育がいかに重要かというのは、自分が大人になって

初めて分かる、そういう大切な時期にやはり人づくり、そして独りで生き抜いていける力、これをぜひ取り組ん

でいただきたいというふうに思います。大変にありがとうございました。 

 次に、議案第64号市川市介護保険条例の一部改正についてお伺いしました。今回、第１号被保険者の65歳以上

のその対象の間での保険料率の設定でありましたけれども、本市の見直しは、保険料負担をより所得に応じた負

担へとシフトさせるための見直しであると。今後の保険料上昇を見据え、低所得者の保険料負担を極力抑えるこ

とを目的に行ったということです。これは理解しました。本来であれば一律6,200円のところを、低所得者や生

活に困っている世帯、低所得者の方々に負担がないようにという配慮、その分高額所得者に対しては負担が増え

たわけですけれども、その割合的には市の行った見直しについては理解をいたします。 

 次に、子ども・子育て支援策強化への課題の認識と施策についてお伺いをいたしました。それぞれ御答弁あり

がとうございました。妊娠期からの切れ目ない支援について伺いました。今回、それぞれ事業を行いますが、特

に児童手当は国において、この所得制限の撤廃を行ったというのは、やはり画期的なことでございます。児童手

当は、市川市発祥のこの施策です。昭和40年代、ちょっと正確な数字はあれですから、42年だったか、この市川

市からこの手当が生まれたと。これが東京都、そして次に国というに広がって、そして所得制限がありましたけ

れども、今回子ども・子育て施策の強化の中で撤廃された。本当に何とも心に残る政策だと思います。 

 また、子育てにはやはり所得は関係なく、やはり子どもは社会で育てるという今回の取組で、児童手当、そし

てまた(2)のこども家庭センター、これは後ほど再質問させていただきます。ここでしたほうがよろしいんです

ね、失礼しました。 

 今回、特に国の努力義務ということでございますが、市川市もこども家庭センターを設置するということにな

りました。設置の背景は、先ほど御答弁いただきましたように児童虐待の対応の件数の増加、そして妊娠、出

産、そういった包括的な子育て家庭、子どもの包括的な相談を受けると。また、支援のための総合的司令塔にも

なるようなことということですが、実際にこのこども家庭センターについて再質問をさせていただきますが、こ

ども家庭センターが設置されることにより、どのような支援が充実するのかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 こども家庭センターの設置により、これまで母子保健と児童福祉に分かれていた相談支援を一体的な組織の下

で実施する体制が整うことから、子育てに困難を抱える家庭について、これまで以上に漏れなく切れ目のない支

援が実施できるものと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大場議員。 

○大場 諭議員 ありがとうございました。やはりこれは特に社会で見ていく、育てると、そういう理念が入っ

た、やはりトータルで見ないと子どもの支援はできないということがございますので、よろしくお願いいたしま

す。これはこれで結構でございます。 

 (3)です。保育所等における性被害防止、これはニュースで度々耳にする様々な事件がありますけれども、起

こるたびにどうにかならないのかというふうに考えてきましたが、国として、特に性被害防止の対策の推進をし

ていくということで、今回特にパーティション、簡易扉、更衣室の設置ですかね、そういうプライバシーの保護

に積極的に施策がなされるということです。ぜひこれもしっかりと進めていただきたいと思います。これはこれ

で、再質問はなしです。 

 続きまして、(4)の私立幼稚園等未就園児教室利用支援補助金について、これは再質問をさせていただきま



 

 

す。これは市の単独事業ということですが、保育園については、昨年10月からゼロ歳児から２歳児の保育料の無

償化が開始されましたが、幼稚園についてはそれがなかったということで、やはりお子さんを持つ家庭、お母さ

んにとっては、この支援は非常に大きいと思います。やはり少しでも預けていれば虐待につながらないというの

はよく耳にすることであるし、実際そういうふうに虐待を起こす背景があります。これについて、市が積極的に

単独事業として行うわけですが、その背景、理由についてお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 本市には、私立幼稚園が29園と多く、その活用は、待機児童対策を進める上で重要と考えております。本補助

金の活用により、共働き世帯が私立幼稚園での生活を経験し、３歳からの預け先として幼稚園を選択していただ

けることは、本市にとって引き続き課題である待機児童対策の一助となることから、本市独自の事業として実施

するものでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大場議員。 

○大場 諭議員 ありがとうございました。お子さんを持つ――幼稚園教育というものは非常に、私も子どもを

幼稚園へ入れてきましたが、非常に後になって意味がありますし、今、この子育ての中で幼稚園、答弁にありま

したけれども下の子がやはり、上の子がいれば下の子もどうしようかなと、下の子は保育園に、それとも上の子

は保育園に、保育園にいるから幼稚園はやめるかとか、そういうふうに選択肢が今回増える。それで子育てが自

由にできるということでは非常によい施策であると思います。これはこれで結構でございます。 

 次に、(5)の子ども受験料支援事業補助金について。これは国のほうで家庭環境によって進学を諦める、そう

いう家庭もあると、そういう家庭環境の中で子どもの未来の選択肢を奪わない、そういった少しですけれども今

回取り組むという施策ですので、受験を悩んでいる子たちにとっては非常に勇気づけられる施策だと思います。

これはこれで結構でございます。 

 産後ケアについては、先ほど拡充がなされるという御答弁がありました。ぜひこれはさらに国の補助金も使っ

て、ぜひ拡充をこれからも進めていただきたいと思います。 

 最後に、子育て世帯同居・近居スタート応援補助金について、これも市の単独事業ということですけれども、

これも、私は特に子育て世代の方は、特に親の近くに住むということは非常に、親にとっても非常に安心であり

ますし、子育て世代にとっては、やはり元気な御両親の近くで子どもを見てもらうということは非常にまた都合

がいいということですので、これも施策として意味があると思いますし、ちょっと金額が10万円ということです

から、最大30万円と。次は少し増やしていただきたいというふうに思うわけですけれども、予算がありますから

ね、また次にお願いしたいと思います。 

 子ども・子育てについては以上で終わります。 

 次に、保健衛生の向上について御答弁いただきました。 

 帯状疱疹ワクチンの費用助成については、生ワクチン、本当にずっと公明党として取り組んで、市長に対して

要望を上げてまいりました。今回実現を、予算を組んでいただきましたが、これは非常に高齢者にとっては、な

った方はこの世でこんな痛みがあるのかというようなぐらい痛いそうです。私もちょっと打つことを考えており

ますけれども、ぜひ、65歳を過ぎると、もう誰でも打ちたいというふうに言っております。そうした助成を今回

実現いただきました。 

 ちょっと再質問でございますが、生ワクチンの場合は１回3,000円、不活化ワクチンの場合は１回7,000円を上

限に２回まで助成するとのことでした。 



 

 

 そこでお聞きします。千葉県内で費用助成を実施している自治体がありますが、他市の助成金はどのくらいで

しょうか、お伺いいたします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 千葉県内で帯状疱疹ワクチンの費用助成を実施している自治体は９市町村あり、そのうち近隣市としては、習

志野市、我孫子市、鎌ケ谷市がございます。助成金額は、習志野市、我孫子市では、生ワクチンの場合は１人１

回まで2,000円を、不活化ワクチンの場合１人２回まで接種１回につき5,000円を上限に助成しております。鎌ケ

谷市では、生ワクチンの場合１人１回まで4,000円を、不活化ワクチンの場合１人２回まで接種１回につき5,000

円を上限に助成しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大場議員。 

○大場 諭議員 ありがとうございました。今回比較しますと、市川市は積極的に、他市に比べても非常に手厚

く今回支援をいただいたということで、市民に私たちが説明するのでも本当に胸を張って言えるのかなと。比較

するとよく分かりました。先ほど言いましたように、80歳までに３人に１人は発症すると。このワクチンの効果

はすごくあって、高額なのでためらう人が多いということで、この費用助成されたということは市民から評価さ

れると思います。ありがとうございました。 

 次に、ＡＥＤでございますけれども、これは公明党西村議員がずっと質問をしてまいりましたけれども、市内

180か所のコンビニにつくと。ならなければいいんですけれども、やはり心筋梗塞とか、運動している間に突然

の心臓発作、こういった方を、昨年の統計見ると、ちょっと今数字は思い出せませんけれども、そんなには多く

ないんですけれども、ただ、助かった方にとってはこのＡＥＤがあったから命をとどめることができたというこ

と、これは非常に重要な、命を守るためには、これはリース契約だと思いますけれども、やはり重要な施策であ

り、予算をつける価値があるなというふうに思います。これは再質問はなしでございます。 

 次に、若年がん患者在宅療養支援事業について。これは、制度のはざまでの今回新しい取組でございますけれ

ども、40歳前ですと介護保険、要するに療養生活している中で介護、そういう身の回りのケアができないと、介

護保険があればそれを使って様々な支援ができるわけですけれども、制度のはざまの中で苦しんでいる。 

 これは再質問させていただきます。制度のはざまで苦しんでいる人に支援ができることになったわけですけれ

ども、この事業によって生まれる効果はどのようなものが考えられるか、お伺いいたします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 現行制度において、在宅療養を希望するがん患者の方が訪問看護や福祉用具のレンタルサービスなどの在宅療

養サービスを利用する場合、40歳以上の方については介護保険が適用され、サービス料金の１割から３割負担で

の利用が可能ですが、40歳未満の方については介護保険が適用されず、これらの介護サービスの利用の際は全額

自己負担となっております。今回、この事業を実施することにより、これら在宅療養を希望する若年がん患者や

その家族の身体的・経済的負担を軽減し、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることで生活の質の向上につ

ながるものと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大場議員。 

○大場 諭議員 ありがとうございました。若年がん患者のその家族の経済負担、本人にとっても、やはりその

最後、住み慣れた御自宅で療養生活を送っていただけると、こういうことが支援できるって、非常にこの対象に



 

 

なる方は、また生活の質の向上にもつながるというふうに思います。分かりました。ありがとうございました。 

 では、次に移ります。次に、高齢者などへの支援策について伺いました。１、市川市敬老祝金支給条例の一部

改正についてお伺いしました。この見直しをされたこと、そしてまたそのことによって、この後質問を続けてお

りますゴールドシニア事業、そしてデジ活講座事業、そしてまた高齢者補聴器購入費用助成事業と、そういった

ところに2,670万円を敬老祝金からは削減するけれども、そのほかの事業に、高齢者支援につなげていけると。

チケット75、そしてまたほかの拡大、新事業３事業についてもこの費用が原資となって、さらに積上げとなりま

すけれどもなるというふうに御説明がありました。それぞれ御答弁いただきましたけれども、特にゴールドシニ

ア事業については、先ほどありましたチケット75、今年も引き続き拡大してやっていただけると。高齢者の外へ

出て、またその費用の軽減ですね、大変に反響がありました。これは非常に継続は意味があると思います。スマ

ホの購入助成の事業、そしてまたデジ活講座事業、これはこれからこの後、先ほど質問しましたＤＸにつながり

ますね。エストニアが電子国家と言われるその背景には、国民の高齢者も、自分の個人情報を国のサーバーにア

クセスして毎週１回見ると。要するに、改ざんされていないかどうか自分でチェックできるというんです。それ

は、ベンチに座って、公園の隅で座っている高齢者にスマホの使い方を教えると、そういったところからエスト

ニアでは電子国家、要するに、仮に隣国から攻められて国家が滅びた、なくなるといったときに、国民はつなが

るというような、やはりこれは本来のＤＸの姿で、これがきちっとこの事業として力を入れて推進していただけ

れば、私は市川市のＤＸが進むと思います。 

 国においては、田園都市構想の中で、やはりそのデジタルディバイドの解消を目指すということで、非常に国

家としても、国としてもこれは取り組むべきだということですから、この事業について、ぜひ後でまたＤＸの推

進について述べますけれども、進めていただきたいと思います。ですから、この祝い金の削減が高齢者にとって

は非常に有効に使われるということで伺いましたので、これは分かりました。 

 それでは次の、地域におけるＤＸの推進について伺いました。――失礼しました。補聴器が抜けていました

ね。補聴器もありがとうございます。これ大事なものが抜けていました。今回、中村議員が2018年と2022年にこ

の議会で質問をしてきました。やはり、高齢になるとコミュニケーションが重要になりますが、耳が聞こえない

ということで外出も控えたり、人との会話をためらったりということがあり、やはりひきこもりにもつながる

と。こういった高齢者の耳が聞こえづらいという方への支援にとって、今回の高齢者補聴器購入の費用助成事

業、非常に価値あるものだと思います。ぜひこれも、これからは実際に周知をしていただいて、この費用助成を

利用する方が増えるように努めていただきたいと思います。 

 次に、地域におけるＤＸの推進についてお聞きしました。御答弁には、自治体行政のＤＸについて、電子市役

所を実現という将来構想があると。引き続き取り組んでいくということでした。自治体のＤＸを進めていくだけ

ではなくて、実際に市民の方が広く情報通信技術を利用されることが重要であります。今後はＤＸメニューをよ

り一層充実させるということと、それから、先ほど言ったデジタルディバイドの方、やっぱりそれをサポートす

る、そういった取組をさらに進めていただきたいと思います。 

 さらに、再質問をさせていただきます。国においても、この自治体の電子化についてはもうかなり前から取り

組んでおりますけれども、先ほど言いましたスマホの購入、そしてまたその講習会、これは非常にデジタルディ

バイドの方にとっては支援になります。今、ただ自治体ＤＸは全庁的、横断的な推進体制を整備することが重要

となります。それに必要なのは、財政的・人的支援を充実していくことです。今後、行政手続のオンライン化、

住民サービスの向上、災害時の被災者情報管理業務システムの整備など、その電子自治体を実現するにはＩＣ

Ｔ、これは外部の専門家を利用するのも必要ですけれども、内部におけるＤＸ、情報化とその推進をする職員の

人材育成も必要と考えます。 



 

 

 そこで伺います。ＤＸ推進に向けて、行政内部でデジタル人材の確保、そしてまた育成が必要だと思います

が、本市はどのような取組を行っているのかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 小川企画部長。 

○小川広行企画部長 お答えいたします。 

 日々発展を続けるデジタル技術への対応、また、行政や地域においてＤＸを推進していくためには、デジタル

人材の確保、育成は重要であると認識しております。現在、本市での外部人材の活用につきましては、個別のシ

ステム調達における調整業務といたしまして登用を行っておりますけれども、市全体に関わるＤＸ推進に特化し

たＣＩＯ補佐官など、専門アドバイザーの登用は行ってはおりません。なお、これまで職員採用におきまして職

務経験者を対象とした通年採用試験の中で、システムエンジニアやＤＸ推進の経験者を採用した実績はございま

す。ＤＸの推進につきましては、今後も企画部と情報管理部による職員への伴走支援、ＲＰＡ等のＩＴツールの

研修会、ＤＸ事例集の周知によるボトムアップなどによりまして、庁内の中核を担う人材としてＤＸ推進リーダ

ーの育成を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大場議員。 

○大場 諭議員 ありがとうございました。このＤＸについては、特にこの人材の確保が今重要で、日本とアメ

リカは、コンピューターがやはり先進国の中でもかなり進んでいました。ただしかし、その人材が今かなり高齢

になって、若い人が少ないということで、世界の中で日本とアメリカが一番人材がいないと。これが今、日本の

国力の問題になっているということを千葉工業大学の角田教授がおっしゃられております。総務省も、このデジ

タル人材の確保と自治体におけるデジタル化の取組の中核を担う職員、ＤＸ推進リーダーの育成に関わる経費に

ついて、新たに令和５年度から令和７年度までの間、特別交付税措置、措置率は0.7ですからかなり、講ずるこ

ととし、必要経費について財政的支援を実施するとなっております。これらを活用し、ぜひデジタル人材の育成

を図り、自治体ＤＸ、地域社会ＤＸを加速化していただきたいと要望して、これは終わります。 

 それでは次に、デジタル地域通貨についてお伺いしました。事業の目的、そして財源、そして将来像について

お伺いいたしました。目的については、市内の資金循環による経済の活性化、そして健康づくり、ボランティア

の活動の取組と、これは目的としては、この地域通貨の効果として私は非常に有効であるというふうに思いま

す。これをいかに成功させていくかということで、このデジポイントをかなり拡充をしたと。またさらに広めて

いく、また今回は市内の対象地域も増やすということですから、実証実験を踏まえて、これから実際にこの目的

が達成するように、ぜひ取り組んでいただきたいということと、財源については18億円、本市の実質的負担は１

億874万円と、全体の金額にしても少なくはないわけですけれども、先ほど先順位者の答弁でもありましたよう

に、効果が出れば、これは大きな事業になると思います。 

 将来像についてもお伺いいたしました。これはやはり行政ポイントの事業が災害に備える、人とのつながり、

環境を守る、共に学ぶ、健康に取り組むという５つのテーマで事業の拡大を、また市民活動の活性化を図ると。

私は目の前にあるこの投資した金額よりも、やはりこの行政と、後でテーマになります農家の花粉の問題があり

ますけれども、市民が健康になるということは、やはり市民にとってもよいことでありますし、ゆくゆくは国保

税の軽減になるというふうに、事業効果としては大きな事業として私は見込めるんだと思います。あとは、この

行政ポイントの事業、どこまでも、尼崎市ですか、視察してきましたけれども、やはりそこも補助金が出ている

間は、交付金が出ている間はいいんですけれども、これからどうするかということを悩んでおられましたけれど

も、やはり行政ポイント。また、市民の健康につなげて市内の活性化につなげるということでしたけれども、そ

の財源、ただ、しかし市民にとっては、では時期はどうするんだということになりますから、これで再質問をさ



 

 

せていただきます。 

 この令和６年度の事業については理解いたしました。ただ、毎年国からの交付金を充当して事業を実施できる

とは限りませんので、令和７年度以降どのような将来像を描いているのか、市の見解をお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 実証実験では、行政ポイントを活用することで地域経済と市民活動を併せて活性化で

きることが分かりました。そのため、ポイント還元キャンペーンを実施しなくても地域課題の解決に寄与する市

民活動に対して重点的に行政ポイントを付与することで大きな事業効果を生み出していくことができるのではな

いかと考えております。今後、先進事例の調査研究を進め、国費等の特定財源に頼ることなく事業目的を達成で

きる将来像の確立を目指してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大場議員。 

○大場 諭議員 ありがとうございました。限られた人材でこの事業を軌道に乗せていくというのは大変なこと

かと思いますけれども、ぜひ、価値ある事業だと思いますので進めていただきたいと思います。研究も、私たち

議員もしっかりといろいろ研究をして、また一緒によりいい方向に進むように取り組んでいきたいと思います。 

 デジタル地域通貨については以上でございます。 

 次に、11番。その前は宮本議員の補足質問になりますので、私のほうは11番、農業支援策について。火傷病に

関する市の取組についてお伺いいたしました。これは答弁にもありました、花粉を中国から輸入していたわけで

すけれども、その花粉が手に入らないということで、昨年ちょうど夏にそのことが分かったということで、私も

農家の方から花粉が手に入らない、次の課題はそれだというふうに話をされていました。これは今回ボランティ

アが、市が梨の花摘みのボランティアを公募したところ、多くの応募があったと。苦しんでいる農家が、このボ

ランティアが来ることで、やはり花摘み、そして花粉の受粉の作業ができるということになる。これは本当によ

い取組であると思います。農家の方も感謝をしております。そしてまた、市川市だけではなくて、応募した方が

他市の方もおられたということで、やはり市川市の梨、そしてまた農家に対する関心というのが非常に高いんだ

なということで、農家にとっても助けになりましたし、農業に対する、また梨に対する関心がやはり多くの方に

あるんだということで、農家にとっても勇気づけられましたし、私は何よりもこの市で困っている、これは農家

に限らず様々な事業にあって、これは農家の問題だと。それから、これは経済の問題だという問題を、そうだね

で終わらせない今回の取組は、私はすごく評価をいたします。問題解決、課題解決に当たってどうするかという

様々なアイデアを出して取り組んでいく中で、こういった思わぬ反響があって取組ができる。やはりアイデアを

出してチャレンジして思わぬ反響、これはある意味ではこれから限られた行政のリソースの中で、やはり市民の

様々な力を借りて、様々な事業を実現していく、課題を乗り越えていく。今回はいい例ではないかというふうに

思います。 

 また、その方たちの反響、実際にやった方がどういうような感想があるのか、ぜひ報告もお願いしたいなと思

いますし、その方たちはこの次の梨が多分楽しみだというふうに思いますから、そこまで追っていっていただき

たいなと思います。 

 この農業支援についてはこれで終わります。 

 次に、12番は宮本議員が行いますので、13番、防災・減災対策の施策についてお伺いしました。能登半島の地

震、これは本当に1000年に一度、４ｍ地面が隆起すると、想像を絶するような今回の震災でした。また、半島と

いう地理的な問題もあり、これまでにないような経験を被災者の方、また自治体の方は経験をしております。 

 そこで、これから実際に検証をしていく、取組を考えるということでしたけれども、私たちが聞いているとこ



 

 

ろでは、１つは大規模な災害、今回の災害で特に物資の調達が、やはり思うようにすぐいかなかったということ

です。ここについてお伺いします。 

 本市においても、民間事業者と連携を取っておりますけれども、そして災害時の協定を締結されております。

能登半島地震では、協定事業者からの物品調達に時間を要したと聞いております。災害に備え日頃から関係を構

築することが必要と考えますが、本市の取組についてお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 大規模な災害では、市の支援が行き届くまで時間を要するとともに、全ての支援を市のみで賄うことは難しく

なります。そこで、災害時に幅広く支援を受けるため、本市は多くの事業者と災害時支援協定の締結を進めてお

り、本年１月末現在で191件の協定を締結しております。また、協定事業者とは連携を強化するために協定内容

についての確認、担当者との意見交換、啓発イベントへの参加など、日頃から顔の見える関係づくりに努めてい

るところです。今回の能登半島地震を踏まえて、事業者と連携した訓練の強化や連絡体制の再確認など、発災時

の実効性が確保されるよう、より強固な関係づくりを進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 大場議員。 

○大場 諭議員 ありがとうございました。まだ復旧、復興、復旧も全て復旧まで至っていないという状況で、

そしてまた多くの自治体からも入っておりますから、実際に様々な課題が洗い出されて、本市にとって比較した

ときにどこが問題なのかというのはこれからになるかとは思いますけれども、この協定の事業についても、被災

されたとき、どんな震災、また災害がある、その状況によってその事業者さんも被災状況が違ったりとかあると

思いますので、様々なシミュレーションを組みながら、ふだんのコミュニケーションの継続をぜひともお願いし

たいと思います。 

 危機管理については以上でございます。 

 それでは、同じ危機管理の中で災害時の対応についてですけれども、(2)の崖地等崩壊対策事業について御答

弁いただきました。今回の６年度の当初予算の崖地崩壊事業については、今回５か所ですか。この優先順位、ま

た今後のスケジュールについてお伺いしました。この斜面緑地の状況、斜面崩壊、順次進めていくという、また

工法についても緑を守りながら、やはりその効果的な工法を進めると。それから、対策の進め方も、今回は特に

住宅に近接している斜面、安全性を損ないそうなところですね。ちょっと危険なところと、全く危ないという表

現ですと住んでいる住民の方が驚くでしょうからそういう表現になると思いますけれども、そこを優先的に対策

を講じているということがありました。この崖地については分かりました。 

 以上で私からの質問を終わります。ありがとうございました。引き続き補足質問を宮本議員が行います。 

○稲葉健二議長 次に、宮本均議員。 

○宮本 均議員 公明党、宮本均です。今日、最後の質疑です。大変お疲れかと思いますが、30分ほどお付き合

いください。 

 まず、脱炭素社会、カーボンニュートラル関連事業でございますが、環境面、経済面、社会面での期待する効

果、設立までの段取り、これに関しましては先順位者への答弁もございました。おおむね理解したところですの

で、この質問に関しては結構でございます。 

 その上でお伺いをいたします。さきに述べました３つの効果、こちらのほう、環境面、社会面、これは同時に

達成可能かとは思うんですが、もう一つの経済面、これは環境・社会面と相反する効果になるのではないかと心

配するところでございます。新会社ということですから電力の売電、共同事業者への収益の配分、電力の分配、



 

 

こういった面を考えますと、市川市ではさきの３つの効果、このうちどれを最も重要視するのか、この点につい

てお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 地域新電力会社は、カーボンニュートラルを実現していく上で重要な役割を果たすと考えます。そのことか

ら、環境面におけるエネルギーの地産地消を実現することが一番大きな役割であると認識しております。また、

本市の脱炭素の施策などを進めていくためにも、利益の地域還元といった社会面も重要な役割を果たすと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 宮本議員。 

○宮本 均議員 重要視する点はこれではっきりしたかとは思います。また、この点について言いますと、昨年

ですか、カーボンニュートラルシティの実現に向けた協定を市川市、京葉瓦斯さんとも行っておりますので、多

分そうだろうとは思っておりました。また今年、これは記者会見での資料ということでＣＯ２排出量50％削減ロ

ードマップ、これが発表されました。これはさきの答弁でも紹介がありましたが、この中を見ますと、地域新電

力会社がＣＯ２削減量31万ｔ相当に寄与するという内容になっております。この点について、どういう仕組み、

どうやって31万ｔ寄与に持っていくのか、この点についてお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 地域新電力会社設立当初は、クリーンセンターの余剰電力を公共施設へ供給することで二酸化炭素排出量の削

減が見込めます。市内における太陽光発電などの再生可能エネルギー導入の可能性については、環境省が運営す

るウェブサイト、再生可能エネルギー情報提供システムが提供している自治体再エネ情報カルテを参考にしてい

ます。それによりますと、都市部である本市の特性として、建物への太陽光発電設備の導入可能性が高いことが

示されております。ロードマップのゴールである令和12年度までには、クリーンセンターの余剰電力に加えて、

住宅や事業所、工場などの建物に太陽光発電設備がさらに導入される可能性も一定数見込み、これらを地域新電

力会社が取り扱うことを想定していることから、二酸化炭素排出削減量を31万ｔとしたものであります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 宮本議員。 

○宮本 均議員 ありがとうございました。これはちょっと説明を聞かないと、このロードマップの中で地域新

電力だけがちょっと、ほかのいわゆる５つの柱、取組とは丸っきり別の扱いになるというのがよく分かる説明か

と思います。新電力会社に関しては質問は以上ですけれども、このロードマップですね。せっかくつくられて、

大変に分かりやすい内容になっているかと思います。これがあって初めて市のいろいろな部局、職員が取り組ま

なければならない削減のことが常に意識されると思いますので、できましたらこのロードマップですね、どこか

常時見えるところ、例えば１階、２階でも結構です。掲げていただければと思います。 

 それでは次の質問、水産業振興負担金についてお伺いをいたします。こちらブルーカーボンの事業ということ

でございますが、実は、2023年２月定例会で一般質問を私が行っております。正直、そのときには初めてブルー

カーボンの話を取り上げたので、予算化とか、何か早急にというところは正直ございませんでした。今回アマモ

の事業ということで、僅かですけれども予算をつけていただいた。市長も市政方針で挑戦という言葉を使ってお

ります。効率だけを考えたものではない挑戦する姿勢というのは、非常に私はありがたいお言葉であると思いま

す。 



 

 

 僅かな予算ではありますが、アマモに期待する効果についてお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 秋本行徳支所長。 

○秋本賢一行徳支所長 お答えいたします。 

 二酸化炭素は水に溶けやすい性質から、海は大気中の二酸化炭素を取り込んでおり、海洋全体の二酸化炭素の

量は大気中の約50倍とも言われております。そこで、カーボンニュートラルへの取組としてアマモを移植するこ

とにより、海中、すなわち海の中の二酸化炭素が光合成によりアマモに吸収されるため、吸収された量に相当す

る二酸化炭素を大気中から海中に取り組むことができるようになります。さらに、アマモに吸収された炭素が再

度大気中に放出されないよう、根を通じて土に取り込まれたり、枯れた後に海底に有機物として堆積するなど、

ブルーカーボンを隔離、貯蔵する効果が期待できます。また、アマモが茂る藻場は海の揺り籠と呼ばれており、

稚魚や稚貝の良質な生息場所となることから、近年漁獲量が減少している貝類の漁場改善効果にも期待をしてお

ります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 宮本議員。 

○宮本 均議員 ありがとうございました。海辺を擁する市川市だからこそできる事業かと思いますので、こう

いったことはこれからもしっかりと続けていただければと思います。ありがとうございます。 

 それでは、次の電気自動車等導入促進事業でございます。これは来年度の当初予算で組まれているものです

が、今回拡大ということで、電動バイクが新たに加わっております。今回、電動バイクを加えた理由についてお

伺いします。 

 それともう１点、いわゆる電気自動車等の導入促進を図るための事業でありますが、私は、まず先に市内の充

放電設備を充実させることで導入促進が図られると思います。ほかの事業との連携についてはどのようなお考え

でしょうか。 

 以上、お願いいたします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 現在、国では環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車の普及促進を図るため、電気自動車などの購入に対

し補助金を交付しており、既に電動バイクも補助対象に含まれております。本市におきましても、電動バイクの

普及が進みつつある背景を踏まえ、カーボンニュートラルの実現に向けて、手軽に利用できるバイクについても

ガソリンから電動に転換する後押しとなるよう補助対象に加えたものであります。なお、電気自動車等の普及を

推進していくためには、日常、不自由なく充電できるよう充電設備を普及させることも重要と考えております。

本市は、これまでも既存の集合住宅に居住者以外の方の利用もできる充電設備を設置する場合、１基当たり最大

100万円の補助を行うなど、充電設備の普及促進に向けた事業を行ってまいりました。これに加えて、昨年10月

にはパナソニック株式会社エレクトリックワークス社とＥＶ用充電インフラの整備促進及び啓発に関する取組に

ついて協定を締結し、公共施設をはじめ、民間も含めた充電器のシェアリングサービスの利用拡大に共同で取り

組んでおります。これらにより充電設備の普及促進を進め、電気自動車の充電に不安のないまちづくりにより、

カーボンニュートラルの実現を目指します。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 宮本議員。 

○宮本 均議員 ありがとうございました。パナソニックさんとの協定で、これから少しでも多く目に映るよう

な設備が出来上がることを期待しております。 



 

 

 それでは、次のクリーンセンター整備事業に関してお伺いをいたします。 

 こちらの事業方式は、答弁の中でもございましたがＤＢＯ方式、これにより公設公営よりも費用削減率が高

い、そういった中身で来年度には業者の選定、令和７年には設計、工事と続くと聞いておりますが、その中でＤ

ＢＯ方式で果たして対応は可能なのか、心配する点が幾つかございますが、２点お伺いをいたします。 

 まず、非常時、これは緊急時、災害時と考えていただいて構わないですが、ごみ処理施設の運転管理、これは

民間事業者が臨機応変に対応は果たしてできるものなのか。もう１点、リスク分担の設定についてですが、リス

ク分担、これは数多くございますが、今回は特に運営段階における施設瑕疵リスク、この点について市に分担の

考え方をお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 初めに、非常時における対応についてです。事故などが発生した場合、適切な対応を行えるよう緊急対応マニ

ュアルを作成することや、地震、風水害などの災害時による緊急事態の場合においても、事業の継続や早期復旧

を可能とするために事業継続計画を策定することなどを仕様書に定め、施設を適切に運用、維持管理できるよう

事業者に求めていくことで、非常時においても適切な対応が可能と考えております。 

 次に、施設の瑕疵リスクについてです。事業方式を施設の設計、建設から運営までを一括で発注するＤＢＯ方

式とすることから、設計や建設に起因する瑕疵については事業者が適切な維持管理を行わなかったことによる施

設の破損など、運営に起因する瑕疵も含め、受注した事業者が負うことになります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 宮本議員。 

○宮本 均議員 ありがとうございました。これから業者の選定を行っていくわけですが、今言った２点が、実

は業者にとって参入をするかどうかの判断材料になる１つかと思っております。市川市の負担を大きくする、そ

うすれば業者は参入しやすくはなりますが、元々のＤＢＯ方式におけるいわゆる費用削減、これが果たして保た

れるのかどうかという心配もございます。逆に、市川市の負担を小さくするということは業者の負担が大きくな

るので、参入を戸惑う、または辞退するようなことにもなりかねないと思います。この２点については今後のこ

とにはなるわけですけれども、例えば、クリーンセンターは、明らかにこれは建て替えになります。そして、事

業期間が20年間と聞いておりますので、この20年間においては大規模修繕が発生する可能性は非常に低い時期で

あるかと思います。そのために、維持管理費用の積算、これは双方でリスク対策費として抑制は可能な状態にあ

ると思います。ですから、その点を踏まえて過度の双方による増大というのも、これがないようなクリーンセン

ターの業者選定、設計、工事と続くようにしていただければと思います。 

 今言った内容は、実はこれはもうまさに市川市が初めてになるかもしれません、経営ということになるかと思

います。今までとは違う形の、いわゆるクリーンセンターの経営ということになるかと思いますので、ある意味

経営者としての手腕が必要になる、そういった方式であるとも思います。その点に関しては、私は、田中市長も

経営者でありますので、どうぞ思う存分手腕を発揮していただければと思います。 

 この質問に関しては以上です。 

 次の文化芸術に関する美術館の開設に関してお伺いをいたします。美術館建設準備事業、美術館の話ですが、

まず美術館、こういっても作品によるもの、建物による、また場所、こういった分類もございまして、建物は有

名建築の建物であったり、アトリエであったり、一部重要文化財と一緒になっている美術館もございます。ま

た、場所に関しましては城下町であったり、湖畔、または庭園と併設の美術館など数多くあるわけですが、事前

の説明では、今までも調査研究を続けてきたとございます。その結果を踏まえ、６年度に検討委員会を設置する



 

 

とございます。この検討委員会なんですけれども、説明では、つくるためにこれから協議を始め検討事項の洗い

出し等を行うとありますが、来年度に検討委員会を設ける理由は何なのか、お伺いをいたします。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 お答えいたします。 

 美術館の建設は、本市において過去にも検討していた事項であり、かねてより市内外で活躍されている本市ゆ

かりの多くの作家や、市民等から要望があったものであります。近年においては、市川市に美術館を要望する会

が設置、設立されるなど、市民の方々等の中においても美術館開設の機運が高まってきておりました。今般、令

和４年６月の美術館開設に係る市長の所信表明を踏まえ、本市において開設に向けた調査研究及び美術館構想を

策定するに当たり、市民及び有識者からの御意見を伺うため検討委員会を設置するものであります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 宮本議員。 

○宮本 均議員 ありがとうございました。いろいろなところから、また団体もあって、そこからの要望もあり

ますという内容でございました。実は、昨年末ぐらいからでしょうか、今年も含めてなんですけれども、美術館

の件をいろいろなところで市長が話をしているという話をたくさん聞いております。そういった、今回ようやく

この美術館、動き出したかなという思いなんですが、実は、私どもも令和６年の予算要望の中で、文化国際部に

関して次のように要望を出しております。現代産業科学館の利活用について、美術館リニューアルを含めて早期

に検討されたい。そして２月７日、そちらの回答が以下のようにございました。現代産業科学館の利活用につい

て、庁内外の関係部署と協議が必要でございます。また、美術館整備についても多岐にわたる検討課題があるこ

とから慎重に検討を重ねていくという回答をいただいております。そして、今回検討委員会を立ち上げるという

ことなんですが、この回答を見ますと、多岐にわたる検討課題というのは既に把握しているところかと思いま

す。その上で、検討委員会なので、これは明らかに美術館を設置するための検討委員会というふうに捉えており

ます。先ほどの答弁もそのような内容になっているかと思いますが、この現代産業科学館の活用について、現状

どのような予定があるのか。また、開設に向けたスケジュール、こちらについても併せてお伺いをいたします。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 お答えいたします。 

 美術館の建設場所につきましては、現時点では未定でございます。御質問の現代産業科学館につきましては、

千葉県から譲渡について地元市と協議を進めるとの方向性が示されており、これを実現するには、千葉県や庁内

関係部署と慎重な協議が必要と考えております。譲渡後、現代産業科学館を美術館として活用する場合には改修

が必要であり、改修の手法等を含めた幾つかの検討課題があるものと認識しております。 

 次に、美術館の開設に向けたスケジュールについてでございますが、検討委員会による検討や、新年度設置す

る美術館構想担当室による調査研究が進み、基本構想等を策定する中で定まってくるものと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 宮本議員。 

○宮本 均議員 ありがとうございました。美術館に関する質問は以上なんですが、いわゆるコスパ的には現代

産業科学館、レガシー的には国府台の千葉県の所有する土地ということも、非常に美術館に熱心な方も一言おっ

しゃっていました。場所に関してはこれからということですが、コメントとしましては、先ほど要望も出してい

るとおり、美術館自体に関しては基本、賛成でございます。どうかしっかりとした美術館の建設に向けて、来年

度から頑張っていただければと思います。 

 最後の質問です。定額減税給付金についてお伺いをいたします。 



 

 

 まず、定額減税の説明を一通り受けました。その中で、財政部にお伺いいたします。定額減税の対象者、また

減税の影響額について、どのような見込みでしょうか。 

○稲葉健二議長 田中財政部長。 

○田中雅之財政部長 お答えいたします。 

 本市における定額減税の対象者数につきましては、この定額減税の制度が令和６年度分の課税において適用と

なるため、現時点におきましてはまだ課税計算が終了していないため正確な対象者数というのは判明いたしませ

んが、令和５年度の課税実績を基に試算いたしますと、減税の対象者は約26万8,000人と見込んでおり、その影

響額につきましては22億8,900万円になるものと見込み、予算のほうも計上しているところでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 宮本議員。 

○宮本 均議員 大変ありがとうございました。確かに確定前の話ではありますが、おおよそ影響額についても

確認ができました。ありがとうございました。 

 では、次に給付金について再度お伺いいたします。まず福祉部について、福祉部の答弁から再度お伺いをさせ

ていただきます。 

 給付の種類も数多くあるということはよく分かっているんですが、いわゆるそれぞれの世帯、例えば住民税均

等割のみ課税世帯、これは令和５年度の分で、また新たに令和６年にも同様の枠組み、そして住民税均等割のみ

の課税世帯と、非常に種類が多いわけですが、それぞれのいわゆる対象者リスト、基準日、給付時期、また支援

内容、またさらにこれに子育て世帯への加算、これもあります。この子育て世帯の加算も、先ほど言った区分の

給付金の給付時期と一緒になるのが望ましいんですが、その点についてどうなっているのか。 

 一番の懸念は、課税情報は何を使ってどう入手するのか、これが一番大変かな、困難かなと思います。また、

これは国の事業でもございますから、全国一斉に減税と給付が行われる。そうなりますと、いわゆる人員の不足

にはならないのか、人員確保について、当然委託先を確保しているとは思いますが、この委託先の確保は大丈夫

なのか、この点についてお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 先ほど５つの給付区分を申し上げましたが、このうち住民税均等割非課税世帯、住民税均

等割のみ課税世帯、そして低所得者の子育て世帯への加算、この３つの給付の基準日は、国が目安として昨年12

月１日とお示ししておりますので、本市では同日を基準日としております。また、対象世帯につきましては、令

和５年度の住民税の課税情報等を基に、給付要件ごとに対象者を抽出しており、その課税情報と基準日時点の住

民基本台帳の情報を組み合わせ、給付要件に合致する方を給付対象者としてリスト化しております。住民税均等

割非課税世帯の対象世帯は約４万4,000世帯で、１世帯当たり７万円を給付するもので、昨年12月に補正予算計

上し、現在は給付を開始しております。また、住民税均等割のみ課税世帯の対象世帯は約5,000世帯で、１世帯

当たり10万円を給付するもので、先月専決処分を行わせていただきまして、現在給付に向けた準備を進めており

ます。同じく専決処分を行った低所得者の子育て世帯の対象は、18歳以下の児童で１人当たり５万円を給付する

もので、既に給付を開始している７万円とは別に給付する予定としております。なお、住民税均等割のみ課税世

帯のうち、低所得者の子育て世帯にも該当する場合には５万円を上乗せして給付する予定としています。また、

住民税均等割のみ課税世帯への給付と、低所得者の子育て世帯への加算の給付時期については、今月中に対象と

なる世帯に書類等を送付しまして、来月下旬から給付を開始いたします。 

 次に、残りの２つの給付であります令和６年度に新たに住民税均等割非課税となる世帯と、新たに住民税均等

割のみ課税となる世帯については、現在国から基準日の目安が示されていないことや、令和６年度住民税の賦課



 

 

決定がなされていないことから給付時期については未定でありますけれども、今後対象世帯の速やかな給付がで

きるように準備を進めてまいります。そして、これらの業務は、福祉部地域共生課の給付金グループで行いま

す。職員については、福祉部内及び関係部署とも連携及び協力を図りながら、適正な人員の確保に努めてまいり

ます。また、業務委託としては、現在行っているコールセンター業務や、住民税課税台帳や住民基本台帳から対

象となるデータを抽出する業務などを委託しておりまして、今後も給付金業務に支障が生じないよう、委託先の

確保にも努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 宮本議員。 

○宮本 均議員 ありがとうございました。部署内のことはあえて問いませんが、コールセンター、こちらのほ

うなんですが、このコールセンターの業務、またさらに職員との役割分担というのもあるかと思うんですが、そ

の点について再度お伺いいたします。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 コールセンター業務は、主に給付金制度全般に関すること、また申請書類の進捗状況の確

認や送付、再送付に関する問合せ対応などを行っております。コールセンターは、庁舎外と庁舎内の２か所に設

置しております。市民からの問合せは、まずは庁舎外のコールセンターで対応することとしており、周知用チラ

シや市のウェブサイトにこの電話番号を掲載し、最大13名で対応に当たっております。また、庁舎内のコールセ

ンターでは常時２名を配置し、市に直接問合せが入った場合などに対応しております。また、コールセンターで

の対応が難しい個々の課税状況に関することや、住民税全般に関する内容などについては、市の職員が対応する

こととしております。 

 コールセンターは、これまで最も多かった日で約560件のお問合せに対応しており、コールセンターが初期対

応を行うことで市職員の問い合わせ対応による負担は大幅に縮減しております。コールセンターと市職員の役割

分担を明確にすることで、市職員は書類の審査や給付手続等に専念でき、速やかな給付金の支給につながるもの

と認識しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 宮本議員。 

○宮本 均議員 ありがとうございました。まだ基準日が未発表の部分で、準備はしているけれどもまだ取りか

かれない状況というのもよく理解はしているんですが、要は、これは来年度から始まる部分も含めると、ほぼほ

ぼ通年通してこの給付事業が続く形になるかと思いますけれども、その際、本当に福祉部は非常に業務が煩雑、

増えて大変かと思いますが、コールセンターも対象者は自分がどこの分類で、いつ入るのかというところが一番

の聞く内容かとは思います。ですから、前よりも問合せは非常に多くなるんではないかなという気がするので、

大変な中ではございますが、来年度のこの給付事業、よろしくお願いいたします。 

 福祉部に関しては以上です。 

 続いて、財政部の答弁の件でお伺いをいたします。 

 これも最後に残った１つの給付なんですが、いわゆる定額減税し切れないと見込まれる方への給付について、

こちらも実は先週までの基準日がまだ発表になっていないので、いつか出ないかと思って調べていたんですけれ

ども、ちょっと私のほうでは把握はしておりません。また、不足額の算定、入手可能な課税情報等についてお伺

いいたします。 

○稲葉健二議長 田中財政部長。 

○田中雅之財政部長 お答えいたします。 



 

 

 まず、定額減税し切れないと見込まれる方への給付の基準日ということでございますが、給付額の算定等の事

務処理を進める目安となる事務処理の基準日は、令和６年６月３日とすることが昨日国から示されたところでご

ざいます。また、給付の算定方法につきましては、所得税と個人住民税で個々に減税し切れない不足額を算定

し、給付額を決定することとなっておりますが、この給付の算定に用います課税情報につきましては、個人住民

税につきましては令和５年分の確定申告書や給与支払報告書などの課税情報により算定を行うことができます

が、所得税につきましては、各自治体で所得税の課税情報を把握しておりませんことから、今回の事務を進める

に当たりましては、国のほうから個人住民税の課税情報を基に所得税額を推計するソフトの提供が示されてお

り、本市ではこれに基づき算定をする予定としております。 

 なお、所得税と個人住民税から定額減税し切れないと見込まれる方への給付額につきましては、それぞれの不

足額を合算して、合計額を切り上げて１万円単位で給付することとなっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 宮本議員。 

○宮本 均議員 ありがとうございました。この定額減税し切れないと見込まれる方の給付というのも、実はこ

れ、政府間の中で公明党が強く主張をして、いわゆる救済措置として最後に設けられた部分なんです。最初は喜

んだんですけれども、実際やる立場になるとえらい面倒なことになったという感想もございますが、これでほぼ

ほぼ給付、減税も含めてカバーはできたかとは思います。ただ、まだすぐ取りかかれないという歯がゆいところ

もございますが、どうか来年度、大変な中ではございますが、しっかりと給付事業、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上で質問を終わります。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

午後４時48分散会 

 

 

 



 

 

 

第  ３  日 

 

令和６年２月 26 日（月曜日） 



令和６年２月市川市議会定例会議事日程（第３号） 

令和６年２月 26 日（月曜日）午前 10 時開議 

 

第１ 議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

第２ 議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

の廃止について 

第３ 議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

第４ 議案第58号 市川市税条例等の一部改正について 

第５ 議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について 

第６ 議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第７ 議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について 

第８ 議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について 

第９ 議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

第10 議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について 

第11 議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正に

ついて 

第12 議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部改正について 

第13 議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

第14 議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型 

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の一部改正について 

第15 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 

第16 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

第17 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第18 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第19 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号） 

第20 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

第21 議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

第22 議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号） 

第23 議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算 

第24 議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算 

第25 議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算 

第26 議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 

第27 議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算 

第28 議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について 

第29 議案第83号 財産の減額貸付について 

第30 議案第84号 財産の減額貸付について 

第31 議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について 

第32 議案第86号 教育委員会委員の任命について 



第33 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

第34 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

第35 諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

第36 報告第30号 専決処分の承認を求めることについて 

第37 報告第31号 専決処分の報告について 

第38 報告第32号 専決処分の報告について 

（代表質問） 日 本 共 産 党 廣田德子議員 

 清 風 い ち か わ 竹内清海議員、石原みさ子議員 

 市 民 ク ラ ブ 中町けい議員 

――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

日程第２ 議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する

条例の廃止について 

日程第３ 議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第４ 議案第58号 市川市税条例等の一部改正について 

日程第５ 議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について 

日程第６ 議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第７ 議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について 

日程第８ 議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について 

日程第９ 議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

日程第10 議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について 

日程第11 議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改

正について 

日程第12 議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正について 

日程第13 議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

日程第14 議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密 

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部改正について 

日程第15 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 

日程第16 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

日程第17 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第18 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第19 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号） 

日程第20 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第21 議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第22 議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第23 議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算 

日程第24 議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算 



日程第25 議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算 

日程第26 議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第27 議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算 

日程第28 議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について 

日程第29 議案第83号 財産の減額貸付について 

日程第30 議案第84号 財産の減額貸付について 

日程第31 議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について 

日程第32 議案第86号 教育委員会委員の任命について 

日程第33 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第34 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第35 諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第36 報告第30号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第37 報告第31号 専決処分の報告について 

日程第38 報告第32号 専決処分の報告について 

（代表質問） 日 本 共 産 党 廣田德子議員 

 清 風 い ち か わ 竹内清海議員、石原みさ子議員 

 市 民 ク ラ ブ 中町けい議員 

――――――――――――――――――――――――― 
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会    議 

午前10時開議 

○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第１議案第55号市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてから日程第38報告第32

号専決処分の報告についてまでを一括議題といたします。 

 これより代表質問を行います。 

 順次発言を許可いたします。 

 日本共産党、廣田德子議員。 

〔廣田德子議員登壇〕 

○廣田德子議員 おはようございます。日本共産党の廣田德子でございます。会派を代表して質問をさせていた

だきます。 

 2024年の幕開けは、能登半島の地震に始まりました。新年を迎え、家族が集まり、どんな１年にしようか、よ

い年になるようにと願った、そのときに起きました。お亡くなりになった方々の御冥福と、その御家族や被害に

遭われた方、全ての皆様へお見舞いを申し上げます。一日も早い復興を願わずにはいられません。 

 阪神・淡路大震災以降、新潟中越沖、東日本、熊本、北海道、そして能登半島など、いつどこで起こるか分か

りません。もし大きな災害が起こったとき、本市における病院の収容はどれだけ可能なのか、医師は十分なの

か、市民の命を守るには電気や水などライフラインは大丈夫なのかと考えると、大変不安です。新年度の予算が

市民の安全、安心な暮らしにどれだけ寄与しているのか、そんな視点で伺っていきたいと思います。 

 それでは、質問に移ります。 

 最初の大項目、議案第60号市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてです。 

 市川市あおぞらキッズにおいて、今回の一部改正で福祉型児童発達支援センターから児童発達支援センターに

変わり、福祉型という言葉が外れました。業務の変更はあるのか、子どもたちへの影響はないのか伺います。 

 次の大項目、議案第65号市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部

改正について、改正内容と効果について伺います。 

 次の大項目、議案第66号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部改正について、改正内容と効果について伺います。 

 次に、令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算における保険税率引上げの効果及び影響について伺いま

す。 

 この４月からの値上げは、千葉県は１か所を除き、４月から全て値上げになるということです。新年度におけ

る税率値上げによる効果は７億円との試算だったと思います。実際にはどのくらいの効果になっているのか伺い

ます。 

 次の大項目、介護保険の保険料率見直しについてです。 

 今会計は赤字にはなっていません。しかし、今回３年に１度の見直しで、第１号被保険者の保険料の改定をな

ぜ行うのか伺います。 

 次の大項目です。高齢者への支援について伺ってまいります。 

 （1)として、はり・きゅう・マッサージ施術扶助費の減額についてです。新年度の予算では、はり・きゅう・

マッサージ施術扶助費が減額になっています。回数にすると6,120回分です。 



 そこで伺います。これまでの利用状況、直近３年間の利用者数、利用実績の推移と、新年度予算の減額の内容

と経緯についてお答えください。 

 (2)配食サービスの充実についてです。以前から安否確認を含め、高齢者や障がい者の配食を本市は行ってい

ます。市内には20者近く配食業者があり、市川市からの委託を受けたいという業者もあります。しかし、2018年

６月議会で配食サービスについて質問をさせていただいたところ、事業を開始した平成６年から、十分なノウハ

ウがある市内の社会福祉法人への委託により事業を開始した経緯だということ。一般競争入札に付さない理由と

して、採算性の問題があるということでした。本市配食サービスは、単にお弁当を配るだけではなく、見守りや

安否確認とともに、栄養に配慮した生活相談までを業務の範囲として、３者の社会福祉法人が行っていて、変更

するつもりはないということでした。しかし、昨年度途中から民間業者が参入し、今年度から全て民間が行って

いるようです。このことによる変更点や利用者の反応などについて伺います。 

 (3)高齢者等世帯ごみ出し支援の拡充についてです。この制度をつくっていただき、今年で４年目になりま

す。私の住んでいるマンションでアンケートを取り、生活の中で困っていることを聞いた際、ごみ出しが困難だ

という回答が一番多くありました。この事業は、毎年利用者も増え、予算も増えています。そこで、高齢者等世

帯ごみ出し支援制度の現状と課題について伺います。 

 (4)として、認知症総合支援事業・生活支援体制整備事業の業務の見直しについて伺います。新年度、認知症

地域支援推進員と生活支援コーディネーターを増員する考えについて伺います。 

 次の大項目は、防災行政についてです。 

 避難所での生活が心配されます。能登半島の避難所の体育館では、段ボールで仕切られ、プライバシーが守ら

れているのだろうか、周りに気を遣い過ごしているのではないか、睡眠は取れているのだろうか、車の中で避難

されている姿を見ると、寒くないのかな、体のどこか痛くはないのかと大変心が痛みます。 

 そこで(1)として、地域避難所の備品等について伺います。 

 そして(2)は、能登半島地震の報道を見ますと、災害が発生した場合には、その影響により、病院などの機能

が大幅に制限されてしまうため、ＤＭＡＴなどの医療チームが応援に入っているようです。もし本市に大規模な

地震が発生した場合、本市の医療救護体制はどのようになっており、けがをした場合、どこに行けばいいのか、

災害時の保健医療体制の現状及び今後について伺います。 

 次の大項目は、保育行政についてです。 

 (1)こども誰でも通園制度（仮称）について、この事業は、国のこども未来戦略の中に明記され、試行的に公

募で選定されたものです。自治体の人口によって補助単価が違います。市川市では１億円を超える金額になりま

す。既に2023年から施行している自治体もあります。2025年には、地域子ども・子育て支援事業として制度化を

し、2026年からは、仮に自治体の準備が間に合わなくても経過措置を設け、実施させていこうというものです。

保育園や保育園で働く人の声を聞いた事業とは思えません。認可施設に通っていない生後６か月から満３歳未満

が対象です。認可外保育園・保育施設に通っている同じ年齢の子も対象になっています。また、１か月10時間の

利用時間ということです。本市の取組について伺います。 

 (2)運営費における人件費割合の公開についてです。令和５年２月議会一般質問の再質問において、私は保育

施設の人件費比率を公表する仕組みとすれば、それを見た保育士などが、より人件費比率の高い施設へ就職しや

すくなり、賃金確保と保育士確保の両方につながるのではないか、市の見解を伺いますという質問をしました。

その際、本市においても実施に向けて検討していきたいとの答弁をいただきました。その後の検討状況を伺いま

す。 

 (3)として、配置基準の改正で、保育士不足はどの程度影響するのか。子どもたちにもう１人保育士をと、名



古屋市の保育士などからスタートしたこの運動は、全国に広がりました。75年間も変わらない日本の保育士配置

基準、これを改善を求めての活動をしています。あまりにも劣悪な配置基準は、子どもたちの命にも関わる重大

な事故の大きな原因となっているだけではなく、子どもの発達や意見表明権、遊びの多様性を保障することを困

難にしています。市川市議会においても、保育士配置基準の引上げを求める意見書が全会派一致で可決されまし

た。2024年度から配置基準の改善が行われます。４、５歳児、30対１から25対１、３歳児は2015年から国は加配

対応をされていましたが、こちらも20対１から15対１、改定を行うこととなりました。大変うれしいことです

が、保育士不足の現状から、どのような影響があるのか伺います。 

 次の大項目は、少子化対策についてです。 

 本市における子育て支援策が少子化対策に結びついているのか。今、子育て中の御家族から、市川市の子育て

支援はとてもありがたい、給食の無償や医療費の助成が18歳までになって助かっているとの声を多く聞いていま

す。ここ数年であっという間に充実してきたように思います。しかし、これらの支援がすぐに少子化対策に反映

されるものではないと考えます。どのように結びついているのか伺います。 

 (2)として、今後の少子化対策の考えについてです。子育て支援は文字どおり子育て中の家族、あるいは、今

後どこで子育てをするかの判断指標になります。しかし、結婚をするか子どもを産むかの選択は、それ以前の問

題です。大きく世の中が変わり、オンラインで仕事ができ、地方で暮らすことも可能です。少子化対策は、もっ

と広い年齢層や男女を問わずでかけることが必要だと考えます。本市の考えを伺います。 

 次の大項目です。護岸を含む塩浜２丁目の新たなまちづくり計画についてです。 

 (1)として、塩浜２丁目の新たなまちづくりについて、ＪＲ京葉線は海沿いを蘇我から東京まで走る。強風に

は弱いですが、私は窓から見える景色が好きです。昨年できた新駅、幕張豊砂はイオンモール幕張に直結してい

て大変便利です。南船橋は、開業43年になるららぽーと船橋があり、国道357号線を挟んで、この春から千葉ジ

ェッツの本拠地になるアリーナが完成します。市川塩浜と新浦安の間は東京湾の眺めを楽しめます。舞浜はディ

ズニーリゾートがあり、その先には観覧車や水族館がある葛西臨海公園と続き、車窓から眺める景色は最高で

す。ここ数年は、どこからこんなに人が集まってきたのかと思うほど、初日の出を見に来る人で塩浜はあふれて

います。今は三番瀬公園ぐらいですが、場所は多くの人に知られています。そこで、昨年行われたサウンディン

グ調査や施政方針に、「（仮称）塩浜マリンパークの検討」とありますが、大規模な施設整備になると思います。

整備費用や運用方法について、どのように考えているのかを伺います。 

 次に、昨年９月の議会で補正予算に出され、塩浜２丁目の護岸前面海域における覆砂作業に必要なモニタリン

グ調査を行う費用として2,400万がついています。三番瀬は、言うまでもなく多様な自然環境が残され、多くの

生物が生息しています。これを損なうことなく保全していく必要があるとともに、自然環境の再生に取り組み、

次世代に引き継いでいく必要があります。人工干潟などで千葉県三番瀬再生計画の原則である海域をこれ以上狭

めないことを再度お願いしたいと思います。 

 そこで、(2)として、モニタリング調査結果から、誰がどのように判断をするのか伺います。 

 次の大項目は、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯの総括と今後についてです。 

 (1)アンケート結果についてです。実証実験では、参加者を対象としたアンケート調査を行って、経済効果を

試算したということですが、有効な回答件数に基づいた試算だったのか、市の見解を伺います。 

 次に(2)行政ポイントとの関連についてです。イベントの参加者や防災訓練を実施した自治会に対し、どのよ

うな方法で行政ポイントを付与するのか伺います。 

 次の大項目は、環境行政についてです。 

 (1)として、次期クリーンセンターの施設概要の考え方についてです。新クリーンセンターの施設概要を拝見



しますと、焼却能力においては、現在の約７割、破砕能力は現在の３割以下です。先順位者への御答弁で、多少

ごみが減っていることは理解しましたが、人口も減っていない中、この規模では小さいのではと不安に思いま

す。考え方を伺います。 

 (2)として、ごみの減量・資源化をどう進めていくか。先順位者の答弁でおおむね理解しましたが、減量・資

源化を進めるための市民周知について伺います。 

 (3)新クリーンセンターではエネルギーの回収率をどのように考えるか伺います。 

 (4)地域新電力会社の目的について、この項目については、先順位者の御答弁でおおむね理解をいたしまし

た。確かに新しいクリーンセンターができたとき、売電などスムーズに移行できればと思います。しかし、今、

優先すべき事業がある中、急いでつくる必要があるのか疑問です。ここの御答弁は結構です。 

 最後の項目です。市立美術館の開設における市の考えについてです。 

 現在、申し上げたようにクリーンセンターや、また斎場など市民生活に必要不可欠な施設を建て替えることに

なっています。そのような状況の中で、美術館開設に向けた調査研究を行う必要があるのでしょうか伺います。 

 多岐にわたりますが、御答弁よろしくお願いいたします。 

○稲葉健二議長 答弁を求めます。 

 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 私からは大項目、議案第60号、改正内容と今後への影響について、保育行政について及

び少子化対策についてにお答えいたします。 

 初めに、議案第60号、改正内容と今後への影響についてです。発達に課題のある未就学児の児童に療育を行う

施設である児童発達支援センターは、現在その機能に応じて、主に行動、情緒、知的発達に課題のある児童を対

象とする福祉型と、主に運動発達に課題のある児童を対象とする医療型の２つの類型に分かれておりますが、令

和６年４月１日に改正児童福祉法の施行により、この類型の一元化が行われます。これにより発達支援を必要と

している子どもやその家族が、障がいの種別にかかわらず、地域の児童発達支援センターを利用できるようにな

ります。現在、大洲にあるこども発達センターには、福祉型児童発達支援センターあおぞらキッズと、医療型児

童発達支援センターおひさまキッズが設置されております。今回の条例改正の主な内容としましては、法改正に

合わせ、福祉型児童発達支援センターと医療型児童発達支援センターをそれぞれ児童発達支援センターと改める

ものであり、あおぞらキッズ、おひさまキッズの運営については、４月以降も変更はなく、影響はございませ

ん。 

 続きまして、大項目、保育行政について、(1)こども誰でも通園制度（仮称）に関する御質問にお答えいたし

ます。こども誰でも通園制度（仮称）は、全ての子育て家庭を対象とした支援の強化策として、保育所等を利用

していない生後６か月から２歳の未就園児を対象に、月ごとに定められた利用可能な時間枠の中で、就労要件を

問わず、柔軟に子どもを預けることができる新たな制度として国で検討が進められております。現在、国が公表

しております本格実施に向けたスケジュールとしましては、令和６年度は、こども誰でも通園制度（仮称）の本

格実施を見据えた試行的事業として、参加希望のあった全国150程度の自治体において補助金事業として実施す

ることとしております。その後、令和７年度は、子ども・子育て支援法による地域子ども・子育て支援事業の一

つとして位置づけ、実施自治体を拡充し、令和８年度からは、同法律に基づく新たな給付制度を創設し、全ての

自治体で実施するとしております。本市は、昨年12月に実施された令和６年度の試行的事業への参加募集に応募

し、実施自治体として同月末に採択されております。現在、安全に子どもを預かることができる環境整備と人員

の確保を重視しながら実施に向けた検討を行っており、市内３か所の公立保育園において受け入れることを予定

しております。担当スタッフは、保育士資格を有する本市職員とし、保育所の配置基準に準じた職員の配置を計



画しております。試行的事業の利用方法は、国が示す実施要綱に従い、必要なときに利用者が随時予約を行う自

由利用とし、保護者負担は、子ども１人１時間当たり300円を予定しています。今後は、事業の実施に必要な予

算措置をした上で、本年７月から開始できるよう準備を進めてまいります。 

 続きまして、(2)保育施設における運営費における人件費割合の公開についてお答えいたします。市内保育施

設の運営費における人件費比率等の公表については、保育士や保護者にとって必要な情報と考えておりますこと

から、その実現に向けて取り組んでいるところでございます。なお、国においても、昨年公表した子ども・子育

て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議報告書の中で、人件費等の公表の必要について言及し

ているところでございます。本市では、既に令和６年度に人件費比率を公表する予定であることを、市内全保育

施設等に対し通知し、準備を進めており、保育士や保護者から見て理解しやすく、また、人件費比率が高くない

事業者などの権利や利益が損なわれることのない公表となるよう制度を整えているところでございます。 

 続きまして、(3)保育施設における職員配置基準の見直しによる保育士不足への影響についてお答えいたしま

す。現時点で国が公表している資料によると、令和６年度からの職員配置基準は、３歳児が20対１から15対１

へ、４歳、５歳児が30対１から25対１へと改善されます。これにより施設の利用児童数によっては、現状よりも

多くの保育士の配置が必要となることから、全国的に保育士の需要はさらに高まることが予想されます。一方

で、当面の間、国は経過措置を設けて、従前の基準でも運営を可能とする運用として、先んじて新基準を満たし

た施設については、運営費に加算を行う予定と伺っております。また、市内の保育施設の多くが、新基準におい

ても必要保育士数に変化はないことから、現状の配置数で基準を満たせる見込みとなっております。 

 以上のことから、今回の改正により、すぐに影響は現れないと考えられますが、長期的には保育士不足も懸念

されることから、今後も国の動向や保育現場の状況などを注視していくとともに、保育士確保について施策を進

めてまいります。 

 最後に、大項目９つ目、少子化対策についてお答えいたします。本市の少子化の現状といたしましては、出生

数は、令和３年が3,763人、令和４年が3,756人、令和５年が3,492人と減少傾向にございます。一方、合計特殊

出生率を見ますと、令和４年は、本市では1.17で、全国では過去最低を記録する中で、本市は前年と同率を保っ

ております。このような状況の中、本市は少子化対策や子育て世帯の定住促進につながる子育て支援策として、

保育園等の整備のほか、全ての市立学校を対象とした学校給食費の無償化や子ども医療費の高校生相当年齢まで

の拡充、第２子以降の保育料無償化など、数々の重要施策を他市に先駆けて取り組んでまいりました。これらの

取組が目指す仕事と育児の両立支援や、子育てに対する経済的負担の軽減は、若い世代の妊娠、出産に対する不

安を払拭し、中長期的には少子化対策の一助となると認識しておりますが、先進市の事例などを見ますと、子育

て支援の取組が少子化や子育て世帯の定住に効果を現すには数年単位での時間が必要であると考えているところ

でございます。 

 次に、(2)今後の少子化対策の考え方でございます。少子化が進む原因といたしましては、子育てに係る費用

に対する経済的不安のほか、若者の結婚、出産に対する意識の変化やライフスタイルの多様化、非正規雇用の増

加や低賃金など多様な要因が影響しているものと考えております。その対策には多面的な取組が求められること

から、安心して出産や子育てができる町を目指して、引き続き必要な施策を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 私からは議案第65号等６点にお答えします。 

 初めに議案第65号です。市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例は、介

護支援専門員、いわゆるケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所が遵守すべき人員及び運営に係る基準を



定めた条例です。国の基準改正を踏まえました今回の主な改正内容は、ケアマネジャーが担当できる人数の上限

を35人から44人に引き上げました。また、パソコン等のテレビ電話装置を活用したモニタリングの実施が可能と

なりましたので、これまでケアプランの作成のために月に一度利用者宅に訪問して、状況を把握していったモニ

タリングを、遠隔で行うことができるようになりました。これらの改正により、ケアマネジャーにおける人材の

有効活用及び業務の効率化が見込まれるものと考えております。 

 次に議案第66号です。市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例は、原則市川市民のみが利用できる住み慣れた地域で暮らし続けるために位置づけられた小規模の介護サービ

ス事業所が遵守すべき人員及び運営に係る基準を定めた条例です。国の基準改正を踏まえた今回の主な改正内容

は、現行の基準において、管理者は、原則として常勤専従で、管理上支障がない場合は、同一敷地内、または隣

接する事業所の職員との兼務を認めているところですが、提供する介護サービスの質を担保しつつ介護サービス

事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内、または隣接する

事業所ではなくても差し支えない旨を新たに明確化しています。また、訪問系サービス及び通所系サービスの事

業所において身体拘束等の適正化を推進するために、原則身体拘束等を行ってはならないこととし、緊急やむを

得ない場合の身体拘束については、記録を残すことについて新たに規定いたしました。加えて、多機能系サービ

スの事業所において身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催や、指針の整備及び従業者への

研修を行うことも新たに規定しています。これらの改正により、人材の有効活用や身体拘束等のさらなる適正化

が図られ、質の高い介護サービスが提供されることが見込まれるものと考えております。 

 次に、介護保険料の見直しについてです。65歳以上の第１号被保険者が負担する介護保険料は介護保険法第

117条の規定に基づき、市町村が３年に１度見直す介護保険事業計画の中で、３か年の介護保険事業に係る必要

な給付費等から算定し、保険料基準額を設定するものです。令和６年度から８年度の第９期計画においては、介

護報酬の見直しや団塊の世代が次期計画中にゴールドシニアとなることで要介護認定率が増えることが見込まれ

ます。このため、保険給付費は、現在の第８期計画と比べ47.3億円の増となる1,018.2億円と見込んでおりま

す。保険給付費の財源の内訳につきましては、公費が50％、保険料が50％で構成されており、公費については、

国が２分の１、県と市でそれぞれ４分の１の負担となっています。また、保険料につきましては、65歳以上の第

１号被保険者が負担する保険料は23％、40歳以上65歳未満の方が負担する第２号保険料は27％となっています。

これにより、第１号被保険者が負担する介護保険料については、介護保険料基準額を月額6,200円、年額で７万

4,400円、前期第８期計画と比較すると、月額で400円、年額で4,800円増額し、第９期計画期間における介護保

険事業の収支の均衡を図っております。 

 次に、高齢者等への支援の(1)です。はり・きゅう・マッサージ事業は、市民の健康保持・管理に資すること

を目的に、昭和54年より開始した事業で、これまで社会情勢などに応じて適時対象や補助額の見直しを行ってき

ました。現在の支給要件は、65歳以上、または身体障害、療育、精神保健福祉、いずれかの手帳を所持している

18歳以上の方のうち市民税非課税の方に対し、１回につき1,000円分の補助として使える助成券を月２枚、年間

24枚を限度として支給しております。過去３年間の年間利用者は1,500人程度、利用実績は２万4,000枚程度で推

移しており、直近３年間はほぼ横ばいとなっています。令和６年度予算案では、高齢化の進展に伴い、高齢者を

対象とする各種事業の利用者増加や高齢者福祉関連事業の新規拡充を踏まえ、本事業についても見直しを図り、

近隣市の状況等を考慮した上で、助成額を１枚当たり800円に設定したものです。 

 次に(2)です。配食サービスにつきましては、健康的な生活を支援することを目的に、平成６年度より実施し

ております。対象者は市内在住の65歳以上、また、介護保険の被保険者で障がいのある方や要支援以上の認定を

受けている方のいずれかに該当する方のみで生活されている世帯で、身体状況や希望に応じて週に１回から３



回、夕食を自宅にお届けし、併せて安否の確認を行っております。利用者数及び配食実績は令和４年度は376

人、１万9,984食で、ここ数年は減少傾向にありますが、この要因としては、配食サービスを実施する民間事業

所が充実してきており、個々のニーズに応じた選択肢が増えてきたことなどが考えられます。事業開始当時は、

現在のように民間事業者が充実していなかったこともあり、市内複数の社会福祉法人に事業委託して実施してお

りましたが、昨年度、１つの法人から、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により受託継続が困難になったと

の申出を受け、一部の地域にて、令和５年１月より民間事業者に委託をいたしました。今年度は民間事業者によ

る実績も確認できたことから、全ての地域において一般競争入札を実施し、７月より１者２店舗にて実施してお

ります。民間事業者に委託したことにより、利用者の１食当たりの負担額が500円から400円に減額でき、利用者

の負担軽減を図ることができた一方で、利用者からは、これまで慣れ親しんだ味が変わってしまったことに対す

る御意見もありました。今後も栄養豊富でバランスの取れた食事を提供し、利用者に満足いただけるよう、受託

者と協議を重ねてまいります。 

 最後に(4)です。現在、市内全15か所の高齢者サポートセンターのうち、９か所に専任の認知症地域支援推進

員を配置しております。今後、認知症に係る取組をさらに充実させていくため、令和６年度は推進員を増員する

ことで全ての高齢者サポートセンターに配置し、あわせて、高齢者の生活支援や介護予防の基盤整備を行う役割

である生活支援コーディネーターを兼務させたいと考えております。全15か所の高齢者サポートセンターに、こ

の２つの役割を配置することで、地域の社会資源や課題の把握、地域の支援ネットワークの構築や支援ニーズと

サービスのマッチングなど、それぞれの役割において、相乗効果や補完効果につながるものと考えています。認

知症の方に限らず、地域の全ての高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう総合的に支援や取組を推進

してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 私からは大項目の令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算における保険税率引上げの

効果及び影響についてと、防災行政についてのうち(2)災害時の保健医療体制の現状及び今後についてお答えい

たします。 

 初めに、保険税率引上げの効果及び影響についてですが、令和６年度の国民健康保険税の歳入予算額は、加入

者の急激な減少などに伴い、令和５年度比で約２億円の増にとどまっておりますが、保険税率の引上げの効果と

いたしましては、１人当たりの課税額の増加などにより、令和６年度の課税額では約６億円の増加が見込まれて

いるところでございます。 

 次に大項目、防災行政についてのうち(2)災害時の保健医療体制の現状及び今後についてです。大地震発生の

際には、多くの傷病者が停電や断水などにより機能が制限された近くの病院に向かうため、混乱が生じるおそれ

があります。このような災害時の医療体制を支援するため、全国からＤＭＡＴなどの医療チームが組織され、被

災地へ派遣される体制が整えられておりますが、災害の規模によっては、これらのチームが到着するまで日数を

要することも考えられます。このため、本市では震度６弱以上の地震が発生した際には、国府台病院、東京歯科

大学市川総合病院、大野中央病院、急病診療所、行徳総合病院、東京ベイ・浦安市川医療センターの６か所の医

療機関の敷地内に医療救護所を設置する計画となっております。医療救護所は、災害発生時の初期対応として市

が設置するもので、医師会などの医療従事者と市職員が連携し、傷病者のトリアージや軽症者への対応を行うこ

ととしております。これは、市と病院の役割分担を行い、病院でしか対応できない重症者等の処置に専念するこ

とで、災害発生時の混乱を早期に収束させ、病院機能の回復を図るためのものであります。医療救護所の運営に

当たっては、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会など多くの関係者が携わっていること、また、病院



との連携が重要であることから、定期的に市と病院との合同で訓練を実施するなど、災害時の医療救護体制の確

立に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 私からは大項目、高齢者等への支援についてのうち(3)と大項目、環境行政についてに

お答えします。 

 初めに、高齢者等への支援についての(3)高齢者等世帯ごみ出し支援の拡充についてです。現状と課題につき

ましては、高齢者等世帯ごみ出し支援事業は、令和２年６月より開始しており、ごみ集積所にごみを出すことが

困難な要介護の方や障がい者の方を対象とし、玄関前などに出していただいたごみの回収を行っております。マ

ンションやアパートの場合には、手渡しにてごみを受け取っています。また、ごみが出ていなかった場合には、

安否確認のため、事前に届けられている緊急連絡先へ連絡いたします。ごみ出し支援の対象要件につきまして

は、原則として１人世帯で、要介護認定１から５の方、身体障害者手帳１級から３級の方、または精神障害者保

健福祉手帳１級、療育手帳所持者などで構成された世帯となっております。令和６年１月末時点の支援状況とし

ましては、505世帯が利用しており、ごみの回収は週１回、朝８時から市の分別方法に沿って行っております。

ごみ出し支援における課題としましては、収集曜日や時間が指定できないため、ごみを自力で出せない世帯で

は、御家族やケアマネジャーが日程を合わせることが負担となっているという声も聞かれます。また、ごみの受

け取りは原則手渡しのため、マンションやアパートでは収集に来るまで利用者が外出することができず、負担と

なっている場合があります。一方で、収集日に外出する方もおり、安否確認を行うこともあります。そのほか、

戸別収集のため作業時間を要することから、収集車の駐車場所など、他の歩行者や車両への配慮が必要となりま

す。これらの課題に対しては、収集ルートを固定することで回収時間の目安をつけやすくするなど、配慮してい

るところです。 

 次に大項目、環境行政についてです。まず、(1)次期クリーンセンターの施設概要の考え方についてです。次

期クリーンセンターの処理能力につきましては、令和５年４月に改定した市川市一般廃棄物処理基本計画、通称

じゅんかんプラン21に示されているごみ処理量の計画値から算定しております。また、近年、本市におけるごみ

の排出量、処理量は共に減少傾向にあり、さらに、ごみの減量や資源化施策を進めていくことから、対応可能と

判断しております。 

 次に、(2)ごみの減量・資源化をどう進めていくのかについてです。じゅんかんプラン21の重点的に取り組む

事項のうち、広報・啓発の強化においては、これまで「広報いちかわ」や「じゅんかんニュース」などの回覧

や、市公式ウェブサイトによる周知を中心に行ってまいりました。今後は、平成28年から導入しているスマート

フォン向けごみ分別アプリのさらなる活用や、分別方法などをより理解していただけるよう、市公式ユーチュー

ブによる説明動画を充実させてまいります。また、ごみの減量・資源化につきましては、市民の皆様にも当事者

意識を持っていただくことが不可欠であると考えます。今後は、これまでの３Ｒ、リデュース、リユース、リサ

イクルの取組に加えて、ごみになるものを受け取らないリフューズや、末永く修理して使うリペアにも取り組む

など、市民の皆様の理解と協力がさらに進むよう、周知の方法について検討してまいります。 

 次に、(3)エネルギーの回収率をどのように考えるかにお答えします。平成28年に策定した次期クリーンセン

ター施設整備基本構想において、施設設備に対し５つの基本方針を定めております。この基本方針の１つとし

て、効率的に熱エネルギーを回収する施設とすることを定めております。これを実現するための指標としてエネ

ルギー回収率があります。これは、ごみを焼却した際に発生する熱エネルギーを電気や熱源としてどれだけ活用

できるかを示すものです。技術の進歩により、近年整備された本市と同等規模のごみ焼却処理施設のエネルギー



回収率は、平均すると約20％でありました。そのうち最も回収率の高い施設が22％以上を求めていたことから、

本市においてもこれを参考にし、今後決定してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 私からは大項目、防災行政についての(1)避難所の備品等の充実についてお答えしま

す。 

 本市の避難所開設につきましては、事前に対応を定めており、市内で震度５弱を観測した場合には、あらかじ

め小学校区防災拠点要員として指名された職員が各小学校に参集して、避難所の開設に向けた準備を行います。

また、震度５強以上を観測した場合には、災害対策本部の指示を待たずに避難所を開設することになっておりま

す。いずれも参集した職員が学校を解錠して施設の安全確認を行い、安全が確保された場合に、避難所の開設を

行う手順となります。そのため、各学校には、施設の安全確認を行う資機材や避難所運営に必要な事務用品をは

じめ、体育館に敷き詰める避難所用マット、プライバシー確保のためのテント、停電対策として備えている蓄電

池やバルーンライトなど様々な資機材を保管しております。これらは主に校庭に設置している防災倉庫に保管し

ておりますが、一部の学校では空き教室などを利用している場合もございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 私からは大項目、護岸を含む塩浜２丁目の新たなまちづくりについての(1)塩浜２

丁目の新たなまちづくり計画についてお答えいたします。 

 塩浜２丁目市有地活用に関するサウンディング調査では、整備する施設のアイデアのほか、企業等の参入を希

望しやすい整備手法についても聞き取りを行いました。調査結果としましては、ＤＢＯ方式、ＰＦＩ方式、定期

借地権方式等の提案がございました。ＤＢＯ方式とは、民間事業者等のデザイン・ビルド・オペレート、つま

り、設計、建設、運営を一体的に行う手法で、事業費に係る市の資金調達の縮減への期待のほか、補助金や交付

金、起債といった地方公共団体に認められた資金調達手段の活用の検討を可能とします。ＰＦＩ方式は、民間事

業者の資金と経営能力、技術力を活用し、施設等の設計、建設、運営等を行う手法となります。資金調達は民間

が行い、施設を整備した後、市は指定管理者制度等を用いて委託料を支払う事例などが挙げられます。定期借地

権方式については、市有地を貸し付け、民間事業者による施設の設計、建設、運営を行う手法となります。事業

用の定期借地権を設定するためには、10年以上50年未満の存続期間を必要とし、長期的視点に立った事業の推進

を必要とします。 

 塩浜２丁目については、年間を通じて人々が集い、にぎわいのある空間を創出したいと考えていることから、

民間事業者のノウハウや活力を最大限に活用することを検討しており、調査結果を踏まえ、引き続き効果的な事

業手法を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 秋本行徳支所長。 

○秋本賢一行徳支所長 私からは大項目、護岸を含む塩浜２丁目の新たなまちづくりについてのうち(2)干潟整

備の実施について、モニタリング調査結果から、誰がどのように判断するかについてお答えをいたします。 

 モニタリング調査につきましては、塩浜２丁目階段式護岸の前面に干潟を整備するに当たり、覆砂を行う海域

の環境変化を調べるため、覆砂の前、整備工事中、工事完了後の翌年まで、秋冬期と春夏期の年２回、継続的に

実施するものです。なお、現在は覆砂前の秋冬期の調査が変更したところであります。調査は、底質、水質、海

生生物、地形の４項目について行うもので、本市が施行した市川漁港整備工事や、千葉県の塩浜護岸整備事業の



際の調査内容と同様のものとなっております。この調査結果につきましては、海域の環境変化の状況や、それに

伴う影響の有無などについて分析を行い、海洋工学の専門知識を有する学識者の意見も伺いながら、干潟整備事

業を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 私からは大項目、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯの実証実験の総括と今後についてお

答えをいたします。 

 初めに、(1)アンケート結果についてです。実証実験では、消費の動向やＩＣＨＩＣＯの改善点を把握するた

め、参加者１万5,000人を対象に３回のアンケート調査を実施し、１回目は2,350人、２回目は757人、３回目は

1,158人の方から回答をいただきました。御質問の経済効果を試算するために行った２回目のアンケート調査で

は、757人の方から回答をいただいております。統計上では、アンケートに必要な回答数の目安は、対象者が１

万5,000人の場合、およそ400人とされています。今回の調査では、目安とされる400人を上回る回答数を得たこ

とから、アンケート調査は有効なものと考えております。 

 次に、(2)行政ポイントとの連携についてです。行政ポイントをイベント参加者に付与する方法は、参加者が

アプリのカメラ機能で会場内に設置された二次元コードを読み取ると、即時にポイントが入金されるというもの

です。このほか、ポイントが入金されているカードを配付する方法もございます。自治会に付与する方法は、訓

練が終わった後にデジタル地域通貨運用システムの機能を使って自治会が所持するカードへポイントを入金いた

します。なお、自治会のカードにつきましては、実証実験の行政ポイント事業で自治会に加入した世帯に1,000

ポイントを付与した際に、500ポイントを付与したカードを自治会へ配付をしております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 私からは大項目、市立美術館の開設における市の考え方についてお答えいたします。 

 美術館の開設に向けた調査研究の必要性についてであります。美術館の開設につきましては、これまでも多く

の市民の方々より要望が寄せられてきたところであります。御質問者の言われますとおり、現在、本市におい

て、クリーンセンターや斎場などの市民生活に必要な公共施設の建設計画が進行しているところであります。一

方で、本市が住みたい、住み続けたいと思っていただける持続可能な町を目指すに当たり、美術館の開設という

本市の特徴である文化都市市川の魅力を生かしたまちづくりを進めることも、必要かつ重要な施策の一つである

と考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 答弁が終わりました。 

 廣田議員。 

○廣田德子議員 御答弁伺いました。順に再質問させていただきます。 

 まず、議案第60号についてです。法改正によって福祉型と医療型という文言がなくなっても、各キッズの運営

自体に影響がないことが分かりました。あおぞらキッズ、おひさまキッズの在園児数とどのような支援を行って

いるのか伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 令和６年２月１日現在、あおぞらキッズには発達に課題のある26名の園児が在籍しており、保育士、児童指導

員、心理士、言語聴覚士などの専門の職員を中心に、子どもが目で見て分かるように、活動の流れを文字ではな



く、写真や絵を行う順番に並べて伝えたり、遊びたいおもちゃを写真の中から子どもが選んで職員に要求を伝え

るなど、視覚支援を取り入れたコミュニケーションを行っております。また、肢体不自由児を対象としたおひさ

まキッズの在園児数は15名で、保育士、児童指導員、看護師などの専門職を中心に、手遊びや歌遊びなどを通じ

て、子どもが楽しみながら体の緊張をほぐしたり、五感に刺激を与え、発達を促すための療育を行っておりま

す。さらに、理学療法士や作業療法士が肢体不自由のあるお子さんへの正しい姿勢の取り方や食事介助の仕方に

ついて、保護者とともにリハビリテーションを行うなど、医療の専門職と連携しながら、子どもの発達状況に合

わせ、日常生活を送る上で必要な機能の維持、向上を図るための援助を提供しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 それぞれの在園児数、どのような支援を行っているのかについては理解いたしました。定員ま

では今いないようですが、各キッズの利用児童数が定員を満たした場合、職員の確保はできているのか伺いま

す。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 利用定員は、あおぞらキッズが50名でおひさまキッズは40名となっております。あおぞらキッズには、児童指

導員及び保育士を配置しており、おひさまキッズでは、児童指導員及び保育士、看護師のほか、理学療法士、ま

たは作業療法士を配置しております。どちらも基準に定められた人員を配置しており、利用定員を満たした場合

においても、職員の確保はなされております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 引き続き支援の必要な子どもたちが安心して健やかに成長できる場として充実していただくこ

とをお願いして、次に進みます。 

 次の大項目、議案第65号についてです。ケアマネジャーが担当できる人数の上限を引き上げることや、テレビ

電話装置等の活用をして、モニタリング実施により人材の有効活用及び業務の効率化が行われるということです

が、各地で言われているケアマネジャー不足が理由としか思えません。改正内容と現場における現状について再

度伺います。今回、担当できる人数の引上げは、現場において負担となり、また、全ての利用者がテレビ電話装

置を持っていると考えにくく、改正のレールに乗せることは難しいと考えます。そこで、この改正に関する事項

について、市川市としてはどのように考えているのか伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 現在の居宅介護支援事業所の費用基準においても、ケアマネジャーが行う業務の負担を軽

減するなどの目的で事務職員を配置している事業所や、通信情報機器を用いて業務を行っている事業所では、上

限が44人となっており、今回の改正はこの費用基準との整合性を合わせるものと認識しています。市内の事業所

のうち、この事務職員の配置などの要件を満たしている割合は全体の３割程度であり、また、全ての利用者がパ

ソコン等のテレビ電話装置等を持っていない状況もあることなどから、ケアマネジャーの受持ち人数やモニタリ

ングの実施方法については、事業所ごとの考え方や運営方針によってそれぞれが判断するものと考えておりま

す。市といたしましては、事業所に対し、改正内容について丁寧に説明していくとともに、改正後も適切な介護

サービスにつなげられるよう、引き続き支援してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 



○廣田德子議員 市が運営している事業所がないために、事業所任せになっていると思います。国の制度ではあ

りますが、介護職員の処遇改善をしなければ、人員不足は解決しません。結果、受持ちの人数を増やすことにな

ります。ケアマネだけではなく、ヘルパーも不足しています。オーストラリアでは、ヘルパーは全て公務員だそ

うです。専門性が必要な仕事にもかかわらず、日本の国の審議会では、誰でもできる仕事という意見が出されて

いるようで、大変残念に思います。 

 次に大項目、議案第66号について伺います。内容を伺いました。介護サービスの質を担保しつつと言います

が、管理者が兼務できる事業所の範囲を広げることは、業務の拡大にもつながり、負担も増えます。また、身体

拘束については、原則行ってはいけないとしつつも、緊急ややむを得ない場合は記録を残すことで可能としてい

ます。人手が足りない現場では、全てがやむを得ないとされるのではないでしょうか。今後注意していかなけれ

ばなりません。いずれにしましても、介護現場の改善を求めていきます。 

 次に、令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算における保険税率引上げの効果及び影響について伺いまし

た。令和６年度の国民健康保険特別会計の収支の見通し、赤字状況はどのようなものになっているのか伺いま

す。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 令和６年度当初予算では、一般会計からの赤字繰入金が約14億5,000万円となっております。これに国民健康

保険財政調整基金からの繰入金８億2,000万円を加えた実質赤字額は約22億7,000万円となっており、令和５年度

当初予算との比較では、実質赤字額は約４億1,000万円増加しております。赤字拡大の主な原因ですが、国民健

康保険事業費納付金の軽減措置が令和５年度で終了したため、令和６年度の国民健康保険事業費納付金が増加し

たためとなっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 県の第２期国保運営方針案では、令和11年度までに納付金ベースの統一を行うとしています

が、これに向けた課題を本市としてはどのように考えているのか伺います。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 納付金ベースでの国民健康保険税水準の統一につきましては、県は国民健康保険事業費納付金の算定におい

て、令和７年度から医療費水準の反映を段階的に縮小し、令和11年度に廃止するとしております。現状、本市は

県内他市に比べて保険税水準が低いため、保険税水準の統一に向けては相当程度の保険税率の引上げが必要とな

ることが見込まれますことから、可能な限り加入者への影響が少なくなるよう、保険税との見直しを計画的に進

めていく必要があるものと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 現在でも保険税が高くて払えない世帯が多くあります。また、この上、税率が引き上がること

によって払えない世帯が多くなることが想定されますが、令和６年度も短期被保険者証を交付するのか伺いま

す。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 これまで本市では短期被保険者証を交付して納税相談の機会確保を図ってまいりましたが、国は来年度中に被



保険者証を廃止するとしております。このため、本市では令和６年度は短期被保険者証の交付を取りやめ、有効

期間が１年間となる一般被保険者証を交付する予定としております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 国は公的医療保険料に上乗せして徴収する子ども・子育て支援金を2026年の４月に創設し、初

年度は１人当たり平均約300円弱、28年度には500円弱に増えると試算をしています。次元の異なる少子化対策に

向け、新たな負担が生じることになります。また、今月22日の予算委員会の中では、この負担額が加入している

保険制度の種類によって金額が異なることが分かりました。1,000円を超える人が出てくる可能性があることが

明らかになりました。児童手当や育児休業給付の拡充など、国の少子化対策には、今後３年間に最大年３兆

6,000億円の財源が必要となり、支援金を財源確保策の柱の一つと位置づけているということです。しかし、こ

れから結婚、出産したい低所得者を支援するのが本来の少子化対策で、そこからお金を徴収するのは本末転倒と

いう、そういった指摘をする声もあります。都道府県国民健康保険運営方針策定要綱の冒頭に、「国民健康保険

は、被用者保険に加入する者等を除く全ての者を被保険者とする公的医療保険制度であり、国民皆保険の最後の

砦である」と、今でもきちんと書かれています。しかし、この間、算定方式などを市町村任せにしてきたことで

運営方法が異なり、国保加入者の負担も増えています。国が公的医療保険だと言うのであれば、加入者の負担を

軽減するべきです。一般会計からの繰入れや財政調整基金からの繰入れを今後ともできるように国に求めていた

だきたいことをお願いして、次に進みます。 

 次に、介護保険の保険料率の見直しについてです。御答弁にありましたように、団塊の世代がこの第９期期間

中に75歳以上になることで、要介護・要支援認定率が増える見込みとのことです。74歳以下と75歳以上の認定率

の割合はどのくらい違うのか伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 昨年９月現在、本市における74歳以下の要介護・要支援認定率は4.2％、これに対して75

歳以上のゴールドシニアの認定率は28.7％と、ゴールドシニアの要介護・要支援認定率の割合は74歳以下と比較

して約７倍となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 かなり増えることは分かりました。やはり健康寿命日本一にしていかなければいけないんだな

ということが改めて分かります。 

 次に、介護保険事業財政調整基金にはある程度の積立てがされていると思います。第９期計画の算定において

基金がどのように活用されたのか伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 介護保険事業財政調整基金は、令和５年５月末現在、約22億円の保有高となっておりまし

た。ここから令和５年度当初予算に計上している基金の取崩し額である約４億円を差し引いた残額の約18億円を

取り崩し、次期第９期の介護保険料上昇の抑制のために充当することとしています。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 低所得者層にとって国保税率の改定とのダブルパンチは非常に生活を困難にします。保険料の

増が負担になると思います。そこで今回、低所得者に対して市が配慮したということですが、どのようなものな

のか伺います。 



○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 国からは介護保険料見直しの方向性として、第１号被保険者の低所得者の乗率を引き下げ

た分、高所得者の乗率を引き上げ、さらに所得段階を増やすなど、第１号被保険者間での所得再分配機能を強化

することにより低所得者の介護保険料の上昇を抑制するよう示されました。本市では、国の考え方を踏まえ、独

自に低所得者の乗率の引下げや、平均所得金額以下の乗率の据置き、また高所得者の乗率を引き上げる乗率設定

を行うなど、低所得者の負担軽減になるように配慮し、介護保険料の上昇をできる限り抑制できるよう努めてお

ります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 配慮していただいたことは分かりますが、結果、基本が上がっているので、改定率を下げても

10円の値上げということで、結果、値上げには変わりません。ますます負担が増えることは明らかです。所得も

年金も上がらない。物価高騰の中で負担軽減の施策をお願いして、次に移ります。 

 高齢者等への支援についてです。(1)利用者と実績がほぼ横ばいで、平均15枚程度利用していると思われま

す。平成18年度に支給対象者が所得制限により、市民税個人非課税者に変更になった際には、急激に仕事は減

り、施術者にとっても大きな痛手だったと聞いています。今、世界各国で統合医療の考え方が浸透しており、そ

の中でもはり、きゅう、漢方などの東洋医学を積極的に取り入れる機運が高まっています。それに引換え、日本

は西洋医学への依存が極めて高いままなので、当然の結果として、国民医療費が年々増大し続ける事態になって

います。はり、きゅうは、これまで東洋の神秘と言われてきましたが、科学的な治療と言われるようになり、

様々な疾病の治療効果や免疫力を高める効果が見込めるということです。はり・きゅう・マッサージの助成金の

対象を、例えば市民税非課税者から前年度所得300万以下にするとか、45歳以上の国保加入者なども加えるな

ど、ほかの市町村に先駆けて統合医療の充実都市を内外にアピールすることも、市川市にとっても、市民にとっ

ても大きなメリットになるのではないでしょうか。はり・きゅう・マッサージの助成券を使用できるのは、国家

資格を取得し、保健所にきちんと届けを出して市に登録したところのみです。しかし、現状は、整体、ボディー

ケア、もみほぐしなど国家資格を有しない、いわゆる無資格者マッサージ業者が蔓延しており、医学的知識の乏

しい施術者により健康被害が多発しています。これではとても代替医療とは呼べません。有資格者と無資格者の

区別が市民に分かるようにすることも行政の責任ではないでしょうか。もっと有資格者であるということをアピ

ールしてもよいと思います。助成券の枚数や金額の変更は議会を通さず変えることができますが、非課税世帯の

方が高い治療費を出しても通う必要性があることを十分御理解いただき、今後、１回の助成金額の引下げや枚数

の削減は行わないようにお願いして、次に進みます。 

 (2)の配食サービスの充実についてです。市内には民間配食業者が20数者あり、刻み食やカロリー計算、買物

の支援などのサービス、また、配達範囲も広く対応するなど充実してきています。現在の受託業者が選定された

経緯と今後の予定について伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 現在委託している事業者は、昨年４月の一般競争入札により決定した事業者で、７月から

全地域の配食を行っております。一般競争入札に係る仕様の主な内容としては、年度内に市内全域を対象に１万

8,820食を配食することや、御飯を主食とした弁当形式とし、高齢者に適した食事の献立を管理栄養士、または

栄養士が作成することとし、１食当たりのカロリーは600キロカロリー以上、タンパク質は20ｇ以上、食事の形

状は希望に応じて、おかゆや刻み食に対応することなどとしております。また、配達は午後３時30分から午後６

時までとし、利用者本人に声かけを行った上で、手渡しで伝票にサインか押印を受けることなどを要件といたし



ました。当初予算の議決をいただきましたら、４月に委託期間を３年間とする長期継続契約による一般競争入札

を実施する予定です。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 現在、市内20者ほどであれば、各事業者に一般競争入札をする旨のお知らせをしてはどうでし

ょうか。もちろん手を挙げない業者もいるでしょうが、知らせることは必要かと思います。ぜひ御検討くださ

い。 

 次に、(3)高齢者等世帯ごみ出し支援の拡充について、介護認定を受けている高齢者や障がいをお持ちの方が

記入する申請書の簡素化をぜひお願いしたいと思います。例えば地図です。分かりにくい戸建ての家などは目印

が必要ですが、集合住宅であれば、建物の名前が分かれば地図は要らないのではないでしょうか。また、対象と

なる要件の緩和についても伺います。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 申請手続の際には安否確認を行うための緊急連絡先の届出など、必要な書類の提出をお願いしております。今

後、提出書類の簡素化については、関係部とも調整し、精査してまいります。 

 次に、対象要件の見直しにつきましては、要件の拡充により対象世帯が増加することが見込まれることから、

それに合わせて収集体制の整備が必要となります。また、これまで以上に不在時の安否確認の作業増加なども見

込まれます。今後、要件の見直しにつきましては、他市の要件などを調査し、収集実態を踏まえた上で、利用者

や関係部署の意見も聞きながら研究してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 2020年、この制度がスタートしてから、毎年予算も増えています。地域によっては、地域社協

が１回50円でごみ捨てのお手伝いをしているところもありますが、残念ながら全ての地域ではありません。今後

ますます必要になると考えます。様々な点を利用しやすいように、また、利用したい人に情報が届くようにお願

いしたいと思います。 

 次に、(4)独り暮らしの高齢者など認知症の早期発見が難しい方がいらっしゃいます。認知症地域支援推進員

や生活支援コーディネーターを配置することで期待できる効果について伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 認知症地域支援推進員は、認知症カフェや本人ミーティングの開催などを通じて認知症の

方御本人の地域活動などの社会参加を支援するため、地域の幅広い活動主体との連携を推進する役割がありま

す。また、生活支援コーディネーターは、高齢者の生活を支える支援やサービスの把握、ニーズとのマッチン

グ、課題解決に必要なサービスの開発等を進めることにより、高齢者の生活支援や介護予防の基盤を整備する役

割があります。今後全ての高齢者サポートセンターにおいて、このような取組を実践することで、認知症カフェ

や本人ミーティング、また認知症の人に優しいお店の増加など、認知症の方やその御家族の社会参加の推進につ

ながることを期待しています。また、地域における幅広い活動主体や支援関係機関との連携が進むことで、認知

症が疑われる独り暮らしの高齢者など、支援につながりにくいと思われる方々に対しても、早期発見や早期支援

が期待できるものと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 



○廣田德子議員 地域社協などを中心に定期的なサロンを行っているようです。誰でも参加できるような高齢者

の居場所づくりを以前よりお願いしているところです。管理をしてくださる方がいれば、空き家の活用なども視

野に入れていただきたいと思います。 

 次の大項目、防災行政について再質問をしてまいります。(1)避難所開設のために様々な備品が保管されてい

ることは理解しました。避難所用のマットとテントの保管数を伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 避難所用マットは、幅１ｍ、長さ20ｍのものを20ロール配置し、体育館を避難所として開設する際に必要な量

を保管しております。また、プライベート確保のためのプライベートテントは、３人から４人が入れる大きさ

で、屋根があるものを２張り、屋根がないものを25張り、それぞれ保管しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 小学校の体育館などですから、広さが限られていて、一度に多くのテントを張ることはできな

いかと思いますが、避難所には多くの人が避難してきます。避難者数に対してテントの数が少ないように感じま

すが、どのような使い方を想定しているのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 プライベートテントは、発災直後は配慮が必要な方のためや、着替え、授乳などの場所を確保するために、必

要に応じて設置しています。それ以降は、避難所の状況を見ながら設置数を増やしていく考えとしております。

具体的には、避難所開設当初は多くの避難者が集まることが想定され、まずは安全確保を図るため、避難所内へ

誘導し、待機していただくことを優先します。その後、時間の経過や被害状況に合わせ、避難所は御自宅で生活

ができない方々の避難生活の場として運用することとなりますので、このような段階で避難所内のスペースを有

効に活用できるよう、配置場所を調整し設置していく、このように考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 もう一つ伺います。小学校の避難所は体育館に開設されますが、防災倉庫が校舎の２階や３階

の離れている場所に設置されている場合が多いように感じます。これでは避難所の設営に時間がかかり、運搬中

のけがなどにつながる可能性もあると思います。備品が容易に運搬できるように、防災倉庫の場所を配慮してい

ただきたいと思いますが、本市の考えを伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 御質問者のおっしゃるとおり、防災倉庫の設置場所は、学校によっては体育館の近くにない場合もあるのが現

状ですが、これは、子どもたちの活動に支障のない場所として、各学校と協議して決定したものです。災害時の

迅速性や安全性の確保は重要と認識しておりますが、学校運営を制限することがないよう調整することが今後の

課題であると感じております。また、今年度の総合防災訓練では、物資の保管や運搬について、小学校区防災拠

点協議会の委員の皆様からも様々な御意見を伺っておりますので、見直しが可能な部分から改善を図ってまいり

ます。なお、将来的には学校の建て替えなどに合わせ、適切な場所が確保できるよう、関係部署と協議していく

必要があると考えております。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 私も地域防災拠点で避難場所を設定する訓練に参加しましたが、入り口で避難してきた方の名

簿を作成したり、高齢者や支援が必要な方に配慮しつつ受け入れることは大変です。防災用具など、使わないに

こしたことはありません。しかし、混乱しているときにスムーズな準備をするために、用具の確認と訓練はして

おきたいと思います。 

 次に、(2)に進みます。能登半島地震が発生して、そろそろ２か月を迎えようとしています。避難生活が長期

化し、避難者の精神的負担は大きくなり、健康を害し、結果として亡くなる例もあると報道で聞いています。地

震や津波からは逃れたものの、その後の生活で命を落としてしまう災害関連死について伺っていきたいと思いま

す。 

 2016年の熊本地震では、直接亡くなられた方は50人ですが、その後、218人が亡くなられ、８割が70歳以上。

その後の東日本大震災でも、3,794人の関連死が認定されており、９割が70歳以上だったということです。呼吸

器疾患や循環器系が多いそうです。このような災害関連死はどのようなもので、長期的な災害時の保健医療体制

の現状及び今後の取組について伺います。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 災害関連死は圧死などの災害直接死とは異なり、いわゆるエコノミークラス症候群や避難生活による持病の悪

化や感染症などが原因でお亡くなりになることをいい、様々な要因があると言われております。そのため被災地

には、全国から医療チームや保健師等が派遣され、自治体や保健所、医師会と連携し、災害関連死を防ぐ取組を

行っております。本市では、被災時に保健師などの医療専門職を中心に保健福祉活動チームを編成し、感染症の

拡大を防ぐための状況確認や指導、また、避難所の健康観察や運動指導などの活動を実施する予定としておりま

す。災害関連死を防ぐためには、市職員だけではなく、多くの医療従事者の御協力が不可欠であることから、災

害発生時に御協力いただけるよう、医師会をはじめ関係団体とのさらなる連携強化を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 ぜひ市民が安心して日々過ごせるよう、様々な団体と連携を強めていただきたいと思います。

視察に伺うと、議場の机の下にヘルメットが供えてあるところが以前よりも多くなっていると思います。災害は

起きてはほしくありませんが、きちんと備えはしておきたいと思います。 

 次の大項目、保育行政について再質問いたします。(1)こども誰でも通園制度（仮称）において、概要は伺い

ました。子どもを預かるまでの手続の詳細について伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 利用に当たっては、原則として利用を希望する施設に事前登録していただくことを想定しております。保護者

と子どもは、あらかじめ施設において担当保育士や施設長、看護師などと面談し、発育の状況やアレルギーの有

無といった保育に必要な情報を共有いたします。また、保護者が育児に不安を抱えている場合には、育児相談に

も対応いたします。登録後は、定員に空きのある日時に予約を行った上で、サービスを利用していただくことに

なります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 今回の試行的事業では、預かりの利用時間は１か月10時間とのことですが、10時間を超える預



かりの希望がある場合はどのように対応するのか伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 10時間を超える預かりの希望がある場合につきましては、既存の一時預かり事業を御案内することを想定して

おります。この制度では、就労等の要件がない場合でも、１日８時間までの預かりを月２日まで利用することが

可能となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 障がいを持っているお子さんも受入れの対象になっていますが、受け入れる場合の職員の体制

はどのようになっているのか伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 受入れにおいては、障がいの有無にかかわらず、事前面談の際に子どもの状況を確認いたします。特別な支援

や配慮が必要で、より多くの人手を要すると判断した場合は、保育士の増員配置に努めるほか、通常は保育士１

人に対し子ども３人で設定している預かる人数を調整して対応する予定でおります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 ありがとうございます。先ほどもお話ししましたが、国は全国どこでもこの事業を進めようと

しています。国は先々、アプリで近くの空いている保育園を探し、マッチングさせることも視野に入れていると

聞きます。命を預かるということを忘れずに、市民のニーズや預かる側の意見も聞きながら行っていってほしい

と思います。 

 次に、(2)運営費における人件費割合の公開について再質問します。運営費における人件費割合を公表するこ

との効果について、どのように考えていらっしゃるか伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 人件費比率が高い施設が公表されることにより、その施設には人材が集まり、保育の質の向上につながるもの

と考えております。また、保護者にとっては、質の高い保育施設を選択するための判断材料の一つとなることか

ら、公表により職員の処遇及び保育の質が向上するという好循環が生まれることを期待しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 ありがとうございます。規制緩和によって行政から保育園の事業主に支払われる委託費の使い

道が自由化されたことも問題だと思います。近隣市では、同じ保育園で保育士が一度に何人も退職する事態も起

きています。ぜひ早い時期に公表していただき、長期に安心して働ける職場になることを願って、次に進みま

す。 

 (3)保育士配置基準の見直しにより、どのような影響があるかについてです。これについては再質はありませ

ん。数年後には１歳児の配置基準も改定されるということで、そのように言われています。災害時のとき、１人

の保育士が１歳児を６人避難させることは並大抵のことではありません。保育士の確保も急がれます。引き続き

よろしくお願いいたします。 

 次に、少子化対策についてです。(1)については分かりました。 



 (2)今後の少子化対策の考え方について再質をいたします。2022年に日本で生まれた赤ちゃんは77万1,000人で

す。合計特殊出生率は1.26で大変低いものです。しかし、同じ1.26の出生率であった2005年は106万7,000人の赤

ちゃんが生まれています。29万6,000人も多いのは、産む世代の人口が今よりずっと多かったからです。１月30

日、柏で開催された千葉県市議会議長会第４ブロック議員合同研修会で、「人口減少社会を考える―未来への責

任―」での講演内容や、２月12日に行われた千葉県自治体学校の中でも同じような話がありました。我孫子市長

を３期やられた福嶋さんという方は、「実践自治」に寄せられた論文の中に、第１次ベビーブームの団塊の世

代、その子どもたちの第２次ベビーブームに続く第３次ベビーブームが1990年代に起こらなかったことで、今、

子どもを産む世代の人口が少ないことが、既にそのとき確定していたことだと言います。世界的に見れば遅れて

いますが、女性の高学歴、社会進出なども喜ばしいことではありますが、大きな要因です。非正規雇用が増え、

生活の長期安定が見込まれない中で、結婚や出産する年齢が遅れていたり、しなかったりということもありま

す。 

 そこで再質問をさせていただきます。少子化対策は子育て支援策だけではなく、様々な施策を多面的に取り組

む必要があると思います。どのように取り組んでいくのか伺います。 

○稲葉健二議長 小川企画部長。 

○小川広行企画部長 お答えします。 

 本市におきましては、年間出生数、合計特殊出生率ともに緩やかではあるものの減少傾向が続いております。

また、30代から40代前半の、いわゆる子育て世代の転出数が転入数を上回る転出超過が顕著であるという特徴が

ございます。そこで、現行の市川市総合計画第三次基本計画におきまして、子育て世代の定住促進と出生率向上

に向けた具体的な対策を進めるため、実効性、即効性のある取組を講じることとしております。これまでも学校

給食無償化をはじめとする子育て支援施策に加え、仕事と育児が両立できる雇用環境の整備、母子保健医療体制

の充実、住宅生活環境の整備、学校教育の充実など、結婚、出産、子育て、さらにその先に続くそれぞれのライ

フステージに寄り添いながら、様々な分野にわたる施策を多面的かつ総合的に展開してまいりました。少子化対

策は長期にわたる取組が必要となります。本市におきましても、安心して子どもを産み、育て、健やかに暮らし

ていける環境を整えるため、子育て支援策のみならず施策横断的な視点に立ち、全庁的に連携を図りながら、引

き続き少子化対策に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 まとめます。少子化問題は本市だけでどうにかなるものでもありません。しかし、何とかして

いかなければなりません。本市の様々な取組や助成制度など、あるにもかかわらず、該当する人にその周知がさ

れていない、そのようによく言われます。新年度も新しい施策がたくさん出ています。市民への周知をしっかり

していただくことをお願いします。 

 次に大項目、護岸を含む塩浜２丁目の新たなまちづくりについて再質をします。整備手法について３つほど伺

いました。調査結果を受け、検討していくとのことですが、本市としてはどのような整備手法が望ましいと考え

ているのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 多方面からの検討は必要と考えるものの、提案のあった整備手法を参考にしつつ、

可能な限り本市の財政負担を軽減する手法を望ましいものとして考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 



○廣田德子議員 にぎわいのある空間を創出したいとのことですが、市としてはどんな施設を整備したいと考え

ているのか伺います。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 現市民プールには老朽化の課題があり、当該市有地でのレジャー機能を持つプールの活用の可能性を探るた

め、今回のサウンディング調査を行いましたことから、レジャープール等のスポーツ施設の整備を、まずは検討

してまいります。また、多様な世代が集い、海の雰囲気を感じ、楽しみながら過ごすことのできる場所を望まし

いと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 最初に京葉線沿線のお話をさせていただきましたが、市川塩浜にどんなものができるのか、市

民や近隣の人が遊びに来てくれるような施設ができることを望みますが、本市は様々な事業が控えていますの

で、優先順位を十分に考えていただきたいと思います。 

 (2)は伺いました。ぜひモニタリング調査結果の公開と、専門知識のある方の意見を伺って判断していただく

ことをお願いいたします。 

 次に、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯの実証実験の総括と今後についてです。アンケートの集約状況は分かり

ました。キャンペーン中に多くの客を招くのは、ある意味当然です。この事業で店を知ってもらい、何年か後に

も店が存続でき、結果、市内経済が潤ってこそ、この事業の成功ではないのでしょうか。 

 次に、行政ポイントの連携について再質をします。新たな行政ポイントの事業が増えることに伴い、どのよう

に事業の周知を考えているのか、市の御意見を伺います。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 今後、行政ポイント事業を広げていくためには、多くの方に事業を知っていただく必

要がございます。そこで、ポスター、チラシ、「広報いちかわ」などと併せて、アプリのプッシュ通知やＳＮＳ

等を活用して事業を周知いたします。周知に当たりましては、キャラクターのイラストを使うなど、視覚的に分

かりやすい内容といたします。今後、各事業の担当部署と連携を図るとともに、商店会や加盟店の御協力もいた

だきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 実は自治会では、結局、草刈りやパトロールに参加をしてもエコボポイントをうまく活用でき

ていませんでした。地区連合など幾つかに分けて自治会に説明することも必要かと思います。いいことをやって

も、市民に伝わらないのはとても残念です。早めの周知をお願いしたいと思います。 

 また、この事業についての今後ですが、財政に留意し、今回出された多くの行政ポイントの中には、活用しに

くいもの、あるいは、今後こんなものがあったらいいと思うものが出てくるかと思います。きちんと精査をしな

がら、慎重な判断をお願いしたいと思います。 

 次に、環境行政についてです。次期クリーンセンターの考え方は伺いました。先順位者の答弁で、ごみが減っ

ていることや、分別され、資源化も以前より進んでいることなどは理解しました。しかし、かなり容量が小さく

なりますので、(2)の再質で、さらに資源化を進める手法として、店舗等において家庭から出る資源物の回収を

することで、ごみ減量化をさらに進めることができないかを伺います。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 



○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 資源物の回収場所が増えることは、ごみの減量・資源化に寄与すると考えます。既に市内の一部大型店舗にお

いて、家庭からの資源物を回収している事例が見受けられます。その一方で、個人店や小型店舗などにおいて

は、保管場所の確保や維持管理などの負担が大きく、協力が難しいことも予想されます。今後は、この取組を店

舗などにどのように働きかけていくか、仕組みづくりも含めて研究してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 環境行政では、地球温暖化なども含め、課題山積です。次期クリーンセンターの稼働目標時期

まで７年近くありますが、スムーズに事業が進むことを願い、次に進みます。 

 市立美術館の開設における市の考え方についてです。どのような美術館を開設したいと考えているのか伺いま

す。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 お答えいたします。 

 美術館のコンセプト等につきましては、今後、美術館整備に係る検討委員会で検討していただき、これを踏ま

え、新年度以降、基本構想を策定していく予定でございます。なお、本市が開設する美術館であることから、本

市にゆかりのある芸術家等の作品を展示し、これらの芸術家等を顕彰し情報を発信していくことも、美術館の担

う役割の一つになると考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 市内には３つの博物館や東山魁夷記念館など美術館に類似する施設があります。これらの施設

との整合性について、どのようにお考えなのか伺います。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 お答えいたします。 

 本市の３つの博物館は歴史や自然を対象としており、絵画や彫刻、書などを対象とする美術館との関連性は低

いものと認識しております。なお、東山魁夷記念館につきましては、偉大な芸術家である東山魁夷画伯を顕彰す

る施設であり、その絵画を展示していることから、美術館との類似性は高いものと認識しております。この東山

魁夷記念館と美術館との関係性につきましては、今後策定予定の美術館構想の中で定める本市の美術に関する基

本的な考え方を踏まえた上で、その位置づけを検討することになると考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 廣田議員。 

○廣田德子議員 市内にも幾つかの記念館がありますが、芝桜で有名だった郭沫若記念館は、手入れをする人が

いなく、以前のような芝桜は見られなくなりました。とても残念です。美術館については、今年度、令和５年度

の予算にも同額計上されていましたが、何も進んでいないと理解します。検討委員会についても、どのような人

に依頼をするのか、今後どのようなスケジュールで進めていくのか、市民の声は反映されるのか、まだまだ不透

明です。老朽化している公共施設などもあり、これからますます費用がかかると思います。十分な検討をお願い

して、私の代表質問を終わります。ありがとうございました。 

○稲葉健二議長 この際、暫時休憩いたします。 

午前11時43分休憩 

―――――――――――――――――――――――――― 



午後１時開議 

○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１議案第55号から日程第38報告第32号までの議事を継続いたします。 

 清風いちかわ、竹内清海議員。 

〔竹内清海議員登壇〕 

○竹内清海議員 清風いちかわの竹内清海でございます。会派を代表し、通告に従いまして代表質問をさせてい

ただきます。 

 まず、石川県能登半島地震で犠牲になられた方々と御遺族の皆様方にお悔やみを申し上げますとともに、被災

された全ての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 それでは、順次質問させていただきますので、御答弁よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、災害への対応について伺います。 

 元日の夕刻、正月の団らんの時間を襲った能登半島地震では、テレビで津波からの避難を促す映像が流れ続

け、まさに13年前の東日本大震災の記憶が鮮明によみがえり、しばらくすると、朝市で知られた輪島市の延焼火

災の映像が映り、今度は29年前の阪神・淡路大震災の記憶もよみがえってきたことをはっきりと覚えておりま

す。そんな中、石川県知事が都内に出かけており、交通機関が停止したとのことで地元に戻れず、岸田首相と

様々な調整をされたといった情報が流れてきました。地震はいつ、どこで発生するか分かりません。それに備え

るために、自治体のリーダーは24時間365日、地元から離れないということは現実的ではありませんが、市長は

市川市のリーダーとして、責任を持って行政運営を成し遂げるという覚悟が必要だと思います。 

 そこで、市長は施政方針において、「地方行政を預かるリーダーとして、まずはどんなことがあっても市民の

生命と財産を守ることに全力を尽くすことをお約束します」と述べておりますが、どのような方向性で市民の生

命と財産を守っていく考えなのか伺います。 

 続いての質問は環境政策についてです。 

 田中市長は、就任時から一貫して地球温暖化対策を訴えています。そして、平田仁子氏を政策参与に招くとと

もに、市長公室にカーボンニュートラル推進課を設置するなど体制も強化してきました。とはいえ、世界規模の

大きな課題ですから、国を挙げてもなかなか目に見える成果が出づらく、地球温暖化対策の難しさを改めて感じ

ているところです。 

 そのような中、今回の施政方針では、「今できる最善の取り組みを地方が率先して行うことが極めて重要で

す。温室効果ガスの削減目標を明確にし、再生可能エネルギーへの転換を進めるとともに、市民一人ひとりに危

機意識が醸成され、自分の事として行動できるようさらなる普及啓発を行ってまいります」とあります。そこ

で、市は温室効果ガスの削減目標をどのように設定し、そのためにどのような施策を進めていくのか。また、ど

のようにして市民一人一人の意識を高めていくのか、その考えを伺います。 

 次に、イの項目につきましては、先順位者への答弁で理解いたしましたので、答弁は結構でございます。 

 続いてウの質問になります。こちらも施政方針では、「住宅の断熱化や太陽光発電の更なる促進、電気自動車

の普及、一宮町との連携協定を活用した森林環境整備事業など、さまざまなカーボンニュートラルに向けた取り

組みを加速させます」と述べられています。取組を加速するためには、市民の皆様にも取り組んでいただきたい

ことがまだまだあると思います。そのためにも、これまで行っている環境の施策につきましても、さらに拡充し

ていくべきと考えますが、新年度における具体的な取組内容を伺います。 

 次に、子育て支援について伺います。 

 初めに、アのこども家庭センターの設置についてです。重点施策の１つ目、「誰一人取り残さないまち」に



「『こども家庭センター』を設置いたします」とありますが、具体的にこども家庭センターはどのようなものな

のか、その概要と支援の充実については先順位者への答弁で理解いたしました。では、この機関が設置されるこ

とにより、現状と比較してどのような点が変わるのか伺います。 

 また、切れ目のない支援体制による児童虐待の防止、早期発見によって、市民にどのような効果が生じるの

か、市民の側から見た効果についてお答えください。 

 次に、イの子どもの居場所づくり支援事業についてです。本市では、食を通じた子どもの居場所づくり支援と

して、こども食堂とフードリボンプロジェクトの支援を実施していますが、この２つのこれまでの成果と現在の

課題について伺います。 

 次に、まちづくりの推進について、アからウの３点伺います。 

 １点目のアの都市計画マスタープランの改定についてであります。本市の都市計画マスタープランが策定され

てから約20年が経過しました。その間、外環道路千葉県区間と現在のガナーズ通りとニッケコルトンプラザ通り

である都市計画道路3･4･18号が全線開通して、道路ネットワークは大きく変わりました。また、総武線沿線での

駅前再開発が進むなど、町が目に見えて変化してきています。一方で、市の北部や原木、信篤など、一部の地域

では市街化調整区域のまま残され、資材置場や耕作放棄地などの間に住宅や物流倉庫など点在する状況も見受け

られます。 

 そこで、都市計画マスタープランの改定に当たっての現状の課題と見直しの方向性、さらに市民の意見をどの

ように反映していくのか伺います。 

 ２点目はイの項目になります。道路の整備や駅前再開発など、まちづくりが進んでいる部分もありますが、ま

だまだやり残していることはあると思います。施政方針では、都市計画マスタープランに関して、「市街化調整

区域の適切な土地利用の誘導や、用途地域の見直しも視野に、変化に即した計画としてまいります」とありま

す。 

 そこでお伺いしますが、都市計画マスタープランの改定に当たって、市街化調整区域の見直しなど、具体的に

どのような計画としていくのか伺います。 

 続きまして、ウの新年度における排水路整備についてです。曽谷４丁目の市川市と松戸市の市境においては、

地形的に谷状となっており、浸水被害に悩まされている地域があります。そのため、市ではこの地域において、

以前から浸水対策工事を実施していると認識をいたしております。 

 そこで、現在、曽谷４丁目で実施している浸水対策の経緯と現状及び効果についてお伺いいたします。 

 次に、スポーツ振興についてです。 

 私も長年にわたりスポーツ関係の取組に携わってきた一人として、スポーツの発展、充実の面では関係団体と

の協力が必要不可欠と考えております。今回、施政方針で、「市川市スポーツ協会をはじめとする各種団体や、

スポーツ推進委員の皆さんと引き続き連携し、スポーツの力による元気なまちづくりを目指してまいります」と

ありますが、改めてどのように連携して取組を進めていくのか、具体的な内容をお聞かせください。 

 次に、本市の都市農業の振興について伺います。 

 本市は東京都に隣接し、都心からのアクセスもよく、約50万人の市民が生活する住宅都市として発展している

一方で、市内北部を中心に特産品である梨やネギやトマトなどの野菜と、シクラメンなどの花の営農が行われて

いますが、農業者の高齢化や後継者不足、農地周辺の宅地化など営農環境が変化し、様々な問題を抱えていると

感じております。 

 そこで質問いたしますが、施政方針においても、「引き続き、安定的な都市農業の経営に向けて支援してまい

ります」とありましたが、本市の都市農業の安定的な継続を図るため、これまで農業者に対してどのような支援



を行っているのか。また、新年度においてはどのような支援を実施するのか、具体的な内容について伺います。 

 続いて、地域振興についてです。 

 能登半島地震では200人を超す多くの犠牲者が出ましたが、犠牲者が１人も出なかった地区があるという記事

を見ました。東日本大震災を機に毎年訓練を行っており、地震発生時、近所に声をかけたり、若者が足の悪い女

性を背負ったりして、揺れから５分余りで住民のほぼ全員が集会所に集まってきたとのことです。日頃から訓練

を行ってきたことで、自然と集会所に足が向き、奇跡ではなく、訓練が効いたと住民は振り返ったそうです。こ

のように、平時はもちろん、災害時などの有事の際には、顔の見える地域コミュニティーのつながりが非常に重

要なものになってくることが分かります。 

 そこで、市として地域コミュニティーの中心的な役割を担っている自治会の重要性をどのように捉えているの

か。また、どのような支援策を行ってきたのか伺います。 

 次に、福祉行政についてです。 

 令和３年９月から施行された、いわゆる医療的ケア児支援法では、地方自治体に対し、医療的ケアが必要な方

に対する支援策を実施する責務が定められています。今後、医療技術の発展により、医療の支援を必要とする障

がい児者が増えていくことが見込まれている中で、本市の施策を充実させていくことが求められています。 

 そこで、アとして、重点施策にある、研修を受けることにより介護職員が医療行為を行うことができるように

なる喀痰吸引等の研修制度の仕組みと研修補助事業について、次に、イの医療的ケアを必要とする方を受け入れ

ている生活介護事業所に対する本市の支援内容とその方向性について伺います。 

 次に大項目の２つ目、デジタル地域通貨についてです。 

 (1)新年度における本格実施の内容についてと(2)市制施行90周年記念事業で実施されるキャンペーンの内容に

ついては先順位者の答弁により理解できましたので、御答弁は結構でございます。 

 (3)のふるさと納税での活用についてお聞きいたします。昨年10月の「広報いちかわ」に掲載された記事によ

りますと、市川市では歳入の市税項目から22億円のふるさと納税が流出し、市民サービスを充実させる上で痛手

になっているとのことでした。そこで、ふるさと納税の返礼品としてデジタル通貨を活用するとのことですが、

具体的にどのような活用策を想定しているのか伺います。 

 次に、大項目の３つ目、崖地等崩壊対策事業についてになります。 

 土砂災害防止法による区域指定については、令和３年２月議会でもお聞きしております。それ以降何回か追加

の指定がされていると聞いております。 

 そこでお伺いしますが、土砂災害防止法による区域指定の基準及び指定の現状と今後の予定について、また、

令和６年度当初予算における崖地整備に関する内容について伺います。 

 次に、大項目４つ目の教育行政運営方針について伺います。 

 まず(1)教育環境の整備についてのアの令和３年度に小中一貫型小学校中学校としてスタートしてから今年で

３年目となります東国分爽風学園の成果と課題及び今後の方向性について伺います。 

 次に、イについてお聞きいたします。「心身ともに健康な生活を送ることはすべての基盤となります。家庭・

園・学校が一体となり、早寝早起き朝ごはんなどの望ましい生活習慣や自ら健康な心身を作るための生活習慣を

身につけることができるよう包括的な健康教育に取り組みます」とありますが、学校において望ましい生活習慣

を身につける取組はどのようなものがあるのか。包括的な健康教育の新年度に向けた具体的な取組を伺います。 

 続きまして、史跡の活用です。 

 「貴重な歴史的文化遺産を次の世代に確実に守り伝えていくため、史跡下総国分寺跡附北下瓦窯跡や史跡曽谷

貝塚において、史跡の公有化及び適切かつ計画的な史跡の保存活用を図ってまいります」とありますが、この２



つの史跡は、本市における縄文時代と奈良・平安時代をそれぞれ代表する史跡であり、史跡の保存のため、市は

これまで公有化を積極的に進めてきたと認識いたしております。 

 そこで、それぞれの史跡について、公有化の進捗状況と、今後どのように保存活用していくのかについてお聞

きいたします。 

 次に、(3)学校給食無償化に関連した取組について、アとして学校給食食物アレルギー等対応補助金の概要に

ついて伺います。学校給食費の無償化により、子育て家庭にとって義務教育期間の９年間ともなれば、総額で約

45万円の負担の軽減になるということです。コロナ禍や物価高騰を背景に、可処分所得がほとんど増えない状況

にあって、子育て家庭には非常にありがたい制度であります。しかしながら、食物アレルギーにより給食を食べ

ることができない子どもたちは、毎日弁当を持参して登校しており、現在の制度では、この無償化のメリットを

受けることができないものと思います。そこで、学校給食食物アレルギー等対応補助金の概要について伺いま

す。 

 イとして、市内在住の私立学校へ通う児童生徒への補助について伺います。私立学校へ通う子どもたちもま

た、無償化のメリットを受けることができていないと言えます。通っている学校によらず、平等性の観点から、

同様に支援を行うことが望ましいと考えるものです。そこで、本市には私立学校などへ通学する児童生徒はどの

程度いるのか。また、このような子どもたちに対し、市立学校の給食費無償化に相当する支援を行う考えはある

のか伺います。 

 次に、(4)不登校児童生徒の支援について伺います。 

 文部科学省の令和４年度の調査では、不登校の子どもたちは約30万人と過去最多となりました。市川市におけ

る不登校の子どもたちも増加傾向にあり、具体的な取組が求められています。そこで、教育行政運営方針で示さ

れていた小学校における校内教育支援センター、仮称スペシャルサポートルームを設置してどのような事業を行

っていくのかについて伺います。 

 次に、ＮＰＯ法人等関係機関との連携について伺います。不登校の子どもたちの中には、学校以外の民間施設

を利用して、少しずつ元気を取り戻している場合もあります。また、これらの施設は不登校傾向にある子どもた

ちに効果的な支援を行っているところもあると聞いております。こうした関係機関と本市はどのような連携を現

時点では計画しているのか伺います。 

 最後の質問となります。大項目の市川市地域共生センターについて伺います。 

 今回、提案されている条例の提案理由として、「地域共生社会の実現に寄与するため、市民等の社会参加及び

介護予防の拠点となる施設として地域共生センターを開設する」とあります。本市だけではなく、我が国では高

齢化や人口減少が進み、地域や家庭という人々の生活領域における支え合いの基盤が弱くなってきていると思い

ます。こうしたことから、暮らしの中で人と人がつながり、支え合い、孤立せず、その人らしい生活を送ること

ができる地域社会をつくっていくことはとても大切なことであると考えています。そこで今回、地域共生センタ

ーを設置するに至った経緯について伺います。また、どのような事業展開が行われ、どのような効果が見込まれ

るのか、併せて伺います。 

 以上、１回目の質問とさせていただき、御答弁により再質問させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○稲葉健二議長 答弁を求めます。 

 田中市長。 

〔田中 甲市長登壇〕 

○田中 甲市長 ただいま竹内議員から、「地方行政を預かるリーダーとして」、「市民の生命と財産を守ること



に全力を尽くすことをお約束します」とあるが、どのような方向で守るのかという御質問でございました。 

 市川市の場合には、震度５以上で自動的に市川市災害対策本部というのが設置されます。そのほか、台風が上

陸などいたしますと、必ずこの災害対策本部が設置されるという現状でございますが、地震、台風、線状降水

帯、特に議員の御質問にもありましたが、浸水箇所が多く市川市内にあるということも認識していく中で、まず

は、その災害の情報の収集ということに努めることになろうかと思います。私が自宅にいる場合には、すぐに防

災服に着替えて、また職務中でありますとスーツを脱いで、同じく防災服に着替えて、市川市役所の中にただい

ま申し上げました災害対策本部を設置するというところからのスタートであります。具体的には、その本部に集

まります角田消防局長並びに本住危機管理監、さらには佐久間危機管理室長、そして、来年度の人事で組織の変

更で防災総合統括理事というものを新たに設けまして、さらに災害対策の強化ということを現在考えているとこ

ろでございます。情報の収集が終わりまして、同時に、いかに市民の生命、身体を守るかというところに集中し

たいと、そのように思います。その際には、消防関係にはフルに活動していただくことになると思いますけれど

も、命を守る、そして72時間の間に救出をすると、どのような状況になっているか、状況の把握並びに救出の徹

底ということを図ってまいりたいと思います。 

 このことを行うに当たりまして、平素の災害に対する緊張感を持った訓練というものが、いかに重要かという

ことが問われてまいります。１月20日にも総合防災訓練が行われましたが、残念ながら、私はその現場に着いた

時間帯によってかもしれませんけども、緊張感の不足というものを感じているところであります。市川市がもっ

と市民の生命、身体、そして財産も守っていく、その気持ちをしっかりとつくり上げていかなければいけない

と、そのように思っております。 

 補足でありますが、現在の市川の職員は５割弱、市川市に住んでいる市川の職員は５割を切るという状況にあ

りますから、なるべく多くの職員に危機対応のために本部に集まってもらって、そしてそれぞれの手分けをして

役割を担っていただく、そういう体制をつくってまいりたいと思います。 

 繰り返しになりますが、いつ起きるか分からないこの災害に対して、市川市役所、私自ら本部長といたしまし

て、災害対策というのを全力で対応してまいりたいと思います。 

○稲葉健二議長 麻生市長公室長。 

○麻生文喜市長公室長 私からは大項目、施政方針についてのうち(2)環境政策についてのアについてお答えい

たします。 

 本市では、第二次地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の中期目標といたしまして、2013年度に市域で排出

されたＣＯ２、286万ｔについて、2030年度までに50％の143万ｔを削減する目標を掲げております。この143万

ｔのうち本市が独自に削減すべき約53万ｔを実現すべく、地域特性に応じまして住宅、事業所・工場、公共施

設、車両・交通、廃棄物、そして地域新電力会社の６つの柱に分類し、それぞれの取組を整理したところでござ

います。具体的な取組といたしましては、住宅、事業所における太陽光発電設備の導入や建物の断熱化の普及促

進を図ること、また公共施設においては、断熱などの省エネと太陽光発電設備などの創エネにより、建物で消費

するエネルギーの収支ゼロを目指すＺＥＢ化を図ること、電気自動車や充電設備をさらに増やしていくこと、ま

た廃棄物に含まれるプラスチックごみの削減を進めることなどが挙げられます。そして、これらの柱の中心とな

るのが地域新電力会社によるエネルギーの地産地消であります。本市のような住宅都市ではエネルギー資源が乏

しく、カーボンニュートラルの実現は非常に厳しい状況でございます。厳しい目標、険しい道のりではございま

すが、それでも今できる最善の取組を率先していく必要があることから、2030年度までのＣＯ２排出量50％削減

に向けた取組の全体像を示しましたロードマップを作成し、先日公表したところであります。このロードマップ

を市民の皆様、事業所の皆様とともに共通の道しるべとして広く周知するとともに、新年度に拡充する各種補助



事業を活用しまして、目標達成に向かって共に力を合わせて邁進していきたい、そのように考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 私からは大項目、施政方針についての(2)環境政策について、ウの新年度の取組内容に

ついてお答えします。 

 市内における二酸化炭素の排出量は、一般家庭が約２割、事務所や店舗などが約１割を占めております。省エ

ネルギー対策としての住宅性能を高める断熱化や再生可能エネルギーとしての住宅や事業所への太陽光発電設備

の普及は、住宅などから排出される二酸化炭素の削減につながることから、カーボンニュートラルの実現に寄与

するものと考えております。 

 新年度の取組のうち、まず住宅の断熱化についてです。これまで既存住宅の窓、ドア、壁、床、天井の断熱化

工事に要した費用に対して助成してまいりましたが、新年度は高断熱化工事を加えるとともに、補助率や補助上

限の変更を行います。具体的には、窓、ドアの高断熱化工事に対して、要した費用の２分の１、最大20万円を補

助し、壁、床、天井などの断熱化工事に対しては、費用の２分の１、最大30万円を補助いたします。 

 次は太陽光発電設備の導入費の補助についてです。これまで既存の住宅や事業所に１キロワット当たり最大２

万5,000円の補助を行っておりましたが、新年度は１キロワット当たり５万円の補助を行い、住宅は最大22万

5,000円まで、事業所は最大50万円まで補助いたします。 

 また、これまでは既存住宅のみを対象としておりましたが、新築住宅も補助対象に加えることとします。これ

らにより二酸化炭素の排出量削減の後押しをしてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 私からは大項目、施策方針についてのうち(3)子育て支援についてお答えいたします。 

 初めに、ア、こども家庭センターについてです。こども家庭センターは、母子保健の観点から、妊娠、出産、

育児に関する相談支援を行っている母子保健相談窓口アイティと、児童福祉法に基づき児童虐待への対応を含

め、ゼロ歳から18歳までの全ての子どもと子育て家庭の相談に対応している子ども家庭支援センターを統合し、

全ての妊産婦や子育て家庭、子どもを対象に包括的な相談支援を行うための機関となります。現在、母子保健を

担当する保健師と児童福祉を担当する子ども家庭支援員は、保健センターと第１庁舎に分かれての相談の受付を

行い、必要に応じて情報共有や会議の開催などを行っておりますが、子ども家庭センターの開設後は、母子保健

と児童福祉が同一の組織に統合され、妊娠期から18歳までの切れ目のない支援を市民に提供することができ、子

育ての安心感や子どもの健やかな成長につながるものと考えております。加えて、子ども家庭センターを第１庁

舎２階という分かりやすい場所に設けることで、身近な場所で気軽に相談することができるほか、妊娠届や保育

園入園、児童手当などの手続の相談も同じフロアでできることから、利便性が向上するなどの効果があると考え

ております。 

 次に、イ、子どもの居場所づくり支援事業についてお答えいたします。子どもの居場所づくり支援事業は、子

どもが安心して食事ができる居場所づくりを推進するため、食事とともに学習や遊びの場を提供するこども食堂

と、飲食店の利用客の寄附により子どもが無料で食事することができるフードリボンプロジェクトへの支援を実

施しております。こども食堂への支援といたしましては、パンフレット等の作成や情報発信などの周知、啓発を

行うとともに、補助金を年間42万円を上限に交付しております。補助金制度を創設した令和４年度当初は、市内

で活動するこども食堂は８団体を把握するのみでございましたが、令和６年２月現在、市が補助金交付や情報共

有を行うこども食堂は20団体まで増加しております。フードリボンプロジェクトの支援につきましては、リボン



を寄附する大人や利用する子どもへの周知、啓発のほか、参加店舗への資材の提供などを行っております。令和

４年度に参加店舗の募集を開始して以来、現時点での登録は11店舗まで増加しております。どちらの事業も順調

に団体や店舗を増やしてまいりましたが、こども食堂やフードリボン参加店舗は、子どもが歩いて行ける身近な

距離にあることが理想でありますことから、事業の認知度を上げて箇所数を増やすことが、現在の最も大きな課

題であると認識しております。さらに、北部に多く南部に少ないといった地域の偏りがあることも課題であり、

市内全域に増やしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 私からは大項目、施政方針の４、まちづくりの推進についての２点と崖地等崩壊対策

事業についてお答えいたします。 

 初めに、ア、現状の課題と見直しの方向性、市民意見の反映についてです。都市計画マスタープランは、都市

計画法第18条の２に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針であります。本計画は、平成16年の策定から

約20年が経過し、間もなく計画終期を迎えますことから、現在、令和８年から始まる次期総合計画に合わせて見

直し作業を行っております。現行計画における本市の課題は、土地利用、水と緑、景観、防災、環境、交通の各

分野で整理しており、土地利用に関しては、商業地の活性化や住工混在の解消、市街化調整区域における適切な

土地利用の誘導が挙げられています。市街地再開発事業や外環道路をはじめとする都市計画道路など、様々な事

業が進められ、商業地の活性化や道路の渋滞の緩和などにつながっています。しかし、引き続き道路や下水道整

備、防災・減災対策の強化などを進める必要があることから、各分野での課題が残っていると考えております。 

 次に、現行計画の見直しに向けた視点としましては、本市の課題や市内状況の変化、社会潮流を踏まえて整理

しました。主な見直しの視点としましては、少子・高齢化の進展、産業構造の変化、老朽化の進む社会インフラ

への対応、その他として災害の頻発化、激甚化や、カーボンニュートラルの実現などとしております。これらの

視点を踏まえ、現行計画の必要な箇所を修正してまいります。 

 市民意見の反映につきましては、令和５年11月に市内の在住者、通勤者、通学者を対象としたオンラインによ

るアンケート調査を実施しました。今後はオープンハウスなどを実施し、市民意見を反映してまいります。 

 次に、イ、具体的な計画についてです。都市計画マスタープランは、土地利用の基本的な方向性を示すもので

あり、具体的に市街化調整区域等の見直しを示すことはございません。しかしながら、新たな道路の整備や土地

区画整理事業などにより土地利用の転換が見込まれる地域におきましては、市街化区域への編入等も視野に入

れ、検討を進めてまいります。今後、現行計画に定めた全体構想、地域別構想、まちづくりの推進方策の構成は

維持しつつ、見直しの視点や市民意見を反映しながら、都市構造やまちづくりの方針などを改定してまいりま

す。 

 次に、崖地等崩壊対策事業についてです。土砂災害防止法は、平成11年の広島豪雨災害がきっかけに、平成12

年に整備されました。本市では、千葉県が崖の傾斜角度が30度以上で高さが５ｍ以上の崖地について基礎調査を

行い、令和３年５月までに土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等が50か所指定されました。令和元年10月

の大雨による土砂災害を受け、国は今までの基本方針を見直し、これにより、千葉県は市内の基礎調査予定箇所

を今まで以上に詳細な地形データを用い、さらに103か所を抽出し、そのうち25か所が令和５年９月までに追加

指定されました。現在、本市では合計75か所の土砂災害警戒区域等が指定されております。今後、残りの基礎調

査予定箇所について、千葉県が現地調査を行った上で、要件に該当する箇所については、順次、土砂災害警戒区

域等として指定される予定でございます。 

 令和６年度に行う崖地崩壊対策事業の主な事業は、市が管理している真間山緑地及び大野緑地並びに大野第２



緑地、さらに、第三中学校南側斜面地の工事に着手するものです。また、令和７年度からの工事着手を目指し、

曽谷第３緑地の実施設計を行います。なお、真間山緑地をはじめ市が管理する緑地につきましては、極力樹木を

残す工法で計画を進めています。今後も市が管理する公共施設や都市公園、また、都市緑地における斜面地につ

いて、順次調査を行い、安全対策を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 藤田下水道部長。 

○藤田泰博下水道部長 私からは(4)まちづくりの推進についてのうちウ、新年度においてどのような排水路整

備を行うのかについての曽谷４丁目で実施している排水路整備事業についてお答えいたします。 

 初めに、この事業の概要、経緯、経過についてでございます。この事業は、市川市雨水排水基本計画に基づ

き、曽谷・高塚排水区において実施している水路改良整備でございます。事業区間は東国分中学校北側の春木川

樋管から弁天池公園までの延長約1,600ｍとなっており、この地区の排水は春木川に流す計画となっておりま

す。本事業は昭和62年度から事業着手し、令和４年度末時点におきまして、約1,060ｍが完成しております。 

 次に、現在の整備状況でございますが、実施中の水路改良工事は、曽谷４丁目33番地先の松戸市との市境付近

において施工しており、改良工事の内容は、既存の直径0.9ｍの排水管を縦２ｍ、横1.2ｍのボックスカルバート

に替えるもので、工事延長は39ｍとなっております。この工事は、両側に住宅が建ち並んでいる幅員約５ｍの曲

線区間が連続する道路において、電線の下で鋼矢板を打ち込んだ後、掘削してボックスカルバートを設置するも

のであります。そのような状況で、沿道住宅の自家用車の出入りなどについても、お住まいの方々と連絡を密に

取りながら行う必要があることから、一般的な水路改良工事と比べ、非常に工期を要する工事となっておりま

す。このことから、この工事は令和５年度から継続事業として行っており、令和６年度に完成する予定となって

おります。 

 最後に、本事業による効果についてでございますが、排水管の断面積は従前の約3.8倍、流下能力は約５倍に

増強されており、整備の開始以前は、台風時に国分高校前のバス通りが膝元ぐらいまで冠水しておりましたが、

昨今の台風時の降雨においては、この付近での目立った冠水は確認されておりません。このことから、本事業は

一定の効果をもたらしているものと認識しております。 

 今後につきましても、事業計画の最上流部である弁天池公園までは残り約540ｍでございますが、当該地区の

浸水状況を鑑み、効果を検証しつつ、整備を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 私からは(5)スポーツ振興についてにお答えいたします。 

 初めに、市川市スポーツ協会についてでございます。市川市スポーツ協会は、本市のスポーツを統括する組織

として、市川市体育協会として昭和25年に結成されました。野球やゴルフ、ハンドボールなど、現在34の競技団

体が加盟しており、競技普及や競技力向上を目的とした活動を行っております。各競技団体とも県民体育大会で

の優勝を１つの目標としており、協会に所属する選手の中でも、世界の大舞台で活躍できる方も数多く輩出され

ております。また、毎年市との共催事業として市民向けのスポーツ教室を開催しており、昨年度は25種目のメニ

ューに対し、およそ延べ１万3,500人の市民の皆様に参加いただきました。このほか、市川市民元旦マラソン大

会では約140人、いちかわスポーツフェスタでは約60人の協会員に協力いただくなど、大規模なスポーツイベン

トの企画運営を行うに当たっても、協会との連携は欠かせないものとなっております。 

 次に、スポーツ推進委員についてでございます。スポーツ推進委員は、スポーツ基本法第32条に位置づけられ

た非常勤職員であり、本市では、現在82名に委嘱されております。市の主催スポーツイベントの企画運営に参加



していただいているほか、水フェスタ、鯉のぼりフェスティバルなどの地域のイベントにも積極的に関わってお

ります。また、市を13区域に分け、地域の学校の体育館等を利用して軽スポーツ教室などを開催し、ミニバレー

やペタンク、ボッチャなど、年齢、性別を問わず楽しめる種目を多く取り入れることで、生涯スポーツの推進に

寄与しているところでございます。 

 このように、スポーツ協会をはじめとする各種団体やスポーツ推進委員の皆様の協力により、身近にスポーツ

のできる場所や機会を提供することを可能とし、スポーツ人口の拡大にもつながっております。今後とも、さら

に連携を深め、市民一人一人が健康で夢や目的を持ち、生きがいや感動を感じられる「真の豊かさを感じるま

ち」の実現を目指してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 私からは大項目、施政方針についての(6)都市農業の振興についてと、大項目、デジ

タル地域通貨についてお答えします。 

 初めに、施政方針についての(6)都市農業の振興についてです。都市農業の振興を図るための支援策として

は、減農薬栽培の推進や、そのほか農業振興対策に必要な事業を実施する農業者に対し補助を実施しておりま

す。主な補助としては、ビニールハウスなどの営農施設や生産管理機器などの設置、改修に要する費用の一部補

助や、若手農業後継者団体への活動費の一部補助などを継続実施しております。ほかにも、台風や降ひょうなど

の被災時には見舞金の支給や、急激な物価高騰や円安などの際には支援金を支給いたしました。令和６年度につ

きましては、新規就農予定者に対し、営農施設であるビニールハウス新設の経費に対する補助を実施し、スムー

ズに営農が開始できるよう支援を予定しております。このように、継続実施している補助制度のみならず、緊急

時や新規就農者補助など、都市農業の推進に対して関係部署などと協議し、農業者支援を実施してまいります。 

 続きまして大項目、デジタル地域通貨についてお答えします。(3)ふるさと納税での活用についてです。令和

６年度は、ふるさと納税の返礼品として、市内の加盟店で利用できるポイントを寄附者に付与する予定です。ポ

イントの付与数は寄附金額の30％を予定しており、例えば寄附金額が１万円の場合、返礼品は3,000ポイントと

なります。国の基準により、返礼品は地場産品に限定されていることから、どこの地域でも販売されているよう

な物品をポイントで購入することはできません。このため、ポイントを利用できる加盟店は、飲食店と理・美容

院等のサービスを提供する店舗に限定をいたします。どこのお店でポイントを利用できるのかを寄附者にお知ら

せするため、ウェブサイトへの掲載や専用ステッカーの配布等の方法により周知を図ります。 

 ポイントの付与に当たっては、本市から寄附者宛てにふるさと納税専用のカードを郵送します。カードを受け

取った寄附者は、カードからアプリにポイントを移して、加盟店で利用することを想定しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 佐藤市民部長。 

○佐藤敏和市民部長 私からは大項目１つ目、施政方針についてのうち(7)地域振興策についてお答えいたしま

す。 

 まず、自治会の重要性につきましては、夏祭りや餅つき大会といったイベントなどの地域コミュニティー活動

のほか、防犯灯の維持管理や防犯パトロールなどの防犯活動、また、平時の防災訓練や災害発生時の防災拠点運

営の協力といった防災活動など、豊かで住みよいまちづくりの実現には欠かせない役割を担っていると認識して

おります。このように地域社会の中心的な担い手である自治会は、地域課題の解決にも積極的に取り組み、本市

の重要なパートナーとして市の発展にも大きく寄与していることから、本市では、自治会活動のＰＲや補助制度

による財政面の支援などを行っているところでございます。しかしながら、自治会は加入率の低下と担い手不足



の課題に直面していることから、自治会への加入と自治会活動への参加の促進などを目的に、市だけでなく自治

会を取り巻く関係団体との役割を明確にした市川市自治会等を応援する条例を令和２年４月に施行し、自治会活

動が途切れることのないよう支援の強化をしたところでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 私からは(8)福祉行政について及び地域共生センターについてお答えします。 

 まず、(8)アの喀痰吸引等の研修制度についてです。喀痰吸引等とは、医師の判断の下、口、鼻、気管から吸

引器を使用し、痰を取り除く痰の吸引や、胃や腸にチューブを差し込み栄養や水分を取り込む経管栄養などの医

療行為です。喀痰吸引等の行為は、原則として医師や看護師などの免許を持たない者が行うことができない医療

行為として整理されてきましたが、医療スタッフが不足している現状から、当面のやむを得ない措置として、一

定の条件の下、施設や特別支援学校において介護職員等が実施することを国の通知により認めてきた経緯があり

ます。そうした現場における喀痰吸引等のニーズや実態を踏まえ、国において検討が重ねられ、平成24年４月に

社会福祉士及び介護福祉士法が改正され、介護福祉士及びその他の介護職員等が研修を受けることで、喀痰吸引

等の行為を実施できるようになりました。 

 具体的な仕組みといたしましては、県または県の登録研修機関が開催する研修を受講した介護職員等が認定特

定行為業務従事者認定証の交付を受け、医療や看護との連携による安全確保が図られているなど一定の条件を満

たす登録事業者に所属をすることで喀痰吸引等の行為を実施できる仕組みとなっています。 

 次に、今回新たに行う補助事業につきましては、喀痰吸引等の行為を行うことができる人材を育成し、医療的

ケアが必要な方に対する支援を充実することを目的に、障がい児通所サービス、生活介護事業所、短期入所事業

所などを対象に、研修の受講料及び交通費を助成するものです。助成額につきましては、不特定多数の方に吸引

等を実施できることとなる１号及び２号研修に対して最大10万円を、また、特定の方に吸引等を実施する３号研

修に対し最大５万円を支給することとしております。予算額は１号・２号研修について４名分として40万円、３

号研修については12名分として60万円、合計100万円を計上しております。 

 次に、イの生活介護事業所への支援についてです。生活介護事業は、障害者総合支援法に規定される障害福祉

サービスの一つであり、常時介護を必要とする障がいのある方を対象に、入浴や排せつ・食事などの介護、調

理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言などの日中活動の支援を行う事業です。本市の生活介護事

業所への支援策としましては、本市独自に開設費用や運営に係る一定期間の経費を支給するほか、医療的ケアを

必要とする方を受け入れるため、看護職員を多く配置している事業所に対し、その人件費相当額を支給しており

ます。なお、この看護職員の加配への補助額は、人員配置上求められる看護職員１名を超える配置数に対し、１

日当たり9,825円としております。今後の支援の方向性につきましては、看護職員の加配への補助制度や、今回

新たに制定する喀痰吸引等研修制度を通じ、担い手の確保及び育成を図ることで医療的ケアが必要な方への支援

を充実していきたいと考えております。 

 次に、市川市地域共生センターについてです。香取に所在の南行徳老人いこいの家は、１階に老人いこいの

家、通称いきいきセンターと呼んでいます。また、２階にデイサービスを提供する複合施設でした。令和３年９

月議会におきまして、指定管理者による管理運営を行っておりました南行徳デイサービスセンターを令和４年３

月末に廃止すること、また、いきいきセンターは利用者の減少、固定化という課題を抱えていたことから、前期

高齢者が多いという地域の特性を生かし、余暇活動中心の施設から社会参加と介護予防を行う施設に転換するた

めの条例の一部改正について承認をいただきました。その後、先月、庁議において、高齢者の介護予防における

社会参加やその社会的役割を持つことの重要性や、地域住民や多様な主体が参画する地域共生社会の考え方を踏



まえた地域共生社会の実現を目指した社会参加と介護予防の多世代型のモデル施設、市川市地域共生センターと

して承認されたところです。 

 地域共生センターでは、これまでおおむね60歳以上の方に限定していた利用者の年齢制限をなくし、多世代、

多属性へと対象者を広げ、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつなげられるように様々な事業を展開いたし

ます。例えばプッシュ型のシニアカレッジがあります。市内のいきいきセンターで実施している教養講座である

シニアカレッジは、市が広報等で募集をかけ、参加者は自主的に申込みを行っておりますが、これを市が参加を

後押しする形で行うことにより、ふだんあまり外出をしないような方などに社会参加を促してまいります。ま

た、居場所づくりにおいても、様々な団体がお互いに連携をしながら新たな居場所づくりに取り組んでいくこと

を期待しております。例えば、従来のいきいきセンターの利用者が、地域の子どもとべいごま、あや取りなどの

昔の遊びで一緒に遊んだり、フードパントリーを開設して食料の配布を行うなどが考えられます。さらに、施設

を利用している各団体で協議体をつくり、情報の共有を図ることで課題の整理や不足している新たな居場所づく

り等の検討を行ってまいります。このような事業を展開、循環させることで地域の介護予防と社会参加を促進

し、誰一人取り残すことのない地域共生社会を目指してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 私からは大項目、教育行政運営方針についての(1)教育環境の整備についてと(3)学校

給食無償化に関連した取組及び(4)不登校児童生徒への支援についてお答えいたします。 

 初めに、(1)のア、東国分爽風学園のこれまでの成果と課題及び今後の方向性についてです。まず成果につい

てです。令和３年度、コロナ禍でスタートした東国分爽風学園の取組ですが、現在は活動制限から解放され、子

どもたちが直接交流する機会も増えつつあります。具体的な取組といたしましては、曽谷小学校と稲越小学校の

３年生による合同校外学習や、隣接している国分小学校や中国分小学校も含めた東国分中学校に進学する６年生

が部活動の見学、体験等を行いました。また、コロナ禍で培ったノウハウを生かしたオンラインによる交流活動

も引き続き行っております。一方、課題といたしましては、３校が離れているため、教員同士の連携の難しさ

や、児童生徒の移動に係る安全配慮の負担などが挙げられます。現在、この３年間で行ってきた取組の成果と課

題を整理する作業を行っており、年度内には取りまとめる予定となっております。また、来年度は、今後の東国

分爽風学園の在り方について具体的な検討を行いたいと考えております。 

 続いてイ、包括的な健康教育の新年度の具体的な取組についてお答えいたします。本市の包括的な健康教育の

一つとして、体力づくり、望ましい生活リズムの確立、食に関する指導の充実、環境衛生の充実を４つの柱とし

たヘルシースクール推進事業を行っております。そのうち生活習慣に関する取組につきましては、公立幼稚園で

は、家庭との連携を図りながら園児の生活リズムを整える取組を推進しています。また、各小中学校、義務教育

学校、特別支援学校では、毎年行っているライフスタイル調査の結果を基に、自校の児童生徒の生活習慣を把

握、分析し、前年度の成果や課題を基にヘルシースクールプランを作成し、健康教育に係る様々な取組を推進し

ています。具体的には、早寝早起き朝御飯を意識づけ、生活習慣の見直しを目的としたげんきっこカードの活用

や、学校保健委員会での生徒を対象とした学校医による睡眠に関する講話など、学校ごとに自校の実態に応じて

計画的に取り組んでいます。 

 今後の取組といたしましては、公立幼稚園では、引き続き家庭と協力しながら健康教育を進めてまいります。

小中学校、義務教育学校、特別支援学校では、デジタル機器の過度な利用による睡眠不足等の現代的な健康課題

の実態を把握し、各学校で既に取り組んでいるアウトメディアにチャレンジなどの好事例を市内全体に周知して

まいります。 



 次に、(3)学校給食無償化に関連した取組についてのア、学校給食食物アレルギー等対応補助金の概要につい

てお答えいたします。この補助金は、給食の提供を全く受けることができず弁当を持参している児童生徒につい

て、その保護者の負担軽減を目的としています。対象となる児童生徒といたしましては、１つは重度の食物アレ

ルギーを持つこと、２つ目は適応指導教室ふれんどルーム市川に通級していることです。対象者数は、令和５年

12月末時点で約30人となっております。次に補助額ですが、１日当たり小学校で200円、中学校で250円とし、弁

当を持参して出席した日数に応じて支給いたします。年間の補助額といたしましては、小学校で３万6,000円程

度、中学校で４万5,000円程度となります。 

 次にイ、市内在住の私立学校へ通う児童生徒への補助についてお答えいたします。まず、市川市内の公立の学

校へ通学していない市内在住の義務教育課程にある児童生徒は、令和５年５月末時点で小学生が約700人、中学

生が約1,900人、合計約2,600人となっております。 

 次に、このような児童生徒に対する支援の考え方ですが、学校給食は、学校給食法により食に関する正しい理

解と適切な判断力の醸成や食育の推進などを目標とした教育活動の一環として位置づけられています。学校給食

費の無償化は、そのような教育活動にかかる費用を市が負担するとともに、学校に行けば安心して給食を食べる

ことができる環境を整えることを目的としています。一方で、私立学校などは、学校給食の目標にある食育のほ

か、学校給食の実施状況や昼食提供の考え方がそれぞれ異なるものと考えております。実際、学校給食を実施し

ていない私立学校の中には、弁当を通した家庭でのコミュニケーションの深まりを期待するといった方針もある

と聞いております。このため、私立学校などに通う児童生徒に対しましては、市としてどのような支援が適切で

あり、必要とされているのか、本市の学校給食費無償化の目的を踏まえた検討が必要と考えております。 

 最後に、(4)不登校児童生徒への支援についてお答えいたします。教育委員会では、不登校及び不登校傾向に

ある児童生徒への適切な支援が喫緊の課題であると捉え、小学校においても、不登校及び不登校傾向の児童が安

心して継続的に利用できる居場所を校内に確保し、適切な支援を行う中で、学びの保障を実現したいと検討を重

ねてまいりました。そこで、令和６年度は準備段階といたしまして、校内教育支援センター、仮称スペシャルサ

ポートルームのモデル協力校を設置し、運営スタッフの配置や運営方法につきまして、効果及び検証を進めてま

いります。ＮＰＯ法人等関係機関との情報共有につきましては、市内のフリースクール等関係機関から通所して

いる児童生徒の様子や運営内容などについて具体的に話を伺うなど、令和６年度からの関係機関との連絡会の実

施に向けて検討しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 私からは教育行政運営方針のうち(2)史跡下総国分寺跡附北下瓦窯跡と史跡曽谷貝

塚、それぞれの公有化と保存活用についてお答えいたします。 

 初めに、下総国分寺跡附北下瓦窯跡であります。この史跡は昭和42年に史跡指定を受けた後、平成14年と同22

年に追加の指定がなされました。このたび公有化を図る土地は、北下瓦窯跡として平成22年に追加指定された区

域内の土地となります。公有化を予定している土地の面積は97.59㎡で、今後必要な手続を経て、７月末までに

は土地の売買契約を締結する予定となっております。これにより、史跡全体の公有化率は約７割となるととも

に、北下瓦窯跡部分の公有化については完了することとなります。 

 また、史跡の保存活用につきましては、平成30年に史跡の保存活用の基本方針などを定めた保存活用計画を策

定しており、今後、史跡整備の基本設計となる整備基本計画を令和６年度から２か年で策定する予定となってお

ります。この計画の策定により、北下瓦窯跡を含めた史跡全体の保存や公開活用、管理運営等の手法等を明確に

してまいります。 



 次に、曽谷貝塚であります。この貝塚は、縄文時代後期の集落遺跡で、単独の馬蹄形貝塚としては日本で最大

級の規模を有しております。公有化につきましては、昭和54年の史跡指定からこれまで継続的に進めており、令

和６年度に予定している公簿面積793㎡の公有化により、公有化率は約８割となります。また、史跡の活用につ

きましては、保存活用計画を令和６年度からの２か年で策定し、史跡の保存活用の基本方針などを定めてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 答弁が終わりました。 

 竹内議員。 

○竹内清海議員 それぞれ御答弁いただきまして大変ありがとうございました。質問が多いんで、ちょっと時間

がなくなってきましたので、順次確認をしながら、また再質問やら要望等させていただきたいと思います。ここ

から一問一答でお願いいたします。 

 まず災害についての対応についてでございます。市民の命が最も優先されることは、誰も異論はないと思いま

す。そして覚悟を持って市政運営に当たっていることも十分理解をさせていただきました。今回、少し聞きたい

んですけども、能登半島地震へ危機管理室の職員を継続して派遣していたということでございます。現地に行っ

た職員が経験したことを本市の対策にどのように生かしていくのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 今回、被災地に派遣した職員は、避難所運営支援や住宅の被害認定調査、被災者の健康支援などを行っており

ます。特に住宅の被害認定調査や健康支援に当たった職員は、本市が被災した場合でも同様の役割を担当する部

署から職員を派遣しており、これらの職員については、職場内で現地の状況や活動内容について共有を図ること

が重要になると考えます。一方、避難所運営支援の業務で派遣した職員は、危機管理室の職員と自ら希望した職

員になりますが、この避難所運営については、既にマニュアルが整備されておりますので、今回の派遣による現

場対応の声をしっかり聴取し、既存のマニュアルと比較して、よりきめ細やかな対応ができるよう、さらに完成

度を上げていく考えでおります。 

 また、物資等の備蓄につきましても、実際の現場で求められるものを改めて精査し、新たに計画に取り入れて

いきたいと考えております。 

 災害対応は全職員の責務であることから、派遣で現地対応を行った職員には、その貴重な経験を生かし、今後

の防災業務に積極的に取り組むことを期待しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 竹内議員。 

○竹内清海議員 ありがとうございます。今回、被災地に派遣された職員の皆さんは、余震の危険や、また断水

が続く中での支援活動だったかと思います。本当に御苦労されたかと思います。そして、いろんな経験をされた

ことを、市川市で災害があってはいけないんですけれども、あったときには、ぜひ十分にその経験を発揮してい

ただきたいなということをお願いさせていただきたいと思います。市民は、やはり災害があったときには、恐ら

く市の職員をまずは頼るのかなというふうに私は思っております。そういうことで、職員は市民の安全を守る使

命があるということを、ぜひ認識をしていただきまして、公務に励んでいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 次に移ります。次に、環境行政について質問させていただきます。カーボンニュートラルの実現に向けた削減

目標や、そのために取り組むべき施策について、その全体像をロードマップにまとめたということをお伺いしま



した。私も見させていただきました。本当に分かりやすいのかなというふうに思います。繰り返しになりますけ

れども、カーボンニュートラルは成果が出るのが本当に時間がかかる上、その成果が見えにくいということが私

の印象にあります。ですから、粘り強く取り組んでいただくことが大事かと思います。新年度はカーボンニュー

トラルに関する様々な補助事業が拡充されるということですが、これでよしとせず、ロードマップに掲げた削減

目標、2030年度の二酸化炭素排出量、大変厳しい目標かも分かりませんけれども、50％削減という目標に向かっ

て進めていただくことを期待しまして、この質問は終わります。 

 ウの項目の新年度の取組についても理解させていただきました。 

 次の３番の子育て支援については、補足質疑者の石原みさ子議員が再質問させていただきます。 

 次に、都市計画マスタープランになります。改定についての様々な内容は理解をさせていただきました。先ほ

ど部長のほうからお話しありましたけれども、私、１点気になる市街化調整区域の用途地域の見直し、これは見

直しをしないということなんですけれども、この件につきましては、確かに市街化調整区域のままでいいという

方と、市街化にしてほしいという方、これはもう二極でございます。ですから、いろんな地元の意見をしっかり

と聞いていただき、その辺もぜひマスタープランの策定の際には反映をさせていただきたいと思います。この質

問はこれで結構でございます。 

 次に、排水路の整備になります。答弁を聞きまして、確かに私も地元でございますから、曽谷４丁目の浸水被

害は大分緩和されてきました。昭和62年から着手したということで、もう既に37年たっております。今工事が終

了しているのが計画の約３分の２、３分の１が残っているわけでございます。私が気になるのは、あそこは私の

地元の曽谷と松戸市の高塚新田というちょうど行政境のところの工事でございまして、これは私の見る目からす

ると、松戸市の雨量のほうが地形的にいって、多分多く流れてくるのかな、そう思っているところでございま

す。ですから、１点お聞きしますけれども、松戸市との何か協議が行われているのか、その辺も含めてお聞かせ

ください。 

○稲葉健二議長 藤田下水道部長。 

○藤田泰博下水道部長 お答えいたします。 

 事業地には地形上隣接する松戸市からの雨水も流れ込んでくることから、この流量を見込んで排水路の計画を

しており、整備に当たりましては、松戸市と本市の間で事業費の負担割合を定めた基本協定を締結しておりま

す。負担割合は流域面積の割合などから定めており、市川市が66.5％、松戸市が33.5％という割合になっており

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 竹内議員。 

○竹内清海議員 分かりました。市川市の道路に工事はしておりますけれども、松戸市から負担をしていただい

ていることで、まずは安心をいたしました。あと残り、先ほど540ｍというお話をされておりましたけれども、

大分よくなりましたけれども、大変な工事かも分かりませんけれども、できればぜひ精力的に工事を進めていた

だければと思います。結構でございます。ありがとうございます。 

 次に、スポーツ振興について少しお聞かせいただきたいと思います。世界で活躍されている選手が多く輩出さ

れているということでした。このように頑張っている選手がいる中で、私は市川市のスポーツ施設は足らないの

かなというふうに思っております。そこで、私は北東部スポーツタウン基本構想というのが大分進んでいるのか

なというふうに思っていたんですけども、検討が止まっているような感じがしてなりません。そこで現在、その

状況はどうなっているのか、再度お聞かせください。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 



○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 北東部スポーツタウン基本構想は、市内北東部のスポーツ施設の不足などの課題を解決するため、平成26年に

策定し、平成29年度にはＪ：ＣＯＭ北市川スポーツパークを開設いたしました。その後、新型コロナウイルス感

染症の影響等により検討を中断した時期もございましたが、令和４年度にスポーツ振興の最上位計画である市川

市スポーツ推進計画の策定を受け、令和５年８月に一部見直しを行ったところでございます。今後はこの構想に

従い、施設整備に関する検討を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 竹内議員。 

○竹内清海議員 もう少しお聞かせください。北東部スポーツタウン基本構想について、一部見直したというこ

となんですけれども、今後この構想に従い、どのような施設を予定しているのか、お分かりでしたらお聞かせい

ただきたいと思います。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 健康増進等を目的とした屋内プールのほか、体育館、サッカーやラグビーなどの行える多目的グラウンドの整

備を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 竹内議員。 

○竹内清海議員 ありがとうございます。スポーツの発展には関係者との連携、これは競技選手もそうですけど

も、競技団体の方々とか、連携をするのは当然でございます。また、ほかに施設整備、スポーツの発展には、や

っぱりそういう人たちとの連携と施設の整備、これがきちっと、施設がなければ、つまり駄目なわけですね。で

すから、つまりソフトとハード面での充実がまずは必要と考えますので、引き続き御尽力いただきたいと思いま

す。コロナで若干遅れたのかなというのは理解をさせていただきました。 

 次に移ります。次に、都市農業について御答弁をいただきました。市内の農業者に対して様々な支援や補助、

また気象被害などの対応などもしていることについては分かりました。それと、令和６年度は新規就農予定者が

いて、ビニールハウス新設に対する補助を予定しているとのことでしたよね。 

 そこで再質問いたします。新規就農者の栽培品目や規模など、あまり詳しく聞くと、場所がどこだとか聞くと

いろいろあるでしょうけども、もう少し詳しくお聞かせいただければと思います。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 新規就農予定者の詳細につきましては、現在、令和６年度中の営農開始に向けて準備

を進めると伺っております。栽培品目はイチゴで、イチゴ狩りをメインとした観光農園の開園を予定し、営農規

模は耕作予定面積が744㎡で、ビニールハウス３棟の新設を予定しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 竹内議員。 

○竹内清海議員 ありがとうございます。いいですね。イチゴ狩りを多分やるのかなというふうに思います。市

川市に新しく農業をする方が来るということは、私はすばらしいことだなというふうに思います。やっぱり農業

をされる方が増えることはいいことだと思います。ぜひ補助内容など充実をしていただきまして、手厚い支援を

していただければと思います。 

 それともう１点、これが大きな問題でございまして、中国で発生した梨の病気、火傷病、花粉の確保が重要で

ある。これが今問題になっているわけでございます。先順位者の答弁で花摘みのボランティアについては分かり



ました。それで、花粉を自家採取する機械があるわけですね。その機械を導入する費用、そういうのを何か補助

できないのかお聞かせください。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 今２月定例会に補正予算案として提出をしておりますが、火傷病の影響に伴い、梨花

粉の自家採取による増産が必要となり、花粉採取に係る機器類の導入を希望する農家21軒に対し、千葉県と協力

し、導入費用の２分の１、約560万円の補助を予定しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 竹内議員。 

○竹内清海議員 補助あるのかなと理解をさせていただきました。梨の花粉は皆さん御存じかと思いますけれど

も、梨の花を咲いたときに取って、早めの花を取って花粉をつくるわけです。その花を摘むのに30kg取って交配

できる花粉というのは、30kg取って30ｇ、ほんのちょっとしかできないということで、大変な作業らしいんです

ね。ですから、花粉の自動採取機、これがあれば随分楽になるのかなということで、農家の方から要望がありま

したら、ぜひ補助していただきたいと思います。本市の都市農業の振興、これからもどうぞよろしくお願いいた

したいと思います。 

 それでは、次に移ります。自治会について再質問します。自治会は地域社会における中心的な担い手となり、

公共的な役割を果たすとともに、市政運営には欠かせない大切なパートナーであると大方の方はそう認識してい

ることと思います。そして自治会に対して様々な支援を行っていることも理解をしております。それでもなお自

治会加入率は低下傾向にあり、担い手も不足していると聞いております。 

 そこでお聞きしますが、今回、施政方針によると、ＩＣＨＩＣＯポイントを拡大し自治会を支援する新たな事

業を行うとのことですが、どのような内容なのか、もう少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。 

○稲葉健二議長 佐藤市民部長。 

○佐藤敏和市民部長 お答えいたします。 

 自治会加入率の低下は、市民アンケートによりますと活動が大変そう、何をしているのかよく分からない、会

費を払いたくないなどが自治会に加入しない主な理由であることを分析しております。そこで、本年度、本市で

は自治会に新たに加入した世帯に対し、行政ポイントを付与する実証実験をしたところ、期間中の自治会加入世

帯のうち８割は転入と同時の加入でございましたが、行政ポイント付与をきっかけに、これまで自治会に加入し

ていなかった世帯が２割もある。加入率の向上に大きな効果が見られたということでございます。このことか

ら、実証実験では1,000ポイントであった行政ポイントを、来年度は3,000ポイントに増やすことで、さらなる加

入率の増加を期待するものでございます。 

 また、自治会活動に協力した学生ボランティアへのポイント付与につきましては、自治会役員の高齢化による

担い手不足に対し、自治会が主催するイベントなどに協力してもらうことで地域コミュニティーの活性化を図る

とともに、自治会活動を知ってもらうことで将来の担い手になってもらうことを期待するものでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 竹内議員。 

○竹内清海議員 ありがとうございます。デジタル通貨で交換することでポイントを付与する。自治会に加入者

が増えたということで、私も自治会加入率の向上に期待が持てるというふうに感じます。ぜひ今回のこの事業を

大いにＰＲをしていただきまして、自治会加入率を増やす方向で頑張っていただければと思います。自治会の担

い手不足の解消など、課題は本当に多いかと思います。他市の状況も調査研究をして、自治会加入率促進、担い

手不足の解消になるよう、参考事例があれば、ぜひ本市でも取り入れていただきたいと思います。引き続き自治



会への積極的な支援を行っていただきたいとお願いしまして、この質問は終わりといたします。 

 次に、福祉行政については、この後、石原みさ子議員から再質問いたします。 

 次に、ふるさと納税の概要については理解をさせていただきました。やはりポイントを利用できる範囲が、私

は限りなく限られてしまっているのかなというふうに感じております。もう少し幅広いふるさと納税の関係す

る、それに利用できるのかなと思ったら、ほんの少しだけということで、ちょっとがっかりしたというか、厳し

いのかなというふうに思ってしまいました。そこで、令和６年度にはどの程度の寄附金額を見込んでいるのか。

また、今後、事業を続けることで寄附が増加すると見込んでいるのか、再度お聞かせいただきたいと思います。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 令和６年度の寄附金額につきましては350万円を見込んでおり、返礼品として100万円

相当のポイントを発行する予定です。市内の事業所に出向いて事業をＰＲすれば、在勤者からの寄附が集まり、

見込み以上の寄附金額が集まる可能性もございます。より多くの寄附をしていただけるよう、事業の周知に努め

ます。 

 次に、今後の見込みについてです。デジタル地域通貨をふるさと納税で活用している先進事例では、寄附金額

が毎年増加している自治体がございます。事業を継続することでふるさと納税のリピーターを獲得でき、寄附金

額の増加を図れるものと期待をしております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 竹内議員。 

○竹内清海議員 ふるさと納税の返礼品としてデジタル通貨を活用できる点には、私、理解いたしましたけれど

も、見込み金額が350万ですか。総額からするとちょっと低いのかなというふうに思いますけれども、続けてい

くことによってどんどん増えてくるということを今お聞きしましたので、市制90周年という節目の年でございま

すから、ぜひ民間事業者と一緒に町を盛り上げていっていただきたいと思います。多くの方々に参加をして楽し

んでいただくよう周知をするとともに、ふるさと納税の返礼品としてうまくいくように、ぜひお願いいたしま

す。 

 次に移ります。次に崖地の関係になります。法律による崖地の指定や整備の状況については理解をさせていた

だきました。また、市川市の緑地のほとんどが斜面緑地なんですね。樹木を残しながら安全な対策を進めるとい

うことを先ほど部長が答弁されておりました。私も市川市の緑地は斜面緑地が多いんですね。もう本当に平らな

山で緑地があるというのは限られたほんの少々かと思います。斜面緑地、ぜひ危険な緑地かも分かりませんけれ

ども――危険な緑地じゃないですね。危険のないような傾斜地、崖地で、なおかつ樹木を残していただきながら

安全な対策を練っていただきたいなというふうに思います。 

 あと、個人が持っている崖地、また人的な手を加えた崖地というのは、やはり民家に隣接しているところに多

く、また、昔、埋立てのために土を取って運んだ、その跡が崖地になってしまったというのは、個人持ちの土地

も非常に多いわけでございます。そういう部分はなかなか非常に難しいなということで、ただ、その近隣に住ん

でいる方々に対しては、もし崩れたら大変でございますから、ハザードマップ等々でしっかりと安全な、逃げる

だとか、そういう注意喚起、その辺をしっかり関係する住民の方々には周知啓発をしていただくようお願いさせ

ていただきます。 

 以上でございます。 

 次に移ります。教育行政運営方針になります。まず、東国分爽風学園の成果と課題、そして今後の方向性につ

いて伺いました。コロナの関係でなかなかうまく進まなかったということと、コロナの関係で子どもたちも大変

な思いをしてきたのかなというふうに思っております。爽風学園３校だけではなくて、私、今まで心配をしてお



りました東国分中学校が核となるとすると、曽谷小、稲越小以外にも来るということで、それ以外の子どもたち

とも交流をしたということで、大変よかったのかなというふうに思っております。 

 一方、課題として、今年度中に方向性が示されるというふうに期待をしておりましたけれども、残念ながら、

３月に本当は方向性が出る予定だったんですけれども、ちょっと無理なのかなということも理解させていただき

ました。コロナの影響で遅れた部分もあったかと拝察いたしますけれども、そこで１点お伺いをいたします。コ

ロナの影響について、再度お聞かせいただけますでしょうか。お願いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 コロナ禍の影響といたしましては、児童生徒の交流活動に遅れが生じたことが最も大きいと考えております。

スタートした令和３年度の取組は、中学校教員による小学校の乗り入れ授業や、オンラインを使用した３校合同

集会といった内容にとどまり、児童生徒同士の交流活動は実施できない状況でした。しかし、令和４年度の秋頃

からは、先ほども答弁いたしましたが、小学校６年生の部活動体験など、直接の交流活動も徐々にできるように

なり、現在は交流活動自体が増えてきております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 竹内議員。 

○竹内清海議員 東国分爽風学園、３つの学校を１つにするという課題について伺いました。やはりいろいろ１

つにすると、それぞれの拠点の中に学校があったということで、防災上の問題等々もあるということも、私も理

解をいたしております。地域から意見を聞くことは大切だと思いますが、ぜひなるべく早い時期に１つにしてい

ただくことを要望させていただき、この質問は結構でございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、健康教育についてでございます。先ほどの答弁の中で、生活習慣の見直しのために早寝早起き朝御飯に

取り組んでいる小学校もあると伺いました。 

 そこで確認させてください。早寝早起き朝御飯に関わる生活習慣について、本市の児童生徒の実態はどのよう

になっているのか、再度、質問させていただきます。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 令和４年度の市内児童生徒のライフスタイルアンケート調査によりますと、就寝時刻に関しましては、午後10

時以降に寝る児童生徒が、小学６年生では約55％、中学３年生では約90％と割合が高くなっております。一方、

起床時刻に関しては、午前７時までに起きる児童生徒が大半を占めていることから、中学校の一部の生徒は十分

な睡眠時間が確保できていない状況であることが分かりました。朝御飯に関しましては、毎日食べていると答え

た児童生徒が、小学１年生では95％、小学６年生では約85％、中学３年生では約78％との結果から、学年が上が

るにつれ朝食の欠食率が上昇することが分かりました。約３年間にわたる新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、子どもたちの生活習慣の乱れや体力低下は全国的な傾向であり、本市においても喫緊の課題であると認識し

ております。今後も各校の実態に即したヘルシースクールプランに基づき、継続的な取組を行ってまいります。 

 また、教育委員会といたしましても、教職員向けには、健康教育に係る各種研修会を実施し、保護者や市民に

向けては、効果的な取組をホームページなどに掲載し、広く周知していく予定でございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 竹内議員。 

○竹内清海議員 コロナ禍が明け、生活様式も変化している中で、子どもたちの生活習慣の乱れが懸念され、改

めて早寝早起き朝御飯の重要性を感じているところでございます。実は私の所属する市川シビックロータリーク



ラブでは、文部科学省が提唱する「早寝早起き朝ごはん」国民運動と併せて、食に対する知識、特に子どもたち

の朝食を取ることの大切さを一人でも多くの子どもたちに伝えたいということで、自分の朝食は自分で作れるよ

うになってほしいという思いで、市川市小学生朝食選手権を開催いたしております。これからも子どもたち自身

が食と健康について考えるためにも、できれば多くの子どもたちに、まずは参加、エントリーしていただけるよ

う働きかけを関係者の皆様にお願いしたいと思います。これは申し込むだけで１次選考がありまして、いろいろ

献立やアピールポイントなど、その時点でも勉強できますので、ぜひお願いしたいと思います。 

 次に移ります。史跡の公有化についてでございます。史跡の公有化、いろいろ御答弁をいただきました。本当

に私は国分のほうのは理解させていただきました。曽谷貝塚のほうでございます。公有化率がもう長い間かかっ

てきまして、やっと約80％になったということで、先ほどお話がありましたけれども、そろそろ保存活用計画策

定、これが始まるようでございます。 

 そこでお聞きしますけれども、私ども地元にはこの曽谷貝塚に対する思い入れ、もちろん史跡の部分も含め

て、かなり思い入れのある方がおりますので、もし保存計画の策定において会議等があるようでしたら、地元の

意見を取り入れることができないかお聞かせください。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 お答えいたします。 

 計画の策定に当たっては、学識経験者を含めた委員で構成される策定委員会を組織する予定となっておりま

す。その中で、例えば地元自治会の代表者の方など、曽谷貝塚にゆかりがあり、地域の活動に熱心に取り組まれ

ている方を委員にお迎えすることで、地元の御意見を取り入れていくことを考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 竹内議員。 

○竹内清海議員 ありがとうございます。曽谷貝塚でちょっと報告させていただきますけども、昨年の10月８日

に曽谷縄文まつりを久々に開催させていただきました。非常に広大な土地でございます。当日は市長にもお越し

いただきまして、ありがとうございました。本当に市内各地から、多分四、五千人は来たのかなというふうに言

われております。曽谷貝塚を何としても大事に守っていきたいということで、ぜひ曽谷貝塚、地元の意見を取り

入れていただくよう重ねてお願い申し上げ、この質問は終わります。 

 次に、学校給食無償化等については、補足質疑者、石原みさ子さんでございます。 

 最後になります。地域共生センターについてですが、地域の社会参加と介護予防を推進し、地域共生社会を実

現するための様々な事業に取り組んでいくことが分かりました。かつて多くの地域で見られた向こう三軒両隣と

いった相互扶助の見られる地域社会の再構築には、長い目で見た地道な取組が必要となってくるものと思いま

す。地域共生センターのような取組は、南行徳以外の地域でも必要ではないかと私は思います。 

 そこで、地域共生センターの今後について、市はどのような方向性を考えているのかお聞かせください。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 地域共生センターは地域共生社会の実現を目指すための多世代型のモデル施設として位置

づけております。今後、地域住民や関係機関、様々な分野で活動されている団体等と話し合いながら、柔軟に事

業を取り組んでまいりたいと考えております。 

 なお、実施した事業の効果を検証した後、他のいきいきセンターや民間の事業所などにも働きかけ、他の地域

づくりの取組などにも波及させていきたいと考えております。 

 また、他のいきいきセンターの地域共生センターへの転換につきましては、他のいきいきセンターにおいても

利用者の減少、固定化などの課題がありますことから、今後、地域共生センターでの事業効果等を踏まえ、他の



施設でも同様の機能拡大を図ることが可能なのか見定めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 竹内議員。 

○竹内清海議員 地域共生センターにおいては、社会参加と介護予防の取組を通じて様々な人々が参画し、人と

人がつながっていく地域共生社会の実現に結びつくことを期待するとともに、事業効果を見定めて、他の施設へ

の拡大の可能性についてもしっかりと検証していただければと思います。ぜひ他の地域にも広げていただきた

い、そんなお願いをいたしまして、終わります。 

 これで私の質問については終わります。補足質疑者の石原みさ子議員に替わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

○稲葉健二議長 次に、石原みさ子議員。 

○石原みさ子議員 清風いちかわの石原みさ子でございます。通告に従いまして、４つの大項目について一問一

答にて補足質問いたします。簡潔な御答弁をお願いいたします。 

 まず、１つ目は子育て支援について、アのこども家庭センターについては理解いたしました。大変期待してお

ります。１つ提案なんですが、これまで両親学級や講演会などは、皆さん任意での参加だったと思うんですけれ

ども、これほど虐待が減らない、そういう現状の中で、私は親になる方全員が知っておくべき知識や手法がある

のではないかというふうに考えます。組織がこれから変わりますので、そのタイミングで、ぜひ自分の思いどお

りにならない赤ちゃんや子どもに対して、いらっとしたとき、どういうふうにしたらいいのかとか、助けを求め

たいとき、どこに相談したらいいのか、そういった知恵や知識を伝えるような、そういった取組を、ぜひこども

部の中で考えて実行していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、イについて再質問いたします。子どもの居場所づくり支援事業概要を伺いました。現在、こども食堂は

20か所、フードリボンプロジェクトをしているお店は11店舗と伺いました。来年度もこの二本立てでいくという

ことですが、課題として、市内全域に増やしていきたいということでございます。では、どのようにしてこの課

題に取り組んでいくのか、お伺いいたします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 こども食堂の運営者を増やすために、こども食堂を新規で開始する方に向けたガイドブックを現在作成中でご

ざいます。このガイドブックは、子ども食堂をやってみたいと思う方の手引として、開始までの準備や手続など

を案内するほか、現在、子ども食堂を運営している方の体験や関係者のコラムなどを掲載する予定でございま

す。今後このガイドブックを活用しながら、子どもの居場所づくりへの理解や協力が地域に広まるよう努めてま

いります。 

 また、フードリボンの参加店舗についても同様に、チラシの配布やイベントの開催などで周知啓発を強化し、

店舗の増加に努めてまいります。 

 さらに、こども食堂とフードリボンは支援の対象がどちらも食事に困る子どもたちであることから、２つの事

業それぞれの拠点を組み合わせて利用されるよう、相互に周知を行うことも必要だと考えております。この２つ

の事業を比較すると、こども食堂は食事だけでなく、学習支援や生活相談など多様な支援が受けられる代わり

に、開催頻度が多くの場合月一、二回程度である一方、フードリボンは飲食店という場所柄、食事の提供に特化

される代わりに営業時間は継続して行っているため、子どもが困ったときにいつでも行けるという安心感がある

という特徴がございます。この相互補完的な関係を活用し、互いに活動の連携を図ることで一層の相乗効果が生

まれるよう、今後の展開を検討してまいります。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原みさ子議員。 

○石原みさ子議員 御答弁ありがとうございました。よく分かりました。ぜひ着実に実行していっていただきた

いと思います。そして、特に初めて申請する団体、これから新しい団体も生まれてくると思いますし、現在まだ

申請していない団体もございます。そういった団体に対しては、いろいろ分からないことが多いと思いますの

で、ぜひ丁寧に対応していただいて、例えば衛生管理一つ取っても、現地で環境を確認しながらアドバイスする

ような、そういった機会も設けていただきたいなと思っています。この子どもの居場所づくりは大変重要ですの

で、前向きに進めていってください。お願いいたします。 

 では、次の再質問に移ります。次は福祉行政についてです。障がい児者喀痰吸引等研修補助事業の概要につい

て伺いました。これから市川市の新規事業として、独自の支援でございますね。来年やってみて、ぜひ事業の効

果については詳しく検証してください。そして、もし修正したほうがいいような部分があれば、また更新してい

っていただきたいと思います。やりっ放しではなくてということですね。今医療的ケアが必要な障がい児の通所

できる施設は７か所、また18歳以上の受入先も７か所と、まだまだ不足している状態ですので、ぜひ体の状態を

把握している顔見知りの職員の方が３号研修を受けて、そして関わっていただけるように周知を十分にした上

で、一人でも多くの担い手が育ちますようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 再質問いたします。イについてです。医療的ケアが必要な方を受け入れている生活介護事業所の支援につい

て、現状と今後の取組を伺いました。質問いたしますが、医療的ケアを必要とする方が高校を卒業して、次に居

場所となるのが生活介護事業所になります。本市では医療的ケアが必要な人の数、市長御存じでしょうか。ここ

に資料がございますが、18歳から65歳未満、つまり現在、生活介護事業所を利用している方が15名、それから、

６歳から17歳、現在、特別支援学校に通学している医療的ケアを必要としている方が24名、そして、この後が重

要なんですけど、ゼロ歳から５歳、未就学児で同じく医療的ケアを必要としている子どもたち、25人います。非

常に増加傾向ですね。しかも、この25人のうち12人が人工呼吸器を装着しています。ということは、今後、学校

に上がってくる子どもたちは人工呼吸器を必要としている子どもたちが多くなってくるということになりますの

で、学校側のほうもその受入れ体制というのをつくっていかなくてはいけない、そういう状況にあります。本市

には、このような方々が卒業後にリハビリをしたり、入浴をしたり、また食事などの日中活動の支援を行う受入

先となる生活介護事業所は７か所しかないのですが、毎年毎年新しく入所者を迎えられるわけではないんです

ね。それはなぜかというと、看護師をはじめとする人材が確保できないからです。令和３年の補正より、本市で

は独自に看護職員の加配、２人目からですね。２人目について補助が始まりました。その補助額は１日当たり

9,825円です。この金額なんですけど、医療的ケアを行う看護師としてはちょっと安過ぎるんじゃないかなと思

います。一般的に医療的ケアを行う看護師の年収は500万から600万あります。ですが、この9,825円から計算い

たしますと、１か月もし23日働いて22万5,000円、１年で年収271万円です。これではちょっと■■■■■■■■

■■■■、結局は生活介護事業所が補塡をして、自分たちの持ち出しでプラスしているという現状ですね。ここ

の部分なんですが、この加配される看護師の１日の金額の増額ができないでしょうか。お答えをお願いします。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 この看護職員の加配への補助額は、障がい福祉サービスに対する報酬で賄われる看護職員

１名分を超える部分の一部として設定しているものです。本年４月には補助額の根拠となります障がい福祉サー

ビスの報酬が改定されることから、その内容を精査した上で見直しを検討してまいります。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 石原みさ子議員。 

○石原みさ子議員 答弁を伺いました。国もこれから増額になると思うんですけれども、ぜひ市川市も必ずアッ

プしてほしいと思います。また、その働きに見合う金額にアップしていただきたいなと思います。実は、市川市

は２人目について、この加配看護師への補助額ということが定められているんですけど、１人目には上乗せ分と

しては何も出ていませんし、３人目も対象になっておりません。実際に生活介護事業所では最低２人の看護師を

必要としています。なぜならば、送迎を行っていますから、医療的ケアを必要とする方は体の状態がよく変わる

んですね。そういう方々を送迎するのに、やはり車に乗り込む看護師と施設に残っている方を見る看護師と２人

必要なんですよ。ですから、この２人分の補助というのが絶対に必要になってくると思うんです。そういう意味

で、今後、福祉部ではぜひ看護職員の補助を１人目から、また３人目もということも検討してください。 

 私はこの質問をするに当たって浦安市を視察してまいりました。浦安市では、■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■合計960万円出ています。それでも浦安市では、医療的ケアを行

う看護師を雇うとなると、人件費は年間600万ぐらいは必要でしょうから、まだまだこれでは不十分で、一部補

助としかなっていないという認識でございました。ぜひ浦安市に後れを取らないような手厚い支援を市川の福祉

行政でもお願いしたいと思います。 

 次に、もう一つ再質問いたします。医療的ケアが必要な方、またその家族のためには、短期入所が必須です。

必ず必要ですね。このことに対しましては、私は７年前から度々質問を行ってまいりました。医療的ケア児を持

つ家族にとって、短期入所の実現は長年の夢であり、切実な問題です。現在、市内に預けられるところはありま

せん。皆さん千葉市など遠く市外へ預けざるを得ない状況が続いています。この課題に対して、市としてどのよ

うに取り組むつもりでしょうか、お伺いいたします。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 医療型短期入所事業を行っている事業所は、おっしゃるとおり市川市にはなく、県内で13

か所となっています。医療的ケアが必要な方は、御家族の体調不良など緊急時には市外の事業所を利用せざるを

得ない状況です。昨年８月に行った当事者アンケートでも、緊急時に預けることができる短期入所が必要である

等の回答が半数以上ありまして、これまでも議会や当事者、御家族の皆様からも同様の声をいただいていること

から、本市における長年の課題であると認識しております。医療型短期入所を開設するためには、看護師の24時

間配置、緊急事態に備えた広域的な医療連携体制の構築が必要であり、千葉県との連携が不可欠であります。市

の取組といたしましては、昨年11月に市内の対象団体を対象に、千葉県と合同で開設説明会を開催し、14団体に

参加をいただきました。その後、具体的な開設に向けて検討を行っている法人が３法人あり、そのうち１法人に

ついては、現在、指定権者である千葉県と法人において開設に向けた協議が行われていると聞いています。市と

いたしましては、今回の取組をきっかけとして千葉県と連携を深め、市内の対象団体に開設に向けての働きかけ

や情報提供を行うなど、引き続き努力を重ねてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原みさ子議員。 

○石原みさ子議員 御答弁ありがとうございました。今やっと、初めてじゃないかと思うんですが、短期入所に

ついての前向きな御答弁をいただきました。少し実現するんじゃないかなという希望が、近くに光が差すように

希望が感じられました。これまで福祉型でずっと模索していたと思うんですが、医療型ということで、病院の空

きベッドなどを利用して行うという形だと思いますが、スムーズにいけば、今３事業所が手を挙げていて、その

うち１法人に対しては県と協議を始めたということですから、その協議がスムーズにいけば、令和６年中にも実

現できるのではないかなと予測します。これは当事者、家族、そして支援者、みんなの願いです。ぜひかなえて



ください。強く要望いたします。 

 また、特に福祉型で行っている社会福祉法人など、日中、医療的ケア児者を受け入れている事業所には、でき

るだけたくさんの方を受け入れていただいて、その中で引き受けられるなという方、顔見知りになって体の状態

が分かっていけば、そういう方が出てくると思うんですね。ですから、そういう中で、利用者さんの中で引き受

けられるなという方を短期入所として受け入れていただく、そういう形で、両方から短期入所の機会をつくって

いけば、今よりも格段に市川市の福祉行政は進むと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、教育委員会に質問いたします。アについては理解いたしました。 

 イの私立の学校に通っている児童生徒への補助について伺います。このことは、８月に行われました児童議会

でも質問が上がったテーマでございます。先ほどの御答弁で、検討することがある私立は、私立だからこその教

育方針があって、やはり公立とはちょっと違うんだよということ、理解しました。現在、中野区では既に実施し

ていますが、本市でもしも私立の学校に通っている子どもたちに支援を始めるとしたら、その手法について、概

算など、どのようになりますでしょうか。その支援の方法についてお答えください。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 本市の学校給食無償化の目的を踏まえますと、私立学校などへ通う市川市の子どもたちに対し食環境を整え健

やかな育ちを支える取組を検討していく必要があるものと考えております。手法につきましては、私立学校など

へ支援を行っている自治体は非常に少ない現状でありますが、先進自治体の事例を調査研究する必要がある中、

想定される方法といたしましては、食育の推進による健やかな育ちの支援、もしくは経済的支援による食環境の

充実が挙げられます。本市で中野区のように補助金を支給する場合、私立学校などへ通学する児童生徒約2,600

人に対し、仮に来年度から開始する学校給食食物アレルギー等対応補助金と同額を支給いたしますと、事業費は

年間約１億1,000万円となります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原みさ子議員。 

○石原みさ子議員 ありがとうございました。分かりました。ぜひ前向きに、また検討を進めていただきたいと

思います。 

 最後の質問になります。不登校児童生徒への支援について、スペシャルサポートルームについて伺います。小

学校で不登校、不登校ぎみの子どもたちが過ごせる安全な居場所を校内につくるという、しかも、毎日開室する

という取組、非常にすばらしいと思います。小学生にとって、いつでも、何時でも、学校に行けば自分の行くと

ころがある、自分のクラスに入れなくても居場所がある、そのような環境をぜひつくっていただきたいと思いま

す。本市にとっても大きな一歩となるのではないでしょうか。 

 それでは、もう少し詳しく、その機能と今後の設置についてお尋ねいたします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 仮称スペシャルサポートルームは、登校しても自分の教室に入れない児童や、少し気持ちを落ち着かせてリラ

ックスしたいときに児童が利用できる校内の空き教室などを活用した部屋となります。授業が行われる日は毎日

開室とし、来室した児童の状況に応じながら、運営スタッフによる学習のサポートを行います。令和６年度はモ

デル協力校として６校を選定し、運営スタッフは、ゆとろぎ相談員を中心に対応していきます。設置場所や運営

スタッフ、予算の確保など、令和７年度、スペシャルサポートルームの小学校全校開室を目指して検討してまい

ります。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原みさ子議員。 

○石原みさ子議員 よく分かりました。苦しんでいる子どもたちのために、ぜひしっかりと準備して、スムーズ

に実現へと整えていってほしいと思います。ＮＰＯ等との情報共有のための連絡会については、ぜひ実行してい

ただきたいと思います。また、フリースクールのほかにも親の会など、ほかの関わる団体がございますので、親

の会もぜひ仲間に入れていただいて、継続的にやっていただきたいと思います。千葉県の教育委員会では、既に

年３回から４回、同様の懇談会を行っておりまして、子どもたちの様子が分かる、間接的に親子とつながれると

いうメリットが大きいというふうに好評でございます。市川市の今後の不登校の児童生徒への支援がますます充

実していくことを願いまして、清風いちかわの代表質問を終わりにいたします。ありがとうございました。 

○稲葉健二議長 この際、暫時休憩いたします。 

午後３時休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後３時30分開議 

○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１議案第55号から日程第38報告第32号までの議事を継続いたします。 

 市民クラブ、中町けい議員。 

〔中町けい議員登壇〕 

○中町けい議員 会派市民クラブの中町けいでございます。本日３会派目の代表質問となりますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 まず初めに、このたびの能登半島地震で亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げるとともに、被災され

た方々に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。また、現地に派遣し、業

務に当たっている本市職員さんに感謝を申し上げます。 

 現在の物価高や光熱費、建設コストの高騰、また団塊の世代の皆様の高齢化に伴う政策、今後さらなる公共施

設の建て替え計画などの影響もあり、過去最高額の編成となった来年度予算であります。一方で、市民の皆様の

暮らしに目を向けても、同じ厳しい社会情勢にある中で、我々会派市民クラブは、さらなる市民サービスの向上

とその最前線で働く現場の方々を大切にし、来年度市制施行90周年の節目に当たり、一層、市民の皆様のお役に

立てられるよう邁進してきたいと考えております。 

 それでは通告に従い、質問を行ってまいります。 

 大項目、美術館構想についてになります。 

 来年度に向けた施政方針では、美術館構想について触れられていますが、現時点では構想があること、そし

て、来年度予算では検討会の予算として11万円の計上、来年度の組織図で新しく美術館構想担当室が新設されま

した。現時点では、構想や、これから検討の段階だと思いますが、それぞれお伺いさせていただきます。 

 (1)番、美術館構想についての課題認識についてになります。美術館構想に至るまでの課題の整理としまし

て、芸術家のための活動拠点や作品展示場所、収蔵作品の保管場所の課題、文化芸術の人材育成、さらなる市民

サービスの向上など様々な課題が考えられますが、美術館構想の策定に至るまでの本市の課題認識についてお聞

かせ下さい。 

 次に、２として、本市における美術館開設の優先順位の考え方についてになります。財源の視点から考えた場

合に、現在、本市の公共施設個別計画を見ても、今後やらなければならない建て替え計画や、ここにいらっしゃ

る議員の皆様からも、これまで多くの要望や市民ニーズを代弁されている中で、まだ実施されていない課題など



と比較して、美術館計画の優先順位の考え方をお聞かせください。 

 次に、３番、美術館の必要性についてになります。本市は都心へのアクセスも優れている立地でありますの

で、電車に乗って１時間圏内には数多くの美術館があり、あえて美術館を新設する必要性についてお尋ねいたし

ます。 

 以上、大項目、美術館構想については、今回が初めての質問になりますので、現段階において賛成か反対かで

の話ではなく、田中市長の思いや理想もあるでしょうから、まずはどのような考え方なのか、そのあたりについ

て、３点お尋ねいたします。 

 次に、大項目、福祉行政についてになります。 

 (1)市川市介護保険条例の一部改正における介護保険料算定の基礎となる高齢者人口と要支援・要介護認定率

の推移と今後の見込みについてになります。介護保険料算定には、次期計画期間の３か年における事業費を見込

むことが必要でありますが、その基礎となる高齢者人口の要支援・要介護認定率について、これまでの推移と今

後の見込みを伺います。 

 次に、２として介護職員に関する処遇改善加算の現状と今後についてになります。今後さらなる高齢化に向け

て特に重要なのは、業務を担う介護職員の確保であり、働く方々のベースアップの処遇改善であります。そこ

で、介護職員の賃金改善を目的とした介護職員処遇改善加算の概要及び介護サービス事業所の取得率について伺

います。 

 また、あわせて、令和６年度介護保険法の改正により新設される介護職員処遇改善加算の概要及び今後につい

ても併せて伺います。 

 次に、３番目、点字郵送の現状と今後について伺います。このたび、我が会派の議員に対して、市内在住の視

覚に障がいのある方とその支援者の方より、点字を用いた市からの郵送物に関する問合せ、要望がありました。

市からの案内全般については、できるだけ点字を用いて郵送していただきたい、以前にも希望したが、いまだ希

望どおりになっていないとのものでした。田中市長は２月14日の施政方針演説において、「誰一人取り残さない

まち」という重点施策に加えて、格差にも大きな懸念を表明されておりました。所得、医療、教育といったさま

ざまな格差に関する課題の中で、情報に関する格差も地方自治体が解決に向けて取り組むべき大きな課題の一つ

です。情報格差の要因は多岐にわたります。その一つに、視覚障がいがあることによって生じる情報格差があり

ます。もし本市において、視覚に障がいがある方に対し情報格差が生じているのならば、市民全体のいざという

ときの生活保障と公共性の観点から、早急に調査と解決に向けて取り組むべきと考えます。 

 そこで、本市の点字郵送の運用の概要と実績を伺います。 

 次に大項目、本市職員における職場環境の改善についてになります。 

 日々、本市の市民サービスの最前線で働く多くの職員の皆様のおかげで市民サービスが成り立っております。

市民サービスの向上には、そこで働く職員さんが安心して働きやすい環境の改善が欠かせないと考えます。そこ

で以下について順番にお尋ねします。 

 １番、正規職員の採用者数及び退職者数についてになります。来年度の正規職員における新規採用数と今年度

における途中退職者の現状と課題について伺います。また、採用計画と比べてどのようになっているかも併せて

伺います。 

 次に、(2)として現業職員のうち道路補修に従事する職員と用務員についてお伺いします。本市では多くの現

業職員さんが活躍しております。現業職員とは、正規職員のうち特別職の車両や大型バス、ごみ収集車などの運

転業務に従事する自動車運転手、学校の環境整備や保育園での給食調理業務などに従事する用務員、道路の陥没

補修や側溝清掃、斎場、霊園、公園などの維持管理業務に従事する作業員、庁舎の守衛業務やクリーンセンター



の稼働業務、またクリーンセンターのプラットホームでのごみの受入れ業務に従事する職員さんたちです。そこ

で、今回は現業職員のうち道路補修と学校用務員について、まず職種内容、人数及び年齢構成について伺いま

す。 

 次に、３として会計年度任用職員の処遇改善についてになります。職員構成の中でも会計年度任用職員の割合

を考えれば、今では市の業務を担う上でなくてはならない存在だと考えております。昨年の12月議会では、人事

院勧告に基づき、来年度からの報酬引上げと、これまで支給されてこなかった勤勉手当の支給が決定しました。

これまでも同じ職場の中で勤勉手当が支給される正規職員と支給されない会計年度任用職員との間に不均衡が生

じており、同一労働同一賃金に合致していないことが課題でありました。そこで、勤勉手当の導入や報酬の引上

げについて、来年度から具体的にどの程度の処遇改善となるのか、そのモデルケース、対象者、予算額、また勤

勉手当を導入するに当たり評価制度の運用についても併せてお伺いします。 

 次に、大項目、子ども・子育て行政についてです。 

 (1)として公立保育園給食の委託についてです。公立保育園の調理員の慢性的な人員不足により、土曜日給食

がパン給食になった経緯がありました。私自身もこれまで公立保育園の調理員さんたちが集まる勉強会に参加

し、現場の声を聞いたり、2022年の12月議会で調理現場での人員体制及び課題について質問し、職場環境の改善

について要望させていただきました。現場の方々は、これまで子どもたちのためにアレルギー対応を含め、一生

懸命、丁寧に安心、安全な給食提供のために頑張ってこられております。平日は特に子どもたちが多いために、

シフトに穴を空けないために、限られた人員の中で体調管理に努めながら責任を持って対応されてきておりまし

た。しかしながら、ここに来て委託を検討されているとのことで、現場で働く方々からは、これまで会計年度任

用職員の募集が少ないことは理解していましたが、なぜこれまで正規職員を募集しないで委託という方向性にな

るのか、違和感を感じているとおっしゃっています。 

 そこで以下を一括してお尋ねします。アとして、委託における目的及び費用対効果について、イとして、近隣

他市の公立保育園における土曜日給食の提供状況について、ウとして、調理員の正規職員と会計年度職員の職員

構成比率について、エとして、職員の雇用維持についてお尋ねします。 

 次に、(2)番、医療的ケア児の保育園における環境の整備についてになります。先日、医療的ケア児を受け入

れている市内の保育園にお邪魔させていただき、実際に保育の状況を拝見させていただきました。視察した保育

園では、個別のお部屋で対応しておりましたが、子どもの症状によって、常に人工呼吸器の装着が必要なケース

や、日中は呼吸器を外してスピーチバルブなどで可能なお子さんと個人差があると思います。しかし、このよう

な特性があっても、看護師を確保し、受け入れてくださる保育園の存在は、保護者にとってはとてもありがたい

ことです。そこで、まず医療的ケアを必要とする入園希望に対して、現状の受入れ状況及び課題についてお尋ね

します。 

 次に、フードリボンプロジェクトの現状と課題についてになります。現在参加されている飲食店さんから御相

談を受け、質問させていただきます。フードリボン活動は、月に決まった日にちに提供されるこども食堂と違

い、賛同していただける飲食店さんが広がれば広がるほど、地域の中で子どもたちが日常的にいつでも安心して

食事ができる場所が増えます。また、食材の原資については、飲食店に通うお客様から300円のリボンの寄附に

よって成り立つ仕組みとなっていますので、子どもたちのために、さらに継続し広がってほしい、すばらしい事

業だと捉えております。そこで、フードリボンプロジェクトに対する現状と本市の関わり方、役割、課題につい

てお尋ねいたします。 

 最後に、学校教育についてになります。 

 １番、須和田の丘支援学校におけるスクールバスの増便についてになります。スクールバスの送迎の対象であ



る須和田の丘支援学校の小学部は稲越校舎、中学部は須和田校舎において、両校舎に通う児童生徒を現在７台の

スクールバスで運用し、高等部は、将来の自立に向けて自力通学が原則であると聞いております。しかし、高等

部に通う生徒の中には個人差があり、１人では自力通学が難しいケースや、保護者と一緒に通学するケースもあ

るかと思います。一方で、高等部に通う生徒の中でも、スクールバスでの通学を希望するケースもある中で、現

在のスクールバス通学を希望する高等部の状況と、今後、児童生徒が増加した場合に、余裕を見たバスの増便が

必要と考えるが、御見解を伺います。 

 最後に、放課後等デイサービスの送迎のための市立学校における校舎内の駐車スペースの確保についてです。

市内の小中学校、主に特別支援学級に通っている児童生徒の中で、下校の際に放課後等デイサービスの車が迎え

に来たり、病気やけがなど事情があり、保護者が車で送迎しているケースがあると思いますが、その際の校内の

駐車スペースの確保や各学校ごとの規則について、どうなっているのか、現状について伺います。 

 以上が初回質問となり、答弁の後に再質問させていただきます。 

○稲葉健二議長 答弁を求めます。 

 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 私からは大項目、美術館構想についてお答えいたします。 

 初めに、(1)美術館構想における課題認識についてであります。美術館構想策定の必要性に至るまでの課題と

いたしましては、先ほど御質問者が挙げられました芸術家のための活動拠点や芸術作品の展示、保管などのほ

か、本市ゆかりの美術家の顕彰、市民の生活に癒やしと潤いを与える場の提供及びシティセールスの推進などが

あるものと認識しております。なお、今後、美術館整備に係る検討委員会において、美術館のコンセプト等を検

討していただくことにより、美術館において解決できる課題がより明確になるものと考えております。 

 次に、(2)本市における美術館開設の優先順位の考え方についてであります。美術館開設のような一定の費用

を伴う事業の優先順位につきましては、市の全体事業を踏まえ、総合的に検討、判断していく必要があるものと

考えております。 

 最後に、(3)美術館の必要性についてであります。本市では、故東山魁夷画伯や中山忠彦画伯など多くの著名

な美術家が活躍しておられ、市民による美術活動も活発に行われているところであります。これまでも、これら

の方々から美術館の設置に係る多くの要望がございました。平成17年、人間東山魁夷の顕彰をコンセプトとする

東山魁夷記念館が開設いたしましたが、かねてより要望のあった本市の文化芸術全体を対象とする美術館の開設

は実現していないところであります。また、近年、市川市に美術館を要望する会が設立されるなど、市民の皆様

等における美術館開設の機運も高まっているところであります。このような中、本市の特徴とも言える文化都市

市川の魅力を生かしたまちづくりの一環として美術館の建設を目指すことは、重要かつ必要な施策の一つである

と考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 私からは福祉行政の３点の御質問にお答えします。 

 初めに、(1)高齢者人口の推移等についてです。本市の65歳以上の高齢者人口は、令和３年から５年は10万

5,000人から6,000人と微増で推移しています。その後も微増は続き、令和８年には10万7,580人になると見込ん

でおります。また、要介護・要支援認定率は、令和３年から５年は18％前後で推移しており、令和８年には

19.2％まで増加していくと見込んでいます。今後、いわゆる団塊ジュニア世代が全て高齢者となる2040年にかけ

ては、高齢化率の上昇も見込まれます。今後も要介護・要支援認定率の動向と介護サービスの需要を注視しつ

つ、認定を受けた方が適切な介護サービスを受けられるよう、サービス提供体制の確保に努めてまいります。 



 次に、(2)処遇改善加算等についてです。現在の介護職員処遇改善加算につきましては、次の３つの制度から

成り立っています。１つは、介護職員処遇改善加算、次に介護職員等特定処遇改善加算、また介護職員等ベース

アップ等支援加算です。１つ目の介護職員処遇改善加算は、平成24年に開始した制度で、職場環境等の要件、キ

ャリアパス要件を満たすことで加算を受けることができます。２つ目の介護職員等特定処遇改善加算は、令和元

年に開始した制度で、賃金改善要件や見える化要件等の複数の要件を満たすことで加算を受けることができま

す。３つ目の介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和４年に開始した制度で、ベースアップ等要件、処遇改

善加算要件を満たすことで加算を受けることができます。これら加算の市内介護サービス事業所の取得率は、介

護職員処遇改善加算が94％、介護職員等特定処遇改善加算が65％、介護職員等ベースアップ等支援加算が80％と

なっています。この取得率につきましては、全国でも本市と同様の傾向が見られ、国の介護保険分科会にて報告

されました令和４年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要では、介護職員等特定処遇改善加算の取得率は低

く、全ての事業所が取得できている状況ではないことが示されています。 

 また、同報告書では、事業所が処遇改善加算を取得しない理由を次のとおり挙げています。１つは、事業所に

おいて賃金改善の仕組みを設ける必要があること、また、計画書や実績報告書の提出が必要であるなど事務事業

の煩雑さを理由とするもの、また、制度そのものの複雑さを理由とするもの、また、加算の配分先を介護職員に

限定されているため、他職種との賃金バランスが取れなくなることなどです。このような状況を受け、令和６年

度の法改正に伴う新たな処遇改善加算では、制度の複雑さを解消し、事務負担の軽減を図るため、現行制度の３

つの加算を一本化すること、また、職種間の配分ルールを撤廃することで職種間の賃金バランスを事業所の裁量

で決めることが可能となります。このように、今後、法改正において処遇改善加算の見直しが図られることか

ら、取得率は今後向上するものと考えております。 

 次に、(3)点字郵送についてです。令和４年５月に障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施

策の推進に関する法律が施行され、障がいのある方の情報の取得利用や、意思疎通に係る施策を総合的に推進し

て共生社会の実現に資することが明文化されました。本市では、視覚障がいのある方の情報取得に係る支援の１

つとして、郵送物への点字表記を行っています。点字表記の対象者は、身体障害者手帳保持者のうち視覚障がい

のある方、かつ単身の方及び個人希望者としております。また、送付している対象物は、納税通知や国民健康保

険関係の通知、予防接種・検診の案内、介護保険料通知等、各担当部署における主な郵送物となっています。現

在対応している部署は、福祉部を含め４部10課であり、送付実績としましては、令和４年度で延べ件数1,815件

になります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小川企画部長。 

○小川広行企画部長 私からは大項目３番目、本市職員の職場環境の改善についての(1)、(2)についてお答えい

たします。 

 初めに(1)正規職員の採用者数及び退職者数についてです。正規職員の採用につきましては、例年、定員管理

方針に基づき、退職者の見込みや事業の進捗、また、政策実現のための業務量の増減を考慮して採用計画を策定

しており、令和６年度に向けた採用につきましては、152人の正規職員を採用する計画でございました。そこ

で、今年度に実施しました採用試験による採用予定者数は154人となっており、内訳としましては、事務職や土

木・建築職等の一般行政職が81人、保育士や保健師等の専門職が73人となっております。 

 次に、早期や普通退職など定年前及び任期終了前に途中で退職する職員数は、令和６年２月13日現在で80人と

なる見込みでございます。途中退職以外に人員が減となる要因といたしましては、定年による退職、任期を定め

て採用した職員の任期満了による退職のほか、再任用職員については再任用期間の終了、フルタイム勤務から短



時間勤務への移行による勤務時間の減がございます。なお、今年度は定年引上げにより、定年退職者はおりませ

ん。 

 これらの人員減と途中退職者との合計165人分が今年度末における人員減となる人数であり、令和５年度当初

に比べまして、正規職員は11人減となる予定で、想定以上の退職者が生じております。採用計画の策定に当たり

ましては、退職者数の実績や再任用の意向の調査結果から見込みを立てておりますが、近年の傾向といたしまし

て、30歳代の普通退職が増えていること、また、50歳代の早期退職や60歳代の再任用職員の退職が増えているこ

とが挙げられます。これらの要因といたしましては、新型コロナウイルスの影響で採用活動を控えていた企業が

採用を再開するなど、コロナ流行前の求人水準を上回るリバウンド需要があること、また、国や他の地方団体に

おいても同様の人材不足から、中途採用の活動が活発になっているという報道があることからも、官民を問わず

転職市場が活発化していることが挙げられます。また、家族の介護など個別の事情も要因として考えられます。 

 以上のことから、採用計画の策定時において退職者数の見込みを立てる難しさが課題として考えられます。 

 次に、(2)現業職員のうち道路補修に従事する職員と用務員についてです。現業職員とは、許認可などの公権

力の行使に関わらない現場作業等の業務に従事する職員で、市川市一般職員の給与に関する条例に定める技能労

務職給料表の適用を受ける一般職の職員でございます。まず、道路補修に従事する職員の職務内容につきまして

は、規模や緊急度を考慮し、委託ではなく職員が対応するものとして、市内の巡回、点検に加え、道路陥没や道

路施設の補修、また、下水道に関する維持管理業務として、排水詰まりの洗浄、下水管破損時の応急的な補修等

を行っております。令和５年４月１日現在、本現業職場における再任用を含めた正規職員数は15人であり、年齢

構成は、40歳代が１人、50歳代が13人、60歳代が１人で、平均年齢は55.2歳となっております。 

 次に、学校用務員につきましては、校舎や学校敷地内の清掃作業、床や壁の簡易な補修、机や椅子の修理など

の修繕作業、花壇の管理、樹木の剪定など、学校における環境整備をはじめとした各種作業を主な任務としてお

ります。令和５年４月１日現在、学校用務員の再任用を含めた正規職員は15人であり、年齢構成は30歳代が１

人、40歳代が３人、50歳代が６人、60歳代が５人で、平均年齢は53歳となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 私からは大項目、本市職員の職場環境の改善についての(3)会計年度任用職員の処遇改善

についてお答えいたします。 

 会計年度任用職員の勤勉手当等の処遇改善につきましては、先ほど御質問にありましたとおり、さきの12月定

例会におきまして報酬等の引上げを含めた条例の一部改正を提案し、議決をいただいたところであります。改め

て改正内容を要約いたしますと、報酬等の引上げは、専門職など例外を除き給与表に基づく報酬、給料が支給さ

れている全ての会計年度任用職員を対象に、平均改定率5.2％の引上げとなります。また、勤勉手当の支給につ

きましては、期末手当の支給される任期が６か月以上で、かつ１週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の会計

年度任用職員が対象となります。この改正により、令和６年度から会計年度任用職員の処遇は一定の改善が図ら

れるものと考えております。 

 次に、この改正による会計年度任用職員１人当たりの年収について、モデルケースとしてお答えいたします。

フルタイムの会計年度任用職員で、年収が約57万円の増額、勤勉手当が支給されることとなる週15時間30分勤務

のパートタイムの会計年度任用職員で約22万円の増額、週30時間勤務では年収が約43万円の増額になるものと見

込まれます。これらの影響を含めた令和６年度当初予算案の一般会計における会計年度任用職員の人件費は、報

酬、給料で対前年比約２億円増の約37億円、新たに予算計上いたしました勤勉手当の総額は約５億円となってお

ります。 



 最後に、勤勉手当を導入するに当たり実施いたします会計年度任用職員の人事評価についてです。これまでの

現行制度では、毎年１月１日に評価基準日とし、３段階で評価をしてまいりましたが、今回の勤勉手当導入に際

し、国からの通知におきまして、人事評価の結果を勤勉手当の支給に適切に反映する必要があるとの見解が示さ

れております。このことを踏まえ、本市といたしまして、人事評価の結果を適切に勤勉手当の支給に反映できる

よう、評価基準日の変更、正規職員に準じた５段階評価にするなど、令和６年４月１日施行に向け、必要な制度

改正を行ってまいります。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 私からは大項目４番目の子ども・子育て行政についてにお答えいたします。 

 初めに、(1)公立保育園給食の委託についてのア、委託における目的及び費用対効果についてです。本市の公

立保育園における調理員の配置につきましては、各保育園の給食の食数に応じた配置基準を設けております。現

在全ての保育園において配置基準は満たしておりますが、疾病等により調理員に急な欠員が生じた場合の対応な

どを想定した余裕のある配置とはなっておりません。なお、土曜日に調理員を配置することで、その振替により

平日に人員不足が生じてしまうことから、令和４年度より、土曜日は調理員を配置せず、パンなどの簡易的な献

立で給食を提供しております。この状況を解消するため、人員確保に向けては、これまでも継続的に会計年度任

用職員の採用に努めてきたところでありますが、応募が少なく、また、採用面接を行っても、実際に採用につな

がらないケースが多い状況にございます。そこで、安定的な給食提供体制を維持し、土曜日の調理献立による給

食を再開するためには、給食調理業務委託の導入が必要と考え、実現に向けて職員組合などと協議を進めている

ところでございます。今後、職員組合への正式申入れを経て合意を図り、調理業務委託の導入を進めてまいりた

いと考えております。 

 なお、委託業務は給食の調理業務のみを委託を予定しており、献立の作成や食材の発注などは従来どおり市の

栄養士が行うものとしております。また、調理業務委託を導入した場合の経費につきましては、正規の調理員を

配置した場合の人件費より約15％軽減されることを見込んでおります。 

 次にイ、近隣他市の公立保育園における土曜日の給食の提供状況についてです。近隣市の公立保育園において

は、様々な方法で土曜日の給食を提供しており、各市の状況を申し上げますと、浦安市及び習志野市は、平日の

献立より品数や内容を簡易にした献立を調理員が調理し、給食を提供しています。柏市は、３歳未満児につきま

しては、平日の献立より簡易な献立を調理員が調理し給食を提供しており、３歳児以上は家庭からの弁当持参と

しております。千葉市、船橋市並びに松戸市では、離乳食を除いて給食提供はしておらず、家庭からの弁当持参

としております。 

 次にウ、調理員における正規職員と会計年度任用職員の職員構成比率についてです。令和６年２月１日現在で

公立保育園20園に配置しております調理員は99名で、その内訳は、正規職員である一般職員11名、再任用職員４

名、フルタイムの会計年度任用職員38名、パートタイムの会計年度任用職員46名となっております。また、正規

職員のうち再任用職員４名を除いた11名の一般職の平均年齢は57.2歳となっていることから、将来にわたり安定

的に給食を提供できる体制整備を急ぐ必要があると考えております。 

 次にエ、調理員の雇用維持についてです。一部の公立保育園で調理業務委託を導入した場合、正規職員は人事

異動により他の公立保育園に配置してまいります。会計年度任用職員につきましては、公立保育園で勤務を希望

する場合は、正規職員と同様に他の公立保育園に配置するとともに、委託事業者での勤務を希望する場合は、事

業者とのマッチングを支援することで、職員の就労の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、(2)医療的ケア児の保育園における環境の整備についてです。医療的ケア児とは、生活をする上で日常



的に医療的なケアを必要とする児童であり、現在、市内の保育施設で受け入れている児童の医療的ケアの内容

は、気管カニューレ管理、経管栄養、血糖管理などとなっております。医療的ケアを必要とする児童が保育施設

への入園を希望する場合、まずは本市の保育園入園窓口に御相談いただき、お子さんの状況と希望する保育園に

ついてお話を伺い、その後、看護師同席による面接を実施しております。令和５年度は１月までに電話での問合

せは13件あり、そのうち窓口の相談につながったのは10件でございます。入園調整をしている間に子どもが入院

となった、子どもが成長して医療的ケアが終了したなどの事情も発生することから、令和５年度中に新たに保育

施設に入園した子どもは２名となっております。 

 なお、令和６年２月現在、６名の医療的ケア児が市内の保育施設に通園しており、令和６年４月には新たに３

名が入園を予定しております。年度末で卒園する園児もおりますことから、令和６年４月時点での受入れ園児数

は７名となる予定でございます。 

 保育施設において医療的ケア児を受け入れる課題としては、医療的ケアに対応できる看護師や保育士の確保が

難しいことや、医療的ケアを行う個室などのスペースの確保ができないことが挙げられます。そこで、公立保育

園の民営化により新たに建設する保育施設では、あらかじめ医療的ケア専用の部屋を設置するなど、受入れ体制

の整備を進めているところでございます。 

 最後に、(3)フードリボンプロジェクトの現状と課題についてお答えいたします。フードリボンプロジェクト

とは、飲食店の利用客が食券となるフードリボンを１つ300円で購入し店に置いていくと、それを使って地域の

子どもたちが無料で食事ができる仕組みで、市内に所在する法人が考案し、全国的に展開しております。本市で

は、これまで取り組んできた学校給食費無償化やこども食堂への補助などの子どもの食の環境を守る施策に沿う

ものとして、令和４年度からこのプロジェクトへの支援を開始いたしました。現在は、市内で居酒屋や喫茶店な

ど11店舗に登録していただいております。このプロジェクトにおける本市の役割といたしましては、プロジェク

トを考案し推進する法人との連携の下、フードリボン普及のための後方支援を行っております。具体的には、参

加店舗を増やすために募集のチラシや動画を作成し、飲食店への周知に努めているほか、食券となるリボンや、

それを貼り付けるボード、のぼり旗やステッカーなどのスタートアップキットを作成し、参加を表明した飲食店

がすぐに活動を始められるよう配付しております。また、地域の大人への寄附の呼びかけや、子どもたちの利用

を促すための広報も積極的に市が行っております。特に子どもに対しては、子どもに分かりやすく作成したチラ

シの配布や動画配信を行っているほか、学校や民生委員・児童委員など関係団体と連携し、子どもへの声かけを

依頼しております。 

 このプロジェクトに対する課題といたしましては、現在活動していただいている参加店舗からは、リボンの寄

附は多く集まるのに対して、子どもの利用が少ないと報告されております。これまで市は、子どもが歩いて行け

る身近な距離に参加店舗があることを目標として、まずは参加店舗の増加を最大の課題としてまいりましたが、

今後は、子どもとその保護者に対して、店舗の存在と家庭の事情を問わず利用できることを伝え、より利用しや

すい環境を整えることも課題となると考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 私からは大項目、学校教育についての(1)須和田の丘支援学校におけるスクールバス

の増便についてと(2)放課後等デイサービス送迎のための市立学校における校舎内の駐車スペースの確保につい

てお答えいたします。 

 初めに、(1)須和田の丘支援学校におけるスクールバスの増便についてお答えいたします。現状、スクールバ

スの利用対象は小学部の児童と中学部の生徒としております。高等部の生徒につきましては、卒業後の社会自立



につながるよう自力登下校を原則としております。しかし、高等部の生徒が個々の事情によりスクールバスの乗

車を希望する場合は、学校長と保護者で面談し、登下校時の利用や下校時のみの利用をしている生徒もおりま

す。令和５年度高等部に在籍する生徒は68名で、そのうち５名が、現在登下校で乗車をしております。したがい

まして、現状では、小学部及び中学部の在籍者のほとんどの児童生徒及び個々の理由により認められた高等部の

生徒約140名がスクールバスを利用しております。 

 今後、児童生徒が増加した場合の増便についてですが、これまでも令和３年度に14人乗りを29人乗りに大型化

したり、令和４年度に29人乗りを増車し、７台の運行にするなど対策を講じてきました。しかし、今後も特別支

援学校に通う児童生徒が想定以上に増えることも考えられるため、スクールバスの増便につきましては、利用状

況などを確認しながら、学校と協議の上、検討してまいります。 

 また、高等部の生徒につきましては、在籍者の約半数が自力通学しているものの、保護者による送迎やスクー

ルバスの利用を希望するなど、自力で通学することが困難な生徒もいることから、安全な通学の保障と保護者負

担軽減の観点から、柔軟に対応してまいりたいと考えております。 

 続いて、(2)放課後等デイサービス送迎のための市立学校における校舎内の駐車スペースの確保についてお答

えいたします。現在、放課後等デイサービスを利用する児童が増え、事業者が学校へ迎えに行くサービスを行っ

ております。サービスの時間帯が児童の下校時刻と重なることから、学校では下校する児童の安全を第一に考

え、対応をしております。駐車スペースの確保につきましては、校舎の構造やデイサービスを利用する児童の状

況等が異なるため、各学校とデイサービス運営事業者と協議し、駐車スペースや児童の引渡方法などについて取

決めを行っております。病気やけがなどの事情があり、保護者による児童の送迎についても、その都度、学校と

保護者が話し合い、互いに確認した上で送迎しております。校舎外での待機についてですが、校舎の構造から駐

車スペースが確保できないだけではなく、業者によっては複数の学校を回って児童の送迎をしている都合上、利

便性から、やむを得ず路上待機し、指定時間に児童が来るまで待機している場合もあります。なお、学校はデイ

サービス運営事業者に対して、取り決めた内容の実施状況を確認し、必要に応じて改善をお願いするなど、児童

の下校時の安全確保を含め、近隣地域の迷惑にならないように考慮し対応しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 答弁が終わりました。 

 中町議員。 

○中町けい議員 それぞれに御答弁ありがとうございました。順次必要に応じて、ちょっとピッチを上げて再質

問させていただきたいと思います。 

 まず、大項目の美術館構想について、１番ですけれども、先ほどの御答弁で、今年度設置予定の検討委員会に

おいて美術館のコンセプト等を検討されていくということでした。また、先順位者の答弁でも、建設場所につい

て、今後新たに土地を取得するのか、既存の施設を活用するのか、現時点では未定ということの御答弁でしたの

で、この件については再質問がありませんので、次に進みます。 

 次に２番、本市における美術館開設の優先順位の考え方についてになります。こちらも先ほどは御答弁では、

全体事業を踏まえ、総合的に判断していかれるとの御答弁でした。優先順位、財源確保の視点から再質問をさせ

ていただきます。国及び県からによる補助金等の財源確保の見込みについてお尋ねします。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 お答えいたします。 

 現在、美術館建設に係る補助金等は確認できておりませんが、今後も国、県の動向を注視しながら調査研究し

てまいります。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 補助金等の確認が現時点ではできていないということで分かりました。 

 それでは、次に進ませていただきます。３番、美術館の必要性についての部分になりますけれども、こちらに

ついては１点再質問させていただきたいと思います。美術館としての在り方の一つとして、例えばインターネッ

トの仮想空間上でのバーチャル美術館であったり、オンラインやデジタル美術館としての技術的な機能をさらに

強化することで、まずは早期に始められやすい点、市内外の広い方々に24時間365日見ていただくことが可能な

点、費用を抑えられる点が考えられます。他市や民間の事例として、お隣の船橋市でも、市が管理されている考

古資料や所蔵作品、文化財などをはじめ、デジタルミュージアムとして管理されているようでした。また、バー

チャル美術館と検索すると、福岡県立バーチャル美術館や大阪府のページには、仮想空間のメタバースを使った

大阪バーチャル美術館などもありました。このような手法も１つの在り方だと思いますが、御見解を伺います。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 お答えいたします。 

 現在、本市では、市の収蔵作品をインターネット上で見ることができる市川デジタルミュージアムを運営して

おります。今後、検討委員会の検討の結果等を踏まえ、美術館におけるデジタル技術を活用した展示等につきま

しても調査研究を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 田中市長。 

○田中 甲市長 美術館に関わる質問をいただき、今後、議員の皆さん方にもお考えいただく参考になればとい

う思いで手を挙げさせていただきました。まず、建物を建てるときに適正な価格で、市民の要望に応えてレベル

の高い建築を進めるという公共事業の建て方、いわゆる学校の建て替えですとかクリーンセンター、さらには斎

場の問題、その方式を取って財政調整基金を有効に活用していきたいと考えております。公民連携によって市民

の税金投入を最小限に抑える。最小限にとどめつつ、時代の要請や市民の要望ということに応えていく、その方

法を取りたいと思っているところも、市川市内の中でこれから新しく町を発展させていく中で考えていきたい

と。 

 今回の美術館に当たるところは、今２つ述べたその他の方法でありまして、チャンスを生かしていく極めてレ

アケースというところを私は狙っております。企画部の小沢理事の２年越しの動きを受けまして、現在は本間副

市長が県との協議を深めてくださっている中で、建物を建てる市の持ち出しというのをかけずに、市民のため、

有効に活用できるものがないのかということを模索している最中であります。議員が多分御心配されている予算

の優先順位、プライオリティーに関して十分配慮して、市民要望であります美術館構想というか建築構想という

のを、皆さんの声を聞きながら慎重に進めていきたいと、そのように考えています。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 田中市長、御答弁ありがとうございました。直接こうやって（田中 甲市長「時間がないのに

すみません」と呼ぶ）いえいえ。こうやって、考えを直接お伺いできてよかったです。ありがとうございます。

先ほどの再質問の部分になりますけれども、いろんなやり方というのは考えられると思います。先ほどのデジタ

ルに力を入れてくということも１つの在り方だと思いますけれども、一方で、私も昨年の議会でもお話ししまし

たが、山下清画伯が好きで、「長岡の花火」や本市に関連するような作品を見たくて、実際に美術館に足を運び

ました。やはり貼り絵を横から見ると、こんなに立体的に作られているんだなというような部分だとか、やっぱ

り実物を見なければ得られない感動や発見があるということも理解しております。一方で、芸術家の皆さんが今



後活躍できる場や所蔵作品の管理、また、作品を市民にもっと見てもらう機会をどうやってつくっていくのか、

そういった課題を今後考えていかなければならない中でも、やはり先ほど田中市長もおっしゃっておりました

が、市立美術館を建設した場合のコストの部分だとか、それぞれ、今後総合的に考えていかなければならない部

分もありますので、広い視野で多くの選択肢の中で慎重に検討していただくことをお願いしまして、次に進みま

す。 

 次に大項目、福祉行政についてになります。こちらにつきましては再質問はありませんが、65歳以上の高齢者

人口は３年後の令和８年には10万7,580人、要支援・要介護認定率は19.2％と見込んでいるということで、65歳

以上の約５人に１人、単純計算で２万655人が要支援・要介護認定になる見込みの上で、今回の介護保険料の改

正案の根拠としているということが分かりました。今後、介護サービスを利用される方が増加していくと思いま

すが、サービスを受けたくても受けられないという事態が発生しないよう、サービス提供体制の確保を含め、介

護保険事業が適切に運営されていくことを期待いたしまして、次に進みます。 

 次に(2)番、介護職員に関する介護処遇改善加算の現状と今後についてになります。処遇改善加算について再

度お尋ねいたします。事業者に支給された加算は、事業者より職員に給料として支払われるものと思いますが、

支払われていなければ意味がありません。そこで、事業者から職員に支払われていることを、市はどのように確

認をしているのかお尋ねいたします。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 処遇改善加算は計画書及び実績書を指定権者に報告することが規定されており、これらの

書類により、事業所から介護職員に支払われていることを確認しています。また、事業所を訪問しての運営指導

を定期的に実施し、現場でも確認を行っておりますので、加算が事業所から職員に対し適正に支払われているも

のと認識しています。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 介護サービスは当たり前のことですが、担う人員がいないと成立しませんので、今回の制度改

正により、介護職員処遇改善加算の取得率が向上し、それにより賃金や職場環境の向上、ひいては安定的な介護

サービスの提供のための人材確保が進むことを期待しまして、次の項目に進みます。 

 次に３番、点字郵送の現状と今後についてになります。送付の対象者と対象物について先ほど御答弁をいただ

きました。さらに、希望者については送付していただけるということも確認いたしました。今後、希望者があっ

た場合には、くれぐれも御答弁どおりの御対応をお願いしたいと思います。 

 ここで、実際に点字郵送の配付の実績について再質問いたしますが、配付対象者数や配付対象数の分母に対し

て、配付の数をどれぐらい満たしているのか、具体的にお伺いします。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 令和５年３月時点における身体障害者手帳保持者のうち、視覚障がいのある方は644名で

す。現在、点字表記の対象としている郵送物につきましては、先ほど申し上げた各種保険証等の各担当部署にお

ける主な郵送物でありますが、全体の配付対象数の把握には至っていないため、配付数の割合等を示すことは難

しい状況であります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 対象数は今把握に至っていないということでした。これは今後の課題になると思われます。こ

の質問の目的は、あくまで障がいの有無を理由とした情報格差の是正ですが、これを実現していくためには、全



体数に対してどの程度達成できているのか把握する必要があると思います。善処していただくよう要望いたしま

す。 

 それでは、市として率直に、視覚障がいがある方に対して点字郵送ができていないケースはあるのかないの

か、その有無についてお尋ねいたします。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 現在、各担当部署において送付対象としていない郵送物については、対象となる方から要

望があった場合に随時対応しておりますが、本来その必要がある書類を全て点字郵送できているかにつきまして

は、対応できていない書類もあるものと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 今回質問させていただいたのは、まさに希望者に対して点字郵送ができていないという市民の

声が根拠になっております。ですので、そういった声や懸念がある以上は、このたびの質問を機会に、いま一度

慎重に再確認をお願いしたいと思います。 

 さて、初回の御答弁の中で、希望者への郵送について触れられておりましたが、この点について、実際の対応

や手続について、周知も含めてお尋ねいたします。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 新たな郵送依頼には随時対応させていただいており、障がい者支援課の窓口や電話等で受

け付けております。今後こうした希望等の相談や問合せ先について、音声機能が活用できます市のウェブサイト

等において周知を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 まずは障がい者支援課で受け付けていただけるということでした。 

 この項目最後の質問になりますが、障がい者支援課が点字郵送を受け付けていても、他の課が全庁的に障がい

による情報格差を是正するという強い意志の下、横串が刺さった状態で協力的でなければならないと思います。

障がい者支援課が単独で、あるいは障がい者支援課を筆頭に、幾つかの課は取り組んでも、その他の課の取組に

濃淡があってはいけないと思います。そうした懸念を込めて、最後に今後の取組についてお尋ねいたします。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 現在、郵送物の点字表記の取組については、身体障害者手帳交付の際に周知をしておりま

すが、今後は市のウェブサイト等への掲載や、当事者団体等へ改めて情報提供するなど、取組の普及啓発を行っ

てまいります。 

 また、運用面におきましても、点字表記の対象となる郵送物について、令和４年５月に施行されました障害者

による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律、この法律の趣旨を踏まえまして、全

庁を対象に郵送物の配付状況を調査するなど、郵送物の範囲の拡大を含めて検討し、サービス向上に努めてまい

ります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 御答弁ありがとうございました。今いただいた内容につきまして、障がい者支援課以外の課に

ついても、どうか強い課題意識を持って、全庁的に取り組んでいただきますよう要望しまして、この項目を終わ

ります。 



 次に、大項目の本市職員における職場環境の改善についてになります。１点再質問で伺いたいと思いますが、

退職事由も仕事のやりがいや家庭の事情など様々あろうかと思いますが、退職する場合には必ず理由がありま

す。その理由に対してしっかり対策をしていかないと、さらに人材の流出となり、残る職員の方にも負担が増

し、離職率に拍車がかかる事態になりかねません。そこで、正規職員が減少する分、ほかの職員への影響や今後

の対策についてお尋ねします。 

○稲葉健二議長 小川企画部長。 

○小川広行企画部長 お答えします。 

 ほかの職員への影響につきましては、業務量が変わらず単純に同じ仕事のやり方を継続する場合には、一人一

人に生じる負担が増えることが考えられます。そこで、今後不足する人への対応方法につきましては、まず、次

年度の採用計画に増員として反映するとともに、職務経験者を対象とした試験による通年採用制度を活用し、緊

急性が高い職場に優先的に配置するなど、柔軟な採用体制により対応してまいります。また、ＤＸの推進による

業務の見直し、改善、加えてＩＣＴの活用による効率化により、市民の利便性向上とともに、各職場における業

務の負担軽減を図ってまいります。さらに、補助的な業務を会計年度任用職員で対応することや、繁忙期を考慮

した兼務辞令の発令など、応援体制の構築を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 働く側の目線に立って職員を大切に育てていき、誰もが安心して働ける環境、そして市民のた

めに能力を発揮できるよう、一層の職場環境の改善に取り組んでいただきますようお願いしまして、次に移りま

す。 

 次に(2)番、現業職員のうち道路補修に従事する職員と用務員についてです。先ほどの御答弁では、道路舗装

作業員の平均年齢は55.2歳、学校用務員は53歳ということで、やや高齢化ということが分かりました。 

 そこで、再質問で道路舗装における高齢化に伴う新規採用計画について伺います。今回の能登の震災でも道路

の被害が大変大きく、直営の現業職員さんがいる地域は初動態勢が取れていたとも聞いております。本市の直営

時の現業職であっても新規採用を行っていない職がありますが、特にライフラインを担っている道路補修等の業

務の技術継承や高齢化による危険度なども考えますと、新規採用を行う必要があると思いますが、この点につい

て伺います。 

○稲葉健二議長 小川企画部長。 

○小川広行企画部長 お答えします。 

 現業職につきましては、現業職場全体の最適化に向けて、平成23年度より関係課及び職員組合の労使で構成す

る現業職員のあり方検討会を設置し、協議検討を重ねてまいりました。検討会では、現業職場の業務を整理し、

職員による直営を検討する学校用務員や特別職運転手などの第１グループと、アウトソーシング等を検討してい

くクリーンセンターやごみ収集、給食の調理などの第２グループに分類し、併せて植栽など複数課の類似業務を

集約してグループ化を行い、業務効率の向上を図ってまいりました。御質問の道路補修に関する現業職につきま

しては、下水道維持管理業務と集約し、直営を維持する第１グループに区分しており、職場において正規職員の

不足が見込まれる場合は、新規職員や会計年度任用職員の採用、また人事異動を行うことで必要な職員数を確保

しております。人員体制につきましては、第１グループは第２グループからの異動先となることからも、職員の

年齢構成や業務の引継ぎ期間とともに、第２グループに位置づけられる現業職場のアウトソーシング計画を考慮

した中長期的な計画の下、個別の職ごとに採用計画を策定しております。これらを踏まえまして、今後の新規採

用につきましては、適切な時期に実施してまいりたいと考えております。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 御答弁ありがとうございます。この分野での新規採用という部分も、ぜひ視野に入れていただ

きたいと思います。 

 また、もう１点、再質問させていただきたいと思います。学校用務員さんについてです。学校用務員は仕事面

では一見地味に見えるかもしれませんが、公立幼稚園や市内全ての小中学校に関わる児童生徒や教員のために、

学校の外や中とメンテナンスをはじめ多岐にわたる業務をこなし、できる限り外注しないでいいように学校を支

えている職員さんです。しかし、業務が非常に多岐にわたるために、様々な経験や技術が必要になります。現

在、市内の公立幼稚園を含む62の施設を５エリアのチームに分け、１エリア約13校のチーム制で担っていると伺

っております。そのため、数年後に定年や退職を見込んでいる場合に、安定的に業務を引き継ぐ上で、今いる正

規職員のリーダーにプラスアルファの余剰の正規職員が必要になります。後継を育てていくためにも、前倒しし

た採用計画が必要と感じますが、このあたりの展望についてお尋ねをいたします。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 お答えいたします。 

 学校用務員は公立幼稚園を含む全公立学校に配置しているほか、リーダーとなる用務員を市内を５つのエリア

に分けた各エリアに２名ずつ10校に配置しております。日常の環境整備などを行う各校の用務員には再任用職員

及び会計年度任用職員を充て、リーダーには再任用職員を除く正規職員を充てております。学校用務員リーダー

制は、リーダーが担当エリア内の学校を巡回し、各校の用務員の業務をサポートすることにより、業務に必要な

技術の継承や用務員全体の業務の平準化を図ることを目的として実施しているものでございます。リーダーは、

学校の環境整備を行う上で、草刈り機や溶接機を用いた専門的な知識、技術が必要とされており、これらをリー

ダー以外の用務員に継承し、各学校を支援していくことが求められております。そのため、リーダーの定年や退

職が見込まれる場合への対応といたしましては、業務に必要な技術の継承のための期間を一定程度確保し、研修

等により計画的に育成していく必要があると認識しております。 

 今後は、育成期間を考慮した採用計画を検討し、将来を見据え、適切な時期に採用していけるよう、関係部署

と協議してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 外注せず直営の現業職員さんがスピーディーに対応してくれるおかげで、外注のコストも抑え

られるメリットがありますので、裏方から本市を支えていただいております。また、市民サービスの低下を招く

ことなく、職員が安心して働けるよう、今後の高齢化も見据えて安定的な採用計画や職員構成をぜひお願いしま

して、次に進みます。 

 次に、３番目の会計年度任用職員の処遇改善についてになります。先ほど会計年度任用職員さんの来年度の処

遇改善について御答弁いただきました。処遇改善につながり大変喜ばしいことだと思いますが、一方で、扶養の

範囲内で勤務時間を短くされる方々が、今後出てくるかと予測しますが、会計年度任用職員の任用の更新に向け

た意向確認は、毎年いつ行い、調整できなかった場合に、その業務負担がほかの職員さんに及ばないために、市

としてはどのように想定しているのか、再質問でお尋ねいたします。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 １つ目の質問であります会計年度任用職員の任用の更新につきましては、各年度の年末から年始にかけて、配



置されております各所属などにおきまして、翌年度の予算案が議会での議決をいただくことを前提に、継続勤務

の意向を口頭にて確認をしております。 

 次に、２つ目の質問の業務負担の想定及び対策についてです。今回の処遇改善に伴い、扶養の範囲を超えない

ようにするため、１日の勤務時間や日数を減らすなど、これまでの勤務条件の変更を希望する会計年度任用職員

がいることも十分に想定されます。仮にそのような場合におきましても、勤務時間が短くなること等により業務

全体に支障が生じないよう、各所管課におきまして、翌年度の４月までに新たに会計年度任用職員の採用選考を

行うなど、必要な対応をするよう努めてきております。このことから、現状で正規職員に対する業務負担が急増

する等の懸念には対応ができていると考えております。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 御答弁ありがとうございました。再質問はありませんが、くれぐれも会計年度任用職員の意向

確認の時点で、勤務時間の調整ができないから任用の更新をしないなどのケースが発生しないように、前もって

余裕を持ち、意向確認を実施していただくようお願いいたしまして、この項目は終了します。 

 次に大項目、子ども・子育て行政についてになります。先ほどアからエまでお答えいただきました。今、実

際、20園ある公立保育園のうち、今後６園が段階的に民営化されるとしても、まだ14の公立保育園は、今後のこ

とはまだ決まっていない状況の中で、現在の職員体制として、正規職員11名の平均年齢が57.2歳という状況もあ

り、また、調理員全体が99名のうち、正規職員が再任用を含めて15人に対して、会計年度任用職員が84名で対応

していることを確認させていただきました。少し比率として、正規職員15に対して84が会計年度任用職員という

ことで、現状の構成率で考えても、会計年度任用職員に依存している実態が分かります。現場の方々の皆さんの

声としまして、皆さん、子どもたちファーストの方々ですので、人員が増えれば土曜日給食も行いたいと考えて

いるそうですが、慢性的な人員不足で、児童が多い平日に支障を来さないよう何とか維持している状況であるそ

うです。根本的な問題として、やはりこれまで調理員の正規職員を採用してこなかった影響が今に及んでいると

思います。市としては、公立保育園の民営化を視野に、これまで正規職員を募集してこなかった理由として、給

食調理員さんは、正規職員の中でも現業職員に分類され、アウトソーシング等を検討する第２グループになって

いることがネックとなっております。ですので、幾らこども部さんに、職員を募集してほしいと言っても、行革

担当の企画部が、その必要性について共有してもらわないと先に進まない問題だと私は捉えております。 

 そこで、企画部さんにお尋ねしますが、平成23年の検討会から、現在では子どもたちの給食を大切にしていこ

うという市の方向性など、変化が生じてきていると思います。調理員の正規職員を採用できるよう第１グループ

への見直しをし、正規職員を採用する考えについて伺います。 

○稲葉健二議長 小川企画部長。 

○小川広行企画部長 お答えします。 

 本市では、多くの公立保育園が建築後40年以上経過していることから、老朽化等による改築または改修等に合

わせて民営化及び統廃合を進めることとし、令和元年11月に公立保育園の民営化の進め方などの基本方針を定め

た市川市公立保育園民営化ガイドラインを策定、公表しております。給食調理業務につきましては、民間活用が

可能な現業業務であり、保育園民営化の動きについても整合が取れるようにする必要があることから、人員の補

充につきましては、任期の定めのない正規職員ではなく会計年度任用職員で対応することとしております。 

 なお、処遇につきましては、フルタイム勤務を活用し、正規職員採用時の給料格付と遜色のない運用を行い、

人材の確保に努めているところでございます。 

 今後の給食調理業務の体制整備につきましては、こども部においても委託化について検討を進めていることか



ら、引き続き職員組合と調整を図り、時期を見極め、対応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 公立保育園の場合は全ての経費が市の負担となるという、そういった理屈は分かるんですけれ

ども、安心、安全な公立保育園の役割を考えれば必要な経費であり、幼い子どもたちが口に入れる責任重大な業

務で、子どもたちの成長に寄与しているセクションの正規職員を採用しないという方針には、やはり少し私は疑

問に思います。 

 また、各園ごとの調理員の正規職員が足りず、会計年度職員だけで対応しなければならない場合に、火でであ

ったり、熱湯だったり、調理道具を使い、アレルギー対応も求められる中で、何かあった際の責任というのが、

やはり不透明になってしまうリスクがあると思います。ぜひ第１グループへの見直し、調理員の正規職員さんを

募り、安定的な人員体制の確立に向けて検討していただくことを要望とさせていただきます。 

 また、もう１点、再質問させていただきます。子どもたちのために、野菜もカット野菜を使用せず、一から皮

むきをし、丁寧に作っていることには感謝をいたします。しかし、常日頃、提供時間に追われてしまいやすい中

で、けがや事故の防止のためにも、設備投資をして、業務改善や効率化も必要だと感じます。そこで、スチーム

コンベクションオーブンなど、調理器具の設備投資の導入についてお尋ねいたします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 大量の食材を一度に自動加熱調理することができるスチームコンベクションオーブンの整備を進めており、現

在、公立保育園５園の給食室に設置しております。令和６年度当初予算案においても、スチームコンベクション

オーブンの購入費を計上しており、新たに２園への導入を予定しております。今後も計画的に導入を進めること

で、調理業務の効率化を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 ありがとうございます。この項目を少しまとめさせていただきたいと思います。やはり一番の

懸念は、これからの給食の委託が始まった際に、これまでと同じように安心、安全な給食を継続的に提供し担保

できるのか。仮に委託が導入されたとしても想定どおりに配置がうまく転換できるのか。委託が導入されても、

残る園での根本的な人材不足の問題というのは、今後も続くと私は推測をしております。市が募集してもなかな

か人が集まりづらい中、民間においても同様に人材難の課題や食材費の高騰もしている中で、委託業者が倒産や

撤退してしまうリスクなどがないとも言えません。今の質を維持し、子どもたちのためにとっての安心、安全な

給食提供の将来を考えると、同じ予算を使うならば、委託ではなく、正規職員を募って、職員として働く方々に

向けた投資をしたほうがよいという考え方です。引き続き市川市職員組合を通じて計画や詳細を示した上で、前

向きな協議をお願いすることを要望しまして、次に進みます。 

 次に、２として医療的ケア児の保育園における環境整備についてになります。先ほどの答弁では、ハードの部

分として、今後、民営化に伴い、新設される保育園において専用の部屋を設置するなどの受入れ整備をしていく

とのことでした。この点については非常に評価したいと思っております。 

 また、１点、通園における課題として再質問させていただきたいと思います。医療的ケア児の場合には、個人

差がありますが、呼吸器が必要な場合は、通園の際にどうしても10kg以上ある呼吸器やホース、時期によっては

加湿器や痰の吸引器、ミルクを飲むための経管栄養の注入ポンプなど、その都度、非常に備品が重たく、持ち運

びが負担となる側面があります。また、現状では受入れ可能な保育園が限られているために、自宅から距離があ



っても通わざるを得ない状況というのが予測できます。そこで、利用者が車で通園する際にネックになるのが、

駐車場の確保や乗り入れ場所、経済的負担についてになります。遠くから車で保育園に通園する場合に、市街地

の保育園の場合は駐車場がもともとない場合が多いので、その都度、往復の駐車場料金が１日当たり500円から

1,000円近く発生する可能性があります。これを週５回、月20日で考えますと毎月１万円から２万円程度の経済

的負担となります。そこで、医療的ケア児の保育園の通園に伴う支援についてお尋ねいたします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 北部地域の新設される保育園や、今後計画されている公立保育園の民営化園では、医療的ケア児の送迎時に保

護者も利用できる駐車場の整備を計画しておりますが、民間駐車場を利用した場合の料金等に対する経済的支援

については、現在のところ実施の予定はございません。なお、通園に伴う支援としましては、一定の条件の下、

福祉タクシー運賃助成などの利用可能な制度について、個別の案内を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 この際お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により延長いたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 

 中町議員。 

○中町けい議員 入園における課題と併せて通園時の課題があるということを御認識いただけたらと思います。

先日訪れた保育園では、子どもたちの部屋が離れておりましたが、帰りがけにほかの子どもたちが小窓からバイ

バイしてくれたり、話しかけてくれるそうで、医療的ケア児の子どもたちにとっても、自宅ではない保育園の環

境にいることは、発達上でも刺激となり、とても意義のあることであると実感をしました。ぜひこのような観点

からも、医療的ケア児の保育環境に対する理解と御協力をお願い申し上げまして、次に進みます。 

 次に、３としてフードリボンプロジェクトの現状と課題についてになります。今後の改善点として再質問させ

ていただきます。実際にこの事業に参加されているお店の方から、リボンは集まるが子どもたちが少ない店舗、

リボンの集まりと子どもたちの来る数のバランスが取れているお店と、地域性が分かれる店舗がどうしてもある

と伺っております。この事業のパンフレットには、運営主体は一般社団法人ロングスプーン協会とされておりま

すが、財源は信金中央金庫からの本市への寄附で賄われていると記載されておりました。そこで、例えばリボン

を店舗間で移動可能にするためのローカルルールの許容範囲がどこまで可能なのか、また、今後の改善点につい

て伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 本プロジェクトの運営主体である一般社団法人ロングスプーン協会は、運営において４つのルールを定めてお

ります。その内容は、第１に、リボンは１つ300円とすること、第２に、リボンは１つで１人１食の提供とする

こと、第３に、子どもの経済的事情などの背景は区別せず、どんな子どもでも受け入れること、第４に、購入さ

れたフードリボンの300円は店舗の会計に収入として計上することでございます。そのため、リボンを店舗間で

移動させることにつきましては、リボン１つ１食の原則が不明瞭になることや、会計処理が煩雑になることか

ら、同協会は原則として認めておりません。寄附されるリボンに比べて子どもの利用が少ないという課題につき

ましては、全国でも共通しており、子どもへの周知が根づき、各店舗の利用に結びつくには比較的長い期間がか

かるという状況を、同協会からも伺っているところでございます。本市では取組を開始したばかりでありますこ



とから、引き続き周知や広報を強化し、リボンの活用を呼びかけてまいりたいと考えております。 

 一方で、フードリボンという仕組みに原則的なルールがあるとはいえ、全国的には、参加店舗の責任において

原則禁止のテイクアウトを認めるなどの事例もあることから、子どもにとってより利用しやすい環境づくりのた

めに、参加店舗やロングスプーン協会とともに改善点について模索してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 引き続き継続して子どもたちのために利用しやすい環境づくりをお願いしまして、次に進みま

す。 

 最後の大項目、学校教育についての(1)須和田の丘支援学校における通学バスの増便についてになります。も

う少し現在の状況を確認させていただきたいと思います。現在は小学部、中学部、希望がある高等部の児童生徒

合わせて140名を７台のバスで、各地域別に最大限合理的なコースで回りながら、中高等部の児童生徒を先に須

和田校舎を経由してから、小学部の児童生徒はそのまま乗車し、稲越校舎で下車するコースと伺っております

が、一番遠いコースによっては、バス停で待つための朝の乗車時間とバスの滞在時間が少し心配です。そこで、

乗車時間が長くなる小学部が稲越校舎に到着するまでの平均乗車時間はどのくらいなのでしょうか、お尋ねしま

す。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 スクールバスは学校を７時半に出発し、各バス停を回りながら本校舎を経由し、稲越校舎には８時45分ごろに

到着いたします。交通状況にもよりますが、最初のバス停で乗車してから下車するまでの時間は、平均して45分

から、長くても１時間以内となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 

○中町けい議員 乗車時間は長くて１時間以内ということが分かりました。乗車中は恐らく児童生徒はトイレに

行くことができませんので、バスの台数に余裕があれば時間も短縮できると思いますので、乗車時間も加味した

上で運用が必要だと思います。 

 また、高等部は義務教育ではないため、卒業後の就労や社会自立のためにも、原則自力通学ということは理解

しておりますが、安全上の理由や保護者の就労などで、実際にスクールバス通学を希望しているケースもあると

思います。初回の御答弁では、高等部に在籍する生徒は68名のうち、約半数が自力通学しているものの、保護者

による送迎やスクールバスの利用を希望するなどとの御答弁でした。生徒の将来を考え、学校の方針に対して、

とやかく言うつもりはございません。ただ、生徒の中でも個人差があるので、スクールバスに乗車したくてもで

きない場合は、保護者が付添いで登校するしかなく、須和田校舎は駅からも遠いので、結果的に保護者の負担が

大きくなってしまいます。そこで、実際に高等部の生徒の中でスクールバス通学を希望しても乗れない生徒がい

ると伺っております。スクールバス１台を増やす場合の予算についてお尋ねします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 スクールバス１台をリースし、その運行業務を委託した場合、契約期間にもよりますが、年間で900万円程度

の費用がかかると見込んでおります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中町議員。 



○中町けい議員 ありがとうございます。先日、須和田の丘支援学校の稲越校舎、須和田校舎とともに学校見学

をさせていただきました。小学部から高等部まで各クラスの児童生徒の様子を拝見させていただきまして、ま

た、校長先生からもいろいろと話を聞かせていただきました。スクールバスの増便に関して、これまで大変御理

解をいただいて、迅速に対応してくださり、とても感謝をされておりました。バスの増便に当たり、増便だけの

問題だけではなくて、所要時間の調整であったり、ルートの変更や乗車の位置によって、朝のごみ収集車とかぶ

らないようにするなど、相当の調整が必要ということも伺っております。もし必要に応じてスクールバスを増便

する場合は、関係部署の皆様にも御理解と御協力をお願いしまして、児童生徒たちの安全な通学の保障と保護者

の負担軽減の観点からも、柔軟に対応をお願いいたしまして、次の項目に進みます。 

 次に２番、放課後等デイサービスの送迎のための市立学校における校舎内の駐車スペースの確保になります。

この質問に関しての再質問はありませんが、市立学校の特別支援学級の児童生徒が増えていることと、保護者の

共働き世帯が増えていることから、放課後保育クラブのニーズが高いことと同様に、今後、放課後等デイサービ

スを利用する児童生徒も増加していくものと思われます。それに伴い、事業者の送迎車の台数も増えてくると推

測しますので、その際、全ての児童生徒やその保護者を含めた安全面に配慮し、学校によって道路環境が異なり

ますが、近隣の皆様にも御迷惑にならないよう、最適な場所での乗り降りや駐車スペースの利用を、いま一度運

用を図っていただきますようお願いいたしまして、この項目を終了します。 

 最後に、今回、施政方針、教育行政運営方針、来年度予算、拝見させていただきました。市民の暮らしを最優

先に考えた上で、我が会派として慎重に判断させていただきたいと思います。 

 多岐にわたり御答弁いただきました市長及び関係部署の皆様に感謝しまして、会派市民クラブの代表質問を終

了します。ありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

午後４時58分散会 

 



 

 

 

第  ４  日 

 

令和６年２月 27 日（火曜日） 



令和６年２月市川市議会定例会議事日程（第４号） 

令和６年２月 27 日（火曜日）午前 10 時開議 

 

第１ 議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

第２ 議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

の廃止について 

第３ 議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

第４ 議案第58号 市川市税条例等の一部改正について 

第５ 議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について 

第６ 議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第７ 議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について 

第８ 議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について 

第９ 議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

第10 議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について 

第11 議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正に

ついて 

第12 議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部改正について 

第13 議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

第14 議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型 

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の一部改正について 

第15 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 

第16 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

第17 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第18 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

第19 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号） 

第20 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

第21 議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

第22 議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号） 

第23 議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算 

第24 議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算 

第25 議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算 

第26 議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 

第27 議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算 

第28 議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について 

第29 議案第83号 財産の減額貸付について 

第30 議案第84号 財産の減額貸付について 

第31 議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について 

第32 議案第86号 教育委員会委員の任命について 



第33 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

第34 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

第35 諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

第36 報告第30号 専決処分の承認を求めることについて 

第37 報告第31号 専決処分の報告について 

第38 報告第32号 専決処分の報告について 

（代表質問） 自 由 民 主 の 会 細田伸一議員 

 市 川 維 新 の 会 つかこしたかのり議員、堀内しんご議員 

 チームいちかわ 丸金ゆきこ議員、冨家 薫議員 

――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

日程第２ 議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する

条例の廃止について 

日程第３ 議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第４ 議案第58号 市川市税条例等の一部改正について 

日程第５ 議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について 

日程第６ 議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第７ 議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について 

日程第８ 議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について 

日程第９ 議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

日程第10 議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について 

日程第11 議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改

正について 

日程第12 議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正について 

日程第13 議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

日程第14 議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密 

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部改正について 

日程第15 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 

日程第16 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

日程第17 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第18 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第19 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号） 

日程第20 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第21 議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第22 議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第23 議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算 

日程第24 議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算 



日程第25 議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算 

日程第26 議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第27 議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算 

日程第28 議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について 

日程第29 議案第83号 財産の減額貸付について 

日程第30 議案第84号 財産の減額貸付について 

日程第31 議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について 

日程第32 議案第86号 教育委員会委員の任命について 

日程第33 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第34 諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第35 諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第36 報告第30号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第37 報告第31号 専決処分の報告について 

日程第38 報告第32号 専決処分の報告について 

（代表質問） 自 由 民 主 の 会 細田伸一議員 

 市 川 維 新 の 会 つかこしたかのり議員、堀内しんご議員 

 チームいちかわ 丸金ゆきこ議員、冨家 薫議員 

――――――――――――――――――――――――― 
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会    議 

午前10時開議 

○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第１議案第55号市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてから日程第38報告第32

号専決処分の報告についてまでを一括議題といたします。 

 これより代表質問を行います。 

 順次発言を許可いたします。 

 自由民主の会、細田伸一議員。 

〔細田伸一議員登壇〕 

○細田伸一議員 おはようございます。会派自由民主の会、細田伸一です。通告に従いまして代表質問を行いま

す。 

 初めに、能登半島地震で被災、犠牲になられた全ての方々に会派一同、心よりお悔やみ申し上げます。 

 同時に、世界の至るところで起きている戦争、紛争が一日も早く終結し、平和が訪れることを切に願いまして

質問に移ります。 

 大項目６番目、教育行政についてと同じく７番目の道路行政についての順番を入れ替えて質問いたしますの

で、御了承ください。 

 では、まず議案第56号について。 

 35年も前の条例改正案がなぜ今頃になって議案として提出されてきたのか。本来であれば、もっと前に提出さ

れるべきものを忘れてしまって長い間放置していたのか。あるいは、何かそれ以上にもっと深い意味があるの

か。それを伺います。 

 市制施行90周年記念事業について。 

 １、テレビ番組の公開収録等の内容について伺います。 

 ２、卆寿の卒業式の概要及び実施までのスケジュールについて。 

 令和６年１月１日の「広報いちかわ」、「市川にこうご期待」の中で市長は、市川市は90歳を迎えた方々に遅ま

きながら卒業式を催し、78年越しに卒業証書を手渡ししたらどうだろうかと、関係者と話し合い、会を催すこと

といたしました。会の名称は「卆寿の卒業式」。市制施行90周年の記念式典が行われる11月３日の前日、２日土

曜日に全日警ホールで開催する予定です。市川市も90歳、卒業生も90歳の「卆寿の卒業式」に市長御自身も参加

して、心からの拍手を送りたいと思いますと述べられています。新年始まりの日にこのような思いをつづるとい

うのは、市長もそれなりの思いがあるのだろうと推察いたします。また、誰一人取り残さない社会の取組の一環

としても大いに期待したいところですし、私自身も大賛成です。 

 しかしながら、78年越しという大変に長い時間が経過していること。対象者は既に御高齢でありますし、連絡

そのものがつけられるのかどうか、連絡が取れても会場までいらっしゃることができるのかどうか等々、不安要

素が幾つかあります。当該事業の概要と実施までのスケジュールについて伺います。 

 産業・観光の活性化について。 

 １、魅力発信物品制作事業について。 

 どのようなものを制作し、どのように活用していくのか伺います。 

 ２、街のにぎわい創出事業について。 



 観光資源を見直すということですが、具体的にどこをどのように見直すと考えているのか伺います。 

 文化芸術の振興について。 

 １、美術館建設準備事業について。 

 先順位者への答弁により、当事業の現状についてはおおむね理解することができました。どの分野でもそうで

すが、どのようなものを造ろうとしているのか、そこに関わる方全員が共有したイメージを持つことは大切なこ

とです。市長には市長が考える美術館構想というものがあると思いますが、その構想は庁内で共有できているの

か、その点を伺います。 

 ２、海外都市交流事業及び自治体連携協定の現状と今後について。 

 海外都市交流事業については、これまでの交流活動を通じて、ある程度は把握しているところですが、当事業

も含め、特に自治体連携協定を締結している都市に関する現状と今後について伺います。 

 まちづくり推進について。 

 １、本八幡駅北口駅前地区市街地再開発事業の進捗について。 

 当該地区の再開発については９月定例会、12月定例会で質問してきましたが、主要駅前の大規模開発というこ

ともあり、地域住民だけでなく、本市を訪れる内外の方にも影響することから、その後の進捗や、また新たに出

てきた意見などの反響について改めて伺います。 

 また、令和６年度当初予算で計上している再開発費の内容についても伺います。 

 ２、無電柱化推進事業について。 

 同じく、現在の進捗状況と今後の予定について伺います。 

 道路行政について。 

 １、国道14号の拡幅整備に伴う周辺住民への影響について。 

 現在、千葉県が拡幅整備している国道14号に接続する新田１丁目の胡録神社沿いの道路とローソン新田１丁目

店沿いの道路について、整備前は東京方面へ向かう車線から右折進入ができましたが、拡幅整備後は右折ができ

なくなったため、どこかでＵターンをして千葉方面への車線に移動しないと道路に進入できなくなり、沿道住民

は大変な不便を感じているところです。拡幅整備の目的と、このような交通形態となった理由について伺いま

す。 

 ２、都市計画道路3･6･32号市川鬼高線の整備に伴う電柱移設について。 

 昨年、市川鬼高線の拡幅整備に伴い電柱が移設されましたが、県道市川浦安線と勤労福祉センター分館の間に

お住まいの方から、もともと通行や沿道からの出入りに支障となっていなかった電柱を移設したことにより出入

りがしにくくなったとの声が寄せられており、市の職員にも話をしたと聞いています。支障となっていなかった

にもかかわらず、なぜ現在の位置に移設する必要があったのか伺います。 

 ３、市営駐輪場の管理、運営及び労働環境について。 

 市営駐輪場での業務に当たられている方は高齢者の割合が高いと思います。駐輪場の場所によっては、忙しく

なる時間帯や管理する自転車の数の違いから、作業内容や係員への負担などに差が出ていると聞いています。市

営駐輪場の管理、運営、労働環境はどのようになっているのか伺います。 

 教育行政について。 

 １、日本教職員組合――以下、日教組――が札幌市で開催した教育研究全国集会――以下、教研集会――の社

会科教育分科会で、東京電力福島第一原発から放出される処理水を汚染水と表現する教材を使った授業実践例の

レポートが発表されたということです。学習指導要領は教員に科学的な観点での指導を求めており、子どもたち

に誤解を与えかねない授業の広がりを危惧する声も上がっているとの報道がなされました。この報道が事実だと



すれば、指導ではなく誘導された偏向教育と言わざるを得ず、将来の公教育に極めて大きな不安と不信を残すこ

とになりかねません。 

 そこで、日教組の教研集会への本市職員の参加状況、本集会が学校教育に与える影響及び集会の内容に対する

本市の認識、併せて令和５年度札幌大会の中学校社会科の実践報告における汚染水との発言について、本市の見

解を伺います。 

 ２、不登校生徒の現状及び支援の内容について。 

 社会になじむためにどのような支援をしているのか伺います。 

 ３、教育委員会が発行する書籍の記載内容について。 

 公にはなっていなくても、本市として明らかに実際に起きた事実をまとめて、教育委員会として出版物を作成

し、配布しているのか。その点伺います。 

 最後、平和啓発事業の今後について。 

 昨年度、市川市平和啓発事業検討協議会より平和啓発事業について報告書が提出され、６月定例会ではその活

用について質問し、協議会の意見を十分検討するとの答弁がありましたが、６月以降、どのような検討をしてき

たのか伺います。 

 以上、初回質問といたします。 

 なお、先順位者と重複する部分においては、端的に要点のみお答えいただいて結構です。 

○稲葉健二議長 答弁を求めます。 

 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 私からは大項目１つ目の議案第56号の提出に至った経緯について、大項目８つ目の平和啓

発事業の今後についてにお答えいたします。 

 まず、議案第56号からですが、本条例は、昭和64年１月７日に昭和天皇が崩御されたことに伴い、大赦令及び

復権令が平成元年２月24日に施行されたことを受け、公務員等の懲戒免除等に関する法律に基づき制定したもの

であります。制定当初、本条例による懲戒処分の免除を受けた職員がおり、免除の効果を持続させる必要がある

と考えたため、これまで条例自体は存続させてまいりました。 

 こうした中、今年度、地方自治法の一部改正があり、本条例が引用している条文番号が繰り下げられたため、

これを改正する必要が生じたことから、改めて本条例の一部改正を検討したものであります。この一部改正は、

単に条文の番号を変更するだけの改正ではありますが、これを契機といたしまして、これからこの条例を適用す

る機会はあるのか、条例を廃止した場合、この条例による免除等の効果は持続できなくなるのか等について、併

せて検討いたしました。その結果、本条例を適用して新たに免除を受ける職員は今後出ないこと、また、条例を

廃止しても当時の免除が有効である旨の経過措置を設けることで、なおその効力を残すことができることなどの

整理をつけられましたことから、今回の地方自治法の一部改正を１つのきっかけといたしまして本条例の廃止を

提案したものでございます。 

 続きまして、平和啓発事業の今後についてお答えいたします。 

 昨年度、平和啓発事業検討協議会から提出された市川市における平和啓発事業の推進に関する報告書では、平

和啓発事業の実施について、平和の大切さを考えるきっかけとなる機会を提供することが望ましい、幅広い年代

の方々、特に将来を担う子どもたちへの啓発に力を注ぐこと、また、新たな平和啓発事業を実施することなどの

提言をいただきました。特に令和６年度は、本市が市制施行90周年であると同時に核兵器廃絶平和都市宣言から

40周年の節目の年であり、記念イベントを実施する予定でありましたことから、これらの提言を踏まえつつ、今

後の平和啓発事業について検討を行い、周年事業の平和に関する映画の上映、講演会、例年実施している平和パ



ネル展、それぞれ実施手法や対象者、回数等の拡充をすることといたしました。さらに、新たな取組の一つとし

て記念植樹も予定しております。この記念植樹につきましては、周年事業の一環といたしまして、広島の爆心地

から1,300ｍ離れた場所で被爆してもなお芽を吹き返したアオギリの苗木を市内の公園に植樹し、訪れる幅広い

年代に向けて平和の大切さを考えるきっかけとしていただくことを目的といたしまして実施する予定でありま

す。このように、令和６年度におけます平和啓発事業は全てではございませんが、協議会からの提案を検討、反

映したものと考えております。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 小川企画部長。 

○小川広行企画部長 私からは大項目２つ目、市制施行90周年記念事業についての(1)テレビ番組の公開収録等

の内容についてお答えいたします。 

 市制施行90周年を市内にとどまらず全国にＰＲするとともに、思い出に残るイベントを実施するため、各メデ

ィアの力をお借りしたいと考えております。その一つといたしまして、約30年続くテレビ東京の人気番組「開

運！なんでも鑑定団」のワンコーナーである「出張！なんでも鑑定団」の公開収録を９月28日土曜日に市川市文

化会館大ホールにおいて開催する予定でございます。「出張！なんでも鑑定団」は、一般の御家庭に眠るお宝を

その思い出やエピソードを添えて御本人の評価額とともに披露し、様々な分野で活躍するプロの鑑定士にその真

贋も含めた評価額を判定していただくもので、当番組の長年にわたる人気コーナーとなっております。 

 本市は下総国府が置かれ、政治や文化の中心として発展し、日本最古の歌集でもある万葉集にもうたわれてお

ります。さらには、永井荷風氏や井上ひさし氏をはじめとした多くの文人墨客や日本画の大家である東山魁夷画

伯をはじめ写真家の星野道夫氏など多くの芸術家が住まい、創作活動を行ってこられました。また、中山法華経

寺をはじめ行徳地域など、市内には多くの神社仏閣があり、歴史や文化芸術が脈々と受け継がれてきた文教都市

であることから、当番組のコンセプトに合う貴重なお宝が今もなおたくさん眠っているものと期待しておりま

す。 

 開催にかかる費用といたしましては、お宝の募集や開催周知のためのチラシ、看板作成にかかる印刷製本費の

ほか、公開収録時に照明器具を操作するスタッフの人件費など45万4,000円を当初予算として計上させていただ

いております。今後は公開収録に向け、鑑定を依頼したいお宝の募集のほか、収録の観覧希望も含め市広報紙

「広報いちかわ」や市公式ウェブサイト、チラシの配架などにより広くお知らせをする予定としております。 

 なお、応募いただいた鑑定依頼のお宝の中から番組で５つ程度が選定され、その応募者が公開収録に出演して

いただくこととなります。一人でも多くの方の御参加をお待ちしているところであります。世代を問わず長い間

愛されている当番組とコラボレーションすることで、この機会に本市の魅力並びに市制施行90周年をＰＲしてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 私からは大項目２つ目、市制施行90周年記念事業についての(2)卆寿の卒業式の概要

及び実施までのスケジュールについてと大項目７つ目、教育行政についての(1)から(3)についてお答えいたしま

す。 

 初めに、市制施行90周年記念事業についての(2)卆寿の卒業式の概要及び実施までのスケジュールについてお

答えいたします。 

 卆寿の卒業式は、市制施行90周年を契機として、戦争などの諸般の事情により卒業式を行えなかった方々に卒

業式を実施するものです。当時の義務教育制度は現在の小学校のみだったことを踏まえ、戦時中から戦後の動乱



期に開校していた市内小学校９校を昭和19年度から昭和21年度に卒業した方90歳から92歳の方を対象に、令和６

年11月２日に全日警ホールにて卆寿の卒業式として開催する予定です。現在予定している式当日のアトラクショ

ンに協力いただける学校への依頼や広報紙への掲載、チラシの作成など、開催に向けての準備を進めておりま

す。開催日などにつきましては、市公式ウェブサイトで周知し、今後、卆寿の卒業式に関するより詳細な内容に

つきましては、広報紙や市公式ウェブサイトのほか、学校だより、自治会回覧板などにより、開催に関する案内

を随時お知らせする予定でございます。 

 次に、大項目７つ目、教育行政についての(1)日本教職員組合の教育研究全国集会への本市教職員の参加状

況、本集会が学校教育に与える影響及び集会の内容に対する本市の認識についてお答えいたします。 

 日本教職員組合が主催する令和５年度教育研究全国集会札幌大会は、令和６年１月26日から28日に開催されま

した。全国集会へ市川市から参加した教職員は確認されておりません。本集会での汚染水の発言についてです

が、中学校学習指導要領の解説では、放射線をめぐり、科学的に思考し、情報を正しく理解する力の育成を求め

ています。教員にも科学的な観点での指導を求めており、科学的観点に基づかない指導は児童生徒に誤解を与え

るだけでなく、保護者や地域住民の信頼を失うことにつながると考えます。現在のところ、本市において、この

全国集会の発言に関する問合せや苦情は受けておりませんが、本市において、今後も児童生徒や保護者に誤解を

与えかねない偏向的な学習活動が行われないよう、管理職も含め教職員に指導をしてまいります。 

 教育研究全国集会についてですが、教職員が自主的に参加をする研修会の一つで、千葉県におきましても県大

会が開催され、市川市の教職員も参加しております。教育研究全国集会だけでなく、自己研さんのための研修会

に参加する際には教育公務員としての自覚を持ち、自身の資質能力の向上を目的として参加するよう管理職から

教職員へ周知するとともに、教育委員会におきましても全教職員へ指導してまいります。 

 続いて、(2)不登校児童生徒の現状及び支援の内容についてお答えいたします。 

 不登校出現率は令和５年12月末現在で、小学校では1.41％、中学校では4.96％と、９月に比べ小中学校とも増

加しております。不登校児童生徒の居場所としてのふれんどルーム市川の通級者は、例年、年間70名程度です

が、令和６年２月15日時点で86名と増加しています。この中には私立中学校在籍の入級者も含まれております。

現在も次年度の入居に向け、見学、面談の予定が急増しております。 

 不登校になる理由は様々ですが、千葉県の調査によれば、無気力、不安が一番の要因となっていることから、

ふれんどルーム市川では、まずは安心して通うことのできる環境づくりに努めております。さらに、社会になじ

むために様々な方とコミュニケーションを取る機会を設けたり、体験活動を通して情操を育む機会を多く取り入

れたりしています。活動内容の例として、校外学習、調理実習、パソコン学習、読み聞かせ、自然の素材を生か

した工作などの制作活動があります。小学生と中学生が活動を共にしていますが、異年齢同士の学びや関係づく

りを学ぶ場にもなっております。今後はこれらの活動を継続していくほか、ほかの関係機関とも連携して活動の

充実を図り、児童生徒の社会的自立を目指してまいります。 

 最後に、(3)教育委員会が発行する書籍の記載内容についてお答えいたします。 

 教育委員会では、小学校社会科における身近な地域や市町村の様子についての学習の教材として、「わたした

ちの市川」という副読本を市内の公立、私立の小学校３年生を対象に作成し、配付しております。児童が本教材

を活用し、問題を追求し解決する活動を通して、地域社会に対する誇りと愛情、また、地域社会の一員としての

自覚を養うことも狙いの一つとしております。本教材の内容は、本市の歴史や昔から伝わる伝統文化に関する史

実を基に、市川市に住む人々の暮らしや市の移り変わりなどの項目に沿って構成しています。また、編集につき

ましては、社会科指導に精通した編集員によって真実に基づいた資料を集め、協議を重ねながらつくり上げてお

り、資料は２年ごとに刷新しております。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 私からは大項目、産業・観光の活性化についてお答えします。 

 初めに、(1)魅力発信物品制作事業についてです。現在、本市の魅力発信については、「広報いちかわ」紙面を

はじめ公式ウェブページやＳＮＳに加え、観光大使によるＰＲ動画の放映や観光協会との協働により、インフル

エンサーを活用して地域の魅力やイベントなどの情報発信を行っております。また、本市の魅力を伝える名産品

として、市川の梨や三番瀬のノリなども高い人気を誇っており、これらも観光資源の一つとなっています。本年

が市制施行90周年となることを機に、これら既存の観光資源に加え、歴史や文化、あるいは本市にゆかりのある

著名人など、新たな視点による魅力発信の一つとして、市オリジナルグッズの制作を考えております。制作した

オリジナルグッズは市民などへ販売するほか、本市の魅力をＰＲするためのイベントでの使用やふるさと納税の

返礼品としての活用を考えております。 

 次に、(2)街のにぎわい創出事業についてです。令和４年３月に策定した市川市観光振興ビジョンにおける基

本方針の一つとして「地域ごとの魅力磨き上げと市川ブランドの確立」を掲げており、ここでは文化、自然など

のテーマ、地域ごとの特徴などをそれぞれの観光資源が有する多面的な特徴を生かしたプログラムを整備し、そ

の魅力をさらに磨き上げることを目指しています。そこで令和６年度の取組として、国府をはじめとする文化財

を有し、重要文化財である祖師堂の大改修の完了を控えた本市有数の観光資源である中山法華経寺を中心とした

地域に焦点を当て、その魅力を磨き上げることを考えております。具体的には、中山まちづくり協議会を核に地

域特性を生かしたにぎわいの創出につながる事業展開となるよう進めてまいりたいと考えています。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 私からは大項目、文化芸術の振興についてお答えいたします。 

 初めに、(1)美術館建設準備事業の概要についてであります。美術館構想の具体的な内容につきましては、こ

れから策定していくところでございますが、文化都市市川の新しいシンボルとなるよう、本市にふさわしい美術

館はどのようなものか等につきまして、多くの方々から御意見を伺いながら進めてまいりたいと考えておりま

す。また、構想を策定する経過も含め、庁内はもとより、市民の皆様とも共有を図りつつ策定作業を進めていき

たいと考えております。 

 次に、(2)海外都市交流事業及び自治体連携協定の現状と今後についてであります。 

 初めに、海外都市交流事業につきましては、姉妹都市、友好都市及びパートナーシティとの交流を通して市民

等の相互理解や異文化理解を促進し、多文化共生社会の実現や世界平和に寄与することを目的に、アメリカ合衆

国ガーデナ市をはじめとする５都市と交流を行っているところであります。現状といたしまして、コロナ禍によ

り、しばらくの間、直接の交流を中断しておりましたが、令和５年度は７月及び11月にガーデナ市と公式団及び

市民団の相互訪問による交流を行い、この３月にはドイツ連邦共和国、ローゼンハイム市公式団等が本市を訪問

する予定となっております。今後も海外都市交流事業による５都市との交流を継続していきたいと考えておりま

す。 

 次に、自治体連携協定についてであります。海外都市交流事業の５都市とは別に海外の有益な知見や進んだ技

術を学び取り入れ、地域の利便性と生活の質の向上を図り、相互の都市発展に有益な交流を促進することを目的

に行政間及び関係機関と連携、協力を行うための協定を締結しているものであります。協定を締結している都市

は、令和元年５月に締結したイタリア共和国カゼルタ市及び同年10月に締結したエストニア共和国パルヌ市の２

都市となっております。協定の期間はそれぞれ３年間としておりましたが、令和４年度に共に３年間延長し、令



和７年の５月及び10月までとなっております。 

 次に、カゼルタ市との交流の現状であります。連携分野は、食育、文化・歴史資産を活用した地域活性化及び

観光の３分野であります。協定締結後、令和２年３月にカゼルタ市関係者の受入れを行い、令和２年度中には本

市職員がカゼルタ市を訪問する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により実施には至りませんでし

た。また、令和３年度には、両市が持つ食や文化を通して地域の魅力をＰＲするイベントを共同して企画し、そ

れに合わせてカゼルタ市代表団の受入れを予定しておりましたが、こちらもコロナ禍の影響により実施には至り

ませんでした。その後もカゼルタ市の本市への訪問は実施されないまま現在に至っておりますが、令和６年度に

は代表団の受入れを計画しているところでございます。 

 次に、パルヌ市との現状であります。連携分野は、情報通信技術を活用した行政サービスの推進であります。

令和２年２月には、エストニア共和国首相の訪日に合わせて日本の企業との交流を希望するエストニアの企業に

よるプレゼンテーションを中心としたエストニア・市川企業交流会を開催いたしました。その後、令和２年４月

にパルヌ市代表団の受入れを予定しておりましたが、パルヌ市から新型コロナウイルス感染症やウクライナ問題

への対応に注力したいとの申出があったことなどにより、現在まで受入れの延期が続いているところでありま

す。 

 以上のとおり、自治体連携協定を結んでいる２都市とはそれぞれ連携、協力を行う分野を協議し、協定を締結

いたしましたが、具体的な取組を検討、決定する前にコロナ禍となり、中断、停滞状態が続いております。約４

年にわたる中断、停滞期間中にそれぞれの都市の状況も変化していること。また、本市から両市へは代表団を派

遣いたしましたが、本市への受入れは延期が続いていることから、まずは本市への両市の訪問について調整を図

っているところであります。そして、両市が訪問された際には、改めて今後についての協議を行いたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 私からは大項目、まちづくり推進についての(1)本八幡駅北口駅前地区市街地再開発

事業の進捗についてお答えします。 

 本八幡駅北口駅前地区の再開発事業は、都市計画法第17条第１項に基づく案の縦覧を昨年11月21日から12月５

日まで行い、縦覧者は２名。また、３名の方から意見書が提出されました。その後、１月31日に開かれた都市計

画審議会において提出された意見書の内容や市の対応などを説明し、再開発事業などの案が承認されたところで

ございます。これまでに電話等でスケジュールなどの問合せは数件あったものの、反対などの意見はありません

でした。今後は千葉県との協議を経て、今年度末までの都市計画決定を予定しております。 

 来年度に予算計上している再開発費は、再開発準備組合が実施を予定している測量調査や基本設計などに対す

る補助金であります。今回、予算計上している４億160万円のうち、国からは２億80万円、千葉県からは１億40

万円が充当されます。市は、補助対象事業に対して設計内容や発注方法、調査データや設計図などの成果品を検

査し、適切に運用されているかを確認してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 私からは大項目、まちづくり推進についての(2)無電柱化推進事業についてと大項

目、道路行政についてお答えいたします。 

 初めに、無電柱化推進事業についてです。本市では、市道の無電柱化を計画的に進めるため、令和４年８月に

策定した市川市無電柱化推進計画において、防災性、安全性、景観性等の観点から優先整備路線を選定し、事業



の推進を図ることとしております。優先整備路線は、行徳駅前通りの市道0104号、市川駅南口から県道若宮西船

市川線に向かう市道0216号、ニッケコルトンプラザ通りの市道0117号、市川大野駅前から迎米バス停付近までの

区間で道路整備事業を進めている市道0128号、都市計画道路3･6･32号整備事業を進めている市道0220号の行徳街

道から保健センターまでの区間、以上５路線でございます。これらの優先整備路線については、令和４年度から

13年度までに事業着手することを目標としており、既に４つの路線で設計等の事業に着手しております。 

 現在の進捗状況としましては、令和４年度から５年度にかけて市道0104号、市道0216号、市道0128号の３路線

で予備設計を進めるとともに、無電柱化に関わる企業者と電線共同溝への占用に関することや支障となる地下埋

設物の移設について調整しております。また、これらの路線については、地元関係者を対象に無電柱化整備に関

する事業計画説明会を令和５年９月から11月にかけて開催してまいりました。このほか、都市計画道路3･6･32号

につきましては、令和６年１月に電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づき電線共同溝を整備すべき道路

に指定するなど、令和６年度から電線共同溝の整備工事に入れるよう必要な手続などを行ってまいりました。 

 今後の予定として、令和６年度は市道0104号、市道0216号で工事に必要となる詳細設計を行い、都市計画道路

3･6･32号においては、電線共同溝整備工事と沿道敷地への引込み管路等の設計委託を予定しております。令和７

年度以降も路線ごとの事業を継続し、市道0104号は令和15年度の完成を、市道0216号は令和14年度の完成を、都

市計画道路3･6･32号は令和７年度の完成をそれぞれの目標としております。一方、市道0128号については、道路

拡幅による用地取得の進捗に合わせて詳細設計を実施し、市道0117号については、他の優先整備路線の進捗状況

を踏まえ、令和13年までの適切な時期に事業着手したいと考えております。 

 続きまして、大項目、道路行政についての(1)国道14号の拡幅整備に伴う周辺住民への影響についてです。一

般国道14号の拡幅整備につきましては、国の外環道路整備に伴い、市川駅北口交差点から外環道路取付部までの

延長約970ｍ区間における交通量の増加が想定されたため、渋滞緩和等を目的として、２車線から４車線への拡

幅整備が国及び千葉県により進められております。進捗状況としましては、市川駅北口交差点からの約500ｍ区

間については平成31年３月に完成し、これに続く新田１丁目からの約300ｍ区間についても令和５年１月に完成

しております。現在は外環道路取付部の約150ｍ区間について、国により整備が進められております。拡幅整備

後の代表的な道路形態といたしましては、車道部は両側とも6.5ｍの車道と0.5ｍの路肩、中心には３ｍの中央分

離帯、歩道部は両側とも４ｍで構成されており、全体としては25ｍとなります。今回設置された中央分離帯につ

きましては、車道部が４車線に増加したことに伴い、対向車線の誤認や逸脱、交通流の乱れなどを防止し、通行

の安全確保や右折進入による重大事故を防ぐなど、交通の円滑化と安全性を高める観点から、千葉県と交通管理

者であります警察との協議により設置されたものでございます。 

 なお、中央分離帯が設置される区間において、公道への右折進入ができる箇所の判断につきましては、交通量

等を加味して決定されたとのことであります。このような安全対策により、整備前は右折進入できましたが、整

備後は進入できない箇所が生じているものでございます。 

 御質問の東京方面へ向かう車線から胡録神社沿いの市道2243号及びローソン新田１丁目店沿いの道路へ進入す

るルートとしましては、その先の県道高塚新田市川線との交差点など、転回が可能な交差点を利用することによ

り、千葉方面への車線に移動する経路等が考えられます。 

 続きまして、(2)都市計画道路3･6･32号の整備に伴う電柱移設についてです。都市計画道路3･6･32号市川鬼高

線の電柱移設につきましては、拡幅整備により歩道の幅員が広がることに伴い実施しているものであります。電

柱を歩道内に設置する際は歩行者の通行に支障とならないよう配慮し、歩道幅員が狭い場合等を除いては、原

則、車道との境に設置することとしているため、現在の民有地との境に設置された電柱を車道との境に移設して

いるものであります。また、電柱を移設する間隔につきましては、電力事業者による電柱の強度計算や沿道敷地



の利用状況等を考慮して決定されます。 

 御指摘箇所の電柱につきましては、現時点で最終的な位置に移設しますと、令和６年度に予定している道路工

事の際に支障となることや、接続する道路からの車両の出入り等にも支障があることから、一旦現在の位置に移

設しているものでございます。最終的には移設前の位置から車道側に寄せた辺りに再度移設を予定しておりま

す。移設する時期につきましては、今後、道路工事の進捗に合わせ、電力事業者と調整してまいります。 

 最後に、(3)市営駐輪場の管理、運営、労働環境についてです。本市の市営駐輪場42か所の管理等につきまし

ては、大きく分けて屋外の有人管理、地下の有人管理、機械式駐輪場における無人管理の３つの形態を取ってお

ります。有人管理を行っている駐輪場の管理運営につきましては、現在、２つの事業者へ業務を委託しておりま

す。駐輪場の管理や労働環境等でございますが、鉄道高架下や屋外などに設置している駐輪場29か所について

は、公益社団法人市川市シルバー人材センターに管理、運営業務を委託し、シルバー人材センターの会員が係員

として配置され、有人管理を行っております。駐輪場の開設時間は、平日が午前６時から午後５時まで、土曜日

が午前６時から午後３時30分まで、日曜、祝日は午前７時から午後３時30分までとなっております。なお、シル

バー人材センターからの係員１人当たりの就労時間については、最大で１日６時間までとされております。 

 次に、地下駐輪場６か所につきましては、開設時間が午前４時30分から翌日の午前１時30分までとなっており

ます。早朝、深夜の有人管理がシルバー人材センターの会員では難しいことから、毎年度、一般競争入札により

選定した民間事業者に管理運営等を委託し、当該事業者が雇用した係員で有人管理を行っております。なお、係

員１人当たりの就労時間は最大でも１日７時間までとなっており、６時間を超える場合は労働基準法の規定に基

づき休憩時間が設けられることとなります。 

 このほか、入退場ゲートや精算機を設置している機械式駐輪場７か所については、一部、朝の繁忙時のみ自転

車整理及びごみ拾いを委託している駐輪場もございますが、基本的には有人管理は行っておりません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 答弁が終わりました。 

 細田議員。 

○細田伸一議員 それぞれに御答弁ありがとうございました。では、最初からもう一度確認、そして必要であれ

ば再質問していきます。 

 まず、この議案第56号、内容は分かりました。失礼な言い方かもしれませんけど、てっきり忘れていたんじゃ

ないかなというように、もしかしたら思ったのは私だけかもしれない。けれども、確認のために質問させていた

だきましたが、このようなしっかりとした理由があるということ、よく分かりました。 

 昭和64年に昭和天皇が崩御された当時、御答弁によれば、恐らくほとんどの自治体、本市と同様の懲戒免除等

に関する条例が制定されたことと思われるわけです。今回の地方自治法の一部改正についても、この条例を持つ

自治体であれば同様の影響を受けることになるのではないかなと。これについて、市川市はこのような措置とい

うか、条例ということで出してきたわけなんですが、本市同様、条例を廃止することとしているような自治体は

ほかにあるのか。教えてください。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 本市と同様に、今回の地方自治法の一部改正を契機といたしまして本条例を廃止する予定の自治体といたしま

しては、千葉県内におきましては流山市、袖ケ浦市、関東近県で申し上げますと東京都青梅市、埼玉県羽生市、

神奈川県厚木市などとなっております。 

 以上であります。 



○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 近隣都市でも幾つか存在するということで、あるいは、今定例会に提出はされないにしても、

現在検討中のような自治体も恐らくあるのでしょう。市川市だけではなく、日本全国、このような措置をしてい

くのであるということで、その点理解できましたので、この質問に対してはこれで結構です。ありがとうござい

ます。 

 次に、90周年記念事業です。なかなかテレビ番組、非常に面白い取組かなと。「開運！なんでも鑑定団」、人気

番組、長寿番組ですからね。ただ、今回、これ自体は非常に面白い取組かと思うんですが、90周年という周年事

業で行うわけですから、ただ単に何かお宝を持ってきて、そこで幾らですかということでもいいんですが、市川

市90周年ですよということが見ている方、あるいは、そこに見に行っている方、テレビで見る方に分かるよう

な、ああ、市川市って、こういう町なんだな、90年間、そういう歴史があるんだなというような、そういう番組

に仕上げていってほしいなというふうに思います。そこはぜひテレビ局の方、プロデューサーの方と一緒に取り

組んでいっていただきたいと思います。有名なせりふではありませんが、いい仕事していますねというような、

そういうような番組、周年事業にしていただきたいなと。お願いします。 

 次に、同じく周年事業です。卆寿の卒業式、１月１日の「広報いちかわ」、市長の「市川にこうご期待」とい

うところで、私、これ、とてもいいことだと思います。はるか昔のことかもしれませんし、もしかしたら当時を

思い出したくない人もいるかもしれない。でも、誰一人取り残さない社会の実現ということを今どの自治体も、

国を挙げてそういうことを言っています。その一環としても、これ自体、私は非常に意味があるなと思います

ね。 

 ただ、先ほどもちょっと申し上げましたが、既に御高齢であるということ。そして、９校に在籍していた方が

いらっしゃるということで、あと11月２日を予定しているという答弁でした。あと数か月の中で人を集めていく

のは、これはなかなか大変だと思います。 

 そこで再質問なんですけれども、これ、今、対象者というのは大体何人ぐらいいらっしゃるんですか。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 当時開校していた小学校９校の昭和19年度から昭和21年度に卒業した方の卒業関係書類に基づく人数が約

5,000人となっております。式典当日の参加者は広報紙等で周知し、募集を行いますので、現段階では参加者数

は未定となっております。介護保険における自立の方の割合や、他市の高齢者の方を対象としたイベントの出席

率等を考慮しますと、卆寿の卒業式には約200人程度の参加を見込んでおりますが、一人でも多くの方に参加し

ていただけるよう準備を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 ほかの自治体、ほかの市のそういう高齢者のイベントの参加の人数なんかを参考にしてはじき

出した数字だと思うんですが、これね、いい取組だと思うんですけど、歩けなかったり、御存命だとしても行く

のはちょっとおっくうかなとか、あるいは車椅子だったりということも大いに考えられるわけです。けど、中に

は、自分は行けないけど、卒業証書欲しいなという方もいらっしゃると。そのときに、親はどうか分かりません

けど、兄弟とか、お子さんとか、御家族において代理出席を認めるというような措置を講じたほうが、そういう

ことも考えたほうがよろしいのかなと思います。これは11月２日ですから、ちょっと時間がないかもしれません

ので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 次に、産業・観光の活性化についてです。この点においては既に先順位者の方なども、また、これまでにいろ



いろ御質問されているので大体分かりました。ただ、この魅力発信物品制作事業の概要、市川の梨も、梨の花粉

の記事が新聞にも出ていますし、また議員の方も質問したりしていましたから、ちょっとこの辺気になるところ

なんですが、資源として、ここは大切にしていただいてほしいなというふうに思っています。 

 １番については結構です。 

 次、２番の街のにぎわい創出事業なんですけども、町のにぎわいを創出していくには、今、現状、市川市はど

ういうふうになっているのかということを考えるのが大切かなと思います。例えばお隣の浦安市というのは、宿

泊税ですかね、それを導入するというような記事が出ていました。１人100円を掛けたとしても年間７億円ぐら

いの税収が見込まれるということです。向こうは世界でも有名なテーマパークがありますから地域性は全然違う

し、ホテルの数や質も全然違うと思います。では、宿泊、泊まる部屋とか、それは市川市にどれぐらいあるのか

なとか、そういうのはやっぱり把握するのが大切だと思います。 

 この２番の創出事業について、他市では、多くの市が映画の撮影、ドラマの撮影などを誘致するためのフィル

ムコミッションという団体があるようなんです。そのフィルムコミッションという団体に、市がこういう場所が

あるということを積極的に登録してドラマ、映画のロケを受け入れるというようなことを行っている町がありま

す。例えば今上映している「ゴジラ－1.0」、非常に人気があるようなんです。茨城県のとある町では、そのロケ

に使われたということで、そこを訪れる人たちが非常に多い。 

 随分前、何年も前ですけれども、私は同じような質問をしたときに、映画「おくりびと」で使われた山形県の

とある古い洋館に何人もの人が日本中から訪れる、そういう聖地のようなものになると。これが映画とかドラマ

とか、映像の非常にすごい力かなというふうに思います。 

 そこで、産業観光の活性化ということであれば、先ほど申し上げました映画、ドラマのロケ地を提供して観光

地化を図る。本市への訪問客を招き入れるのも大きな成果を得られるものと考えられますが、フィルムコミッシ

ョンやロケハンの誘致、そういうものは行っているのでしょうか。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 現在、本市では、フィルムコミッションに関して積極的な活動は行っておりません

が、テレビ番組制作会社等からの問合せに対しましては、該当施設等への取次ぎや対応の可否などの調整を行っ

ております。把握している市内での撮影実績としては、令和３年度が53件、令和４年度が38件となっておりま

す。映画などのロケ地が聖地化して多くのファンが訪れているという全国での事例は把握をしており、本市の観

光資源の有効活用が図れるよう検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 以前、まだ庁舎が古い、建て替える前のとき、たしか古谷一行さんが来ていました。そこで、

何ていうドラマでしたかね、「沈まぬ太陽」だっけ、ちょっと忘れましたが、その映画の撮影なども市川市の古

い庁舎で行っていた記憶があります。 

 法華経寺などもそうかもしれませんが、市川のアイリンクの展望施設、あそこも聞くところによれば、昨年17

万人ぐらいですか、年間訪れていると。大したものだと思いますよ。そういうものをもっともっと――あそこは

無料で150ｍ上空まで上がれて、ほぼ360度見渡せるわけですから、なかなかいい施設だと思います。上手にそう

いうものを活用して、ぜひにぎわいを創出していただければなと思います。ありがとうございます。 

 文化芸術の振興についてです。これまでも海外都市との連携、交流事業に関して多くの議員が質問しています

し、私自身も質問していました。また、その活動において、こういうふうなことをやっているのかなという概

要、現状というものはある程度つかんで把握しているつもりです。 



 私がちょっと気になるのは自治体連携協定のほうです。先ほど御答弁いただきましたカゼルタ市とかパルヌ市

です。これは食育とか文化・歴史資産を活用した地域活性化と観光というふうにあるんですけれども、これ、ど

うなんでしょうかね。ちょっと遠いような気もしますし、コロナという時期がたまたま重なっていたために交流

が止まってしまっている、この理由は分かるんですが、自治体連携、個人的にはカゼルタとか美しい町だと思う

し、パルヌとかというのも面白い場所かなと思うんですけれども、継続していく意味というのはあるのかなと、

ちょっと疑問に思うところがあります。 

 だったら、昨今の社会情勢を見れば、私は台湾のどこかの町と自治体連携を組んだほうがよっぽどいいと思い

ます。私、台湾の方と交流がありますけれども、喜んでいますよ。日本人の方と交流を持つということとか、向

こうの方ね。また、今、国交を認められてないですね。その中でも台湾の方、日本の方、それぞれお互いに向こ

うの土地とか国とか人柄とか好きですよ。歴史的にも非常に強いつながりを持っている。今、たまたま台湾の話

をしていますけれども、カゼルタ、パルヌという非常に遠いところですよ。そこにかける労力とか時間とかがあ

るのであれば、もうちょっと身近なところを見てみてもいいのかなというふうに感じます。これは再質問なしで

結構です。ありがとうございます。 

 まちづくり、これは非常に大規模な開発なので、９月、そして12月、私も質問をしてきておりますが、現状、

そこに住まう方だけではなく、玄関口ですからね。市川市の玄関口と言ってもいい。そこに訪れる内外の方にも

非常に大きく影響していくものかなと思います。その上で何か変化があれば、あるいは、こういう意見が出たと

かということ、何かあるのかなというような気持ちを持って質問しました。また、補助対象４億160万、そのう

ち国、県、市それぞれが案分によって拠出すると、そういうようなことも分かりましたので、この点に関しては

結構です。理解いたしました。ありがとうございます。 

 同じくまちづくり、無電柱化事業です。3･6･32号でも電線共同の整備工事と沿道敷地への引込み、管路などの

設計委託を予定している、また、同じく3･6･32号は令和７年度の完成を目標としているというようなことは答弁

において理解することができました。この無電柱化推進事業、やはり手間暇もかかるし時間もかかるものだと思

います。 

 確認ですが、令和７年度以降、この整備路線を拡大していく考えはないのか。その点をお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 各路線の無電柱化に当たっては、地下埋設物の移設等を含め完成までには長期間にわたるとともに予算規模も

大きなものとなります。そこで現時点におきましては、既に定めております優先整備路線の事業に集中していき

たいと考えております。その後、現在実施している事業の進捗や計画期間の終了に合わせた見直しを行うなど、

今後の状況変化に応じて、他の路線の整備について検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 はい、分かりました。これは計画にも出ていますから、そういうことなんだろうなということ

で理解することができました。ありがとうございます。 

 同じく道路行政の中で国道14号の拡幅整備に伴う周辺住民の影響についてなんですが、国道の新田１丁目のロ

ーソン、胡録神社のところです。地域外の方はちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、本八幡側から市

川方面に向かっていく。そうすると、京成と国道の間に住んでいる方が何人かいらっしゃるわけですね。その方

たちはもう長い間、向こうから出てくるときは右にも左にも行けたと。本八幡側から来て、自分の住まう地域に

は右折すれば入ってこられた。ところが、今回、この拡幅工事に伴い、入ってこられなくなっちゃったんです。



出ていくこともままならない。 

 じゃあ、どうするかというと、先のほうまで行くしかないわけなんですが、この道路の右折について、中央分

離帯は設置されておらずゼブラゾーンになっていると。車止めのポールがあることにより右折できない状況にな

っているわけなんですが、この車止めのポールを撤去して右折進入することというのは、これは検討できないん

でしょうか、伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 当該箇所につきましては、県道高塚新田市川線との交差点に近接していることから中央分離帯はなく、県道へ

の右折車線へ誘導するための導流帯としてゼブラゾーンとなっております。このゼブラゾーンに設置してある車

止めポールについて、千葉県は安全かつ円滑な通行のため右折進入を防止する必要があり、千葉県警との協議も

踏まえ設置しているとのことでございます。当該箇所周辺にお住まいの方々にとりましては、整備前と比較して

御不便をおかけする状況もあろうかと思いますが、道路管理者の立場からは安全かつ円滑な通行確保の観点から

必要と判断されたものであり、御理解をお願いしているものでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 はい、分かりました。ただ、右折ができないで、また、その先の本八幡から市川に向かって来

ると、胡録神社のところも右折できた、ローソン新田１丁目店のところも右折ができた。それができない。その

先の国府台女子学院のほうから来る高塚線のところで転回する。しかし、あそこは信号が歩車分離になっている

かもしれませんけれども、あっちのほうが危ないんじゃないかなと思いますけどね。そこで転回することができ

るのであれば、途中の胡録神社のところ、ローソン新田１丁目店のところ、右折してもいいのかなと思うんです

けど、住まう方、また我々から見ても、ちょっとその辺理解がしにくいところがあります。 

 そこで、この拡幅整備による交通形態の変更について、国道と京成電車の間ですから、そんなに広いところで

はないですよ。そんな、非常に多くの方々が住んでいるというわけでもないんです。ただ、知らなかったという

住民の声が今頃になって出てきております。 

 これまで地域住民に対して、どのように説明とかを行ってきたのか。それを伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 地域住民等地元への周知につきまして、事業主体である千葉県では、事業開始当初の平成20年11月と拡幅工事

実施前の平成26年11月に事業エリアである市川１丁目及び新田１丁目、５丁目地区を対象に説明会を実施してお

ります。その後、新田１丁目地区につきましては令和２年３月に説明会を予定していましたが、コロナ禍により

中止となったため、同年４月に自治会員へ説明資料の配付と自治会掲示板への掲出、国道14号沿線住民に対して

個別に説明を行い、周知に努めてきたとのことでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 実際に対面で説明をしたのが――対面というか、人が集まって説明したのが平成20年、そして

平成26年ということです。これ、かなり前ですよね。その後、確かに令和２年ですが、コロナということもあっ

て、配付、掲示板にしたりとか、そういうことで説明をしたというようになっているようですが、それほど住ま

う方が多くないにもかかわらず、説明を聞いてなかったという何人もの方が今頃になって出てきています。これ

は既にできてしまっていることなので、このような交通の形態変更を無理やりしろとは言いませんが、その先の



高塚線のところでは転回できるんですから、もしできるなら右折――安全にもちろん配慮する必要はあります―

―ができるようなことを再度検討していただきたいなというふうに感じます。 

 以上です。 

 道路行政、都市計画道路3･6･32の電柱移設についてです。説明、答弁分かりました。ただ、これは、そこに住

まう住民の方から直接連絡が来て私も見に行ったんです。イオンがあるところですよ。そしたら、その方の家の

真ん前、駐車場の前に電柱が移設されてきているんです。その方は、今、その駐車場は使ってないとおっしゃっ

ていました。ただ、ここにつけるの、電柱をと、抗議とまではいかないんですが、ちょっとここはみたいに言っ

たけど、いや、これはもう決まったことなので、みたいな感じで一方的に押し切られて電柱が設置されてしまっ

たというんですね。その後、何度か話したところ、これは一時的なもので、また移動するんだと。 

 その方は、行徳街道から保健センターのほうは無電柱化を進めているわけですよね。こちら側も無電柱化を、

いずれはなるのかもしれない。ちょっと時間かかるかもしれませんけど、そのように思っていたわけです。とこ

ろが、目の前に電柱がついてしまって、非常に勝手であり、不安だというようにおっしゃっていました。 

 そこで、移設して人の家の駐車場の真ん前についてしまった電柱なんですけど、再度移設する予定であり、今

後時期については電力事業者と調整していくというように述べられていましたが、道路整備工事の予定等から、

これは現時点で再度移設をするのはいつ頃なんでしょうか。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 移設の時期につきましては、道路工事が進捗し、移設しても工事等に支障がない状況になってからとなるた

め、現時点では、本年10月頃に最終的な位置へ新しい電柱を設置いたします。その後、架空線の移設及び現在の

電柱撤去を行いますので、移設が完了となるのは令和６年度末頃を予定しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 大体、今年の10月頃、そして完了するのは次年度末ぐらいということですが、御本人、少し高

齢ということもあって、非常に心配しています。これは必ず移設――私、見に行きましたけど、ちゃんと立てら

れる場所があるんです。にもかかわらず、家の前に来ちゃっていることがおかしいというふうに御本人もおっし

ゃっているわけですから、これは必ず市民、その方の出入りがしやすいような、ちゃんとした迷惑にならない、

そういう場所に移動していただく、それを今すると言っていただきましたので、お願いいたします。 

 同じく道路行政３つ目です。駐輪場の件です。駐輪場、日中は比較的御高齢の方が管理、働いているのではな

いかなと思います。昼間は比較的のんびりしているというのかな、そんな出入りも頻繁ではないんですが、やっ

ぱり朝は皆さん時間に追われていますから、中には決められた場所に入れずに、そこにどんと置いたまま行っち

ゃう。それをやるのは、結局、そこに携わっている、仕事をしているシルバー人材センターの方とか、どちらか

といえば御高齢の方です。これ、その作業が結構大変らしいです。それ以外にごみが落ちていたら拾うし、昼間

来た方にスペースを空けてあげなきゃいけない。 

 そんな中で地下の駐輪場で働いている方から、ここへ来て、さらに提出書類が増えているという話が聞こえて

きています。一体、それは事実なのかどうか、提出書類が本当に増えているのかどうか。つまり、それまでなか

った作業が新たに増えているということなんですが、その点どうなんでしょう。お伺いします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 地下駐輪場の管理、運営等業務委託におきましては、令和４年度より提出する書類の追加等を行っておりま



す。追加した書類の１つ目は巡回報告書でございます。これは業務改善に向けた調査の一環として、早朝と深夜

を含む各時間帯における係員の巡回の内容を記載してもらうなど、業務の実態を把握するために追加したもので

ございます。２つ目に、鍵の貸出し管理台帳につきましては、令和５年２月に発生しましたターミナルシティ地

下駐輪場における現金盗難事件を受け、再発防止対策の一つとして令和５年度から追加したものであります。な

お、この台帳は、シルバー人材センターに業務を委託している屋外駐輪場の管理業務においても追加しておりま

す。 

 このほか、記載内容の一部項目を追加した書類として駐輪場使用台数調査表がございます。これは台数調査を

行う時間帯を拡大するため、令和５年度より台数記入欄を追加したものでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 御答弁によれば、巡回報告書、鍵の貸出し管理台帳、そして駐輪場使用台数調査表。それまで

なかったのに、３つの紙に記入する、そういう書類作業が増えているわけですね。確かにこの２番目の鍵の貸出

し管理台帳というのは、盗難事件があったようですから、防止策も含めて、これは確かに仕方のないことなのか

なと思いますが、それでも２つ、３つと作業は増えているということです。これは現役の方々にとっては、その

作業自体、もしかしたら大したことではないのかもしれない。しかし、実際に自転車の管理に当たっている、そ

の作業に当たっている方々から見れば、一つ書類作業が増えていただけでも本来の業務に支障が出るというよう

なことを言っている方が中にはいます。 

 そこで係員の方から聞いた話では、受託事業者にとって日々の作成資料が増えたりするというわけなんです

が、こうした資料作成が過度な負担になっていないのか。また、もちろん、できれば元に戻してほしい。今から

減らして元に戻す、そういうことはできないのか、その辺をお伺いします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 駐輪場の受託事業者につきましては、令和５年度の一般競争入札により前年度から変更となっております。当

該事業者に、市の契約とは別に独自の書類を係員に作成しているかを確認したところ、独自の書類はないとのこ

とでございました。一方、本市においても管理状況を確認するなど、現場へ行った際、地下駐輪場の係員から

は、報告書類の種類や枚数、記載内容の増により現場係員の負担が増したというような意見を聞いております。

そのようなことから、書類作成作業においては再検証し、令和６年度に向けては全ての書類を見直し、数字、内

容等の重複記載を極力なくすよう検討しており、一部の書類について廃止または修正していくこととしておりま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 このような書類を管理していく上では大切なことだと思います。ただ、必要以上に本来なかっ

た仕事が増えてしまったために本来の業務に支障が出るようであれば本末転倒ですから、ここは再検討していた

ただいて、なくせるものはなくす、継続しなければいけないものは、これは仕方ないですけど、そこをちょっと

再検討をお願いしたいと思います。 

 教育行政です。札幌での日教組の集まりですね。市川市から全国集会へ参加した教職員は確認されていなかっ

たと。それは分かりました。 

 ちょっと変な言い方すると、日本国をおとしめるような言い方をしている団体というのは別に日教組だけでは

ないと思いますよ。ただ、これも新聞記事をちょっと読ませていただきますと、神奈川県の中学教員が発表した



社会科実践報告によると、原発事故後の政府対応について、福島県漁連の反対する汚染水の放出を強行などと批

判したプリントを配布して、生徒に原発問題を考えさせていたと。また、処理水放出をめぐり、日本産水産物を

輸入禁止とした中国への批判が生徒から上がると、教員は放出に一番反対していたのは誰だったのだろうと問

い、政府が福島県漁連との約束を破って放出を強行したことが生徒に理解できたというようなリポートが出てき

ているわけですね。まさしくこれは指導ではなく誘導ですよ。授業後に政府の方針の賛否を生徒に問うと、反対

が賛成より３倍も多く、明らかに偏りが見られ、首相を退任してほしい、責任を取れという過激な意見まで出て

きたわけです。授業の後ですよ。 

 私はこの団体のことをとやかく言っているのではなくて、やはり自虐的な戦後教育を引きずっては駄目です

よ、これは。それ自体は、そのときにあまり変化がなくても長い間見れば、戦後レジームなんていう言い方しま

すけど、これは教育のところからしっかりと教え込むことが私は重要だと思っています。市川市では参加した方

がいないということで、ただ、これは自由に参加できるわけですから仕方ないんですけども、この点に関しては

結構です。しっかりと指導していただきたいなと思います。 

 同じく教育行政２番目です。私の身近なところで実はひきこもりの方がいまして、もう成人しています。た

だ、それ、いつ最初に発症したのと言うと、中学校３年生頃だと言うんです。つまり不登校者の支援ということ

についていろいろ支援はしていると思うし、学校の先生も大変だと思いますよ。卒業した後、その支援が形にな

っているのかどうか。そこまで追跡調査をするのは大変だと思う。また、それは業務の範疇じゃないと思いま

す。ただ、今、45歳以上のひきこもりは全国で60万人以上いると言われていますね。でも、それは別に45歳で発

症したわけじゃないですよ。恐らく、最初はかなり若いときではないかなと考えます。したがって、今後は業務

ではないかもしれませんが、その後、不登校だった生徒たちがどうなったのかなというようなことは調査するに

値するものではないのかなというふうに考えますので、これだけ一応申し添えておきます。 

 同じく教育行政３番目です。教育委員会が発行する書籍、印刷物についてです。市川市に限らず、公になって

いないものでも間違いなくそういう事実があったことは、どの町や自治体にもあると思います。例えば、私は祖

父が軍人だったものですから、そういうような方面を例え話に出す場合が多いんですけれども、東京大空襲の

後、余った爆弾が重たいということで市川市上空から爆弾がばらまかれましたね。これ、事実です。法華経寺の

周り、新田１丁目の紳士服の青山の辺りとか、爆弾が落ちて何人も亡くなっているわけですよ。行徳方面もそう

です。これは無差別殺人ですよ。教育委員会が、こういうことがありましたということを事実として、印刷物と

して発行していくということは大切なことではないかなと思うんです。 

 そこで、今申し上げたような歴史的事実が明らかである場合、そのような事柄をまとめた資料を作成し、学校

に配付できるかどうか伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 副読本を含めた教材につきましては、現在のところ、教育委員会として新たな資料等の作成、配付の予定はご

ざいません。本市における歴史的な事柄について資料等を作成する場合、関係部署と連携しながら調査し、事実

を確認した上で学習の狙いや利用の効果を踏まえながら作成し、その上で見識のある方から広く御意見をいただ

くなど、作成、配付も含め慎重に検討し、対応してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 現在はそういうような予定はないということですが、事実確認、また学習効果などを検討した

上で、今後はもしかしたらあるかもしれないということです。 



 北海道旭川のちょっと先に留萌市というところがあります。そこの教育委員会が出版しているもので、公に認

められてはおりませんが、事実だったことを書いています。それは三船殉難事件という題材です。留萌沖で、ソ

連の潜水艦によって満州から引き揚げてくる日本人が乗った船が沈没させられて大変多くの犠牲者が出た事件で

す。ところが、これは国籍不明船による攻撃というふうにされています。外務省かどこかのホームページを見て

も、これはそういうふうになっています。 

 ところが、留萌市の教育委員会は、これをソ連のＬ12、Ｌ19型の潜水艦によって撃沈されたとはっきり書いて

あるんです。これを教育委員会が冊子にして子どもたちに配付しています。また、留萌市のホームページに出て

いるユーチューブチャンネル「るもい・まなびチャンネル－留萌市教育委員会生涯学習課公式－」ということ

で。なので、こういう地域性もあるんでしょうけども、思い切ったことを教育の一環として――事実なわけです

から、これは今後ぜひ検討してください。これは悪いことなんか何もないと思いますよ。ぜひお願いしたいと思

います。 

 教育関係に関しては、これで終わります。 

 最後、平和啓発です。私、これまで平和啓発というのは自分のライフワークのように、もう何年も前から取り

組んでいるわけなんですが、先ほど御答弁いただきました。広島の爆心地から1,300ｍの場所で被爆したアオギ

リ、これはほかの自治体でも、こういう植樹事業というのはしております。 

 ただ、これまで市川市の平和事業というものを私はずっと見てきていまして、やはり変わってないですね。根

本的なというのか、あまり、どうしても夏になったそのときだけ原爆の写真を出して、そして原爆で被災された

二世の方とか、爆心地からどれぐらいのところにいた方とかが思い出話をする講演があるわけです。来ている方

は、お子さんはほとんどいないですよ。私、毎回出ていますけど、むしろ御高齢の方とかが非常に多い。よく言

われるんですね。もう体験している人がいないから難しい、講話ができなくなっている。これは全然違います

よ。だって、江戸時代を体験してなくたって、江戸時代の専門家はいるじゃないですか。それと同じように別に

体験しなくたって、平和とか、語れる方というのはもっといるんです。 

 そもそも論で質問します。市川市平和啓発事業検討協議会からいただいた提言、事業に反映させることは、

私、理解しました。現在、総務部が中心となって実施しているわけなんですが、杉並区あたりでは、別に総務部

ではなく、男女共同参画や消費生活関係を所管している区民生活部という部署で平和事業を行っているわけで

す。そもそも本市はなぜ平和啓発事業を総務部で所管しているのか、実施しているのか。この点伺います。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 平和啓発事業を総務部が担当することになったいきさつについてですが、昭和59年11月15日に本市が行いまし

た核兵器廃絶平和都市宣言の担当が総務部でありましたことから、この宣言の趣旨に基づき、具体的な事業を実

施する部署として当時の総務部庶務課が担当することとなり、これまでに至っております。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 これを前回あたりかな。毎回、私はこういう質問をするときにちょっと思うんですけれども、

市川市では例年、平和啓発事業は総務部門ですね、これ、全体的には。戦没者追悼献花式は福祉部門で実施、そ

して卆寿の卒業式は教育委員会、学校教育で実施の予定です。時代の変化とともに、平和啓発事業の管理部門で

ある総務が実施していくことは難しいと思う。横断的に物事全体を見られるようなものが必要かなというふうに

私はいつも思っているんです。 

 そこで、そういうような部署というか、場所として、さっきの総括で申し上げましたが、平和啓発事業の検討



協議会のようなもので、そこで全てを見られるような、そういうものを再度設置する、立ち上げるべきだと考え

ているんですが、その点どうでしょう。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 まず、協議会の設置につきましては、より啓発効果の高い啓発事業を実施できるよう提言をいただくものとし

て設置をいたしました。その協議会からの提言につきましては、先ほど申し上げましたが、時期的に今年度の事

業に反映することができなかったため、来年度の平和啓発事業計画案の中に反映させていただくこととし、その

計画案に従いまして事業を実施していく予定であります。 

 今後におきましては、事業進捗を図りながら、必要に応じて有識者や団体の代表の方、あるいは若い世代の方

から意見を伺うとともに、まさに有権者や団体代表の方の御協力もいただきながら、併せて御質問にありました

協議会などの設置も含めて、より効果的な啓発事業の実施に努めてまいります。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 はい、分かりました。今後、ぜひそれは進めていただきたいなと思います。平和って一言に言

うけど、これは簡単そうで案外難しいかもしれない。例えば２月７日というのは北方領土の日です。これ、２月

７日とか、多くの人は全然気にしないです。２月22日は竹島の日ですよね。23日の天皇誕生日を挟んで、次の

日、２月24日はロシアがウクライナに侵攻した日ですよ。確かに８月の原爆投下の日や終戦記念日というものは

平和事業を語る上で欠かせないのかもしれません。しかし、今、時代はもうちょっと違ってきているかな。 

 なぜかというと、原爆投下されているのが78年前。それで78年間、核兵器は使われてないですよね。けれど

も、世の中、平和ですか。日本は平和かもしれない。平和じゃないでしょう。ロシアとウクライナ問題にしたっ

て、ガザ地区の問題にしたって、あるいは、それ以外に50以上の地域で起きている戦争、紛争、みんなそうです

よ。核兵器は使われてないけど、平和じゃないんですよ。 

 つまり核兵器の廃絶と平和というものは、実は直接はあんまり関係がない。もちろん、ないほうがいいです

よ。私もそう思います。けれども、非核、核兵器を廃絶するからといって平和になるということではないと思

う。なので、ここは平和事業に関して、ちょっといろいろと多角的に検討を促したいと思います。 

 例えばお隣の韓国、これはすごいんですね。サイバー軍団というか、ＶＡＮＫ（バンク）というらしいんです

けれども、サイバー外交使節団という、そういう民間の団体があります。これは韓国をもっと世界に宣伝しよう

と、プログラムで徹底的に教育される、そういう集団ですよ。韓国を世界に適切に紹介し、国際親善を通じて文

化交流を促進することとされ、会員は2021年時点で外国人３万人を含む15万人です。そのほとんどは中高生です

よ。中学、高校生、若者なんですね。若者を対象に、こういう教育というのをしています。将来の世界を変える

人、サイバー外交官といって、それを育成しようとする教育プログラムを提供し毎月1,000人以上が受講、年間

１万人超えの広報大使が誕生しているんです。お隣の国はここまでやっているんですね。 

 また、これはＮＴＴのチーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジストの松原実穂子さんという方がおっしゃ

っていますが、金銭目的の犯罪者が起こしたサイバー攻撃だけでも、現在、世界のＧＤＰの約１割が失われてい

るというんです。この松原さんが言うには、東京オリンピックのときにサイバー攻撃された回数というのは４億

5,000万回だというんです。世界はそういう大変な状態なんです。それを平和事業、平和事業ということで、い

つまでも白黒の写真を見て、そこに少人数で集まって大昔のことを思い出のように語ってみたいなというのは、

ちょっと今の時代に沿わないですよ。この質問やめますけれども、何か今の時代に代わり映えのない、黒電話で

ずっと通信していますみたいな、そんな感じですよ、これ。 



 そこで、もうこれは終わりにしますが、これは最後に市長に質問をいたします。これまでるる述べてまいりま

したが、この平和事業、そろそろ私は転換期に来ているのではないかなと思います。市長、８月に靖国神社へ行

きましたね。あれ、自治体の長が率先していくというのはいいことですよ。どんどんやってほしいです。そのよ

うな市長にこの平和事業、市長から見て今後はどうあるべきか、こうしたほうがいいんじゃないかというものが

あったら御所見を伺いたいと思います。 

○稲葉健二議長 田中市長。 

○田中 甲市長 細田議員からの御質問に丁寧にお答えをしたいと思います。 

 まず、平和啓発事業に関して、大変に時流に沿った質問であると。それは、もちろんロシアのウクライナ侵攻

ということ、あるいはパレスチナの武装軍が行動を起こしたことによって、イスラエルとパレスチナの戦争が今

激化していることなど、その時代の中で日本はどう行動するのか。平和啓発をし、そして御質問の趣旨は、検討

協議会を検討すべきだということであるというふうに受け止めております。 

 質問を今回しますよということで、短時間でありましたが、市長室で細田議員と本音で話し合ったときに細田

議員が、核はどの国も使うつもりはないんだと。核兵器廃絶平和都市宣言の前半というのは、ちょっと時代がも

う違うんじゃないかという御意見を語られたこと記憶しております。そのとき、私はふと立ち止まる思いがいた

しました。果たしてそこまで断定的に判断していいのだろうかという思いです。といいますのは、やっぱり核抑

止力によって現在の平和が保たれている――いや、保たれていないんですが、核抑止が背景にあっての現状とい

うことに関しては、やはり核廃絶に向けて新しい世界の平和の姿というのをどのようにつくり出すかという非常

に難しい問題に真正面から向き合っていかなければいけないんだろうというのが私の思いです。 

 この検討協議会ということを検討していくに当たって危惧することがありまして、その前に申し上げることが

あります。今、議場で細田議員のお話を聞いていて反対する人は誰もいないと思います。いかに平和であるべき

かということを考えていく、その思いでは全員が一致していると、そのように認識をしていますが、危惧する点

があるとするならば、様々な意見が交わされる中で、さらにこの検討委員会の中で幅が広がってしまって、本来

の目的からそれてしまうという可能性もあるのではないかというふうに思うんです。 

 そこで質問の答えと近づくかどうか、目的は何なのかということを明確にしておかなければいけないだろうと

いうふうに思います。目的は、次世代に平和の尊さを伝えていくと。そして、それは暴力、武力、戦争と180度

違う立場で平和的に物事を解決していくということを次の世代がしっかりと自分たちの頭の中でその結論を出し

てもらえるというものにしていかなければいけないと思うんです。 

 議員がおっしゃられたように、体験者の話、あるいは映画の上映などを行っても、常に若者は受身という立場

になってしまいます。そうではなくて、次の世代が主体となって、どのように判断するかというのは、史実、歴

史の事実ということを明らかにするなど、それぞれ若者が深く掘り下げて考えるという機会を提供することだろ

うと、そのように思うんです。 

 例えば先ほども質問者の発言にありましたが、市内の空爆の実態というのはどういう実態があったのか。ある

いは、エネルギーにするために松やにを採取したということは、どういうことが市川市で行われていたのか。銃

後の守りといいますけども、一般の市民がこの戦争によって、どういう状態におとしめられたのか。一方で、徴

用とは言いませんが、入隊の実態や学徒動員の姿が、市川市の若者にとっては当時どういう全貌があったのか。

あるいは、配属になったその先でどういう戦地に送られていったのか。こういう事実を若い世代にそれぞれ深く

掘り下げて調査をしてもらう。その後、市川市で慰霊碑の確認。その慰霊碑は、どの場所にどのような内容で書

かれているのかということなどなど、若者が主体となって、あの戦争の事実というものがどういうものであった

かということを調べ上げていくと。そして調査をして、その中から自分たちで判断をしていくという姿を若者が



主体として行っていく。来年はちょうど昭和100年という年であります。昭和に何があったのかということを考

えていく、そういう節目でもあると、そのように思っています。 

 長くなりました。平和啓発活動の検討協議会を検討するに当たっては、何を目的として、どのような活動をす

るのかということを皆さん方で話し合っていただく、その段階から再スタートしていただければよい方向が見ら

れるのではないかと、そのように思いつつ聞かせていただきました。 

 以上です。 

○稲葉健二議長 細田議員。 

○細田伸一議員 非常に丁寧な御答弁ありがとうございます。2025年、来年は終戦の80周年の記念でもありま

す。今年は市川市90周年でもあります。それこそ周年事業ではありませんが、いろいろとまた、意見交換などし

ていただければなと思います。 

 以上で会派自由民主の会代表質問を終わります。ありがとうございました。 

○稲葉健二議長 次に、市川維新の会、つかこしたかのり議員。 

〔つかこしたかのり議員登壇〕 

○つかこしたかのり議員 会派市川維新の会、つかこしたかのりです。代表質問に際し、能登半島地震で亡くな

られた方々へお悔やみ申し上げます。 

 また、被災者の方々、被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。 

 それでは、質問に移ります。 

 まずは大項目、子ども・子育て政策についての(1)こども家庭センターを設置する経緯と効果です。 

 このことについては、先順位者との御答弁から、これまで母子保健と児童福祉の２つの部門に分かれていた組

織を一体化して、変化する家庭の状況に応じた切れ目のない支援を目指されているとのことを理解しましたの

で、この項目に関する質問は結構です。今後、こども家庭センターが設置されました際は、その効果などを私も

注視してまいります。 

 次に、(2)千葉県の子ども政策と本市のすみ分けについて。 

 子ども政策については、例えば千葉県においても、児童相談所による虐待対応、小児慢性特定疾患を抱える児

童に対しては自立支援などの難病対策がされている中で、本市と千葉県ではどのように役割分担をして、重なる

業務については連携を図っているのか、御答弁ください。 

 次に、(3)児童虐待防止、早期発見への取組について。 

 (2)において御答弁いただく千葉県とのすみ分けを踏まえた上で、より具体的に虐待防止について本市の取組

を御答弁ください。 

 次に、(4)課題を抱えている児童への支援及び小児医療の拡充について。 

 こちらにつきましても、千葉県とのすみ分けを踏まえた上で、具体的に小児慢性特定疾患など、障がいがある

児童に対する本市の取組について御答弁ください。 

 また、国により指定難病とされている持病があるお子さんをお持ちの保護者の方は子どもが急病になったこと

を考え、不安になることもあると思います。 

 そこで、このような子どもが急病になった際の救急受入れ体制についてもどのようになっているのか、併せて

御答弁ください。 

 次に、(5)子育て世帯の住宅環境整備について。 

 この項目については、子育て世帯の住宅環境に関する支援として、令和６年度からは子育て世帯同居・近居ス

タート応援補助金を開始する予定であることは先順位との御答弁から理解しました。この政策を通じて、親世帯



と同居または近居により祖父母からの子育て支援を受けやすい環境が整備され、子育て世帯の負担軽減や定住の

促進につながることを私も期待しています。 

 しかし、市川市は土地の資産価値が高く、それに伴って住宅の価格が他市と比較しても高額であることから、

子育て世帯の同居・近居スタート応援補助金が最大で30万円も支給されることは、これは非常に魅力的ではある

ものの、子育て世帯の定住促進という観点からは、この補助金のほかにも、より大胆な政策が必要ではないかと

考えます。 

 市川市の住宅環境としては、子育て世帯が家族で生活できる居住スペースの確保も課題の一つではないでしょ

うか。このことについては、あくまでも一案ではありますが、高さ制限を緩和することで、限られた敷地でも相

応の住宅を建てられるようになると考えます。また、限られた土地面積で相応の住宅を建設できることは、施政

方針でも述べられた子育て世帯と親世帯が市内で同居できる環境の整備にもつながると考えます。他市を見る

と、高さ制限を12ｍとしている自治体も多く見受けられる中、本市においては、ほとんどの地域で高さ制限が10

ｍとなっています。子育て世帯の支援はもとより、高齢者が土地、家屋を売却して地方へ移住するなどの流出を

防ぐ効果も期待でき、加えて子育て世帯と親世帯が市内で同居できる環境の構築にもつながると考えますことか

ら、高さ制限の緩和について、まずは検討でもできないものかお伺いします。 

 次に、大項目、高齢者福祉における(1)チャレンジ75を実施する経緯とその効果について伺います。 

 次に、(2)介護人材確保の取組について、令和６年度以降の介護人材確保の取組や考え方について伺います。 

 次に、(3)生活支援や社会参加の情報サイトである「いちかわ支え合いネット」について、現状と今後につい

てお伺いします。 

 次に、大項目、犯罪対策における千葉県警との連携について。 

 施政方針の重点施策の２つ目である「持続可能で安心・快適なまち」の中で、「安心なまちづくりには千葉県

警との連携が必要です」とあり、このことにつきましては私も強く共感しています。安心なまちづくりにおいて

警察との連携は大変重要であると考えますが、連携といってもイベント会場での啓発など、様々な形態がありま

す。 

 そこで現在、警察とはどのような連携を取っているのかお伺いします。併せて、この連携における効果につい

ても御答弁ください。 

 次に、大項目、クリーンセンター整備事業の課題について。 

 令和６年度当初予算でクリーンセンターの設計及び工事費として500億円が計上されています。この500億円の

積算根拠につきましては、本年１月１日に起きた能登半島地震や令和７年の大阪万国博覧会、こちらの建設工事

の影響、建築資材の価格、資材の輸送や人件費の推移など、事業者選定アドバイザリー業務委託の受託者――今

後は受託者と申し上げますが、この受託者からの分析結果や助言を踏まえて建設費を計上しているのか、お伺い

します。 

 また、次期クリーンセンターの入札時期や工事着手時期につきましても、本定例会で示されました。設計、建

設が令和７年７月より開始予定とのことですが、この時期についても、受託者からの助言を踏まえた上で本定例

会に提案されているのか、お伺いします。 

 次に、大項目、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯにおける(1)実証実験の検証結果につきましては、先順位者へ

の御答弁で理解できましたので、ここの御答弁は結構です。 

 次に、(2)今後の事業計画につきましても、先順位者との御答弁でおおむね理解できました。 

 その上で、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯについては、民間企業の発想に近い先進的な取組を本市は行ってい

ると考えます。この事業につきましては、先進的な取組に賛同する一方で懸念事項もあると私は考えます。例え



ば民業圧迫についての考え方です。民業圧迫については特段の禁止事項は見当たらないものの、地方自治体は企

業の財産保護も重大な責務です。既に電子通貨が定着しつつある本市において、同様の経済活動を行っている事

業者に対して、本事業は民業圧迫とならない、その根拠をお示しください。 

 次に、大項目、ごみ集積所についての(1)現状及び課題について。 

 市内のごみ集積所は、集合住宅など開発事業によって整備されている集積所や、一軒家などが集合体で路上に

ごみを排出している集積所など、点在しています。この状況を踏まえ、市内のごみ集積所における現状及び課題

をお伺いします。 

 次に、(2)設置、移動、廃止に対し、市が積極的に関与する考え方について。 

 ごみ集積所における設置、移動、廃止については、市民の方々より相談を受けることが多々あると認識してい

ますが、その状況に対して、市が積極的に関与する考え方についてお聞かせください。 

 次に、大項目、学校教育における(1)自動採点システムについて。 

 ア、導入するに至った経緯、イ、導入に対する課題について伺います。 

 最後に、(2)スポーツ推進の取組について、現状をお伺いします。 

 以上、御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 なお、補足質問は堀内しんご議員が行いますことを申し添えます。 

○稲葉健二議長 つかこし議員に申し上げます。 

 答弁につきましては、休憩後にお願いいたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前11時54分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後１時開議 

○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１議案第55号から日程第38報告第32号までの議事を継続いたします。 

 答弁を求めます。 

 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 私からは大項目１つ目、子ども・子育て政策についてのうち、(2)子ども・子育て政策

における千葉県と本市のすみ分けと(3)児童虐待の防止・早期発見への取組についてにお答えいたします。 

 初めに、児童相談所との役割分担と連携についてでございます。 

 市は児童虐待への対応として、家庭からの相談を広く受け付けるとともに、保育園や学校などからの通告に対

する安全確認や調査などを行っております。加えて虐待を受けている子どもに関する情報共有や支援内容の協議

を行う要保護児童対策地域協議会の事務局として、地域の関係機関のネットワークの中心的役割を担っておりま

す。一方、児童相談所は、児童虐待の対応の中でも性的虐待や生命に関わる深刻な虐待があるケースを担当し、

一時保護や在宅支援、状況により施設入所や里親委託などを行っております。 

 こうした役割分担の下、市は児童相談所に対して、市が安全確認や調査の結果、緊急かつ重篤と判断したケー

スを情報提供とともに移管する送致や、市のみでの対応や判断が困難なケースについて助言や同行調査、同行訪

問を求める援助依頼を行います。反対に児童相談所が担当したケースにおいて、養育状況の改善が見られるもの

の、引き続き支援が必要な場合は児童相談所から市が支援を引き継ぐこともございます。そのほかにも、月１回

の実務者会議や必要に応じて開催する個別ケース会議には児童相談所の職員が出席するなど、市と児童相談所は

日常的に連絡を取り合いながら役割分担と連携を行っております。 



 続いて、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業についてお答えいたします。 

 この事業は千葉県が実施している事業で、幼少期から慢性的な病気にかかり、長期にわたり療養を必要とする

児童とその家族からの相談に応じ情報提供や関係機関との連絡、調整などを行い、児童の自立を支援するもので

ございます。一例として、県の機関である市川健康福祉センターでは、医療機関からの療育指導連絡票に基づ

き、児童の家庭に対して食事や栄養、歯科保健に関する指導のほか、福祉制度の紹介や学校との連携、調整など

を行う療育相談指導がございます。小児慢性特定疾病があり、さらに日常的に医療的ケアを必要とする場合は、

本市が設置している医療的ケア児等コーディネーターがその児童とその家族に対し、必要としている支援やサー

ビスの調整を行い、地域で安心して過ごせるよう支援をしております。支援においては、保護者の承諾の下、市

と市川健康福祉センターで必要な情報を共有し、役割分担を行うなどの連携を図っております。 

 次に、児童虐待防止の具体的な取組についてお答えをいたします。 

 本市の児童虐待防止の取組といたしましては、子どもや家庭に身近で接する保育園や幼稚園、小中学校等に児

童虐待対応マニュアルや児童虐待の早期発見のためのチェックリストを配付するとともに、その活用方法を説明

し、発見時の早期通告を依頼しております。令和５年度は、校長会や教頭会などに出向いて説明を行ったほか、

養護教諭、保育園園長、幼稚園園長、民生委員、主任児童委員に対しても周知や研修を実施いたしました。加え

て子育て家庭やその支援者に対し、子どもや子育てに関する講演会を実施し、児童虐待を防ぐための子どもとの

関わり方について啓発を行っております。今後は母子保健と児童福祉の組織を一体化して全ての妊産婦や子育て

世帯、子どもへの包括的な相談支援などを行うこども家庭センターを設置することで、母子保健事業との連携が

より円滑になり、子育てに困難を抱える家庭の早期発見が期待されることから、それぞれの家庭の課題やニーズ

を母子保健、児童福祉、それぞれの専門性を生かして、より深く理解した上で適切な支援を提供してまいりま

す。また、要保護児童対策地域協議会の運営を通して妊産婦、子育て家庭と関わる多様な関係機関と日常的に連

携し、子育て家庭の困難をしっかり支えられる地域づくりに取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 私からは子ども・子育て政策の(4)及び高齢者福祉についての３点にお答えします。 

 初めに、子ども・子育て政策の(4)です。課題を抱えている児童の中で小児慢性特定疾病を抱える児童は、治

療が長期にわたり医療費も高額となるため、児童福祉法に基づいた千葉県が行う小児慢性特定疾病医療費助成制

度があります。本市においては、難病患者の生活の安定と福祉の増進を目的に難病患者等福祉手当として月額

3,000円を支給しております。この手当の令和４年度の支給実人数は2,026人で、そのうち小児慢性特定疾病の児

童は134人でした。また、障害者総合支援法では、平成25年度から難病等患者が対象に加わったため、小児慢性

特定疾病医療受給者証等の所持者は児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい福祉サービスを受けるこ

とができます。 

 次に、急病時の救急の受入れ体制についてです。慢性疾病のある児童は、かかりつけの医療機関で治療を受け

ている場合が多いと思われます。急病の際はかかりつけ医での受診に加え、一般的な救急医療体制で受入れがで

きる仕組みとなっています。具体的には、３次救急医療機関である東京ベイ・浦安市川医療センターと順天堂大

学医学部附属浦安病院に東京歯科大学市川総合病院、行徳総合病院を加えた４病院で2.5次救急医療体制を構築

し、小児の急病者の受入れを行っております。 

 次に、高齢者福祉の(1)チャレンジ75についてです。デジタル技術の発展により社会が急速に便利になる一方

で、ゴールドシニアの方々の中にはデジタル機器の操作に苦手意識を持っている方も多いと考えます。 

そこでスマートフォンに挑戦したいと思っているゴールドシニアの皆さんに対し、そのチャレンジを後押しした



いと考え、国から交付されます物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、「学ぶ・使う・得をする」

をテーマにしたチャレンジ75を実施したいと考えております。学ぶとしては、市内15か所全ての公民館でデジ活

講座を実施し、スマートフォンの操作を学んでいただき、また使うとしては、初めてスマホを購入される方に対

して購入費用の２分の１、２万5,000円を上限として補助することでスマホを使っていただき、そして得をする

として、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯを使って市内でお得に買物を楽しんでいただきたいと考えております。

このように、それぞれの取組を１つにつなぐことで、ゴールドシニアをはじめとする高齢者のチャレンジを効果

的に後押ししてまいります。 

 チケット75などの事業と併せ、ゴールドシニアの社会参加を支援することで高齢者の生きがいづくりや健康寿

命の延伸につなげるとともに、デジタルディバイドの解消に取り組み、誰一人取り残さない町を目指してまいり

ます。 

 次に、(2)介護人材確保の取組についてです。高齢化の進展により、介護を必要とする高齢者も増加する中

で、介護の担い手となる世代の人口減少や高齢化が進むと見込まれており、人材確保は喫緊の課題となっていま

す。本市においても、介護サービスに従事する方の確保及びサービスの安定的な提供を図るため、平成28年度か

ら介護職員初任者研修費用の一部助成、平成30年度からは介護福祉士実務者研修の資格取得等費用の一部助成を

行っており、令和２年度からは介護に興味、関心のある方や介護職の未経験者に対して介護に関する入門的研修

を行っています。令和６年度からは新規の事業として、ケアマネジャーの資格取得や主任ケアマネジャーの研修

にかかる費用の一部助成を行うとともに、先ほど申し上げた入門的研修の受講申込者が年々増えていることか

ら、受講定員数を50人から75人に拡大してまいります。今後も介護事業に従事する人材の確保及び市内事業所に

勤務する人材の定着の促進のため、人材確保に関する様々な事業を総合的に実施してまいります。 

 次に、(3)「いちかわ支え合いネット」の現状と今後についてです。「いちかわ支え合いネット」は社会資源の

可視化、日常生活の支援及び市民活動と社会参加の促進を図るため、分野や営利、非営利を問わずに社会資源の

情報を集約した生活支援と社会参加の情報サイトです。本サイトでは、地域における交流や活動の場などの社会

参加に関する情報やボランティア、ＮＰＯ団体の情報などを検索することができます。現在のサイトは、平成19

年に開設していた「ボランティア・ＮＰＯＷｅｂ」と令和２年に開設しました「いちかわ支え合いネット」を統

合して、昨年８月に生活支援・社会参加情報サイト「いちかわ支え合いネット」として新たに開設したサイトで

す。この２つのサイトを統合したことで情報が一元化され、イベントや団体情報などの情報量が増えるととも

に、アクセシビリティーの向上につながっていると考えております。 

 サイトの登録数につきましては、従前の「ボランティア・ＮＰＯＷｅｂ」の登録者が加わったことにより、旧

サイトの登録者数、個人463名、78団体に対しまして、新サイトでは先月末現在で個人615名、93団体と増加をし

ております。登録者615名の内訳は、20歳代が全体の約13％、30代、40代が約40％、50代から64歳までが約

25％、65歳以上が約22％となっており、高齢者の登録者数が少ない傾向にあります。また、閲覧数につきまして

は、旧サイトの閉鎖前６か月間の月平均約1,300件に対しまして、新サイトでは開設後６か月間の月平均は約

5,000件に増加をしております。 

 地域共生社会を実現させるためには、高齢者を含む全ての世代が必要なときに必要な情報を入手することので

きる環境整備が重要です。今後は広報等を通じて、これまで利用のなかった方々などへの周知にも注力し、サイ

トの充実を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 私からは子ども・子育て政策についての(5)子育て世帯の住宅環境整備についてお答



えいたします。 

 建築物の高さ制限は建物や道路などの通風や採光の確保など、住環境を維持する上で大切な規定であります。

本市では、昭和48年から住居専用地域において、建築物の絶対高さを10ｍと定めています。これにより、本市の

低層住宅地における良好な住環境の保全や都市景観に寄与していますことから、一律に高さ制限の緩和は考えて

おりません。しかしながら、土地区画整理事業などにより十分な道路幅員や敷地面積の確保、また、地区計画等

による壁面後退などの制限により地域の住環境が確保できる場合においては、この限りではないと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 佐藤市民部長。 

○佐藤敏和市民部長 私からは大項目３つ目の防犯対策についてお答えいたします。 

 千葉県警察との連携につきましては、啓発活動や防犯活動など様々な面で連携を図っております。具体的に

は、啓発活動におきまして安全、安心な環境と町の美化推進を目的とした街の安全パトロールや自転車の盗難防

止などの啓発を目的とした街頭犯罪防止キャンペーンなどを市川警察署のほか、市川市、市川防犯協会にも御協

力いただきながら実施しております。開催当日はＪＲ本八幡駅北口ロータリーに赤色灯を回したパトカーを配備

するほか、複数の警察官による交通整理が行われるなど、市民の意識啓発に効果が期待できる、そんな大きな催

しとなっており、本年度は７月と10月に実施したところでございます。さらに、今年度は電話ｄｅ詐欺や自転車

盗難の犯罪抑止などを目的とした年末年始特別警戒キャンペーンをコルトンプラザで12月に開催し、お招きした

千葉県警察音楽隊の大盛況なミニコンサートは市民の意識向上に大きく寄与したものと考えております。 

 次に、防犯活動の具体例といたしましては、市川警察署と市川郵便局との３者による地域安全に関する覚書、

また、行徳警察署と浦安郵便局との３者による地域安全に関する協定がございます。これは、郵便局が窓口へ配

達の際に犯罪や不審者を発見したとき、速やかな警察署への通報に加え、本市に情報提供するなど３者の役割を

明確にし、共同の対応により犯人検挙や犯罪防止の強化を図るものとなっております。これら活動連携に加え、

人材紹介も重要な連携と考えております。具体的には、派出所などに代わる施設としての防犯ボックス勤務や路

上喫煙などのマナー違反者への過料徴収を主たる業務とする会計年度任用職員につきまして、その勤務の特殊性

から、千葉県警察に元警察官の紹介を毎年依頼しているところでございます。このように、高い特殊性の事業で

あっても安定的に継続できることは千葉県警察との連携における大きな効果と考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 私からは大項目、クリーンセンター整備事業の課題についてと大項目、ごみ集積所につ

いてお答えします。 

 初めに、クリーンセンター整備事業の課題についてです。予算の計上に際し、大阪万国博覧会の建設工事や、

このたびの令和６年能登半島地震と、建設資材の高騰及び労務費の変動による新クリーンセンター建設工事への

影響について、事業者選定アドバイザリー業務委託の受託者に分析を依頼しました。分析によると、博覧会の影

響につきましては、工事着手の時期はパビリオンなどの建設工事終了後であることから影響はないと判断してい

るとのことでした。地震の影響につきましても、平成28年熊本地震の際、ごみ焼却施設などのプラント建設に大

きな影響はなかったということから、今回も影響はないものと見込まれるとのことでした。 

 建設資材の高騰、労務費の変動につきましては、国土交通省が公表している建設資材や労務費、輸送コストな

どを含む建設費の変動を示す指数やアドバイザリー業務受託者が独自に調査した同様の指数から、今後しばらく

は建設費が降下することはないと見込まれるとのことでした。これらのことから、予算につきましては、アドバ



イザリー業務受託者による市場調査の結果や今後の建設費の動向などの分析結果も参考にし、計上しておりま

す。また、入札時期や工事着手時期につきましても、同様にアドバイザリー業務受託者による他市の調査、分析

の結果報告を基に検討しております。 

 次に、大項目、ごみの集積所について、(1)現状及び課題についてにお答えします。 

 令和５年12月末現在で、市内にあるごみ集積所は約２万2,500か所であります。集積所は１か所につき５世帯

以上で利用し、歩行者などの通行に支障がないところに設置することとしています。また、設置移動に際し、場

所については利用する方々で決めていただき、維持管理もお願いしています。ごみ集積所における課題につきま

しては、集積所の維持管理が適切に行われず、ごみの散乱や不適正に排出されたごみなどが見受けられます。ま

た、少数世帯が利用する集積所が年々増加しており、収集作業効率の低下が懸念されています。ほかに集積所の

設置、移動または廃止を検討する際、当事者間での調整がつかず難航するケースも見受けられます。 

 続きまして、(2)設置、移動、廃止に対し、市が積極的に関与する考えについてです。ごみ集積所の設置、移

動または廃止に際しては、利用者に集積所の場所、利用世帯について届出をお願いしています。ごみ集積所の場

所などで当事者間での解決が困難な場合には設置位置の案内を行うことや、話合いの場を設けていただくよう促

すなど、速やかにごみの回収を始められるよう、問題解決へ向け、職員が可能な限り協力しています。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 私からは大項目、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯについての(2)今後の事業計画につ

いてお答えをします。 

 デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯはスマートフォンを利用したキャッシュレス決済であり、利用方法や利用形態

の面では、民間企業が提供するサービスに類似しているものと認識をしております。しかしながら、本事業は、

市川市内という限られた地域で一定数の利用者を対象として提供されるものであり、サービスの範囲という面で

は、全国展開している民間企業のサービスとは性質が大きく異なります。さらに、本市は令和６年度に約17億円

の発行を予定しておりますが、昨年４月に公表されたＰａｙＰａｙの決済総額は約８兆円、人口比率で換算した

市川市内の決算総額は計算上300億円となり、競合する事業規模ではございません。このような点を勘案します

と、本市が事業を行うことによって民間事業者が不利な競争を強いられるとは考えにくく、民業の圧迫には該当

しないものと判断をいたします。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 私からは大項目、学校教育についての(1)自動採点システムと(2)スポーツ推進の取組

についてお答えいたします。 

 初めに、自動採点システムを導入するに至った経緯についてです。御質問のありました自動採点システムと

は、専用のスキャナーや用紙を必要とせず、教員が自作した答案用紙をデータ化することで一部の問題を自動採

点したり、全体の得点集計をしたりすることが可能なシステムです。現在、複数の中学校が独自で導入してお

り、市といたしましても、今後の導入の可能性を見据え、複数の中学校で検証を行っております。小学校も２校

指定しましたが、使用はありません。現状、独自で導入している中学校は13校です。導入している中学校への聞

き取りからは、生徒、教職員双方への利点が挙げられています。生徒自身は、テストのデータを見ることで自分

自身の学習の状況を振り返ることができ、成果や課題を把握し、今後の学習に生かすことができます。また、教

職員にとっては、採点されたデータを可視化することで授業改善、指導改善につながること、採点業務が効率化

されることが利点として挙げられます。その結果として、教師と生徒が向き合う時間を増やす効果も期待できま



す。 

 次に、導入に対する課題についてです。自動採点システムは複数社同様のシステムがあり、情報セキュリティ

ー等の機能を見極めた上で採択する必要があります。また、採択の視点として、本市で導入を検討している教育

ダッシュボードに自動でデータを反映できるかも要素の一つとなります。 

 続いて、(2)スポーツ推進の取組の現状についてお答えいたします。 

 各校では、生涯にわたって運動やスポーツに親しむために、体育の授業の充実を図るだけでなく、関係部署や

市川市と協定を締結している関係機関と連携した取組を行っております。今年度の主な取組といたしましては、

千葉ロッテマリーンズによるマリーンズ・ベースボールチャレンジ教室を10校で実施いたしました。また、クボ

タスピアーズ船橋・東京ベイによるタグラグビー教室を５校で実施いたしました。そして、今年度から新たに千

葉ジェッツふなばしによる千葉ジェッツバスケットボール教室を９校、社会人アメリカンフットボールクラブ、

ブルーサンダースによるフラッグフットボール教室を１校で実施いたしました。これらの取組では、子どもたち

はスポーツの特性に触れながら生き生きと活動する姿が見られ、運動やスポーツに親しむ一助となっていると考

えております。教育委員会といたしましては、今後も今年度と同様に広くスポーツに親しめる機会を各学校に提

供してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 答弁が終わりました。 

 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 御答弁ありがとうございました。この後は一問一答にて適宜再質問させていただきま

す。 

 まず、子ども・子育て政策における(2)千葉県の子ども政策と本市のすみ分けにつきましては理解できました

ので、御答弁は結構です。 

 次に、(3)児童虐待防止、早期発見への取組では、今後、こども家庭センターの設置により、子育て家庭の困

難をしっかり支えられる地域づくりを目指すということを理解させていただきました。このことにつきまして

は、しっかり検討していただき、そもそも児童虐待が起きない。仮に起きても、早期に発見して、虐待によって

子どもの命が脅かされたり、心が傷つくことがないような自治体を目指していただくことを要望して(3)の質問

を終えます。 

 次に、(4)課題を抱えている児童への支援及び小児医療の拡充について。本市では、心臓病や脳血管疾患など

重篤な疾患になった救急患者は、３次医療機関である東京ベイ・浦安市川医療センター、順天堂大学医学部附属

浦安病院の２病院で受け入れているとの御答弁でした。これは全ての重篤な小児患者、お子さんについても、こ

ちらの２か所で受け入れているという認識でよいのか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 医療体制整備につきましては、医療法に基づき千葉県が計画に沿って行うこととなっており、小児医療につき

ましても、同様となっております。重篤な症状の小児救急患者は３次医療機関に搬送され、治療を行いますが、

さらなる高度な医療が必要な場合は、小児救命救急センターに指定されている東京女子医科大学附属八千代医療

センターや、小児中核病院に登録されている千葉大学医学部附属病院、千葉県こども病院で受け入れる体制とな

っております。県は、救命救急センターと小児救命救急センター等の連携を含めた小児医療体制のさらなる拡充

を図る必要があるものと認識しており、本市も同様と考えておりますので、県の動向を注視してまいります。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 重篤な症状の小児救急患者は３次医療機関に搬送され、治療を行う体制であるが、さ

らに重篤な場合には、小児救急救命センターである東京女子医科大学附属八千代医療センターや小児中核病院で

ある千葉大学医学部附属病院、千葉県こども病院に搬送するとの御答弁でした。小児慢性などの持病があるお子

さんがある御家庭が転出をされる際、保護者の方は、新たに移住を考えている土地で病院探しから始めることも

多いと思います。その際、かかりつけ医を市川市内で見つけられても、命に関わるような重篤な状態の際、１分

１秒を争うような緊急事態を想定したとき、市川市内や近隣の３次医療機関では持病がある子どもを受け入れて

もらえず、より遠くの小児救命救急センターや小児中核病院へ搬送される可能性を考えたとき、そのような親御

さんたちは本市を住みたい町として選んでもらえるのか、疑問に感じてしまいます。 

 御答弁にもありましたように、医療体制の整備は医療法に基づき、小児医療についても千葉県が行うこととは

なっておりますが、本市としても、小児医療体制の拡充を千葉県に強く求めたり、また子ども用の医療機器の備

品を支援するなど、できることも多いのではないでしょうか。また、市川市内や近隣の３次医療機関において小

児医療体制が拡充されることは、既に市川市内で暮らしている子どもたちの命を守ることにもつながりますか

ら、さらなる小児医療体制の底上げに取り組んでいただくことを強く要望させていただきます。 

 小児慢性など、持病があるお子さんの医療体制については理解しました。その上で、持病がある――持病まで

とはいかないまでも、例えば多動傾向や自閉傾向などがあるお子さんを育児している家庭への支援、また、この

児童を受け入れている関係施設、例えば私立の幼稚園や保育園などにはどのような連携を行っているのかお伺い

します。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 本市が設置しておりますこども発達センターでは、発達に課題のある児童の保護者からの相談に対し、面接に

より児童の発達を把握した上で個別に支援計画を立て、専門の職員が療育を行っております。また、電話による

相談にも対応しており、内容によっては来所による個別相談を提案するなど、保護者の心配や不安に寄り添いな

がら支援を行っております。さらに、保護者の御希望に応じて、児童の発達の状態や支援の方針について、幼稚

園、保育園などの関係施設と情報を共有することにより、児童に対して共通の見解で関われるよう連携を図って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 課題を抱えている家庭への支援、関係施設との連携については理解しました。その上

で、私立の幼稚園、保育園については、運営母体が個人や民間団体であることから、どうしても施設を維持、管

理、運営していくだけの費用を限られた人員で確保しなくてはいけない現状があるかと考えます。その中で多動

傾向や自閉傾向があるお子さんを受け入れる、このことの負担はかなり大きいのではないでしょうか。関係施設

との連携の中で、このような負担についても適宜情報共有をしていただき、適切な支援をしていただくことを要

望して、本項目の質問は終えます。 

 次に、(5)子育て世帯の住宅環境整備について。本市では、昭和48年より住宅専用地域においての建築物の絶

対高さ制限を10ｍと定めており、この高さ制限を緩和することは今現在は考えていないとの御答弁でした。この

ことにつきましては、50年以上、建築物の高さ制限を維持していることになります。その上で、総務省において

は、地方公共団体におけるＰＤＣＡサイクルについて各種の提言がされています。現時点では高さ制限を緩和す

るという考えはないとの御答弁でしたが、これは地方公共団体におけるＰＤＣＡサイクルにおけるＣに当たるチ



ェック、評価、アクション、改善、これらを検証、協議した上での判断であるのか伺います。 

 併せて検証、協議した上で制限を緩和する考えがないのであれば、具体的にいつ、どのような検証、協議を行

ったのか御答弁ください。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 まちづくりを進めるためには相当程度の時間を要しますことから、計画の一定の継続性、安定性が求められま

す。現在、低層住宅地での高さ制限は低層住宅地の良好な住環境に寄与していますことから、これまで高さ制限

の緩和についての検証や協議は行っておりません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 昭和48年に建築物の高さ制限を10ｍと定め、その後、50年以上、一度も検証や協議を

行っていないという御答弁でしたが、これは総務省が提言している地方公共団体におけるＰＤＣＡサイクルと照

らし合わせても課題があるのではないでしょうか。私は、何も全ての地域で高さ制限を緩和すべきと言っている

のではありません。ただ、市川市内において、堀之内は住宅地区Ａで12ｍの高さ制限となっております。このこ

とからも、まずは堀之内と類似した住宅環境の地域からでも、高さ制限に関して、せめて検討ぐらいはする必要

はないのでしょうか。 

 建築物の高さ制限に関する本市の見解は理解しました。これまで検討しなかったことを私は悪いと言っている

わけではなく、当然、これまでの住宅環境を守るための措置だということは理解させていただきました。 

 その上で、改正建築基準法第56条に定められた高さ制限の項目に、平成15年より天空率の制度が導入されまし

た。この天空率は、従来の高さ制限と比べて空の部分割合がクリア条件となるため、デザイン面ではかなりの規

制緩和を受けることが可能である一方、制限の適用除外を受けるためには複雑な算出データを根拠として申請を

行う必要があり、一般住宅で天空率を採用するケースは少なく、行政機関によっても取扱いが異なる場合も多い

ようです。現状の住宅環境においては、この天空率の制度も子育て世帯と親世帯が市内で同居、近居できる支援

に資するものではないかと考えます。 

 そこで、一般住宅において天空率が採用された実績と、このことに対する啓発も含めた本市の見解をお伺いし

ます。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 建築物の高さにつきましては、絶対高さ制限、斜線制限、日影規制の３つの制限があり、全ての制限を満たす

必要があります。天空率制度は、この中の斜線制限の代用として用いることができる算定手法で、平成15年１月

に施行された改正建築基準法時に導入されたものです。本市においては、昨年度は約1,500件の戸建て住宅の建

築計画があり、天空率を活用したものが232件、このうち絶対高さ制限のある低層住居専用地域では65件であり

ます。天空率制度は建築基準法上の算定手法の一つでありますことから、啓発等は特に行っておりません。天空

率制度は斜線制限と比較した場合、空間形成に柔軟性を持たせることができますことから、建物のデザインや敷

地の有効活用の点においては有効な手法であると認識しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 まずは、率直に天空率が採用された戸建て住宅の実績に驚きました。戸建て全体で

232件、全体の約15％。高さ制限がある地域でも65件、約８％も特に何も啓発することなく天空率が採用されて



いるとの御答弁でした。このことは、同時に複雑な天空率の申請についても対応できる本市職員の方々が優秀で

あることの証明だと考えます。 

 また、敷地の有効活用が可能という点については有効な手段であるとの御答弁でした。このことにおいては、

私も同様の認識です。 

 その上で、天空率は一部斜線制限、主に道路斜線の緩和であり、そもそも高さ制限10ｍを緩和するものではあ

りません。加えて、啓発していないにもかかわらず、これだけの実績があることを考えますと、これは限られた

土地面積で相応の住宅を建築したい方々が一定数いることの表れではないでしょうか。そして、その先には、高

さ制限の緩和を求める声も市内には一定数あるものと考えます。 

 実際、私の近所で長年暮らしていた方が、お子様の御家族と同居したくても、これまで住んでいる土地で家を

建て直しても、一緒に生活するだけの居住スペースが確保できないから、市内の家を売って、本市より郊外で２

世帯住宅の家を建てると言われ、転出されてしまいました。このことからも、既に市川市で暮らしている親世帯

が子育て世帯と市内で同居できる環境を考える上でも、高さ制限に関する検討は必要ではないでしょうか。 

 また、高さ制限などを緩和することは、必ずしも低層住宅地における良好な住居の環境の保護や都市景観を損

なうこととイコールではないと考えます。これは、市内の堀之内地域で高さ制限が緩和されていることからも実

証されているのではないでしょうか。50年以上、建築物の高さ制限については見直されることなく、検証や協議

を行っていないということですので、今後もこのまま見直しや検討を行わなくて、それで施政方針で述べられて

いる子育て世帯と親世帯が市内で同居、近居できる市川市が実現できるのかどうか、御一考いただきたく思いま

す。 

 ここでは建築物の高さについて伺いましたが、検討するなら、高さ制限と併せて建蔽率や容積率についても視

野に入れる必要があるでしょう。また、そもそも市川市内には住宅を建設できる土地が限られておりますことか

ら、市街化調整区域の土地利用についても検討が必要ではないでしょうか。本件については多角的に子育て世帯

の住宅環境を御検討くださいますよう要望して、本項目の質問は終えます。 

 次に、高齢者福祉における(1)チャレンジ75を実施する経緯と効果につきましては、初回の御答弁で理解でき

ました。チャレンジ75につきましては、チケット75などの取組と併せ、ゴールドシニアの社会参加がより一層拡

大されますことを期待します。 

 次に、(2)介護人材確保の取組については、令和６年度から新規事業として、ケアマネジャーの資格取得や主

任ケアマネジャーの研修に関わる費用の一部助成を実施するとの御答弁でした。 

 それでは、この事業を生かすための周知啓発についてはどのような形で行っていくのか伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 周知方法につきましては、広報及び市のウェブサイトに掲載するとともに、介護保険サー

ビス事業所に対しても情報を発信することで市民と事業所の両面から周知を行ってまいります。また、介護職を

目指す方に向けた各種補助金のチラシを新たに作成し、介護保険課の窓口や高齢者サポートセンターに置くな

ど、より一層の周知啓発に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 介護人材については、今後も各自治体による確保の競い合いが続くと思います。本市

で働きたいと思うような魅力的な支援はもとより、その政策をしっかりと周知啓発していただいて、引き続き人

材確保に取り組んでいただくことを要望して、本項目の質問は終えます。 

 次に、(3)「いちかわ支え合いネット」の現状について。令和６年１月末現在で個人615名中、このうち65歳以



上の方が約22％との御答弁でした。この人数について、私は課題があるように考えます。「いちかわ支え合いネ

ット」は、65歳以上の方々にもっと活用していただく必要があるのではないでしょうか。 

 そこで、このことを本市はどのように認識しているのか。また、今後どのような対策を考えているのかお伺い

します。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 高齢者の登録者が少ない原因としましては、電子媒体による情報へのアクセスに不慣れな

方や情報端末を所持していない方が多いことが考えられます。「いちかわ支え合いネット」は、人と人、人と資

源を結びつけることのできる重要なツールであり、今後、地域共生社会を実現していくためには、全ての世代が

情報にアクセスできる環境を整備していくことが大切であると考えております。 

 先ほども触れましたが、本定例会において、「学ぶ・使う・得をする」をテーマとしたチャレンジ75に関する

事業予算案を計上しております。初めてスマートフォンを購入される方の購入費用の一部を補助するとともに、

デジタル活用に必要な知識を身につけていただくための講座を開催したいと考えています。今後はチャレンジ75

などの取組を通じて電子情報に触れることのできる高齢者を増やしていくとともに、「いちかわ支え合いネッ

ト」のサイトについては、周知活動とともに必要な情報を必要な人に届けることができるよう、内容の充実にも

取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 電子情報に触れることのできる御高齢の方が増えても、本市から得られる電子情報に

魅力や必要性が乏しければ、チャレンジ75などで本市が目指している効果が得られるのも一過性のものになって

しまわないか、懸念します。「いちかわ支え合いネット」については、非常に魅力的なサイトになれば、当然そ

れを活用する御高齢者の方は増えてくると思いますので、引き続き本サイトがもっと魅力的になるように検討い

ただきますことを要望して、本項目の質問を終えます。 

 次に、大項目、防犯対策における千葉県警との連携について。防犯ボックスでは、元千葉県警察官を会計年度

任用職員として雇用しているとの御答弁でした。 

 そこで、元千葉県警察官の知見をどのように防犯対策に反映しているのか伺います。併せて、この効果と課題

についても御答弁ください。 

○稲葉健二議長 佐藤市民部長。 

○佐藤敏和市民部長 お答えいたします。 

 自治会との合同パトロールでは、巡視のコツなど、実体験を基にした防犯指導のほか、下校時の子どもの見守

りや地域の巡回パトロールにおいて不審者や不審物を見極める判断速度、また、緊急時の警察署との連絡などに

元警察官としての知見が生かされております。また、元警察官が勤務することで近隣住民の防犯に対する安心感

につながっているものと考えております。 

 課題につきましては、昨今、警察官の定年延長に伴いまして紹介可能な退職者が少なくなっていることを千葉

県警察より伺っております。千葉県警察との連携の大きな効果と考えている特殊業務の安定継続に対して不安要

素が顕在していること、こういったことが課題と考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 元千葉県警察官の雇用が厳しくなっていることが課題であることを理解しました。本

市においても、既に課題の改善に向けた取組をされていることとは認識しておりますが、私からも、この雇用が



少しでも改善されるよう取り組んでいきたいと思います。 

 御答弁から、様々な形で安心なまちづくりのため尽力されていることを理解しました。その上で千葉県警との

連携においては、これは私個人の見解ではありますが、防犯ボックスの運営に対する千葉県からの補助金が減額

されていること、これも課題だと考えます。このことにつきましては、本市としても千葉県に対し、しっかりと

補助金の増額を要望してくださることを求めます。 

 そして、市民の安心、安全のためにこれからも御尽力くださることを要望して、本項目の質問は終えます。 

 私からは最後の質問項目となりますクリーンセンター整備事業の課題に移ります。受託者からの助言を得て予

算編成や工事着手時期を定めたことは理解しました。その上で、令和５年度の次期クリーンセンター整備運営事

業者選定支援委託費が本定例会にて債務負担行為の補正として計上されています。つまり令和６年９月30日まで

の契約期間を令和７年６月まで延長し、それに伴って新たに約210万円を受託者へ支払うというものです。その

上で、大阪万国の建設が令和７年３月に終わるのであれば、事業者選定アドバイザリー業務委託を結んでいる令

和６年９月までに事業者を選定し、次期クリーンセンターの計画を進め、大阪万国建設後に工事を着手できるよ

うにすれば建設費高騰の影響を抑えることができるのではないでしょうか。 

 加えて次期クリーンセンターについては、平成29年３月に基本計画が策定されており、既に計画の土台がある

にもかかわらず、なぜ事業者選定にこれだけ時間を要するのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 廃棄物処理施設は、施設自体が高度な技術を組み合わせたシステムであることから、事業者選定方法につきま

しては、多くの自治体が総合評価一般競争入札を採用しています。この選定方法を採用した場合を想定し、選定

に最低限必要な期間を見込んでおります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 なぜ事業者選定に時間を要するかという質問に対して、今のこの御答弁は、私にとっ

ては少し理解が難しかったです。他市の事例を参考に一般的な選定期間を設定したとの御答弁ですが、それなら

ば、どうして事業者選定アドバイザリー業務委託の期間を当初より令和７年６月まで定めなかったのでしょう

か。また、現在の事業者選定アドバイザリー業務の期間は、令和４年12月28日から令和６年９月30日まで約２年

あります。既に基本計画が策定されている上で、この２年は短いのでしょうか。現在の期間は一般的ではないの

か、お答えください。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 当初は令和６年９月に新クリーンセンターの建設、運営事業者との契約締結を目指し、事業者選定アドバイザ

リー業務委託の契約を令和４年12月に行いました。令和５年度に入り、他市では廃棄物処理施設の建設費が高騰

し、施設が老朽化しているにもかかわらず、予定していた建て替え計画を見合わす事例が複数出てまいりまし

た。このように、先行きが不透明な中で当初の計画どおり事業を進めることはリスクが伴うと判断し、発注時期

の見極めを行っておりました。今回、事業を進めるに当たりスケジュールの見直しを行ったことから、アドバイ

ザリー業務委託の契約期間延長を行うこととしました。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 先行きが不透明な中で当初の予定どおり事業を進めることはリスクが伴うと考えて本



業務委託の延長、ひいては次期クリーンセンターの建て替え時期も延期する計画変更を行ったとの御答弁です

が、初回の質問に対する御答弁では、大阪万国の建設工事や能登半島地震による建設工事への影響はないとの御

答弁でした。実は影響があるから今回延期をするというのは、私、理解できるんです。ただ、初回御答弁では、

これらの影響はないとのことでした。 

 加えて、国土交通省が公表している建設費の変動指数や受託者による建設物価の変動指数からも、今後しばら

くは建設費が下降することはないと見込んでいるとのことでした。この建設費が下降することはないという御答

弁は少し曖昧な表現ではありますが、私が調べた内容と照らし合わせても、建設費はよくて横ばい、価格が上が

って普通、場合によっては高騰もあり得るというような状況ではないでしょうか。そして、これまでの御答弁を

踏まえると、当初の予定どおり事業を進めることのほうが逆にリスクは少ないのではないでしょうか。御答弁で

述べられましたように、先行きが不透明であるならば、延期すれば延期するほど将来の不透明性はより増大し、

建設費の高騰など、より大きいリスクを伴う場合もあるのではないでしょうか。このことにつきましては、現状

をどのように分析して判断するのか、その見解が異なっているので、これ以上はお伺いしませんが、もし御答弁

されましたように、本業務委託を延長することで、当初目指していた令和６年９月に建設工事を着工するよりリ

スクが軽減されるのであれば、その根拠となる資料の開示を私は求めていきたいと考えます。 

 次に、先ほどの御答弁の中で、事業者選定方法は総合評価一般競争入札が推奨されていると述べられていまし

たが、次期クリーンセンターの業務手法はＤＢＯ方式です。次期クリーンセンターについては、設計、建設だけ

ではなく、その後の運営まで事業者へ求めています。本件のような事案に対し、事業者選定方法が総合評価一般

競争入札ということに私は疑問を感じてしまいます。 

 そこで、ＤＢＯ方式で入札に参加できる実績がある企業は、そもそも国内に何社あるのか。本市が把握してい

る数字をお答えください。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 本市と同等規模の廃棄物処理施設をＤＢＯ方式で受注した実績を持つ国内のプラントメーカーは５社以上ある

ことを把握しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 その経験がある事業者は５社以上ということでした。５社以上という表現なので、具

体的に何社把握されているのか不明瞭なのは残念ですが、５社以上であることは理解しました。 

 その上で、国内において、次期クリーンセンターをＤＢＯ方式で受託できる事業者がそもそも５社以上――正

確な数字は分かりかねますが、私が調べた限りにおいても、受託できる事業者は非常に少ない。この現状におい

て、選定方法を総合評価一般競争入札としている理由をお聞かせください。 

 また、総合評価一般競争入札の場合、入札不調となる可能性がそれなりにあるのではないかと懸念していま

す。総合評価一般競争入札で公募しても、どの事業者からも参加がなく、入札不調となり、延期した建設時期が

さらに延期され、それによって建設費が増えるような事態は回避しなくてはいけません。 

 そこで、受託者からの助言などを踏まえ、総合評価一般競争入札で入札不調とならないようにどのような対策

を講じているのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 他市の実施状況の調査分析を行ったアドバイザリー業務受託者から助言を受け、事業者の技術力やノウハウな



どを提案しやすくすることや、必要以上な過大な提案を求めないよう仕様書を整備するなど、入札不調にならな

いための対策は行ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 事業者の技術力やノウハウなどを提案しやすくすることや仕様書を整理するなどの対

策を行っているとのことですが、これは私の個人的な見解ですが、この対策で入札が不調にならないことが担保

されているようには思えません。入札参加資格を御検討されているとの答弁もございましたが、そもそも入札に

参加できる事業者が非常に限られていることを鑑みれば、確実に次期クリーンセンターを設計、建設、運営でき

る事業者を先に選定して協議を重ねるほうが建設的ではないのでしょうか。先に事業者を選定した場合、協議内

容によっては、総合評価一般競争入札ではなく指名競争入札にする必要性も生じると考えますが、次期クリーン

センターをＤＢＯ方式で受託できる事業者が非常に限られていること、クリーンセンターを建設するという特殊

性、入札不調にならないことが担保されていることが前提となるならば、現在も一部の入札については指名競争

入札が行われていることと照らし合わせれば、このような事業者選定方法も可能だと考えますことから御一考い

ただければと思います。 

 次に、クリーンセンターの整備については、令和５年10月18日に稼働停止した原因と対策が判明すれば今後の

整備計画にも生かせると考えます。 

 そこで、稼働停止に関する調査の現状をお答えください。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 昨年10月のクリーンセンターの稼働停止の原因につきましては、現在、有識者により調査分析中であり、２月

中には市に報告される予定です。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 つかこし議員。 

○つかこしたかのり議員 ２月中には市に報告されるという御答弁でした。ただ、２月も今日を除けば、あと２

日で終わってしまいます。これは私の個人の見解ですが、本来、この報告書と来年度の予算は、私はセットで議

会に提案していただきたかったと考えています。もしこの報告書の内容が、クリーンセンターは老朽化してい

て、今後建て直しの期間までに同様のことが起こる可能性があるような、そういった調査結果だった場合、今回

のこの事業者アドバイザリー契約の期間を延期するかどうかの、この補正予算の採決などにも関わってくるよう

な非常に重要な調査報告書ではないかと私は考えていました。 

 これはこれで、調査もしっかりしてもらわなくてはいけないですし、上げられなかったという事実をもう御答

弁いただいていますので、これ以上私から求めることも質問しませんが、この報告書は市に上がってきた早い段

階で市議会のほうにも提供していただきますことを改めて要望させていただきまして、私の代表質問は終了させ

ていただきます。 

 この後は補足質問者の堀内しんご議員に引き継ぎます。御答弁いただきましてありがとうございました。 

○稲葉健二議長 堀内しんご議員。 

○堀内しんご議員 市川維新の会、堀内でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私から大項目、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯについての(2)の今後の事業計画について再質問させていただ

きます。 

 デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯの最大の魅力は、ポイントによるお得感にあるかと思います。そこでアンケー



ト調査によっても、ＩＣＨＩＣＯに申し込みいただいた理由の94％が、プレミアムポイントがお得だからとの回

答がありました。令和５年度の実証実験では、プレミアムポイント、還元ポイント、そして行政ポイント、また

行政ポイントに含まれると思われますが、関連事業Ａｒｕｃｏから付与されるポイントの４種類のポイント事業

を行われておりました。そして、令和６年度の予定では還元ポイント、行政ポイント、そして関連事業ポイント

のＡｒｕｃｏの３種類の事業が予定されているという話でございました。それにつきまして、このプレミアムポ

イント、この事業がお得だからという答えがアンケートで94％あって、これに大変注目度が集まった事業かと思

いますが、来年度はこのプレミアム事業は行わずに還元ポイントの比率を上げ、大手デジタル通貨事業者が行っ

ているような還元ポイントに重点を置き、お得分を還元する方式に変更するというようになっております。そう

しますと、このポイントの事業というのは大変重要性を増してくる大きなことになると考えております。 

 そこで、本市におけるデジタル通貨ＩＣＨＩＣＯの事業目的は、市内の資金循環により消費を喚起して地域経

済の活性化、そして地域に寄与する行動にインセンティブとしてポイントを付与して市民活動の活性化、この２

つが大きく掲げられております。令和６年度は現金のチャージのほか、アンケート調査結果のときに希望が最も

多かったクレジットカードからＩＣＨＩＣＯにチャージすること、これも考えているというふうにおっしゃって

おりました。また、チャージ分の還元ポイント比率を高めることにより、プレミアムポイントに代わるお得感で

地域活性化を見込んで、さらに地域に寄与する行動にポイントを付与し、市民活動の活性化を鑑み、多くの行政

ポイントの事業というのが追加されているようでございます。このポイント事業の活性化ということで、ポイン

トの使いやすさ、これが重要かと思われます。また、そのポイントを気軽にためられる、こういうことが重要か

と思います。 

 そこで、この地域に付与する行動にインセンティブとしてポイントを付与するということに対し、気軽にポイ

ント付与できるような事業を考えられないかということで、質問いたしますのは、市内の音楽、またスポーツ、

また公園の掃除などのボランティア活動と言われるような市民の活動に対して、そのようなポイントを付与する

ことができないか、お伺いいたします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 お答えします。 

 市が主催するイベントや事業に加えて、市民団体の活動でも行政ポイントをもらえればＩＣＨＩＣＯの魅力が

高まるものと考えます。本市が発行するポイントは現金と同様、市内の加盟店で利用することができます。この

ため、本市が市民団体の活動に対してポイントを発行するに当たりましては、活動に参加した事実の確認が必要

不可欠と考えますが、現状の仕組みでは対応が難しい状況です。今後どのような対応方法があるのか、先進事例

の調査研究を進めてまいりたいと考えます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 堀内議員。 

○堀内しんご議員 ありがとうございます。さっき言われたように、ポイントを気軽にためられるという制度、

様々あるかと思います。本市には、いわゆるスマートフォンにおけるＬＩＮＥアプリを使った公式アカウントが

ございます。このアカウントを利用してＩＣＨＩＣＯとの連携を図り、そのような環境が整備されれば、このポ

イントというものを楽しくためられるような施策、そのようなことも考えられる。また、ＬＩＮＥというアプリ

はスマートフォン使用者の約87％が使用しているという結果も出ておりますので、知名度の高まりということに

対しても期待できるかと思いますが、この連携に関し、市の見解をお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 本市では、デジタル地域通貨の事業周知において、市川市公式ＬＩＮＥアカウントを



はじめとするＳＮＳの活用を行っております。御提案をいただきましたＬＩＮＥとの連携につきましては、先進

事例の調査研究や担当部署との調整を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 堀内議員。 

○堀内しんご議員 ありがとうございます。ぜひとも検討いただき、「ｃｈｉｉｃａ」アプリを使ったデジタル

通貨事業、これ、私が調べたところによりますと、本市を含めて全国で42市町村が既に行っているようでありま

す。このアプリを使った事業例は全国に様々あるように思われますので、先進事例を参考に、よりよいＩＣＨＩ

ＣＯにしていっていただきたいというふうに思います。 

 ＩＣＨＩＣＯに関しては、こちらで質問を終わらせていただきます。 

 次の再質問でございます。大項目、ごみ集積所についてお伺いいたします。 

 (1)の現状、課題については、御答弁の中で現状については大方理解いたしました。 

 もう一つ、その中で気になる点は課題についてでございますが、現在、ごみ集積所における課題として市は大

きく３つの課題を指摘されました。ごみ集積所の管理が適切に行われず、ごみの散乱や不適正に排出されたごみ

が見受けられる、そのような集積場所があるということ。そして、少数世帯が利用するごみ集積所が年々増加し

ており、ごみ集積所の細分化による作業の低下、これが懸念されているということ。そしてもう一つ、これは私

が一番気になる点なんですけれども、集積所の設置、移動、また廃止を発端として、当事者間で調整がつかず、

ごみの場所を決めるに当たり難色するというようなケースがあるというようなお話がありました。 

 今回、私がこの質問の中で一番課題としております集積所の問題なんですけれども、これは現在、私のほうに

市民からも少し問合せをいただいたりしておりまして、ごみの集積の現状は、50年、30年ぐらい前から変わら

ず、個別に場所に出して、それを収集車が集めていくような方式がずっと取られております。この集積所が、

今、位置や利用世帯数、先ほど言われたように５世帯以上でないと駄目とかいうような形で、集積に対して、例

えば家が５軒いたんですけど、引っ越しちゃって２軒になってしまったとか、または新しいマンション等が建ち

ますとごみ収集場所ができていて、世帯数が少なくなって道路に出すというような形で、何となく今あるごみ集

積所について不安を持っているような方もいらしたり、また今度新しく引っ越された方が、集積で５世帯以上と

いうようなことが書いてあるので、３世帯の中で話し合って当事者間で決めてくれという形になっているという

ふうに言って、困っている方がいるというようになっています。このように、最近は地域コミュニティー低下に

相まって市民同士で話し合って解決するということが非常に難しいというようなことも考えられます。 

 そこで、もう少し市の職員の方が間に入って、このような問題を解決できるということは可能でしょうか、お

伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 ごみ集積所についてお困りの方に対しては、電話で相談を受けるだけでなく、現場に直接伺って事情を伺い、

状況に応じた助言やサポートなども行っております。その際には、利用者に対して、ごみの出し方に関する説明

や要望を伺うなど、適正なごみ集積所の維持管理ができ、理解と協力が得られるよう努めております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 堀内議員。 

○堀内しんご議員 ありがとうございます。ぜひそのように問題解決に向けて積極的に取り組んでいただきたい

と思います。 

 そこで、さらに私自体もそのような相談を受けて、市のウェブサイトでいろいろ見ていたんですけれども、こ



のウェブサイトが、どうもやはりこういうのがないと。このウェブサイトでそういう説明がされていることを知

らない市民、またウェブサイトを見ても、何となく当事者間で解決して、どうしようもなかったら連絡してくだ

さいの表現のように思われるウェブサイトの形に私は思うんですけれども、これはもう少し柔らかな表現に変え

たり、または今後相談しやすくなるような項目を設けたりというような、もう少し市民に対して優しいという

か、寄り添った形のものができないか、お伺いしたいと思います。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 市公式ウェブサイトのごみ集積所に関する案内につきましては、表現などを見直し、より相談しやすく、市民

の皆様に寄り添った案内に整えてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 堀内議員。 

○堀内しんご議員 ありがとうございます。ぜひ早急にそのような形を取っていただければ、また、このごみ問

題というものも１つずつ解決していくように思われます。よろしくお願いいたします。 

 ごみに関しては、これで終了いたします。 

 続いて、大項目、学校教育についての(1)自動採点システムのア、導入に至った経緯についての再質問をさせ

ていただきます。 

 お答えの中にありましたことで一番聞いてみたいところなんですけれども、集積していたデータを教員側のほ

うで授業の改善または指導改善を行うことができるというようなことを言っていましたが、具体的にはどのよう

な感じで現場でやっているのかお答え願います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 教職員の授業改善、指導改善の例といたしましては、自動採点システムで可視化されたデータを活用して、得

点が低かった設問、分野等について自身の学習指導を見直し、改善につなげることができます。また、生徒一人

一人のデータが経年で蓄積されるため、個別指導に生かすこともできます。児童生徒は教科全体の平均点だけで

なく、設問ごと、分野ごとなどで全体の平均点と自己の点数を比較することができ、自己の課題に気づくことが

できます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 堀内議員。 

○堀内しんご議員 ありがとうございます。データ化して可視化することによって、具体的に様々なことができ

ると。一人一人のデータの経年の蓄積で個別に指導に生かす、これは非常にやりやすいというか、データになっ

ていると。「個別最適な学び」ということも教育長の教育行政運営方針にもありましたけれども、この実現に向

けてのものだなというふうに感じます。 

 そこで、今度、イの、市が今後、自動採点システム、これをどのようにして導入していくのかということをお

伺いしたいと思います。 

 自動採点システム、それと、それに対する大きな、文部科学省から出されている教育ダッシュボードというよ

うなものもありますけれども、そのようなことを連動とかできるのか。そのような考えがあるのか。この辺をち

ょっとお伺いしたいと思います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 



 教育ダッシュボードとは、これまで別々だった成績や出欠状況、タブレットの利用状況などの教育データを集

約し、グラフや表などで見える化し、１つの画面で情報を把握できる仕組みです。令和５年３月に文部科学省よ

り、ＧＩＧＡスクール構想の下での校務ＤＸについて示され、次世代の校務ＤＸの方向性として、データ連携の

基盤となるダッシュボードの創出が挙げられています。教育委員会といたしましては、現在導入している様々な

ＩＣＴ機器の契約の更改に合わせて教育ダッシュボードを導入できるかを検討しております。自動採点システム

と教育ダッシュボードを連動させることで、学習用タブレット端末を開いた際、採点結果、成績の推移、分析な

どが映し出されます。児童生徒は結果を把握し、振り返ることで自分の成果や課題について考えることができ、

次の学習へつなげていくことが期待されます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 堀内議員。 

○堀内しんご議員 ありがとうございます。この自動採点システムと、いわゆる教育ダッシュボードと言われる

ものですけれども、このダッシュボードという言葉、やはりタブレットを利用してグラフとか表とかにして可視

化することによって、様々なことが自身の、そしてまた、教える側の教師側にもデータとして見やすくなるとい

うような形のシステムだと思われます。 

 ぜひ採点システムと教育ダッシュボード、この辺は連動させるという事業は進めて施策していっていただきた

いというふうに思います。これはダッシュボードといって、米国やイギリスでは既にデータを可視化して、グラ

フなり棒グラフなりにして速やかに自分の成績、または教員が教えて、どういうところが生徒に伝わってないの

かということを把握するのが早くなっているというふうに聞いております。 

 中学３年生になりますと、私も子どもを育てておりますと、自分の子どもの学力等が一体どの辺にあるのか、

そしてまた、どのような学校を選択したらいいのかということの１つの目安としても、そういうダッシュボード

があれば我々保護者としても分かりやすいと思いますので、ぜひ御検討をよろしくお願いいたします。 

 この項についての質問は終わりにさせていただきます。 

 次に、スポーツ推進の取組についてお伺いいたします。 

 市川市でスポーツ、教育に関する取組、先ほどお答えいただきまして、様々なプロのチーム、そして社会人チ

ームがそれぞれ子どもたちにスポーツ、いわゆるバスケットボール、アメリカンフットボール、ブルーサンダー

ス等による取組が前年度行われたということでございます。この教育行政運営方針のほうを見ても、「生涯にわ

たって運動やスポーツに親しめるよう、関係部署や関係機関と連携した取組を行い、心身の健康の増進や体力の

向上を図ります」と。教育行政運営方針、(1)の「子どもたち一人ひとりの可能性を引き出す教育の推進」とい

うところで出ておりますように、このスポーツの取組について、市川市も多くやっているということは分かりま

した。 

 そこで最後に、大谷翔平選手から全国の子どもたちにグローブの寄贈ということがあって、先日、市川の少年

野球場において市長、教育長、そして少年野球連盟の方も参加して贈呈式が行われました。その際にグローブ、

子どもたち、代表校12校ぐらいですかね。集まって贈呈されまして、その後、キャッチボールをやり始めた。市

長も子どもたちとキャッチボールをやっていまして、その姿を見たり、野球を全くやったことない子たちもそこ

に来て、初めてグローブをつけてボールを投げたというような話も子どもたちからも聞きました。市長なんかが

ボールを投げて大暴投して、それを子どもたちが取りに行く姿を見たときに、市長はサッカーが得意で野球は駄

目なんだなというふうに思いましたけれども、ちょっと思い出しました。 

 そんなことをほほ笑ましく見たところで、このグローブが各学校に行って子どもたちに渡されて一体どのよう

な形で今後教育に生かされていくのかなとか、大谷選手が日本全国の子どもたちにグローブを寄贈した趣旨に



も、我々世代は小さい頃は王、長嶋世代だったので野球野球とやっていましたけれども、今はいろいろなスポー

ツが多く出てまいりまして、野球といってもテレビで毎日毎日放送するようなこともなくなりました。子どもの

頃から様々なスポーツに親しむことにより、これから子どもたちが大きくなっていって、いろいろなスポーツに

参加するためのきっかけになるような気がします。 

 そこで、今話題のこのグローブ、各学校に渡されましたが、各学校ではその後グローブをどのように活用して

いるのかということをちょっと伺いたいと思います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 各学校では、実情に応じ休み時間やクラブ活動の時間にグローブを着用し、キャッチボールをする学校や、各

学級にグローブを回し、全児童にグローブの感触を体感してもらう学校など、寄贈されたグローブを活用し、児

童のスポーツへの関心を高めております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 堀内議員。 

○堀内しんご議員 ありがとうございます。ぜひこのグローブを活用していただきたいと思います。 

 また、保護者のほうからも、このグローブを触ってみたいとか、身近にはめてみたい、見てみたいとかいう保

護者もかなり多く聞かれましたので、子どもたちもそうですが、親御さんもそういう形で少し見たり触ったりす

ることによって、子どもたちのスポーツに対するコミュニケーションができたりということも考えられますの

で、ぜひいろいろ考えて施策していただきたいと思います。 

 以上で私からの質問は終わります。ありがとうございました。 

○稲葉健二議長 次に、チームいちかわ、丸金ゆきこ議員。 

〔丸金ゆきこ議員登壇〕 

○丸金ゆきこ議員 チームいちかわの丸金ゆきこです。こんにちは。通告に従いまして、会派を代表して質問を

行います。補足質問者は冨家薫議員が行いますので、本日最後となりますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 大項目１、防災行政について。 

 まずは、能登半島地震でお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心より

お見舞いを申し上げます。 

 そして、この辺りにも、大きな地震がいつ起きるやもしれません。田中市長も施政方針の中で、日本は地殻変

動とともに出来上がった国であることを肝に銘じて、間違いなく災害が起きるということへの対応と心構えが必

要ですと述べられています。市の課題は山積しておりますが、まずは市民の命を守ることが最優先されるべきで

す。今回の地震で得られた情報から学べることを市川市の防災体制にもしっかり生かしていかねばなりません。 

 そこで、(1)本市の食糧備蓄についてです。 

 能登半島地震では、発災当初、避難所に水や食糧が行き渡らないといった報道を目にしました。首都圏に大き

な地震が起こった場合、特に人口も多い地域ですので、水や食糧不足がより一層深刻になるのではと懸念されま

す。災害への対応として、本市の食糧備蓄の食数とその内容、保管場所について、また消費期限が近くなった食

糧はどうしているのか、併せてお伺いいたします。 

 次に、(2)地域防災リーダーについてです。 

 チームいちかわは、昨年８月に中越地震や水害、大雪といった度重なる災害を経験されている新潟県長岡市に

伺い、地域防災について視察をさせていただきました。実際に被災された経験を持つ自治体の取組はとても学ぶ



ところが多いです。長岡市では、防災リーダー育成の取組がかなり進んでいます。公益社団法人やＮＰＯと連携

し、小中学生を対象とした防災教育サポートや、地域の防災活動や災害時に活躍できる人材を育成することを目

的とした中越市民防災安全大学の開催、そして、その修了生による中越市民防災安全士会が結成されていて、特

に市民の防災意識向上のための取組が徹底しています。 

 そこで、本市では小学校区防災拠点協議会委員を対象に地域防災リーダーの講習を開催していますが、地域防

災リーダーの役割や内容、委嘱方法についてお伺いします。 

 次に、(3)市立学校の防災体制についてです。 

 市の防災倉庫の備蓄は市民全体のための備蓄なので、児童生徒が在校中に被災し、一時的に学校に待機せざる

を得ない状況となったときに備え、子どもたちの安全や健康を維持するために児童生徒用の防災備蓄が必要とな

ります。 

 そこで、ア、各学校における児童生徒のための備蓄の状況についてお伺いします。 

 次に、本年度も１月20日に市の総合防災訓練が実施されました。私も長年、こちらの防災訓練に参加してきま

したが、コロナ禍は開催がかなわなかったとはいえ、能登半島地震の報道も続く中、残念ながら想像していたよ

り物足りない印象を受けてしまいました。避難所となる学校と地域住民がより一層連携し、平常時の防災活動や

災害時の助け合いに取り組むべきだと考えます。 

 そこで、イ、学校における地域との連携状況についてお伺いします。 

 続きまして、大項目２、児童生徒の健全育成に向けた取組についてです。 

 現在の市立学校で開催されている地域の方が関わる学校運営協議会や地域学校協働本部の会議では、以前開催

されていた少年健全育成連絡協議会で話されていた内容が抜けているように感じています。こちらの少年健全育

成連絡協議会には生徒指導主任、警察や少年センター職員、少年補導員も参加していて、児童生徒の問題行動の

未然防止や、その発生時の対応についても連携が図られていたように記憶しています。 

 そこで、(1)少年健全育成連絡協議会が廃止された経緯についてお伺いします。 

 次に、学校運営協議会も年に５回の開催で、内容もほぼ決まっているので、限られた時間の中で新たな内容を

取り込みづらい雰囲気もあります。しかし、児童生徒の問題行動などの情報を学校運営協議会委員の皆さんが耳

にする機会がなくなってしまったという点が懸念されます。情報を共有することで地域でも声かけができて、未

然防止につながるケースもあるのではないでしょうか。 

 そこで、(2)児童生徒の健全育成に向けた取組の現状と今後についてお伺いします。 

 続きまして、大項目３、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯについて。 

 (1)行政サービスにおける活用方法についてです。 

 令和６年度に国費を活用したキャンペーンを行うとのことですが、毎年、特定財源を確保できるとは限りませ

ん。本市が既に行っている子育てや生活支援の給付金をデジタル地域通貨で給付すれば、特定財源がなくても利

用を促進できると考えますが、どのような効果が期待できるのか。また、課題はあるのかお伺いします。 

 次に、(2)地域課題を解決するための活用方法について。 

 地域の防災意識の向上など、地域の課題解決のために行政ポイントなどを活用できないかお伺いします。 

 続きまして、大項目４、本市に残された貴重な巨木の保全、育成についてです。 

 市川市が大切にしてきた市のシンボルであるクロマツをはじめとした貴重な樹木も年々数が減少していると思

われます。本市に残された貴重な巨木について、その保全、育成についてどのように考えているのかお伺いしま

す。 

 続きまして、大項目５、信篤地域における公共施設の整備計画についてです。 



 信篤地域における公共施設の整備計画について、施政方針では、信篤地域の公共施設について、公民連携によ

る複合化を視野に整備計画を策定するとあります。 

 そこで、(1)公民連携の方法と積極的に導入する理由について、公民連携には様々な手法がありますが、どの

ような手法を採用するのか。また、公民連携を導入する理由についてお伺いします。利点だけでなく、留意点な

ども併せて御説明願います。 

 次に、(2)整備に当たり、市民の声をどのように反映していくのか。市民の声の取り入れ方について、新しい

施設は信篤地域の地域コミュニティーの拠点となることが期待されます。地域の住民にとって、親しみのある使

いやすい施設にするためには住民の皆さんの声をきちんと取り入れる必要があると考えますが、その方法につい

てお伺いします。 

 続きまして、大項目６、子どもの予防接種事業についてです。 

 本市の重点施策である予防接種事業については、様々な予防接種が実施されていますが、まず、(1)乳幼児の

予防接種の目的やその種類についてお伺いします。 

 また、本市で実施している乳幼児の予防接種にはどのようなものがあるのかもお伺いします。 

 次に、昨年９月定例会の代表質問において、チームいちかわは、子どものインフルエンザ予防接種の費用助成

の継続を要望いたしました。最近は通年にわたりインフルエンザの流行が見受けられ、学級閉鎖も通年聞かれる

ようになっています。 

 そこで、(2)子どものインフルエンザの感染拡大の防止。重症化予防のためにも接種を希望する保護者の方が

子どもにインフルエンザの予防接種を受けさせやすくなるよう、高齢者のインフルエンザ予防接種のように、来

年度以降も恒久的に子どものインフルエンザ予防接種の費用助成を実施していただきたいと考えますが、本市の

見解をお伺いします。 

 続きまして、大項目７、ＡＥＤ整備事業についてです。 

 心臓突然死で夫を亡くした私は、私たち家族のように悲しい思いをする方を一人でも減らしたいとの思いで、

これまでＡＥＤの普及活動に関わってきました。いよいよ市川市も来年度から新たにコンビニエンスストアにＡ

ＥＤを設置するとのこと。昨年６月定例会の代表質問でも、ＡＥＤのコンビニエンスストア設置について強く要

望させていただきましたが、市川市もようやく大きな一歩を踏み出してくれたのだと、とてもうれしく思いま

す。しかし、設置箇所が増加しても、利用する市民への認知度が上がらないと宝の持ち腐れとなってしまいま

す。今後、新たな設置を含め、ＡＥＤの設置場所の周知をどのように行っていくのか。ＡＥＤの整備に当たって

の本市の考え方についてお伺いします。 

 続きまして、大項目８、市立学校における外国籍の児童生徒への支援についてです。 

 本市に住んでいる外国籍の方の数は本市全人口の約４％を占め、約25人に１人が外国籍の方という状況です。

また、その数は昨年の１月31日から今年の１月31日までの１年間で１割増加するなど、急激に増加しています。

多文化共生社会を目指す市川市として、外国籍の方にとって住みやすい町にするためには、言語の支援をはじめ

様々なサポートが必要と考えます。その中でも、子どもたちに対する支援は将来にわたって市川市に住み続けて

もらうためには欠かせない施策です。 

 そこで、(1)日本語指導教室設置の経緯と概要と課題について。日本語指導が必要な外国籍の児童生徒のため

に日本語指導教室が設置されていると聞きましたが、その設置の経緯と概要、課題についてお伺いします。 

 そして、(2)日本語指導教室以外の外国籍児童生徒に向けた支援の現状についてもお伺いします。 

 続きまして、大項目９、フードリボンプロジェクトについてです。 

 昨年６月定例会でも代表質問でフードリボンプロジェクトについて伺いましたが、そのやり取りの中で、寄附



は集まるが子どもの利用につながらないことが多いように思われるとお伝えしました。今回、やはり先順位者へ

の答弁で、リボンの寄附が多く集まるのに対して子どもの利用が少ないとありましたが、本市ではその理由をど

う考え、どう対策していくのか、お伺いします。 

 続きまして、大項目10、ぴあぱーく妙典についてです。 

 (1)子どもを中心とした施設運営について。 

 こども基本法やこども家庭庁が推進するこどもまんなか社会の実現に向けて、ぴあぱーく妙典の子ども施設は

どのようなコンセプトで整備されているのか。また、施設の運営方法についてどう考えているか。本市の見解を

お伺いします。 

 また、(2)既存の子どもを支援する団体との運営における連携について。 

 子ども食堂やＮＰＯなど、子どもを支援する団体が施設を利用するに当たり、市と運営面でどのような連携が

できるのかお伺いします。 

 続きまして、最後の質問となります。大項目11、三番瀬の自然環境を生かしたまちづくりについてです。 

 施政方針の中にも「海洋生物が繁殖できるボサ漁の場づくり」、「また、市民が直接触れられる憩いの場を創出

する覆砂を進めるほか、アマモの植え付けによる藻場の再生なども挑戦してまいります」とあります。 

 そこで、(1)塩浜２丁目の海辺を生かしたまちづくりについて。市民が海に親しみ、憩える場所として、塩浜

２丁目の護岸モニタリング調査が開始されていますが、現在の進捗状況をお伺いします。 

 また、同じく塩浜２丁目の市有地活用についてサウンディングを行いましたが、民間事業者よりどのような提

案があり、それを踏まえてどのような活用を考えているのかお伺いします。 

 次に、(2)カワウの漁業被害と対策についてです。 

 行徳緑地にいる過剰なカワウは町の景観を損ねており、苦情も絶えません。三番瀬の自然環境を生かしたまち

づくりにおいて、本市としても取り組むべき課題だと考えます。 

 そこで、カワウは主に魚を餌としているが、行徳近郊緑地にいるカワウの捕食は年間どれぐらいあるのか。ま

た、漁業への影響についてはどのように認識しているのかお伺いします。 

 以上、チームいちかわ代表質問の初回質問といたしまして、御答弁を受けて再質問させていただきます。 

 なお、大項目、市立学校における外国籍の児童生徒への支援についてから最後の三番瀬の自然環境を生かした

まちづくりについてまでを補足質問者である冨家薫議員が再質問を行いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。早口で失礼しました。 

○稲葉健二議長 答弁を求めます。 

 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 私からは大項目、防災行政についての(1)と(2)の御質問にお答えします。 

 初めに、(1)本市の食糧備蓄についてです。本市では東京湾北部地震を想定地震とし、避難所への避難者数を

約４万7,000人と見込んでおります。また、備蓄している食糧としては、アルファ化米やクラッカーなどを中心

に避難者の１日分強となる約18万5,000食を備蓄しております。保管場所につきましては、全ての市立学校の校

庭などに設置している防災倉庫をはじめ、市役所第１、第２庁舎、行徳支所、生涯学習センター、公民館などと

なっております。これらの備蓄食糧で消費期限が近くなったものについては、地域で行う防災訓練などの参加者

に配付して備蓄食を体験してもらうほか、保育園や福祉関係の施設などで活用していただいております。そのほ

か、社会福祉協議会のフードバンク事業などにも提供しており、子ども食堂などで役立ててもらうなど、廃棄す

ることがないよう努めております。 

 次に、(2)地域防災リーダーについてです。地域防災リーダーの取組は平成19年度にスタートし、その役割



は、平時には訓練などへの参加により地域の防災力向上を図るとともに、災害時には避難所運営の支援などを中

心とした活動を行うことを想定し、昨年度までに約170人の方を委嘱しております。委嘱に当たっては、昨年度

から小学校区防災拠点協議会の委員を対象に講習会を開催しており、今年度は130名を超える皆様に御参加いた

だきました。講習会の内容としては、資機材取扱訓練、避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）、普通救命講習の３つから

希望するものを選択して受講していただきました。それぞれの受講者に対し修了証を交付することに合わせ、地

域防災リーダーとして委嘱をしております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 私からは大項目１つ目、防災行政についての(3)市立学校の防災体制について、大項

目２つ目、児童生徒の健全育成に向けた取組について、大項目８つ目、市立学校における外国籍の児童生徒への

支援についてにお答えいたします。 

 初めに、市立学校の防災体制についてのア、児童生徒のための備蓄についてお答えいたします。 

 現在、学校には、児童生徒が在校時に災害に遭い、学校に留め置かなければならない事態に備えて、学校ごと

に児童生徒用の防災備蓄を確保しております。６月定例会において、市内公立学校の約98％の学校で備蓄が整っ

ていると答弁いたしましたが、未整備の学校につきましても、令和６年度内の備蓄確保を進めていることを確認

しております。備蓄品の保管場所は校舎内や体育館を使用しております。また、南部地区の学校では、津波等に

よる水害を想定して２階以上の部屋で保管しているところもあります。 

 次に、イの地域との連携についてお答えいたします。 

 これまで防災拠点会議が設置されている学校におきましては、定期的に地域の方や学校職員と災害時における

役割分担などについて話合いが行われておりました。この数年間のコロナ禍においては開催がかなわず、改めて

連携体制の整備が必要となっております。今年度１月20日に市内小学校及び義務教育学校にて総合防災訓練が実

施されたこともあり、今後は各学校における防災拠点会議などにおいて、いま一度、学校や地域との連携を深め

ていけるよう各学校へ働きかけてまいります。また、避難所開設における防災拠点要員と学校との連携や放課後

保育クラブ及び放課後子ども教室のスタッフ、教職員、防災拠点要員との連携など、今後周知徹底を図ってまい

ります。災害時には、顔見知りであることが安心感につながります。学校行事や学習活動を通じて教職員、児童

生徒が地域の方と関わる機会を防災の観点からも捉え直し、地域の方との連携がより深まっていくように努めて

まいります。 

 次に、大項目２つ目、児童生徒の健全育成に向けた取組についての(1)少年健全育成連絡協議会が廃止された

経緯についてお答えいたします。 

 少年健全育成連絡協議会は、平成元年に、本市における少年の健全な育成を図るために、公立中学校ブロック

ごとに発足いたしました。構成員は各学校の校長、教頭及びＰＴＡ、また地域からは、自治会代表、民生委員な

どの地域関係者、その他、警察関係者などが参加して学校の教育活動の状況、地域での児童生徒の様子、地域か

らの御意見などの情報の共有と対策について話合いを行っていました。その後、令和元年に学校運営協議会制度

と地域学校協働本部、いわゆるコミュニティスクールが発足されたことを受け、廃止されました。 

 続きまして、(2)児童生徒の健全育成に向けた取組の現状と今後についてお答えいたします。 

 現在、少年センターでは、児童生徒の健全育成に向けた取組として、少年補導員による愛のひと声補導パトロ

ールを実施しております。ほかにも中学校ブロックにおける少年補導員と学校職員によるブロック会議の実施、

薬物乱用防止の啓発活動や各小中学校等でＳＮＳトラブル防止出張授業を行っています。さらに、専門の相談員

が悩みを持った19歳までの少年や、その保護者を対象とした電話、Ｅメール、面接相談を行っております。コロ



ナ禍のため、ここ数年間、少年補導員と学校との連携が希薄になったため、今後連携を強化し、活動を充実させ

てまいります。 

 続いて、大項目８つ目、市立学校における外国籍の児童への支援についての(1)及び(2)についてお答えいたし

ます。 

 初めに、(1)日本語指導教室設置の経緯と概要と課題についてお答えいたします。 

 日本語指導を要する外国籍児童生徒の増加により、日本語指導児童生徒支援教員として県費負担教職員が平成

３年度、本市に配置され、第六中学校に日本語指導教室となるワールドクラスを設置いたしました。過去にはレ

インボークラスという名称もありますが、日本語指導教室の名称は各学校で決定しております。日本語指導児童

生徒支援の教員定数の基準は、児童生徒18人に対して１人の配置となっており、次年度の教員配置数につきまし

ては、前年度の９月に各学校の日本語指導を要する外国籍児童生徒数を県に報告し、その数値を基に配置されて

おります。日本語指導教員は、現在、平成３年度から令和４年度までに小学校６校、中学校３校、義務教育学校

１校の計10校に配置され、日本語指導教室を設置しています。日本語指導教室は、日本語指導を要する児童生徒

に対して、日本語教育を含めた学習面や生活面の指導を行う場合や、通常学級の国語科や社会科の時間に日本語

指導教室に移動し、担当教員が個別に指導を行う場合など、児童生徒の実態によって様々な指導を行っておりま

す。日本語指導教室において指導が必要な児童生徒数は、令和５年９月１日現在、児童は125人、生徒は46人の

計171人となっており、外国籍児童生徒全体の約23％になります。日本語指導教室設置校は10校となっておりま

すが、市内には日本語指導を要する児童生徒が多く在籍する学校がほかにもあることから、市費で日本語指導の

補助教員を令和２年度に宮田小、鬼高小、令和４年度から幸小に配置し、現在は小学校３校に配置しておりま

す。 

 課題といたしましては、日本語指導教室担当の教員は、指導する児童生徒の国籍が様々であることから複数の

母国語に対応しなければならないこと。また、日本語指導教室が設置されていない学校に在籍する日本語指導を

要する児童生徒への指導につきましては、担任や学校職員が指導に当たりますが、負担になっていることが挙げ

られます。 

 最後に、日本語指導教室以外の支援の現状についてです。日本語指導教室を設置している学校以外にも、市内

各学校には外国籍児童生徒が多く学んでおります。その場合におきましても、各学校では、日本語指導が必要な

児童生徒を対象に特別の教育課程を編成しております。特別の教育課程を編成することで、在籍学級の教育課程

の一部に代えて、別教室等において取り出し等による日本語指導を行うことが可能となります。在籍学級におき

ましては、児童生徒の実態に応じて掲示物やプリント類にルビを振ったり、タブレットの翻訳機能を活用し、児

童生徒の母語で説明したりするなどの支援を行っております。このほかにも通訳講師を派遣することで効果的に

学習面と生活面の支援に当たり、現在、16の言語を18人の通訳講師で対応しております。派遣につきましては、

市の予算で１こま２時間の派遣を900回実施しておりますが、日本語指導が必要な児童生徒数の増加に伴い、各

校から派遣回数の要望を多く受けております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 私からは大項目、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯについてお答えをいたします。 

 初めに、(1)行政サービスにおける活用方法についてです。 

 まず、効果についてです。現金で給付を行った場合、給付額の一部が市外の店舗やネットショッピングで使わ

れますが、デジタル地域通貨の場合は全額が市内の店舗で使用され、地域の消費を喚起することができます。 

 次に、課題です。それぞれの給付金には、給付に先立つ目的があります。デジタル地域通貨による給付を行う



に当たっては、受給者が給付目的に見合った商品を購入できるよう、あらかじめ加盟店を確保しておく必要があ

ります。 

 次に、(2)地域課題を解決するための活用方法についてです。本市のデジタル地域通貨には、地域経済と合わ

せて市民活動の活性化を図るという特徴があります。市民活動の参加者に付与する行政ポイントは、本市が進め

たい施策や事業を後押しして地域課題の解決を図るための仕組みです。行政ポイントの活用に当たっては、担当

部署と連携して事業の選定やポイント数の検討を行い、令和６年度は実証実験で実施した８事業に新たに16事業

を追加して事業規模の拡大を図ります。事業の一例を挙げると、防災訓練を実施した自治会等に対して、訓練の

経費として3,000ポイントを付与することで、訓練の実施を促進して地域防災力の向上につながると考えます。

また、商店会の加盟店で買物や食事をした方に、支払い回数と金額に応じてポイントを付与することで商店会を

利用していただくきっかけにしたり、特定健診やがん検診を受診した加盟店の従業員に1,500ポイントを付与す

ることで受診を促進して健康経営を推進する考えであります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 丸金議員に申し上げます。 

 残余の答弁につきましては、休憩後にお願いいたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午後２時59分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後３時30分開議 

○稲葉健二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１議案第55号から日程第38報告第32号までの議事を継続いたします。 

 答弁を求めます。 

 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 私からは大項目、本市に残された貴重な巨木の保全、育成についてお答えします。 

 本市では、残された貴重な巨木の保存、育成を目的として、平成14年度より協定樹木管理費補助金を交付して

おります。これは、市が樹木所有者と樹木の保存等に関する協定を締結し、３年に一度、対象樹木の剪定費用の

２分の１を補助するものです。協定の対象となる保存樹木の太さは、地上1.2ｍの高さにおける幹周りが３ｍ以

上のものであるもの、クロマツについては、地上1.2ｍの高さにおける幹回りが1.5ｍ以上であるものと要綱で定

めております。令和６年１月末現在、保存樹木の数は、クロマツ126本、そのほかクスノキ、イチョウなど計168

本となっています。今年度より森林環境譲与税を活用し、補助の上限額を３万円から20万円に引き上げました。

これは、主に市の木であるクロマツの保全を強く支援することで、緑の保全の大切さを市民の皆様にさらに知っ

ていただく効果を狙っております。今年度につきましては、200万円の予算額に対し、ほぼ全額が執行される見

込みです。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 私からは大項目、信篤地域における公共施設の整備計画についてお答えいたします。 

 初めに、(1)公民連携の方法とその導入の理由についてです。民間の持つ経営資源を積極的に活用する公民連

携の導入はイニシャルコストを抑え、経費の平準化を可能にするほか、サービスの充実に加えランニングコスト

の縮減も期待できるとされております。また、行政が持つ資産を活用することは、民間にとっても事業拡大の機

会となると言われています。一方、民間が一定のリスクを負担する形となるため、市が作成する要求水準書の内



容によっては公民連携が実現できないといった場合や、事業者側の体力などによっては事業継続が困難となる、

こうしたリスクが課題と考えております。このため公民連携の実行に際しては、事前の準備や手続が大変重要に

なるものと認識しております。信篤地域の公共施設は、東京メトロ東西線原木中山駅の近傍に約9,000㎡の敷地

を有しており、民間事業者の資金やアイデアを活用できる条件が整っているものと認識をしております。 

 なお、具体的な手法につきましては、他自治体の事例などを参考としながら、各施設の趣旨を踏まえ費用対効

果などを勘案し、総合的に判断してまいりたいと考えております。 

 次に、(2)市民の声の取り入れ方についてです。信篤地域公共施設の再編、整備については、現在、当該地域

に係る基本構想案に対する市民意見を広く聴取するため、３月19日までパブリックコメントを実施しておりま

す。 

 なお、この基本構想案の作成に際しましては、令和３年度に実施した市民アンケートの結果を踏まえ求められ

る機能として、いわゆるサードプレイスや多様な世代が交流可能なコミュニティー形成の拠点などを盛り込んで

おります。今後につきましても、施設に関する基本計画の作成を進める中で施設利用者や近隣住民を対象とした

アンケート調査や説明会を実施するなど関係部署とも連携し、多くの市民の方のニーズの把握に努めてまいりま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 私からは子どもの予防接種事業についてとＡＥＤ整備事業についてお答えいたします。 

 初めに、子どもの予防接種事業についての(1)乳幼児の予防接種についてです。予防接種の目的は、病気の予

防や、人から人への感染によって病気が蔓延することを防ぐためのものであり、予防接種法等に基づき実施する

ものです。予防接種の種類は定期接種と任意接種に分類されます。定期接種は、予防接種法に基づき市町村が実

施主体となって接種するものであり、乳幼児を対象とした定期接種には日本脳炎、小児用肺炎球菌、Ｈｉｂなど

10種類程度がございます。任意接種は予防接種法に基づかない予防接種で、個人の希望でワクチン接種をするも

のです。本市が費用助成している任意接種にはおたふく風邪と、令和３年度から５年度に臨時的に実施いたしま

した子どものインフルエンザ予防接種がございます。 

 次に、(2)子どものインフルエンザ予防接種についてお答えいたします。 

 インフルエンザの予防接種のうち高齢者のインフルエンザにつきましては、平成13年の高齢者におけるインフ

ルエンザの集団感染や症状の重篤化が社会問題化したことから、高齢者のインフルエンザ予防接種が定期接種化

されました。しかしながら、子どものインフルエンザの定期接種化につきましては、現在、国において検討され

ていない状況でございます。このため、来年度以降の子どものインフルエンザ予防接種の費用助成につきまして

は、インフルエンザの感染状況等を注視しながら慎重に考えてまいります。 

 最後に、ＡＥＤ整備に関する市民への周知についてお答えいたします。 

 本市のＡＥＤ整備につきましては、これまで公共施設を中心に設置を進めており、市公式ウェブサイトに設置

施設の一覧を掲載しているほか、市川市地図情報システム「いち案内」において、設置箇所の御案内をしており

ます。今後予定しておりますコンビニエンスストアへの設置につきましても、これらの掲載情報を更新していく

ほか、ＡＥＤ整備の新たな事業に関する情報発信として市の広報紙やＳＮＳなどを活用し、改めて市民への周知

を図ってまいりたいと考えております。また、実際にＡＥＤを設置していただくコンビニエンスストアにつきま

しては、店頭入口などにＡＥＤ設置を案内するステッカーの掲示をお願いし、利用者や近隣住民の皆様への周知

を図っていくこととしております。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 私からは大項目９番目、フードリボンプロジェクトについてと大項目10番目、ぴあぱー

く妙典についてお答えいたします。 

 初めに、フードリボンプロジェクトについてです。フードリボンプロジェクトの課題の一つに、リボンの寄附

に比べて子どもの利用が少ないことがあるのは先順位者に御答弁したとおりでございます。このプロジェクトの

趣旨においては、参加店舗が近所にあって、子どもたちが困ったときにいつでも行けるという安心感が重要であ

ることから利用数の多さのみを評価するものではないと考えておりますが、一方で、お預かりした善意の寄附を

十分に活用することも必要であると認識しております。リボンの寄附数と利用数につきましては、プロジェクト

の運営団体を通して市にも報告されております。その報告によれば、地域や飲食店の業態による差は見られるも

のの、寄附数に比べて利用数が少ないことはどの店舗にも共通しております。フードリボンの寄附が集まりやす

いのは、子どものための支援が300円でできる気軽さや飲食店を利用した際の精算に追加で支払えば寄附になる

という、簡単で便利なことによるものと考えられます。これはフードリボンという仕組みの大きな長所であると

言えます。 

 一方で利用が少ないのは、子どもが１人で飲食店に入ることの心理的ハードルが高いものと考えております。

この課題に対する対策といたしましては、フードリボンに対する認知を高め、参加店舗を増やすことでフードリ

ボン店舗が身近になり、子どもにとって利用するのが当たり前となることが重要でございます。そこで、本市は

利用する子ども自身や家庭への周知啓発を行うとともに、子どもを取り巻く人々がこの仕組みに賛同し、必要な

子どもに来店を促していただけるよう、学校やＰＴＡ、地域の民生委員、主任児童委員などに説明を行ってまい

りました。市がこうした広報や支援を行うことで、民間の団体が考案し、運営するフードリボンプロジェクトに

対し、参加を検討する飲食店への信頼感を与え、子どもや保護者、地域の人々は安心して利用できるという効果

を持つものと考えております。今後も参加店舗や運営団体、地域の関係者と協力しながらフードリボンの普及や

利用促進に努めてまいります。 

 次に、ぴあぱーく妙典施設についてお答えいたします。 

 初めに、(1)子どもを中心とした施設運営についてです。ぴあぱーく妙典子ども施設は、子どもが遊んだり学

んだりして楽しく過ごすとともに、地域住民や子育て支援に関係する市民団体などが利用できる施設として、令

和６年度末のオープンに向けて現在建設を進めております。施設のコンセプトとしては、子育て世帯や外国人が

多い地域の特性を踏まえ、１「子どもたちの可能性を広げ、健やかな成長を支える施設」２「国際性豊かで多様

な文化と多世代が集える地域交流拠点」、３「あらゆる子どもの居場所」、この３つのコンセプトを基にこども館

や公民館など、これまでの施設とは異なる新しい機能を持つ施設を目指しております。 

 施設の運営方法につきましては、市職員による直営とし、活発な子ども、物静かな子ども、海外にルーツのあ

る子ども、障がいのある子どもや不登校の子どもなど、あらゆる子どもが安心して利用できる居場所となるよ

う、子どもの見守り相談や遊びの支援などができる知識や経験のある職員を配置いたします。あわせて、子育て

に悩む親や支援が必要な子どもへの対応について、学校や行政、民間団体などの関係機関と速やかに連携する体

制を整えてまいります。また、子どもを中心とした施設として、子どもの利用が多い放課後や休日は子どもの活

動を優先する一方、子どもの利用が少ない時間帯には地域住民の活動にスペースを貸し出すなど、子どもと大人

が共に利用し、多世代が交流できるよう利用方法を工夫してまいります。さらに、子どもたちの思いや考えを施

設運営に生かすため、子ども自身や地域の大人、子育て支援団体など、施設を利用する方の意見を聞く場を設

け、定期的に施設の運用について見直していくことを考えております。こうしたことにより、当事者の視点から

子どもの最善の利益を考え、子どもの意見を反映できるこどもまんなか社会の実現を目指し、本市の子ども子育



て支援を地域とともに推進する実践の場となるよう運営してまいります。 

 続いて、(2)子どもを支援する団体との運営における連携についてお答えをいたします。 

 市内には、食事を通して学習や遊びの場を提供する子ども食堂をはじめ子どもの遊びや親子向けのイベントを

開催する団体など、子どもを支援する様々な団体がございます。子どもを支援する団体の利用といたしまして

は、例えば子ども食堂を実施する団体や子育てサークルなどがふだん活動している場所に加えて、この施設のキ

ッチンやスペースを利用する場合などが考えられますが、その活動を市や施設が広報することは地域の新たな支

援者や子どもの利用を増やし、団体の活動拡大と施設の利用促進の双方につながる有効な連携だと考えられま

す。また、この施設を利用する団体間の交流や市も交えた情報交換の機会をつくることで、その意見を運営に生

かすことも考えられます。さらに、市がこの施設を利用する団体と協働でイベントを開催することにより、企画

から実施までのプロセスをその団体と共有しながら、対話や協働の関係を深め、新たな活動の創出やさらなる連

携の強化につなげることも期待できます。このように、本施設は地域の活動団体と密に連携することで、社会全

体で子どもを育み、子育て家庭を地域で支える機運の醸成に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 秋本行徳支所長。 

○秋本賢一行徳支所長 私からは大項目、三番瀬の自然環境を生かしたまちづくりについて、(1)のうち干潟整

備の現在の進捗状況についてと(2)についてお答えをいたします。 

 初めに、(1)干潟整備の現在の進捗状況についてであります。本市は、令和５年度から11年度を事業期間とし

て、市民が三番瀬の海に直接触れ合える憩いの場を再生し、子どもたちを含む市民の環境意識の醸成や漁業への

関心を高めるため、塩浜２丁目階段式護岸前面の干潟整備に取り組んでおります。現在の進捗状況であります

が、令和７年度に予定している事前覆砂を行うためのモニタリング調査及び深浅測量を実施しているところであ

ります。モニタリング調査につきましては、事前覆砂の実施前から干潟整備事業完了の翌年まで年２回、秋冬期

と春夏期に整備海域の環境の変化を観察するため、継続的に実施する予定となっております。現時点では、令和

５年11月より令和６年１月にかけて行った秋冬期の調査が終了し、本年６月頃から春夏期の調査を行う予定で

す。これらの調査結果につきましては、来年度中に市公式ウェブサイトでの公表を予定しております。 

 続きまして、(2)カワウの漁業被害と対策についてであります。カワウは１年を通して同じ地域にすみ、本市

の三番瀬周辺では、行徳鳥獣保護区内に多くの巣を確認しております。一般的に２cmから35cm程度の魚を主な餌

としており、河川や湖などにおいてはアユやコイ、海水域においてはボラやコハダの成魚であるコノシロなどを

捕食しております。環境省によりますと、カワウ１羽当たりの捕食量は１日約500ｇとされております。行徳鳥

獣保護区には、令和５年12月時点で約9,600羽のカワウの生息が確認されており、これらの捕食量を試算いたし

ますと年間約1,700ｔの魚を捕食していることになります。 

 次に、市川市漁業協同組合の漁業被害につきましては、千葉県の調査によりますと、漁業協同組合の漁業権が

設定されている海域は三番瀬で生息するカワウの休息の場となっており、餌を取る採餌場としては確認されてお

りません。また、漁業協同組合にカワウの捕食被害を確認したところ、刺し網漁にかかった魚の一部をカワウに

捕食されることもあるとのことですが、漁獲高に影響を及ぼす量には至らないと伺っております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 私からは大項目、三番瀬の自然環境を生かしたまちづくりについての(1)塩浜２丁

目の海辺を生かしたまちづくりについてのうち、市有地の活用についてお答えいたします。 

 塩浜２丁目市有地については、令和５年12月にスポーツ部において、現市川市市民プールの持つレジャー機能



について、活用の可能性を探るためサウンディング調査を実施しました。サウンディング調査では、整備手法の

ほか、レジャープール等のスポーツ施設整備の可能性やにぎわいの創出におけるアイデアを伺うことができまし

た。具体的な内容については、企業のアイデアやノウハウの保護のため非公表としていることから詳細は申し上

げられませんが、駅から徒歩圏内で海の見える場所であることからのアイデアやレジャープール等のスポーツ施

設だけでなく、収益を見込める施設の提案などがございました。これらの提案内容をまとめ、結果については、

塩浜２丁目市有地活用事業の民間活力導入に関するマーケットサウンディング調査結果概要として、令和６年１

月26日付で市公式ウェブサイトにて公表をしたところでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 答弁が終わりました。 

 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 それぞれ御答弁ありがとうございました。それでは、順次再質問をさせていただきます。 

 まずは大項目１、防災行政についての(1)ですが、本市の備蓄食糧のアルファ化米は水を入れる必要がありま

すが、今回の能登半島地震でも断水が発生して水が手に入りにくい状況が続いています。水がなくても食べられ

る備蓄食糧もありますが、そのようなものを入れていく考えはあるのか。また、現在、アルファ化米と一緒に備

蓄されている、有事の際にもすぐ使えるペットボトル飲料水の保管量をお伺いします。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 備蓄食糧には様々なものがあり、パンやビスケットなどの缶詰や長期保存が可能なレトルト食品のように、水

を使用しないで食べられるものが数多く販売されていることは認識しております。これらの選定に当たっては、

保存性や味、栄養、費用など様々な要素について検討する必要があります。これまで備蓄してきた食糧とのバラ

ンスや保管スペースなどを考慮し、引き続き調査研究してまいります。 

 また、アルファ化米とともに備蓄しているペットボトルの飲料水につきましては、限られた保管スペースの

中、小中学校への保管数を約6,400本から約8,000本へと増量するなど対応しております。今後、地域の防災訓練

や講演会などの機会を捉えて、能登半島地震での断水の教訓を市民の皆さんと共有し、自助の備えとしてローリ

ングストックなど御家庭での食糧備蓄につながるよう、周知啓発を引き続き進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。新しい備蓄用の食糧も次々と商品化されていますので、よりよいも

のへ検討をお願いいたします。 

 そして、すぐ使えるペットボトル飲料水について、昨年６月の代表質問でも防災倉庫の備蓄量を増やしていた

だくようお伝えいたしましたが、あの後、6,400本から8,000本へ約1,600本増やしていただけたとのことです。

対応いただき、ありがとうございます。それでもまだちょっと少ない気はしますが、ペットボトル飲料水の保管

にはスペースが必要なのも理解できます。 

 自動販売機には、災害時に無償で商品を提供できる災害支援型の自動販売機というものがあり、こちらは停電

の際でも商品を手動で取り出すことができるので災害時の飲料水確保にも有効と考えますが、本市でも公共施設

全体の自動販売機をこのような災害支援型の自動販売機にできないかをお伺いします。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 災害発生時には、飲料水の確保は大変重要です。御質問者のおっしゃるとおり、このような自動販売機がある



ことは承知しており、庁舎内などにある一部の自動販売機では、災害時に無償で飲料水が提供できるようになっ

ております。自動販売機内の商品につきましても、流通備蓄の一つとして有効であるため、今後、課題等を整理

し、関係部署と協議してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。市内公共施設の自動販売機が災害時に無償で提供できるものになれ

ば、そちらの飲料水も市の備蓄と併せての活用が検討できます。設置を進めている自治体も増えていますので、

ローリングストック的観点からもぜひ前向きに検討いただくよう要望いたします。 

 それでは、次に(2)ですが、私も小学校区防災拠点協議会委員なので、今回開催された総合防災訓練の案内と

ともに市川市地域防災リーダー講習会の案内をいただきましたが、こちらの講習会は１日だけ、しかも１時間半

から２時間半だけの簡易的研修とのことです。能登半島地震の報道でも、混乱する避難所ではしっかりとした専

門知識を有するボランティアが必要なのだと指摘されていました。このような簡単な研修で委嘱するのではな

く、新潟県長岡市のように、市民大学の形式で複数回の講義を受講し、専門的な知識を得た人材を育成するほう

が災害時に効果的な活動ができると考えます。本市でも長岡市のような形式での防災リーダーの育成を行うこと

はできないかお伺いします。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 長岡市の取組である中越市民防災安全大学は、公益社団法人中越防災安全推進機構の主催により開催されてお

り、長岡市との共催事業となっております。この大学は防災の専門家や行政などの実務担当者のほか、市民活動

団体等が講師となり、安全や防災をテーマに学ぶ連続講座となっております。本市でも千葉商科大学との包括協

定による講座を活用し、地域防災リーダーの養成を行っていた経緯がございますが、平成30年度に大学側と協議

の上、同講座は終了しております。以降、地域防災リーダーの育成に向けては新たな手法を模索し、より実践的

な役割を担っていただくために顔の見える関係である地域コミュニティーを生かすため、小学校区防災拠点協議

会委員を対象とすることといたしました。小学校区防災拠点協議会委員は、日頃の活動を通じて防災の知識が豊

富であることから、今年度も座学中心ではなく、体験型の講習会としたところです。講習会の内容につきまして

も、災害時により役立ち、興味を持って取り組んでもらえるよう常に見直しを行うなど、今後も地域防災力向上

のために講習会を継続し、地域防災リーダーのさらなる育成に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。長岡市では、このように市民大学で育成された防災リーダーが組織

化され、活発な活動が展開されていると聞いています。本市でも地域防災リーダーが積極的に活動できるような

仕組みづくりが必要と考えますが、本市の見解をお伺いします。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 長岡市では、中越市民防災安全大学の卒業生有志により中越市民防災安全士会が結成されており、防災活動の

困り事や取組の進め方などをアドバイスする防災よろず相談や講師派遣、消火訓練などを実施していると伺って

おります。本市の地域防災リーダーについては、地域に密着した防災活動や各協議会での活動を想定しておりま

すので、今後、地域防災リーダーが活動しやすい環境づくりに向け研究してまいります。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。防災を自分ごとと捉え、公助、自助、共助それぞれのバランスを考

えていくことが大切だと感じます。災害発生時は住民一人一人が正しく防災情報を理解し、適切な行動をするこ

と、住民同士が相互に助け合うことが必要となります。地域防災力向上のためにも、長岡市を参考に地域の防災

リーダーの育成に努めていただくようお願いいたします。 

 それでは、次に(3)のアについて、昨年６月の代表質問でも市立学校の校内備蓄について伺いましたが、もう

すぐ年度も替わりますので、改めて児童生徒のための備蓄状況としてお伺いしたわけです。現在の児童生徒のた

めの備蓄は学校徴収金やＰＴＡ会費で購入している学校がほとんどとのこと。災害時には学校が避難所となるこ

とを踏まえると、児童生徒のための備蓄を地域の方へ提供するような状況になるかもしれません。 

 そこで、児童生徒のための備蓄を地域の方へ提供することが必要になった場合の提供方法などの整備はどのよ

うになっているのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えします。 

 現在のところ、児童生徒用備蓄品は学校徴収金などによって児童生徒に備えているものであり、避難してきた

市民の方へ児童生徒用の備蓄品を配付することは想定しておりません。避難してきた方への提供につきまして

は、関係部署を交えて協議が必要と考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。昨年６月にも述べましたが、市の予算で児童生徒のための防災備蓄

を準備できると防災倉庫の備蓄と併せての活用を検討できるので、備蓄全体をコントロールしやすくなり、総合

的にも備蓄量を増やせると考えます。児童生徒のための備蓄をすぐに市が負担するのが難しければ、先ほど危機

管理室にも、公共施設の自動販売機を災害支援型の自動販売機にできないか質問しましたが、市立学校内にも災

害支援型の自動販売機を設置すれば災害時には避難所の備蓄としても活用でき、ふだんは熱中症予防にも有効で

す。販売時間の設定も可能だとのことですので、中学校のみならず、小学校へ設置する自治体も増えていると聞

いています。 

 そこで、本市でも市立学校内に災害支援型の自動販売機を設置できないかお伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 現状ですが、市川市内の市立学校には、災害支援応援型を含め自動販売機を設置して

いる学校はありません。設置につきましては、設置場所の確保や電源設備の整備、児童生徒の安全対策や設置に

かかる費用など課題があります。しかし、近年の気温の上昇による熱中症予防という観点から、他県では公立学

校に自動販売機を設置する動きも見られております。そのような状況を踏まえ、災害支援型自動販売機の設置に

つきましては、関係部局と連携を図りながら今後調査研究をしてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。災害支援型の自動販売機の設置が進めば、体育館を使用している施

設開放団体や、これから部活動の地域移行が進むことも考えると、とても有効利用できるように思います。ぜひ

ほかの公共施設と併せ、市立学校への設置も前向きに検討をお願いいたします。 

 次に、(3)のイについて再質問はありませんが、私は防災拠点協議会と学校運営協議会の両方に所属していま

すので、防災について防災拠点協議会だけで話すのではなく、それぞれの委員のメンバーも違います、市の担当



部署も違いますので、一緒に防災について話す機会を持つことも大切ではないかと感じています。 

 １月の市の総合防災訓練でも学校、行政、地域の連携の難しさを感じました。いざというときのためにも、子

どもたちを守るためにも、より一層関係者の連携に努めていただきますようお願いいたします。 

 次に、大項目２、児童生徒の健全育成に向けた取組について、(1)についての再質問はありませんが、地域の

皆様も出席されていた様々な会議をコンパクトにまとめ過ぎたのではないかとの思いもあります。学校運営協議

会や地域学校協働本部で廃止された少年健全育成連絡協議会の内容が網羅し切れていないのではないでしょう

か。 

 先日、ＰＴＡの大先輩で保護司を務めている友人と話す機会がありました。保護司の活動がまずは知られてい

ないと嘆いていましたが、法務省のホームページによると、保護司とは、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域

で支える民間のボランティアです。そして、日頃から地域に根差した犯罪非行防止活動の推進にも尽力されてい

ます。 

 そこで、もっと学校も児童生徒の健全育成の分野で保護司の方々と連携できるのではと考えますが、(2)につ

いて、学校運営協議会における現状と学校運営協議会における保護司の選任の現状と今後の取組についてお伺い

します。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えします。 

 学校運営協議会は、学校運営とそのために必要な支援について協議する合議制の機関として、平成31年度から

市内61全ての市立幼稚園、小中学校、義務教育学校、特別支援学校に設置をしております。学校運営協議会は、

学校運営への参画、支援及び児童生徒の健全育成に取り組み、地域住民等の理解と協力を得た学校運営の実現を

目指しております。当協議会委員としては、自治会、ＰＴＡ、民生委員、児童委員、子ども会、保護司など、

様々な地域の方に御協力をいただいております。その中でも保護司は市内に53名いらっしゃいますが、そのうち

11名の方に当協議会委員として参加していただいております。家庭、学校、地域の連携に保護司の方も含めた多

くの地域住民が、引き続き子どもたちの健全育成に取り組むことができるよう学校運営協議会の充実を推進する

とともに、以前、少年健全育成連絡協議会で話し合われてきた内容についても適宜取り上げてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。私も長年、学校運営協議会委員として関わっていますが、子どもた

ちのよい情報だけでなく、問題行動などの情報も学校と地域で共有することで声かけができ、未然防止につなが

るケースもあると思います。薬物犯罪や特殊詐欺が低年齢化している今こそ、家庭、学校、地域が連携して、み

んなで未来ある子どもたちを見守っていきましょう。 

 それでは、次に大項目３、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯについての(1)です。加盟店を確保する必要がある

とのことでしたが、例えば先進自治体の事例として、福井県の地域通貨、ふくいはぴコインは給付金の出産・子

育て応援ギフトを、群馬県前橋市の地域通貨、めぶくＰａｙは出産・子育て応援給付金をそれぞれ５万円、現金

または地域通貨でも受け取れるよう選択可能としていて、地域通貨受け取りを選択した場合、５％の2,500円を

上乗せする仕組みを取っています。本市も給付目的に見合った加盟店を確保できるまでは、このような取組も有

効ではと考えますが、市の見解をお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 受給する方がデジタル地域通貨による給付を選択すれば地域経済の活性化につながる

と考えます。先進自治体の取組につきましては、本市も把握をしており、デジタル地域通貨の有効活用に向けて



調査研究を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。地域通貨を選択した場合の上乗せ支給は子育て支援にもつながりま

すし、ＩＣＨＩＣＯを知っていただくきっかけにもなると思われますので、ぜひ前向きな検討をお願いいたしま

す。 

 (2)について再質問はありませんが、そのような行政ポイントを使った地域活性化の可能性がＩＣＨＩＣＯに

はたくさんあると考えます。ぜひ様々な部署と連携して活用を進め、それぞれのポイントの効果をきちんと検証

しながら進めていっていただけたらと思います。 

 では、次に移ります。大項目４、本市に残された貴重な巨木の保全、育成についてです。市がいろいろと取り

組まれていることは分かりました。協定樹木管理費補助金の選定に要した費用の上限額が今年度より３万円から

20万円に引き上げられたとのことです。クロマツなど保全したいと考えている市民の方にとって、少しは助かる

金額になったのではと思います。 

 実は昨年11月にあるマンションの管理組合の方から、敷地内に大きな松が７本あるが、手入れが高額で困って

いるとの相談を受けました。とても立派な松を残したい思いはあるが、どうにかならないかと。自然環境課に相

談し調査をしていただいたら、７本全てが基準に達していて、保存樹木に関する協定書を結び補助金を受け取れ

る運びとなったので剪定費用を半分に抑えられたと、とても喜ばれていました。私は恥ずかしながら、今回の件

で問い合わせるまで、こちらの制度の存在を知らなかったので、まだまだ市民の認知度も高いとは言えないので

はと感じました。市川市の貴重な巨木を保全するためにも、今後の周知、ＰＲについてはどのように考えている

のかをお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 本制度につきましては、市公式ウェブサイトなどを用いて情報を提供しております。今後はさらに保存樹木の

数を増やすため、巨木が多い地域の自治会に制度の御案内を回覧していただくなど、周知に努めます。また、補

助の増額についても、協定締結者に対して書面などを用いて情報提供してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。こちらの制度のＰＲや周知については、そのように努めていただく

ようお願いいたします。 

 しかし、補助金が入るからといって、剪定費用などの問題だけでなく、人的支援も必要だと考えます。協定樹

木を管理する方が高齢化していたり、後継者がいなかったり、剪定ができる職人が足りなかったり、そういった

現状について市はどのように考えているのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 保存樹木を管理する方の高齢化や相続の問題、樹木を剪定する職人の人材不足については都市部に共通した課

題であると認識しております。本市といたしましては、保存樹木の適切な管理が実施できるよう、協定締結者か

らの相談や要望を丁寧に聞き、解決策を一緒に考えるなどの支援を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 丸金議員。 



○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。市街地の中で巨木を残していくには、市のシンボルのクロマツの保

全にはやはり市が深く関与し、所有者の皆さんに寄り添っていかねば存続は難しいのだと思います。多くの市民

にこちらの制度を知っていただくことで市の緑も守られていきます。引き続きより一層の支援を続けていただき

ますようお願いして、こちらの質問を終わります。 

 次に、大項目５、信篤地域における公共施設の整備計画についての(1)ですが、ＰＦＩなどの公民連携の手法

がコスト面でのメリットや市民へのサービスの充実にも効果があるということが分かりました。こちらについて

再質問はありません。 

 次に、(2)について、市民の声を取り入れるに当たり、建築の設計が始まるまでに、まさに今行われているパ

ブリックコメントや説明会で市民の声を聞き、計画に反映していくことが分かりました。しかし、公民連携の体

制において、実際に民間の事業者が設計をスタートしてから、市民の使いやすさ、ニーズを具体的に設計図に落

とし込む段階できちんと市民の声を反映させていくことができなければ、完成したときに市民にとって期待外れ

の施設になってしまうことが懸念されます。 

 設計段階においても、適宜市民の使い勝手や要望を取り入れていくためにワークショップという手法がありま

す。ワークショップの開催によって、住民の皆さんに整備プロセスに参加してもらうことで、完成時から住民の

皆さんにとって愛着の持てる施設となり、ひいては人が集まる交流の場となると考えます。設計段階において、

そのような取組を行っていくのか。また、完成後にコミュニティーマネジャーなどを置いて交流を促進するよう

な運営体制を考えているのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 御指摘のワークショップにつきましては、現在整備中の仮称八幡市民複合施設の設計段階において、多様な世

代に御参加いただき、実施した経緯がございます。信篤地域公共施設の整備においても、こうした経験を踏ま

え、市民の意向を反映するための仕組みを導入していきたいと考えております。施設運営につきましては、他自

治体の事例などを参考に、当該施設に最適な形態、体制を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。まだ計画が始まった段階ではありますが、そのような御答弁を聞く

ことができて安心いたしました。ぜひ公民連携のよいところを生かしながら、市民が置き去りにならないよう

に、本当の意味での地域のコミュニティーの拠点を目指していってもらえればと思います。 

 では、次に移ります。大項目６、子どもの予防接種事業についての(1)ですが、本市で実施している乳幼児の

予防接種の種類については分かりました。 

 それでは、令和５年度の乳幼児の予防接種に係る予算金額はどれくらいであり、国の補助など特定財源はある

のかお伺いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 令和５年度の乳幼児の予防接種に係る予算額は約11億円でございます。特定財源につきましては、市町村が実

施主体である定期接種は地方交付税措置のみであるため、本市には適用がありません。また、任意接種について

も、本市が独自に接種費用を助成しているため、特定財源はありません。したがいまして、本市の予防接種事業

の経費は全額、本市の予算のみで実施しております。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。予防接種の種類により、国や市の関与が異なってくることが分かり

ました。 

 そして、(2)について再質問はありませんが、幼稚園、保育園、学校における感染拡大を防ぐためには子育て

世代における経済的負担の軽減が必要だと考えます。本市におけるインフルエンザの感染拡大の防止、重症化予

防のために子どもたちがインフルエンザの予防接種を受けやすくなるよう、引き続き補助制度を継続することを

要望し、こちらの質問を終わります。 

 次に、大項目７、ＡＥＤ整備事業についてです。市川市地図情報システム「いち案内」にＡＥＤの設置箇所の

案内があり、コンビニエンスストアへの設置についても掲載情報を更新していくとありましたが、わざわざ「い

ち案内」のページを開かないと情報を取れないですし、一刻を争うときにこちらでは間に合いません。日本ＡＥ

Ｄ財団の「ＡＥＤ Ｎ＠ＶＩ」という、とても使いやすいアプリがありますので、こちらに市川市のＡＥＤの情

報を反映させていただくのが一番と考えます。ぜひ検討をお願いします。 

 そして、再質問です。実際に設置されるＡＥＤについて、我孫子市では、全国に先駆け昨年10月に24時間営業

の市内コンビニエンスストア32店舗にオートショックＡＥＤを設置したそうです。オートショックＡＥＤとは、

電気ショックが必要な方に対し自動で電気ショックを行うＡＥＤのことで、従来型のような電気ショックボタン

がないため、使用者の精神的負担を軽減することができるものです。これにより、コンビニエンスストアに設置

されたＡＥＤの使用率を高め救命率の向上が期待されるとのこと。このように、市民にとって利便性の高い機種

も販売されていますが、次回の機種選定の方針をどのように考えているのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 ＡＥＤにつきましては、オートショック機能搭載などを利用される方に対して利便性の高い機種の開発が進ん

でおります。今後、設置予定の具体的な仕様につきましては、現在検討中ではありますが、実際に利用される場

面は緊急性が高く、様々な状況も想定されますことから、機種選定については誰もが安全かつ速やかに利用でき

る配慮が必要であるものと考えております。 

 また、今回新たに設置を予定しているコンビニエンスストアにつきましては、従業員の方の入れ替わりが多

く、実際の利用も店舗外が想定されますことや、これまで市で設置してきた公共施設のＡＥＤを含めますと従前

の約２倍の台数を管理することになるため、遠隔監視システムの搭載など、管理面での機能も考慮した検討も必

要であると考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 丸金議員。 

○丸金ゆきこ議員 ありがとうございます。ＡＥＤを使用する方によってハードルが下がると思われますので、

ぜひオートショックＡＥＤも視野に入れて検討していただけたらと思います。 

 それから、我孫子市は平成30年度からコンビニエンスストアにＡＥＤを設置していますが、新たに設置したオ

ートショックＡＥＤをより多くの市民に知ってもらうため、地元のプロラグビーチームの選手たちにコンビニＡ

ＥＤ・ＰＲ隊として協力いただき、広く啓発運動を実施しているそうです。市川市もせっかくＡＥＤのコンビニ

エンスストア設置が始まるのですから、啓発活動についてもしっかりＰＲを進めていただきますよう、併せてお

願いいたします。 

 以上で私の質問を終わります。次に、補足質問者の冨家薫議員と交代しますので、よろしくお願いいたしま

す。どうもありがとうございました。 



○稲葉健二議長 次に、冨家薫議員。 

○冨家 薫議員 チームいちかわ、冨家薫、これより補足質問をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 大項目、市立学校における外国籍児童への支援についてお聞きしました。日本語指導教室設置は、児童18人に

先生１人の配置、現在は10校。市費により、日本語指導の補助教員を配置している学校があるということでし

た。急激な増加に追いついていないということを感じます。増加する外国籍の児童生徒の数にできるだけ対応で

きるように、予算の確保もお願いしたいところでございます。 

 再質問です。外国籍の児童生徒の進路についても様々な困難があると考えられますが、進路指導における支援

がどのようになっているのかを伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 進路指導における支援については、校内では学校の教員や通訳を交えて行っております。校外で行われている

進路指導に関する支援として教育委員会が把握しているものは、民間団体の房総多文化ネットワークが年に１回

開催している、日本語を母語としない親と子どものための進路ガイダンスがあります。こちらのガイダンスで

は、日本の高等学校の仕組みや千葉県立・市立高等学校の入試制度、高等学校で必要となる費用について、通訳

を通して丁寧に説明しております。千葉県教育委員会の担当者や数校の高等学校の教員も進路ガイダンスに参加

することから、参加者にとっては、進路について不明なことを直接質問することができる場となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 冨家議員。 

○冨家 薫議員 ありがとうございます。民間団体が主催するガイダンスがあるということですけれども、引き

続ききちんと連携を図ってフォローアップができるようお願いいたします。 

 外国籍の住民が１年間で１割も増加しているということで、その対応が本当に大変だと思います。皆さん、御

苦労されているのを感じます。誰にとっても住みやすい町になるよう、外国籍の子どもたちへの支援もしっかり

と行っていただきたいと思います。 

 次に移ります。フードリボンプロジェクトについてです。御答弁ありがとうございました。市が関わっている

ことで保護者も子どもも安心して利用できる、そのように市が関与しているメリットというのは大いにあると思

います。その視点で引き続き関わっていただけたらよいのかなというふうに感じております。 

 再質問として、複数の参加店舗でリボンの活用についての相談をどこにしていけばいいのかという質問を受け

ました。市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 フードリボンプロジェクトは、市内に所在する一般社団法人が考案し、全国共通の仕組みとして運営されてお

ります。そのため、リボンの新たな活用方法については、この運営団体と協議する必要がございます。しかしな

がら、市はこのプロジェクトを後方から支援する立場として、地域の実情を理解した上で参加店舗の相談に乗

り、運営団体との間を取り持ち調整する役割を担うものと考えております。また、参加店舗と地域で活動する団

体や関係機関をつなぐことができるのは市ならではの役割でもありますことから、今後は参加店舗の意見交換会

や地域での交流会を開催するなどして、協力関係の構築と参加店舗のサポートに努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 冨家議員。 



○冨家 薫議員 ありがとうございます。運営団体のルールに沿った運営というところで、参加店舗は運営団体

に相談することが望ましいことが分かりました。市の役割として、参加店舗同士の仲をつないでいただくこと、

非常に重要な役割だと思います。そして、運営団体との仲介も併せて引き続きよろしくお願いいたします。 

 私が聞いている居酒屋さんでは常に子どもたちが来て、常にリボンもあるんですけれども、常時10個ぐらいし

かないような店舗も確認しておりますので、引き続き経過を見守っていきたいと思っております。 

 では、この質問はこれで終わりにして、続きまして、ぴあぱーく妙典の質問に移りたいと思います。御答弁あ

りがとうございます。今までにない新しい機能を備えた施設ということが分かりました。この居場所によって、

子どもをサポートする姿勢であらゆる子どもたちの困り事に沿った解決方法を各部署が連携し、各関係機関につ

なげていくことができる、そんな機能のある施設になればと思っております。 

 そこで再質問です。ぴあぱーく妙典で子ども食堂ができたらと思いますが、子ども食堂の拠点は北部、特に中

部に集中しております。南部は２拠点です。こうした状況に対して、子ども施設を活用することで、南部で子ど

も食堂を増やすために北部で実施している団体と連携できないか、市の考えを伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 現在、本市が把握する市内の子ども食堂は20団体まで増加いたしましたが、御指摘のとおり、行徳や南行徳な

どの南部地域は江戸川より北の地域と比べると少ない状況にございます。こうした状況に対して子ども食堂を増

やすためには、場所の確保や担い手の育成といった課題があると認識しております。この課題を解決するに当た

って、子ども食堂が開催できるキッチンを備えたぴあぱーく妙典こども施設は南部地域での有力な開催場所とな

ると考えております。例えば北部や中部で子ども食堂を行う団体と連携し、子ども食堂の出張開催ができれば、

子ども施設に来た子どもの支援に興味のある方が子ども食堂の活動に直接触れることで活動への意欲が高まり参

加につながるなど、子ども食堂を新たに立ち上げるきっかけづくりになることが期待できます。また、北部や中

部で活動する団体に協力していただければ、南部に活動を呼び込むきっかけとなる子ども食堂を体験するイベン

トや活動者間の交流会などの開催も考えられます。このように、施設の集客力や発信力を活用しながら現在活動

している団体と連携し、南部地域での担い手の育成や活動機運の醸成に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 冨家議員。 

○冨家 薫議員 具体的にありがとうございます。市がそれぞれに必要な場所、団体、人同士をつなげていける

可能性があることが分かりました。ですから、これからは、よりその中身を充実させるべく、さらにいろいろな

意見を柔軟に取り入れて積み重ねていくことが重要と思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたしま

す。 

 では、最後に三番瀬の自然環境を生かしたまちづくりについてです。干潟の再生についての御答弁をありがと

うございます。自然豊かな楽しめる市川の誇れる海になるよう、よろしくお願いいたします。 

 そこで、干潟再生の今後の予定についてお聞きします。 

○稲葉健二議長 秋本行徳支所長。 

○秋本賢一行徳支所長 今後の干潟の整備につきましては、整備期間中はモニタリング調査を継続的に行うとと

もに、令和７年４月から８月にかけて、市川漁港の航路しゅんせつ工事により発生した砂を用いて事前覆砂を実

施したいと考えております。覆砂にしゅんせつ土を用いる理由は、同じ三番瀬内の砂を使用することにより整備

海域の環境に十分な配慮をするためであります。事前覆砂後、砂の定着具合を検証した後に、令和８年度に砂止

め用の蛇籠の設置を含めた干潟整備の実施設計、９年度、10年度には整備工事を行う予定であります。 



 なお、施工する期間につきましては、各年度ともノリの養殖期間である９月から３月を除いた４月から８月を

予定しております。そして、11年度に整備完了後のモニタリング調査を行った後、干潟の利用が開始できるもの

と考えております。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 冨家議員。 

○冨家 薫議員 ありがとうございます。令和11年の利用に向けての御回答、ありがとうございます。塩浜地区

では、現在は護岸から海を眺めることしかできません。近隣に気軽に自然の干潟に触れ合える場ができればにぎ

わいもでき、６月定例会でもお伝えいたしましたが、若い世帯が増える可能性もあります。自然に触れ合える環

境が整備されることを望んでいます。 

 また、三番瀬は傷ついた自然です。毎年、青潮の発生や、干潟やアマモ場などの減少により生き物も随分減っ

ています。三番瀬の海域内でしゅんせつした砂を利用し覆砂を行い、干潟をつくることは、もともといた生物の

数や種類を回復することにつながりますので、その傷を癒やす大切な取組だと思っています。 

 そして、スポーツ部からのサウンディング調査。海の立地を生かすアイデアやスポーツ施設以外の収益を見込

める施設の提案など、御回答ありがとうございます。 

 再質問として、サウンディング調査を現時点でどのように評価しているのか。また、安全で楽しく干潟で楽し

める環境をつくるために施設設備を検討すべきと思いますので、覆砂による干潟整備との関連について伺いま

す。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 サウンディング調査では、海の見える立地を生かすための提案やレジャープール等のスポーツ施設のほか、

人々が集い、楽しむことのできる様々な施設の提案等、多様なアイデアが寄せられました。そのため、今後の整

備方針を検討するに当たり有意義な調査であったと考えております。現在、調査の結果を受け、今後の整備方針

を検討しているところでございます。その中で、干潟整備の進捗を注視しながら関係部署と連携を強化し、多様

な世代が海を感じ、触れ合うことのできる場の整備を目指していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 冨家議員。 

○冨家 薫議員 ありがとうございます。今回の調査地には、再生する干潟と連携させ、海との触れ合いの場に

資する機能もつけるべきと考えます。市民が海に親しめる市川ブランドをつくっていただきたいと思っていま

す。よろしくお願いいたします。 

 最後の質問はカワウです。御答弁ありがとうございます。市川漁協においては被害がないということでした。 

 そこで再質問です。環境省のガイドラインは、計画的な管理が被害を減らすという考え方を示していますが、

市はどのように認識しているのかを伺います。 

○稲葉健二議長 秋本行徳支所長。 

○秋本賢一行徳支所長 お答えいたします。 

 国は、平成26年４月にカワウ被害対策強化の考え方で、漁業被害を与えるカワウの個体数を令和５年度までに

半減させる目標を示しております。千葉県においては、千葉県農林水産業振興計画を踏まえ、令和４年３月に東

京内湾地域水産業振興方針を策定し、その中でカワウ被害対策に取り組む方針を示しております。また、行徳鳥

獣保護区における県の対策としては、境界付近にカワウが群がらないよう、樹木の伐採や枝払いを行っているほ

か、巣をつくらないように監視する区間を大幅に拡大するなどの対策に取り組んでいるところであります。本市



におきましては、これまでも県に対し、カワウの個体数の適正管理などを要望してきております。今後も要望を

継続するとともに県の取組を注視してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 冨家議員。 

○冨家 薫議員 ありがとうございます。私は鳥類の専門家ではないので素人的な考えではありますが、今のお

話によると、やはりカワウの被害は近隣住民が受けている悪臭だけではなく、漁業被害もあると思っています。

初回の質問で、カワウが年間に食べる魚の量1,700tとお答えいただきました。ちなみに市川漁業協同組合の漁獲

量は１年間で125tです。東京湾における魚類はかなり食べられており、直接的かどうかはともかく、漁獲量の減

少につながる１つの原因になっていると考えられます。美観を損ねる悪臭などの生活環境の改善とともに、漁場

の改善のために、これからもカワウ問題に積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 最後になります。市川市において、最も三番瀬に近く、その地域で子どもたちを育み、地域活動を続けている

私たちにとって、この海の構想を市長が御提示されたことに心から賛同の意をお伝えいたします。 

 そして、我々チームいちかわは、それぞれの地域活動を基に一生懸命取り組んでまいりました。理事者の皆様

にはいつも優しく御説明いただき、本当にありがとうございます。理事者の皆様の本市に対する熱意、お考えに

心から敬意を表しております。皆様とともに本市の未来を考える機会を与えていただいて、とても感謝しており

ます。初心を忘れず頑張りたいと思いますので、これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 これでチームいちかわの代表質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございます。 

○稲葉健二議長 これをもって代表質問を終結いたします。 

 以上で報告第31号及び報告第32号を終わります。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 この際、議案第55号市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてから議案第85号診療報

酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のと

おり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。 

 お諮りいたします。議案第86号については、会議規則第37条第３項の規定により、委員会の付託を省略するこ

とにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。これをもって討

論を終結いたします。 

 これより議案第86号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案について同意することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありません

か。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は同意することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。諮問第４号から諮問第６号については、会議規則第37条第３項の規定により、委員会の付

託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。 



 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。これをもって討

論を終結いたします。 

 これより諮問第４号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。 

 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れは

ありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。 

 これより諮問第５号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。 

 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れは

ありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。 

 これより諮問第６号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。 

 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れは

ありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。報告第30号については、会議規則第37条第３項の規定により、委員会の付託を省略するこ

とにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。これをもって討

論を終結いたします。 

 これより報告第30号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。

――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 お諮りいたします。常任委員会審査のため、明２月28日から３月４日まで６日間休会すること

にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって明２月28日から３月４日まで６日間休会することに決定いたし

ました。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

午後４時38分散会 



 

 

 

第  ５  日 

 

令和６年３月５日（火曜日） 



令和６年２月市川市議会定例会議事日程（第５号） 

令和６年３月５日（火曜日）午前 10 時開議 

 

第１ 議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について   （委員長報告） 

第２ 議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

の廃止について                            （委員長報告） 

第３ 議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について         （委員長報告） 

第４ 議案第58号 市川市税条例等の一部改正について                    （委員長報告） 

第５ 議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について                   （委員長報告） 

第６ 議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について  （委員長報告） 

第７ 議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について                 （委員長報告） 

第８ 議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について     （委員長報告） 

第９ 議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について    （委員長報告） 

第10 議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について                  （委員長報告） 

第11 議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正に

ついて                                （委員長報告） 

第12 議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部改正について                           （委員長報告） 

第13 議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について（委員長報告） 

第14 議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型 

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の一部改正について                          （委員長報告） 

第15 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について                  （委員長報告） 

第16 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について         （委員長報告） 

第17 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について        （委員長報告） 

第18 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について   （委員長報告） 

第19 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号）                （委員長報告） 

第20 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）        （委員長報告） 

第21 議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号）          （委員長報告） 

第22 議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号）           （委員長報告） 

第23 議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算                     （委員長報告） 

第24 議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算               （委員長報告） 

第25 議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算                 （委員長報告） 

第26 議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算              （委員長報告） 

第27 議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算                  （委員長報告） 

第28 議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について            （委員長報告） 

第29 議案第83号 財産の減額貸付について                        （委員長報告） 

第30 議案第84号 財産の減額貸付について                        （委員長報告） 

第31 議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について       （委員長報告） 

――――――――――――――――――――――――― 



本日の会議に付した事件 

日程第１ 議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

日程第２ 議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する

条例の廃止について 

日程第３ 議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第４ 議案第58号 市川市税条例等の一部改正について 

日程第５ 議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について 

日程第６ 議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第７ 議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について 

日程第８ 議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について 

日程第９ 議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

日程第10 議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について 

日程第11 議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改

正について 

日程第12 議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正について 

日程第13 議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

日程第14 議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密 

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部改正について 

日程第15 議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 

日程第16 議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

日程第17 議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第18 議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

日程第19 議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号） 

日程第20 議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第21 議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第22 議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第23 議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算 

日程第24 議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算 

日程第25 議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算 

日程第26 議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 

日程第27 議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算 

日程第28 議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について 

日程第29 議案第83号 財産の減額貸付について 

日程第30 議案第84号 財産の減額貸付について 

日程第31 議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起について 
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会    議 

午前10時開議 

○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第１議案第55号市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてから日程第31議案第85

号診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起についてまでを一括議題といたします。 

 本案に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、建設経済、総務の各委員会の

順でお願いいたします。 

 健康福祉委員長、西村敦議員。 

〔西村 敦健康福祉委員長登壇〕 

○西村 敦健康福祉委員長 ただいま議題となりました議案第60号市川市こども発達センターの設置及び管理に

関する条例の一部改正について、議案第61号市川市敬老祝金支給条例の一部改正について、議案第62号市川市立

養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止について、議案第63号市川市地域共生センターの設置及び管

理に関する条例の制定について、議案第64号市川市介護保険条例の一部改正について、議案第65号市川市指定居

宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第66号市川市指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第67号市

川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第68号市川市指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第71号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部

改正について、議案第73号令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号）のうち健康福祉委員会に付託された事

項、議案第74号令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、議案第75号令和５年度市川市介護

保険特別会計補正予算（第３号）、議案第77号令和６年度市川市一般会計予算のうち健康福祉委員会に付託され

た事項、議案第78号令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算、議案第79号令和６年度市川市介護保険特別会

計予算、議案第80号令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算について及び議案第85号診療報酬等不当利得

返還請求事件に関する訴えの提起について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げま

す。 

 まず、議案第60号について。 

 本案は、児童福祉法の改正に伴い条文の整備を行うほか、所要の改正を行うためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第61号について。 

 本案は、平均寿命の延伸等を踏まえ敬老祝金の支給要件を見直すほか、所要の改正を行うためのものでありま

す。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第62号について。 

 本案は、養護老人ホームいこい荘について、高齢者向けサービス等の充実による入所率の低下、建物の老朽化

による安全性の低下等を勘案し、同施設を廃止するためのものであります。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「これまで施設が果たしてきた役割を



市はどのように認識しているのか。また、廃止に伴い代替となる施設は必要ではないのか」との質疑に対し、

「養護老人ホームいこい荘は、老人福祉法に基づき、虐待等の環境上の理由かつ生活困窮などの経済的理由によ

り、自宅で養護を受けることが困難な高齢者を対象として、入所の措置が適当と判断された者を入所させてきた

施設である。代替施設に関しては、介護保険制度の開始に伴い、特別養護老人ホームをはじめとする各種入所施

設や、有料老人ホーム等の施設も増加し、虐待等で家族との分離が必要な場合、本人の生活状況、あるいは経済

的な状況を踏まえ、各種施設を選ぶことができるようになってきている」との答弁がなされました。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第63号について。 

 本案は、地域共生社会の実現に寄与するため、市民等の社会参加及び介護予防の拠点となる施設として地域共

生センターを開設することに伴い、その設置及び管理について定めるためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第64号について。 

 本案は、介護保険法に基づき令和６年度から令和８年度までの各年度の保険料率を定めるほか、所要の改正を

行うためのものであります。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「一般的に、介護保険制度の財源構成

は、25％が国の支出であり、そのうちの５％相当が調整交付金によるものとのことだが、調整交付金とは具体的

にどのような内容のものか。また、本市における調整交付金の割合はどのくらいか」との質疑に対し、「調整交

付金とは、市町村ごとの介護保険財政の調整を行うため、全国ベースで平均して給付費の５％相当を国が交付す

るものである。具体的には、各市町村の65歳から74歳までの前期高齢者の人数、75歳以上84歳までの後期高齢者

の人数、85歳以上の後期高齢者の人口比率や高齢者の所得水準を基に算出され、国から交付されることとされて

いる。なお、令和６年度の本市における調整交付金の割合については、2.15％と見込んでいる」との答弁がなさ

れました。 

 また、「今回、保険料負担割合を多段階化し、高所得者の負担割合を増やしていることは評価するが、低所得

者等の月額の保険料を据え置くことはできなかったのか」との質疑に対し、「介護保険制度は公的社会保険制度

であることから、介護保険事業に要する費用の増加に伴い、市民の保険料負担を平均で月額400円引き上げざる

を得ない状況にあった。そのため、一部の市民の保険料のみを現行の額から減額または据置きすることは、公平

性の観点から、市民の理解を得ることが難しいと考えたことから、微増での改定としたところである。なお、低

所得者の月額の保険料は、第１段階では月額10円の増、第２段階では50円の増、第３段階では150円の増と、極

力、上昇を抑えた改定とした」との答弁がなされました。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第65号について。 

 本案は、国の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正を踏まえ、指定居宅介護支援事業

所ごとに置かなければならない介護支援専門員の人員に関する基準を見直すほか、所要の改正を行うためのもの

であります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第66号について。 

 本案は、国の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正を踏まえ、管理者が兼

務することができる事業所等の範囲を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化のための措置を義務づけるほ

か、所要の改正を行うためのものであります。 



 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第67号について。 

 本案は、国の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準の改正を踏まえ、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場

合の人員に関する基準を定めるほか、所要の改正を行うためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第68号について。 

 本案は、国の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正を踏まえ、管理者が兼務することができ

る事業所等の範囲を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化のための措置を義務づけるほか、所要の改正を

行うためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第71号について。 

 本案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正及び困難な問題を抱える女性への支

援に関する法律の制定に伴い、条文の整備を行うためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第73号について。 

 今回の補正は、第３款民生費において、私立保育園保育委託料、障害児通所給付費等の増額及び介護施設等整

備事業補助金、老人福祉施設整備費補助金等の減額を、第４款衛生費において、国民健康保険特別会計繰出金、

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金償還金等の増額及び新型コロナウイルスワクチン接

種委託料、新型コロナウイルスワクチン接種体制整備委託料等の減額を計上したものであります。また、継続費

の補正において、地域コミュニティゾーンこども施設整備事業の総額及び年割額を変更し、繰越明許費の補正に

おいて、保育園整備計画事業等の事業費が、年度内の支出が困難となったことにより、翌年度へ繰り越す措置を

行うなどのほか、債務負担行為の補正において、北方保育園家屋等事前調査業務委託費を廃止するものでありま

す。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第３款民生費第２項児童福祉費

第２目児童措置費、子育て短期支援事業ショートステイ委託料について、「本委託料は110万2,000円の減額補正

となっているが、その理由はどのようなものか」との質疑に対し、「本事業は、疾病等により家庭において児童

を養育することが困難となった保護者に対して、児童福祉施設において短期間、子どもを預かる事業である。当

初、予算額810万2,000円を見込んでいたが、実際の契約額が700万円となったことにより契約差金が生じたこと

から減額補正するものである」との答弁がなされました。 

 次に、第４款衛生費第１項保健衛生費第２目保健センター費、不妊治療費交付金について、「本交付金に係る

申請件数は当初の想定と比べてどのくらい減少したのか」との質疑に対し、「当初は、293件を想定して予算計上

したが、現在、申請件数は15件であり、件数ベースでは、約95％の減である」との答弁がなされました。 

 また、「申請件数が想定を大きく下回った理由についてどのように考えているのか」との質疑に対し、「本市の

特定不妊治療費助成は、千葉県の助成に対する上乗せ助成であるが、令和４年４月に不妊治療の多くが保険診療

になった上、千葉県に不妊治療を申請できる人が、令和３年度に治療をしていて、令和４年度にも継続して治療

をしていた人と絞られるため、申請件数が減少したものと考えている」との答弁がなされました。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 



 次に、議案第74号について。 

 今回の補正は、歳出において、国民健康保険事業財政調整基金積立金、償還金等の増額及び資格給付業務委託

料、負担金等の減額を、歳入において、その他一般会計繰入金、前年度繰越金等の増額及び一般被保険者国民健

康保険税基礎課税額現年課税分、普通交付金等の減額を計上し、収支の均衡を図るものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第75号について。 

 今回の補正は、歳出において、負担金、償還金等の増額及び職員の異動等に伴う給与費、負担金等の減額を、

歳入において、介護保険事業財政調整基金繰入金、前年度繰越金等の増額及び職員給与費等繰入金、低所得者保

険料軽減繰入金等の減額を計上し、収支の均衡を図るものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第77号について。 

 予算の主な内容について申し上げますと、まず、第３款民生費において、保育園整備計画事業・公立保育園民

営化事業、母子健康診査事業、ぴあぱーく妙典整備事業等に係る経費を、第４款衛生費において、予防接種事

業、斎場施設整備事業、急病診療・消防出張所等改修事業等に係る経費を計上したものであります。また、継続

費の補正において、北方保育園解体事業を追加し、その総額及び年割額を定めるほか、債務負担行為において、

老人福祉施設整備事業費補助金、斎場整備・運営事業費等の期間及び限度額を定めるものであります。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、第３款民生費から申し上げてまいりま

す。 

 まず、第３款民生費第１項社会福祉費第１目社会福祉総務費、いちカレ事業運営費負担金について、「日々の

生活に困窮している方などに対し、カレーライスを提供するとのことだが、『生活に困窮している方など』と

は、どのような人を想定しているのか。また、対象者をどのように判断しているのか」との質疑に対し、「本事

業においては、日々の生活や、食べるものに困り、カレーライスを食べに来た人に提供している。生活、食事に

困っている人に気軽に来てもらい、温かい食事を食べてもらう観点から、身分を証明するもの、収入を証するも

のなどは求めていない」との答弁がなされました。 

 また、「その場合、事業効果はどのように測定していこうと考えているのか」との質疑に対し、「本事業は、本

年１月26日から始め、現在３事業者の協力を得ているところであるが、提供食数、利用者の状況などを見ていき

ながら、利用者のニーズなどを把握していきたいと考えている」との答弁がなされました。 

 次に、第３目高齢者支援費、ゴールドシニア事業（スマートフォン購入費）補助金について、「本事業は申請

人数の上限はあるのか。また、チケット75においては市民まつりなどにおけるＰＲによって徐々に認知度が拡大

していったと思われるが、本事業の周知はどのように行っていくのか」との質疑に対し、「予算の承認が得られ

た際には、４月当初の『広報いちかわ』で取り上げるほか、市公式ウェブサイトで案内するなど、積極的にＰＲ

していきたいと考えている。また、申請人数の上限については、3,000人としている」との答弁がなされまし

た。 

 次に、高齢者補聴器購入費助成金について、「本助成金の対象者は、非課税世帯とのことだが、対象者の拡大

は考えなかったのか。また、補助金額は、上限３万円とのことだが、十分な金額と考えているのか」との質疑に

対し、「本助成金の対象者は、住民税非課税世帯で65歳以上の高齢者としているが、これは、同種の事業を実施

している近隣他市の多くが住民税の課税状況を要件としていたため、それを参考にしたものである。また、補助

金額についても、近隣他市の多くが２万円を上限としていたこと、浦安市においては、３万5,000円を上限とし

ていたことなどを参考にしたものである」との答弁がなされました。 



 次に、第２項児童福祉費第１目児童福祉総務費、著作権使用料について、「本著作権使用料の内容はどのよう

になっているのか」との質疑に対し、「飲食店が利用客からの寄附により子どもに食事を無料で提供するフード

リボンプロジェクトの啓発として、映画の上映会を開催するための映画上映権の使用料である。フードリボンプ

ロジェクトを推進する運営団体が制作に協力をした命の貴さや日常への感謝をテーマとする映画を上映し、未来

に不安を抱く子どもや若者に希望を与えるというフードリボンプロジェクトの趣旨を伝えるとともに、あわせ

て、リボンの利用について子どもに促すものである」との答弁がなされました。 

 次に、子育て世帯同居・近居スタート応援補助金について、「本補助金は、家庭での子育て支援の拡充と子育

て世帯の定住促進を目的として、親世帯との同居、もしくは近居を開始するために、住宅購入等を行う場合にそ

の費用の一部を助成するためのものとのことであるが、本補助金の要件はどのようになっているのか」との質疑

に対し、「この補助金については、３世代が同居・近居することが要件となっているので、補助金申請時に子育

て世帯、つまり既に子どもがいる、あるいは生まれてくる子どもがいることと、祖父母世帯がいることが要件に

なると考えている」との答弁がなされました。 

 次に、第３目母子福祉費、こどもの受験料支援事業補助金について、「本補助金は、進学段階で、貧困の連鎖

を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等の子どもに対し、受験料、模試費用を補助するためのもの

とのことだが、積算根拠及び想定人数はどのようになっているのか」との質疑に対し、「積算根拠について、本

事業の対象者は、児童扶養手当受給世帯、児童扶養手当受給世帯相当のひとり親世帯、住民税非課税世帯である

子育て世帯であり、住民基本台帳や、今までの給付金等のデータを基に、高校３年生相当に当たる子どもが336

人、中学校３年生に当たる子どもが359人と算定をしている。また、受験率としては、厚生労働省が令和３年度

全国ひとり親世帯等調査結果報告において、子どもの高等学校卒業後の進路の進学率を66.5％としていることか

ら、算定した人数に進学率を加味して、想定人数を219人としたものである」との答弁がなされました。 

 また、「対象者は20歳未満とのことだが、浪人生は含まれるのか」との質疑に対し、「浪人生については、国が

本補助金に関わる要綱において、対象者を20歳未満の者としていることから、浪人生も対象としている」との答

弁がなされました。 

 次に、第４款衛生費第１項保健衛生費第１目保健衛生総務費、公衆浴場組合補助金及び公衆浴場設備改善事業

補助金について、「公衆浴場に関する２つの補助金の内容はどのようなものか。また、現在、市内に公衆浴場は

５つしか営業しておらず、物価高騰により経営も厳しいと聞いている。お風呂がない住居に居住している市民も

おり、災害対策の面からも公衆浴場は重要なものと考えるが、本補助金について、増額しなくてよいのか」との

質疑に対し、「公衆浴場組合補助金については、公衆浴場が行うイベントや無料の入浴体験などの公衆浴場の振

興に係る事業等に対する補助金となっている。公衆浴場設備改善事業補助金については、公衆浴場が設備の改善

を行う工事費や修繕費に対する補助金となっている。補助金の予算額に関しては、昨年同様の計上としている

が、公衆浴場組合補助金などを活用し、市も公衆浴場の経営者等と一緒になって利用者を増やす取組をしていき

たいと考えている」との答弁がなされました。 

 次に、第６目斎場費、次期斎場整備運営事業者選定支援委託料及び斎場整備・運営事業設計委託料について、

「斎場の整備に当たっては、ＤＢＯ方式を利用するとのことだが、業者の選定はどのように行うのか。また、分

割発注など、ほかの方式と比較したＤＢＯ方式による整備のメリットとデメリットをどのように認識しているの

か」との質疑に対し、「業者の選定の方法は、公募型プロポーザル方式を採用している。分割発注などと比較し

たメリットについては、ＤＢＯ方式は、一括発注で設計段階から維持管理まで運営企業の意見も取り入れながら

行っていく。そのため、完成後に使いやすく、管理しやすい施設の整備が可能になると考えている。デメリット

については、発注の準備から契約に至るまで、一括発注に伴う複雑な手続を実施する必要があり、確実に進めて



いくため、アドバイザリー業者の支援を受けながら斎場の整備を進めている」との答弁がなされました。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第78号について。 

 本予算は、歳出において、負担金、特定健康診査等委託料等を、歳入において、一般被保険者国民健康保険税

基礎課税額現年課税分、普通交付金等を計上し、収支の均衡を図るものであります。また、債務負担行為におい

て、特定健康診査受診券等作成委託費、国民健康保険システム標準化対応委託費の期間及び限度額を定めるもの

であります。また、歳出予算の流用は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合、款内の各

項の経費の金額を流用できるよう定めるものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第79号について。 

 本予算は、歳出において、主治医意見書作成等手数料、負担金等を、歳入において、現年度分特別徴収保険

料、現年度分介護給付費交付金等を計上し、収支の均衡を図るものであります。また、債務負担行為において、

介護保険・障がい者福祉システム標準化対応委託費の期間及び限度額を定めるものであります。また、歳出予算

の流用は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合、款内の各項の経費の金額を流用できる

よう定めるものであります。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、歳入第１款保険料第１項介護保険料第

１目第１号被保険者保険料、滞納繰越分普通徴収保険料について、「本市において介護保険料の滞納者はどのく

らいいるのか。また、滞納者に対して、どのような方法で徴収しているのか」との質疑に対し、「滞納者は、令

和４年度決算ベースで2,393人である。また、徴収方法については、保険料を納期までに納付しない場合は、督

促状や文書による催告を行い、納付を促している。その際、一括納付が可能な場合は、同封の納付書で納付をし

てもらい、一括納付が困難な場合は、分割納付という形で納付をしてもらっている。一方で、督促や催告に応答

しない場合は、滞納金額や所得金額とともに費用対効果等を考慮の上、関係法令等の規定に基づき差押え等の滞

納処分も視野に入れて対応している」との答弁がなされました。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第80号について。 

 本予算は、歳出において、後期高齢者医療システム標準化委託料、保険料負担金等を、歳入において、現年度

分特別徴収保険料、現年度分普通徴収保険料等を計上し、収支の均衡を図るものであります。また、債務負担行

為において、後期高齢者医療システム標準化対応委託費の期間及び限度額を定めるものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第85号について。 

 本案は、国民健康保険法の保険医療機関及び生活保護法の指定医療機関の開設者である相手方が不当な請求に

より本市から得た診療報酬及び高額療養費について、その返還に応じないため、相手方に対し、その支払等を請

求する旨の訴えを提起するためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○稲葉健二議長 次に、環境文教委員長、石原たかゆき議員。 

〔石原たかゆき環境文教委員長登壇〕 

○石原たかゆき環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第72号市川市放課後保育クラブの設置及び

管理に関する条例の一部改正について、議案第73号及び議案第77号のうち環境文教委員会に付託された事項につ



いて及び議案第82号市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約について、委員会における審査の経過並びに結果

を一括して御報告申し上げます。 

 まず、議案第72号について。 

 本案は、待機児童の解消を図るため新たに稲荷木小学校放課後保育クラブを設置するほか、所要の改正を行う

ためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第73号について。 

 今回の補正は、歳出第２款総務費第１項総務管理費において、文化振興基金積立金等の増額及び信篤市民体育

館冷暖房設備改修工事費等の減額を、第４款衛生費第２項清掃費において、会計年度任用職員報酬の増額及びし

尿収集運搬等委託料等の減額を、第３項環境費において、電気自動車等導入補助金等の増額及び狂犬病予防集合

注射委託料の減額を、第11款教育費において、校舎等改修工事費、トイレ改修工事費等の増額及び学校給食調理

等業務委託料、放課後子ども教室運営委託料等の減額を計上したものであります。また、継続費の補正におい

て、大洲小学校校舎整備事業の年割額を変更するほか、繰越明許費の補正において、クリーンセンター整備事

業、電気自動車導入促進事業及び小・中学校営繕事業の事業費が、年度内の支出が困難であるため、翌年度に繰

り越す措置を行うとともに、小学校営繕事業について金額の変更を行い、債務負担行為においては、次期クリー

ンセンター整備運営事業者選定支援委託費を追加し、その期間及び限度額を定めるとともに、学校保健定期健康

診断委託費の限度額を変更するものであります。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第11款教育費第１項教育総務費

第３目学校教育指導費、中学校夜間学級調査研究運営協力者報償金について、「今回の減額補正は、文部科学省

の委託事業である中学校夜間学級調査研究事業において、本市が不採択となったことによるものとのことである

が、不採択となった理由は何か」との質疑に対し、「近年、夜間学級の設置数が増加していることにより、採択

の予定数に対して多くの申請があったことや、本市が約20年間採択され続けていることから、今回、不採択にな

ったものと考えている」との答弁がなされました。 

 次に、第２項小学校費第２目教育振興費、学校用備品費及び第３項中学校費第２目教育振興費、学校用備品費

について、「グランドピアノ及びアップライトピアノに係る入札において、当初の見込みより落札金額が低かっ

たことから本備品費を減額するとのことであるが、当初見込んでいた購入金額は幾らだったのか。また、小学校

と中学校で同時にピアノを購入しているが、買い替える期間を決めているということなのか」との質疑に対し、

「当初予算では、グランドピアノ１台当たり約200万円の購入金額を見込んでいたが、落札金額は半額程度であ

った。また、期間については、おおむね35年を経過したピアノを買い替えることとしており、小学校及び中学校

の分をまとめて入札して計画的に購入している」との答弁がなされました。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第77号について。 

 予算の主な内容について申し上げますと、まず、歳出第２款総務費第１項総務管理費において、海外都市交流

事業、北東部スポーツ施設整備事業、国府台公園再整備事業等に係る費用を、第４款衛生費第２項清掃費におい

て、クリーンセンター整備事業、ごみ減量・資源化促進事業等に係る費用を、第３項環境費において、電気自動

車等導入促進事業、スマートハウス普及促進事業等に係る費用を、第11款教育費において、学校給食室運営事

業・学校給食費管理事業、放課後保育クラブ運営事業等に係る費用を計上したものであります。また、継続費に

おいて、第三中学校斜面地整備事業の総額及び年割額を、債務負担行為において、し尿収集運搬手数料徴収委託

費、クリーンセンター整備・運営事業費、宮田小学校建替工事設計委託費等の期間及び限度額をそれぞれ定める



ものであります。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを第２款総務費から申し上げてまいります。 

 まず、第２款総務費第１項総務管理費第22目国際交流費、外国との公式訪問団等受入れ・派遣等委託料につい

て、「本委託料の内容及び委託先はどのようになっているのか」との質疑に対し、「内訳は、ガーデナ市公式代表

団の受入れが191万4,000円、楽山市青少年代表団の受入れが415万9,000円、イッシー・レ・ムリノー市公式代表

団の受入れが50万3,000円、カゼルタ市公式代表団の受入れが40万7,000円、市川市公式代表団のローゼンハイム

市への派遣に係る通訳業務が139万8,000円で、計838万1,000円となっている。委託先は、ローゼンハイム市への

派遣に係る通訳業務については未定であるが、その他の海外都市の受入れ業務については市川市国際交流協会の

予定である」との答弁がなされました。 

 次に、第25目スポーツ費、夢の教室運営委託料について、「本委託の内容及び委託先はどのようになっている

のか」との質疑に対し、「本委託は、オリンピックなどで活躍したスポーツ選手を講師として市内の小中学校や

特別支援学校などに派遣し、夢に向かって努力した話などをしてもらうことで、仲間と協力することや夢を持つ

ことの大切さを児童生徒に教えるもので、委託先は公益財団法人日本サッカー協会である。なお、講師について

は、サッカー選手に限らず、多種多様なスポーツ選手等に担ってもらう予定である」との答弁がなされました。 

 次に、北市川運動公園整備工事費及び工作物等移転補償金について、「本工事は、Ｊ：ＣＯＭ北市川スポーツ

パークの機能拡充を図るためのものとのことであるが、どのような経緯で行うこととなったのか。また、本補償

金は、現在梨畑である用地を更地にするためのものとのことであるが、積算根拠はどのようになっているのか」

との質疑に対し、「工事を行う経緯としては、市川市北東部スポーツタウン構想の当初の計画範囲の中で、一部

の土地の所有者が梨畑の継続を希望していたことから、本市が購入できなかった土地があった。このたび、所有

者から賃借が可能となったため、この土地にバスケットコートとスケートパークを整備することとしたものであ

る。また、本補償金は、梨の木の伐採や梨棚の撤去、移設に係る費用を計上したものであり、令和５年度におい

て、委託を用いて梨の木の本数を数え、梨棚の大きさを測るなどして積算したものである」との答弁がなされま

した。 

 次に、第４款衛生費第２項清掃費第２目塵芥処理費、塵芥収集等委託料について、「本委託料は、労務単価の

上昇による人件費の増加により、令和５年度と比較して増額で計上しているとのことであるが、労務単価はどれ

くらい上昇したのか」との質疑に対し、「労務単価については、千葉県基準を基に算出しており、１日当たりの

労務単価を令和５年度と比較すると、作業員が1,500円、運転手が1,400円の増となっている」との答弁がなされ

ました。 

 次に、不法投棄監視カメラ賃借料について、「本賃借料に係るカメラの設置台数、設置基準及び効果はそれぞ

れどのようになっているのか」との質疑に対し、「現在、市内北部と南部の合わせて２か所にカメラを設置して

おり、設置基準については、パトロールにおける不法投棄の重点地区に設置することとしている。また、カメラ

設置による効果として、令和４年度及び５年度において警察に通報する事案は発生していない」との答弁がなさ

れました。 

 次に、クリーンセンター整備事業に係る費用について、「次期クリーンセンター整備運営事業者選定支援委託

については、事業者の募集や契約締結に係る支援、アドバイザリー業務などを行うものとのことである。そこ

で、アドバイザリー業務において、受託者からどのような助言を受けているのか」との質疑に対し、「受託者か

らは、現在の建設費の高騰の状況や今回の予算計上に当たって留意すべき点についてアドバイス等を受けてい

る。具体的には、大阪万博や能登半島地震の影響はないものと見ており、今後、建設費が下がることはないとの

意見や、国が示している建設工事費デフレーターなどの指標を加味して予算化することが重要である旨の意見を



もらうなどしている」との答弁がなされました。 

 次に、「代表質問において、本体工事費の積算根拠については、環境省の推奨する算定方法を参考にして算出

した旨の答弁があったが、整備費約500億円の積算根拠の詳細はどのようになっているのか」との質疑に対し、

「本体工事費については、環境省が推奨する0.6乗則積算技法を用いて算出した。この方法は、他の自治体の入

札実績を基に、１トン当たりの建設単価に処理規模を掛けて本体工事費を算出するためのもので、これにより算

出された工事費に物価上昇率を反映させるため、建設工事費デフレーターを加味し、約491億円を算出した。こ

のほか、高規格堤防整備費用と既存の管理棟の改修費用を合わせて、約500億円としたものである」との答弁が

なされました。 

 次に、「債務負担行為として計上されているクリーンセンター整備・運営事業費750億円の内訳は、整備費とし

て500億円、20年間の運営費として250億円とのことであるが、この内訳が変更になることはあるのか。また、今

後、債務負担行為の限度額750億円を増額する変更を行うことは考えられるのか」との質疑に対し、「今回計上し

ているのは、整備と運営に係る事業費を合わせた750億円である。この内訳は、予算を執行していく上で、現在

の想定から大きく乖離することは考えにくいが、内訳の変更については、制度上可能である。また、予算の増額

については、想定外の予測できない資材高騰やインフレによるものについては、絶対にないとは言えないが、現

在想定できる範囲の増加率は見込んでいるものである」との答弁がなされました。 

 次に、第３項環境費第１目環境総務費、電気自動車等導入補助金について、「今回、新たに電動バイクを補助

対象とするとのことであるが、積算根拠となっている申請数の見込みはどのようになっているのか」との質疑に

対し、「本市における電動バイクの普及状況の推移を勘案し、令和６年度においては、25件の申請を見込んでい

る」との答弁がなされました。 

 次に、第11款教育費第１項教育総務費第２目事務局費、入学準備金貸付金について、「本貸付金は、令和５年

度と比較し、200万円の減額となっているが、希望者全員に貸付けることができるのか。また、収入要件を緩和

する考えはあるのか」との質疑に対し、「令和６年度において、申込みをして、要件の基準を満たしている者に

は貸付けできると見込んでいる。また、現在、収入要件を緩和する予定はないが、今後検討していく中で、要件

を変更していく可能性はある」との答弁がなされました。 

 次に、第４項第１目学校給食費、学校給食食物アレルギー等対応補助金について、「本補助金の概要及び補助

金額の根拠はどのようになっているのか」との質疑に対し、「本補助金では、重度のアレルギーを持つ児童生徒

や、ふれんどルーム市川に通級して学校復帰を目指している児童生徒の保護者に対して補助を行う予定である。

小学校においては、１日当たり200円の補助を、中学校においては、250円の補助を出席日数に応じて行い、小学

校と中学校合わせて50人分を見込んでいる。また、補助金額の対象経費は児童生徒が持参したお弁当代金である

が、明細を把握することは困難であるため、補助金を適正に執行する観点から、補助対象経費を超えた補助にな

らないよう、これまで保護者が負担してきた学校給食費の額等を参考に単価の設定を行ったものである」との答

弁がなされました。 

 次に、第５項第１目学校保健費、プール授業送迎委託料及びプール授業施設使用料について、「これらの費用

は、本市の児童が学校施設以外のプール施設を使用するためのものとのことであるが、何校の児童が使用するの

か」との質疑に対し、「現在、塩浜学園及び行徳小学校の児童が、学校施設以外のプール施設を使用している。

なお、本委託料は、塩浜学園の児童をクリーンスパ市川へバスで送迎するためのもので、本使用料は、行徳小学

校の児童がコナミスポーツクラブ妙典を使用するためのものである」との答弁がなされました。 

 次に、第６項社会教育費第６目博物館費、考古博物館展示・教育普及事業に係る費用について、「本事業で

は、アイ・リンクタウン展望施設内の廊下壁面に本市の歴史年表を設置するとのことであるが、詳細はどのよう



になっているのか」との質疑に対し、「アイ・リンクタウン展望施設南側の廊下壁面を利用して、幅18ｍ、高さ

３ｍ弱の歴史年表を設置し、太古から現代に至るまでの本市の歴史的事実を日本の歴史との対比の中で、写真や

イラストを用いて分かりやすく紹介する予定である」との答弁がなされました。 

 次に、第８目青少年育成費、放課後保育クラブ指定管理料について、「本指定管理料は、支援員等の処遇改善

による人件費の増などにより、令和５年度と比較して、１億88万4,000円の増額となっているとのことである。

処遇改善の内容の詳細はどのようになっているのか」との質疑に対し、「まず、支援員については、270人を対象

に給与月額を9,000円増額することにより、年額としては、１人当たり10万8,000円の増額となる。また、補助支

援員については、560人を対象に時給を21円増額するものであり、年間で平均約4,400円の増額となる」との答弁

がなされました。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第82号について。 

 本案は、既定予算に基づく市川市行徳公会堂天井等改修工事について、一般競争入札の結果、上條建設株式会

社との間に工事請負契約を締結するためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○稲葉健二議長 次に、建設経済委員長、小山田なおと議員。 

〔小山田なおと建設経済委員長登壇〕 

○小山田なおと建設経済委員長 ただいま議題となっております議案第69号市川市漁港管理条例の一部改正につ

いて、議案第70号市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、議案第73号のうち建設経済委員

会に付託された事項、議案第76号令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号）、議案第77号のうち建設

経済委員会に付託された事項、議案第81号令和６年度市川市下水道事業会計予算、議案第83号及び議案第84号財

産の減額貸付について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。 

 まず、議案第69号について。 

 本案は、漁港漁場整備法の改正に伴い、条文の整備を行うためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第70号について。 

 本案は、地方自治法の改正に伴い、条文の整備を行うためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第73号について。 

 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出第５款労働費において、光熱水費の減額を、第６款農林水産業

費において、ちばの園芸産地整備支援事業補助金の増額及び施設園芸等支援事業補助金の減額を、第７款商工費

において、貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金、事業者エネルギー価格等高騰対策支援金等の増額及びデジタ

ル地域通貨運営等委託料、デジタル地域通貨流通原資負担金の減額を、第８款観光費において、不動産鑑定手数

料等の減額を、第９款土木費において、道路改良等工事費、下水道事業会計負担金等の増額及び自転車乗車用ヘ

ルメット購入費補助金、公園緑地施設整備工事費本庁管内分等の減額を計上したものであります。また、繰越明

許費の補正において、事業者エネルギー価格等高騰対策支援金、自転車走行空間ネットワーク整備事業ほか11事

業の事業費が、年度内の支出が困難であるため、翌年度に繰り越す措置を行うほか、債務負担行為の補正におい

て、道路拡幅用地取得費を廃止するものであります。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第７款商工費第１項商工費第２



目商工業振興費、デジタル地域通貨流通原資負担金について、「デジタル地域通貨の利用額が当初予算額の約

80％程度になると見込まれることから、本負担金を減額するとのことだが、その理由は何か」との質疑に対し、

「令和５年５月から９月まで実施したデジタル地域通貨の実証実験では、一部の市民が、申込みの際に、参加者

１人当たりのチャージ上限額３万円を下回る金額で申込みを行ったことや、チャージ上限額まで入金をしなかっ

たためである」との答弁がなされました。 

 次に、第９款土木費第２項道路橋りょう費第３目道路新設改良費、道路改良等工事費について、「本工事費に

より、自転車走行環境整備工事及び自転車走行空間整備工事を実施するとのことだが、両工事の違いは何か」と

の質疑に対し、「自転車走行環境整備工事は、主に安全対策を目的としており、自転車が車道を通行する際は左

側通行である旨を示す路面標示を、駅周辺や通学路などに設置するものである。一方、自転車走行空間整備工事

は、自転車走行空間ネットワーク整備計画に基づき、快適な自転車走行空間を整備し、路線的にネットワークを

つなげていくものである」との答弁がなされました。 

 次に、第４目交通対策費、自転車乗車用ヘルメット購入費補助金について、「本補助金の申請件数は、当初見

込んでいた２万5,000件に対し、令和６年２月25日現在、約6,300件にとどまっているとのことである。本補助金

制度は、命を守るという観点からも非常に重要であると考えるが、令和６年度以降も継続して実施する考えはあ

るのか」との質疑に対し、「本補助金は、道路交通法の改正により、令和５年４月１日から自転車乗車時のヘル

メットの着用が努力義務化されたことを受け、ヘルメットの着用が市民に浸透することを目的として開始したも

のである。本補助金の申請件数は、令和６年３月までに約8,000件に達すると見込んでおり、これによりヘルメ

ットの着用が市民に浸透する一助となったものと考えていることから、本補助金制度を令和６年度以降も継続し

て実施する予定はない」との答弁がなされました。 

 次に、第４項都市計画費第２目都市整備費、窓・ドア断熱リフォーム臨時補助金について、「本補助金は、あ

んしん住宅助成制度が早期に終了したため、補助を受けることができずに工事を行った市民も対象となるのか。

また、申請件数は何件を見込んでいるのか」との質疑に対し、「本補助金は、主にあんしん住宅助成制度が令和

５年７月に受付を終了したことから、補助を受けることができなかった市民を対象として補助を行うためのもの

であり、令和５年度中に施工済みの改修工事が対象である。また、申請件数については、40件を見込んでいる」

との答弁がなされました。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第76号について。 

 今回の補正は、下水道事業の業務の予定量を改め、収益的収入において、汚水処理等負担金等の増額及び下水

道使用料等の減額を、収益的支出において、管渠清掃等委託料等の減額を、資本的収入において、下水道防災事

業費補助金等の増額及び公共下水道事業債等の減額を、資本的支出において、西浦下水処理場建設費負担金の増

額及び北方地区公共下水道整備事業費本年度支出額等の減額を計上したものであります。また、継続費の補正に

おいて、市川南ポンプ場建設事業の総額及び年割額並びに北方地区公共下水道整備事業の年割額を変更し、企業

債において、起債の限度額を改めるほか、他会計からの補助金として、一般会計から補助を受けるものでありま

す。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、北方地区公共下水道整備事業費本年度

支出額について、「本整備事業において、水道管及びガス管が想定外の場所で発見されたため、工期内の完成が

困難となったことから、事業期間を延伸するとのことだが、工事前により精度の高い調査を実施することで、こ

のような事態を防ぐことはできないのか」との質疑に対し、「深い場所までの試掘調査は、大がかりとなり費用

もかかるため実施していない。また、レーダー探査による事前調査も可能だが、こちらも高額であることから、



その実施については、費用対効果を考慮しつつ検討していきたいと考えている」との答弁がなされました。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第77号について。 

 予算の主な内容について申し上げますと、まず、第５款労働費において、若年者等就労支援事業等に係る経費

を、第６款農林水産業費において、都市農業振興支援事業等に係る経費を、第７款商工費において、デジタル地

域通貨推進事業等に係る経費を、第８款観光費において、魅力発信物品制作事業、街のにぎわい創出事業等に係

る経費を、第９款土木費において、本八幡駅北口駅前地区市街地再開発事業、空家対策事業等に係る経費を計上

したものであります。また、継続費において、斜面緑地崩壊対策事業の総額及び年割額を定め、債務負担行為に

おいて、道路拡幅用地取得費等の期間及び限度額を定めるものであります。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを第８款観光費から申し上げてまいります。 

 まず、第８款観光費第１項観光費第３目大町動植物公園費、動植物園トイレ改修工事費について、「本工事費

によりどのような改修を行う予定なのか」との質疑に対し、「今回の改修工事では、動植物園レストハウス棟１

階の多目的トイレにオストメイト対応設備を設置するなど、バリアフリー化を行うとともに、２階のトイレの床

を湿式から乾式に変更することで、見た目の古さを一新する予定である」との答弁がなされました。 

 次に、第９款土木費第２項道路橋りょう費第４目交通対策費、交通安全指導（スケアード・ストレイト）委託

料について、「本委託料により実施する交通安全指導は、中学生を対象に実際の事故現場を再現して行われるも

のとのことである。このような取組は非常に重要であるが、これだけでは不十分である。市は、関連する新たな

事業を進めていく考えはあるか」との質疑に対し、「本委託料による交通安全指導のほか、一般の市民向けに、

交通公園を活用した交通指導員による交通安全指導の実施や、警察などと協力した交通指導教室の開催などを検

討していきたいと考えている」との答弁がなされました。 

 次に、第３項河川費第３目排水施設管理費、施設修繕料について、「新年度に予定している修繕はどのような

ものか。また、今後の不具合への対応についてはどのように考えているのか」との質疑に対し、「新年度に予定

している修繕は、本北方排水機場の水位計、須和田排水機場及び本郷排水機場の蓄電池設備並びに北方ポンプ場

の排水ポンプなどである。また、今後の不具合への対応としては、事後対応の修繕だけではなく、予防保全型で

計画的な修繕などを進めていくことが重要と考えている」との答弁がなされました。 

 次に、水位監視カメラシステム使用料について、「本市が設置している水位監視カメラの設置台数及び設置箇

所はどのようになっているのか。また、近年、突発的な大雨などが頻発していることへの対応として、今後、水

位監視カメラの台数を増やす予定はあるのか」との質疑に対し、「本市が設置している水位監視カメラは、全部

で21台あり、設置箇所としては、河川・水路に８か所、海岸に１か所、道路に12か所となっている。また、現時

点では台数を増やす予定はないが、今後の気象状況などを見極めながら判断していく必要があると考えている」

との答弁がなされました。 

 次に、第４項都市計画費第２目都市整備費、住宅断熱改修促進事業補助金について、「令和６年度より、新た

に住宅断熱改修促進事業を実施するとのことだが、これまで、住宅断熱改修に対する補助は、あんしん住宅推進

事業において実施していたところである。今後の両事業の関係は、どのようになっているのか」との質疑に対

し、「これまで実施していた、あんしん住宅推進事業における４つの柱のうち、省エネかつ断熱については、令

和６年度より、住宅断熱改修促進事業へ移行して実施することとなる。なお、あんしん住宅推進事業について

は、４つの柱のうち、子育てを削除し、残りのバリアフリーと防災の２つを柱として継続することとしている」

との答弁がなされました。 

 また、「本補助金の申請件数は、どの程度を見込んでいるのか」の質疑に対し、「本補助金の申請件数について



は、従来の窓及びドアの断熱化が110件、拡大事業である窓及びドアの高断熱化が55件、壁・床・天井の断熱化

が10件、合計で175件を見込んでいる」との答弁がなされました。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第81号について。 

 本予算は、下水道事業の業務の予定量、収益的収入及び支出、議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費等について定めるものであります。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、下水道施設長寿命化対策事業につい

て、「本事業による下水道管の長寿命化対策により、下水道管の耐用年数はどの程度延びるのか。また、地震へ

の備えとして下水道施設の耐震化などの対策は行っているのか」との質疑に対し、「現在実施している下水道管

の長寿命化対策は、各家庭から下水道本管に接続する古い取付け管を対象としており、耐用年数の延伸を図るも

のではなく、新しいものと交換するものである。また、地震への備えとしては、マンホールの浮き上がりを防止

する対策とマンホールに接続する管が折れないように柔軟性の高い素材に変更する工事を行っている」との答弁

がなされました。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第83号及び議案第84号について。 

 両案は、株式会社市川市場が公益性の高い地方卸売市場の運営を継続的に行うことができるようにするため、

本市が所有する地方卸売市場の土地、建物及び建物に附属する土地を当該法人に減額して貸し付けるためのもの

であります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○稲葉健二議長 次に、総務委員長、国松ひろき議員。 

〔国松ひろき総務委員長登壇〕 

○国松ひろき総務委員長 ただいま議題となっております議案第55号市川市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

について、議案第56号昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条

例の廃止について、議案第57号市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、議案第58号市川市税

条例等の一部改正について、議案第59号市川市手数料条例の一部改正について並びに議案第73号及び議案第77号

のうち総務委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げ

ます。 

 まず、議案第55号について。 

 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、条文の整備

を行うためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第56号について。 

 本案は、昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等を実施することがないことから、本条例を廃止するためのも

のであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第57号について。 

 本案は、会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給することに伴い、条文の整備を行うためのものでありま



す。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第58号について。 

 本案は、森林環境税を免除する場合の事務の取扱いを踏まえ、市民税に係る減免の申請期限を見直すととも

に、固定資産税等に係る減免の申請期限についても、これと同様の措置を講ずるためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第59号について。 

 本案は、建築基準法の改正に伴い、大規模の修繕等に係る既存不適格建築物の制限の適用除外に係る認定の申

請に対する審査の事務に係る手数料の額を定めるとともに、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正を

踏まえ、危険物の貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の事務に係る手数料の額を見直すほか、所要の改正を

行うためのものであります。 

 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第73号のうち本委員会に付託された事項について。 

 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出においては、第２款総務費において、財政調整基金積立金、基

幹系システム運用管理委託料等を増額あるいは新たに計上するほか、学校コンピューターネットワークシステム

保守等委託料、パーソナルコンピューター等賃借料等の減額を、第10款消防費において、事業用機械器具費等の

減額を計上し、歳入においては、市税、県支出金、市債等を増額するほか、財産収入、繰入金等の減額を計上す

るものであります。また、繰越明許費の補正において、情報システム運用管理事業等について、年度内の支出が

困難であるため、翌年度へ繰り越す措置を行うほか、地方債の補正においては、起債の限度額を変更するもので

あります。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、歳出第２款総務費第１項総務管

理費第２目人事管理費、退職手当について、「退職手当については、定年退職及び早期退職の人数を予測して計

上していると思うが、今回の増額補正の要因は、退職者数が当初の見込みを上回ったことによるものか」との質

疑に対し、「令和５年度は定年の引上げがあったため、定年退職の該当者は当初から見込んでいない。本予算の

増額補正の主な要因としては、応募認定の早期退職者において、過去５年間の平均から、当初は21人の早期退職

者を見込んでいたが、今年度の早期退職者が24人となったことによるものである」との答弁がなされました。 

 次に、第12目情報システム費、学校コンピューターネットワークシステム保守等委託料について、「本委託料

に含まれる業務委託のうち、ＧＩＧＡスクールに係るヘルプデスクユーザーサポート業務において、約１億

4,000万円の入札差金が生じたことから、減額補正を計上したとのことだが、見積価格と落札価格の差額につい

て、どのように認識しているのか。また、落札した事業者が業務を適切に行うことができるかどうか、どのよう

に担保したのか」との質疑に対し、「本委託は全国的に行われている事業であるため、事業者間の競争が激化し

ていることや、ノウハウが蓄積されていることなどから落札金額が低下したものと考えている。また、落札した

事業者とのヒアリングを通して履行確認等を行い、仕様の内容をすべて正確に理解していることを確認したた

め、契約に至ったものである。その後についても、本市においてモニタリングを行い、現在まで支障なく業務が

行われており、現場への影響はないものと認識している」との答弁がなされました。 

 次に、歳入について。 

 第20款諸収入第５項雑入第５目電力売払収入について、「本予算については、当初の見込みより単価が上昇し

たため、増額補正を計上したとのことだが、どの程度単価が上昇したのか」との質疑に対し、「年間の単価契約

の入札の結果、キロワットアワー当たりの単価が、７月から９月の夏季の平日昼間は、18.832円の見込みから



25.3円に、夏季以外の平日昼間は16.247円の見込みから25.3円に、夜間は13.618円の見込みから25.3円に、それ

ぞれ上昇した」との答弁がなされました。 

 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決

の結果、可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第77号について。 

 予算の主な内容について申し上げますと、まず、歳出では、各款において人件費を計上したほか、第２款総務

費において、市制施行90周年記念に関する事業、八幡分庁舎建替事業、情報システム統括事業等を、第３款民生

費第１項第４目国民年金費において、国民年金事業を、第10款消防費において、消防活動車両整備事業及び消防

団活動事業等を、第12款公債費において、令和６年度に償還する市債の元金及び利子を、第13款諸支出金におい

て、土地開発公社業務委託料等を計上したものであります。次に、歳入では、各款において、前年度の実績及び

令和６年度の事業計画に基づき、年度内に収入が見込まれる金額を計上したものでありますが、前年度に比べ収

入増が見込まれる主なものは、固定資産税、地方特例交付金、県支出金、繰入金、諸収入、市債等であり、収入

減が見込まれる主なものは、市民税、市たばこ税、分担金及び負担金等であります。また、債務負担行為におい

て、税務システム標準化対応委託費、戸籍・戸籍附票システム標準化対応委託費等の期間及び限度額を、地方債

においては、起債の限度額等を、一時借入金及び歳出予算の流用は財政運営上の措置として、それぞれ定めるも

のであります。 

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを、歳出第２款総務費から申し上げてまいります。 

 まず、歳出について。 

 第２款総務費第１項総務管理費第６目財産管理費、公共施設整備基金積立金について、「本基金の目標額につ

いて、どの程度を見込んでいるのか」との質疑に対し、「本基金は、公共施設の整備に当たり、一般財源の負担

を軽減し、あるいは、各会計年度における一般財源の負担を平準化する役割を担うものであることから、基金の

目標額は設定していない。このため、実際の積立金の額は、今後見込まれる整備費用を踏まえた中長期的な見通

しに基づき、財政課と協議の上、決めていくこととしている」との答弁がなされました。 

 次に、第７目企画費、政策推進参与報酬について、「政策推進参与の選定に当たり、その目的及び期待する成

果はどのようなものか。また、選定の基準はどのように考えているのか」との質疑に対し、「政策推進参与につ

いては、市長の求めに応じ、重要な施策の推進等に関して必要な意見を述べ、または助言及び提言を行うことを

目的としている。例えば、地域住民との連携や地域活性化、それらを基にするまちづくりなど、多くの分野に密

接に関わる政策について、より広い知見で専門的な助言を行うことを想定している。選定に当たっては、関連す

る著書や講演の実績などを踏まえながら、そのような目的に合致する人物を選定したいと考えている」との答弁

がなされました。 

 次に、同じく企画費、90周年記念周知横断幕設置等委託料について、「市制施行90周年記念事業について、市

のロゴと90周年の文字が入った横断幕を設置するだけでは、周知がうまくいくとは思えないが、どのような工夫

を考えているのか」との質疑に対し、「様々な事業やイベントに90周年という冠をつけるとともに、実施に当た

っては、事前に効果的な周知を行うよう各部に伝えている。また、民間企業とコラボレーションできるイベント

などについても既に民間企業と協議を進めている」との答弁がなされました。 

 次に、第９目公平委員会費について、「本市では、公平委員会が十分に機能していないのではないかと考える

が、過去数年間において、本委員会が対応した件数は何件あるのか。また、本委員会の職員への周知方法につい

て、庁内へのポスター掲示などの工夫は行っているのか」との質疑に対し、「公平委員会の主な業務のうち、令

和２年から５年までの期間における対応件数として、不利益処分についての審査請求が１件、職員からの苦情相



談が６件であった。また、職員への周知については、現在、ポスター掲示等は行っていないため、今後、検討し

ていきたいと考えている」との答弁がなされました。 

 次に、第14目自治振興費、自治会等提案地域活性化事業補助金について、「本補助金の計上に当たり、事前に

自治会から要望を調査していると思うが、どのような事業が予定されているのか」との質疑に対し、「本補助金

を活用した事業としては、街角に近隣の小学生が作成した絵画などを展示するための展示コーナーを設置する事

業、また、地域の歴史を調査し、それを看板のような形で周知することで、郷土愛や歴史文化の継承を図る事業

が予定されている」との答弁がなされました。 

 次に、第19目市民活動推進費、事業用機械器具費について、「本予算は、仮称八幡市民複合施設で使用する備

品を購入するためのものとのことだが、その内訳はどのようになっているのか」との質疑に対し、「本予算9,000

万円の内訳の主なものとしては、つどいの広場で使用するものとして約700万円、貸室で使用するものとして約

1,300万円、貸室の中の音響設備等として約2,000万円、館内のフリースペースに設置する什器として約2,000万

円、併設するカフェで使用するものとして約700万円、その他として約2,300万円となっている」との答弁がなさ

れました。 

 次に、債務負担行為、信篤公共施設整備事業者選定支援委託費について、「本委託の内容はどのようなもの

か」との質疑に対し、「信篤地域の公共施設の再編は、公民連携による公共施設と民間施設の合築とし、事業者

の選定に際してはプロポーザル方式を取ることを検討している。本委託は、この事業者の選定に当たり、提案に

求める業務の水準等を示す要求水準書の作成や、選定における審査・評価基準の策定、あるいは、選定後の基本

協定書や契約書等の作成・締結に至るまでの法的な支援等を受けるものである」との答弁がなされました。 

 次に、第10款第１項消防費第２目非常備消防費、消防団員出動報酬について、「本予算は、令和５年度当初予

算に比べ減額となっているが、この理由はどのようなものか」との質疑に対し、「令和５年度当初予算において

は、出動回数を7,360回と見込んでいたが、本予算においては、実績を踏まえて7,045回とし、また、団員数につ

いても、令和５年度に比べ５名の減としていることから、減額計上となったものである」との答弁がなされまし

た。 

 次に、歳入について。 

 第20款諸収入第５項第６目雑入、有価物売払収入について、「本予算は、令和５年度当初予算に比べ、約6,000

万円増の約２億7,000万円の計上となっているが、この増額計上の要因はどのようなものか」との質疑に対し、

「本予算は、主にクリーンセンターに搬入された鉄、アルミ、アルミ缶、金属類などの一般廃棄物を売却して得

る収入であるが、これら廃棄物の単価の上昇が、増額計上の要因である」との答弁がなされました。 

 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決

の結果、可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○稲葉健二議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありません

ので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 

 とくたけ純平議員。 

〔とくたけ純平議員登壇〕 

○とくたけ純平議員 日本共産党のとくたけ純平です。ただいま議題となっております議案第64号市川市介護保

険条例の一部改正について、第78号令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算、第79号令和６年度市川市介護



保険特別会計予算、第80号令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算に対し、会派を代表し、反対の立場か

ら討論を行います。 

 議案第64号は、第９期の介護保険料を基準額で約6.89％の値上げをするものです。市は、低所得者に配慮をし

た見直しであるとしていますが、生活保護受給者及び非課税世帯となる第１段階から第３段階に対して、料率こ

そ引き下げられていますが、基準額が上がっているため、結局は全段階とも値上げであり、非課税世帯に対して

でさえ、年間で120円から1,800円の値上げとなっています。第４段階、第５段階の世帯課税本人非課税である場

合には、年間で3,840円から4,800円の値上げが示されています。たかが120円、たかが数千円だと感じるでしょ

うか。今、物価高騰により、市民の生活が困窮していることは言うまでもありません。年金は増えず、年金生活

者からの悲痛な声が後を絶ちません。スーパーを何軒も渡り歩き、１円でも２円でも安いものを探したり、数円

単位でこつこつとポイントをためたりし、何とか生活をやりくりしている市民の姿が見えていますか。いちカレ

を食する生活困窮者に対して、来年度から介護保険料が上がりますと、どのような顔で言えばよいのでしょう

か。先日、お話を伺ったある高齢者は、生活が苦しくて、安楽死の制度があれば選びたいとまで話していまし

た。この社会の厳しさ、冷たさを象徴する言葉だと感じます。 

 そもそも非課税の制度があるのは、課税をすれば、憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が保

障できないからです。そのような方から強制的に保険料を徴収すること、ましてや３年ごとの計画の見直しのた

びに値上げをすることは、間違っていると言わざるを得ません。今回、所得段階を多段階化し、高所得者の乗率

をより引き上げる計画ではありますが、所得の再分配という観点で見れば、まだまだ不十分です。少なくとも本

人非課税の第５段階までの保険料を据え置くべきです。 

 また、介護保険制度では、25％が国の負担だと言われることがありますが、そのうちの５％分は調整交付金と

なっています。この調整交付金の割合は自治体によって異なり、本市は比較的高齢者が少ないなどの事情によ

り、およそ2.15％程度しか交付されないとのことです。そもそも介護保険制度ができる前の措置制度では、国が

50％の公費負担をしていました。高齢化の進行による保険給付費の増加は、はなから予測できたものです。それ

に見合った財政負担を行わない国の責任が問われます。現在、調整交付金が５％出た場合で25％とされている国

の負担率を30％にすれば、市民負担を軽減することができます。さらに、40％、50％と国の負担率を引き上げ、

被保険者の負担を軽くすることを市長会などでもっと強く働きかけるべきです。このことを求め、議案第64号に

対する反対討論といたします。 

 次に、議案第78号です。この会計は、昨年の９月定例会で可決された９年ぶりとなる国民健康保険税の値上げ

となる条例改正に基づいて組まれているものです。その改正の内容は、所得割は医療給付分と後期高齢者支援金

分を合わせて8.75％から9.40％へ、介護納付金分が1.50％から2.05％へ、均等割は後期高齢者支援金分が月に

6,800円から8,800円へ、介護納付金分が月に１万800円から１万3,600円へと値上げされるものです。保険税は、

１人平均年間約8,000円の値上げとされていたものです。国民健康保険の加入者は、年金生活者、自営業者、フ

リーランス、無職の方が多いことから、物価高騰の影響を強く受けている被保険者が大変多い状況です。年金生

活者においては、ほかにも介護保険料が大きな負担になっており、自営業者においては、インボイス制度実施に

よる打撃も深刻なものがあります。 

 そんな中、滞納者に対する差押えの件数は、令和３年度が307件、令和４年度が511件、令和５年度は１月まで

で既に719件とのことです。本市の国保加入世帯は約６万世帯ですから、100世帯に１世帯以上が差押さえをされ

ているということになります。信じられないような数字になっています。また、滞納者の物、または住居、その

他の場所を捜索する行為は、令和３年度が１件、令和４年度が２件、令和５年度は１月までで既に10件というこ

とです。こちらも大幅に増えています。この数字から、社会情勢が厳しくなる中、支払うことができずに苦悩す



る市民の姿が浮かび上がってきませんか。本市は、この上で、さらなる値上げをしようとしているのです。 

 国は、国民健康保険は国民皆保険の最後のとりでであるとし、社会保障であるとしています。であるなら、国

が制度の財源保障に責任を負うべきです。にもかかわらず、国は一般会計からの法定外繰入れによる赤字の補塡

の早期解消を求めています。あまりにもひどい話です。本市は、国が求めるとおりに法定外繰入れを解消するこ

とを前提として今後を見据えているように思いますが、その先に待ち受けている未来とはどのようなものでしょ

うか。経済的な理由で治療が受けられず死者が出る、そんな未来ではないでしょうか。 

 当然ながら、地方自治体は国の下請ではありません。あくまで対等な関係です。国の法定外繰入れ解消の求め

に応じて国保税を引き上げるのが、住民の命と健康を守るべき地方自治体の役割だとは思えません。住民の生活

に寄り添って、国に対して補助額の増額をもっと強く求めるべきです。その上で、高過ぎる国保税を引き下げ、

無理なく支払える制度にしていくことこそが、本市のすべきことだと考えます。 

 また、現在、未就学児の均等割を５割軽減する制度がありますが、中には、独自に高校生世代までの減免を行

っている自治体もあります。本市もそのような制度を検討したり、国に求めたりするなど、減免制度の拡大も検

討していただきたいと思います。 

 以上、議案第78号に対する反対討論といたします。 

 次に、議案第79号です。来年度から第９期の介護保険事業計画が始まります。さきに述べたとおり、議案第64

号では、介護保険料の引上げが案として上がっています。本議案における介護保険料の歳入は、対前年度予算比

で５億5,500万円以上も増額しています。それだけ高齢者に重たい負担がのしかかるということではありません

か。働いても実質賃金は上がらず、年金も上がらず、物価が高騰している中、介護保険料も引き上げられれば、

高齢者の生活がいかに苦しいものになるかは明らかです。これでは、せっかくのゴールドシニア事業もかすんで

見えてしまうのではないでしょうか。 

 また、介護保険サービスは、保険あって介護なしという状況がより深刻なものとなっています。これまでに利

用料２割負担及び３割負担の導入、特養入所を要介護３以上に制限、要支援１、２の介護保険外し、部屋代や食

事代などの自己負担の補助対象外拡大などの改悪が行われてきました。今回の改定で危惧されていたケアプラン

の有料化や、要介護１、２の訪問介護、通所介護の総合事業への移行、介護２割負担の拡大などは今のところ見

送られていますが、継続して検討される状況です。これでは介護保険制度自体が生きながらえたとしても、中身

が空っぽで、要介護高齢者の生活を支えることができない制度となってしまいます。このことを強調して、議案

第79号に対する反対討論といたします。 

 次に、議案第80号です。平成20年度から始まった後期高齢者医療制度は、住民を年齢で区切って、高齢者を別

枠の医療保険へ強制的に囲い込み、負担増と差別医療を押しつけるものです。これまでも保険料の値上げが繰り

返されてきましたが、今回の値上げでは、均等割が年間４万3,400円から４万3,800円に、所得割は8.39％から

9.11％に値上げとなります。平均で１人当たり年間4,152円の値上げとなり、年間の平均保険料額は８万3,927円

となります。この状況で老後の暮らしに希望を持てるでしょうか。これでは、ゴールドシニアではなく、コール

ドシニアだと言われてしまってもおかしくありません。 

 一方で、一昨年の10月から一定以上の所得がある被保険者の窓口負担が１割から２割になってしまいました。

これに伴い、本市の医療機関からも後期高齢者が医療を抑制している実態が伝えられており、医師から見ても、

本来必要と考えられる医療が受けられていない状況が危惧されています。 

 さらに、出産育児一時金が42万円から50万円に増額されることを機に、その財源の一部が後期高齢者医療制度

から捻出されることになります。おかしな話です。出産育児一時金の増額に異論はありませんが、低所得者に対

して負担が重い保険料に上乗せすることには反対です。高齢者が安心して生きていける社会を目指し、後期高齢



者医療広域連合に対して働きかけをすることを求めまして、議案第80号に対する反対討論といたします。 

 以上、４つの議案に共通することは、防衛費の増額、アメリカからの兵器の大量購入には多額の公費を投げ入

れる国が、住民の医療を受ける権利を保障することに対しては、公費ではなく住民の負担を強いているという点

です。住民の福祉の向上に公費の投入を優先するよう、国に対して強く働きかけることを改めて求め、議案第64

号、78号、79号、80号に対する反対討論といたします。 

○稲葉健二議長 大場議員にお伺いしますが、討論のボリュームは……。 

〔大場 諭議員「ボリュームは収まります」と呼ぶ〕 

○稲葉健二議長 そうですか。 

 それでは、次に大場諭議員。 

〔大場 諭議員登壇〕 

○大場 諭議員 公明党を代表して、賛成の立場から討論を行います。大場諭です。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 議案第73号、議案第77号について討論を行います。 

 初めに、議案第73号令和５年度一般会計補正予算について。本補正予算の歳出について、国の補正予算等への

対応として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、生活者、事業者に対する支援などを行われ

ます。物価高騰の影響に対する支援については、交付金５億4,848万円のうち３億2,970万9,000円が活用され

る。生活者支援ではゴールドシニア事業、チケット75、579万1,000円が予算化されており、これは昨年実施され

たバス、タクシーのチケットを支給するチケット75において、あふれたバス1,187名、タクシー1,661名の方にチ

ケットを支給するためのものである。そのほか、電気自動車等導入促進事業、窓・ドア断熱リフォーム臨時補助

金があります。事業者支援では、事業者エネルギー価格、貨物運送事業者燃料費、介護サービス事業所原油価

格、障害福祉サービス事業所等原油価格などへの物価高騰対策支援金として、物価高騰で苦しまれている生活者

や事業者に対する支援について予算化されています。 

 次に、議案第77号令和６年度市川市一般会計について。まず、予算編成について、令和６年度の予算編成に当

たっては、令和５年度同様に、財政保全措置と緊急事業選択の継続、社会経済情勢等を踏まえた対応、自主財源

の確保を基本的な考えに予算編成が査定なされたとのこと。このうち財政保全措置の取組については、特定の経

費を除いた経常的経費及び政策的経費に関わる事業について、令和５年度当初予算における同事業の一般財源額

を上限とする要求額を５％のマイナスシーリングの継続がなされるが、保育園の運営に関わる委託費や障がい者

支援に関わる扶助費など義務的な経費は対象外とし、道路の補修や側溝清掃、公園などの草刈りなど生活に身近

なサービスについても予算を確保するなど、市民生活に配慮した上で実施したものとなっており、６年度予算も

同様の考えで編成を行っており、財政保全措置による市民生活に大きな影響はないとされているとのことであり

ます。これについては一部理解はいたします。 

 ただ、予算編成でシーリングのかかることはメリット、デメリットがあります。メリットは、財政規律が強化

される、優先順位が明確化される、財政の効率的な配分がなされるなどがあります。ただし、デメリットは、予

算要求の段階で金額が決められるため、社会経済の変化に応じた柔軟な事業展開が困難になる可能性がある。ま

た、不要な事業にあっても、基準内であれば財政等級は査定しないことで既存の事業の支援が補塡されるおそれ

があります。さらに、一律の削減要求により、新しい事業の提案や創造的な取組が抑制される可能性がありま

す。今後は、これらの点を踏まえ、マイナスシーリングを適用する際には、その影響を慎重に評価し、バランス

の取れた予算編成を行っていただきたいと思います。 

 次に、当初予算フレームについて。一般会計の予算規模が1,768億円、約６％拡大した主な要因は、歳出面で



は、国の制度改正などに伴う経費が増額、既に着手している建設事業の進捗などにより事業費が増となってい

る。また、歳入面では、市税収入において、個人市民税の定額減税を実施、減税に伴う減収相当額、マイナス約

23億円が地方特例交付金として全額補塡されることなどが主な拡大の要因となっている。新年度の当初予算で

は、市税収入そのほかの財源を活用し、増加する義務的経費への対応を図りながら、子ども・子育て施策の強化

と教育の充実、高齢者などへの支援、地域脱炭素の推進、消防・防災力の強化、地域経済・観光の活性化につい

て予算を確保されている。そのほかクリーンセンターの建て替えに向けた予算化や公共施設の老朽化対応の財源

確保のため、基金への積立てを行うなど、予算の配分を行うなど、諸課題の解決に向け持続可能な行財政運営を

確立するための予算としたところとなっております。 

 それでは、各施策について見ますと、初めに、子ども・子育て支援策強化への課題の認識と施策について、本

市でも少子化が進行しており、妊娠期から切れ目のない支援を充実させ、安心して子育てできる環境づくりが重

要な課題と認識され、少子化対策に集中的に取り組む施策が実施されています。その中で、こども未来戦略に基

づき実施される事業、こども家庭センターが設置され、全ての妊産婦、子育て家庭に対して、妊娠、出産や子育

てに関わる情報提供や相談への対応、児童虐待の通告や相談の受け付け、支援が必要な妊産婦や子育て家庭への

支援方針の検討など多くの支援が行われます。また、保育園整備計画事業、産後ケア事業、子どもの居場所づく

りの支援事業、子ども医療費助成事業などが継続されるとともに、新たに市の単独事業として、３世代の同居・

近居による祖父母による子育てサポートを受けられる環境を整備し、地域での子育て環境の充実を図る子育て世

帯同居・近居スタートを応援する事業として、地域の実情に応じた工夫がなされています。教育環境の充実で

は、学校給食費の無償化及び放課後の子どもの安全、安心な居場所づくり等が継続実施されます。来年度におい

ても、妊娠期から切れ目ない支援を充実させ、安心して子育てできる環境づくりへの予算が確保されておりま

す。 

 ２番目に、高齢者などへの支援について、社会参加を通じた介護予防や健康寿命の延伸に資する施策に重点を

シフトすることを念頭に、敬老祝金の見直しにより2,670万円の削減に対し、スマホや補聴器の購入助成などの

新規事業３事業、チケット75の拡大など拡大事業３事業で、今年度予算と比較して約１億1,900万円を増額して

計上されています。また、デジ活講座を開催し、スマホの使い方、デジタル地域通貨、公共施設の予約方法など

を学び、生活にスマートフォン活用の支援を行う。これらの事業を通じて、ゴールドシニアをはじめとする高齢

者の積極的な社会参加や活動を支援し、地域で生きがいを持って生活できる施策が実施されます。 

 ３番目に、保健衛生の向上として、生活に密着した新事業、帯状疱疹ワクチン接種費用や若年の末期がん患者

への在宅療養サービス等の費用の助成のほか、コンビニエンスストアへのＡＥＤの設置など、市民から必要とさ

れている取組を積極的に予算化されました。 

 ４番として、地域脱炭素の推進について、脱炭素社会、カーボンニュートラルの推進について、脱炭素社会の

実現に向けて、スマートハウス普及促進事業、電気自動車等導入促進事業、住宅断熱改修促進事業などが拡大さ

れております。 

 ５番として、防災・消防力の向上について、崖地等崩壊対策事業として、崖地の危険性がある５か所の崖地等

において安全対策が実施されます。また、消防活動車両整備事業では、市民生活の安全を守るため、今回、はし

ご付消防自動車、高規格救急自動車２台の更新が行われます。 

 ６番として、地域経済の活性化について、デジタル地域通貨推進事業では、目的を市内の資金循環により地域

経済の活性化を図るとともに、健康づくりやボランティア活動に取り組むインセンティブとして行政ポイントを

付与して市民活動の活性化を図るとしています。地域の経済循環の促進、地域経済の自立と発展が期待されると

ころです。ただし、令和７年度以降は、国からの交付金を充当して事業を実施できるとは限りませんので、先進



事例の調査研究を進めて、国費などの特定財源に頼ることなく事業目的を達成できる将来像の確立を目指してい

ただきたいと思います。 

 ７番として、自治体行政におけるＤＸの推進の将来計画等の施策について、国の交付金であるデジタル田園都

市国家構想交付金を活用して電子市役所実現という将来像に向け取り組んでいるとのこと。今後の課題は、ＤＸ

の推進に向けては、行政内部でデジタル人材の確保と育成が重要となりますので、取組を望みます。 

 ８番、公共施設整備の財源確保について、公共施設の老朽化対策など、将来的に歳出増大が見込まれる様々な

行政課題への対応のため、基金への積立てを行う必要も考えられます。クリーンセンター建て替えに向けた財源

確保としては、一般廃棄物処理施設建設等基金積立金として約４億円を予算計上し、基金残高は約90億円に達す

ると見込まれます。そのほか、斎場や学校建て替えなどの公共施設整備全般に活用が可能な公共施設整備基金へ

の積立て約７億円を予算計上し、基金残高は約67億円となる見込みとなっております。重要課題の一つである公

共施設整備に関わる財源確保を行うことは理解いたします。しかし、財源が厳しい状況において、幅広い分野に

おける市民生活に必要な予算を配分しつつ進めるべきであると考えます。計画どおりの更新を進めるとともに、

今後も人口減少化を踏まえた不断の見直しを実施し、さらなる内容充実を図ることが重要であります。 

 最後に、私たちはコロナ危機において、日常がいかに大切かを心から感じたところです。その危機において、

医療、福祉、教育をはじめとする基礎的な行政サービスを提供する市川市、地方自治体が果たすべき役割、存在

を認識された方が多いと思います。来年度においても、市民の平穏な生活が保たれるよう役割を適切に果たされ

るよう、課題は多いですが、必要な財源を確保しつつ、行財政運営をお願いいたします。 

 以上をもちまして公明党の賛成討論とさせていただきます。ありがとうございます。 

○稲葉健二議長 討論の通告をされている加藤武央議員、越川雅史議員に申し上げますが、討論のほうは休憩の

後ということで、よろしくお願いいたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前11時51分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後１時開議 

○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 討論を続けます。 

 加藤武央議員。 

〔加藤武央議員登壇〕 

○加藤武央議員 創生市川の加藤武央です。ただいま議題となっております議案第77号令和６年度市川市一般会

計予算から議案第81号令和６年度市川市下水道事業会計予算までの５議案につきまして、会派清風いちかわ、自

由民主の会、そして創生市川を代表いたしまして、原案賛成の立場から一括して討論をさせていただきます。 

 今年１月１日に発生した能登半島地震では、建物の崩壊や津波などにより多数の貴い命が失われました。この

場をお借りいたしまして謹んでお悔やみ申し上げるとともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げさせ

ていただきます。 

 被災から２か月が経過しているものの、ライフラインや幹線道路についても復旧されていない地域があり、い

まだ多くの方が避難所での生活を余儀なくされている状況にあります。こうした中、市川市を含め、多くの自治

体から職員が派遣され、早期の復旧、被災者への支援など、尽力されていることに対し、私からも敬意を表した

いと思います。 

 さて、田中市長の就任から早くも２年が経過しようとしています。昨年５月には新型コロナウイルス感染症は



５類に移行し、社会経済活動の正常化が図られてきているところでありますが、市民生活においては、賃金の上

昇や年金の引上げが物価上昇に追いつかず、負担が増している状況にありますので、市民の生活を守り、市内経

済を活性化させるための対策が必要であると強く感じております。こうした背景を踏まえまして、議案第77号令

和６年度市川市一般会計予算について述べさせていただきます。 

 令和６年度の一般会計の予算規模は1,768億円と、前年度に比べ100億円、６％の増となりました。これは人件

費の増や児童手当の拡充などによる扶助費の増、また、情報システムの標準化など、国の制度改正等に伴う義務

的経費が増額となったことや、既に着手済みの建設事業の進捗等による事業費の増が大きく影響しているとのこ

とですが、こうした中にあっても、本市が抱える課題の解決に向け、必要な予算はしっかりと確保する必要があ

ると考えています。 

 そこで、このような視点に立ち、予算計上されている施政方針と教育行政運営方針について挙げられた重点施

策に沿って、それぞれ意見等を交えて述べさせていただきます。 

 まず、施政方針の重点施策についてです。 

 市長が施政方針で述べられたとおり、誰一人取り残さない、持続可能で安心・快適な、魅力あふれる元気なま

ちを実現するための幅広い分野にわたる予算がそれぞれ計上されています。その中身を見てみますと、本市が抱

えている課題に真正面から向き合いながら、持続可能な社会を目指す市長の強い思いをうかがい知ることができ

ました。 

 初めに「誰一人取り残さないまち」についてです。 

 ＩＣＴの利活用が広まる中、高齢者の情報格差の問題が指摘されており、総務省においても、高齢者等のデジ

タル活用に向けた支援を進めています。新年度予算では、スマートフォンの操作など情報機器類についての知識

や経験のないゴールドシニアもその恩恵が受けられるよう、「学ぶ・使う・得をする」をテーマに取り組むチャ

レンジ75の対象事業として、スマートフォンの購入費の一部助成や操作方法を学べるデジタル活用講座の開催を

実施することは、私も含めて高齢者への支援と、市が進めるデジタル地域通貨などの施策との相乗効果を生み出

す取組として評価できるものです。 

 次に、40歳未満の若年がん患者に対し、新たに在宅療養に必要なサービス等の費用の助成について予算が計上

されています。末期がんと診断された方は、治療などにより通学や就労が難しくなるため、精神的、身体的に負

担が重くなると思います。また、就職、結婚、子育てなど、人生の節目の時期に重なることで、治療費が経済的

負担となり、在宅療養サービスを必要としている方の中には、経済的な理由からサービスの利用を控え、十分な

生活を送られていない方も少なくないのではないかと思います。在宅療養に必要なサービス等の費用を助成する

ことで、住み慣れた自宅で安心した療養生活が送れ、御本人や御家族の身体的・経済的負担の軽減が図れること

は評価できるものであります。 

 次に、「持続可能で安心・快適なまち」についてです。 

 カーボンニュートラルの実現は世界共通の重要な課題であり、一人一人が問題意識を持って積極的に取り組ん

でいく必要があります。そこで、まず各家庭の住まいにおける創エネの取組として、スマートハウス普及促進事

業では、住宅用太陽光発電設備設置に対する補助金について、来年度からは１キロワット当たりの補助金額を２

万5,000円から５万円に拡大し、さらなる普及促進を進めています。また、省エネの取組としては、住宅断熱改

修促進事業では、窓、ドアなどの断熱化に対し、断熱性能などに応じて補助金額に差を設けるなどの新たな制度

設計により、家庭でのエネルギー消費を抑える取組を進めています。こうした事業の拡大は、脱炭素社会の実

現、カーボンニュートラルの推進に寄与するものであり、大いに評価できるものです。 

 次に、いよいよ新年度から本八幡駅北口駅前地区の再開発が本格的にスタートします。当該地区は市川市の中



心市街地にあり、ＪＲ線、京成線、都営新宿線の３路線の駅が近接していることであり、東京都心や近隣市への

アクセスにも便利な立地になっています。一方で、低層の建物が密集し、道路についても幅員が狭いため、災害

の危険性も高く、歩行者が安全で快適に通行できる環境となっていないなどの課題があり、この地区が持つポテ

ンシャルを生かし切れていない状況と言えます。本八幡駅北口再開発基本構想によると、再開発が進むことで、

町歩きが楽しくなる商業空間になるとともに、地区全体の一体的なまちづくりにより、不燃性、耐震性の高い建

物や、安全で快適な道路空間による防災面の強化が図られ、多世代のニーズに対応した機能が導入された複合的

な都市拠点が形成されるとのことですので、早期の実現を私は期待をします。 

 長年の懸案となっていたクリーンセンターの建て替えを決断し、建設費、運営費を合わせ750億円の予算化が

なされたことは評価すべきことですが、市民生活に直結する施設であり、これだけの多額の経費をかけて実施す

る大型事業になりますので、建設に向けたスケジュール管理や事業者の選定、予算を執行する際の透明性の確保

など、市民に対する説明責任をきちんと果たせるよう事業を進めていただくとともに、安定的に稼働するよう、

しっかりとした施設を造り上げていただくよう、強く要望させていただきます。 

 次に、「魅力あふれる元気なまち」についてです。 

 今年度に八幡エリアで実証実験として実施したデジタル地域通貨推進事業が、６年度には利用できる地域が順

次拡大されるとのことです。今年度実施した実証実験と異なる点としては、現金チャージの上限額が３万円から

６万円に拡大することや、利用者が在勤・在学者まで対象範囲が広がること、また、還元ポイントについても、

中小企業での利用を促進するため、大手企業よりも手厚くなっており、来年度は実証実験の結果を踏まえた多く

の改善点が盛り込まれています。さらに、行政ポイントの対象事業についても、市民活動の活性化、健康の増

進、社会福祉の増進などなど、多方面に拡大されており、地域経済と市民活動の活性化が図られる仕組みとなっ

ており、大いに評価できます。 

 自治会は今でも地域コミュニティーにおける中心的な役割を果たしていると思います。しかしながら、自治会

への加入率は徐々に減少傾向であったり、地域におけるリーダー的な担い手が不足していたりと、自治会活動に

おける持続可能性が危ぶまれています。自治会への加入率を大幅に伸ばすには、容易ではないかもしれません

が、デジタル地域通貨の行政ポイントを活用して、新たに自治会に加入した世帯や自治会へのポイントが付与さ

れる仕組みにより、デジタル地域通貨の利用促進と自治会の加入率の促進が図られることを期待させていただき

ます。 

 次に、教育行政運営方針の重要な施策に基づく予算について評価をさせていただきます。 

 まず、「子どもたち一人ひとりの可能性を引き出す教育の推進」についてです。 

 自宅で十分に食事ができずに、学校給食が命綱となっている子どもがおります。私は子どもの貧困への対応と

いった側面からも、給食の役割における重要性は高いと考えています。田中市長の決断により、学校給食費の無

償化を実施したことで、各家庭において給食材料の値上がりの影響を受けることもなくなり、子どもたちが安心

して良質な栄養を取ることができますので、学校給食費無償化を継続することは、健やかな子どもの成長には欠

かせないものであると私は思っております。 

 その反面、学校給食費無償化の実施により、市の財政運営には、将来に大きな負担を伴っていることであるこ

とも事実ですよね。今後、財政状況の悪化などにより財源不足に陥った場合に、給食の品質の低下や無償化を続

けることができなくなる懸念もありますので、今後、新たな事業展開をしていく上で、選択と集中を徹底し、財

源を確保していくことを強く要望いたします。 

 次に、「学びの質の向上と学びの保障の実現」になります。 

 公共施設の老朽化対策の中でも、特に築年数が経過している小中学校の建て替えは最優先で行わなければなら



ないと思っております。中でも宮田小学校は、小中学校の中でも築年数が最も古い学校であることから、とりわ

け早い事業の着手が求められています。また、宮田小学校は敷地が狭いといった課題がある中で、ＩＣＴを活用

した最新の学習環境の整備や、省エネ、創エネなどの環境への配慮が求められるとともに、宮田小学校らしさを

保つことを求められます。令和11年度の供用開始に向けて、来年度は設計委託に関わる費用などが予算化されて

います。今後を担う子どもたちが通うことになりますので、新しい時代の学びを実現する学校施設となるよう期

待をさせていただきます。 

 最後に、「ともに支え合う学びの環境整備」についてです。 

 公民館は市民にとって身近な学習拠点としてだけではなく、市民同士の交流の拠点として重要な役割を果たし

ている施設です。公民館では、市民の多様化、高度化する学習ニーズや、地域ごとの実情に応じた様々な学習機

会が求められています。来年度の予算においても、公民館主催講座活動事業の予算が確保されています。コロナ

禍で停滞していた市民活動を活性化していくためにも、アフターコロナにおける市民や地域の要請を的確に捉

え、子どもから学生、勤労者、お年寄りまで、幅広く多様な世代の方々が気軽に集まり、学べる拠点となること

を要望させていただきます。 

 以上、述べてきましたことは、ほんの一部にすぎませんが、一般会計予算の全体的なことを申し上げますと、

市制施行90周年といった節目を迎え、様々な行政課題に対し適切な対応が図られており、必要となる予算が確保

されていることが確認できました。 

 次に、議案第78号から議案第80号までのそれぞれの特別会計と議案第81号の公営企業会計につきましては、各

会計のそれぞれの目的に合わせ、適切に予算が編成されているところですが、その中で特に要望等があるものに

ついて、会計ごとに述べさせていただきたいと思います。 

 まず、国民健康保険特別会計です。 

 国民健康保険税の改定により、６年度から税額が引き上げられます。平成27年度から据え置かれていたため、

９年ぶりの改正となります。しかしながら、保険税は改定されたものの、一般会計からの繰入金は前年度に比べ

増額となっており、まだ収支の差が埋まっていない状況にありますので、引き続き市民への影響を考慮しなが

ら、見直しを続ける必要があります。また、収納強化と滞納整理、ジェネリック医薬品の利用促進による保険給

付費の抑制などの取組を継続し、一般会計からの赤字繰入れの抑制に努めていただくことを要望させていただき

ます。 

 次に、介護保険特別会計ですが、提案に上がっているとおり、６年度から３か年を計画期間とする介護保険事

業計画の第９期が始まることにより、介護保険料などが改正されます。保険料の見直しについては、低所得者層

に配慮された点を評価しております。運用面では、今後、加速化が見込まれる高齢化の進展により、保険給付費

は右肩上がりとなることが想定されるため、保険者が健康を維持し、住み慣れた地域や自宅で生活ができるよう

フレイル予防に力を入れていただき、介護給付費の抑制につなげていただくことを期待しております。 

 最後に、下水道事業の特別会計についてですが、雨水事業についてですね。 

 今後も大雨の浸水による大きな災害を未然に防ぐために、引き続き市川南ポンプ場の整備や高谷・田尻地区の

雨水管渠整備に関わる予算が計上されていることを確認しましたので、着実に進めていただき、市民が安心して

生活できるよう、浸水被害の抑制に努めていただくことを要望させていただきます。 

 また、汚水事業についても、宮久保地区をはじめとする汚水管渠施設工事に関わる予算が計上されています。

６年度末の公共下水道の普及率について、80％を目標としていますが、普及率のスピード感が私は遅いように思

います。下水道工事を待ち望んでいる市民がいまだ多くいることを踏まえて、スピード感を持って計画的に進め

るとともに、さらなる普及促進に努めていただくことを強く要望させていただきます。 



 以上、令和６年度の当初予算案について、賛成の立場から評価と要望を申し上げさせていただきました。 

 新年度の予算は、国の制度改正に伴う義務的経費の増額への対応を図りながら、市川市が取り組むべき新たな

課題に対する予算を積極的に配分されつつも、既存事業への予算についてもしっかりと確保することで、市民生

活への影響にも配慮していることが確認できました。また、公共施設整備基金への積立てなど、将来の財源負担

の軽減に考慮した予算となっており、編成に当たっては全体のバランスを考慮されたことが分かりました。しか

しながら、近年、順調に増加してきた市民税収入は、近い将来、人口減少により減収が懸念される中で、大きな

財政負担を伴う公共施設の老朽化対策など、待ったなしの事業が控えていますので、将来を通じて恒常的に財政

負担が生じる事業を始める場合には、市民目線を第一に、本当に市民に喜ばれ、多くの市民が望んでいるものな

のかといった視点を持ち、また、財源を確保した上でスタートするなど、将来の世代に過度な負担を及ぼさぬよ

う、引き続き確実性と積極性のバランスの取れた財政運営に努めていただくことを強く強く要望し、賛成の討論

とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

○稲葉健二議長 次に、越川雅史議員。 

〔越川雅史議員登壇〕 

○越川雅史議員 無所属の会の越川雅史でございます。ただいま議題となっております議案第77号令和６年度市

川市一般会計予算につき、賛成の立場から討論を行います。 

 現下の本市を取り巻く社会情勢等につきましては、他会派の討論でも触れられておりますので割愛いたしま

す。その上で、私たちは田中市長の施政方針に目を向け、令和６年度市川市一般会計予算が施政方針を実現する

ための予算案として必要十分なものか精査をさせていただきました。 

 施政方針の中には、幾つか目を引くものがございましたが、特に「90年間の積み重ねの中でできた好まざる市

役所の慣習」という表現に着目をさせていただきました。 

 田中市長は、去る３月２日付「広報いちかわ」において、この「好まざる市役所の慣習」の中身について言及

されました。確かに私から見ても、田中市長が御指摘された点につき、思い当たる節もございます。その一方

で、私から言わせていただきますと、ほかにも幾つかの「好まざる市役所の慣習」の存在が頭をよぎります。 

 その１つが「上司から部下に対するハラスメントが容認され過ぎている」というものであり、もう一つは「部

下が上司から受けたハラスメントを受忍し過ぎている」というものであります。そこでまずは、職員をハラスメ

ントから守る機能を担う総務部と公平委員会の役割を確認するとともに、新年度予算案において必要十分な予算

が確保されているか、委員会内外において調査させていただきました。 

 ということで、第２款総務費第１項総務管理費第９目公平委員会費ですが、公平委員会とは、地方公務員法第

７条第２項に基づき設置される行政委員会であって、勤務条件に関する措置の要求、不利益処分についての審査

請求、職員からの苦情相談の処理業務を担っていることは御承知のとおりです。このうち、不利益処分について

の審査請求は、懲戒その他職員がその意に反すると認める不利益な処分を受けた場合に、公平委員会に対して、

審査請求を提起できるもので、同委員会は、その処分に違法、不当な点がないかどうか調査審議を行って、裁決

を行うものとされております。また、職員からの苦情相談は、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦

情の申出や相談を受け付けるもので、公平委員会は、相談者に対して、助言等を与えるほか、関係当事者に対し

て、事情聴取等を行うものであるとされています。この公平委員会についても、もしかしたら本市職員の方々は

田中市長が御指摘された事なかれ主義を適用されているのかもしれません。というのも、ハラスメント根絶に積

極的に取り組む自治体では、職員に対して、公平委員会が職員からの苦情の申出や相談を受け付けることができ

る旨を庁内掲示板や研修会等の機会を通じて周知を図っているようですが、本市では職員に対する積極的な周知

が行われておりません。私も時折、職員とも雑談をいたしますが、職員の多くは地方自治法に目を通す機会も少



ないようで、公平委員会について名称こそ聞いたことはあるものの、何だかよく分かっていないような印象を抱

いております。 

 実際に、本市の過去３年間における公平委員会への提起件数について確認させていただきましたが、勤務条件

に関する措置要求と不利益処分についての審査請求はそれぞれゼロ件、１件であり、項目の中では最も多かった

苦情相談ですら、令和３年度２件、４年度１件、５年度２件と、いずれも極端に少なかったのが実情です。 

 本市の暗黒の歴史とも言えますが、令和３年８月にはパワハラでっち上げ事件がありました。念のため解説い

たしますと、当時の市長、副市長が、議員による職員に対するパワハラ事件をでっち上げるために、部下の職員

に対して部下の意に反する文書の提出を求めたという当時の市長、副市長による強烈かつ明白なパワハラ事案で

す。この事件の被害者とされる職員は少なくとも７人はいたはずですから、三、四人ぐらいは公平委員会に相談

するなり、苦情を申し立ててもよさそうなものですが、この年度でも苦情相談件数はそれにも満たなかったこと

はさきに述べたとおりです。当時の総務部長は一連の経緯、経過を承知していたにもかかわらず、職員に対し公

平委員会の存在を周知していなかったのだとしたら、その罪も重いと指摘せざるを得ません。 

 いずれにいたしましても、公平委員会の存在や機能に関する職員に対する周知につきましては、総務委員会に

おける質疑を通じて総務部より改善を図る旨の御答弁をいただくとともに、それら施策を遂行するに必要十分な

予算が計上されていることも確認させていただきましたので、次に進みます。 

 同じくハラスメントへの対応について、第２款総務費第１項総務管理費第２目人事管理費に計上された予算も

調査させていただきました。今は名称が変わり、健康管理担当室となっておりますが、職員をハラスメントから

守ることについては、令和４年２月定例会総務委員会において、当時の旧健康経営相談室長と当時の総務部長よ

り重要な御答弁がありましたので、これを確認する意味で御紹介したいと思います。 

 同委員会において、自らパワハラ被害を受けたであるとか、目の前でパワハラ被害を確認した場合、「管理職

であるあなたはどう行動するのか」と私からただしましたところ、当時の旧健康経営相談室長と当時の総務部長

は、パワハラ防止のために、自ら率先してその場で直ちに行動する、特に管理職の場合は、部下に対する安全配

慮義務があるから、自ら率先して行動しなければならないといった趣旨で力強く御答弁されました。そこでこの

たび、総務部次長及び健康管理担当室長に対し、同様の認識を有しているかどうか確認いたしましたところ、御

両名より、自らハラスメントを受けたであるとか、自らの目でパワハラ被害を確認した場合には、自ら率先して

その場で直ちに行動する、特に管理職の場合は、部下に対する安全配慮義務があるから、自ら率先して行動しな

ければならないといった旨の正義感あふれる責任感みなぎる御回答を得ることができました。また、それを実行

するために必要十分な予算が確保されていることも確認させていただきました。 

 ところで、このハラスメントについてですが、加害側であれ、被害側であれ、何がハラスメントに該当するの

か正しい知識がなければ、加害側も自らの言動を正すことができませんし、被害側も訴えるべき事象を正しく認

識して、しかるべき機関に申し立てることもできません。私は市川市役所には友達は少ないのですが、全国の自

治体には数多くの知人、友人、仲間がいますので、試しにいろいろ聞いてみました。すると、部長が人事権や職

位上の優位性を背景に、自分が嫌な仕事、例えば、市民の面前、矢面に立つような仕事や出費を余儀なくされる

仕事は、適当な理由をつけて次長に押しつけるというものが、地方自治体あるあるの一つと伺いました。具体的

な事例としては、例えば商工振興部門の部長が各地域の商店会から新年会の招待を受けた場合、部長自身は、体

調が悪いだの、家庭の事情だの、もっともらしい理由を主張して、市民の面前、矢面に立つことと、それに伴う

出費を回避し、市長のあずかり知らぬところで次長に代理を務めさせ、何食わぬ顔でやり過ごすというものだそ

うです。自治体によって差があるのかもしれませんが、その自治体では部長や次長には交際費が認められておら

ず、新年会などに出席する場合は自腹を切ることを余儀なくされるそうです。そうであるならば、日時や頻度に



応じて部長と次長とで出席する会合を分担するなど、お互いの事情を考慮しつつ双方で助け合うのがあるべき姿

かと思いますし、仮に部長が欠席し次長を代理に立てる場合には、事前に市長や副市長から承認を得るなどの手

続が必須かと思われます。 

 ひどい事例では、部長が、体調が悪いなどと新年会のほぼ全てを次長に押しつけ、費用まで全額次長にかぶせ

てしまう事例もあるようですが、市長や副市長が目を光らせていない自治体では、どうせばれないだろうなどと

たかをくくって、このようなことを平気でやる部長がいるそうです。これは、田中市長のお言葉を借りて表現す

るならば、部長の責任回避にほかなりませんし、これに甘んじる次長がいるのであれば、事なかれ主義にほかな

りません。そして、このケースでは部長が市民の面前に立つことを回避しているわけですから、仮に本市にこう

したケースがあるのならば、市民目線、現場主義の放棄に当たり、田中市政への挑戦とも認定すべき行為です。 

 人事権や職位上の優位性を背景に、本来なら職位上負担すべき出費を回避して部下に押しつけるのみならず、

同時に地域の方々と触れ合う機会をも拒絶しているわけですから、質の高い仕事などできるはずはありません。

災害時に初めて現場に赴くことになって、そこで初めて名刺を差し出しながら、臆面もなく「初めまして」など

と、どのような表情で挨拶する気なのでしょうか。確かに、地域振興部門などは新年会等の招待を受ける頻度も

多いでしょうから、出費がかさむことは理解できますし、そうした出費を回避したくなる気持ちも分からなくも

ありません。市民の面前、矢面に立つことがどのぐらい大変なことかは私も理解しているつもりです。ただ、だ

からと言って、市長、副市長のあずかり知らぬところで部長が次長に押しつけることがまかり通れば、これは責

任回避どころか、もはやパワハラであって、許される行為ではありません。不適切にもほどがあると、断罪せざ

るを得ません。百歩譲って、他の自治体ならともかく、田中市長が市長職を担う本市においては、部長の責任回

避のために次長が苦しむことになる、そんな職場環境に嫌気が差した若手職員の意欲が停滞するどころか離職に

至り、若手の離職率が増加するなどということは、あってはなりません。 

 今回私に情報提供くださった自治体において、なぜそのような事例が放置されているのか、私には全く理解で

きませんでしたが、その自治体では、当該部長が市長を完全になめているとのことで、次長も次長で、自分さえ

我慢すれば済むといった安易な考えに染まっている、田中市長のお言葉をお借りするならば、事なかれ主義にど

うやら陥ってしまっているとのことです。 

 また、やっている側もやらされている側も、これをパワハラだと認識しておらず、相互に当たり前だと勘違い

しているケースもあるそうです。ただ、仮に当人同士が合意できていたとしても、その積み重ねが当該自治体の

体質となるわけですから、長い年月を経て「好まざる市役所の慣習」にまで育ってしまっては周りが迷惑します

し、そんな職場環境を目の当たりにしたら、若手職員のロイヤルティーの低下を招くことは必然かと思われま

す。 

 私は本市においてそのような事例があるかどうか把握できておりませんので、総務部長、一度このあたりの実

情を調査していただくよう要請いたします。ちなみに、情報提供くださった自治体の方からは、調査が入るとな

ると、部長が次長に新年会費を渡し口裏合わせをするケースもあるので注意してくださいとのことでありまし

た。確かに、次長は注意が必要です。もし口裏合わせに応じれば、次長も共犯者になってしまいますし、今さら

部長からお金を受け取ったら、その行為もアウトです。今なら次長は純粋なる被害者ですが、それが共犯者とし

て巻き込まれてしまうような軽率な言動はくれぐれも慎むべきことは当然です。 

 いずれにしましても、ハラスメント撲滅に向けて、総務部長が職員を守るという気概と覚悟を持って職務に励

行されるよう求め、次に進みます。 

 次は第２款総務費第１項総務管理費第７目企画費第１節報酬のうち、政策推進参与報酬72万円についてです。

市長公室によりますと、市長の求めに応じ、重要な政策の推進等に関し、必要な意見を述べ、または助言及び提



言を行うことを目的として、新年度より政策推進参与を登用されるとのことであります。この点につきまして

は、前市政において企画政策アドバイザーなる呼称で約500万円の予算が計上されていたことが思い出されま

す。前市政においては、前市長が旧知の人物を登用し、勤怠管理もしなければ成果物の提出なども求めずに、何

のために登用してどのような成果が挙がっているのか、判然としないまま報酬の支払いだけが続いておりまし

た。私は田中市長が前市長と同じ失敗を繰り返すようなことはないと信じております。今回の政策推進参与は、

公募など透明性の高い選考過程を経て選任されるとともに、その成果、働きぶりについても市民に披露されるも

のと確信しておりますので、今後の推移を見守ることとし、次に進みます。 

 続いては、第３款民生費第１項社会福祉費第１目社会福祉総務費第18節負担金補助及び交付金のうち、いちカ

レ事業運営費負担金についてです。本事業は、格差社会によって日々の生活に困窮している方などに、国民食で

あるカレーライス（いちカレ）を無料で提供する事業とのことであり、いちカレを食すことで、未来への活力を

つけてもらうことがその目的とのことであります。そこで、会派内において活発な議論を行いましたところ、確

認すべき幾つかの論点を検出いたしました。 

 格差社会によって日々の生活に困窮している方とは具体的にどのような方々が該当するのだろうか、また、民

間事業者であるいちカレを提供する各事業者は、カレーを食べに来た方が該当者であるのかどうか、どのように

見極めることができるのだろうか、市外在住者や訪日外国人観光客がＳＮＳ等を通じて情報を得て、面白半分に

いちカレを食べに来るようなケースはないのだろうか、その場合、各事業者の方々は、それと分かっていても断

ることができずに黙ってカレーを提供せざるを得ないのではないか、だとすると、結局、どのような人であれ、

単に無料でカレーが食べられるだけの、単なる炊き出しのカレーみたいになってしまうのではないか、その場合

に、事業効果をどのように測定できるのだろうかなどといった疑問があれやこれやと瞬時に思い浮かんできてし

まうのは、私たち無所属の会の議員特有の職業病なのかもしれません。ただ、この事業は、朝日信用金庫の実施

する地元応援団の対象事業として採択されたものであり、同信用金庫より御寄附いただいた1,000万円を原資と

して、令和７年度末までの３年間の事業実施を前提としているものと伺っております。令和８年度以降において

自主財源を用いて実施するのであれば話は別ですが、新年度において当該寄附金を原資にしている限りにおいて

は、同信用金庫の御意向を尊重して事業の推移を見守ってまいりたいと思います。 

 続いて第３款民生費第２項児童福祉費第３目母子福祉費第18節負担金補助及び交付金のうち、こどもの受験料

支援事業補助金についてです。本事業は、進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親

家庭等の子どもに対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり親家庭や低所得子育て世帯の子どもの

進学に向けたチャレンジを後押しするというものであり、こども家庭庁によるこどもの生活・学習支援事業が拡

充されたことを受け、令和６年度からの新規事業として新年度予算案に計上されることとなりました。私も浪人

生の際には、そば屋で出前のアルバイトをして、模擬試験受験料や定期券代を捻出していた過去がありますの

で、このような支援が打ち出されたことについては羨ましくも素直に歓迎したいと思います。ただ、新規事業ゆ

えに制度が十分に練られていないのか、令和６年度当初予算案説明――以下、予算案説明と称しますが、これを

読み進めていくと、幾つか気になる表記が見受けられましたので確認させていただきました。 

 まず、受験料の対象者についてですが、予算案説明では、「高校３年生」と記載されておりましたので、高校

中退者や浪人生の取扱いが気になりました。確かに、昨今は大学全入時代という言葉が聞かれるぐらいですか

ら、今どき浪人をする人は珍しいのかもしれませんが、本事業の対象者であるひとり親家庭や低所得子育て世帯

の子どもたちはヤングケアラーかもしれませんし、家計を支えるためのアルバイトを余儀なくされているかもし

れません。だとすると、勉強時間を十分には確保できないまま高校卒業に至ってしまうことも考えられるからで

す。そのほかにも、高校に十分に通うことができず中退してしまうケースもあるでしょう。そこで、この点、確



認いたしましたところ、所管課からは二十歳未満であれば対象となる旨の回答があり、少しほっといたしまし

た。ただ、その一方で課題も検出いたしました。この受験料の補助額には上限額が設定されておりますが、その

上限額がたったの５万3,000円ということであります。たった５万3,000円では一、二校程度しか受験できないの

ではないかと危惧する次第です。 

 そこで、実際に様々な情報を取り寄せてみましたが、やはり昨今の大学受験でも、平均三、四校を受験するだ

とか、約30万円かかるといった情報が集まりました。仮にこれが相場であるのならば、極めて少ない補助額と言

えるかと思います。ちなみに私の30年以上前の経験でありますが、高校３年時には約25万円の費用を投じて５大

学８学部を受験し、すべて不合格という結果でした。そして、翌年は６大学10学部に出願しましたので30万円強

の費用がかかりましたが、悔いのない出願をすることができ、辛うじて浪人生活を終えることができました。当

然のことながら現在とは時代も違いますし、そもそも私と比べること自体が間違いなのかもしれませんが、一、

二校程度しか受験できないということであれば、勉強が手につかないぐらい志望校選びに悩んでしまって、違っ

た結果になっていたかもしれません。 

 本事業は国と県の補助対象事業であり、そこで上限額が設定されているものと理解しますが、せめて国公立で

二、三校、併願する私立も二、三校ぐらいは受験できるよう、独自財源を充ててでも予算の拡充を図っていただ

きたくお願いいたします。 

 もう１点、模試費用の補助についてですが、高校３年生は8,000円、中学３年生は6,000円が上限となってお

り、こちらも上限額が少な過ぎるように感じました。これではやはり一、二回しか模試を受験できないものと思

われます。私は学習塾経営者ではありませんが、素人目で考えてみても、春先には自分の立ち位置を正確に認識

することが重要でしょうし、夏休みの前後で２回受験することにより、夏休みまでの成長と夏休みでの成長を測

定することにも意味があるように思われます。そして秋以降は、毎月模試を受験することで試験慣れして、本番

に臨むのではないでしょうか。そう考えますと、本事業は国と県の補助対象事業であることは重々承知しており

ますが、せめて５回、いや七、八回受験できるよう、独自財源を充ててでも予算の拡充を図っていただきたくお

願いいたします。 

 続いて第４款衛生費第１項保健衛生費第１目保健衛生総務費第18節負担金補助及び交付金のうち、若年がん患

者在宅療養支援事業についてです。本事業は、若年の末期がん患者が、住み慣れた住宅で安心して療養生活を送

ることができるよう、在宅療養に必要なサービスや福祉用具にかかる費用の一部を補助することで、患者及びそ

の家族の身体的・経済的負担の軽減を図るというものであり、令和５年度に千葉県が新たにがん患者ＱＯＬ向上

事業として若年末期がん患者の在宅療養費の助成を実施したことに伴い、本市においても実施に向けた検討が行

われてきた経緯が認められます。そしてこのたび、晴れて新年度予算案に計上されたことについては、率直に歓

迎したいと思います。ただ、こちらの事業についても予算案説明では一月当たり54,000円が上限と表記されてお

りましたので、この上限額で本当に問題がないのかどうか、必要十分な支援が受けられる金額設定となっている

のかどうか、この点を確認させていただきました。保健医療課の説明によりますと、仮に本事業の対象となるサ

ービスである訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具の貸与の全てのサービスを利用した場合であっても、一般的な

事例であれば、上限額である５万4,000円の範囲内で賄うことができる旨の御説明を受けました。ただ、これは

あくまでも一般的な事例が前提であって、個別具体的な事例ごとに状況は異なるのだと思います。 

 念のため再確認いたしますが、本事業の対象者は、医師によって回復の見込みがないと判断された40歳未満の

がん患者の方々であり、在宅療養を行う上で支援及び介護が必要である方々に限定されております。こうした

方々には残された時間、心置きなくお過ごしいただきたいと願う気持ちは誰もが同じなのではないでしょうか。

本事業によって身体的・経済的負担が一定程度軽減されることは事実ですが、上限額があることで、サービスを



利用するタイミングをためらってしまうなど、御本人や御家族に要らぬ精神的負担を強いてしまうことが懸念さ

れます。仮にほぼ毎日訪問介護や訪問入浴介護のサービスを利用したとしても、そもそも自己負担などなくして

しまったとしても、今回の予算計上額約130万円がどの程度膨むというのでしょうか。私は10倍、20倍、いや、

もっと膨らんだところで、何ら問題ないものと確信しております。もちろん、40歳以上の介護保険制度の対象者

の方々との間に差が生じるのは事実ですが、若年末期がん患者の方々に濃い充実した日々をお過ごしいただくこ

とこそ、最優先されるべきなのではないでしょうか。 

 いずれにいたしましても、本事業は新年度より新たにスタートするものでありますので、利用すべき方々が適

切に利用できるよう、まずは制度の周知を進めていただきながら、試行錯誤の上、より安心して利用できる制度

となるよう、上限額と自己負担の撤廃を要請いたしまして、次に移ります。 

 同じく第４款衛生費第３項環境費第２目環境保全費のうち、猫不妊手術費等助成事業についてです。本事業の

目的は、飼い主のいない猫の増加を防止するため、不妊等手術費用の一部助成や飼い主のいない猫の譲渡会開催

費用の一部助成などの取組を促進することにありますが、当初予算計上額で比較すれば昨年から大幅に増額され

たことを歓迎します。今回の予算計上額大幅アップの背景には、昨年までの経緯と、偉大なる３人のお言葉が直

接・間接的に影響しているものと理解しております。お１人目の方は、「その国の道徳心の高さは、その国の動

物に対する接し方によって分かる」とおっしゃったそうですが、これはマハトマ・ガンジーのお言葉だそうで

す。２人目の方は次のようにおっしゃいました。「人間はもちろん、動物や植物も、すべての命を尊ぶことが何

よりも大切なことです」「飼い主のいない猫によるトラブルをなくすための地域猫活動への支援を強化し、地域

の理解のもとに動物との共生社会をつくります」。これは田中市長の令和４年６月定例会における所信表明での

お言葉で、私も心より賛同いたします。３人目の方は、猫不妊手術費等の助成金は、令和３年度も４年度も短期

間で上限に達している、年間を通して予算が倍ぐらい必要だと力強くおっしゃいました。とくたけ純平議員の御

発言です。 

 こうした３人の方々の御発言を受け、今回の予算計上額が大幅にアップされたことは歓迎いたしますが、地域

猫活動に関しては積み残った課題がありますので、私からは改善を求める事項を２点ほど申し述べます。 

 まずは、現状、本市は公園における地域猫活動を認めておりませんが、不妊手術を施すこと、置き餌をしない

こと、ふんを始末することなどルールを明確にした上で、許可制にすることで、環境美化と動物愛護の進展並び

に動物虐待の抑止、野良猫の増殖やふん尿被害などのトラブルの軽減に資することは明らかであると考えます。

公園における地域猫活動が許可制となるよう求めます。 

 もう１点は、餌やりを禁止する旨の掲示物についてです。現状では、「無責任な餌やりは控えてください」と

いう表記になっており、この表現がトラブルの原因となっています。餌を与える場合、トイレの設置と掃除、餌

の片づけをするとともに、速やかな不妊手術をお願いしますとの趣旨の表現に改めていただくよう要請いたしま

す。 

 続いては、第７款商工費第１項商工費第２目商工業振興費のうち、デジタル地域通貨推進事業についてです。

このデジタル地域通貨については、昨年５月22日から９月末日までの４か月強の期間、実証実験が行われまし

た。この実証実験の特徴は、参加者１万5,000人にはチャージ額に応じて9,000円相当を上限とする30％ものプレ

ミアムポイントが付されるというものでした。ただ、30％ものプレミアムポイントとは、本市がデジタル地域通

貨に係る実証実験を初めて実施するに際しての、言うなれば広告宣伝費のようなものと位置づけられていたはず

であり、当該実証実験を除いては、プレミアムポイントは付与されないことが了解事項であったと私は認識して

おります。そして、本市のデジタル地域通貨は、将来的には行政ポイント事業主体の事業に収れんされていくこ

とにも一定のコンセンサスがあったものと理解しております。だとすれば、令和５年度の実証実験を通じて、市



民及び市内店舗への周知が一定程度進んだわけですから、次は、行政ポイント事業が主体となった本市のデジタ

ル地域通貨の将来像を念頭に置いた実証実験を、令和６年度においてもう一度実施するものだと理解をしており

ました。ところが、新年度当初予算説明並びに当初予算案では、いつの間にか事業規模拡大、本格実施と位置づ

けられておりましたので、大変驚きました。どうしてあの実証実験の結果から、直ちに事業規模拡大、本格実施

に至るのだろうかと、疑問に感じたのは当然ですが、結論ありきのやり方に、村越前市長がよみがえったかのよ

うな錯覚すら覚えた次第です。 

 昨年の６月定例会でも申し上げましたが、実験という言葉の定義は、ある理論や仮説が正しいかどうかを一定

の条件の下で決まった手順により試してみることであって、令和５年度に行われた実証実験の結果で分かること

は、30％ものプレミアムポイント、最大9,000円相当ものプレミアムポイントが付与された条件下における実験

結果にすぎない点に注意が必要です。確かに、担当室では実験結果に関する検証を行い、利用実績として、４億

円以上が利用され、検証を行う上で十分な利用実績となった、市内店舗の利用促進、消費の喚起、経済波及効果

の誘発等の効果が認められた、経済効果は推定3.1億円となり、事業費1.7億円を上回ったなどと成果を誇ってい

るようですが、仮にそれらが事実であったとしても、あくまでもこれらは30％ものプレミアムポイントのなせる

業であることを忘れてはなりません。 

 そして、30％ものプレミアムポイントという条件は、破格なものであり、とてつもない威力を発揮するもので

あることは、担当室が実施したアンケートにおいて、98％もの加盟店がプレミアムポイントは経済活性化に有効

と答えていることと、98％もの参加者がプレミアムポイントで購買意欲が高まったと回答していることからも明

らかです。もちろん、田中市長が政治生命の全てを賭けて、本市の自主財源を用いて今後も30％ものプレミアム

ポイントを付与し続けていくのであれば話は別ですが、本市のデジタル地域通貨の将来像は、行政ポイント事業

に収れんされていくはずですので、令和６年度においては、その将来像を見据えた実証実験を行っていただきた

かった、還元ポイントを強く打ち出すのではなく、本市のデジタル地域通貨のあるべき姿を見せていただきたか

ったと注文をつけ、くぎも刺しておきたいと思います。 

 さはさりながら、令和６年度は市制90周年という特別な事情があり、国からは物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金が交付されるという特別な財政措置もあることは承知しております。新年度の財源として高額な自主

財源、独自財源が充てられていれば話は別ですが、国から地方創生臨時交付金が交付される限りにおいては、そ

れを本事業に充てることは許容できるものと判断した次第です。 

 その上で、行政ポイント事業についてさらに言及いたします。行政ポイント事業については、本年２月22日付

で令和６年度行政ポイント事業案と題する資料が配付されました。確かに、各部各課からさまざまなアイデアが

出された様子はうかがえますが、ぱっと見て、実に創意工夫のない、取ってつけたかのような安易な提案が幾つ

か散見されました。例えば、自治会行事やウェブ制作等の手伝いをした大学生には１人１回1,000ポイント付与

するものと、環境フェアのイベント運営の手伝いをした大学生には１人当たり200ポイント付与するというもの

です。自治会行事やウェブ制作等の手伝いをした大学生には１人１回1,000ポイント付与する一方で、環境フェ

アの運営の手伝いをした大学生にはなぜ１人当たり200ポイントしか付与しないのでしょうか。確かに、これら

は対価を得るための労働ではありませんが、世間では当たり前になりつつある同一労働同一賃金の考え方に照ら

せば、ポイント付与数は同水準であるべきと考えます。もしかしたら、市川市役所にはいまだに同一労働同一賃

金といった考え方が浸透していないからこそ、このように類似の活動のポイント付与数にも格差が見られるのか

もしれませんし、正規職員と会計年度任用職員の業務や責任の重さにほとんど差がないケースも散見されるなど

といった指摘が聞かれる真の原因もこのあたりにあるのかもしれません。 

 また、付与の対象者をなぜか大学生に限定していることにも違和感があります。確かに、若者イコール大学生



といったイメージが強いことは否定いたしませんが、何も若者イコール大学生とは限りません。昨年、横浜市内

の、あるマンションの自治会役員に中学生が就任していることが話題となっていましたが、本市にこのような中

学生がいた場合、あるいは高校生がいた場合、この付与基準に基づけば、対象外となってしまいます。なぜ中高

生は対象外なのでしょうか。 

 そして、それら創意工夫のない、取ってつけたかのような安易な提案の中でも最悪だと思ったのが、デジ活講

座事業の受講者に１人当たり1,000ポイント付与するという安直な発想と、健康講演会の受講者に300ポイント付

与するという過度な忖度です。デジ活講座事業とは、デジタル地域通貨ＩＣＨＩＣＯの還元率アップキャンペー

ンの実施を予定していることから、デジタルデバイスの活用に十分な知識、経験のない75歳以上の高齢者もその

恩恵を受けられるよう、スマートフォンの操作方法などを学べるデジタル活用講座を開催するというものだそう

です。もちろん、ＩＣＨＩＣＯを成功させるために様々な観点から本質的な努力を重ねることに異を唱える気は

ございませんが、受講者に１人当たり1,000ポイント付与してまでデジ活講座事業に人を集め、ＩＣＨＩＣＯの

恩恵を受けられるようにすることは絶対に本質ではないはずです。 

 もう１点、健康講演会ですが、市民が、いつまでも輝きながら健康で過ごすことを目的に、市長が各回の講師

と対談する講演会であることは、既に御承知の方も多いかと存じます。確かに、前市政であれば市長が講師と対

談する際には会場が満員でなければ格好がつかないとばかりに、本市職員は事なかれ主義をいかんなく発揮し

て、勤務時間中であろうが、土日祝日であろうが、職員を数多く動員していたかもしれません。そんな前市政同

様の発想であれば、１人当たり300ポイント付与することで健康講演会の会場を満員にすることも当然の帰結な

のでしょう。しかしながら、田中市長は今、この事なかれ主義を打破しようと御奮闘されている真っ最中です。

そして、田中市長は永田町においてはマイク１本で国会議員になった男として認知されていることを、私は承知

しております。開催のタイミングによって、時に受講者が少ないケースも当然あるでしょうが、だからといって

１人当たり300ポイント付与することで参加者を募り、会場を満員にするなどといった忖度がなされれば、確か

に、村越前市長なら悦に入るのだとは思いますが、仮に私が市長なら、職員からおちょくられているような気持

ちになることでしょう。もう市長が替わり２年がたとうとしています。前市政時代ならいざ知らず、こうした発

想と手法、過度な忖度はやめるべきです。 

 その上で、確かに、「やめろと言われても、今では遅過ぎた」と思われるのかもしれませんし、「やめろと言わ

れたら、余計に燃え上がる」のかもしれませんが、私に言わせればさきに述べたような行政ポイントのあり方

は、西城、いや正常な姿とは思えません。 

 では、どうすればよいのか。私なら、これら行政ポイントは、法律に基づき任命されたわけでもなければ、報

酬を受けているわけでもないのに、各地域においてごみステーションの管理をしてくださっている方々や小学校

児童の登下校の際に、いわゆる旗振りや見守りなどをしてくださっている方々に付与したいと思います。ただ

し、市議会議員は除いて結構かと思います。そして、毎日とまではいかないのかもしれませんが、時には風雨に

さらされた身体を癒やすため、地域の銭湯に入っていただく、あるいは、飲み物で喉を潤したり、身体を温めて

いただきたいと、私ならそのような付与ポイント制度を構築するのだと思います。本市のデジタル地域通貨が、

地域コミュニティーの醸成に役立つものであり、市民満足度の向上が期待できると主張するのであれば、催物の

来場者よりも、こうした本当に地域に根差した活動をしている人たち、人知れず地域に貢献されている方々にこ

そ付与すべきでしょう。 

 さらに具体的な提案をしましょう。私は先ほど銭湯に言及いたしましたが、行政ポイントは公衆浴場の経営支

援にも活用していくべきと考えます。ボランティア活動を通じて、利用店舗を公衆浴場に限定したポイントが付

与されれば、付与された人の多くはきっと銭湯に行くものと思われます。若者や転入者の方々などの中には、そ



れがきっかけとなって初めて本市の銭湯に行く人もいるでしょう。リピーターになる人も出てくるかもしれませ

ん。市川市内には銭湯はもう５つしか残っていないわけですが、本市の銭湯は保健衛生の観点で必要であるのみ

ならず、映画のロケ地にもなっておりますし、地域住民の交流の場にもなっています。銭湯には座る場所によっ

て、上座と下座ではありませんが、例えて言うなら他人のあかが流れてくるような場所もありますし、水を入れ

ないと入れないぐらい熱い風呂もありますが、昔は親が子どもに、あるいは、見ず知らずのおじさんが地域の子

どもたちに対し、座る場所や入浴マナーを教える教育の場でもありました。こうした廃れつつある昭和の文化

も、辛うじて面影を残しているのが銭湯です。そのほかにも、秋祭りでみこしを担いだ後には汗を流したり、冷

えた身体を温めたりと、幾つもの機能を担っています。もちろん、災害時には皆が深々と頭を下げ感謝するよう

な、かけがえのない威力を発揮します。せっかく行政ポイントを付与するのであれば、市内公衆浴場をバックア

ップするという本市の行政課題とも連動した取組を行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。この

投げかけを行って、次に進みます。 

 続いては、第８款観光費第１項観光費第２目観光振興費第18節負担金補助及び交付金のうち、花火大会負担金

についてです。私も昨年は会場を視察いたしましたが、有料席が大分増えたことと、ところどころ、ヨシかアシ

かガマか分かりませんが、草が伸び放題にぼうぼうと伸びていて、ある場所では視界を遮っていたかも知れませ

んし、座る場所を見つけられずに困った人たちが、無理やりにでも座ろうと、悪戦苦闘している光景も気になり

ました。江戸川河川敷の草刈りについては、県、国と市の管理区分に応じて草刈りの実施時期も異なっていると

のことであり、草の伸び具合もそれぞれのようですが、市民目線、現場主義の観点からは、花火大会当日にはい

ずれの草もきれいに刈り取られていることが望ましいことは言うまでもありません。 

 また、花火大会当日にいずれの草もきれいに刈り取られていることは、単なる来場者サービスのみならず、危

機管理の観点からも重要なはずです。当日の来場者数の正確な数字は分かりませんが、現地では足の踏み場もな

いぐらいたくさんの人が押し寄せますし、御高齢の方もいらっしゃれば、小さなお子さんもたくさんいらっしゃ

るでしょう。そして、夏場ですから皆さん軽装ですし、サンダル履きや下駄、草履の方も多いはずです。そんな

ときにもし火災や地震でも発生し、来場者の方々が一斉に避難する事態を想定してみれば、伸びた草は避難の邪

魔になり人々が交錯、転倒するかもしれませんし、手足を切ってしまう人もいるでしょう。村越市政ならいざ知

らず、今や危機管理能力にたけ、県、国との交渉力にも定評があるとされる田中市政です。こういう場面でこ

そ、本来の力量をいかんなく発揮されまして、さすがは田中市長だなと、市民の方々から喜ばれるような会場設

営に努めていただけますようお願いいたします。８月当日には、いずれの草もきれいに刈り取られた中で、皆が

安心、安全に花火を鑑賞するシーンが見られることを心待ちにしながら、次に進みます。 

 第９款土木費第２項道路橋りょう費第３目道路新設改良費第12節委託料のうち、電線共同溝設計委託料につい

てです。新年度においては、市道0216号市川駅南口バス通りに係る電線共同溝詳細設計の委託を行うとのことで

あり、いよいよここまで来たなというのが実感です。しかし、去る９月10日に市川駅南公民館にて開催された住

民説明会での説明によりますと、当該箇所にて無電柱化が実現するまでにはおよそ10年の月日を要するとのこと

でした。確かに簡単な工事ではありませんし、地中の状況も把握できておりませんので、不確実な要素が多いこ

とも理解しておりますが、地元の声は圧倒的に早期実現であり、冗談半分とは言え、10年も待ったら、俺たちは

もうこの世にいないよと、嘆く方もいるぐらい地元では早期実現を待望する事業となっております。 

 市川駅南地域においては、来年秋にはリーフシティ市川がオープンする予定であり、大樹のような、緑豊かな

町が産声を上げます。そんな本市の最先端を行くべき町に、旧態依然とした電柱が林立しているさまは、景観を

損ねる以外に何物でもありません。どうか詳細設計に際しては、地元の声を最大限反映していただき、工期短縮

が実現するよう要請いたしまして、次に進みます。 



 第11款教育費第３項中学校費第１目学校管理費第10節需用費のうち、避難所環境整備事業についてです。避難

所のトイレは和式が多いため、洋式化を進めトイレの利便性向上と衛生面改善を行うことが、本事業の目的の一

つです。私はスポーツ大会などで小中学校のグラウンドにお邪魔する機会もありますが、確かに体育館のトイレ

や外トイレは和式が多いため、災害時には和式に慣れていない若者や子どもたちは苦労するのではないか、ま

た、洋式に比べたら所要時間も多くかかるため、効率も悪いのではないかとかねて危惧しておりました。今回、

我が東国分中学校を含めた中学校５校の体育館のトイレが洋式化されるとのことであり、当然これを歓迎する次

第ですが、外トイレについては別工事になると伺いました。いずれも避難所にとっては大切なトイレですから、

本来であれば同時に工事していただきたかったと思います。この点、今後における改善を求めます。 

 また、それとは別に、私はそれなりの頻度で塩浜体育館を訪れますが、同体育館のトイレは洋式化こそされて

いるものの、多目的トイレ以外にはウォシュレットが設置されていない点が気になっていました。災害時はトイ

レットペーパーが切れてしまう可能性もあるでしょうし、お風呂やシャワーに入れない期間が長期化することも

懸念されます。衛生面を考慮するのであればウォシュレットの設置は不可欠と存じます。今回の工事では、ウォ

シュレットも整備されるとのことでありましたが、塩浜体育館など既に洋式化されている場所であっても、ウォ

シュレットが未整備のところには早期の対応を求めます。 

 最後に、第４款衛生費第１項保健衛生費第６目斎場費のうち、斎場施設整備事業並びに同款第２項清掃費のう

ち、クリーンセンター整備事業について言及して締めくくります。まず現状を鑑みるに、環境部についても、保

健部についても、これだけのビッグプロジェクトを１つの課の業務として遂行することに無理があるように思わ

れます。企画、設計や事務作業もこなしながら、庁内報告や議会説明をも一手に担う。大変な仕事量とプレッシ

ャーだと思われます。そこで、両部については次長を２人体制にして、もう少しこれらビッグプロジェクトに注

力できるような体制に改めるか、それぞれ独立した部に格上げするなど体制を強化されてはいかがでしょうか。

あるいは、両プロジェクトともにＤＢＯ方式を志向しているなどの共通点はありながらも、本市にはＤＢＯ方式

による整備や運営に係るノウハウが確立されていないわけですから、両プロジェクトを統括する部門を新たに設

立してＤＢＯ方式への知見を高めつつ、事務作業の効率化を図り、両プロジェクトを効果的に推進していくとい

う方法も考えられます。ただし、ここから先が重要ですが、いずれのプロジェクトもまだＤＢＯ方式が最善であ

ると市議会が判断したわけでもありませんし、予算規模についても環境文教委員会において質疑が相次いだとも

伺っております。 

これは市議会の話になりますが、少なくとも次期クリーンセンターについては特別委員会を設置し、透明性が

確保された上でプロジェクトの進展をチェックしていけるような工夫が必要だと感じております。また、これだ

け高額のプロジェクトになりますと、一般論で言えば、談合や贈収賄事件の舞台となるリスクも高まります。た

とえ市長や副市長であったとしても、安易に入札情報を持ち出せるようでは、前市政と同様の管理体制と糾弾せ

ざるを得ません。情報セキュリティーの徹底と適切な職務の分離については、総務部や企画部、情報管理部も含

めて全庁挙げて適切な体制を構築されますよう要請いたします。まかり間違っても、公契約関係競売入札妨害罪

などによる逮捕者が出るような事態はあってはならない、悪しき歴史を繰り返してはならないと強く訴えたいと

思います。 

 最後になりますが、為政清明という言葉がございます。理事者の方々におかれましては、これらビッグプロジ

ェクトについては、透明性の確保と市議会に対する適時適切な情報提供に万全を期されるよう要請いたします。

我々市議会議員も、両プロジェクトについては細心の注意を払い、特別な関心を寄せていかなければならないも

のと心に刻んだ次第です。 

 各款項目にわたりるる申し述べましたが、以上が我が会派無所属の会が議案第77号令和６年度市川市一般会計



予算に賛成すべきと考えた理由となります。私たち無所属の会は、このまま何ら修正なく原案を認めることにつ

き、何か慣れていないことをやっているようで、いささか不安な気持ちが込み上げてくるような感覚もあります

が、会派において慎重の上にも慎重な審査を繰り返し、最終的には、施政方針に基づく市政運営を行うに必要十

分な予算が計上されているものと判断した次第です。 

 最後に、市長をはじめ、特別職と部長級以上の幹部職員の皆様におかれましては、令和６年仕事始め式に際し

ては、和服で出席され、本市が発足した昭和９年当時の方たちに想いをはせながら、市制施行90周年を全力で盛

り上げる決意を固められたと伺っております。動画も拝見させていただきました。本当にお疲れさまでした。私

たち無所属の会は、元旦の能登半島地震を受け、いつ起こるとも分からない災害に備え、防災施策に目を向ける

１年にしようと、たった２人の会派ではありますが、増田議員と確認をし合いました。そして、昭和９年当時の

方たちに想いを巡らすことは理事者の皆様にお任せすることとし、我々は、円安や物価の高騰、実質賃金の低下

にさいなまれている市民生活の現実に目を向け、現下にあって行政の支援を必要とされている方々に思いをはせ

ようと誓いました。行政の諸課題の解決に向け、新年度も全力で働いていく所存です。 

 いずれにいたしましても、市制施行90周年がすばらしい年度となるよう祈念いたしまして、討論を終わりま

す。 

○稲葉健二議長 以上で通告による討論を終わります。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより議案第55号市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第56号昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条

例の廃止についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第57号市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第58号市川市税条例等の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第59号市川市手数料条例の一部改正についてを採決いたします。 



 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第60号市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第61号市川市敬老祝金支給条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第62号市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の廃止についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第63号市川市地域共生センターの設置及び管理に関する条例の制定についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第64号市川市介護保険条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第65号市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正

についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第66号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ



タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第67号市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第68号市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正につい

てを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第69号市川市漁港管理条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第70号市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第71号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第72号市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第73号令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号）を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ



タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第74号令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第75号令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第３号）を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第76号令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３号）を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第77号令和６年度市川市一般会計予算を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第78号令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第79号令和６年度市川市介護保険特別会計予算を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第80号令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第81号令和６年度市川市下水道事業会計予算を採決いたします。 



 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第82号市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第83号財産の減額貸付についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第84号財産の減額貸付についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これより議案第85号診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの提起についてを採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボ

タンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

午後２時28分散会 



 

 

 

第  ６  日 

 

令和６年３月６日（水曜日） 



令和６年２月市川市議会定例会議事日程（第６号） 

令和６年３月６日（水曜日）午前 10 時開議 

 

第１ 一般質問 野口じゅん議員、国松ひろき議員、川畑いつこ議員、石崎ひでゆき議員、加藤圭一議員 

――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 一般質問 

――――――――――――――――――――――――― 

出 席 議 員     42 名 

門 田 直 人 

野  口  じ ゅ ん 

丸  金  ゆ き こ 

冨 家  薫 

沢   田   あ き ひ と 

太 田 丈 之 

小 山 田  な お と 

川  畑  い つ こ 

ほ と だ  ゆ う な 

国  松  ひ ろ き 

や な ぎ  美 智 子 

と く た け   純   平 

中 町 け い 

つ ち や  正  順 

つ か こ し   た か の り 

加 藤 圭 一 

浅 野 さ ち 

久 保 川  隆  志 

西 村  敦 

中  村  よ し お 

大 久 保  た か し 

石   原   た か ゆ き 

清  水  み な 子 

廣 田 德 子 

に し む た      勲 

石   崎   ひ で ゆ き 

堀  内  し ん ご 

細 田 伸 一 

青   山   ひ ろ か ず 

石  原  み さ 子 



宮 本  均 

大 場  諭 

稲 葉 健 二 

小 泉 文 人 

石   原   よ し の り 

増 田 好 秀 

越 川 雅 史 

中 山 幸 紀 

松 永 鉄 兵 

竹 内 清 海 

加 藤 武 央 

岩 井 清 郎 

――――――――――――――――――――――――― 

欠 席 議 員     な し 

――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職氏名 

市 長 田 中  甲 

副 市 長 松 丸 多 一 

副 市 長 本 間 和 義 

代 表 監 査 委 員 植 草 耕 一 

教 育 長 田 中 庸 惠 

危 機 管 理 監 本 住  敏 

市 長 公 室 長 麻 生 文 喜 

総 務 部 長 蛸 島 和 紀 

企 画 部 長 小 川 広 行 

財 政 部 長 田 中 雅 之 

管 財 部 長 稲 葉 清 孝 

情 報 管 理 部 長 小 林 茂 雄 

文 化 国 際 部 長 森 田 敏 裕 

ス ポ ー ツ 部 長 立  場  久 美 子 

市 民 部 長 佐 藤 敏 和 

経 済 観 光 部 長 根 本 泰 雄 

こ ど も 部 長 鷺 沼  隆 

福 祉 部 長 菊 田 滋 也 

保 健 部 長 川 島 俊 介 

環 境 部 次 長 品 川 貴 範 

街 づ く り 部 長 小 塚 眞 康 

道 路 交 通 部 長 岩 井 忠 良 

下 水 道 部 長 藤 田 泰 博 



行 徳 支 所 長 秋 本 賢 一 

消 防 局 長 角 田 誠 司 

選 挙 管 理 委 員 会 
岩 井  滴 

事 務 局 長 

農業委員会事務局長 藤 城 久 保 

会 計 管 理 者 六  郷  真 紀 子 

教 育 次 長 小 倉 貴 志 

生 涯 学 習 部 長 板 垣 道 佳 

学 校 教 育 部 長 藤 井 義 康 

――――――――――――――――――――――――― 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長 小 泉 貞 之 

事 務 局 次 長 町 田 茂 幸 

議 事 課 長 米 津 孝 成 

（議事担当）  

主 幹 宮 嶋  茂 

主 査 尾 本  悠 

主 任 書 記 北 川 陽 介 

主 任 書 記 高 栁 陽 一 

主 任 書 記 三 澤 啓 成 

（調査担当）  

主 幹 渡 辺 孝 文 

主 査 前 田  悠 

主 査 岡 澤 英 康 

主 任 関 口  舞 

主 任 書 記 荒 木 智 貴 
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会    議 

午前10時開議 

○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第１一般質問を行います。 

 順次発言を許可いたします。 

 野口じゅん議員。 

○野口じゅん議員 おはようございます。チームいちかわの野口じゅんでございます。通告に従いまして、一問

一答で質問させていただきます。 

 まず、大項目１つ目、本市の食の支援についてです。 

 昨年５月に新型コロナウイルス感染症が５類に移行し、社会経済活動も少しずつコロナ前に戻りつつあるもの

の、物価高騰により実質賃金が下がり続ける中、生活に困窮している世帯が増加しています。そのような社会情

勢の中、今年の１月から本市ではいちカレ事業がスタートしました。私が昨年12月定例会でチームいちかわの代

表質問として、いちカレ事業について質問した際に御答弁の中で、人との関わりや行政等の支援に消極的で子ど

も食堂やフードパントリーに行くことができなかった方などにも気軽に立ち寄っていただけるような事業とした

いという御説明がありました。 

 そこで、いま一度、本市が行っている食の支援について、どのようなものがあるのか伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 本市では、日々の生活に困窮している方や困難を抱える方に寄り添い、誰一人取り残すこ

とのない持続可能な社会を目指す中で生きる権利の一助となるよう、いちカレ事業をはじめとする様々な食の支

援を行っております。 

 こども部においては、子どもへの食の支援として、飲食店において、寄附者の善意により子どもが無料で食事

を取ることができるフードリボンプロジェクトの支援及び食事とともに学習支援や遊び場を提供する子ども食堂

への運営費補助などを行っています。さらに、今年度はフードロス啓発活動として、市川こども食堂ネットワー

クや市内のフードバンクの協力の下に、中央こども館において中学生及び高校生を対象に食品を無料で配布する

フードパントリーを試行的に行いました。 

 次に、環境部では、令和４年10月に株式会社ファミリーマートと食品の提供に関する合意書を交わし、フード

ドライブ事業を開始しております。市民から寄せられた食品は、市川市社会福祉協議会のいちかわフードバンク

を通じ生活困窮者や子ども食堂、また福祉施設等に提供されています。 

 次に、福祉部では、平成27年度から市川市生活サポートセンターそらへの委託事業として生活困窮者に係る自

立相談を行っており、生活に困窮し、一時的に食の支援を必要とする方や、住む場所を失った方に住居を提供す

るとともに、日用品や食料の提供などを行っています。食料は１人当たり原則１日３食を４日分として、お米や

レトルト食品、ラーメン、乾麺、ペットボトルなどを提供しており、今年度は１月末時点で９世帯2,019点の食

料を提供しております。また、今年の１月から日々の生活に困窮している方などを対象にカレーライスを無料で

提供するいちカレ事業を開始しております。いちカレは気兼ねなく立ち寄っていただき、栄養のある温かいカレ

ーを食べてもらえるよう、身分や所得の確認などは行っておりません。現在、事業の趣旨に賛同いただいた食品

営業許可施設３店舗で実施しており、今月１日時点で15回実施し、延べ208人の方、１日平均約14人になります

が、御利用いただいております。こうした食の支援の課題としては、そらの相談窓口には直接的に食の支援を求

める相談というのは少ないため、食の支援ニーズについて把握することが難しい状況であります。 



 また、いちカレ事業は開始してから間がないこともあり、ニーズの把握は今後の課題でありますが、先ほど申

し上げたとおり一定の利用がありますので、まだまだ食の支援を必要としている方が潜在的にいらっしゃるもの

と考えております。また、子どもにおいては、自ら支援を求めることが少ないことから、居場所づくりとともに

取り組むことが重要であると考えております。今後とも市川市生活サポートセンターそらや民生委員児童委員、

子ども食堂、また食の支援を行っている団体とも連携し、さらなる食の支援への周知及びその支援の充実に努め

てまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 ありがとうございます。様々な方法で食の支援を行っていることが分かりました。食の支援

の目的には様々あると思います。緊急を要する一時的な食の支援もありますが、食の支援をきっかけとして困窮

している方を把握し、ほかの専門的な支援へとつなげるという側面もあるかと思います。御答弁にあったような

子ども食堂が食を通じて子どもたちの居場所づくりを行っているということも、その例だと思います。 

 また、課題として、潜在的なニーズの把握が難しいという御答弁がありました。食の支援を受けるということ

に心理的なハードルがあるのかもしれません。そういう意味では、いちカレ事業の取組は、利用条件を設定しな

かったり、国民食であるカレーを提供したりするなど、そのような心理的敷居を下げる、そういう試みであると

いうことを推察いたします。 

 生活サポートセンターそらでの食品の支援は、本年度において、１月末までに６世帯に実施したということで

すが、市内のＮＰＯ団体のフードバンク活動において定期的に行っている食品の無料配布会では、去年１年間で

延べ660世帯、実世帯数で言うと、210世帯に約５ｔの食品を配布しています。そして、利用者へのアンケートに

よると、その食品を取りに来た210世帯のうち、市川在住の世帯は約150世帯で、そのうち85％の130世帯が市川

市の支援を受けたことがないと答えています。民間の食の支援は、様々な工夫により敷居が低く、支援を必要と

している方が集まりやすい傾向にあることが分かります。 

 そこで(2)の質問ですが、フードバンクと同じように、食品ロスになる食品を集めて、それを配布する食の支

援としてコミュニティフリッジというものがあります。このコミュニティフリッジについて、市が食の支援とし

て採用した場合の利点、また予測される課題についての認識を伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 コミュニティフリッジは、地域――コミュニティーと、冷蔵庫――フリッジを組み合わせ

た地域で使う冷蔵庫という意味で、2012年にドイツで始まった環境保護活動の一つとして知られています。飲食

店やスーパーなどの小売店において、売り切れない商品を路上の冷蔵庫に入れ、必要な人々が受け取れる仕組み

です。国内では、2021年に岡山県で生活に困っている人を支援する新しい食品支援の形で誕生し、現在、主に民

間主導で全国15か所程度に広がっています。本市がこのコミュニティフリッジを採用した場合の利点としては、

コミュニティフリッジは助け合いの気持ちによって、地元の商店や企業や個人が寄附した食料品や日用品を支援

の必要な方に届けることができる食の支援の一つと考えており、フードドライブなどと同様に、地域の食品ロス

の削減にもつながるといった利点があります。 

 課題といたしましては、助け合いの気持ちによる善意によって賄われる仕組みであるため、支援を必要とする

方の需要が増えれば増えるほど、ニーズに応じた食料品や日用品の確保が課題になると考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 ありがとうございます。私が考えるコミュニティフリッジによる食の支援の一番の特徴は、



誰にも会うことがなく、いつでも電子ロックで倉庫や冷蔵庫にアクセスでき、気軽でたくさんの人にとって敷居

の低い利用しやすいシステムであるということです。さらに、利用者登録を前提とすることで利用者を把握する

ことができ、食の支援にとどまらず、生活保護をはじめとしたほかの専門的な支援にもつなげることができると

いうことが利点だと思います。 

 課題として挙げられていた需要が高まった際の食品の確保についてですが、先ほど述べた本市でフードバンク

活動をしている民間団体は、令和５年度には約11ｔの食品の寄附を集めているそうで、市川市が本気で取り組め

ば、さらにたくさんの事業者からの寄附が見込まれるのではないでしょうか。ぜひ市でも導入の検討を進めてい

ただきたいと思いますが、参考として、他市の取組にどんなものがあるのか伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 コミュニティフリッジは、実施する団体ごとにそれぞれ特色があります。日本で初めてコ

ミュニティフリッジを開始した岡山県では一般社団法人が運営を行っており、支援者と支援を受ける人が顔を合

わせず支援を受けられるよう配慮されており、提供場所は人目を気にせず利用できるよう、ショッピングセンタ

ーの奥の駐車場に設置し、入り口は電子ロックにより施錠され、部外者は入れない仕組みとなっています。ま

た、利用者は児童扶養手当や就学援助などの受給資格のある方や様々な事情によって生活に困窮している方に限

定され、事前登録制でスマートフォンのアプリで解錠の上、利用します。事業開始に当たっては、民間の財団に

よる困窮者支援の助成金を活用して在庫管理等のシステムを開発、寄附金の受付スタッフなどは雇わずに既存の

職員の兼務により運営されています。そのほか、草加市では、商工会議所がスーパーに業務を委託して運営して

います。また、板橋区では、利用者の決定は区が行い、運営を社会福祉協議会に委託しております。 

 このように、運営主体や形態は様々であり、対象も子育て世帯に限定しているところもあります。コミュニテ

ィフリッジは、国内では比較的新しい取組であり、そのほかにも様々な食の支援の取組もありますので、このコ

ミュニティフリッジに限らず、先行して取り組んでいる団体の事例などを参考に今後調査、研究を進めてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 ありがとうございます。様々な事例があるようですが、行政が行う場合は民間と連携して取

り組むことがベストではないかと考えます。その場合、行政は利用者の利用条件の設定や利用者の情報管理など

を行い、民間団体が実際に運営を担うというような連携の方法が最適ではないかと個人的には考えます。そし

て、単に一時的な食の支援にとどまらず、さらに必要な支援につなげられるような仕組みが考えられるのではな

いかと思います。既に市内のフードバンク団体が倉庫を保有して、食品の確保から配布までの流れを確立してい

ることを考えると、そのような団体と協力しながら、ぜひ前に進めていただければと思います。 

 次に、(3)としてフードドライブについて伺います。 

 家庭で余った食品などを集めるフードドライブという活動は、食品ロスの削減の観点からカーボンニュートラ

ル実現に向けて市民が一人一人関わることができるという点で啓発、周知にも有効な取組です。これまでは、そ

のような視点から環境部がイベントを実施したり、ファミリーマートさんと協定を結び食品を集めたりしていま

すが、集めた食品が必要としている方へ届くという意味では、食の支援という観点からももっと取り組んでいく

べきだと思います。特に市役所や図書館といった市民の皆さんがよく利用する公共施設にフードドライブの食品

回収ボックスを置くことで、市民の皆さんにカーボンニュートラルにつながる食品ロス削減に対する意識を持っ

てもらい、また、食品の寄附を通じて助け合いの意識の醸成をすることにもつながると思います。集められた食

品がコミュニティフリッジ等で配布できれば、すばらしい地域の循環が生まれるのではないでしょうか。 



 そこで(3)として、公共施設においてフードドライブイベントを実施したり、食品を集める回収ボックスを常

時置いたりするような取組を実施することについて、市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 現在、本市のフードドライブは、市職員２名が２週に一度、ファミリーマート８店舗から

寄附された食品を回収し、賞味期限などを確認、仕分けを行った上で市川市社会福祉協議会に提供しています。

社会福祉協議会に提供した食品は、いちかわフードバンクを通じ生活困窮者や子ども食堂、また福祉施設等に提

供する仕組みとなっています。フードドライブは、食品ロスの削減や食の支援としても大変意義のある取組であ

ると考えています。今後、公共施設においてフードドライブを常時実施するためには、設置場所の問題や誰がど

のように回収するのか。また、回収した食品の提供先との協議などが必要となります。生活に困窮する方の支援

につなげられるような仕組みとして、まずは福祉部が所管する施設において実施できるか、課題を整理して検討

してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 ありがとうございます。集めた食品の運搬や回収の問題など課題はあるとは思いますが、こ

ちらも既にそのような活動を行っているフードバンク団体が市内にあったりしますので、ぜひ連携して、できる

ところから始めていっていただければと思います。 

 次の大項目に移ります。ヤングケアラーときょうだい児支援についてです。 

 まず、(1)ヤングケアラーについてですが、ヤングケアラーについては、これまで何度か議会でも取り上げら

れていますが、昨年７月に福祉部でよりそい支援事業がスタートし、９月定例会においては、福祉部が中心とな

って進めていくという御答弁がありました。 

 そうした中、昨年４月に施行されたこども基本法に基づき、12月に策定されたこども大綱の中には「ヤングケ

アラー」という言葉が出てきました。子どもの権利という観点から、ヤングケアラーについて考えることはとて

も重要だと思います。 

 そこでアとして、こども大綱を踏まえて本市がどのような取組をしているのか。また、今後の取組についても

併せて伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 こども基本法は、次世代の社会を担う全ての子どもが生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人とし

て、ひとしく健やかに成長することができ、子どもの心身の状況、置かれている環境などにかかわらず、その権

利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目的に令和５年４月１日に施行

されました。また、同法に基づくこども大綱は、従来の少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱及び

子供の貧困対策に関する大綱の３つの大綱を１つに束ね、子ども施策に関する基本的な方針や重要事項などを一

元化するとともに、さらに必要な子ども施策を盛り込むことで、これまで以上に総合的かつ一体的に子ども施策

を進めるためのものと規定されております。 

 このこども大綱においては、本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている

子ども、いわゆるヤングケアラーへの支援は、ライフステージを通して縦断的に取り組むべき事項とされており

ます。ヤングケアラーの問題は、ケアが日常化することで学業や友人関係等に支障が出てしまうなど、個人の権

利に重大な侵害が生じているにもかかわらず、子ども本人や家族に自覚がない場合もあり、顕在化しづらいこと

から、福祉、介護、医療、教育などの関係者が情報共有と連携することで早期発見、把握し、子どもの意向に寄



り添いながら必要な支援につなげていく必要があります。 

 このヤングケアラーの問題について、本市では、昨年度に市内の小学５年生と中学２年生及びその保護者を対

象とした子どもの生活状況に関する実態調査を実施し、家族のお世話を日常的にしていると答えた子どもが一定

数いることを確認しております。このことに対するこども大綱を踏まえた本市の対応といたしましては、ヤング

ケアラーを含む支援が必要な子どもを早期発見、把握する場をつくるため、子ども食堂を運営する団体に補助金

を交付する中で、気になる子どもの情報提供を依頼しているところでございます。さらに、子ども食堂を運営す

る団体が定期的に集まる会議に参加し、支援が必要となる子どもの情報を共有するなど、連携に努めておりま

す。 

 また、子どもの声を直接聞き、その意向に寄り添い、必要な支援につなげる場として、18歳未満の子どもを対

象としたこども館に専門の資格を持った職員を配置し、子どもが気軽に相談できる環境を整備しております。し

かしながら、ヤングケアラーの中には、困っているという自分の状況を伝えたり、意見を表明することへの意欲

や関心が高くない子どもも含まれており、このことは支援の開始を困難とする一因となっております。そのた

め、自らの意見を持ち、それを表明することができるというこども基本法やこども大綱の理念を広く子どもに周

知するとともに、安全に安心して意見を述べることができる場をつくる必要があります。 

 そこで子どもの意見表明の実践として、今後、こども基本法で努力義務とされている自治体こども計画を本市

で策定する際に、子ども、若者を対象としたワークショップなどの開催を検討しております。子どもや若者の意

見をどのように計画や施策に反映させたかを広く発信することで、全ての子どもに意見表明の権利があることを

子ども自身やその支援者に強く周知、啓発してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 ありがとうございます。ヤングケアラーが陥っている状況は、子どもの権利が侵害されてい

るんだという視点が非常に重要になると思います。また、子どもの意見表明権をきちんと守っていくことでヤン

グケアラーの早期発見にもつながるということだと思います。自治体こども計画のためのワークショップでは、

広く参加を募っていただき、そして子どもたちの意見が反映されたことがきちんと伝わるようにお願いいたしま

す。意見はしたけれども、結局どこにも反映されなかったという形で逆効果にならないようにお願いいたしま

す。 

 また、具体的な取組として、子ども食堂団体との連携のために会議へ定期的に参加するなど、民間団体による

子どもの居場所の現場を把握する取組はすばらしいと思います。また、こども館での取組についても、同様に現

場を重視していくということが早期発見には必要だと思います。 

 そこで再質問ですが、そのような取組の中で、実際にヤングケアラーへの支援につながった事例はどのくらい

あるのか伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 子ども食堂との連携でもたらされる気になる子どもの情報やこども館で受け付けた相談の中に、明確にヤング

ケアラーであると主訴した事例は現在のところはございません。子ども食堂との連携の中で気になる親子が発見

され、関係機関への支援につなげたケースは、令和４年度は23件ございましたが、その多くはネグレクトなどの

児童虐待が疑われるケースや生活困窮世帯でございました。また、こども館で受け付けた親子の相談は、令和４

年度は750件あり、そのうち子ども自身からの相談は11件でございました。その相談内容としましては、親から

の相談は生活習慣やしつけに関することが多く、子どもからの相談は親子や友人など、人間関係に関することが



ほとんどでございました。今後も子どもたちの様子や声に十分気を配りながら、ヤングケアラーとして支援が必

要な子どもたちが見過ごされることがないよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 分かりました。現場での子どもたちの悩みを相談できる体制はできてはいるが、相談する側

も相談を受ける側も、まだまだヤングケアラーという視点が根づいていないということも原因なのかもしれませ

ん。ヤングケアラーの早期発見、把握の難しさがよく分かります。 

 では、次にイとして、同じように子どもたちがふだん多くの時間を過ごす学校の現場において、早期発見、把

握するためにできることはたくさんあると考えますが、学校の取組についてどのようなものがあるか伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 学校ではヤングケアラーについて、いじめや虐待と同様に、日々の観察や教育相談アンケート等により早期発

見に努めております。しかし、ヤングケアラーは病気の家族に代わる家事、幼いきょうだいの世話など家庭内の

デリケートな問題であり、把握が難しい側面がございます。学校で実際に気になる児童を見つけた場合、学校が

こども家庭支援課や児童相談所に連絡し、その後は関係機関と連携したり、教育、福祉、病院、警察など、子ど

もに関係する機関から成る要保護児童対策地域協議会等で情報共有と対応への連絡調整を図ったりするなど、関

係機関との連携体制に基づき対応を行っております。 

 令和５年４月に発表されました令和４年度の小学６年生、中学２年生を対象に千葉県で実施した調査における

市川地区の結果によりますと、自身はヤングケアラーに当てはまると思うかという質問に対し、当てはまると回

答したのは、小学６年生では１％、中学２年生では2.2％でした。ヤングケアラーという言葉をこれまで聞いた

ことがあるかという質問に対して、聞いたことがあり内容も知っていると回答したのは、小学６年生では

23.9％、中学２年生では32.4％でした。以上のことから、ヤングケアラーにつきましては、教職員だけでなく、

児童生徒の認知度向上を図り、児童生徒自身に気づかせることが必要です。そして、児童生徒にとって負わされ

ている家事等が過度な負担になっている場合は教職員間で情報を共有し、教育相談につなげていくことが支援の

第一歩となります。 

 今年度は６月にヤングケアラーの認知度向上を図るため、小学６年生、中学２年生を対象に千葉県作成の児童

生徒向けヤングケアラー啓発資料を配布いたしました。また、教職員には、令和５年６月にライフカウンセラー

向け、12月には生徒指導主任向けにパワーポイント資料を活用した研修を行っています。今後もヤングケアラー

実態調査を毎年実施し、教育相談アンケートや、ふだんの学校での様子などから実態把握に努めるとともに、各

学校の校内研修会等を活用するなど、ヤングケアラーの認知が教職員の中で進むよう取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 ありがとうございます。ヤングケアラーであることを自覚できるようにすることと、やはり

大人がそのことに気づくことが重要だということが分かりました。ぜひ教職員への研修の実施はどんどん進めて

いってもらいたいと思います。ただ、様々な配慮が必要な児童生徒が増えるなど、学校の教員の皆さんの負担が

増えている状況を考えると、ライフカウンセラーさんやスクールカウンセラーさんなどの活用や拡充も同時に進

めていってもらいたいと思います。 

 学校で気になる生徒を把握してからの連携の流れは分かりましたが、実際にそのような流れの中でヤングケア

ラーへの支援につながった事例はどのぐらいあるのか伺います。 



○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 実際に教育委員会がヤングケアラーを把握し、こども家庭支援課や児童相談所等関係機関への支援につなげた

件数は現在のところありません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 はい、分かりました。やはりヤングケアラーという視点での問題の把握が難しいということ

が分かりました。関係機関、関係部署で連携できる体制は構築しているものの、そもそもヤングケアラーの把握

ができなければ、なすすべがありません。 

 そこで、ウの質問に移ります。よりそい支援事業として、ヤングケアラーに対してどのような取組をしている

のか伺います。 

 また、よりそい支援事業で行っている福祉よりそい相談窓口において、ウェブサイトなどにもヤングケアラー

の文字がありますが、これまでにヤングケアラーの相談はどのぐらいあったのか、併せて伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 本市では地域共生社会の実現を図るため、ひきこもりやヤングケアラーなどの制度のはざ

まや複雑化、複合化した問題に対応する包括的な支援体制である重層的支援体制整備事業として、市川市よりそ

い支援事業を昨年７月より開始しております。よりそい支援事業では、介護や障がい、子育て、生活困窮分野等

の各相談支援機関において、相談者の属性にかかわらず包括的に相談を受け止め、単独の相談支援機関で解決が

難しい制度のはざまなどの問題に対しては本事業につなげ、問題の解きほぐしに当たります。 

 具体的な想定事例としては、学校でネグレクトが疑われる状況のヤングケアラーに気づいた場合は児童虐待な

どの問題に対応するために市が設置している要保護児童対策地域協議会において、実務者会議や個別ケース検討

会議を開催し、関係機関等が一体となり対応いたします。また、ケースによっては、本協議会からよりそい支援

事業へつながる場合も考えられます。よりそい支援事業の相談実績といたしましては、窓口設置から先月までに

259件の相談がありました。電話による相談は157件、窓口での相談は101件、メールによる相談が１件。相談内

容別では、１件で複数の事由に該当する場合があるため、相談内容は416件となっています。そのうち、ひきこ

もりが66件、孤独、孤立が29件、8050問題が24件で、ヤングケアラーの相談はこれまで寄せられておりません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 ありがとうございます。相談件数はまだゼロ件ということです。ヤングケアラーの把握がで

きてからの支援の体制は取れている、これは重層的支援体制整備事業の中で可能になったことだということだと

思います。ただ、こども部の御答弁にあったように顕在化しづらいことから、福祉、介護、医療、教育等の関係

者が情報共有と連携することで早期発見、把握することが重要だと考えます。 

 そこで再質問ですが、よりそい支援事業で、ヤングケアラーの把握のために関係機関と連携している取組はど

のようなものがあるのか伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 子どもが家族などのケアで悩んでいても相談できることを知らない、また、子ども自身が

ヤングケアラーであることに気づいていない場合もあることから、子ども自身への周知啓発が重要であると考え

ております。学校教育部と福祉部が協議する中で子どもたちにヤングケアラーを知ってもらうには、まずは子ど

もたちの身近な学校を通して周知啓発することがより効果的であると考えました。 



 そこで学校教育部では、ヤングケアラーとは何かを知ってもらい、悩んでいる子どもが気軽に相談できるよ

う、毎年、小中高校生及び保護者に配布している相談窓口のリーフレット内容を見直すこととし、この新たなリ

ーフレットを４月以降に配布できるように準備を進めております。また、福祉部におきましては、よりそい支援

事業を広く知ってもらえるよう、市のウェブサイトにイラストを多く用いるなど、より分かりやすくなるよう工

夫をいたしました。また、このウェブサイトでは学校教育部と連携し、悩みを抱える子どもの相談先についても

リンク先を掲載し、相談窓口の案内をしています。今後もヤングケアラーを含め悩みや問題を抱える方に支援す

る取組があることについて、市のウェブサイトや広報、ＳＮＳなどを通じて広く周知啓発してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 分かりました。支援体制ができているよりそい支援事業を広く知ってもらうということも有

効かとは思いますが、やはりどうやって支援が必要な子どもを把握するかという部分で、もっと多機関と連携し

ていく必要があるのではないかと思います。御答弁によると、学校現場において、子どもへの周知啓発のために

相談窓口を紹介するリーフレットにヤングケアラーについて記載していくということですが、そのような学校現

場との連携と同じように、医療現場、介護現場など、様々な機関と連携して取り組めることがもっとあるのでは

ないかと思います。例えばケアマネジャーが使っているアセスメントの項目にヤングケアラーに関するチェック

項目を追加したり、医療機関が行っている退院支援の中にヤングケアラーに関する項目を入れたりするような働

きかけを行っていったらどうでしょうか。また、市内には子どもたちへの支援を行っている様々な団体があり、

その活動の現場に実際に足を運んだり、支援団体と会議体を設けたりするなど、把握に向けてもっと積極的な取

組が必要と感じます。よりそい支援事業で新たに４名配置されたコミュニティソーシャルワーカーなども活用し

ながら、ヤングケアラーの早期発見、把握に力を入れていっていただきたいと思います。 

 それでは、次の(2)のきょうだい児についての質問に移ります。 

 これまであまり広く知られていなかったきょうだい児への支援を考えることは、当事者の気持ちに寄り添う何

かしらの支援につながるだけではなく、実態を把握することが難しいヤングケアラーへの支援の糸口にもなるの

ではないかという考えで取り上げます。 

 きょうだい児は、重い病気や障がいを持っている兄弟姉妹がいる子どものことを指します。そのような状況か

ら、様々な悩みや苦難を抱えていることが多いといいます。 

 アとして、このきょうだい児について、市はどのような認識なのか。ヤングケアラーとの違いなどを踏まえて

お答えください。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 きょうだい児とは、おっしゃるとおり、重い病気や障がいのある兄弟姉妹がいる子どもと

されており、保護者が病気や障がいを抱えるきょうだいの世話に追われることから寂しさや不安を抱え込みやす

いと言われております。全国に約２万人と推計されるたん吸引などの医療的ケアが必要な児童に対する厚生労働

省による2019年の実態調査では、兄弟姉妹がいる家庭は６割を超え、このうちストレスを抱えていると回答した

きょうだい児は全体の約６割に上っています。きょうだい児の抱える負担や問題は家族のデリケートな問題であ

ることから、周りからは気づかれにくく理解されにくい一面があります。きょうだい児は、障がいなどのあるき

ょうだいと一緒に育つ中で障がいへの理解が深まるとの肯定的な意見がある一方で、人間関係に悩みを抱えた

り、仕事など将来の選択肢が制約されたり、世間からの偏見に悩まされるなど、社会において様々な問題に直面

することもあります。また、障がいなどのあるきょうだいの世話をするきょうだい児はヤングケアラーの問題に

もつながるため、きょうだい児とヤングケアラーは切り離すことのできない一体の問題であると考え、支援体制



を整えていく必要があると認識しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 ありがとうございます。きょうだい児に関する問題はヤングケアラーとは違い、家事や世話

を日常的に行っているか否かにかかわらず、兄弟姉妹の状況によって、全員ではありませんが、何かしらの悩み

や困難を抱えているということです。また、大人になってからも、ダブルケアや親亡き後への不安や負担など、

一生涯にわたり、きょうだいとして生きていくということになります。それは社会全体として、障がいがある子

どもや医療的ケア児などの介護が家族頼みになっている状況や、障がいに対する社会的な偏見や差別など、日本

の医療福祉の様々な問題のしわ寄せを弱い立場である子どもが受けているとも言えます。 

 子どもが安心して子どもらしく過ごせるように取組が必要と考えますが、イとして、本市としてはどのような

取組ができるのか伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 きょうだい児を支援する上で重要なことは、ヤングケアラーの問題と同様に、まずは地域

や学校、支援関係者などがこのきょうだい児について理解を深めることであると考えています。よりそい支援事

業では、関係部署を集めた研修会や支援関係者を集めた会議などを定期的または必要に応じて実施しています。

今後、このような場を活用してきょうだい児をテーマとした講義を開催するなど、理解の促進を図ってまいりま

す。 

 また、きょうだい児の問題は、ヤングケアラーと同様に表面化しにくい面があることから支援者の気づきも重

要であります。悩みを抱えるきょうだい児を地域や学校、支援関係者などが発見できるよう、情報の発信と啓発

にも取り組んでまいります。 

 また、きょうだい児に限らず、よりそい支援事業に相談があった場合には相談者に寄り添い、支援関係者が一

体となった支援ができるよう、今後も体制整備の推進に努めてまいります。きょうだい児のように心のケアを必

要とする方は、相談できる場所以外にもきょうだい児同士が本音で語り合えるような交流の場や居場所も大切で

あることから、先進事例などを参考に、このような居場所づくりについても研究してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 ありがとうございます。御答弁にあるように、同じ立場の人たちとの交流が必要とされてい

るということは、当事者の皆さんからの御意見としてよく耳にいたします。そのような交流会の開催や交流会へ

の支援なども、取組として考えられるのではないでしょうか。 

 また、他市の事例としては、横浜市では地域療育センター、これは市川市で言うところの児童発達支援センタ

ーですが、そこできょうだい児の一時預かりサービスが始まるそうです。障がいのあるお子さんが足を運ぶ場所

で、そのきょうだいを見守るサービスを行うというのは理にかなっていると思います。 

 最後に再質問として、学校現場においてはきょうだい児の存在を把握しやすいと思いますが、学校ではどのよ

うな取組が可能か、見解を伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えします。 

 学校では、年度初めに各家庭から提出される家庭調査票を基に教職員が注意深く見守るなどの支援を行うとと

もに、ＳＯＳの出し方など、児童生徒に向けた授業や教育相談、生活アンケートなどを行い、児童生徒が抱える

問題の早期発見に努めています。しかし、きょうだい児につきましては、認知が十分とは言えない状況がありま



す。今後につきましては、教職員を対象とした研修会を行い、きょうだい児についての認知を広めてまいりま

す。また、きょうだい児であることからいじめ等の不当な扱いを受けないよう、児童生徒に対しては道徳教育、

人権教育を通して、全ての人を公平に扱い、差別、偏見を持たない心を育ててまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 野口議員。 

○野口じゅん議員 ありがとうございます。きょうだい児の皆さんの置かれた状況を想像し、気持ちに寄り添う

ことで、何かしらの直接的な支援を行ったり、家族への支援体制を整備したり、また、障がいへの理解を深める

インクルーシブ教育を進めたりすることは、結果的にきょうだい児支援にとどまらず、ヤングケアラー支援や社

会全体の地域福祉の充実につながるのではないでしょうか。そのような一人一人に寄り添った子ども福祉に取り

組んでいただくことを強く要望し、また、私自身も取り組んでいくことを表明して私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 国松ひろき議員。 

○国松ひろき議員 会派創生市川の国松でございます。通告に従い、一問一答で一般質問を行わせていただきま

す。 

 まず初めに、大項目１つ目、児童議会についてになります。 

 昨年８月に市長のタウンミーティングという形で児童議会が行われました。投票年齢は引き下がりましたが、

投票率は横ばい、もしくは下降気味、そして政治不信が連日テレビで放送されている今、主権者意識向上のこう

いった取組は大変すばらしいものと感じておりました。そこで昨年の振り返りを行っていきたいと思います。 

 まず初めに、小項目の開催による効果といったことで見えてきた課題などお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 麻生市長公室長。 

○麻生文喜市長公室長 お答えいたします。 

 昨年８月に開催いたしました児童議会は、市長のタウンミーティングの一環として実施したものでございま

す。その効果でございますが、子どもたちがふだん感じていることを直接伺う貴重な場になったということが挙

げられます。また、いただいた御意見は事業の優先性を判断する大切な視点であり、現在進めている学校の空調

設備やトイレの改修、道路や公園の維持管理などの必要性を改めて子どもの視点から確認できたことも効果の一

つと考えております。 

 一方で、タウンミーティングという限られた時間の中で、より多くの子どもたちから様々な御意見や提案をい

ただくことができなかったことなどが課題と認識しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 公立小学校だけでなく、私立小学校の生徒をお招きしたことなども私はすごく評価をしてお

ります。また、我々市議会議員は地域の代表として数多くの声を聞きます。ですが、ふだん子どもたちが思って

いることを聞く機会はやはり少なく、未来を担う子どもたちの生の声を聞けるというのはすごくよかったなとい

うふうに思っております。 

 課題の中でより多くの子どもたちからとありましたが、今回参加した42名の児童はどのように選定されたの

か、再質問させていただきます。 

○稲葉健二議長 麻生市長公室長。 

○麻生文喜市長公室長 お答えいたします。 



 今回の児童議会につきましては、公立だけでなく、私立を含めた市内42校の小学校に依頼し、各学校で参加者

を選出していただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 学校の中で独自に決められたということでございます。政治に興味を持ってもらうという点

では、例えば各学校生徒会長がいるはずです。学校の中で選挙に勝ち抜き、生徒の代表として会長に選ばれてい

るわけでありますから、構図的には我々議員と同じ状況の方なわけです。任意で選ぶということも大切だと思い

ますが、各学校の生徒会長を招いてもよかったのかなというふうに思っております。また、各学校の中で生徒会

長になれば、市長に直接、市の執行部に直接意見が言えるとなったら、生徒会長になりたいと思う生徒も増える

のかなというふうに感じました。生徒会長選挙が盛り上がれば、輝かしい未来の選択肢の一つとして政治家にな

りたいと志す子も増えてくるのかもしれません。 

 それでは、次に、本市はタウンミーティングの一環として児童議会と称し開催しましたが、他市では子ども議

会という名称であったり、少人数で開催したりしております。 

 そこで、他市との違いや、本市では大人数での代表質問制を導入しましたが、その理由をお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 麻生市長公室長。 

○麻生文喜市長公室長 お答えいたします。 

 本市では、市民の皆様の声を市政に生かすため、様々な世代や属性に応じた御意見をいただくため、市長のタ

ウンミーティングを開催しております。その一環として、小学生を対象に夏休みの期間を利用しまして実施した

のが児童議会でございます。他市で開催している子ども議会についてでございますが、県内の例を挙げますと、

旭市や匝瑳市では体験学習を通して市への関心を深めていただくような社会学習の場として教育プログラムに組

み込み、実施しております。また、鎌ケ谷市では市議会を体験していただくことを目的としております。どちら

もほぼ毎年開催しており、１回の参加数は十数名程度と少人数で、全ての子どもたちから意見を述べられる形と

なっております。それぞれの開催の目的や人数、実施形態などが本市とは異なる部分となっております。 

 続きまして、代表質問形式にした理由でございますが、本市で実施した児童議会は事前に勉強会を行ったとこ

ろ、生活や学習に関する同じような質問が多くございましたので、限られた時間で皆様に参加してもらうため、

同じ考えを持つ児童のグループをつくり、これを会派といたしまして代表質問形式とさせていただいたところで

あります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 授業の一環で行うというのも大変すばらしいことだと思います。ですが、カリキュラム的に

本市の小学生はこまがぱんぱんですから、本市では難しいのかもしれません。また、毎年行っているという市は

まねしたほうがいいのかなというふうに思います。 

 市長に、市の執行部に、学校を代表して市政や学校に意見が言える場なんて、私が小学校の頃では考えられな

かったと思います。登壇した子や質問を考えた子はきっといい経験になり、もしかしたら未来のライバルになる

のかもしれません。若い政治家が増えることは投票率の向上につながると私は信じております。 

 そこでまた質問させていただきますが、せっかく各学校の子が集まり、親としても、自分の子に質問してもら

いたかっただろうなと親目線で思います。多少の時間、何なら翌日にまたがってでも、複数日にまたがってで

も、一般質問形式にして全員が登壇できたほうがよかったのかなと思いますが、本市の見解をお伺いいたしま

す。 



○稲葉健二議長 麻生市長公室長。 

○麻生文喜市長公室長 お答えいたします。 

 今回の児童議会は１テーマ１回のタウンミーティングとして開催いたしました。６年生の夏休みという貴重な

時期に、児童議会当日だけでなく、事前の勉強会などが必要であったことから、これ以上の日程を割いていただ

くことは難しい状況でございました。また、１日では市内の小学校42校42名が登壇するには時間的にも厳しいこ

となどを総合的に勘案し、同じ意見を持つグループによる代表質問形式にしたものでございます。限られた時間

の中で、より多くの子どもたちから多様な質問や提案をもらうことは今後の課題であると認識しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 大切な課題と思っていただけるならば、うれしいことでございます。勉強や受験のせいなら

ば、５年生をお招きすればよかったのかなと思いますし、42名、１人持ち時間２分、答弁も２分ならば２時間48

分、休憩を挟み一度で登壇できたのかもしれません。今回は議会事務局や教育委員会ではなく、市長公室主催で

行った児童議会ですから、これからたくさんブラッシュアップして、市川市は所投票率すごいね、政治に関心が

ある若者が多いねなど言ってもらえるよう継続してほしいと思っておりますが、本市は市制施行90周年、議会も

90周年の節目の年でございます。今、五、六年生だとしても、100周年のときには立派な大人になります。未来

を担う子どもたちの意見は大切だと考えますが、令和６年度も実施するのでしょうか、お伺いいたします。 

○稲葉健二議長 麻生市長公室長。 

○麻生文喜市長公室長 お答えいたします。 

 本市の未来を見据えますと、子どもたちの声は未来の市川市にとって、とても重要であると考えております。

その子どもたちの声を聞く、いただく場として再度タウンミーティングとして開催するのか、それとも社会の仕

組みを学ぶ場、あるいは未来に向けて新たな提案の場とするかなど、関係部署と意見を交わしているところでご

ざいます。今後、子どもたちの意見を伺う機会を設けることにつきましては、これ以外の方法も含めて幅広く検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 やるとは明言されませんでした。ぜひ行う方向で検討してもらいたいと思います。 

 また、他市の事例になりますが、市主催で行っておりましたが、やめてしまい、別の団体が主催でやろうとし

たら、１団体に議場を使わせたら他の団体にも使用させなければならないという理由で継続できなかったという

事例があったそうです。また、浦安市や柏市では、青年会議所が主体となって行っていた事例があります。ぜひ

他団体が同様のイベントを企画し、本市に協力を求めた場合、議会事務局なのか、教育委員会なのか、市長公室

なのか分かりませんが、協力してほしいというふうに思います。これは市川の未来を担う子どもたちのための貴

重な経験を積む場としてすばらしいことですので、柔軟に検討、協力をお願いいたします。 

○稲葉健二議長 田中市長。 

○田中 甲市長 国松議員は、現在、地元市川市の青年会議所の理事長でありますから、これから特に市民の子

どもたちの声を聞いていくということで、市と協力関係をしっかりとつくっていければすばらしいと思って聞い

ておりました。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 市長、御答弁いただきましてありがとうございました。ぜひやるとなったら御協力いただき

たいと思いますし、市がやるとしたら協力したいというふうに思います。 



 続きまして、大項目の２つ目、江戸川の安全対策について質問してまいります。 

 昨年３月に江戸川で大変痛ましい事故があったのは皆様記憶に新しいことと思います。改選後、初めての昨年

６月に、私は江戸川の安全対策について質問させていただきました。その際にたくさんの要望を行いましたの

で、その経過を聞いていきたいと思います。 

 まずは、小項目にもあります、新たな注意喚起看板を設置したかとは思いますが、大人向けの看板の設置も要

望いたしました。結果、子ども向けの看板はどの程度設置し、大人向けの看板は設置したのかお伺いいたしま

す。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 江戸川河川敷における安全対策としましては、昨年５月におおむね20ｍ間隔で設置している43か所の注意喚起

看板を、子どもにも分かるようなイラストを使用した新たな看板に交換しました。その後、４か所追加し、全部

で47か所の交換を行っております。さらに、８月には利用者の多いさくら堤公園やサイクリングロード沿いの桜

並木付近の４か所に公園、河川敷利用のお願いと題した新たな看板を設置しております。看板には大人への注意

を促すメッセージとして、小さなお子様だけで遊ばないよう注意しましょうなどを記載しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 子ども向けのものもたくさん、大人向けのものも設置済みということでありがとうございま

す。もっと子どもが看板を読みやすかったら、もっと大人が危険箇所だと理解していたらと思うことがたくさん

ありましたので、大変すばらしいことだと思います。河川敷でバーベキューをしている大人はお酒が入っている

場合もあります。飲む前に、ここは危険箇所なんだよ、目を離したらどうなるか分からないよ、気をつけましょ

うという注意喚起が非常に大切になってくることと思います。ぜひ４か所と言わず、もっと多くの看板の設置を

改めて要望させていただきたいというふうに思います。 

 また、安全対策の一環として下流のほうの一部では行っておりますが、全域で低木のツツジの植栽を行い、柵

代わりにしてほしいとも要望させていただきました。その後、どのようになったのかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 植栽による安全対策としましては、本市が江戸川河川敷緑地として国から占用許可を受けている場所のうち、

市川南３丁目から５丁目の水際の安全性の向上が必要と考えた区間に柵の代わりとなるツツジの植栽を行ってお

ります。昨年７月に市川南３丁目から４丁目の延長約300ｍに約1,000本を植栽しました。現在、その下流側の市

川南４丁目から５丁目の延長約450ｍに約2,200本を植栽しており、年度内に完了する予定でございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 合計3,200本、750ｍにわたり設置していただけたということ、ありがとうございます。市川

南４丁目から５丁目のあたりということは、野球グラウンドやサッカーグラウンドがあるあたりでしょうか。球

が転がってしまい、誤って川に落下してしまう危険があった中で、ツツジによる柵というのは効果的だと思いま

す。できることならば市内江戸川河川敷全域に設置ができたら、もっと安全対策につながると思いますので、こ

れで終わりと思わず、継続的にツツジの植栽を要望させていただきます。 

 来年度、本市の事業の一つで、各コンビニにＡＥＤが設置されることとなりました。すばらしいことと思いま

す。私も昨年、江戸川の河川敷に、電話ボックスのような支柱の上に箱型のケースを設置してＡＥＤを設置して



ほしいとお願い、要望させていただきました。例えば市川南にサッカーグラウンド、野球の１号、２号グラウン

ド、そして大和田のほうに野球の３、４、５、６、７号グラウンドなど、日々子どもや老若男女が運動を行って

おります。そこでもし倒れてしまったら、市川南なら産業道路沿いのセブン－イレブンもしくはファミリーマー

ト、行政施設としては防災公園、そして大和田方面ならば田尻の工業団体の中のセブン－イレブンか田尻のいき

いきセンターまでＡＥＤはありません。スポーツにちなんで申し上げましたが、対策を施してくれたとしても溺

れてしまうこともあると思います。その方を急ぎ救助できた場合でも、ＡＥＤをすぐに使いたくても使えませ

ん。 

 そこで、昨年要望させていただきました河川敷へのＡＥＤの設置はどのようになったのかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 令和５年６月以降の対応については、現在、河川敷にはＡＥＤの設置に適した施設はないことから、貸出しに

よる運用の拡大を図ることとし、令和６年度当初予算におきまして、保健部と連携し、貸出用ＡＥＤを増やす予

算を計上いたしました。これにより貸出用ＡＥＤを増やし、令和６年度からは国府台及び塩浜市民体育館に加

え、信篤市民体育館におきましても貸出しを行う予定としており、その利用につきましては、希望される体育館

にて貸出し、返却をしていただくことになります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 少年野球のリーグ団体、各チームからも要望が上がっております。もちろん盗難防止策や支

柱の設置など、手間がかかるのは事実です。そういった団体ならば、朝から各種施設へ借りに行ってくれること

と思います。ですが、個人で民間の方がグラウンドを借りたらどうでしょうか。遊びのために予約をしてＡＥＤ

を借りに行くのか、不透明でございます。皆一様に、自分は、自分の仲間は大丈夫と思って借りに行かないよう

に感じております。河川敷に設置しない理由といたしまして、適した施設がないとの答弁がありました。 

 そこで昨年も質問いたしましたが、河川敷のトイレの設置はどうなりましたでしょうか。氾濫対策で堤防の上

や堤防の逆側に造るなど、検討を要望させていただきました。結果、増設はできないものなのでしょうか、お伺

いをさせていただきます。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えいたします。 

 江戸川沿川のトイレは、現在、野球場やサッカー場などで利用者の多い河川敷に８か所、堤防に４か所の計12

か所設置しています。トイレの増設には、河川管理者である国との協議や関係法令等の手続が必要となります。

現在設置されているトイレの利用状況は、土日の利用は多いものの、平日の利用は少ない状況でございます。今

後も利用状況を適切に把握し、関係部署と連携しながら、必要に応じて検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 現状は増えていないということ、理解できました。水洗式とまでは言いませんが、くみ取り

式、作業現場にあるようなトイレでもいいと思います。なぜトイレの設置が安全対策につながるかと申し上げま

すと、先ほど質問をさせていただきましたＡＥＤを内部に設置することができます。事故が起きないための対策

は必要不可欠ですが、起きてしまった後の緊急的な対応も必要になります。例えばあまりきれいとは言えません

が、トイレの空きスペースにライフジャケットを数着、また簡易的な災害用のすぐ膨らむ浮き輪などの設置、そ

ういったものが保管できます。江戸川河川敷に等間隔にトイレが設置できれば緊急的な安全対策につながること



と思います。 

 先日、江戸川水上スポーツ協会でも、そういったことが実現できれば日本初の試みじゃないかとも言われまし

た。市民の憩いの場です。市川市の宝の場所です。そこに悪いイメージを持ってもらわないための政策も必要だ

と思います。ぜひ箱型トイレの設置、あわよくば水洗トイレの設置、その中にＡＥＤの設置、ライフジャケット

や浮き輪の常備など強く要望させていただき、次の項目に移ります。 

 続きまして、大項目３つ目、橋梁及び橋梁に関する道路交通行政についてお伺いいたします。 

 以下、大項目の３つ目、４つ目は強く希望させていただき、会派の敬愛する議員の方々と、本市のこれからの

課題として視察に行かせていただきました。仮称押切・湊橋や市川南ポンプ場は、本市の安全対策や災害対策に

おいて必要不可欠な施設でございます。県の問題だからではなく、所在地である本市がより積極的に市民のため

に考えていかなければならない場所だと思っております。ほかにも東西南北、クリーンセンターや斎場も視察さ

せていただきましたが、今回は橋梁及び道路交通行政と浸水対策についてお伺いをしてまいります。 

 まずは小項目の１つ目、仮称押切・湊橋の現状と課題について。こちらはいつも質問させていただいておりま

す。 

 ３・11の際は帰宅難民が発生しました。そういった面で防災面からも、また、都心に渡ることが限りなく少な

い本市の橋梁として渋滞対策としても、さらに江戸川区との隣接行政との交流としても必要な仮称押切・湊橋で

すが、2022年９月定例会で取り上げてから現在まで何か変化があるようにはまだまだ見えません。 

 そこで、現在までの進捗状況と今後の予定についてお伺いしてまいります。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 仮称押切・湊橋は、東京都江戸川区と市川市の行徳地域を結ぶ旧江戸川を渡河する橋梁であることから、東京

都と千葉県で事業が進められております。現在までの進捗状況について、千葉県によりますと、令和３年12月に

東京都と千葉県の間で役割分担や費用負担等に関する基本協定を締結し、令和４年度には道路事業として新規事

業化となりました。また、令和５年３月５日には、主に沿線住民を対象とした事業説明会を行徳文化ホールＩ＆

Ｉにて開催し、今年度からは境界立会いや千葉県側取付部の橋梁予備設計及び地質調査を実施しているとのこと

であります。今後の予定につきましては、これまで実施してきました測量業務や地質調査等を基に橋梁や道路の

詳細設計を行うとともに、用地取得に向けた手続を進める予定とのことでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 着実に少しずつ進んでいるということ、理解できました。今、市川市側、千葉県においても

仮称押切・湊橋という名称で呼んでおりますが、恐らく都内側では違う呼び方で事業が進められていることと思

います。詳細なスケジュール感はまだまだ出ない部分だと思いますが、改めまして工事の完成時期及び名称など

の決定方法はどのようになるのかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 仮称押切・湊橋の完成予定について、千葉県では来年度以降、用地取得に向けた手続を進めていく段階である

ため、工場の完成時期は今後の用地取得の進捗状況等を踏まえ検討していくとのことでございます。また、橋梁

の正式名称につきましては、決定方法も含め、今後、東京都をはじめとした関係者等と協議していくとのことで

ございます。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 ちょっと、いまいち私も理解できないんですけれども、本来、工期の終わるときが決まっ

て、それに向けてどのように用地取得をしていくかとかすると思っておりましたので、できることならば、いつ

いつまでにというのは早めに分かったほうが、地元の方々などは、いつ予定なのか大変気にしているところでご

ざいますので、確認していただきたいという部分でございます。大まかにでも令和◯年までに完成予定など、も

う少し詳細が決まったら周知のほどお願いしたいのと、名称に関しましては、仮称押切・湊橋という地元にちな

んだ、地元の方々が喜ぶ名称、東京側に譲歩することなく、お互いの名前、そして住民の方などの意見をしっか

り反映できるようなプロセスになるようお願いしたいというふうに思います。 

 また、橋の開通後は周辺道路の交通量が大幅に増加することが予測されます。湾岸道路まで行く車両、こちら

もまだまだ予定段階ですが、新湾岸道路へ向かう車両、外環道路に行く車両、外環を経由して新たに開通予定の

北千葉道路へ向かう車両、京葉道路に行く車両など、都内からの車両の流入が多いのかなというふうに思いま

す。本市はこれからの未来、各種高速道路の中継地点として役割を担っていくことになると思います。 

 そこで、本市は行徳駅前通りの交通量の変化についてどのように考えているのか。また、交通量が増えた場合

の対応についてお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 千葉県では仮称押切・湊橋の交通量について、１日当たり約１万2,000台と見込んでおります。本市におきま

しても、令和２年度から３年度にかけて実施した都市計画道路見直し等検討業務委託での橋梁の推計交通量は県

の見込みと同程度となっております。このときの推計方法では、全ての都市計画道路が整備済みの状態での将来

交通量を推計しており、仮称押切・湊橋とつながる市道0104号、通称行徳駅前通りの県道市川浦安線から新浜通

りまでの区間における平均交通量は約9,900台と推計しております。この推計交通量と令和５年４月に実態調査

した交通量を比較したところ、区間により異なりますが、おおむね500台から1,000台程度、現在より増加する見

込みとなっております。 

 次に、交通量増加への対応でございますが、現在、市道0104号は、令和４年８月に策定した市川市無電柱化推

進計画に基づく無電柱化や自転車専用レーン等の整備を検討しております。検討の前提として、当該路線につい

ては、既に都市計画決定されている道路幅員よりも広い幅員で整備済みとなっていることから、沿道には容易に

除却できない鉄筋コンクリート造の建物等が多く立地しております。このため、これ以上の拡幅をする際には多

額の費用を要することとなります。また、推計交通量からは、市川市が管理する市道の構造の技術的基準を定め

る条例における基準上、将来的にも片側１車線で増加した交通量にも対応できることは確認しております。 

 そこで現時点での方向性としましては、用地取得を伴う道路の拡幅はせず、無電柱化の整備に合わせてバスベ

イを整備するなど、円滑な交通の確保に資する整備を考えております。今後とも仮称押切・湊橋と市道0104号の

整備につきましては、両路線が一体で都市計画道路ネットワークを形成していることから、引き続き千葉県と連

携して事業を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 無電柱化や自転車専用レーンというのは大変いいことだと思います。都内から来る車両は乗

用車だけでなく、トラックやバスなども流入してくることと思います。せっかくすばらしい橋梁ができても、そ

の後、痛ましい事故が起きてしまったらイメージも悪くなってしまいます。しっかりと県と連携を図っていただ

き、交通量が増加したことによる事故の防止、安全対策に努めていただきたいというふうに思います。 



 今し方バスの流入の話も出ましたが、きっと船堀－行徳間や一之江－行徳間など路線バスが通ることが予測さ

れます。さらには本八幡行きや行徳を通り、浦安のテーマパーク行きなども通るかもしれません。 

 そこで橋梁完成後の新規バスルートの開設について、本市はどのように認識しているのか。また、バス事業者

の検討状況及び江戸川区における検討状況、今後の市の考え方と今後の方針はどのように考えているのかお伺い

いたします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 仮称押切・湊橋を通る新規バスルートについては、行徳地域から都営新宿線瑞江駅や篠崎方面へ行く際、バス

や鉄道を乗り継ぐことなく直接アクセスができるようになるなど、公共交通による移動の利便性が大きく向上す

るものと認識しております。このルートの検討状況について、行徳地域で運行している京成トランジットバスか

らは、現時点で仮称押切・湊橋を通る路線の検討、報告等は受けておりません。また、江戸川区では検討の必要

性を認識しており、地元バス業者と情報を共有しているとのことでございます。 

 なお、具体的な検討については、事業の進捗を注視しながら関係者とともに進めていくとのことであります。 

 次に、今後の市の考えでございますが、一般的にバス路線の新規開設には１年から２年程度の準備期間が必要

とされていることから、千葉県より橋梁整備の完成目標等が示されるなど、事業が進捗した際には何らかの検討

が進められるものと考えております。一方、バス事業者とは適宜意見交換をするなど、検討状況を確認し、江戸

川区とも情報共有を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 また、バス路線新規開設に１年から２年かかるということは、それだけ橋ができているにも

かかわらず、いまだバス路線が通っていないという問題になってしまうかもしれません。完成時期等、未定です

が、◯年後完成予定となった段階で新規開設できるよう様々な検討をしていただきたいことと、また江戸川区と

もしっかり事業者との調整等を行って、完成後すぐにでも路線バスが通れるようにしてほしいというふうに思い

ます。 

 もう１点、再質問させていただきます。仮称押切・湊橋と立体交差することとなる行徳街道は、県から市へ移

管されるとの答弁を以前いただきました。移管に必要な事項及びそれらの進捗状況と移管時期はどのようになっ

ているのかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 行徳街道の押切から八幡方面へ向かう区間は、現在、県道市川浦安線として千葉県が管理しております。この

うち、県道若宮西船市川線と交差する稲荷木１丁目地先から押切地先までの約3.5kmの区間については、平成27

年１月に千葉県と締結した県管理道路の橋梁架け換え等に伴う旧道の移管に関する確認書に基づき、千葉県によ

る行徳橋の架け替え等の事業完了後に本市に移管するものとされております。これを受け、現在は県道の管理者

である千葉県葛南土木事務所と道路移管に向けた現地立会い等の協議を行うとともに、移管に必要な事項を整理

しております。具体的には道路境界の確定、道路施設の不具合箇所の修繕、道路台帳の作成等で、これらの完了

後、移管を受けるものとしております。これまでの経過としましては、道路境界については、県にて未確定箇所

の境界立会いを実施し、一部の所有者不明地等を除き完了しております。また、道路施設の不具合箇所の修繕に

つきましても、本市と現地立会いを行っており、今年度に確認した箇所については、おおむね完了している状況

でございます。 



 最後に今後の予定でございますが、県では、現在施工中の行徳橋取付け道路の工事は早期の完成を目指してお

り、それと並行して道路台帳を作成していく予定とのことでございます。移管の時期としましては、行徳橋取付

け道路の工事完成後、速やかに行うこととしております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 現地立会いを行っているということ、そして不具合箇所の修繕が完了しているということ、

理解できました。ですが、まだ陥没箇所があるように見受けられます。明らかに過去の瑕疵なのに、移管された

後、本市が莫大な予算を投じて修繕することがないよう、受け取る側のこちらもしっかりと確認していただきた

いというふうに思います。 

 また、行徳橋の改修が完了後に速やかに移管ということも理解できました。終わらない工事現場がいつ終わる

か定かではありませんが、移管してもらって負の遺産でしたとならないよう、しっかりと準備を行っていただき

たいというふうに思います。 

 そして、住民の皆さんは仮称押切・湊橋の完成への期待や、今まで行徳街道は県の管轄だったからお願いがで

きなかった安全対策がお願いできるようになると楽しみにしている一方で、本当の意味での安全対策や用地買

収、騒音や振動、どうなるか不安の声もかなりの数聞いております。ぜひできるまで乞う御期待ではなくて、随

時住民の方へ経過の説明をお願いするとともに、行徳街道は道幅が狭く、バスが通る際には走行しながらの相互

通行もなかなかままなりません。その路側帯を老若男女、皆通行しております。ぜひガードレールの設置など、

現段階では県に設置を要望するとか、本市に移管された後に本市で実施するとか、検討をお願いしたいのと、先

ほどバスの質問もいたしましたが、東京経由のバスも、もしかしたら行徳街道に増えてくるかもしれません。大

胆な安全対策を講じなければならないかもしれませんので、ぜひ安全対策について、机上の空論ではなく、現地

に赴き、できることの検討、できないことへの改善策等、改革を力強く要望して次の項目に移ります。 

 (2)の江戸川水閘門の整備の現状及び課題について伺ってまいります。 

 本市において、東京都側へ渡ることのできる施設は国道14号の市川橋、京葉道路の江戸川大橋、県道東京市川

線の今井橋、江戸川水閘門の４施設になります。このうち、江戸川水閘門の上部は橋梁の役割を果たしており、

行徳地域と江戸川区を行き来できるよう、歩行者や自転車、時には原動機付自転車の通行も見受けられます。大

変老朽化しており、江戸川の花火の際にも、あの水域をパトロールしている団体の方々からも毎度危険との声を

聞いております。 

 そんな折、昨年３月、建設通信新聞に江戸川水閘門の新設工事及び撤去工事が2024年度から着手されるとの記

事が出たと聞きました。確かに国や県のマターになるわけですから、本市が予算を割けるわけではないと思いま

すが、御当地住民も新聞で知るという、何というか、広報の弱さを感じざるを得ませんでした。 

 そこで本市にも関わることがたくさんございますので、江戸川水閘門の現状及び改築工事のスケジュールにつ

いてお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 藤田下水道部長。 

○藤田泰博下水道部長 江戸川水閘門は、旧江戸川と江戸川放水路の分岐点から約400ｍ下流側、旧江戸川に位

置する国土交通省が管理している河川管理施設であります。この施設の整備は、江戸川放水路整備後の昭和18年

に完成し、本年で竣工後80年が経過しているところでございます。この施設は、江戸川の洪水を安全に流下させ

ること、塩分の遡上防止と旧江戸川への水の流れである維持流量の確保、船舶を通航させること、これを目的と

して整備されたものであり、現在、水閘門の上部は歩行者や自転車が江戸川区側へと行き来する通行経路として

も利用されております。 



 御質問の老朽化している水閘門の改築についてでありますが、この水閘門を所管する国交省の江戸川河川事務

所からは、ゲートに関係する機械設備に不具合が多発していることやコンクリートの劣化の進行、耐震性能の確

保が困難であることなどから、施設の改築について令和５年度から事業化したところであると伺っております。

また、この事業のスケジュール等につきましては、事業期間は令和５年度から令和15年度までの11年間となって

おり、今年度は実施設計を行い、改築工事の早期着手に向け準備を進めていると伺っております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 令和５年度より事業化しているということ、理解できました。新聞の記事では、新設及び撤

去との内容でございました。同箇所に壊して新たな水閘門を造ったり、別の場所に新設して壊したり等あると思

いますが、この江戸川水閘門の工事施工方法、築造、増設、撤去などの順番等、計画がされているならばお聞か

せください。 

○稲葉健二議長 藤田下水道部長。 

○藤田泰博下水道部長 現在の水閘門は、水の流れを調節することを目的とした水門と船舶を通航させることを

目的とした閘門が中州を隔てて分離した形で並んで設置された施設となっております。江戸川河川事務所により

ますと、改築後は水門と閘門が同一の場所に一体的に築造されます。 

 また、施工順序につきましては、現水閘門の機能を確保したまま、まず、現水閘門と同じ機能を持つ新水閘門

の築造工事を現状の位置から約80ｍ下流側で行い、完了後に現水門と現閘門の撤去工事を行う計画とのことであ

ります。 

 なお、現在、水門及び閘門の上部は歩行者及び自転車が旧江戸川を渡るために利用されていることから、工事

期間中におきましても、歩行者及び自転車の通行動線を確保しながら工事を進めていくことを確認しておりま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 もろもろ理解できました。また、そこを通行している方々に不便がないよう、通行動線を確

保していただけるということも理解しました。見に来ていただけると分かると思うのですが、結構自転車の行き

来が多いです。双方どちらかに職場があり、そこまで通っていたとしたら、水閘門の通行ができなくなると篠崎

までどうやって渡りましょうか。稲荷木に住んでいて篠崎で働いていたとしたら、自転車だとしたら、行徳まで

出て今井橋で都内に渡って、船堀、一之江を越えて篠崎のルートか、産業道路を上って市川橋を越え、小岩に渡

り篠崎か、想像しただけでも相当な距離があることが理解できます。 

 改めて再質問させていただくのですが、せっかくだから車の通行もできるよう整備はできないのか、現地行政

である市川市、江戸川区として上部の車の通行を求めてほしいと思っておりますが、上部の自動車の通行及び現

在の協議状況と今後の進め方についてお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 国からは、一般車両の通行が可能となることについての具体的な方針は示されておりません。本市としまして

は、改築計画に合わせ、防災性や交通利便性の観点から一般車両の通行を可能とすることが望ましいと考えてお

り、同様に考えている江戸川区とともに国へ申入れを行っております。今後につきましても、引き続き江戸川区

とともに協議、調整してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 ぜひ市民の声が反映できる工事を強く要望させていただきます。現状、あの水門、水閘門で

は橋梁の高さが足りず、中型及び大型の船舶では救助艇も余裕を持って走行することができません。江戸川の安

全、安心に携わってくれている方々より要望をいただいております。また、自動車通行ができたとしたら、私の

記憶では、おおむね３kmをめどに相互通行できる橋梁があるといいと、国の施策でもなっていたような気がして

おります。仮称押切・湊橋ができたとしても、かなりの距離があることとなります。車の通行ができたほうがい

いに絶対決まっております。新たにできたぴあぱーく妙典にも来場者が増えることとなります。そのためにも市

川市として、ぜひ上部の車両通行を要望してほしいというふうに思います。 

 今までは国や県のマターのお話だと思われますが、仮に水閘門の上部車両通行が可能となった場合、市川市道

の整備が必要になってくることと思います。むしろ車の通行がなかったとしても、市民が自転車や徒歩で移動す

るにも、行徳橋との接続付近の市川市道の整備は必要不可欠だと思われますが、現在の本市としての検討状況及

び今後の進め方をお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 現時点において、国からは一般車両の通行に係る方針が示されていないため、市としましては、水閘門に接続

するルートの具体的な検討は行っておりません。 

 なお、国のホームページでは、新たな水閘門の配置等のイメージ図が示されておりますが、現在、詳細設計中

であり、水閘門に接続する市道のルートは決まっていないということを確認しております。今後、それらが示さ

れる段階となりましたら、江戸川区とともに国と協議、調整を図るなど、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 もちろん、まだ決まっていないことでございますので明言はできないというふうに思いま

す。ぜひ車両の通行及び歩行者や自転車の通行の安全対策も含めて、せっかくの数十年ぶり、90年ぶりの工事で

ございますので、よりよい環境になるよう、本市としても計画、要望、実施をお願いしたいというふうに思いま

す。 

 この項目最後の再質問になりますが、先ほどの仮称押切・湊橋の質問の際においてもお話しいたしましたが、

行徳橋の工事が一向に終わりません。もう通行はできる状況なのに、何で終わらないのか分かりません。既に市

民の間では、水閘門の上部において車両の通行が可能となることから、それに合わせて工事が完了しないのでは

ないかなどなど、うわさを耳にしております。 

 そこで、行徳橋、行徳側の取付け工事が完了していないのは、水閘門へ接続する道路が行徳街道とつながるこ

とが原因になっているのか、県道から市道に移管されることが原因になっているのか、お伺いいたします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 千葉県では、取付け道路の工事について、早期の完成を目指しているとのことでございます。また、この工事

について、水閘門に接続するルートとの関連性はございません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 関係ないと御答弁いただきました。早期の仮称押切・湊橋の完成、県道の行徳街道が本市へ



移管された際の力強い安全対策、江戸川水閘門の上部、車両通行が可能となるよう、また行徳橋の早期完成を要

望させていただきます。 

 また、橋梁に関して申し上げれば、市長の施政方針においても、昨年は久しぶりに仮称大洲橋のことが明言さ

れましたが、今回はありませんでした。橋梁整備は本市が発展していくために、持続可能な市となるために必要

な施設でございます。事業計画されてから何年も何十年もかかる計画ですから、同時進行で大洲橋の計画も切に

要望させていただいて次に移ります。 

 続きまして、大項目４つ目、浸水対策事業についてお伺いしてまいります。 

 市川南地区の現状及び課題になりますが、昨年９月の台風13号では、千葉県でも線状降水帯により非常に激し

い雨が降り続きました。本市では大きな被害はなかったものの、茂原市や市原市では大きな被害が発生してお

り、浸水対策を着実に進めることはますます重要となっていると実感しております。 

 そのような中、市川南地区は、大和田ポンプ場が平成29年から供用を開始し、現在は市川南ポンプ場の整備を

進めている状況がございます。地元からは早期の浸水被害解消を求められているところではございますが、排水

施設の設置箇所が大和田と市川南では近いのではないかとの声を聞かれております。大和田ポンプ場が稼働して

からゼロではありませんが、冠水、浸水は市川南地区では減ってきたように思われます。もっと鬼高、田尻、二

俣などのほうが浸水箇所が多い気がしておりますが、本市の市川南地区の浸水対策事業の経緯と現在の整備状況

についてお伺いしてまいります。 

○稲葉健二議長 藤田下水道部長。 

○藤田泰博下水道部長 本市では、昭和30年代後半からの都市化の進展により、地面に浸透しなくなった雨水が

排水施設に流入することになったことや集中豪雨が多くなったことなどにより、地区によりましては浸水被害が

頻発しております。また、外環道路の整備により地区の排水経路が分断されたため、市川南地区などを浸水対策

の整備優先区域に位置づけ、浸水対策を強化しているところであります。市川南地区は、江戸川と北側はおおむ

ね京成本線、東側は八幡の一部、南八幡、稲荷木などまでの約540haある地区でございます。これまでは当該地

区から発生する雨水を京葉道路と江戸川が交差する箇所の北側に位置する秣川排水機場１か所に集め江戸川に排

水しておりましたが、同地区内の排水計画を見直し、地区内を分割して大和田ポンプ場と市川南ポンプ場の２か

所のポンプ場を新たに建設することで、地区全体の排水能力を約2.6倍に増強する対策を取ることといたしまし

た。これらのポンプ場は、新たに分割した区分の雨水を江戸川へ効率的に排水する計画の下、分割した区分に応

じて、それぞれで建設用地を取得し整備を進めたものであります。２か所のポンプ場のうち大和田ポンプ場につ

きましては、大和田２丁目地先に建設し、主に東大和田、南八幡、平田などの雨水を集水する施設であります。

整備時期につきましては、ポンプ場へ流入する雨水幹線管渠を外環道路側道下に埋設する必要があったことか

ら、外環道路整備に合わせて先行して整備することとし、平成29年度に完成したところであります。 

 一方、現在整備を進めている市川南ポンプ場は市川南３丁目地先に建設し、主に市川、市川南などの雨水を集

水する施設であり、整備は平成30年度より着手しております。当該施設はポンプ場本体整備と、ポンプ場から江

戸川放水路へ排水するための樋管整備、ポンプ場へ雨水を導くための流入幹線管渠整備で構成されており、樋管

整備は令和２年度に、流入幹線管渠整備は令和３年度に完成したところでございます。また、令和３年度からは

ポンプ場本体の整備に着手し、現在はポンプ機器を設置する建物の地下部分を築造しております。加えて建物の

建設完了に合わせ、機械や電気機器を設置することができるように一部製品の工場製作にも着手したところであ

ります。市川南ポンプ場につきましては、令和８年度末での完成に向け、様々な工程を段階的に進め整備してい

るところであります。 

 そのほか、当該地区における現在の取組といたしましては、南八幡や新田などにおきまして、大和田ポンプ



場、秣川排水機場に続く幹線管渠の整備を順次進めているところであります。地区の排水能力は、市川南ポンプ

場と合わせ、従来から稼働している秣川排水機場と既に供用を開始している大和田ポンプ場の３か所のポンプ場

により確実に向上しており、浸水被害の大幅な軽減につながると考えております。今後につきましても、市川南

ポンプ場をはじめ幹線管渠の早期完成に向けて取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 何となく理解ができました。それならば市川南ポンプ場を早々に完成させ、いまだ冠水、浸

水してしまう地域の対策に乗り出したほうがいいのかなと思いますし、市川南ポンプ場の完成について、住民の

方々は大変待ち望んでおります。ですが、これまで工期は令和７年７月であったと記憶しておりますが、それが

１年８か月延期され、令和８年度末の完成予定となるとのことであります。 

 そこで、ポンプ場整備の工期が延期となる理由についてお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 藤田下水道部長。 

○藤田泰博下水道部長 ポンプ場は水をくみ上げるポンプ及びごみ等を取る除じん機などの機械設備や、それを

動かす電気設備、また、各施設を設置する建物などによって構成される施設であります。現在は建物の築造に合

わせ機械や電気設備の工場製作に着手し、様々な工程を段階的に進めております。１つの工程変更が全体の工程

に影響を及ぼすことから、おのおのの工程を確実かつ円滑に進めるべく管理しているところであります。 

 なお、機械電気設備につきましては、それぞれを制御し、動かすための制御盤やセンサーなどの製作に必要な

半導体が必要であります。今回、その半導体がロシア・ウクライナ情勢が原因で入手困難となり、工場製作の工

程で遅れが発生いたしました。現在は半導体の入手のめどが立ち、一部製品の製作に着手してはおりますが、材

料調達の遅れが全体の工程に影響したことから、契約期間を約１年８か月間延期することとし、事業の完了を令

和８年度末までとしたところでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 半導体の入手のめどが立ったと明言されました。事業完成が令和８年度末と申していただき

ましたので、ぜひ予定どおり完成できるようお願いいたします。 

 ということで延期の理解はできましたが、まだ３年の工期が残されていることになりますが、今後、整備を進

める上でどのような課題が考えられるのか伺います。 

 また、完成することで、市川南地区の排水施設整備により隣接地域、より被害が大きいと思われる鬼高や田

尻、二俣地域へ影響があるのかどうかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 藤田下水道部長。 

○藤田泰博下水道部長 現在まで進めている作業におきましても、想定外の地下水発生に対する措置や地下支障

物の撤去など、様々な課題に対応してまいりました。今後につきましても、雨水をポンプ設備から河川へ排出す

る際の水圧、流速を調整するための水槽設備工事や、敷地内ではありますが、ポンプ場本体と既に完成している

流入幹線管渠をつなぐため大きな掘削を伴う接続工事を予定しており、地下水対策への対応など、掘削を行うこ

とで発覚する事態が課題となると懸念しているところであります。これらの課題につきましては、これまでの事

例などを踏まえ、当該施工箇所に適した対策を事前に検討するなど、円滑な対応が図られるよう努めてまいりま

す。 

 隣接地区の影響、効果についてでありますが、排水計画の策定に当たりましては、おのおのの決められた排水

区内で雨水を集水し、河川などへ排水することを原則としております。市川南地区に隣接している鬼高地区も浸



水常襲地区であり、現在、最下流の高谷川から幹線水路を改修しているところでございますが、浸水エリアの整

備着手までには相当な時間を要します。 

 そこで暫定的ではありますが、鬼高地区の雨水を隣接する排水区である市川南地区の大和田ポンプ場へ流入す

る幹線に接続することで、当該地区で発生している浸水への対策効果が見込まれることから、この排水整備に着

手し始めたところであります。現在は実施設計を進めており、管渠施設設置の際に支障となる埋設物の移設協議

を行っている状況であります。整備の推進につきましては、狭隘な道路や移設困難な支障物など課題が多い地域

ではあることから、引き続き十分に検討し、早期整備に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 国松議員。 

○国松ひろき議員 暫定的にも市川南地区の大和田ポンプ場が鬼高地区にも効果があると答弁をいただきまし

た。素人目線なので専門家ではありませんが、順番が違うんじゃないかなと思ってしまいます。大和田にポンプ

場ができて、できる前は新田の一番堀、市川南のゆうゆうロード、産業道路、防災公園付近など、本当に冠水、

浸水がひどかったと思います。ですが、大和田ポンプ場ができて、大幅に本当に冠水・浸水対策として冠水、浸

水が減ってきていると実感できております。 

 でも、いまだ下総中山から南、新川通りやショップス付近、田尻の工業地域や二俣原木インター付近など、ま

だまだ昨今、頻発する線状降水帯の影響で冠水、浸水いたします。もう一度言いますが、素人目線で、大和田が

完成したら下流の地域の排水区の整備、次に市川南のポンプ場としていただけたならば、市川南のポンプ場が完

成するまでの冠水・浸水対策になったのではないでしょうか。鬼高地域の方からお話をいただきましたが、駅に

近しいところや市川駅付近は優遇されて下総中山の地域は対策は後回しなのねと言われ、すごく悲しくなりまし

た。市川南の冠水・浸水対策の100％の実施も大切でございますので、取り残されている箇所の対策もしっかり

お願いを申し上げます。 

 児童議会の質問でも、江戸川の安全対策についても、橋梁や道路行政、そして、この浸水対策事業について

も、市制施行90周年を迎え、これから来る100周年に向けて持続可能な市川市になっていくため、輝かしい未来

のために必要なことと感じております。ぜひたくさん要望いたしましたが、全てにおいて検証、検討していただ

きますよう強く要望させていただきまして、私からの一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございま

した。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 この際、暫時休憩いたします。 

午前11時39分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後１時開議 

○つちや正順副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１一般質問を継続いたします。 

 川畑いつこ議員。 

○川畑いつこ議員 公明党の川畑いつこでございます。 

 初めに、令和６年能登半島地震で犠牲になられました方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災されま

した方々に心よりお見舞いを申し上げます。心の傷は深く、癒えるのには時間がかかると思いますが、平時の生

活と心から笑顔になれますことをお祈りしております。 

 また、本市から尊い使命を果たされるために被災地に行かれました方々に心より敬意を表します。 



 12月定例会にて一般質問させていただきました避難所及び避難場所の整備についてを再度要望し、本定例会の

質問に入らせていただきます。通告に従いまして一問一答にて行いますので、御答弁のほどお願いいたします。 

 初めに、大項目、おくやみ相談についてです。 

 お悔やみは急なことで、様々な手続を遠方に住まわれている方や仕事をなかなか休むことのできない方、御高

齢者が行うケースもあります。本市の第１庁舎ではワンストップサービスを行っており、それらの手続を、市民

が動いて手続を行わず、職員の方が手続を行う方のもとに伺うサービスを行っており、私も何度か相談者と同行

させていただきましたが、職員の皆さんが丁寧に対応されていることに感動し、また、相談者も感動されている

様子を肌で感じています。しかし、お悔やみの手続は人生で何度も経験することではなく、何をどうしたらよい

のか分からず御遺族は戸惑うことがたくさんあり、また書類作成が多く、中には複雑なものがあり、大変な思い

をされる方が多くいらっしゃいます。 

 そこで、１、手続の内容について問うです。 

 たくさんある行政手続は個人で違うこととは思いますが、一般的にはどれくらいの種類があり、そしてどれく

らいの時間がかかるのでしょうか、お伺いします。 

○つちや正順副議長 佐藤市民部長。 

○佐藤敏和市民部長 お答えいたします。 

 死亡時の死亡届や埋火葬の許可など、葬儀までの一連の手続は葬祭事業者などから提出されることが多い状況

です。おくやみ相談とは、その後、故人の住民記録上の手続などを御親族などが行うときにサポートする仕組み

のことでございます。お悔やみに関連する手続の数は、市民課のほか、障がい者支援課、こども福祉課など、多

い方で11課26項目にわたりますが、多くの方は市民課、国民健康保険課、介護保険課の３課７項目で、その手続

に要する時間は市民課で30分程度、その他の手続にさらに30分程度必要となります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 川畑議員。 

○川畑いつこ議員 行政手続については多い方で11課26項目ですが、多くの方は３課７項目で行い、時間は市民

課のみでおよそ30分程度かかるとのことで、そのほかの手続が30分程度で、合計１時間ほどかかるとのことであ

りました。 

 それでは、再質問です。手続時間の短縮についてお伺いします。 

 現在、おくやみハンドブックを配布し、とても分かりやすく丁寧に内容を伝えていますが、福岡県宗像市で

は、おくやみ手続ガイドブックや市のホームページに亡くなった方や遺族の住所、氏名などの基本情報を事前に

記入する基本情報シートが添付されています。本市でも、おくやみハンドブックやホームページに基本情報シー

トを付け加え、来庁前に基本情報を記入してもらうことで来庁時の所要時間をさらに短縮し、その基本情報を担

当者がデータ化することで、その後に手続を行うかで繰り返し申請書を書くことがないよう、情報を共有できる

ことはできないでしょうか。 

○つちや正順副議長 佐藤市民部長。 

○佐藤敏和市民部長 本市では、おくやみ相談の予約を受け付けた場合には事前に基本情報を聴取し、データ化

しております。これにより、来庁時に申請書を何度も書くことがないようにするなど、所要時間の短縮化に努め

ております。このような基本情報を市民があらかじめ記入できるシートは、間違いを防ぐ効果など利便性の向上

が見込めることから、今後は市公式ウェブサイトやおくやみハンドブックへの添付を積極的に検討していきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 



○つちや正順副議長 川畑議員。 

○川畑いつこ議員 事前予約をされた方は、申請書を繰り返し書くことがないようにされているとのことでし

た。さらに利便性の向上のため、公式ウェブサイトやおくやみハンドブックに基本情報シートを添付することを

検討していただけるということで、さらに時間短縮され、市民の負担が軽減されますので、実現に向けて取り組

んでいただきたいと思います。 

 次に、２、行政書士との連携についてです。 

 御遺族は様々な手続に追われることになり、亡くなられた方が世帯主の場合や様々なものの名義になっている

場合もあります。その手続は複雑なことがあり、さきにも述べましたが、それらの手続を遠方に住まわれている

方や仕事をなかなか休むことのできない方、御高齢者が行うことがあります。それらの手続には添付書類を添え

たり、記入書類が多かったりと大変です。 

 そこで、おくやみ相談の際に行政書士へ相談ができる体制づくりについてです。現在、宗像市や品川区がおく

やみコーナーを開設し、必要な手続がスムーズに進められるようにし、そこに行政書士を配置して、様々な手続

を代わりに行ってもらうシステムをつくっています。これは遺族が遠方に住んでいる方や多忙な方、体が不自由

などで申請書記載が困難な方、身近に相談相手がいない方のためのものです。宗像市は、令和３年５月からでお

おむね３万円の利用料金がかかり、品川区では令和６年１月からで、利用料金は利用者には発生せず、区として

行っている区民相談室で１日３課１万4,300円を支払っているため、同額を区が負担。そこにスケジュール管理

等の管理料として１か月４万円を支払い、１日４組までとしています。 

 本市では、市民相談として行政書士を紹介することもあるようですが、初めから行政書士に依頼ができる体制

はつくれないでしょうか。 

○つちや正順副議長 佐藤市民部長。 

○佐藤敏和市民部長 お答えいたします。 

 おくやみ相談で来庁された方のうち、行政書士との相談を希望された方は年間数件と非常に少ないのが現状で

ございます。このことから、おくやみコーナーへの行政書士の配置につきましては、先行他市の状況を研究して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 川畑議員。 

○川畑いつこ議員 おくやみに関わる行政書士への御相談は非常に少ないとのことですが、私のところに１か月

半で３人の遺族の方から行政書士はどのように頼むのかとの御相談があったことから、行政書士への無料相談が

できると知っている方が少ないように感じます。 

 そこで再質問です。行政書士を活用する他市事例の本市への導入についてお伺いします。 

 本市の市民相談での弁護士への無料相談が月に約10回あるのに対して、行政書士へは月に約２回と聞いていま

す。行政書士への相談の機会が少なく感じますが、品川区のように行政書士が常駐をする、あるいは宗像市のよ

うに手続代行先の案内として、行政書士会の連絡先をハンドブックに記載することはできないでしょうか。 

○つちや正順副議長 佐藤市民部長。 

○佐藤敏和市民部長 本市の弁護士と行政書士への無料相談の回数は、過去の開催実績により決定しているほ

か、相談機会の増減に関する市民要望も現状ないという状況から、ハンドブックへの掲載も含めて近隣市の状況

も踏まえ研究していきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 川畑議員。 



○川畑いつこ議員 市民からの要望に基づいて、市民相談の弁護士の回数は決めていると分かりました。御遺族

は御家族を亡くされた後、悲しみの中で動かれ、心身ともにお疲れです。私のところに来られる相談者のほとん

どが初めてのことなので、どうしたらいいのか分からないと言われます。本市のワンストップサービスをお伝え

し、丁寧に対応をしてくださることを伝えると安心されますが、手続後に言われることは、やらなくてはならな

いことがこんなにあるとは思わなかったと驚かれています。 

 また、市民課に親子で相談に行かれた御遺族が、職員が親切で丁寧なことに驚きました。市川市に住んでいて

よかった。娘は市川市に帰ってくると言っているとうれしい感想も言われていました。 

 以前お伺いしたところでは、お悔やみの手続に来庁される方が令和６年１月の１か月で本庁市民課が195件、

支所市民課が35件、合計230件で、１日の開庁日数が19日あり、１日当たりの平均が本庁市民課は約10件、支所

市民課が約1.8件で、合計約12件とのことでした。思っていたよりも多いと感じる数字でした。職員の皆さんが

お一人お一人に対して丁寧に対応されているのは理解していますが、御遺族はとてもナーバスな時期に様々な手

続をされますので、手厚く御案内することは大切かと思います。不安や大変さを少しでも軽減させるためにも、

今回要望させていただきましたことをぜひともお願いいたします。 

 次に、大項目、もの忘れ検診についてです。 

 厚生労働省は、認知症のカーブは75歳で、そこから有病率が80代で２割、90代で６割を超えると言われ、2012

年は全国の認知症高齢者が約462万人で、高齢者人口の15％。その後、認知症高齢者が増加し、来年2025年には

65歳以上の20％に相当する700万人になると推計され、認知症の早期発見、早期治療は介護予防の観点からも重

要になり、全国の自治体でもの忘れ検診と言われる認知症検診が実施されています。 

 様々な自治体で行っているもの忘れ検診ですが、名古屋市では、2020年から名古屋市認知症の人と家族が安心

して暮らせるまちづくり条例を執行し、もの忘れ検診やなごや認知症の人おでかけあんしん保険事業などを、神

戸市の取組を参考にして65歳以上を対象に開始しました。昨年の東京新聞紙上で名古屋市の取組を紹介していた

のを見ると、2023年の３月末までにもの忘れ検診を受けたのは約２万5,600人。そのうちの6,900人が精密検査を

必要とされ、実際に受けた約1,900人のうち60％が認知症、27％が前段階の軽度認知障がいと診断された。た

だ、精密検査の費用は自己負担で、対象者の７割が受けていないことが課題だった。市のアンケートでは、自分

は健康だなどとして検査を拒むケースも目立つとありました。 

 市は受診率向上のため、2023年４月から精密検査の費用も全額助成する制度をスタートし、医療機関や医療費

負担割合によって異なりますが、１人当たり約8,000円の助成を見込んでいるとのことでした。そのほかにも

様々な自治体が認知症検診の助成を行っており、対象年齢は各自治体によって様々で、若年性アルツハイマーの

観点から40歳から行っているところもあれば75歳から行っているところもありますが、おおむね60歳から75歳の

間で開始されることが多く、また認知機能検査は１割負担の場合、70円から280円程度、３割負担は220円から

850円程度で、10割負担は700円から2,800円程度かかります。そして、認知症検査の流れは問診、面談や診察、

画像、神経心理学検査で、検査の種類は認知機能テスト、ＭＲＩ、ＣＴ、スペクト検査などがあります。それら

を踏まえて質問します。 

 １、もの忘れ検診に関する市の認識について問うです。 

 さきにも述べましたが、認知症の早期発見、認知治療の取組として様々な自治体で実施されているもの忘れ検

診ですが、本市はどのような認識でいるのかお伺いします。 

○つちや正順副議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 物忘れは年齢を重ねていくと誰もが感じる身近な症状であり、認知症の早期発見、早期対

応を目的としてもの忘れ検診を実施している自治体もありますが、その多くは診断を目的としたものではなく、



自治体から特定の年齢の方にチェックリストを送付して、セルフチェックの結果を基に医療機関から相談や受診

を勧奨するものと認識しております。現在、本市では、認知症の早期発見、早期対応については、このもの忘れ

検診ではなく、認知症チェックリストを作成していつでもセルフチェックができるよう、市のウェブサイトなど

に掲載しています。物忘れなどの症状が気になったときには、まずはこのチェックリストによるセルフチェック

を推奨しており、その結果が一定の点数以上となった場合にはかかりつけ医や高齢者サポートセンターに早めに

相談するよう御案内しています。認知症の症状は自覚しやすく、また周囲の人も気づきやすいものです。気にな

る症状があれば、手軽に実施できるチェックリストを活用し、認知症の早期発見につなげてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 川畑議員。 

○川畑いつこ議員 もの忘れ検診を実施している自治体の多くはセルフチェックリストを送付し、自身で医療機

関に持参して相談や受診を勧められるもので、本市では、市の公式ウェブサイトにて認知症チェックリストを掲

載しているが、もの忘れ検診は実施していないとのことで分かりました。 

 では、２、認知症の進行状況に関する市の認識について問うです。 

 本市に支援が必要な認知症の方はどれくらいいるのでしょうか。また、進行状況に応じた支援を受けるための

取組があるのでしょうか、お伺いします。 

○つちや正順副議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 国は、日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究等を踏まえて、認知症有

病率を基に、2025年には認知症の高齢者は全国で約700万人になると推計しています。この国の算出方法を参考

に、本市の認知症の高齢者数を算出いたしますと、2020年の約１万7,900人から2025年には約２万600人、2040年

には約２万8,000人になると見込まれます。認知症の症状や程度はその方によって様々ですので、その相談先や

支援、必要な知識や情報などは異なります。このため市では、認知症の方とその御家族の不安を少しでも軽くで

きるよう認知症ガイドブックを配布しています。このガイドブックには認知症に関する基礎的な知識のほか、支

援の流れを示した認知症ケアパスを掲載しています。認知症ケアパスでは、今後の見通しの参考となるよう、認

知症の症状により初期、中期、中期以降とステージを分けて、各ステージで利用可能な情報を紹介しています。 

 例えば初期段階では、高齢者サポートセンターへの早めの相談やかかりつけ医を持つことを推奨し、中期の段

階では、介護保険サービスや成年後見制度の利用について案内しています。また中期以降では、在宅で受けられ

る医療や介護サービスのほか、自宅以外で安心して暮らせる施設等を案内しています。高齢者サポートセンター

では、これらの情報を踏まえ、認知症の症状の進行に応じて適切な医療や介護サービスが受けられるよう支援し

ております。このガイドブックは、この第１庁舎と行徳支所及び市内15か所の高齢者サポートセンターにおいて

相談の際にお渡ししており、また、このガイドブックの概要版は庁舎や高齢者サポートセンターのほか、医療機

関や郵便局、コンビニエンスストアなど市内88か所に広く配架しています。今後、認知症の高齢者の増加ととも

に、こうしたガイドブックの需要は高まるものと予測されますので、配架箇所を増やすなど、引き続き普及啓発

を推進してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 川畑議員。 

○川畑いつこ議員 本市では、国の算出方法で推計すると、2020年で１万7,900人だったのが来年の2025年には

約２万600人、2040年には２万8,000人とのこと。また、初期、中期、中期以降の３段階のステージに分け、状況

に応じて高齢者サポートセンターを中心に制度やサービスを紹介しているとのこと、分かりました。 



 次に、３、早期診断に向けた認知機能検査の推進についてです。 

 早期発見に向けた本市のチェックリストの活用を推進するため、どのように周知しているのかお伺いします。 

○つちや正順副議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 本市では認知機能検査の代わりとして、認知症チェックリストの活用を推進するため、そ

の周知方法として市のウェブサイトで紹介しているほか、認知症に関する講演会やイベント、また、認知症サポ

ーター養成講座の開催時に配布をしております。また、高齢者サポートセンターに配置している認知症地域支援

推進員が高齢者クラブなどからの依頼講座や認知症勉強会を開催する際に参加された方にこのチェックリストを

配布しております。今後も本市で開催するイベントなど、様々な機会を利用してチェックリストの活用が進むよ

う普及啓発に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 川畑議員。 

○川畑いつこ議員 市公式ウェブサイトや認知症関連の講演会やイベント、認知症サポーター養成講座や勉強会

などの参加者にチェックリストを配布されているとのこと、分かりました。 

 私も本市の認知症チェックリストでテストをしました。内容は、１、同じ話を無意識に繰り返す、２、知って

いる人の名前が思い出せない、３、物のしまい場所を忘れる、４、漢字を忘れる、５、今しようとしていること

を忘れる、６、器具の説明書を読むのを面倒がる、７、理由もないのに気がふさぐ、８、身だしなみに無関心で

ある、９、外出をおっくうがる、10、物（財布など）が見当たらないことを他人のせいにするの10項目で、項目

ごとにほとんど当てはまらなければ０点、時々ある場合は１点、頻繁にある場合は２点となり、該当する項目の

点数を足して合計点が14点以上だと早めにかかりつけ医や高齢者サポートセンターに相談しましょうとあり、９

点から13点だと要注意で、日頃から認知症の予防策を生活に取り入れてみませんかと書かれていて、続けて、13

点以下の方は定期的なチェックをお勧めしますとありました。チェック表の横には高齢者サポートセンターの案

内が書かれており、丁寧なつくりになっています。せっかくのチェックリストではありますが、リストを開くの

は認知症で検索しなければ開きません。自らチェックするのは、ふだんから認知症に対して意識をしている方な

のではないでしょうか。 

 そこで再質問です。早期発見と若い世代への普及を目的として、認知症チェックリスト、既存の取組、例えば

市川市健康ポイントＡｒｕｃｏの活用などは考えられないでしょうか。 

 本市には、誰もが健康上の問題で日常生活が制限されることなく、はつらつと元気に暮らし、心の健康と体の

健康のバランスが取れた活力あふれる生涯を送れる健康寿命日本一のまちを目指す取組の一つに市川健康ポイン

トＡｒｕｃｏがあります。そこに認知症チェックリストを取り入れることはできないでしょうか。 

○つちや正順副議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 市川市健康ポイントＡｒｕｃｏは、日々の歩数や血圧及び体組成測定に対してポイントを

付与するサービスです。先月末現在、約4,200名の登録があり、登録者の年代は20歳代から90歳代と幅広い世代

の方々が利用されています。Ａｒｕｃｏの機能は、歩く、測定するといった健康行動に対してポイントを付与す

る以外にプッシュ通知機能があり、アプリ登録者に利用方法や健康づくりなどに関する情報を周知しています。

また、本市では市公式ＬＩＮＥによる情報配信サービスにおいて、健康長寿の項目に登録した方に定期的にフレ

イル予防や介護予防に関するお知らせを配信しております。現在、約2,200名の登録があります。 

 認知症の早期発見をするために、幅広い世代の方に向けて認知症チェックリストを周知、啓発し、活用いただ

くことは大変重要であると考えています。このため、Ａｒｕｃｏのプッシュ通知機能や市公式ＬＩＮＥの情報配

信サービスを活用し、登録者に対しチェックリストの周知をしてまいります。また、65歳を迎える方に送付する



介護保険被保険者証に同封する案内文に、新たに市のウェブサイトの二次元コードを記載して、チェックリスト

によりセルフチェックができることを周知してまいります。今後も既存の様々な取組を活用し、チェックリスト

を周知啓発していくことで認知症の早期発見、早期対応を推進してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 川畑議員。 

○川畑いつこ議員 アプリの登録者へプッシュ通知機能を利用して情報を周知することは可能で、今後、認知症

チェックリストについては、Ａｒｕｃｏの参加者や市公式ＬＩＮＥの登録者へ情報配信してくださり、また、65

歳になられる方への介護保険被保険者証送付時の案内文に市公式ウェブサイトの二次元コードを記載して、物忘

れのセルフチェックができることも案内をしていき、既存の取組を活用しながら認知症チェックリストを周知啓

発していくことで認知症の早期発見の推進を考えてくださるとのこと、ぜひともお願いいたします。 

 2007年12月に認知症の高齢男性が電車にはねられて亡くなる事故があり、遺族が鉄道会社から高額な損害賠償

を請求されたことがありました。一審、二審と、裁判では賠償を命じられていましたが、最終判決は遺族に賠償

責任なしとなり、このことがきっかけとなり、認知症対策が全国的に考えられるようになりました。 

 冒頭に述べました、名古屋市が参考にした神戸市の取組ですが、神戸モデルと言われ全国的に広まっていて、

認知症の方と家族を地域全体でサポートする事業です。65歳以上の方が認知機能検診を受け、疑いありで精密検

査を受けるまで市が助成をし、認知症と診断された場合は事故救済制度を使うことができます。これは、認知症

の方が物損や事故を起こしてしまった際の賠償責任保険で、賠償責任があれば支給されます。そして、御本人の

賠償責任の有無とは関係なく見舞金が支給される制度です。これらの財源は個人市民税均等割で賄っているとの

ことで、本格始動されたのが2019年です。事故の補償制度は、中野区や葛飾区のほかにも複数の自治体で行われ

ています。 

 また、認知症は高齢者だけのことではありません。若年性アルツハイマーは若い世代にも起こり得ることで

す。家族や周りの方が異変に気づいて受診を勧めても、御本人に受診の意思がなければ検査をすることができま

せん。早期発見をすることで症状を遅らせることができ、サポート内容も的確になり、住み慣れた地域で暮らす

時間が増えることになります。検診を習慣化することで認知症への見方も変わってくると思います。認知症検

診、いわゆるもの忘れ検診の受診助成を本市でも実施検討を要望し、次の質問に移ります。 

 最後に大項目、妊孕性温存療法への助成についてです。 

 国立がん研究センターによると、がんの患者さんを世代別に分けると、ゼロ歳から14歳が小児、15歳から39歳

をＡＹＡ世代、40歳からは成人と呼ばれているとのこと。その方たちの中でも、将来子どもを産み育てることを

望む小児・ＡＹＡ世代のがん患者さんたちが希望を持ってがん治療などを取り組めるように、将来、子どもを出

産することができる可能性を温存するための妊孕性温存療法及び温存後、生殖補助医療に要する費用の一部助成

が令和３年から国の事業として開始されました。 

 妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療ですが、厚生労働省の説明によると、妊孕性温存療法とは、将来、自

分の子どもを授かる可能性を残すために、がん治療の前に卵子や精子、受精卵、卵巣組織の凍結保存を行う治療

のことで、温存後、生殖補助医療は、妊孕性温存療法により凍結保存した卵子や精子、受精卵、卵巣組織を用い

て、がん治療後に妊娠を補助するために実施される治療ですとありました。小児・ＡＹＡ世代は赤ちゃんから子

育て世代と幅広くなっていますが、それはライフステージが大きく変化する世代となっています。そして、ＡＹ

Ａ ＷＥＥＫ 2024が３月２日から３月10日まで行われており、これは誰かが誰かの勇気になる、ＡＹＡ世代の

がんについて思う１週間となっています。 

 そこで、１、妊孕性温存療法への助成制度の現状に関する市の認識について問うです。 



 令和３年度から国の事業としてスタートした助成制度ですが、本市としての認識を伺います。 

 まず、ア、本市の小児・ＡＹＡ世代のがん患者についてです。 

 本市の小児・ＡＹＡ世代のがん患者数はどのくらいいるのかお伺いします。 

○つちや正順副議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 小児・ＡＹＡ世代のがん患者数につきましては、都道府県単位での公表となっておりますため、本市でのがん

患者数を把握することは難しいところではございますが、参考となる数値といたしまして、国立がん研究センタ

ーが全国がん登録における小児・ＡＹＡがんの年齢階級別罹患率を発表しております。そこで本市の年齢別人口

数に乗じて推測いたしますと、本市のがん患者数は年間でおよそ小児が7.8人、ＡＹＡ世代が98.8人となりま

す。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 川畑議員。 

○川畑いつこ議員 がん患者の人数を把握することは難しく、全国の年齢階級別罹患率から推測すると、小児が

んは7.8人で、ＡＹＡ世代は98.8人ということ、分かりました。 

 続いて、イ、温存後生殖補助医療助成についてです。 

 妊孕性温存療法にかかる費用は、筑波大学での１年間の費用を見てみると、精子凍結保存では凍結開始時５万

円、保存更新時２万円、融解費１回5,000円。胚凍結保存は、採卵から凍結保存まで30万円から40万円程度とな

り、凍結する卵の個数により価格は異なり、採卵を行う前の排卵誘発などにかかる費用は別途発生します。そし

て、保存更新時２万円、凍結融解胚移植７万円、また、移植前のホルモン補充療法などにかかる費用は別途発生

するとのことでした。がんの治療でも高額な費用がかかる上に、このように将来の希望を残すことも高額な費用

がかかります。 

 そこで、妊孕性温存療法及び温存後生殖医療助成に係る費用の助成についてはどのようなものがあるのか。ま

た、どのようにするのかをお伺いします。 

○つちや正順副議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 国は、小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業を進めており、調査研究に協力すること

を条件として、妊孕性温存療法などによる治療を受けた方に対し、都道府県を事業実施主体として助成を行って

おります。この事業では、妊孕性温存療法と温存後生殖補助医療の２種類に対する費用助成があり、助成を希望

する場合は千葉県へ申請することとなります。これら費用助成は、がん治療等に取り組むための支援の一つであ

るものと考えており、今後、支援が必要とされる方に助成制度等の情報が届くよう、市公式ウェブサイトなどで

市民に広く周知してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 川畑議員。 

○川畑いつこ議員 妊孕性温存療法と温存後生殖補助医療の２種類の助成があり、市川市民が助成を希望する場

合は千葉県への申請となるとのこと。私が調査したところ、千葉県の健康づくり支援課がん対策班が妊孕性温存

療法研究促進事業の助成金申請者の傾向分析を発表されていました。令和３年度での支給人数は30人で、令和４

年度では57人でした。居住地を見ると、令和３年度では、千葉市は８人、市川市は６人、船橋市は３人、柏市と

市原市が２人。令和４年度では、千葉市は９人、市川市、船橋市が６人、柏市と松戸市は５人となっています。

まだ始まったばかりの事業のため一概には言えませんが、２年連続で市川市の申請者が県内で２番目に多いとい



うことになります。妊孕性温存療法や温存後生殖補助医療という治療があることを知っている方は少ないと思わ

れます。県での助成制度を市公式ウェブサイト等で周知をしていただけるとのこと、ぜひお願いいたします。必

要とされる方にこの情報が届くことを願っております。 

 次に、２、本市における妊孕性温存療法の支援についてです。 

 さきに述べたように、妊孕性温存療法や温存後生殖補助医療には高額な費用がかかります。令和３年度から助

成が始まりましたが、令和３年３月31日以前に妊孕性温存療法を行った方たちには助成の支援がありません。そ

こで、県で実施している助成制度の対象から外れている方についてです。事業開始前に妊孕性温存療法を行った

小児・ＡＹＡ世代のがん患者に対する市独自の支援はあるのでしょうか。 

○つちや正順副議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 これまで妊孕性温存療法を受けた方への本市独自の支援については行っておりませんが、現在、国が妊孕性温

存療法についての安全性や効果について研究を進めておりますことから、今後の国や県、近隣市の動向も注視し

ながら調査研究してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 川畑議員。 

○川畑いつこ議員 市独自の支援はなく、国や県、近隣市の動向を注視し、調査研究をしていってくださるとの

こと、ぜひお願いします。 

 私への御相談者の御子息は、18歳の８月に発熱とともに関節痛を訴え受診しましたが、原因不明と診断され、

様子を見ていました。しかし、体力がなくなっていき、10月になると少しの歩行や階段の上り下りで息切れを

し、顔色も悪くなっていき、再度受診すると急性リンパ性白血病と診断され、当日、緊急入院となりました。そ

の２日後には、抗がん剤治療に入る前に妊孕性温存療法を勧められ、数日後には精子を採取しました。このよう

に、短期間で全て決断をしなくてはなりませんでした。その後、抗がん剤治療での改善は見込めず、造血幹細胞

移植をし成功。本年５月に移植より５年経過することで寛解となります。現在は凍結した精子の保存に年間７万

円を支払っています。また、以前、ＮＨＫで放送されたＡＹＡ世代の妊孕性温存療法の特集では、がんの治療が

高額なため、温存を諦めた女性がいらしたことが強く印象に残っています。 

 令和３年度から始まったこの助成制度ですが、他市では独自で助成をされているところもあります。静岡県で

は、国の事業のほかに35市町全てで行っており、県と市町がそれぞれ助成をしています。また、鳥取県境港市で

は、県の助成金よりもお金がかかる方に上限を５万円として不妊治療の一環で助成をしています。群馬県高崎市

では、令和２年度から事業をスタートさせており、令和３年に県がスタートさせてからは、県に申請した後に助

成金よりもお金がかかる方のフォローをしています。本市においても、このような助成制度の導入を要望しま

す。 

 以上で川畑いつこの一般質問を終わります。御答弁いただきました皆様、ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○つちや正順副議長 石崎ひでゆき議員。 

○石崎ひでゆき議員 会派市民クラブに所属しております国民民主党の石崎ひでゆきです。 

 まずは、令和６年１月１日に発生した能登を震源とする大規模な地震により犠牲になられた方々にお悔やみを

申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。 

 また、被災地におきまして、救済と復旧、復興支援等の活動に御尽力されている全ての方々に深く敬意を表し

ます。 



 それでは、通告に従って一般質問を一問一答で行います。 

 大項目の１点目です。急病診療所について、(1)急病診療所の役割と利用状況について伺ってまいります。 

 夜間や休日などの急病に対応をしていただける急病診療所は、市川市民にとって大切な診療所です。医師会を

はじめ関係者の皆様の御尽力に深く敬意を表したいと思います。 

 今年の１月４日に、ＳＮＳを通じて年末年始の急病診療所が大変混雑をしていた。毎年繰り返される年末年始

の急病診療所の混み具合を憂慮しているとの市民からの御意見が私のところに寄せられましたので、今回の質問

に至りました。 

 そこで伺います。急病診療所の役割、市川市はどう考えているのか。そして、具体的に令和５年の年末から令

和６年の年始にかけての患者数がどれぐらいあったのか。また、ピーク時の患者の待ち時間は最大どれぐらいだ

ったのか。利用状況を伺っていきたいと思います。 

○つちや正順副議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 急病診療所は、一般の医療機関が休診している夜間や日曜、祝日、年末年始の初期救急医療機関として365

日、１日も欠かすことなく市民の急病に備えております。令和５年度の利用状況でございますが、12月末時点で

１万人を超える患者が受診され、近隣市と比較いたしましても、多くの市民が御利用されております。 

 次に、年末年始の患者数につきましては、12月30日から１月３日までの５日間に約1,800人の患者が来院し、

多くの方が発熱による受診でございました。そのため、初めに診察を受け、新型コロナやインフルエンザが疑わ

れた患者に対しましては抗原検査を行い、その検査結果により再度診察を行い、薬剤が処方、調剤された後、お

帰りになられるため、診察時間に多くの時間を費やされることもあり、受付から会計、薬のお渡しまでトータル

で最大３時間を超える日もございました。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 御答弁ありがとうございます。年末年始で1,800人もの患者が来院したと。それと、多く

の方が発熱による受診でかなりの混雑だったことは理解できました。しかし、体調の悪い方が最大で３時間とな

りますと、かなりつらいですよね。改善は必要かなというふうに考えます。年末年始は流行していたと思います

インフルエンザ、また、あと第９波が収まりつつあった時期ではありますけど、まだコロナの方も多かったよう

に思います。 

 ある程度の混雑は予見できたのではないかなと思うんですけれども、そこで再質問したいんですけれども、市

川市の年末年始について、急病診療所の医師や看護師の配置など、どのような体制で運営していたのか、伺って

よろしいですか。 

○つちや正順副議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 今年度につきましては、例年より早い９月からインフルエンザ患者が急増しており、年末年始につきましても

患者数の増加が見込まれましたことから、補正予算にて応援医師配置等の費用を確保したところでございます。

このことにより、12月30日から１月３日の年末年始につきましても、医師は通常時の約２倍の５人から６人体

制、看護師は通常時の約1.5倍の８人から10人体制で急病診療所を運営いたしました。混雑時は５室ある全ての

診察室に医師と看護師を配置してフル稼働し、さらに検査については、別に検査場を設置して対応するなど、診

察等にかかる時間を極力短縮できるよう努めてきたところでございます。 

 以上でございます。 



○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 答弁ありがとうございます。あらかじめ混雑を予見して、補正予算を使って医師や看護師

の数を確保していたこと、混雑時は診察室をフル稼働しての対応だったこと、分かりました。すばらしい対応だ

ったと思います。ありがとうございます。 

 それでは、次に移っていきます。(2)課題への対応についてです。 

 (2)のア、混雑の緩和について。 

 先ほどの答弁で課題が見えてきたように思います。年末年始における急病診療所の診療体制については十分配

置されていたことは理解はできました。しかし、実際に患者の待ち時間が３時間を超える日があるとなると、対

策は必要ですよね。急病患者の負担軽減のために市川市はどのような対策を考えているのか伺います。 

○つちや正順副議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 年末年始の混雑に対する対応改善策でございますが、来院された患者の精神的負担を少しでも軽減できるよ

う、受付窓口において、待ち時間や診察の順番を分かりやすく表示、案内していくなど、改善策を今後検討して

まいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 答弁いただきました。窓口対応改善で精神的な負担を軽減するとの御答弁です。ぜひその

点はよろしくお願いします。 

 しかし、待ち時間が減るわけではないので、その対応では根本的な課題解決にはならないと思うんですね。 

 そこで、次のイに移ります。行徳エリアへの新設についてです。 

 市川市の急病診療所は大洲防災公園のところにあります。行徳に住む方にとっては、位置的というか、非常に

利用しづらい場所になります。ちなみに私の住む南行徳から公共交通機関を利用して、大洲防災公園のところの

急病診療所まで行こうとすると片道約１時間となります。往復２時間ですから、最大の診察時間、会計まで含め

ると３時間となりますと、急病患者にとって、移動を含めると合計５時間となりますから、かなり大きな負担に

なるのではないでしょうか。 

 行徳地区に急病診療所を新設すれば患者が分散することで、大洲の急病診療所の混雑が緩和されます。大洲に

通う方、非常に待ち時間が少なくなる可能性があります。また、行徳にお住まいの方も利用しやすくなるという

ことは明白です。また、救急診療所で働く医師や関係者、薬剤師など、働く人の負担軽減にもつながると考えま

す。 

 そこで伺いますけれども、行徳地域に急病診療所を新設することについて市川市の見解を伺いたいと思いま

す。 

○つちや正順副議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 行徳地区への急病診療所の新設でございますが、本市の急病診療所は、市内全域の患者に対して夜間休日に対

処する初期救急医療機関として、医師会、薬剤師会等と連携して運営しておりますことから、体制的には難しい

ものと考えております。また、県内においても２か所の急病診療所を同時間帯に開設している自治体はございま

せん。夜間休日の初期救急医療体制といたしましては、本市のように、市が急病診療所を運営する体制のほか、

地区の医療機関が輪番制で当番医となって対応する市町村もございます。今後も引き続きこのような近隣市の医

療体制を参考にしながら医師会等とも連携し、初期救急医療の充実に努めてまいります。 



 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 御答弁ありがとうございます。行徳地区への急病診療所の新設が簡単でないことは分かっ

ているんです。大変だと思います。お金もかかりますし、お医者さんやその他の関係者、薬剤師とかの手配もあ

ります。でも、必要ですよねというのが今回のお話なんです。５つの診察室をフル稼働しても、患者が最大３時

間待ちになっていること、また、これから高齢化になります。そしてまた、子どもたちの施策を打っていますか

ら、当然、市川市に子育て世代が流入してくることもあります。 

 そういう意味を含めると、やはり市川市の医療体制の強化というのが必要になってくると思います。混雑緩和

を要望している方もいらっしゃいますし、行徳地区に急病診療所を新設することを含め、様々な方法があると思

います。これから研究をしていっていただいて、市川市の皆さんが安心して暮らせるまちづくりをぜひ行ってい

ただきたいというふうにお願い申し上げまして、この大項目１点目の質問を終わりたいと思います。 

 大項目２つ目、災害時のインターネットの活用について伺ってまいります。 

 (1)の災害時の携帯電話やスマートフォンの充電についての現状と課題について伺っていきます。 

 スマートフォンの普及率は80％を超えていますし、また、本市でも高齢者の皆様にスマホを活用してもらおう

という事業がスタートします。そんな中で、現代人にとっては、スマホは公私ともになくてはならない存在であ

りますし、災害時にはその重要性がさらに高くなると言われています。災害時スマホを活用することで情報収集

や安否確認、機種によっては簡易的ではありますけれども、懐中電灯としても活用できるようです。そんな便利

なスマホも電池が切れてしまうと使い物になりません。一般財団法人ダイバーシティ研究所の調査では、災害時

にあってよかった、また、災害後にこれは絶対に用意すべきだったと感じたものの１位はモバイルバッテリーだ

そうです。総合すると、80％以上の方が重要性を感じていたというデータが出ています。しかし、市民の方がモ

バイルバッテリーを仮に用意していたとしても、いずれはバッテリーがなくなる。容量がなくなってしまいます

ので、避難所では充電の要望がかなり多くなると思われます。実際に避難所で充電をなかなかできなかったとい

う話も聞いています。避難所の充電スペースに人が集まり、満足に充電できなかったという意見はどこの避難所

でも出ているようです。事前の対策が必要ではないかと思います。 

 市川市は、災害時にこのような要望に対してどのような対応を考えているのか伺います。 

 また、充電をさせる場合、一定のルールをつくっておかなければ現場が混乱するというふうに聞いています。

やっぱり皆さん充電したいわけですから、やらせてくれと。または、ほかの人がやっているところを抜いてつけ

ちゃう人もいると、そういう話も聞いておりますので、現場が混乱しないように、このルールもあらかじめ決め

ておく必要があるのかなというふうに思います。この点を含めて御答弁をよろしくお願いいたします。 

○つちや正順副議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 携帯電話やスマートフォンは、災害時の連絡手段はもとより、様々な情報を入手するためのツールとして大き

な役割を果たすものです。一方で、大規模災害では停電の発生が予想されることやバッテリーの容量に限りがあ

ることから、避難所への充電機器の配備は大変重要であると認識しております。令和元年に発生した台風19号の

際には、市内で21か所の避難所を開設し多くの方が避難されましたが、避難者からは携帯電話やスマートフォン

の充電要望を多くいただきました。 

 この声を契機として、令和２年度にソーラーパネルつきの小型蓄電池と様々な機種に対応できる充電ケーブル

を準備し、全ての市立小中学校に配備しております。しかしながら、避難所の蓄電池には数に限りがあり、一度

に多くの方が利用できないことは課題と認識しております。そのため、台風シーズンなどの出水期前には携帯電



話やスマートフォンの発災前の充電について広報紙でお伝えするとともに、啓発用のマップなどでも予備バッテ

リーの準備について周知をしております。今後も自治会等を対象とした防災訓練や講演会など、あらゆる機会を

捉え、さらなる周知啓発に努めてまいります。 

 また、充電に対するルールにつきましては、各避難所の状況によって対応することを想定しており、蓄電池の

設置場所や管理方法、充電時間などの制限については、小学校区防災拠点協議会の皆さんにも御意見をいただき

ながら協議を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 御答弁ありがとうございます。ルールに関しては現場で対応する的な感じで、これ、まだ

決まってないようです。マニュアル化できるものはマニュアル化をしておくべきだと考えます。やはり現場の負

担を軽減するためにも、そういうものをつくっておいたほうがトラブルは起きないのではないかなと思いますの

で、その点は要望させていただきます。よろしくお願いします。 

 また、災害に対する備えとして何が必要なのか、周知啓発活動もやられていると思いますけれども、引き続き

他自治体の災害の状況などを含めて、こういうことがあったということで、しっかりと啓発活動をしていただい

て、混乱がないように努めていただければと思います。これはこれで結構です。 

 次に、(2)災害発生時のインターネット環境の整備と運用について質問をいたします。 

 地震などの災害が発生したときの通信手段の確保のため、インターネット環境の整備が重要になると思いま

す。これは市民としてもそうですし、市川市としてもそうなると思います。この重要な通信インフラ、必ず確保

しなければいけません。 

 そこで伺いますが、市川市はどのように整備をし、運用されているのか、伺っていきたいと思います。 

○つちや正順副議長 小林情報管理部長。 

○小林茂雄情報管理部長 お答えいたします。 

 本市では、令和３年度より避難所や市民が多く集まるような公共施設に無料でインターネットに接続するため

のＷｉ－Ｆｉ環境を整備し、市民や施設利用者の利便性向上に努めてまいりました。現在、第１庁舎をはじめと

する市内149か所の公共施設にＷｉ－Ｆｉ環境を整備している状況です。災害発生時のインターネット環境に関

しましては、避難所として指定されている市の公共施設74か所の全てにＷｉ－Ｆｉルーターを整備しておりま

す。そのうち、小学校、中学校など54か所の避難所には災害用のＷｉ－Ｆｉルーターを整備し、避難所開設時に

のみ電源を入れることで、利用者の認証なく利用可能とする運用を行っております。この災害用のルーターは、

地域ＢＷＡという地域の公共サービス向上のために割り当てられた、一般に利用されていない帯域の周波数を使

用するため、電波の利用者が少なく、災害時においても通信が混雑せず遅延しにくい利点がございます。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 御答弁ありがとうございます。市内の多くの箇所にＷｉ－Ｆｉルーターを整備してあるこ

と、災害用のルーターも用意してあるということで少し安心をいたしました。 

 しかし、避難所には多くの人が集まりますので、一般に開放した場合、回線が混雑することは容易に予見でき

ますよね。中には動画を見たり、動画をアップロードしたりする人がいると、一気に回線が混雑をして必要な情

報が取れなくなったりすることもありますし、また避難所には職員の方もいて、必要な情報を得るため、また情

報を発信するための回線としても使うわけですから、やはりここもルールづくりが必要なのではないかなと思い

ます。避難所へのＷｉ－Ｆｉ利用のルールづくり、ぜひ進めていただきたいと思います。 



 そこで再質問をさせていただきます。避難所の通信回線が逼迫した場合、避難場所となっている公園などにイ

ンターネット活用のためのＷｉ－Ｆｉ環境があれば、Ｗｉ－Ｆｉ利用者を分散させることができるのではないで

しょうか。分散すれば通信環境は少しでも改善されると思います。 

 現在、市川市が管理する公園でのＷｉ－Ｆｉの環境整備の状況はどうなっているのか伺います。 

 また、東京都の都立公園などでは、自動販売機を利用したＷｉ－Ｆｉの提供の事例もあると聞いています。平

時でも利用ができてＷｉ－Ｆｉ環境を使っている、また、災害時でも活用できる。自動販売機を利用したＷｉ－

Ｆｉ環境の整備はイニシャルコストがかからないとも聞いております。今後、市川市内の公園でＷｉ－Ｆｉ環境

の整備についてどのように考えているのか伺います。 

○つちや正順副議長 小林情報管理部長。 

○小林茂雄情報管理部長 お答えします。 

 現在の公園におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備状況につきましては、これまで公共施設を中心に整備を進めてきま

したことから、大洲防災公園と広尾防災公園の２か所に災害用のＷｉ－Ｆｉルーターを整備しております。今後

の公園への整備につきましては、公園利用者の利便性が向上するなどの利点もございますが、夜間に人が集まる

ことによる騒音や迷惑行為などで近隣の方に影響が及んでしまう可能性もございます。しかしながら、災害時の

インターネット環境として、Ｗｉ－Ｆｉ機能つき自動販売機は有効な手法の一つであると考えますことから、整

備手法、設置場所等を含め関係部署と検討してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 前向きな御答弁ありがとうございます。懸念されている夜間に人が集まる騒音や迷惑行

為、これはタイマーなどを使えば回避できると思います。ここら辺は自動販売機業者としっかり打ち合わせてい

ただければ、市川市が想定している使い方ができるのではないかなと思いますし、最近では災害用の自動販売機

というものは充電設備があったり、災害時には飲料水を出せるような設定があったり、また中にはハンドルがあ

って、時間が過ぎて充電がなくなったとしても、ハンドルを回すことによって電源をもう１回入れることができ

る、そんな機能があるものもあると聞いています。様々な機械があるそうです。こういうものをうまく活用をし

て、イニシャルコストを抑えて利便性の向上と災害時の対応というものをやっていただいて、安心、安全な通信

環境をつくっていただきたいなというふうに思います。 

 さらに、この点について伺います。首都直下地震が発生した場合、インターネットの基地局が機能しなくなる

こともあります。基地局が復旧するまではかなりの時間がかかると聞いています。移動基地局もありますが、そ

もそも道路が復旧しなければ移動基地局は機能しません。災害時基地局が機能しなくなっても、市川市として情

報収集や連絡手段は必要ですし、業務継続をしていく上でも、このインターネット回線って必要になってくると

いうふうに認識をしています。本庁舎や行徳支所などの拠点間の連絡にもインターネット環境は絶対必要です。

無線だけではかなり不安が残るところです。 

 そんな中で、東京新聞の記事にこういうのがあります。能登半島地震でスターリンクが役に立った。起業家イ

ーロン・マスクが率いる米宇宙企業スペースＸ社の衛星通信サービス、スターリンクが記事になっています。今

回、能登半島の地震では、停電や設備の故障で能登半島北部を中心に広い地域で通信障害が起きたということで

す。主な原因は、光ケーブルの設備の損傷や基地局の停電、故障。総務省によると、停止した基地局は最大で

850か所だそうです。各社は復旧に向けて現地入りしたものの、道路の破損が激しかったようで、徒歩で向かわ

ざるを得ない状況。作業は困難を極めた。スターリンクを700台貸出しをしたそうです。今回の地震では、スペ

ースＸ社と提携をするＫＤＤＩとソフトバンクがスターリンクの受信アンテナおよそ700台を各地の避難所など



に無償で提供したそうです。周辺にいる被害者は、スマートフォンなどネット通信ができるようになった。ＫＤ

ＤＩの執行役員のコメントでは、小型で軽量なスターリンクのアンテナの活用は早期復旧に非常に有効な手段に

なったとされています。また、防衛省でも昨年の３月からスターリンクを試験運用しているそうです。 

 そこで伺います。スターリンクなどの衛星通信サービスをあらかじめ導入し、災害時でもインターネット環境

を市川市が確保する必要があると考えます。市川市の見解を伺います。 

○つちや正順副議長 小林情報管理部長。 

○小林茂雄情報管理部長 お答えいたします。 

 スターリンクなどの衛星通信サービスにつきましては、本年１月の能登半島地震において、通信事業者から提

供を受けた機材が石川県内の避難所に整備され、有効活用されたとの報道がなされております。また、東京都で

も現在、スターリンクによる実証実験を実施しているところでありますことから、それらの結果を踏まえまして

関係部署と協議をしてまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 ありがとうございます。ぜひ協議してくださいね。 

 では、この大項目をまとめたいと思います。災害が発生してインターネットの基地局が機能しない場合、イン

ターネットはそもそも使えません。市川市として災害対応初動が遅れることも考えられます。あらかじめ衛星サ

ービス、衛星通信サービスを導入し、どのように運用するのか、業務をどのように継続していくのか、訓練を行

うことも必要だと思います。突然使えと言われても、なかなか切替えがうまくいかなかったりとか、あるかもし

れません。 

 最近では千葉県でも地震頻発しているんです。いつ大きな地震がやってくるか分かりませんよね。ですから、

早い段階で衛星通信サービスの導入、そして訓練を行って運用マニュアルをつくっていただきたいです。そして

業務が継続できること、安心して初期初動ができるように体制を強化していただいて、安心、安全なまちづくり

市川を実現していただきたいと思います。 

 以上です。 

 大項目３つ目、教育行政についてでございます。 

 (1)教育基本法第５条の４項では「授業料を徴収しない。」とされています。まず、そもそも授業料とはどこま

で何を指すのか、市川市はどのように考えているのか、伺っていきたいです。 

 田中市長の施政方針の中で、教育の格差について言及がありました。子ども自身では選ぶことのできない環境

により、教育の質や量に違いが生じ、将来の人生にまで影響を及ぼしますという発言がありました。所得の格差

が教育の格差になっているのであれば、市川市として対策が必要ではとの観点から質問をいたします。 

 憲法26条では「義務教育は、これを無償とする。」とありますが、教育基本法の第５条４項では「授業料を徴

収しない。」とされています。このことから、義務教育の無償とは授業料を徴収しないと解されていますが、実

際に市立の小中学校ではいろいろとお金がかかっているのが現状ではないでしょうか。 

 市川市は、授業料とはどこまでを指しているのか、何を指しているのか、伺っていきたいと思います。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 授業料とは、憲法第26条第２項及び教育基本法第５条第４項を受けまして、文部科学省では教育提供に対する

対価として授業料を上げており、本市におきましても文部科学省と同様の認識であります。 

 以上でございます。 



○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 答弁いただきました。今言えることというのはそうなりますよね。憲法の条文を素直に受

け取ると、公立の小学校、中学校はお金がかからないなというふうに一般的には受け取れると思うんです。しか

し、教育基本法では、義務教育の無償化の範囲を授業料に狭めてしまっているようにも思えるわけです。 

 そこで再質問いたします。では、教科書は無料となっていますけれども、その理由について市川市はどう考え

ているんですか。伺います。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 教科書のみが無償になっている理由についてですが、文部科学省によれば、教科書の使用義務が法律で定めら

れているという理由に基づき、昭和44年度に小中学校の全学年に無償給与の制度が完成しております。また、教

科書以外の無償化につきましては、文部科学省では、昭和22年の衆議院答弁において、財政上の都合やその他を

考慮して授業料を徴収しないことを憲法の無償とすると答弁されており、財政上の理由から、授業料及び教科書

以外は無償とならない考え方が現在にまで至っております。本市も同様の認識であります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 御答弁いただきました。答弁にあるように、昭和22年の衆議院の答弁で、多分、そこから

始まっているんじゃないかなと思うんです。財政上の都合やその他を考慮して授業料を徴収しないことを憲法の

無償化とすると答弁がなされているわけですよ。ですから、当時の財政上の理由だったんですよね。そして、昭

和44年の義務教育教科書無償給与制度の趣旨で、義務教育の教科書無償給与制度を憲法26条に掲げられる義務教

育無償の精神をより広く実現するものとして、我が国の将来を担う児童生徒に対し、国民全体の期待を込めて、

その負担によって実施されていますとされています。このことから、公立の小学校、中学校で学ぶにはお金かか

らないことが憲法26条に掲げる義務教育の無償の精神であるとも言えるんだと思います。ただ、財政上の理由が

あって、できないよねというところが現状なんだと思うんです。ですから、教育基本法で、授業料のみで教科書

はまた別に定めているんじゃないかなと思います。 

 次に移ります。小学校、中学校で実際にかかっている費用の現状、そして課題について伺っていきたいと思い

ます。 

 義務教育は建前では無償となっています。授業料はただです。教科書もただです。でも、実際に多くの費用が

かかっていますよね。実際に市川の市立小学校、中学校ではどの程度の費用が必要となっているのか。通学する

学校によって、その費用の違いはあるのかと思いますけれども、あるのなら、その違いを教えてください。ま

た、市川市はどのような課題があると、その点についても伺っていきたいと思います。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 本市における教育にかかる費用の現状についてですが、本市の調査によりますと、市内小中学校における学校

徴収金の平均金額は、小学校が年間で約３万7,000円、中学校が年間で約５万7,000円となっております。内訳に

つきましては、各教科で使用する教材にかかる費用や、修学旅行を含めた校外学習にかかる費用などが全体の約

80％程度となっております。校外学習にかかる費用につきましては、小学校では行き先の違いから学校間に差が

見られますが、中学校におきましては、ほぼ同額となっております。教育にかかる費用の課題についてですが、

教材にかかる費用が、小学校では少ない学校が約２万5,000円、多い学校が約４万5,000円、中学校では少ない学

校が約４万5,000円、多い学校が約７万円となっており、学校間での差があることが挙げられます。さらに、近



年の物価高騰の影響によって、教材にかかる費用や校外学習にかかる費用が年々高くなっていることが挙げられ

ます。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 答弁いただきました。小学校で平均すると年間３万7,000円です。ということは、６年間

で22万2,000円、中学校は平均すると年間で５万7,000円です。となると、３年間で17万1,000円ですから、義務

教育の期間だけで、平均値で約40万円の費用がかかるわけです。これは学生服や体操服、ランドセル、通学用の

かばん、その他もろもろ含まれていないわけですよね。ですから、実際にはもっと多くの費用がかかります。さ

らには、物価高騰、今上がっています。また、インバウンドの影響で修学旅行の費用も多分、とんでもなく上が

っていくのではないかというのも考えられます。この辺も問題だと思います。 

 また、ちょっと驚いたんですけど、学校間の格差です。費用が多い学校は年間で４万5,000円で６年間で27万

円、費用が少ない小学校は年間２万5,000円で６年間で15万円ですから、その差は12万円にもなります。また、

中学校ですけれども、多い学校が７万円、３年間で21万円、費用が少ない中学校は４万5,000円ですから３年間

で13万5,000円で７万5,000円になります。費用が多い小学校と中学校に仮に通った場合、48万円。仮に費用の少

ない小学校と中学校に通った場合、28万5,000円。その差20万円にもなるわけですよ。これはすごく差があるな

と思います。このあたりは改善する余地があると思います。 

 だからといって、高いのを削れと言っているわけではなくて、負担を何とか軽減するべきだという話です。や

はり学校にはそれぞれやりたいこと、先生方がやりたいことがあって、それによって教材が違ったり、修学旅行

や校外学習の行き先が違うわけですから、費用が変わるのは当然だと思います。その点について間違えないでい

ただきたいなと思います。 

 そこで再質問をさせていただきます。御答弁から、小学校、中学校の授業料は無償でありますけど、実際に授

業を受けるためにかなりのお金が必要だということが分かってきました。このほかに、これからはクラブ活動の

費用なんかもかかりますよね。外に出していくわけですから。また、家庭によっては習い事をしたり、塾に行っ

たりするわけです。子育てには相当お金がかかります。教育にも相当お金がかかります。大変な負担になってい

ます。 

 また、少子化の原因の中にも、子どもにかかる費用が莫大だから、なかなか子どもをつくれない、また増やせ

ないという声も上がっています。人づくりこそ国づくりであり、そして人づくりこそまちづくりだというふうに

私は思いますし、国民民主党は修学旅行を含めて義務教育を無償にすべきだと考えていますし、私も同じだと思

っています。この無償の範囲というのは授業料のみではなくて、そういう様々な費用を含めて無償にしていくの

が必要ではないかと思います。すぐに無償化は難しいと思います。であるならば、小学校、中学校にかかる教育

費を抑えていく。段階的に無償化に向けるということもいいですし、抑えていく必要があるのではないかと思い

ます。少しでも教育費を抑える方法はないのか、教育委員会の皆さんの御見解を伺います。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 教育費を抑えるための方法ですが、教育委員会では、令和４年度から各学校の徴収金額調査を行っておりま

す。調査結果を各学校にフィードバックし、保護者の負担軽減に努めるよう指導しております。例えばこれまで

１人につき１セットずつ購入していただいた算数用の教材について、使用頻度の高い教材は個人で購入していた

だき、使用頻度の少ない教材については公費で購入し授業ごとに貸し出すなど、個人所有という観点から、学校

による貸出しという観点に変えていくことで保護者負担が軽減できると考えております。 



 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 ぜひ、まずはそこから手をつけていただきたいなと思います。私も資料を見せていただき

まして、学校によってはすごいばらばらなんですよね。学級費なんて取ってないところもあれば、2,000円以上

取っている学校があったりとか、教材費も２倍以上の差が出ていますよね。こういうのもうまくやっていけば抑

制ができたりとか、するのかなというふうに思っています。まずは、できることからやっていただければと思い

ます。 

 そこで教育長、私の所属している国民民主党、そして私も教育の無償化はするべきだと思っていますし、して

いかなきゃいけないとも思っています。教育長の教育無償化に対するお考え、どのような御認識があるのか、御

所見を伺いたいと思います。 

○つちや正順副議長 田中教育長。 

○田中庸惠教育長 それでは、私のほうから御答弁をさせていただきたいと思います。 

 教育費の無償化でございますけれども、教育を通じて、これからの日本を支えていく子どもたちを育む社会の

実現に向けた理想の姿、それが教育の無償化であるのかなと、そんなふうに受け止めています。しかしながら、

現実を見ますと、御質問者も御指摘のように、保護者の皆さんに教育費の一部を負担していただいている現状も

ございます。また、御質問者御指摘のように、市長の施政方針の中にも教育是正、教育格差の是正に係る事柄の

指摘もございました。こういうような事柄を全て包含し、また、それを踏まえて教育委員会としては、少しでも

保護者の教育費の負担軽減につながるような対策、あるいは対応、そして支援というものをしっかり考えていか

なければならないと、そのように思っているところでございます。今後、しっかりと向き合いながら取り組んで

まいりたいと、かように考えておりますので、御理解のほどお願い申し上げたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○つちや正順副議長 石崎議員。 

○石崎ひでゆき議員 教育長、ありがとうございます。やはり子どもは国の宝であり、市川市の宝でもありま

す。市長、ぜひこの教育の無償化、教育格差の是正、取り組んでいただければと思います。これ、市長じゃない

とできないと思うんです。50万都市で給食費無償化というものに対して取り組んでいただいた田中市長、本当に

多くの市川市民、子育て世代の皆さんが喜んでいます。あと一歩進めるとするのであれば、この教育費に関する

負担軽減、最終的には将来像、無償化による教育格差の是正につながっていければ、この市川市というものは、

さらに明るい未来へ発展していくのではないか、子どもたちが夢や希望を持って活動ができるのではないかとい

うふうに思います。ぜひ田中市長、この辺取り組んでいただければと思います。 

 私からの質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○つちや正順副議長 この際、暫時休憩いたします。 

午後２時27分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後３時開議 

○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１一般質問を継続いたします。 

 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 会派自由民主の会の加藤圭一でございます。通告に従い、一問一答で一般質問を行います。ど



うぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、大項目１つ目、入札制度の在り方についてです。 

 昨今、入札をめぐる様々な不正が発生しております。国や地方自治体の職員がその予定価格を業者に漏えいさ

せる例、また政治家が漏えいに関与する例も散見されます。言うまでもなく、これらの行為は法令違反であり、

納税者の皆さんからの公契約の入札に対する信頼、ひいては行政に対する信頼をも損ねる行為です。事業そのも

のや契約金額の妥当性、あるいは業者の選定プロセスというものが重要になってまいります。 

 そこで、(1)でございます。入札の透明性を確保するための取組につきまして、まずもって本市の取組、伺い

たいと存じます。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 本市では、入札の透明性を確保するため、年度当初に当該年度の発注予定工事や発注時期などを市公式ウェブ

サイトで公表するほか、入札公告時には入札参加資格要件や支払い要件などの情報を明らかにし、入札後におい

ては案件ごとの結果を公表しております。また、契約金額が1,000万円以上の工事及び工事に関連する業務委託

に関しては、入札や契約状況、落札決定の経緯など中立公正な立場で客観的に審査いただくため、学識経験者で

構成する入札監視委員会を設置し、審査における議事概要などを公表しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。入札の前後で工事に関する必要情報を開示すると。そして、そのプロ

セスを透明化していただきますよう、今後もよろしくお願いいたします。 

 また、今出てまいりました入札監視委員会につきまして、本市の建設工事及び建設工事に関連する業務委託に

係る入札及び契約手続の透明性、公正性を確保するため、入札及び契約に関する制度の運用状況、入札参加者の

指名、落札者の決定の経緯等につきまして審議し、市長に意見を述べるとともに、建設工事等に係る入札及び契

約並びに建設工事の成績評定に関する苦情について、市長に諮問。市長の諮問に応じ調査審議し答申すると、こ

れが入札監視委員会の概要でございます。第三者機関として、しっかりと入札全般につきましてチェックをお願

いいたしたいと思います。 

 続いて、(2)政治家による不当な関与を防止するための取組について。 

 (1)で取り上げました入札の透明性を政治家がゆがめてきたと、こういう事例も指摘できるかと思います。 

 そこで、本市において、入札をめぐって政治家による不当な関与があった場合、対応に関連する法令はあるの

か。また、通報や相談窓口があるのかということを伺います。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 まず初めに法令についてですが、本市では、平成15年９月に市川市職員への不正な働きかけ等に対する組織的

な対応に関する規則を制定し、対応してきております。この規則の中で不正な働きかけの定義といたしまして、

政治家を含む職員以外の者が職務に関する不正な行為を職員にさせるために強要や威嚇等の行為を行うこととし

ております。御質問にありました政治家による不当な関与があった場合は、この不正な働きかけの一つとなりま

すことから、規則に定めるとおり、不正な働きかけに応じることなく組織的な対応を行うための手順にのっとり

関係職員の役割分担等を定め、対応してきております。 

 次に、通報相談の窓口についてです。職員が政治家に限らず不正な働きかけを受けたときは、所属長の補助と

して所属ごとに選任されております職場対応等推進員が不正な働きかけ等を受けた日時や場所、求められた行為



の内容などを記録することとしております。また、記録した内容は千葉県警から派遣されております行政対象暴

力担当室長に報告し、必要な助言や支援を受けるなど情報共有を図り、組織的な対応をするよう努めておりま

す。さらに、万が一、職員が不正な働きかけに応じ法令違反等を行っている状況を目撃した場合には、公益通報

者保護法に基づく内部通報といたしまして、人事課が職員からの通報や相談の窓口となり、調査を実施の上、適

正な是正措置を講じていくこととなります。このように本市におきましては、不当な関与に対しまして規則を整

備し、この規則に基づき組織的な対応を図る体制を整えまして、さらに通報相談窓口を設置するなど、適切に対

応しているものと考えております。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。本市職員に対する不当な働きかけに対しては、組織的に毅然と対応し

ていただいていると認識しています。また、総務部長がおっしゃったような公益通報者の保護、重要でございま

す。公益通報者保護法が改正されまして、2022年の６月１日から施行されておると。その改正によって、内部調

査に従事する者の情報の守秘義務が定められております。同法にのっとって、市の職員の皆さんが万が一こうい

う不正な事案があった場合、思い悩むことなく公益通報できる体制、整えていただけたらと思います。何よりも

職員の皆さんを守るということが重要でございます。 

 また、総務部長がおっしゃった市川市職員への不正な働きかけ等に対する組織的な対応に関する規則、これ私

も読みました。そして、誰からの働きかけなのかということについては、これは市議会議員も含まれると思いま

す。政治家の側の倫理観、規範意識や遵法意識が問われてまいります。しかしながら、その政治家が立場や地位

を利用して特定業者に便宜を図る目的で行政職員に働きかける行為、これはいわゆる口利きと言えるかと思いま

すが、残念ながら過去に何例かあったかと存じます。あってはならないことでありますが、幾つかこの場で挙げ

たいと思います。 

 当時、国会議員だった人物が日本政策金融公庫の新型コロナ対策の特別融資を、金融業の登録を受けずして違

法に仲介していたと。貸金業法違反に問われ、2022年、有罪判決が出ております。当該国会議員からの依頼案件

は、通常の融資相談とは異なる同金庫の本店で処理をされていたと。融資の依頼を受けた業者から謝礼を受け取

っていたということが新聞等に書いてございました。 

 また、別の事例を挙げますと、東北地方にあります県議会議員が水産会社社長からの依頼で、東日本大震災、

その後の地震で被災した中小企業の施設や設備を復旧させるための補助金、グループ補助金を受けられるように

県職員に対して働きかけをしていたと。さらに、報酬を受け取っていたということで、これも2022年、あっせん

利得処罰法違反で逮捕、起訴されております。 

 本市においても、今申し上げた政治家による口利きがあった、また、法令違反事例に職員の方が遭遇した場

合、直ちに通報していただきたいと思います。こういった政治家にまともに取り合う必要はないと思います。場

合によっては、私に相談していただいてもいいと思います。これら政治家による口利き事例というのを目の当た

りにしますと、やはり政治家と業者との距離感を取るというのは重要だと思いますね。本市においては、政治家

は口利きをしない、また口利きさせないと、こういう強い決意が必要なんだろうと思います。今申し上げたの

は、政治家が業者から報酬や謝礼を受け取っていた例であります。 

 では、業者からお金を受け取らなければいいんですかと、そうではないわけですね。今度お話ししますのは、

議員本人が経営する会社が当該自治体と公契約を結んでいるような場合でございます。 

 そこで再質問いたします。市長や市議会議員が実質的に経営に関わる企業またはその親族企業が市と契約を締

結できるのでしょうかと伺います。 



○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 地方自治法では、地方公共団体の議会の議員並びに自治体の市長に対し、当該地方公共団体との間で個人とし

て年間300万円までの請負は可能とされており、さらに当該地方公共団体に対する請負が業務の主要部分を占め

る法人以外の法人については、取締役などを務めることも認められております。一方、一部の自治体では、いわ

ゆる政治倫理条例を制定し、議員の親族が役員を務める営利企業や団体に対し、当該自治体との請負を辞退する

よう求める努力規定を設けている例もございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。今挙げられた条文でありますけども、2022年（令和４年）の臨時国会

で地方自治法の一部が改正されまして、地方議員の兼業禁止規定につきまして、変更がなされております。今お

っしゃった請負という言葉、定義でありますけども、「業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給

付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきもの」と、こう規定されておりま

す。 

 今の管財部長の話でございますが、当該自治体と市長や市議会議員が個人として年間300万円までなら請負契

約を結んでもいいですよと。それを超えたら地方自治法に抵触をすると。また、議員が経営する会社につきまし

ては、市と請負契約を結んでいないような、そういう業種でありましたらば問題ないでしょうと。ただ、例えば

市が発注する公共工事を請け負う工事会社であれば、これは問題になります。 

 そして、先ほど議員の親族企業が市と契約できるかということもお尋ねしましたところ、政治倫理条例を挙げ

られました。本市では制定されておりませんが、一部自治体では制定されており、千葉県内ですと千葉市、成田

市などが挙げられます。私もこの政治倫理条例につきましては、幾つかの自治体の条文等を見ましたけれども、

例えば福井市議会、奈良市議会などにおきましては、議員の２親等以内の親族も当該地方自治体との請負契約を

辞退するべきだと、こう書かれております。福井市議会の議員政治倫理条例第４条、ここで読み上げます。「議

員、その配偶者、議員の２親等以内の親族若しくは議員の同居の親族が役員をしている企業等又は次に掲げる企

業等は、地方自治法第92条の２の規定の趣旨を尊重し、市民に疑念の念を生じさせないようにするため、市等が

発注する請負、業務委託、物品納入等の契約を締結してはならない」。そのうち(1)として、「議員が資本金その

他これに準ずるものの３分の１以上を出資している企業等」、それから、「議員がその経営方針に関与している企

業等」、「議員が顧問料等その名目を問わず報酬を受領している企業等」が挙げられております。 

 議員本人やその身内企業が当該自治体と請負契約を結んでいれば身内びいきとのそしりは免れませんし、利益

誘導ではないかとの疑念も持たれます。前述した政治倫理条例につきましては、次のような反論があり得ると思

います。議員本人または身内企業が自治体と請負契約を結ぼうが、経済活動の自由ではないかと。どこから仕事

を取ってこようが自由ではないか、こういう主張ですね。 

 これにつきましては、2014年の５月27日、日経新聞の電子版につきまして、こういう記事を見つけました。市

議の２親等以内の親族が経営する会社と市が公共工事の請負することを制限した広島県府中市の政治倫理条例が

憲法に反するんじゃないかと、こういう訴訟、上告審判決で最高裁まで行きました。その際、裁判長が言われて

いたことは、議員の公正さや議会の信頼を保つための正当な規制で合憲であります。こういった憲法判断もなさ

れております。私が思うところ、これは公共の福祉の観点から妥当な判決であると、こう思います。 

 このように、政治倫理条例の制定は時代の要請ではないかと、こう思います。これにつきましては、また次の

機会に改めます。 



 また、今述べてまいりました地方自治体の兼業禁止規定、まさか御存じないという方はいらっしゃらないと思

います。議員本人が経営する会社はもちろん、その親族企業が当該自治体と請負契約を結ばないよう自制する

と。これは私個人の思いや、それから希望というものを優に超えておりまして、法律の要請であるということを

認識する必要があります。 

 続いて、(3)に移ります。官製談合を防止する取組。 

 そもそも談合、国や地方自治体との公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、その参加企業同士が事前に

相談し、受注企業、金額など決めてしまう。そして、いわゆる、このタイトルにもある官製談合であります。こ

れは、前述した事象に国や地方自治体といった発注者が関わるということです。それを防止するために、いわゆ

る官製談合防止法というものが施行されております。 

 そもそも何で談合するのかと。落札業者を事前に決めて出来レースとすることで入札手続をスムーズにできる

からです。そして、何よりも特定の事業者ができるだけ高額で落札をする。これはこれでしょう。 

 そして、なぜ談合しちゃいけないのか。公正取引委員会事務局発行の「入札談合の防止に向けて」から引用し

ますと、入札談合は、その参加者間の公正かつ自由な競争を通じて受注者や受注価格を決定しようとする入札シ

ステムを否定するものであり、特に発注者が国や地方公共団体の場合、予算の適正な執行を阻害し、納税者であ

る国民の利益を損ねる行為になるからと、こうあるわけです。あってはならないことですし、法令違反である

と。 

 そこで、本市における官製談合を防止するための取組について伺います。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 官製談合につきましては、御質問者からもございましたとおり、市民等からの信用を失墜するばかりか、市民

の公共の利益を損なう違法行為であり、関わった職員は刑事責任を課されるなど、厳正に対処すべき重大事案と

捉えております。そこで、こうした違法行為を防止するため、本市では職員に対し、外部講師による入札談合の

防止をテーマとするコンプライアンス研修を実施しております。また、事業者に対しては、不正行為が確認され

た際の競争参加資格停止措置などの厳正な対処姿勢を周知することで官製談合の抑止を図っております。 

 なお、官製談合が疑われる場合には、市川市談合情報対応に関する要綱に基づき、関係者に対し事情聴取を行

い、必要に応じて入札の執行の停止や契約締結の保留などを行うなど、適切に対応することとしております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。入札談合排除、未然防止、徹底するには発注機関である市の入札制度

の改革の取組のほか、御答弁にもあったコンプライアンス研修というのは、これ、大変重要だと思います。 

 そして、気がかりでありますのは官製談合事件でよくある入札情報の漏えいです。入札執行時、特に厳重な管

理が認められる予定価格についてはどのような取扱いをされているのかということについて伺います。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 入札時に使用する予定価格調書は、原則として入札日の前日に作成し、予定価格設定者による署名後は速やか

に封印するとともに、鍵のかかるロッカーに保管することで当該入札に関わらない職員の閲覧も認めないなど、

管理を徹底しております。また、予定価格の算出根拠となる設計書データの取扱いにつきましても、パスワード

を設定するなど機密性の確保を徹底しております。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。これ、官製談合とは少し離れてしまいますけども、本市において、

2020年、市立塩浜学園旧校舎解体工事の入札をめぐりまして、当時の村越祐民前市長の私設秘書らが入札価格を

落札業者に漏らしてしまったと、こういう事例がございました。これ、新聞にも出ていますね。適正な入札のた

めにも予定価格の取扱いが重要になってくるというのは、これは言うまでもありません。再発防止を図ってしっ

かりと管理していただきたいと思います。 

 また、先ほど御答弁にありましたけれども、市川市談合情報対応に関する要綱に基づき防止措置を行っている

とのことでありますが、通報があった際の具体的な対応、どうなっていましたでしょうか、伺います。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 談合が疑われる情報が提供された際には、その情報の正確性を調査した上で、副市長を会長とする市川市公正

入札調査委員会に諮り、談合事実の有無について審議をし、その結果を市長に報告することとしております。ま

た、関係者から事情聴取を行った際には、必要書類を添えて公正取引委員会並びに千葉県警察へ通報することと

しております。 

 なお、談合の事実が確定した際には入札の無効や落札決定の取消し、さらには契約の解除など、厳正に対処す

ることとしております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。報告ですとか情報共有の体制を整えていくと。そして、しかるべき場

所への通報もお願いいたします。 

 官製談合事件につきましては、幾つか事例がございます。2020年の５月、東京都内の区立小学校、幼稚園の改

築関連工事の一般入札で、業者に最低制限価格に近い額、参加業者数を漏らしていたと。2024年１月24日、官製

談合防止法違反の事例で当時の区議会議員、それから区の幹部職員が逮捕されたという報道がございます。この

区議会議員は、自分のことを応援してくれる工事会社からの依頼で入札情報を漏えいしたと述べているというこ

とです。 

 選挙の際、特定の工事会社、ましてや身内の工事会社が組織的に応援してくれるような――組織的に応援して

くれるというのは、これは政治家としては助かるでしょうと。しかしながら、政治家と業者の癒着の最たる例で

ありまして、結果、入札情報を漏えいさせてしまっている、入札の公平性を揺るがしてしまっているわけです

ね。これ、国レベルにおいても、この官製談合に対する指名停止の強化、これは進んでいます。平成15年には国

交省におきまして、発注者に対して業者が働きかけを行った場合と、特に悪質性が認められる場合には指名停止

期間を加重する措置が取られております。本市においても官製談合の防止、それから入札情報の漏えいにつきま

しては、特に目を光らせていただきたいと思います。 

 続いて、(4)北千葉道路建設工事をめぐる汚職、贈収賄事件。 

 この当該道路は、市川市、それから成田市を結ぶ全長およそ43kmの道路で、千葉県が事業主体です。本市も含

め北千葉道路沿線の７市の首長及び議会議長が構成員となって、北千葉道路建設促進期成同盟が結成されており

ます。千葉県所管でありますけども、本市も整備促進に関わっている。本市の道路交通においては重要な位置づ

けであるということは変わりませんが、ただ、この道路建設をめぐって、残念ながら贈収賄事件が発生しており

ます。 

 本年１月10日、千葉県警は、業者に便宜を図る見返りに現金を受け取ったとして工事を発注した側の県北千葉



道路建設事務所長、それから工事を受注した側の印西市の建設会社社長をそれぞれ収賄、贈賄容疑で逮捕してお

ります。後に起訴されております。さらに本年２月28日、別の県職員も同じ建設会社から現金を受け取り、入札

情報を漏えいさせたとして収賄容疑で逮捕されております。さらに、この建設会社社長は贈賄容疑で再逮捕され

ております。 

 これを受けて熊谷県知事は、外部有識者による第三者委員会を設置と。再発防止のため事件の背景を検証する

と、そういう趣旨のことを言われています。ここにも新聞記事もいろいろ出ています。 

 そして、この当該事件につきまして、北千葉道路建設促進期成同盟を構成している本市の認識を伺いたいと思

います。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 千葉県職員が収賄容疑で逮捕されたことは全体の奉仕者である公務員の信用を著しく損ねるもので、誠に遺憾

と認識しております。こうした重大事案を重く受け止め、本市においても、さらなる防止施策の必要性を認識し

たところでございます。 

 そこで千葉県における再発防止策の検討状況を注視するとともに、不正な働きかけなどを受けた職員が相談し

やすい体制などの仕組みづくりに向け、調査研究を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。公務員の信用を著しく損ねる行為との御指摘でありました。そのとお

りだと思います。この道路、言うまでもありませんけれども、本市においても、とても重要な道路であります。

整備に一刻の遅れがあってはならないというのは、これは皆さんの共通認識であります。必要な道路だからこ

そ、そして今後行われる公共工事に対する信頼をきちんと確固たるものにしていくためにも、こういった汚職を

見逃すわけにはいかないのであります。 

 ただ、県発注の公共工事をめぐる汚職というのは過去にもありました。2017年ですけども、管路工事をめぐっ

て、当時の土木事務所所長らがこれも官製談合防止法違反で逮捕され、この事件があったので、翌2018年に千葉

県職員倫理条例が制定されまして、条例が制定されたにもかかわらず今回の事例ですから、やっぱり不信感とい

うのは出てきてしまいますよ。 

 そこで、本件について市民の皆さんとお話ししていますと、本市の公共工事というのは大丈夫なのかと。ま

た、先ほども申し上げたような塩浜学園の旧校舎解体工事をめぐる入札妨害事件もありました。政治家が関与し

た汚職は起きてないのかとかいう声もいただきます。 

 そこで、本市において、このような官製談合事件で職員が処分されたということはあるのかどうか。これは総

務部長に伺います。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 過去に談合が疑われる情報が提供されたことはありましたが、事実関係の調査を行った結果、本市職員の懲戒

処分に至った事例はございません。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。そういったことがなかったということで安堵しておりますけれども、

やはり本市において、これ以上、市民の方の信頼を損ねる事態があってはなりません。 



 そして、この北千葉道路建設工事をめぐる汚職ですけれども、具体的に建設会社名も報道されてしまっていま

す。本件について、県とどのような連携をしていくのでしょうか伺います。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 本件に関しましては、千葉県から令和６年１月16日付で当該事件を起こした事業者に対し、12か月間の競争参

加資格停止処分とする旨の通知を受けております。この通知を受けまして、本市では市川市建設工事等請負業者

等競争参加資格停止基準に基づき、当該事業者に対し、令和６年２月６日より６か月間の競争参加資格停止の措

置を講じ、この旨を公表しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。早速、本市ホームページでも周知されているところだと思います。引

き続き情報共有、県との連携というのをお願いいたしたいと思います。 

 本市としても、北千葉道路建設工事をめぐる汚職を県発注の公共工事だからと他人事として扱うのではなく

て、他山の石ということで受け取っていただきたいと思います。今、国会では、政治資金の問題をめぐりまして

政治倫理が問われております。先般も衆議院の政治倫理審査会が開かれまして、岸田文雄内閣総理大臣も出席を

された。大変潔いことだと思いますけれども、やはり有権者の皆さんの政治不信というのはなかなか払拭されな

いだろうと思います。 

 今日の読売新聞にも出ていましたが、参議院の政倫審はまた来週ということでございます。改めて政治家の説

明責任ということが問われてくるだろうと思います。 

 今回の入札制度の在り方につきまして、政治倫理の問題と併せて取り上げました。国会議員だけではなく、市

議会議員も政治倫理が問われていると思います。田中市長、2022年の市長選挙の際、悪いことはしませんとポス

ターに書かれていたと思います。田中市長は多くの市民の皆さんの期待を背負って当選をされたと。余談ながら

私ですけれども、同時期に行われた市議会補欠選挙というので落選はしておるんですけれども、やはり田中市長

がこういった汚職事件の追放の先頭に立っていただきたいということを申し上げたいと思います。 

 続いて、大項目２つ目であります。道路交通に係る諸課題に対する本市の認識につきまして、初めに、公共交

通を取り巻く環境というところから話をしたいんですけれども、厳しいですよねと。あるいは、本市も人口減少

局面というのはやがて入るでしょう。特に生産年齢人口が減少すれば通勤需要、また少子化が進めば通学需要と

いうのもどんどん減少していくと。バス会社さんの経営も楽ではなくなってまいります。 

 その一方で、例えば地域的に見ますと、近隣の中小店舗の減少、それから病院、学校の統廃合などもございま

して、そういうのが今後予想されると。買物、通院、通学などで、日常生活において、これまで近くにあったも

のというのがなくなってしまうと。新たに移動の問題というのが生じるわけです。このように、需要というもの

が大きく変わってくると。 

 そして、本市においては市川市ゴールドシニア外出支援事業チケット75というのがございます。バスやタクシ

ーチケットを支給することによって、高齢者の皆さんの外出需要を促す、そういった政策を取っております。こ

れらを総合しますと、公共交通たるバスも新たなニーズに応えていく必要があるんだろうと。その課題解決をバ

ス会社だけに求めるのではなくて、道路を維持して管理している側。また、これは県の課題になってしまいます

けども、信号システムの導入等、行政の側も、これらの問題について一緒に考えていかなくてはならないと思い

ます。交通事業者と自治体の連携というのはとても重要ですね。 

 そこで、それらの解決手段としてバスの定時運行というのが一つ課題になってまいりますけれども、早速伺い



ます。バスの進行方向の信号を自動で青に切り替える、青信号、赤信号の時間を自動調整すると、こういった信

号システムがございます。公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）の運用状況、それから今後の導入計画について伺

います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 公共車両優先システムは、バスに取り付けられた発信機からの信号をバスルート沿いの道路に配置された交通

管制システムが読み取ることで、進行方向上の青信号の時間を延長するなどしてバスを優先的に走行させるシス

テムでございます。このシステムの導入は、バス事業者からの要望を受け、交通管理者である警察が整備するも

のであり、効果として期待されるものは、バスの定時運行の確保や運行時間の短縮等が挙げられております。 

 本市域での運用状況としましては、平成14年３月にＪＲ市川駅から松戸方面に向かうバス路線で採用されてお

り、整備されている区間はＪＲ市川駅北口から市川手児奈通りと市川真間通り、県道市川松戸線、県道松戸野田

線を通り松戸駅西口まででございます。その効果についてバス事業者に確認したところ、システムを導入した当

時は外環道路の開通前であり、県道市川松戸線等においては慢性的に渋滞が発生している状況であったため、導

入した効果は少なかったとのことであります。また、現在においても一部渋滞は緩和したものの、システム導入

後の具体的な効果は得られていないとのことでございました。 

 その理由としましては、青信号の時間を延長しても、交差点の先が渋滞車両で詰まり進行できないことや、導

入路線では効果の高い片側２車線の区間が、バス路線の延長約7.3kmのうち約800ｍしかないことなどが考えられ

ております。今後、導入を検討する路線についてバス事業者の考えを確認しましたが、市内には効果の高い片側

２車線以上の道路で長距離区間を運行する路線が少ないため、現時点ではないとのことでございました。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。市内のバス路線のうち、片側１車線区間のほうが当然長いだろうと思

います。片側２車線以上あるバス路線といいますと、南行徳駅前通りですね。ハイタウン塩浜から南行徳駅を通

り、相之川、江戸川スポーツランドに向かう京成バスさんの路線ございますけれども、この通りでＰＴＰＳの導

入というのは検討できないものでしょうか、伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 市道0101号を含む南行徳駅前通りを運行するバス路線は、新浦安駅から途中、南行徳駅前通り、今井橋を経由

して江戸川スポーツランドを結ぶ路線と、新浦安駅から途中、南行徳駅前通り、新浜通りを経由して本八幡駅を

結ぶ路線が運行しております。南行徳駅前通りへの公共車両優先システムの導入についてですが、本市としまし

ては、路線バスの定時性確保等の対応を図ることは重要と捉えており、バス事業者に対しては、当該システムの

導入等も含め意見交換してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。同区間は慢性的ではありませんが、局所的に渋滞が発生する場合がご

ざいます。南行徳駅から江戸川スポーツランド行きの京成バスというのは今井橋を渡ります。本市と江戸川区を

結ぶ唯一のバス路線だろうと、こう認識しています。長距離営業している路線ですから、それだけ長距離を乗り

越すお客様もいらっしゃるだろうと思います。バスの定時運行化のニーズは高いと思いますが、バス会社さんの

意向もございますので、ぜひ導入に向けて検討していただければ。また、バス会社さんとの調整もお願いいたし



たいところです。 

 続いて、イ、バスレーンにつきましてであります。 

 今申し上げたＰＴＰＳと並行して導入を検討していただきたいのがバスレーンです。時間帯によって、バスの

みが走れるレーンですとか、いろんな定義があると思いますけども、この設置状況と今後の導入について伺いた

いと思います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 バスレーンには専用レーンと優先レーンがあり、バス事業者等からの要望を受け、交通管理者である警察が沿

道の道路の利用状況や一般車両の通行への影響等を調査、検討し、規制の実施を判断しております。それぞれの

規制内容として、専用レーンにおいては、バス以外の車両は右左折等をするときを除いて通行が認められず、優

先レーンでは、後方からバスが接近してきたときはバスの正常な運行に支障を及ぼさないよう、速やかに他の車

線に移らなければならないとされております。 

 本市域における導入状況としましては、県道市川松戸線の国府台歩道橋付近から市川真間通りとの交差点付近

まで約800ｍの区間で、午前７時から９時にバス優先レーンとして規制されております。今後、規制を導入した

い路線について、バス事業者からは、現状、定時性が確保できていない路線は主に片側１車線の道路が多く、バ

スレーンとしての規制ができないため、要望したい路線はないとのことでございました。本市としましては、今

後、新規バス路線の開設等により規制を必要とする路線が生じた際には、バスの良好な走行環境を確保するた

め、バス事業者と協力して千葉県警察等の関係機関と協議等を実施していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。本市の道路事情を考えると難しいということでありますけども、今

後、拡幅した道路で片側２車線以上あるような道路でバスを運行する際には検討していただくということでお願

いいたします。 

 また、バスの輸送システムについては結構先進的な事例なんかもございます。名称だけの紹介で恐縮ですけど

も、ＢＲＴ（バス・ラピッド・トランジット）ということで、これは私がさきに述べたような公共車両優先シス

テム（ＰＴＰＳ）、それからバスレーンの導入に加えてバスの車両を連接する、こういう連節バスの運行という

のも実際に行い、輸送力の強化が図られると。さらには、今申し上げたようなＰＴＰＳバスレーンの導入によっ

て高速化、それから高規格化ということが期待できるわけです。 

 この件について、最後、バスの定時運行というテーマから、より大きなことを最後申し上げますけれども、本

市を南北に移動すると。移動する際の交通手段というのがよく議論されますけれども、なかなか良案というのが

思い浮かばないですね。新たな交通体系を導入するというのもいいかもしれませんが、私の意見は、既存のバス

路線、また既存の道路を生かしてバスの高規格化または高機能化というのが現実的なんだろうと、こう思いま

す。今後も、この公共交通の在り方については改めて取り上げたいと思います。 

 最後の項目でございます。大項目３つ目の学校施設の活用について。このうちの、離婚後別居している親子に

対し、面会交流する場所として市立学校の教室の使用を許可する考えについてというタイトルであります。 

 これにつきましては、ちょっと前段を申しますと、離婚後の子どもの養育について、法制審議会の部会は、父

母双方に子どもの親権を認める共同親権の導入を柱とした要綱案をまとめました。法務省は、民法などの改正案

を今度国会に提出するという流れだそうでございます。離婚により別居している親と子どもが話し合ったり、一

緒に遊んだりする面会交流につきましては、これは静岡県藤枝市におきまして、市立の小中学校、それから市立



保育所内でも可能であるとの見解をまとめ、そして一時期ホームページにも出しておりました。この学校に関し

ては、教職員が面会交流に付き添うことは難しいとして、放課後の時間帯、どこか小会議室等学校施設、そうい

う施設を提供する形式で行うこととしていると。 

 そこで、本市において、今申し上げたような離婚後別居している親子に対して、面会交流の場所として市立学

校の教室を使用するということ、これはどのような見解をお持ちなのか伺いたいと思います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 面会交流をする場所として市立学校を使用することについてですが、同居していない親から所管部署への所在

確認の問合せや面会の相談は過去２年間で３件あり、実際に学校を面会交流の場所として提供したケースはあり

ません。学校の責務として、当事者である子どもの気持ちに寄り添うことだけでなく、子どもの安全、安心を第

一に考えなくてはなりません。民法766条では、父母が協議の上離婚するときは、面会及び交流について、その

協議で定める。また、協議が調わないとき、または協議することができないときは、家庭裁判所がこれを定める

と記され、家事調停手続や家事審判手続で取決めを整えることになっております。よって、別居親からの一方的

な要望による面会交流には応じておりません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。確かに離婚後、父母間のわだかまりや、あるいは考えの不一致で発生

する諸問題というのは、おっしゃるように民法上の問題になってこようかと思います。そこに学校が介入すると

いうのは難しいというのは分かります。とはいえ、離婚後、別居している子どもに会えない親御さんの悲痛な

声、子どもに会いたいと、そういう声も聞いてまいりまして、やはり面会交流に関しては、各自治体では虐待な

どによって、かえって子どもを苦しめることがない場合には、その機会を設けるよう支援する動きというのが出

てきてもいいんじゃないかと思います。 

 そこで、ちょっと今の質問と類似はしておるんですが、これまでそういった学校施設の使用が許可されてこな

かったのにはどういった理由があるからでしょうか。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えします。 

 教育基本法第６条によりますと、学校教育は「教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に

応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。」と記されており、別居親からの一方的な要望によ

る面会交流の実施は学校の役割を超えたものと考えます。また、両親が面会交流に同意したとしても子どもが拒

否している場合には、子どもの意思確認の聞き取りを教職員が行う必要が生じる可能性があること。また、実際

に面会交流を学校で実施する場合には、当該の子どもだけでなく、ほかの子どもたちの安全にも十分配慮する必

要があり、そのための施設管理や教職員の負担、さきに述べました、従来学校で行われるべき教育活動への影響

等も考慮しなければいけないことなどを総合的に判断して、これまで許可をしておりませんでした。今後、国よ

り法改正などがあれば、それにのっとり適正に対応してまいりたいと考えます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 加藤圭一議員。 

○加藤圭一議員 ありがとうございます。安全面というのを主張される学校の立場、理解できます。とはいえ、

学校も保護者との連携を重視する姿勢というのは、これはこれで持っていただきたい、大切にしていただきたい

と思います。何よりもお子さんに寄り添った対応、またお子さんの丁寧なケアですとか、これはお願いいたした



いと思います。 

 今回は学校施設を利用して面会交流の場所を何とか提供できないかと、そういう質問でございましたけれど

も、今後は面会交流する場所につきましては、多方面からいろいろ取り上げることができればと思います。 

 では、以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時52分散会 
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会    議 

午前10時開議 

○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第１一般質問を行います。 

 順次発言を許可いたします。 

 小山田なおと議員。 

○小山田なおと議員 おはようございます。公明党の小山田なおとでございます。通告に従いまして、一問一答

にて一般質問を行わせていただきます。 

 まず初めに、大項目、日本経済新聞社と日経ＢＰによる共働き子育てしやすい街ランキングについてです。 

 本項目については、2022年６月定例会の一般質問にて取り上げさせていただきました。本市の子ども施策を広

く市内外の方に知っていただくとともに、外部評価を受けることで、本市の現状や今後の課題を明確にし、さら

なる子ども施策の充実を図っていくことを目的として、2022年より本ランキングに参画をしていただきました。

昨年は初めての試みということもありまして、多岐にわたる調査項目への回答に大変苦慮をされたと伺っており

ますけれども、合計68点を獲得し、全国では24番手であったものの、千葉県内では２番手、関東、山梨で14番

と、いいスタートを切ることができました。２年目となる2023年ランキングが先日発表をされましたけれども、

この１年、田中市長のリーダーシップの下、様々な子育て施策が実施されてきたことから大変よい結果となった

というふうに伺っております。 

 そこで、(1)本年度のランキング結果及び内容についてお伺いをいたします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 共働き子育てしやすい街ランキングは、日本経済新聞社と日経ＢＰ社が首都圏、中京圏、関西圏の主要市区と

全国の政令指定都市、道府県庁所在地、人口20万人以上の自治体を対象に実施している子育て支援制度に関する

調査でございます。今回は、2023年９月から10月にかけて180自治体を対象に行われ、157自治体から得られた結

果が点数順のランキングとして昨年12月に発表されております。その結果によると、本市の得点は77点で、全国

第７位、千葉県内では松戸市に次ぐ２位でございました。前回2022年の同調査では本市は68点で全国24位であっ

たことから比べると、大きく順位を上げております。 

 今回の調査の特徴といたしましては、共働き支援、子育て支援に加え、男女共同参画に重点を置いた自治体の

ダイバーシティーへの取組が新たに採点の分野とされたことが挙げられます。このうち、共働き支援、子育て支

援の調査項目につきましては、前回の調査と同様に、保育施設や学童保育の利用定員数や待機児童数などを問う

定量的な質問から、保育や学童保育の質を向上させるための取組や、子育てに関わる各種手続の効率化などのサ

ービスの質を問うものまで多岐にわたるものでございました。今回の調査回答においては、認可外保育施設の管

理職や保育士向けのマネジメント研修、放課後保育クラブの職員を対象とした研修の実施など、保育や学童保育

の質を高める取組について、前回調査のときよりも充実した内容となったほか、全市立学校での学校給食費無償

化、高校生相当年齢までの医療費助成、第２子以降の保育料無償化などの子育て世帯の経済的負担の軽減を図る

施策が評価されたことでランキング上昇につながったと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 2023年、直近の得点は77点で全国７位となったということであります。大変におめでとう



 

ございます。皆様の努力がしっかりと評価されたことは本当によかったことというふうに思います。 

 さて、これからは子ども施策において、さらに全国をリードしていく存在となっていかなければいけないと、

このようにも思います。そのためには、今回調査の特徴として、新たに自治体のダイバーシティーであったり保

育の質といった観点に対してしっかりと今後対応していかなければいけないというようにも思います。 

 そこで、(2)に進んでまいります。今後の課題及び新たな施策の方向性について、本市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 今回の調査では、女性のキャリア支援の質問が増えるとともに、自治体職員の育児休業取得率など、自治体自

らの女性の働きやすさ、活躍状況についても問われております。本市としましても、共働きで子育てしやすい町

の実現のためには、男女共同参画の推進も必要であると考えております。また、保育所整備や経済的支援が一定

の成果を上げた次の施策として、妊娠や子育てを迎える若い世代のニーズへのきめ細やかな対応が重視されると

考えられます。市民の皆様のライフステージに応じた切れ目のない支援を実現するため、子育て支援サービスを

さらに向上させるほか、地域全体で子育てを支援する機運の醸成などにも努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 今回の調査では、女性のキャリア支援や自治体職員の育児休業取得率など、自治体自体が

率先して女性の働きやすさを推進していくことが求められているということであります。こうした取組ができて

いる自治体は、子ども施策がしっかり推進できているといった考えが根底にあるのではないかというふうにも思

います。本市としても、引き続き自治体自体の職員の皆さんの働きやすさ、こういったものをしっかり推進をし

ていっていただきたいなというふうにも思います。また、次の施策として、妊娠や子育てを迎える若い世代のニ

ーズに、きめ細やかなサービスについて重視をしていかれるということでございました。 

 さて、若い世代、いわゆるＺ世代というふうにも言いますけれども、家族観、家庭観について、先月１月15日

付の産経新聞に次のような記事が掲載されておりました。Ｚ世代の45％が将来子どもは欲しくない、仕事は充

実、結婚も急がない、こういった記事でございます。彼らの生の声を聞きますと、経済的な理由だけにとどまら

ず、社会の構造的な問題が浮かび上がってくるという記事でありました。 

 中身を見てみますと、都内の大手商社に勤める入社２年目の24歳女性をＺ世代の代表として紹介されていたん

ですけれども、この女性は、今後も結婚や子育てと無縁の人生を送るだろうと考えているということでありま

す。が、一方で、子どもが別に嫌いというわけではなく、身体的な問題もない、まして今の職場は出産や子育て

に関する制度は恵まれ過ぎるほど充実しており、一度職場を離れてもキャリアは遅れない。それにもかかわら

ず、なぜ結婚や子どもと無縁だと考えるのか。その回答として、今は長く特定の人と一緒に暮らすことが考えら

れない、仕事はやりがいを感じるほど充実をしていると。休日は町歩きすることも多く、プライベートでも満足

した日々を送れている。両親が与えてくれたものと同じだけの教育環境を我が子に用意できる自信がない、仮に

将来子どもを持つならば、30歳ぐらいでパートナーを探せればよいと思う程度とのことであります。こうした考

え方がＺ世代の主流となっており、私たちの時代からは大きく変化していることを改めて認識する必要があるの

かというふうに思います。 

 女性の活躍推進により、結婚や出産の年齢が今後も上昇していくことはもはや必然であり、むしろ30代、40代

になっても安心して子育てできる環境を今いかに整備していくことができるか、これが重要になるかと思います

が、本市の見解を伺いたいと思います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 



 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 本市が行う子育て支援につきましては、年齢や世代を限定したものは現在実施しておりませんが、妊娠や出産

の不安を払拭し、安心して子育てできる環境づくりはどの世代に対しても重要であると認識しております。その

ため、結婚や妊娠に対して若い世代が抱く負担感や、出産や育児の高齢化に伴う不安感が生じている現状を踏ま

え、社会の変化に応じたニーズの把握や、個人の事情や状況に合わせたきめ細やかな相談体制整備に努めてまい

ります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 ありがとうございました。現状は年齢や世代を限定した支援は行っておられないというこ

とで、今後、社会変化に応じた相談体制ができる体制づくり、こういったものに努めていかれるということでご

ざいました。私は、40代になっても共働きしながら安心して出産、子育てができる環境をより整備していくこと

が今後の出生率向上にも寄与していくものと考えております。そのためには、働きながら安心して子どもを預け

られる環境の整備を進めていく必要性があるとも思います。例えば、病児・病後児保育であったり休日保育、こ

ういったものの充実についても今後行っていく必要も――重要だと思いますが、本市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 病児・病後児保育につきましては、現在市内に病児・病後児保育施設２か所、病後児保育施設３か所を開設し

ております。病児・病後児保育施設２か所のうちの１か所は、本年２月１日に行徳地区に新たに開設したもので

あり、今後の利用状況などを踏まえ、拡充などを検討してまいります。休日保育につきましては、市内で１か所

の実施となっておりますが、令和４年度の利用状況は、定員６人に対して１日平均で約４人となっております。

今後の拡充につきましては、事業者の意見や市民ニーズを確認するなど引き続き調査してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 ありがとうございました。今後のニーズを確認しながらしっかり検討されていくというこ

とでございました。今挙げさせていただいた病児・病後児保育なんですけれども、これは、例えば保育園等で子

どもが急に発熱した場合、登録している病児・病後児施設にお願いをすれば、看護師さんがタクシーで保育園ま

で迎えに行ってくれて、医療機関に受診をさせて、親御さんが迎えに来るまで預かってくれるということが可能

であると、こういったサービスなんですけれども、実は、これまでこのサービスを利用された方がいらっしゃら

ないと、このようにも聞いております。しかも、本制度は小学校３年生まで利用可能ということでありますの

で、学校としてももっともっと私は活用していってもいいのではないかというようにも思います。子どもに何か

あったらすぐに退社、すぐ帰れるというような社会が構築されているということであれば、大変これは喜ばしい

ことなんですけれども、このようなサービスを知らない方が実は多いのではないかというようにも思います。こ

の点、こども部もそうですけれども、教育委員会も含めてぜひ周知をお願いしたいなと、こういうサービス使え

ますよということをお伝えいただければなというふうに思います。 

 また、若い世代が感じていること、女性の活躍推進に伴う社会の構造的な変化について、もっと詳細なニーズ

把握に今後努めていっていただきたいなと、このようにも思います。市民アンケートは行われているということ

ですけれども、Ｚ世代を対象とした意識調査であったり、例えば同年代の市の職員を対象としたアンケート等を

実施していただいて、市川市独自のニーズ把握に今後努めていっていただきたいなと、このようにも思います。

真に少子化問題を解決していくためには、その根底にある社会構造や対象世代の価値観などをしっかりと把握し



 

ていく必要があります。元リクルートワークス編集長の海老原氏が少子化問題の解決方法として述べられている

ことがありまして、出産は早いほうがよい、40代の出産は難しいという認識が必要以上に広まっていると、これ

が女性を苦しめているのではないかと。40代の出生率を大正時代のそれに戻すだけで、少子化問題は解決すると

の見解を示されておりました。女性は早く結婚して早く産むべきという話を平気で語る風潮が日本にはまだあ

り、これは女性だけ心を重くさせる、いわゆるハラスメントですね、早く産めというハラスメントであったり、

早く嫁ぎなさいといったハラスメントにほかならない。これが未婚化や少子化を進めていると。そもそも大卒22

歳から仕事を覚えて、プライベートを充実させていけばすぐに30歳になってしまうと。一方で、女性の妊孕率、

いわゆる妊娠する確率、力についても調査をされておりまして、確かに年齢とともに低下はしているものの、30

歳を100とした場合、40代前半では70から75程度の低下でしかないということであります。また、30歳での出産

確率が90％とすると、40代前半では65％の出産確率となりますが、最近では不妊治療により40代前半でも50から

60％の人が子どもを持つことができているそうです。そのため、不妊治療も含めた40代前半の妊孕力は、85から

90％の出産確率となるということでありました。実は、この話を裏づけるように、大正から昭和戦前期の女性

は、40代を通した出生率が0.4程度あったにもかかわらず、直近の40代女性の出生率は何と0.05と著しく低いと

いうことであります。この40代前半まで妊娠、出産が可能となれば、結婚は35から40歳でも大丈夫といった、こ

の心の余裕を生むことが少子化問題の解決に必要であるというような見解でありました。 

 また、子育て世代が欲しいのは、足りない児童手当ではなく独身時代の自由といった大変興味深い記事もあり

ました。その中では、男性の育休取得率はまやかしであると。女性は１年以上休んでおり、取得率だけではな

く、取得日数をもっと増やすべきであるということであります。１日取っても取得率は取得率、取得したことに

なりますけれども、日数ではたった１日だということであります。また、男性の育児参加についても、まだまだ

家事、育児は女性に偏っていると。ベビーシッター、ハウスキーパーなどの家事育児支援サービスを利用するこ

とが当たり前との意識変革を促す施策を進めていくべきなんだということでもありました。 

 また、飲食であったりショッピング、こういったことは、実は子連れでは本当に大変なんですけれども、子育

て主婦とてたまには息抜きが必要であります。例えば、ショッピングセンターに保育所を配置するサービスも効

果的ではないかと言われております。子育て罰といった言葉が最近よく聞かれてきますけれども、子育ては希望

であり、未来であります。決して罰にしてはいけないと、このように思います。全国をリードするさらなる子育

て施策の推進をお願いいたしまして、本項目の質問を終わらせていただきます。 

 続きまして、２つ目の項目、人工内耳装用者の支援について進めてまいります。 

 本項目については、2019年６月定例会の一般質問において取り上げさせていただきました。その際、当時の福

祉部長より、装用者及びその御家族の経済的負担の軽減についてでございますが、小さなお子さんが聞こえを獲

得することは、言語と社会性の発達を支援する上で大変重要であるものと認識しておりますので、人工内耳装着

児世帯の経済的な負担の軽減のために支援できることについて検討してまいりますとの答弁をいただきました。

その後、本市としても支援の拡充を図ってこられたことと思います。 

 そこで、(1)本市の現状についてお伺いをいたします。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 人工内耳は、手術により耳の奥の側頭部あたりに埋め込む人工臓器の一つであり、補聴器

では効果が不十分な難聴に対し、唯一の聴覚獲得方法とされております。埋め込まれた体内装置は、故障やトラ

ブルがない限り半永久的に使用可能とされておりますが、大概、装置は定期的な部品交換や修理、また電池代等

でランニングコストが発生することから、障害者総合支援法に基づく制度の枠組みの中で、経済的負担軽減のた

めの支援を実施しております。具体的には、全国一律の基準により実施される補装具費支給制度と、市が地域の



 

実情に応じて柔軟に実施することが可能な地域生活支援事業の一つ、日常生活用具給付等事業があります。ま

ず、補装具費支給制度は、世帯の課税状況に応じて利用者負担額及び負担上限月額が設定されています。生活保

護世帯、市民税非課税世帯は負担がなく、市民税課税世帯は原則として１割負担で、負担上限月額が設定されて

います。また、市民税所得割額が46万以上の場合は支給対象外となります。令和２年４月１日から、人工内耳用

音声信号処理装置の修理がこの補装具費支給制度の対象項目とされ、基準上限額は３万円となっています。支給

実績としましては、令和２年度に２件、令和３年度に１件、令和４年度は支給がなく、令和５年度、今年度は現

在までに２件の支給があり、合計５件となっています。 

 次に、日常生活用具給付等事業についても、世帯の課税状況に応じて利用者負担額等が設定されております。

生活保護世帯、市民税均等割のみ課税、市民税非課税世帯は負担がなく、市民税所得割課税世帯は原則として１

割負担で、負担上限月額が設定されています。また、基準額を超える用具を購入する場合には、これとは別に、

基準額との差額は全て自己負担となります。 

 本市においては、令和２年４月１日からこの日常生活用具給付等事業の対象品目に人工内耳用体外装置を追加

しておりまして、基準額は20万円で耐用年数５年となっておりますが、現在まで給付実績はありません。なお、

近隣の船橋市、浦安市、松戸市、柏市、江戸川区については、この人工内耳体外装置は給付対象とはなっており

ません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 ありがとうございました。近隣市では日常生活用具給付等事業として、人工内耳に関する

給付は行われていないものの、本市としては、令和２年４月１日より人工内耳音声信号処理装置の修理費が補装

具費支給制度の対象となり、また、人工内耳の体外装置の交換についても日常生活用具給付等事業に新たに追加

いただいたということでございました。大変にありがとうございます。この人工内耳医療の進展により、重度感

音難聴小児でも聴覚と音声でコミュニケーションできる可能性が高くなっております。今や標準的な治療となっ

ております。ただ、この人工内耳を治療法として選択するには、やはり経済的な負担が大きな壁となっているそ

うです。手術費等については保険適用であったり、高額療養制度を活用することで自己負担を大きく減らすこと

は可能でありますけれども、毎月発生する消耗品等のランニングコストが大きな負担となっております。特に電

池は消耗が激しく、また専用電池のため単価が高い、消耗品コストのほとんどを占めているということで、年間

で５万円以上、両耳に装用されているお子さんではその倍以上の費用が毎年発生している方もいらっしゃるとい

うことでございます。 

 そこで、(2)電池を含む消耗品購入費の助成について、本市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 人工内耳用の消耗品としては、マイクロフォンカバー、充電池、高電圧空気亜鉛電池、機

器保管用の乾燥剤等が考えられます。このうち電池は機器により充電して繰り返し使用できるタイプの充電池と

使い切りタイプの高電圧空気亜鉛電池がありますが、いずれのタイプを使用する場合においても、個人によって

機器の電極の刺激レベルの調整、これをマッピングと言いますが、このマッピングにより消費電力が大きく変わ

るという特性から、人によっては数時間程度しかもたないこともあるとのことです。このように非常に消耗が早

いことに加え、使い切りタイプである高電圧空気亜鉛電池は一般に普及している電池と比べ高額となっていま

す。これらのことから、県内では富津市が人工内耳用電池を日常生活用具の対象品目としており、基準額は月額

2,000円と設定されています。令和４年に障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に

関する法律が成立し、本市においても情報利用及び意思疎通におけるバリアフリー化等の施策を講じているとこ



 

ろです。人工内耳装用によって難聴者の方々が聴覚及び音声言語を獲得することで、コミュニケーションの可能

性が広がり、自立と社会参加につながりますが、日常生活で常に装用するものであり、その電池代は大きな経済

的負担となっています。これまでも日常生活用具の対象品目につきましては、真に必要な方に適正な用具が給付

できるよう順次見直しを行っているところですが、この人工内耳用電池につきましても、適正かつ細やかな基準

の設定や所得制限の導入など、先行する他市の事例を参考にしながら検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 大変前向きな御答弁ありがとうございます。千葉県内では富津市のみということでありま

したけれども、一般社団法人人工内耳友の会の調べでは、2024年１月時点で全国207の自治体で助成が行われて

いるということであります。この人工内耳の装用は年齢１歳以上というふうにされておりますけれども、装用開

始年齢が早ければ早いほど良好な言語発達傾向が見られるとの調査研究結果が出ております。経済的負担を理由

に人工内耳をちゅうちょされることがないよう、また、聞こえを獲得するために大変なリハビリを日々頑張って

いるお子さんや御家族をしっかりと支援していける制度の充実に向けて、検討のほど何とぞよろしくお願いを申

し上げます。 

 以上で本項目の質問を終わらせていただきます。 

 続いて大項目３つ目、在宅避難者支援についてでございます。 

 改めて、本年元日に発生しました能登半島地震においてお亡くなりになられた方に対してお悔やみを申し上げ

させていただきますとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。今回発生した大地震によっ

て、大変多くの方が今もなお避難生活を余儀なくされております。報道等によると、珠洲市では指定避難所計16

施設のうち11施設で地域防災計画に定められた受入れ可能人数を一時超えており、最も多くの避難者が身を寄せ

た日は、受入れ可能人数の２倍と大幅超過となった施設もあり、多くの方が在宅での避難生活を送られていると

いうことであります。首都圏においては、今後30年間で約70％の確率でマグニチュード７クラスの地震が発生す

ることが想定されており、本市の人口を考えると相当な在宅避難者が発生するのではないかと思います。 

 そこで、(1)予測されている首都直下地震クラスの災害が本市で発生した場合の在宅避難者の想定について、

本市としてどのような想定をされているのでしょうか、お伺いをいたします。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 本市の地震対策の前提条件となる地震被害想定では、マグニチュード7.3、深さ20kmの東京湾北部地震が発生

した場合を想定し、被害状況を計算しております。その結果、市内全域で震度６弱から６強の揺れとなり、避難

所への避難者は約４万7,000人となる見込みであり、在宅避難者も相当数発生するものと考えられます。そこ

で、現在この地震被害想定の計算に在宅避難者数についても算出するよう見直しを行っております。 

 また、避難所は多くの方と同じ空間で生活することになり、プライバシーの確保やストレスの問題などがある

ことから、自宅が安全であれば在宅避難が有効であることを日頃から周知しております。さらに、在宅避難を行

うためには、ライフラインなどが停止している状況でも自宅で生活できるための備えが重要で、それらも併せて

周知を行っているところです。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 本市としましては、在宅避難者数の想定がまだ算出されていないということでございまし

たので、地震被害の想定の見直しとともに、在宅避難者数の想定も早急に進めていっていただきたいというよう



 

に思います。 

 繰り返しとなりますけれども、本市の人口を考えた場合、指定避難所で全ての方を受け入れることはほぼ不可

能であると、このように思います。そうなってくると、自宅が安全であれば在宅避難を勧めていくことが、衛生

面であったり防犯面、またプライバシー等の面からも大変重要であるというふうに思います。 

 そこで再質問いたしますけれども、在宅避難を勧めるにあたり、そもそも自宅が安全であるかどうかの確認が

必要となるというふうに思いますけれども、大地震発生時の本市の対応についてお伺いをいたします。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 在宅避難の判断は、余震などで建物に倒壊の危険がないことや傾きがないこと、また、自宅周辺で火災の危険

や崖崩れのおそれがなく安全が確保できる場合となります。大地震によって多くの建物被害が発生するような場

合には建物の応急危険度判定を実施しますので、調査結果によって建物が使用可能とされた場合には在宅避難が

可能となります。この応急危険度判定は、大規模災害時には国や県の主導の下、広域的な連携を図り、できる限

り迅速に調査を実施していくこととしております。本市の場合、68名の要件を満たした職員が判定士としてあら

かじめ登録されており、優先して対応することとなります。ただし、この調査には一定の期間が必要となります

ので、少しでも不安を感じる場合や、建物や自宅周辺に危険がある場合、また、他人のサポートが必要な場合な

どには、ちゅうちょせず避難所に避難していただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 大地震によって建物被害が発生した場合のこの応急危険度判定は、国や県が主導の下、調

査が実施されていくということでありました。また、本市には応急危険度判定ができる専門職員が68名いらっし

ゃるということでありましたけれども、首都直下型地震などの大地震発生時では、この本市の専門職員のみでは

圧倒的に人数が足りないというふうにも思います。本市の震災復興マニュアル、こちらを確認すると、発災から

10日程度で調査完了との記載がありましたけれども、先日の能登半島地震での状況について石川県が発表されて

おりまして、期間としては18日間、延べ1,916人の判定士が動かれたということで、３万1,600件、判定業務に携

わられたということでありました。おおむね10日以内に完了した自治体が多かったものの、最長では穴水町が15

日間、実施件数が6,350件でした。また、内灘町では５日間、1,679件であったものの、開始日が１月17日からス

タートということで、発災から２週間以上も経過してからの調査開始となっておりました。本市として、発災か

ら10日間以内にというのが現実的にどこまで可能であるのか、最新の被害想定とともに必要人数の確保につい

て、国や県との連携に加えてお話しちょっとありましたけれども、市内には建築士会の方々もたくさんいらっし

ゃいますので、連携を強化いただきまして迅速な応急危険度判定の体制整備を構築していっていただきたいな

と、このように思います。 

 さらに伺ってまいりますけれども、在宅避難者の把握についてでございます。この能登半島地震においても、

在宅避難者の把握に大変苦慮しており、支援の手が届き切れていないというような報道もされております。本市

においても、大地震発生の際にはかなりの在宅避難者となることから容易に想定できますけれども、本市として

どのように把握に努めていかれるのでしょうか。今回、高齢者の方にスマートフォンの購入も勧めていかれるこ

とから、例えば災害アプリであったり、ウェブ等を活用した仕組みが必要ではないかと思いますけれども、本市

の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 



 

 在宅避難者の把握については、阪神・淡路大震災や東日本大震災など過去の大災害では、避難所に食料や物資

を取りに来た人数から把握した事例や、個別訪問により把握した事例などがあり、十分に把握し切れなかった自

治体も多かったと聞いております。本市では、現在小学校区防災拠点において情報を収集し、紙の在宅避難者名

簿で管理する考えですが、限られた人員の中、避難所の対応などを行いながら職員だけで在宅避難者の数を把握

することは非常に困難だと考えております。そのため、ウェブシステムにより避難届を出せる仕組みの検討を進

めているところです。 

 重要なことは、在宅避難を含む全ての避難者に支援が行き届くことであり、あらゆる手段で情報の提供と発信

を行っていく考えです。今後も、小学校区防災拠点協議会など、地域との連携やデジタル技術の活用なども含

め、在宅避難者の迅速かつ正確な把握方法について引き続き研究してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 本市としては、ウェブを活用した仕組みを検討されていくということでありましたので、

ぜひ進めていっていただきたいなと、このように思います。中でもありましたけれども、在宅避難者数が把握で

きないと、国や県に対する具体的な支援依頼にも支障が出てくるものと思います。どこの誰が、具体的にどのよ

うな支援を必要としているのか。特に、子育て世代だったり高齢者の世帯、あるいは障がいをお持ちの方、また

在宅療養をされている方などが支援の手から取り残されることがないように仕組みの構築をお願いしたい、この

ようにも思います。 

 さて、在宅避難についてですけれども、私は衛生面、また防犯面、プライバシー等の面からも積極的に進めて

いくべきではないかと考えておりますけれども、そのためには、在宅での避難生活をできるだけよいものとして

いく必要があるかと思います。 

 そこで、(2)在宅避難者に対する防災支援についてです。在宅避難生活において最低限必要なこととして挙げ

ますと、食料の確保というのは当然でありますけれども、そのほかに電気であったり、水、トイレ、このあたり

は最低限確保が重要となってくるのではないかと思います。 

 そこで、ア、ポータブル蓄電池購入費助成、またイ、飲料水タンク設置費用助成、ウ、災害時用トイレ購入費

助成について、一括して本市の見解を伺いたいと思います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 初めに、先進自治体の助成制度の目的や概要についてです。江戸川区では、再生可能エネルギーの利用促進

と、災害時に活用できる非常電源の普及拡大につなげるため、ポータブル蓄電池を購入する際の補助制度を導入

しております。補助条件は、蓄電容量が400ワットアワー以上で持ち運びが可能な太陽光発電パネルを利用し充

電ができるなどが定められております。次に、静岡県牧之原市では、災害時の飲料水を確保するため、個人が所

有する自宅に水道管に直結したタンクを設置した場合に費用の一部を補助しております。タンクの容量は約150

リットルから300リットルとなっており、タンクの中には常に新鮮な水が流れる構造となっているため、断水が

発生した場合でも飲料水が確保できるものです。次に、東京都国分寺市では、市民の自助力の向上を目的に、携

帯トイレを含む防災用品の購入費に対して補助を行っております。 

 そこで、本市の取組についてですが、まず、電源の確保につきましては、自治会やマンション管理組合などが

組織する自主防災組織に対し、ポータブル蓄電池をはじめとした防災用資機材の購入費に補助金を交付し、地域

防災力の強化を図っております。次に、飲料水につきましては、自助の備えとして１人１日３リットルで最低３

日分、できれば１週間分の備蓄をお願いするとともに、ローリングストック法による効率的な保存についても周



 

知を進めてきたところです。また、公助の備えとして、市立学校の受水槽や防災公園の耐震性貯水槽などに、市

民全員の１日分相当以上の約190万リットルの飲料水を確保しております。次に、災害時のトイレ問題につきま

しては健康に直結することから優先的に取り組むべき課題と捉えており、在宅避難者用の携帯トイレの備蓄も含

めた災害時のトイレ確保や管理に関する計画の策定を進めております。また、昨年度行ったｅ－モニターによる

アンケートでは、家庭で携帯トイレを備蓄している方が約４割となっており、さらなる周知が必要であると考え

ております。 

 これら個人で活用できる物品などについては、自助の備えとして各自で準備していただくようお願いしている

ところですが、引き続き先進自治体から内容や実績等について情報を収集するなど、調査研究してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 ポータブル蓄電池については江戸川区の事例を、また飲料水タンクについては静岡県牧之

原市の事例を、簡易トイレについては東京の国分寺市や港区の事例を挙げていただいております。このポータブ

ル蓄電池については、自治会等の自主防災組織に対して本市としては補助金を交付されているということであり

ましたけれども、例えば、酷暑の時期であれば、扇風機を回したり、スマートフォンの充電であったり、お湯を

ちょっと沸かしたりといったことが各家庭でできるということが、これは大変重要になってくるというふうにも

思います。また、飲料水についても、自宅に大量のペットボトルを備蓄されている方がどれだけいらっしゃるの

かということと、これも結構忘れてしまうんですが、数年前に数年ごとに交換をすることを、ローリングストッ

クと言っていましたけれども、これを忘れている方も結構いらっしゃることもあります。 

 また飲料水タンク、御紹介いただいたものは、戸建てであれば壁面であったり、マンションのまたベランダ等

にも設置可能でありまして、その水が毎日使用されていきますから、すごい衛生的にも日々ストックできるとい

う大変有効な方法であるなということであります。本市としても、この自助を勧めていくためには市民に呼びか

けているだけではなかなか自助の備えというのが進んでいかないのが現状かなというようにも思います。何かし

らの自助を進めるきっかけが必要であり、この備品等の購入費助成制度がそのきっかけになればというふうにも

思っておりますが、再度本市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 本市では、災害に備えるため、公助として様々な物品を備蓄しており、例えば、携帯トイレについては自助の

備えが進んでいないことも考慮して備蓄数を考えておりますが、まずは必要なものを個人で事前に準備していた

だくことをお願いしているところです。自助の備えを推進するためには何を備蓄すればよいか分からないという

方もいらっしゃいますので、推奨する防災用品や取扱い店などの情報を丁寧に周知する必要があると考えており

ます。引き続き、先進市の事例などを参考に、助成制度も含め自助の備えを推進するための手法について研究す

るとともに、関係部署からなども意見を聞き取りながら検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 自助の備えでありますから、個人で用意するという考え方は本当によく分かります。しか

しながら、市民の皆さんも分かっていても備えができないというのが現状なんだろうなと、このようにも思いま

す。この簡易トイレ一つについても、どのようなものを購入したらいいのか、またどれぐらいの枚数が必要とな

ってくるのか、購入に際してのハードルも様々あることと思いますので、様々なところで本市としてもこういっ

たものを使ったらいいですよといったようなＰＲをしていくことも大事なのかなと、このように思います。 



 

 また、このポータブル電池に戻りますけれども、江戸川区ではいわゆる災害対策と併せて、ゼロカーボンの一

環としても進められております。ソーラーパネルを使用して日常的に使うことが可能ですので、こういった視点

を入れて各家庭への普及を進めていくことも検討いただきたいなと、このようにも思います。また、この飲料水

タンクについても、あんしん住宅推進事業が本市でありますけれども、防災を１つの柱とされているかと思いま

す。その一環として追加していくことも可能ではないのかなというふうに思いますので、どうか検討をお願いし

たいなと、このように思います。 

 続いて、(2)公共Ｗｉ－Ｆｉの設置の拡充についてでございます。 

 避難所におけるＷｉ－Ｆｉ整備につきましては先順位者の答弁で理解しておりますけれども、在宅避難者の通

信確保についても考えていかなければならないと思っております。 

 そこで、在宅避難者の通信を確保するために、公共Ｗｉ－Ｆｉの設置を拡充すべきと考えますが、本市の見解

を伺います。 

○稲葉健二議長 小林情報管理部長。 

○小林茂雄情報管理部長 お答えいたします。 

 地震や台風などの大規模災害の発生時には、安否確認や情報収集などを支援するため、国内大手の通信事業者

により00000ＪＡＰＡＮという無料Ｗｉ－Ｆｉサービスの提供が実施されることになっております。これは、平

成23年３月に発生した東日本大震災において携帯電話網が被害を受け、長期間通信不能となったことをきっかけ

として開始されたサービスであります。各通信事業者が契約者向けに無料で提供しているＷｉ－Ｆｉスポット

を、携帯電話用ネットワークの被災状況などを踏まえ、各社の判断で、あるいは国や自治体からの要請を受けて

開放し、契約の有無を問わず誰でも無料で利用可能なインターネット接続サービスを提供するものです。平成28

年４月に発生した熊本地震において初めて提供され、本年１月の能登半島地震においても、各通信事業者の判断

により提供されております。こうした通信事業者の取組により、ふだん契約している通信事業者以外のフリーＷ

ｉ－Ｆｉが利用可能となることで、災害時における通信手段の拡充が図れるものと考えております。そのため、

災害時においては通信事業者との連携が不可欠であると認識しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 今回の能登半島地震においても、この00000ＪＡＰＡＮが大変活用され、周知も進んでき

ているかなと思いますけれども、これは一方で、昨年８月にソニーネットワークコミュニケーションズが震度６

以上の被災経験のある男女200名と、被災経験のない男女200名に行ったアンケートがありまして、全体の約９割

がやはり災害時にインターネットにつながらないと不安になると回答されております。その一方で、災害時にイ

ンターネットがつながらない場合に備えた対策ができていますかという質問に対しては、圧倒的にできていない

という回答だったということであります。また、災害時に今ありました無料開放される00000ＪＡＰＡＮですけ

れども、これはスマホが圏外になってもインターネットを利用することができることを知っている人が僅か11％

しかいなかったということであり、公衆無線ＬＡＮがどこにあるのか把握している人も16％しかいないというよ

うな結果であったということでありました。今後、本市としても00000ＪＡＰＡＮの周知であったり、令和６年

度から実施されるスマートフォン講座において、こういったことを周知していく、公衆無線ＬＡＮがどこにある

のかとか、そういったものを周知していくことが大変重要というようにも考えますが、本市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 小林情報管理部長。 

○小林茂雄情報管理部長 お答えします。 

 市民の方へは、災害時には通信事業者との契約の有無を問わず、誰でも無料で00000ＪＡＰＡＮのインターネ



 

ット接続サービスが利用になること。また、市内におけるＷｉ－Ｆｉスポットについて、公式ウェブサイトなど

を通じて周知を図るとともに、令和６年度より実施されますデジ活講座事業におけるスマートフォン講座などに

おいて受講者に情報提供を行うことも認知度の向上につながると考えますので、関係部署と調整を図ってまいり

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 本市が知っておいていただきたい情報、例えば今ありますとおり、この00000ＪＡＰＡＮ

であったり、市川市の公式ＬＩＮＥの登録方法であったり、また災害時の情報獲得手段、こういったものの紹介

について、本市が実施するデジ活講座だったり、また今度ゴールドシニア事業でスマホ購入助成申請、こちらで

来庁された方に対して紹介いただいたり、さらにはスマホ購入助成の、もうこれは支給決定通知書、こういった

ものが必ず送付されると思いますので、そういった中に紹介のチラシを同封していただいたり、そういったこと

をやっていただいて、今後積極的に情報提供に努めていっていただきたいなと、このように思います。 

 さて、公共Ｗｉ－Ｆｉスポットの在り方について議論を進めさせていただいておりますけれども、現状は、こ

の公共施設であったり、また避難所の公共Ｗｉ－Ｆｉと、商業施設に置かれている、いわゆる公衆無線ＬＡＮ、

こういったものを活用していくということであったかと思います。この公共施設だったり商業地域等が近隣にあ

る地域はいいんですけれども、残念ながら全くカバーされていない地域も存在しております。どうか近くにＷｉ

－Ｆｉスポットがない地域の方たちの通信手段の確保について、例えばこの民間事業者に協力をいただくなど、

今後検討していっていただきたいなと要望させていただきまして、本質問を終わらせていただきます。 

 では、最後となります。国分地域の地下水についてでございます。 

 東京外郭環状道路が造られたこの国分地域は、皆様も御存じのとおり元々は谷であり、河川や海の働きにより

形成された砂泥混じりの土で沖積層であるため、地下水の層に近く、掘れば水がたまるような土地柄でもありま

す。また、大地に降った雨水が集まってくるため、昔は水田として向いている、使われていた地域でありまし

た。そのため、外環道の建設に際しては様々な環境調査が実施されておりまして、現在開通に至っておりますけ

れども、地元の自治会から、この東京外環が開通してから地下水位が上昇して被害が発生しているとのお声が出

てきておりました。 

 そこで、(1)東京外郭環状道路開通前後における調査状況及び本市の認識している現状と課題についてお伺い

をいたします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 令和４年１月に国分地区自治会連合会から、外環道路開通により地下水位が上昇し、地下水が湧き出すなどの

被害が生じているため揚水ポンプを設置してほしいとの要望書が本市に提出されました。これを受け、本市は同

年２月に事業者である国土交通省関東地方整備局首都国道事務所に対し要望書を送付し、対応について書面によ

る回答を依頼しました。国によると、外環道路建設の工事着手前調査において、外環道路の地中構造物設置に伴

い地下水の流動が阻害され、周辺地下水位の上昇及び低下といった水位変動を生じることが懸念されていたとの

ことでした。このことから、国は外環道路の地中構造物は一部を透水構造にするなどの地下水通水対策を講じて

いると聞いております。また、道路開通前後における令和元年度までの地下水位の変化についても公表している

とのことです。自治会からの要望に対し、現在国は、現時点で外環道路が起因しているのか特定できていないも

のの、有識者の意見を聞きながら地下水位の観測を継続調査しているとのことでした。 

 本市としましては、地下水の湧水の有無などを適宜確認しておりますが、これまでのところ状況は悪化してい



 

ないと認識しております。また、井戸枯れに関する問合せについては、本市には寄せられておりません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 まず、国の認識についてですけれども、外環道建設の工事着手前に周辺地下水の水位変動

が生じることが懸念されていたため、地中構造物は一部透水構造にするなど地下通水対策を講じているというこ

とでありました。開通前後において地下水位の調査も行っているということでありました。また、本市として

も、現在発生しているこの湧水の有無について適時確認がなされており、現時点で状況は悪化していないという

ことでもあります。地元自治会からのこの要望書については、現時点でありましたとおり外環道が起因している

のか特定できておらず、今後有識者の意見を聞きながら、地下水位の観測を継続調査中ということでありました

ので、国についてはこの調査報告を待ちたいというふうに思います。 

 そこで再質問させていただきますけれども、本市では、湧水の有無などを適時確認されているということであ

りましたが、その場所及び頻度についてお伺いをいたします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 本市では、申立てがあった地点のうち、国分地区１地点、堀之内地区４地点、計５地点において、気候や天候

の変化を見ながら、令和４年２月以降、これまで延べ20回現地調査を行っております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 本市としては、国分地区が１地点、堀之内地区が４地点の計５地点において、令和４年以

降20回現地確認されているということでありました。また、さきの答弁にあったとおり、この地点について状況

が悪化していないということを確認いたしました。 

 それでは、(2)今後の対策についてに進んでまいりますが、これまでの国や本市の調査状況について理解をい

たしました。今後、本市としてどのような対応を行っていかれるのでしょうか、お伺いをいたします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 本市といたしましては、引き続き調査状況を確認するため、国との連絡を密にしていきたいと考えておりま

す。また、原因が把握されるまでの間は、現地での湧水の有無などを適宜確認してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 引き続き調査状況については国との連携を密にしていただくということと、現地確認を今

後も継続していただくということでありましたので、これもぜひともお願いをしたいなというふうに思います。 

 さて、国が現在公表している地下水位のデータですけれども、全部で８地点が公表されておりまして、１地点

は閉塞をしてしまっておりますけれども、残り７地点についての調査は継続されているのでしょうか。また、閉

塞せず調査可能な状況となっているのか、再度お伺いをいたします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 国によると、外環道路建設中に設置された井戸については存置しており、そのうち約50か所の井戸について

は、外環道路地中構造物の通水対策工の維持管理のため、現在においても必要な水位観測を行っているとのこと

です。また、要望を受け、地下水の調査のために水位観測を再開した井戸もあると聞いております。 



 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 水位観測用の井戸については、外環全体で約50か所残っているということでありまして、

要望を受けて改めて水位観測を始めた箇所もあるということでありました。したがいまして、国分地区のこの７

か所についても継続的に調査を続けていくために、井戸を閉塞せずにまた残していただきたいなと、このように

も思います。 

 本市の今後の取組についてですけれども、２点ほど再質問をさせていただきます。 

 １点目ですが、本市は現在５地点において継続調査を行われておりますが、新たな地点を追加していただきた

いと、このようにも思っております。私も何か所か、ほかにも現地確認に自治会長とともに行かせていただきま

したけれども、雨が降ってから数日たたないと湧いてこなかったり、いろいろ状況が違うようです。そのあたり

の調査も十分していただきたいなと思います。 

 また、２点目ですが、国分地域の地盤沈下についてであります。市川市の環境白書では、市内各地域の過去５

年間の地盤沈下データが掲載されておりますけれども、国分地域が実は対象となっておりません。すぐにこの対

象地域を加えることは難しいというふうに聞いておりますけれども、この現地確認の調査対象として加えていた

だきたいと思いますが、併せて伺います。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 パトロールについては、国分地区自治会連合会の要望を聞きながら、地盤沈下の状況の確認を行う地点や、新

たに追加する地点について検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 小山田議員。 

○小山田なおと議員 ぜひ地元の自治会からしっかりお話を伺って、調査、また地盤沈下についても現地確認を

増やしていっていただきたいなと思います。 

 前述したとおり、ここのあたりの地域は沖積層ということで、地盤が弱い部類の土地柄となります。そのた

め、地元の皆さんとしては地下水の変化により、さらに地盤が弱くなっているのではないか、こういった不安を

持たれております。また、大地震が来たら大変な液状化が起こるのではないかというようなことも思われている

そうです。現状を正しく調査して、丁寧に地元地域の皆様に説明を行い、取れるべき対策をしっかりと行ってい

くことで地域の安心、安全を守っていくことができるかと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いをいた

します。 

 以上をもちまして一般質問を終わらせていただきます。大変にありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 次に、浅野さち議員。 

○浅野さち議員 公明党、浅野さちです。通告に従いまして一般質問を行います。よろしくお願いいたします。 

 初めに、１月１日、能登半島地震が発生し２か月以上たちました。亡くなられた方々にお悔やみを申し上げる

とともに、被災された多くの皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、昨今千葉県東方沖地震が頻回に発生し

ています。災害はいつ、どのように起こるか分かりません。平常時にどのような準備態勢を整え、どれだけ真剣

に取り組むかが最重要となります。 

 内閣府男女共同参画局が自治体向けに作成した防災復興ガイドラインの中に、７つの基本方針が示されていま

す。主なものとして、平常時から男女共同参画の推進が防災復興の基盤となる、女性は、防災復興の主体的な担



 

い手である、災害から受ける影響やニーズの男女の違いに配慮する、要配慮者への対応においても女性のニーズ

に配慮するなど提示されております。これは大事な視点です。そこで、本市においても避難所運営や備蓄品の選

定などに女性の視点が反映されているか、様々伺います。 

 (1)市川市防災会議は地域防災計画を作成します。そこに占める女性委員の現状並びに危機管理室の女性職員

の人数及び役割について伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 市川市防災会議は、市川市地域防災計画の作成とその実施を推進するため、災害対策基本法及び市川市防災会

議条例に基づいて設置される組織です。市長を会長とし、副市長や教育長を含む本市職員のほか、国や県の職

員、ライフライン関係機関や鉄道事業者、自主防災組織の代表者などの委員から構成されております。令和６年

２月末時点の委員数は51名で、そのうち女性は６名となっており、女性の比率は約12％となっております。一

方、国は令和２年12月に閣議決定した第５次男女共同参画基本計画で、市町村防災会議における女性委員の割合

を令和７年までに30％とすることを目標として掲げております。 

 本市としましては、関係機関・団体に積極的な女性委員の推薦を依頼したほか、婦人消防クラブや千葉県看護

協会など女性関係団体から新たに委員を任命するなど女性委員の登用を進めてきたところですが、目標達成に向

け、今後も引き続き取り組んでまいります。 

 次に、危機管理室の女性職員の人数と役割についてです。危機管理室の女性職員は、会計年度任用職員を含め

現在２名となっております。その役割としては、地域防災リーダーの育成や小学校区防災拠点協議会の事務など

通常の業務を担当する一方、危機管理室で実施している業務全般において、女性の視点から意見や情報を提供し

てもらうことも期待しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 地域防災会議には、51名中女性は６名で12％、さらなる推進をしていくということで、この点

はよろしくお願いいたします。 

 また、危機管理室の女性職員には、ぜひ自主防災組織の女性防災人材の育成、活躍を後押ししてほしいと思い

ますが、今後どのような取組を考えているのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 本市では、自主防災組織の育成を図るため、地域の防災講習会への講師派遣や、小学校区防災拠点協議会の委

員を対象とした地域防災リーダー講習会などの取組を行っております。それらの取組の企画や実施に当たっては

危機管理室の女性職員も参画しておりますので、御指摘の点も踏まえ、引き続き様々な視点からの意見を取り入

れるとともに、協議会や講習会などの場を通じて自主防災組織における女性参画や女性防災リーダー育成の重要

性について周知啓発を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 女性が避難所運営や防災知識を持ち、防災への参画を推進する働きかけは今後も重要です。女

性防災リーダーの育成や知識を得る場を積極的に啓発していただきたいと、この点要望いたします。 

 次に、(2)防災女性プロジェクトの活動について。 

 本市では、東日本大震災や熊本地震などの教訓の下に、活発に防災対策に女性の視点を取り入れるべきである



 

と、2016年に災害対策に女性の視点を反映するためにＢＪ☆プロジェクトを立ち上げ、各部署から手挙げ方式で

数十名集まり、被災地に視察や、様々検証し、市長への提言を行ってきたと承知しております。これまでの避難

所対策をはじめ、主にどのような活動と成果があったのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 女性の視点から災害への備えや災害発生後の避難所運営、被災者支援の在り方等を検討するため、平成28年度

にスタートしたＢＪ☆プロジェクトは、平成28年12月の市長への提言以降も、誰もが安心して生活できる避難所

を実現するため継続的に検証活動を行ってまいりました。それらの検証結果を踏まえ、間仕切りとしてプライベ

ートテントの導入や、テント型だった災害用トイレを夜間でも透けないパネル型へ切り替えるなど、備蓄品や資

機材の見直しを行ったほか、プライベートテントを活用した新型コロナウイルス感染症対応の避難所レイアウト

を作成するなど、ＢＪ☆プロジェクトの意見を避難所の環境改善に関わる具体的な施策に反映しております。 

 また、ＢＪ☆プロジェクトでは、小冊子「日頃の備え」の監修や、いざというときに手拭いとして使えるＢＪ

ブックの作成、大学や子育て応援施設での講話など、周知啓発や情報発信にも力を入れ取り組んできたところで

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 ありがとうございます。この特に小冊子「日頃の備え」という女性のプロジェクトメンバーが

作ったこの小冊子と、この防災情報ＢＪブック、手拭いに、こうやって災害の様々なことが書いてあります。家

族で災害時の約束事を決める、買物で備えるローリングストックという形で、最後に緊急時に必要な情報を記入

しましょうということで氏名、血液型、持病、服薬している薬などをこうやって書いて、糸を抜いてそのままい

ろいろ使えるという、すばらしいいろんなアイデアがあるということを感心いたしました。 

 そこで、８年目になるＢＪ☆プロジェクトの活動について、今後どのような方向で取組を進めることがより効

果的と考えているのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 ＢＪ☆プロジェクトにつきましては、より多角的な立場から女性の視点を取り入れるため、昨年度から部ごと

に設定したテーマに沿って、関係部署からメンバーを選出する方式に取り組み方法の見直しを行いました。その

上で、昨年度は保健部の協力の下、保健師や管理栄養士の資格を持った女性職員を中心に、簡単に調理可能な体

も心も温まる避難所レシピの作成を行ったところです。また、特に若い世代への啓発が課題となっていることか

ら、今年度はこども部内からメンバーを選出し、子育て世代に優先して伝えるべき防災情報や、より効果的な啓

発方法について検討を進めております。 

 今後も、設定したテーマに関連する部署から女性を中心としたプロジェクトメンバーを選出し、期限を区切っ

て課題の解決に取り組むことで、女性のきめ細やかな視点を災害対応に生かすとともに、防災の知見を有する女

性職員の裾野を広げていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 取り組むテーマごとに関連する部署からプロジェクトメンバーを選出して、防災の知識を得る

職員の裾野を広げていくということを伺いました。昨年の保健部が行った体を温めるレシピ、９献立ありまし

た。また、先ほどの「日頃の備え」の小冊子や手拭い等のグッズは、小単位の防災講演会で配っているというこ



 

とです。このように、すごく役に立つ情報ですが、残念なことにホームページからＢＪ☆プロジェクトと検索し

ない限り情報が得られない。例えば、防災・減災のくくりなどで様々分かりやすく情報が得られるように工夫し

ていただきたいと思いますので、ぜひこの点よろしくお願いいたします。 

 次に、(3)避難所について伺います。 

 避難所における生活環境は、発災時から時間とともに刻々とニーズが変わってきます。その上で、避難所運営

において様々な配慮が必要です。 

 そこで何点か伺います。 

 ア、プライバシー確保のための間仕切りや男女別の更衣室、休養スペースの設置など、どのような対応を行う

のか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 本市では、避難者や地域住民の皆さんとともに、適切に避難所を開設、運営できるよう、内閣府の避難所運営

ガイドラインや千葉県の災害時における避難所運営の手引きなどを参考に、独自に避難所マニュアルを作成して

おります。この避難所マニュアルでは女性などへの配慮として、居住スペースは避難生活が落ち着いてきたら、

家族ごとに間仕切りなどでプライバシーの確保に気を配ること、更衣室は男女別に設置し入口から中が見えない

ように目隠しをすることなど、避難所運営に必要なスペースを確保する上での配慮要件を具体的に例示しており

ますので、共用スペースの確保につきましても検討してまいります。これらのスペースの確保には、小学校など

に備蓄しているプライベートテントなどを活用するほか、必要に応じ、ダンボールでの間仕切りなどを協定事業

者から調達することとしております。 

 また、実際に大規模災害が発生した際にマニュアルに基づいた適切な対応を行うためには、日頃からの訓練が

欠かせません。今後も小学校区防災拠点協議会の皆さんや、地域住民の方々としっかり連携を図り、我々危機管

理を預かる職員も緊張感を持って避難所の開設や運営訓練を継続するとともに、内容の充実に取り組んでまいり

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 避難所マニュアルなどで必要なスペースを確保する上で、配慮要件を示し引き続き訓練を行う

ということを伺いました。いざというときに組立てや設置場所が分からないと混乱すると思います。実際組立て

を行っているのか、また更衣室や休養スペースをどこに設置するのかなど、シミュレーションを行うことや、事

前に配置の確保のためのゾーニングが必要と思いますが、その点伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 避難所となる各小学校では、施設利用計画を定め、小学校区防災拠点協議会の皆さんと、拠点要員である市職

員が共有するほか、訓練を通じて資機材の組立てや配置場所の確認を進めております。また、協議会の皆さんを

対象に実施した地域防災リーダー講習会では、避難所対応のシミュレーションを行い、参加者からも事前のゾー

ニングが必要との御意見をいただいたところです。 

 今後、各小学校で避難所対応のシミュレーションを行うなど、ゾーニングの必要性を共有し、協議会の御意見

などを取り入れながら検討を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 



 

○浅野さち議員 地域防災リーダー講習会でも意見が出ているということで、検討を進めるということ、分かり

ました。早急に各避難所においてもこの事前ゾーニングを行っていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお

願いいたします。 

 次に、イ、避難所において、特に子どもの泣き声が気になってストレスを感じる保護者や周囲の方もいると思

います。そのためにも、配慮が必要な乳幼児のいる家庭用エリアや、子どもを遊ばせるキッズスペース等の確保

は考えているのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 乳幼児につきましては、一般的に災害時要配慮者に該当することから、状況に応じ、保護者の方も含め福祉避

難室など別室での対応を想定しているところです。また、キッズスペースなどにつきましては、現在避難所難所

マニュアルに記載はありませんが、避難生活が長期化した場合には設置が望ましいことから今後検討してまいり

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 伺いました。乳幼児は福祉避難室になるということ。また、キッズスペースは検討するという

ことです。避難所生活が長期化する場合、絶対必要になるのがこのキッズスペースだと思います。避難マニュア

ルの配慮要件に入れていただいて、先ほどの更衣室や休養スペースのゾーニングとともに、キッズスペースの配

置もしっかり入れていただきたいと思いますので、ぜひこの点もよろしくお願いいたします。 

 次に、ウ、避難所では防犯上の問題として、トイレに行く間まで暗い、男性と女性用のトイレは離してほしい

等の声があると思います。どのような対策を行っているのか。また、東日本大震災でも問題になった性暴力防止

に向けた防犯対策として、防犯ブザーやホイッスル等を準備、配布する考えについて伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 避難所におけるトイレの問題につきましても、プライバシーの確保と同様に、避難所マニュアルの中で配慮す

べき事項を例示しております。具体的には、仮設トイレの設置に当たり、可能であれば一定の割合を女性専用と

し、共用トイレから少し距離を置くこと、照明等を設置するなど夜間に子どもや女性が１人でも行けるような安

全な場所とすることなどの配慮を行うこととしております。また、災害後は治安の悪化が想定されるため、警察

をはじめ地域の方や防犯協会の皆さんと連携し、夜間のトイレ周辺など、人気の少ない場所を中心に定期的に巡

回警備を行うなど、防犯対策に努めてまいります。 

 御質問の防犯ブザーやホイッスルにつきましては、現在のところ配布する予定はございませんが、今回の能登

半島地震の状況なども踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 可能であれば一定数女性専用とするということですが、各避難場所のトイレの配置の基準と多

機能トイレについての考え方はどのようになっているのか、仮設トイレの設置場所はあらかじめ決まっているの

か伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 避難所のトイレ配置基準については、内閣府のガイドラインに基づき、避難者約50人に１基を目安として、多



 

機能トイレは既設の多目的トイレの活用を想定しております。仮設トイレの設置場所につきましては被災の状況

により柔軟に対応する必要がありますが、おおよそその配置案については、小学校区防災拠点協議会で検討を進

めております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 国のガイドラインでは50人に１基を目安に仮設トイレが設置される。また、多機能トイレは既

存の多目的トイレの活用を想定していると伺いました。50人に１基では少な過ぎるのではないかと思いますし、

ぜひ市独自の基準が必要だと思います。全体の半分は女性トイレ専用にする配慮が必要ではないかと考えます。

また、今回の能登半島地震においても、女性医師が女性被災者を性被害から守るための防犯ブザーやホイッスル

を配布しているという新聞記事がありました。やはり防犯上の対策として必要な備品ではないかと考えます。そ

の点も検討のほう、よろしくお願いいたします。 

 次に、(4)避難所において要配慮者が使用する生活用品の備蓄状況について伺います。食品や飲料水などの備

蓄が進んでいることは理解しています。一方、２月５日付の千葉日報に、地震などの災害時に避難生活を送る女

性や妊産婦、乳幼児向けの用品について、全国の自治体で備蓄が進んでいないことが内閣府の調査で分かった、

本市においても妊産婦向けの用品や衣類、下着、また離乳食やお尻拭きなどの乳幼児用品の備蓄はどうなってい

るのか、そのほか配慮が必要な方へ備品はどうなっているのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 女性向けの備蓄としては長期保管が可能な生理用品があり、乳幼児向けには粉ミルクや液体ミルク、使い捨て

哺乳瓶のほか、長期保管が可能な紙おむつなどを備蓄しております。なお、衣類や下着類はサイズやデザインな

ど種類が豊富であることや、離乳食は年齢区分が細かいことなどから、自助の備えをお願いしております。これ

らの物品については、発災時には協定事業者などが保有する流通在庫により対応することを想定しております。

しかしながら、今回の能登半島地震の避難所支援を行った際に、着替え用の衣類や下着の支給に時間を要した状

況を確認しておりますので、備蓄が必要な物品について、改めて調査研究してまいります。 

 また、配慮が必要な方への備蓄品についても、関係団体や関係部署からの御意見を伺いながら進めていくとと

もに、汎用性のある備蓄品の導入について柔軟に対応してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 下着や離乳食などは備蓄していない、基本自助としての備蓄をお願いするということです。乳

幼児の粉ミルクや液体ミルクなどは、備蓄して賞味期限が近いものから保育園などにお渡しし活用しているわけ

です、現在。大人の食品は比較的支援があっても、乳幼児の食べ物はなかなか入りづらいと思います。離乳食や

お尻拭きなどはローリングストックできるのではと考えます。その点いかがか、伺います。 

 また、妊産婦や乳幼児のほかに、配慮が必要な方は様々必要です。改めて調査するということですが、どのよ

うな方法で、いつ頃をめどに進めるのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 離乳食やお尻拭きなどのローリングストックについては、消費期限が近くなったものを活用することは可能と

考えますので、先進市などの事例を調査するとともに、関係部署と協議してまいります。また、啓発イベントや

防災講演会など様々な場面で得られる声を参考に、速やかに取り組んでまいります。 



 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 離乳食やお尻拭きなどはローリングストックについて検討する旨伺いました。配慮が必要な方

は、そのニーズに応じて様々備品が必要であることは理解します。早急に配慮者の声や福祉関係者の声をお聞き

し、必要な備品は準備しておくことが重要です。その点、よろしくお願いいたします。 

 ３月４日の読売新聞に、内閣府は、自治体ごとに女性や乳幼児向けの物資の備品状況や防災担当の女性職員の

割合を見える化し、女性の視点に立った災害対応を推進する方向性とのことです。本市においても女性や多様性

の視点から、さらにＢＪ☆プロジェクトの活動の推進、また、危機管理室に防災士などの専門知識を得た女性職

員の人数増加が必要ではないでしょうか。ぜひ検討していただきたいと思います。 

 今後とも、避難所運営及び備蓄品の更新などは引き続き注視してまいりますので、ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

 次に、福祉行政について伺います。 

 (1)基幹相談支援センターの事業、業務について伺います。 

 障がいのある方の相談支援の中核的な役割を担う機関として、市は基幹相談支援センターえくるに委託してい

ます。事業内容として、相談支援、必要な情報の提供や助言、住宅入居に関わる支援等様々総合的に行っていま

す。また、権利擁護事業として、成年後見制度や福祉サービス利用を援助します。このように業務内容が多岐に

わたっていること、また、相談件数は増加していると認識しています。幾度か質問する中で、人員増加を強く要

望していました。令和６年度予算でソーシャルワーカーを７人から９人に増員し、支援内容も拡大しています。 

 そこで、アとイを一緒に伺います。６年度より地域の相談支援事業者への助言、指導が拡大されましたが、そ

の支援内容と効果について伺います。 

 また、同じく地域の相談支援体制の整備についても拡大しています。具体的にどのような支援体制を整えてい

るのか伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 基幹相談支援センターは、障害者総合支援法において、市町村の相談、支援の中核を担う

機関として位置づけられております。本市が設置する基幹相談支援センターえくるでは、障がいのある方からの

相談に総合的に応じ支援を行うほか、障がい者虐待の防止や住宅の入居支援など様々な業務を行っております

が、令和４年12月の障害者総合支援法の改正により、今年の４月より相談支援の中核としての役割がさらに強化

されます。まず、強化される役割の一つである地域の相談支援事業者への助言指導等については、市内37の事業

者が抱える支援困難事例について、基幹相談支援センターがアドバイスを行い、必要に応じて支援に協力するも

のとなっております。また、事業者向けに事例検討会や研修会を開催するなど、事業者の質の向上を図っていく

ものとなっています。これまでも相談支援事業者や他の各事業所の困難ケースについて、市とともに事例検討会

議を毎月実施し、各種のニーズに応じた総合的、専門的な助言を行ってまいりました。今後は、これらの取組を

さらに主体的に実施し充実させることで事業者のスキルアップが図られ、これまで基幹相談支援センターが担っ

てきた困難事例の対応を事業者が担えるようになることで、基幹相談支援センターの果たすべき業務に注力でき

ることが期待されるなど、地域における障がいのある方に対する相談支援の改善につながるものと考えておりま

す。 

 次に、強化されるもう一つの役割として、地域の相談支援体制の整備があります。基幹相談支援センター等が

活動する様々な事例から把握した課題を抽出、整理し、自立支援協議会において協議していくことで、障がいの

ある方への支援の体制整備につなげていく業務となっています。これまでも本市においては事業者や当事者団体



 

等から構成される自立支援協議会において、事例を通して明らかになった障がいに関する共通課題を情報共有

し、その課題解決に向けて協議を行い、障がい福祉サービスの基盤整備を進めてまいりました。今回の法改正で

は、個別の支援事例の課題について必要に応じて個別事例に関与する関係機関等の会議への参加が可能となり、

さらに踏み込み、実態に即したより細やかな支援方法等の協議が図れることとなりました。また、協議を通して

地域において必要とされる新たなサービスの創出や、現在ある制度の改善、関係機関の連携強化による支援の円

滑化などの障がいのある方の支援の体制の整備につながるものと考えております。 

 このように、今回の予算拡充は、基幹相談支援センターだけではなく、相談支援事業者や自立支援協議会とい

った関係機関の質の向上にも寄与するものとなっており、人員を２名増員することにより、この取組を進めてま

いります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 市内37の相談支援事業者に助言や指導を行い、さらに充実させること、また地域の相談支援体

制もさらに連携強化を図るということを伺いました。しかし、それでも様々な課題が重複し、なかなか支援がう

まくいかない場合、基幹相談支援センターに行政としてどのようなフォローをしていくのか伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 障がいのある方への支援を進める中で、様々な課題が重複し、支援が困難な状況になるこ

とは、どの相談支援機関においても度々直面していることと考えます。その課題解決においては、市も含め基幹

相談支援センターや事業者などの関係機関が迅速かつ柔軟に連携を図り、対応することが重要であると考えま

す。市といたしましても、基幹相談支援センターや相談支援事業者が対応に苦慮する困難事例について、今後も

積極的に関与し、より一層の連携強化を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 今回、人員を増加したことにより、相談支援事業者への助言、指導の役割強化で、地域におけ

る障がいのある方への支援の拡充、また相談支援体制の整備によって、重複して支援が必要な方にも関係機関と

協議を進め対応していく体制をつくる。それによって、障がい者また御家族がより住みやすい環境になることを

切に願います。 

 そのためにも、さらに市は委託している基幹相談支援センターえくると、また、基幹相談支援センターは37の

相談支援事業者と、それぞれの連携強化と支援内容の拡充にしっかり取り組んでいただきたいことを要望いたし

ますので、よろしくお願いします。 

 次に、(2)介護人材確保事業について伺います。 

 ア、介護に関する資格取得研修の受講費用の一部助成について。2025年には団塊の世代の方が75歳を迎えま

す。本市は75歳以上の方をゴールドシニアとして、健康寿命の延伸のために支援事業を行っています。一方で

は、介護人材不足が2025年には全国で約32万人不足すると第８期介護保険事業計画において公表されており、本

市においても介護人材不足は最重要課題です。そのような中で、日夜介護に携わっていただいている多くの皆様

に感謝の思いでいっぱいです。 

 そこで、今まで行っている介護に関する資格取得や研修の受講費の一部助成、また令和６年度から新規事業を

行いますが、そのことについて伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 本市における介護に関する資格取得や研修受講費等の一部を助成する事業は、まず、平成



 

28年度に介護職員初任者研修にかかる費用の半額５万円を上限に助成を開始し、平成30年度からは介護福祉士実

務者研修にかかる費用の半額10万円を上限に助成を行っております。この二つの事業の昨年度の実績は、初任者

研修が18人、実務者研修が24人、合計42人でした。また、来年度からは、介護に関わる職員のなり手をさらに増

やしていくために、ケアマネジャーの資格取得に要する費用の半額５万円を上限に助成するほか、主任ケアマネ

ジャーの研修費用の半額２万9,000円を上限に助成して参ります。 

 今後も、市内の介護サービス事業者における人材確保及び定着のさらなる促進を図るため、これら複数の助成

事業を総合的に推進してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 平成28年から介護資格への一部助成を行い、介護人材確保に努めてきたことを理解しました。

令和６年度から、新年度からケアマネジャーの資格取得に要する費用についても新たに行うということですが、

この助成事業を始める経緯について伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 昨年度、市内のケアマネジャーを対象に実施いたしました市川市ケアマネジャー調査によ

ると、令和５年３月１日時点で、本市のケアマネジャーは50歳代が40.4％で最も多く、次いで60歳代が25.7％と

いう状況にありました。令和７年度には、団塊の世代が75歳以上のゴールドシニアとなり、高齢化がより進む予

測でありますことから、介護を必要とする高齢者はこれまで以上に増加していくことを見込んでおります。ケア

マネジャーの高年齢化と、介護を必要とする高齢者の増加は、今後の介護に関わる人材の担い手不足につなが

り、介護保険サービスの安定的な供給が図れなくなるおそれがあることから、来年度よりケアマネジャーに関す

る助成事業を実施することとしたものです。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 今後、高齢化率が進む中で、ケアマネジャーの担い手不足が懸念されることから助成制度を始

めるということを伺いました。 

 この事業の周知はどのように行うのか、また、さらなるケアマネジャーの質の向上が重要です。どのような取

組を行っているのか伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 助成事業の周知につきましては、市のウェブサイトや「広報いちかわ」に掲載しているほ

か、介護サービス事業者に対するメールでの周知を行っています。 

 次に、ケアマネジャーの質の担保につきましては、市の主催で年４回、個々のケアマネジメント能力の向上を

図ることを目的に研修を実施しているほか、高齢者サポートセンターの主催で年２回、４つの日常生活圏域ごと

に計８回の研修を行っています。また、ケアマネジャーの資格を持った方で構成される市川市介護支援専門員協

議会においても、ケアマネジャーの資質向上を目的とした各種研修会の開催や、業務遂行に関する情報提供、ま

た関係団体との情報交換なども行っています。今後も、引き続き介護に関する資格取得や受講等の助成事業の周

知を行っていくとともに、来年度からは新たに介護保険課の窓口等や高齢者サポートセンターにチラシを配布

し、市と介護支援専門員協議会で連携を図りながら、資質の向上に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 伺いました。調べたところ、ケアマネジャーの資格助成制度は、県内では袖ケ浦市と佐倉市に



 

続き、本市が新年度開始することになります。この点高く評価いたします。ケアマネジャーは、利用者と家族に

寄り添って支援の計画をつくっていきます。１人の担当人数も決まっている中、担い手不足は課題ですし、この

助成事業に大変期待しています。多くの方に資格取得をしていただけるように、また質の向上とともに、よろし

くお願いいたします。 

 次に、イの入門的研修や職場体験及び介護事業所等へのマッチング支援の取組について伺います。 

 本市では、基本的な介護知識を学ぶ入門的研修を行っています。その取組についてと、マッチング支援の状況

を伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 本市では、介護の基本的知識を学び、介護分野の就労のきっかけとするため、令和２年度

から介護に関する入門的研修を実施しています。この研修では、介護の基本的知識を学ぶだけではなく、介護の

職場体験や介護事業所へのマッチング支援を行っており、研修の参加者には介護の理解とともに、介護業務の不

安を払拭していただき、介護資格の取得や就業へと結びつくことで介護人材の参入促進を図っているところで

す。この入門的研修の申込者は、令和２年度の事業開始から年々増加傾向にありまして、昨年度は定員が50人の

ところ、申込者は73人でした。また、この受講者50人のうち一番多い年代は50歳代の20人でありました。また、

受講者のうち職場体験希望者は17人、事業所へのマッチング支援希望者は６人で、入門的研修において基本的知

識を学んだ後、就業ではなく介護に関する資格取得等を目指し介護職員初任者研修の受講を希望した方は３人で

した。なお、この入門的研修については、受講申込者数が定員を超過している状況が続いていることから、来年

度は受講定員数を50人から75人に拡大するとともに、受講希望者が研修を受けやすい環境を整えるため、会場も

２会場から３会場に増やしてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 ありがとうございます。入門的研修の取組を伺いました。初めて介護業務に挑戦してみようと

思う方には入りやすく、今回定員50人から75人に拡大して行うということ。一方、マッチングは令和４年度受講

者50人のうち、マッチングの希望者が６人という部分では少ないなと思っています。この支援に対する課題と今

後の取組について伺います。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 昨年度は、事業所とのマッチングを希望した６人のうち、70歳代と50歳代の方が実際に就

業につながりました。事業所とのマッチングにつながらない課題といたしましては、働き手側が求める働きやす

さと事業所側が求めるニーズがマッチしない点にあります。また、入門的研修の受講者全てが事業所へのマッチ

ング支援を希望しているわけではなく、在宅介護を想定した家族などが受講するケースも見受けられるため、マ

ッチング希望者が少ない状況もあります。今後、入門的研修の受講者が増えていくことで働き手と事業所のマッ

チングも増え、介護業務への就業希望者も増えていくものと考えています。今後は、事業所の人材確保の方針と

ともに、介護職員として働くに当たって何を重要視しているのかなどの状況把握に努めまして、入門的研修がよ

り効果的に行えるよう取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 働き手と事業者側の求めるニーズが違うという理由からなかなか進まない、入門的研修で受け

た基本的な知識を得、介護助手として働く意欲のある50代から70代の方にとって、また事業者にとってもメリッ

トがあると思います。国は、これから高齢化と人口減少が進む2040年問題を念頭に、医療と介護の連携強化など



 

も進めると言われています。介護人材確保はこれからも最重要課題ですので、引き続き取組強化をお願いいたし

ます。 

 次に、保健行政について伺います。 

 (1)乳幼児健康診査事業について伺います。 

 ア、１か月児健康診査と５歳児健康診査の導入について。現在、法定健診として、１歳６か月児と３歳児健診

を行っております。母子保健法の13条には、この年齢以外でも必要に応じ、乳児もしくは幼児に対して健康診査

を行い、または健康診査を受けることを勧奨しなければならないとあります。国は、令和５年度補正予算におい

て、新たに１か月児及び５歳児に対する費用を助成することにより、出産後から就学前までの切れ目ない健康診

査の実施体制を整備することを目的として、国が２分の１の費用補助を行います。１か月児健診は原則として個

別健診で、健診内容は、身体発育状況、栄養状態、身体の異常の早期発見、子どもの健康状態や育児の相談など

となっています。また、５歳児健診は、原則として集団健診、健診内容は精神発達の状況や言語の遅れなどの心

身の異常の早期発見、育児上の問題となる事項などがあります。特に、５歳児健診導入については毎年公明党と

して予算要望を行っておりました。 

 そこで、本市においても１か月児健康診査と５歳児健康診査を導入する考えを伺います。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 生後１か月を迎える乳児を対象として行う１か月児健康診査は、乳児の発育状況や栄養状態に加え、育児の相

談等を行うものであります。国は、原則として医療機関に出向き受診する個別健診することとしておりますこと

から、実施においては市内の医療機関と委託契約を締結する必要がございます。次年度の早期実施に向けて、医

師会などと調整を図ってまいります。 

 次に、５歳児健康診査につきましては、３歳児健診以降から就学児健診まで、切れ目のない母子保健の提供を

目的としております。心身の異常の早期発見や育児上の問題等を健診内容としており、国は原則として集団健診

により実施するものとしております。現在市で行っております個別健診とは異なる方法による実施となりますの

で、医師会との協議を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 伺いました。１か月児健診は、令和６年度に準備が整い次第、早期に実施できるようにしてい

るということを伺いました。 

 再質問ですが、切れ目ない支援、伴走型相談支援体制は大事です。今後行われる１か月児健診は、虐待の予防

及び早期発見のためにも、個別健診後、関係機関との連携やフォロー体制はどのようになるのか伺います。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 生後１か月児健康診査の結果は、保健師などの専門職が確認し、子どもの発育状況や母親の体調などを支援が

必要であると判断した場合は、地区を担当する保健師が対応してまいります。加えて医療機関と連携を密に行う

など、健康診査の結果等の情報を活用し、伴走型相談支援の効果的な実施となるようフォロー体制づくりを目指

してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 １か月児健診後のフォロー体制は分かりました。また、先ほど５歳児健診は集団健診というこ



 

とで医師会と協議している点伺いました。先進的に行っている葛飾区においては、2015年から５歳児健診を実

施、対象者が毎年3,500人に上るため、まずは保護者にアンケートを行い、その後、保護者の心配度が高い場合

は幼稚園や保育園に心理士が訪問し、集団遊びの様子を観察し、必要に応じ専門医につなげる等、独自で行って

います。本市とほぼ対象人数が類似しています。参考にしていただき、引き続き準備が整い次第すぐに対応がで

きるよう、よろしくお願いいたします。 

 次に、イの屈折検査機器による視力検査について伺います。 

 子どもの目の機能は３歳頃までに急速に発達し、６歳から８歳までにほぼ完成すると言われております。その

ため、３歳児健診の視力検査において、弱視や目の異常を早期に発見し、治療を行うことによって視力低下も防

がれると専門家はおっしゃっております。国は、令和４年２月に３歳児健診の視覚検査に関する体制整備ととも

に、屈折検査機器の購入費に対しても２分の１の補助金が受けられます。 

 そこで、本市においても３歳児健診での視力検査を早期に開始すべきと考えます。屈折検査機器を用いて、弱

視や斜視の早期発見のための視力検査について伺います。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 屈折異常や斜視に伴う弱視は、日常生活では気づかれないことが多いことから、発育が進み視力検査が可能と

なる３歳児に対して屈折検査を実施し、異常の早期発見に努めることが重要となります。そこで、本市は次年度

に屈折検査機器を２台購入する予定としており、本市保健師が３歳児健康診査の受診者全員に対して検査を実施

してまいります。なお、次年度は３歳児健康診査を年50回程度実施し、約3,000人の受診を見込んでおります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 次年度、令和６年度から本市保健師による検査を実施することを伺いました。 

 そこで再質問いたします。屈折検査の実施時期や、どのような実施方法なのか、対象者に対してどのように周

知するのか、また、異常と判定された場合どのように対応するのか伺います。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 初めに、屈折検査の実施時期及び実施方法についてでございます。新年度に速やかに屈折検査機器を調達し、

準備が整い次第、３歳児の集団歯科健康診査と併せて屈折検査を開始したいと考えております。 

 次に、市民に対する周知についてでございます。屈折検査の実施に当たっては、３歳児健康診査の通知に屈折

検査のお知らせを同封するほか、市公式ウェブサイトでも検査内容についてお知らせをしていく予定としており

ます。 

 最後に、屈折検査で異常と判断された場合の対応についてです。屈折検査は、異常の疑いのある人の発見を目

的とするスクリーニング検査となります。異常と判定され精密検査の対象となった方が、速やかに精密検査を行

える医療機関に受診できるよう、医師会と協議を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 ３歳児集団歯科健診に併せて行うということ、また、異常な判定が出た場合は医療機関との連

携を協議していることを伺いました。開始時期が決まり次第、速やかによろしくお願いいたします。 

 この項目は終わります。 

 最後に、(2)人間ドックの費用助成について、アとイを一緒に一括で伺います。 



 

 現在、本市の国保加入者で39歳以下の方は２万3,000円の費用助成を、また、2019年から40歳から74歳までの

方に対しても１万円の助成を開始しています。受診結果は市の特定健診の受診済みに反映され、異常値の場合、

保健指導も受けられます。また、病院施設によっては市が発行しているがん検診、例えば子宮がん検診やマンモ

グラフィー検診なども一緒に受けられます。 

 そこで、市の受診件数をはじめ、現状と課題を伺います。 

 次に、イの脳ドックに対しても費用助成できないか伺います。全ての病気は早期発見、早期治療が大変重要で

す。特に、脳疾患は発症し、重篤な場合、寝たきりや麻痺が残るときもあります。その後の日常生活に大きく影

響します。脳ドックの費用助成を導入していただければ受診するきっかけになり、結果、脳疾患の早期発見につ

ながると考えます。また、市民からの強い要望も受けています。ぜひ脳ドックに対しても費用助成できないか伺

います。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 初めに、ア、現状と課題についてお答えします。 

 本市では、国民健康保険被保険者を対象に、健康意識の向上及び疾病の早期発見や重症化予防のため、人間ド

ック費用の助成を行っております。令和４年度の実績といたしましては、40歳未満の方が65件、40歳以上の方が

466件の申請件数となっております。課題といたしましては、比較的若年層の申請件数が少ないため、今後はＳ

ＮＳなどを活用し制度の周知を図るなど、若年層へのアピール強化に努める必要があるものと認識しておりま

す。 

 続いて、イの脳ドックへの費用助成についてお答えします。脳ドックを受けるメリットといたしましては、脳

卒中をはじめとする脳疾患につながる危険な兆候を見つけられるため、早期発見と重症化予防につなげていくこ

とができ、健康寿命の延伸につながるものと考えられます。近年では、脳ドックの費用助成を導入する自治体も

増えておりますことから、本市においても、脳ドックの費用助成の導入に向け、研究を進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 伺いました。39歳までの方は65件、40歳から74歳までが466件ということで、受診件数が少な

いように思います。また、脳ドックについてはメリットとともに、近年では導入する自治体も増えている点か

ら、本市も研究を進めていきたいということです。 

 そこで伺いますが、近隣市の助成額と件数を含め、人間ドックの実施状況、本市の特色について、併せて脳ド

ック費用助成を行っている近隣市の実施状況も伺います。また、人間ドックの助成額の引上げ及び受診率向上に

ついて、市の考えを伺います。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 近隣市の人間ドックの助成額と助成件数でございますが、いずれも40歳以上の国民健康保険被保険者を対象

に、令和４年度実績で、松戸市では１万5,000円を上限に2,232件、船橋市では１万3,000円を上限に3,958件、柏

市は１万円を上限に3,656件の費用助成を行っております。 

 次に、本市の特色といたしましては、若年層からの生活習慣病予防のため、県内各市に先駆けて40歳未満の被

保険者を対象に、２万3,000円を上限とした費用助成を行っており、40歳以上の被保険者には１万円を上限に費

用助成を行っております。また、脳ドック費用助成を行っている近隣自治体でございますが、船橋市、柏市、浦

安市で実施しております。 



 

 最後に、助成額の引上げに関する本市の考えでございますが、引き続き近隣市の実施状況等を調査研究してま

いります。受診率向上につきましても、他市の手法を参考にし、人間ドックを受診しやすい環境とするため申請

方法を工夫するなど、さらなる受診率向上に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 浅野議員。 

○浅野さち議員 近隣市の状況を確認できました。件数だけを見ると本市より約８倍以上受けているということ

が分かりました。こんなに差があるんだなと。助成額は、市川市は１万円に対して他市は3,000から5,000円ほど

助成額が高い。周知や助成額だけではなく受診の仕方もあるようです。調べてみましたら、船橋市は受診券を使

用して、指定された医療機関であれば、人間ドックは１万3,000円、脳ドックは１万円が減額されて自己負担の

みで、その場で完結します。松戸市や流山市も同じようなやり方です。市川市は、人間ドック受けた後、結果を

添付し、費用助成を申請し、振り込まれるまで期間を要すること、また手間がかかること、こういうことで件数

が増えないのではないかと考えます。 

 今後、近隣市の手続の仕方をしっかり研究していただいて、40歳以上の人間ドック費用助成の助成額の拡大

を、また脳ドックの費用助成はぜひ開始していただきたいと強く要望いたします。 

 最後に、本市は健康寿命日本一に向けた施策を進めています。人間ドックや脳ドックをきっかけに、病気の早

期・発見早期治療によって健康寿命の延伸につながります。引き続き注視し、今後も質問してまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 この際、暫時休憩いたします。 

午前11時55分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後１時開議 

○つちや正順副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１一般質問を継続いたします。 

 青山ひろかず議員。 

○青山ひろかず議員 こんにちは。清風いちかわの青山ひろかずでございます。通告に従いまして一問一答で質

問いたします。よろしくお願いいたします。 

 初めに、能登半島地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。また、一日も早い復興を願って

やみません。 

 それではまず、塩浜地域のまちづくりについて伺います。 

 令和６年となり、はや３月に入り、海は既に春の様子が見られ、小さなハゼ、カレイが見られるよと聞いてお

ります。過日、２月４日と３月３日に塩浜の市川漁港で、市川市漁業協同組合が主催する朝市が開かれました。

新鮮な魚介類の販売や三番瀬の展示などがある、２月はあいにくの雨の中、また３月は晴天に恵まれ、両日とも

お客様でにぎわっておりました。私が伺った３月は晴天に恵まれ、両日ともお客様は絶えることがなかったよう

です。私が伺った３月も大盛況で、キッチンカーも出店し、大変にぎやかでした。新鮮な魚介類の販売はもちろ

ん人気でしたが、三番瀬の展示、ノリ網を活用し、ノリ養殖の柵に見立てて、そこからノリを手摘みするという

体験イベントも、多くの親子が楽しんでいらっしゃいました。 

 田中市長は就任以来、塩浜と三番瀬の再生を掲げ、実際に漁業者や環境ＮＰＯなどと対話を行い、この再生を



 

進めていくことを発表されました。現在は再生に向けたモニタリングの最中であり、具体的な再生の事業が行わ

れているわけではありませんが、一方で、このように塩浜の海岸線において活気が生まれているというのも事実

だと思っております。朝市も、漁業協同組合が自ら発案し、環境ＮＰＯとともに開催したもので、また、昨年の

秋には三番瀬まつりが開催されました。この三番瀬まつりも、市川市と漁業協同組合、環境ＮＰＯが協力し、漁

港において開催されたものでした。久しく行っていなかった三番瀬まつりですが、私も実際に祭りに行きました

が、大盛況でした。このように、新しい再生に向けた新しい動きが見られ、着実に進んでいると思います。現在

は、漁協と環境ＮＰＯなどが協働し、生物の揺り籠となる海藻の一種、アマモの養殖や、木の枝を束ねたものを

使った漁であるボサ漁の実験を行っていると聞いています。ボサ漁では市川市の梨の剪定枝を使い、それを束ね

て海中に座礁をつくるというもので、漁師と農家が共同し行っているとのことです。これも田中市長の掲げる塩

浜の再生指針を発端とした新しい動きであることは言うまでもありません。 

 さて、市長は塩浜の地先に、三番瀬の海域内でしゅんせつした砂を活用し、覆砂を行って干潟を整備されよう

としています。皆様も御存じかと思いますが、船橋三番瀬海浜公園は、元々は直立護岸に仕切られた人工の島の

一辺であり、市川仮航路でありました。それを1970年に市川航路の開削によって出たしゅんせつ土砂を使い、船

橋市塩見町地先に覆砂し海浜をつくったものです。その後、三番瀬の風や波による浸食によって干潟として残り

ました。人工的につくられた、今も豊かな生態系を持っています。船橋市の海浜公園だけでなく、こうした人工

的な干潟は多くの方に親しまれています。近年研究も進み、干潟の再生が各地で行われている中で、今回市長は

覆砂による干潟再生を証明されました。海岸線の浸水域の安全性と生物多様性の再生に取り組もうとされている

ことについて、新しい再生の時代にかじを切ったと思います。私も同意するところであり、漁業関係者などから

多く賛意を得ているものと感じています。 

 先ほど触れた三番瀬まつりでは、市長が進める塩浜の再生について展示も行われ、多くの参加者がこれに関心

を示していたことも私には印象的でした。実際には、まだ干潟再生に向けた工事に入っていませんが、市民の間

では、塩浜と三番瀬に関する関心や、漁業や地場産業に関する関心が少しずつ変わってきていると感じていま

す。しかし、もっと多くの方に関心を持っていただきたいと希望するところです。 

 そこで、大きく４つについてお伺いします。 

 まず、干潟再生に向けて、地域の活動が多くの市民にもっと関心を持ってもらうために、市としてどのように

サポートしていくのか、お伺いしたいと思います。また、今後どのように取り組むのか、現在のお考えをお聞か

せください。 

○つちや正順副議長 秋本行徳支所長。 

○秋本賢一行徳支所長 お答えいたします。 

 本市は、塩浜地区のまちづくりの１つとして、三番瀬の貴重な自然環境を生かし、市民が海に直接触れられる

憩いの場を創出するため、塩浜２丁目階段式護岸前面の干潟整備に取り組んでおります。この取組を進める中

で、三番瀬の自然や漁業、地場産業への関心を高めるため、市川市漁業協同組合や関係団体、地域の方々の活動

に対してサポートを行っております。主なものといたしましては、まず、漁業協同組合に対しては、漁業資源と

なる稚魚、稚貝の放流などの水産業振興事業に補助金を交付するほか、組合が市川の水産業のアピールとその活

性化を目的に実施する朝市では、市川漁港内に開催場所を提供するとともに、市公式ウェブサイトやＳＮＳなど

を活用して市民への周知を行っております。また、地元の有志の方が保育園や小学校で開催しているノリすき体

験におきましては、本市から用具の貸出しを行うなどのサポートもしております。このほか、昨年10月に開催し

たいちかわ三番瀬まつりでは、漁業協同組合には漁で取れた魚介類の水揚げの実演、販売、親子で漁船に乗船し

ての漁場見学会の実施、市民団体には干潟に生息する生き物の展示、説明などの協力をいただき、御来場の方々



 

に三番瀬の自然や漁業に関心を持っていただいたところであります。 

 次に、今後の取組についてであります。これまで申し上げたサポートにつきましては、今後も継続してまいり

ます。加えて、三番瀬への市民の関心を高めるには、活動をサポートするだけでなく、三番瀬まつりでの事例を

申し上げたように、地域の方々と行政との連携や協働が必要であると認識をしております。そのため、令和６年

度におきましては、新たに地域で活動する方々とともに、ボサ漁体験とアマモの移植による藻場の再生に取り組

んでまいります。ボサ漁体験は、梨の剪定枝を活用した昔ながらのボサ漁を市民の方に体験していただき、引き

上げられた海洋生物を観察することで、三番瀬の自然を知る機会になります。二酸化炭素の吸収源として期待さ

れるアマモについては、三番瀬への植えつけを市民の方に見学していただくことで、カーボンニュートラルへの

意識の向上につなげてまいります。また、これらの取組を「広報いちかわ」や市公式ウェブサイト等を用いて発

信してまいります。これまでのサポートを継続し、さらに協働による事業を行うことで、地域の活動がより充実

したものとなり、それらを様々な手法で発信することで、三番瀬に対する市民の皆様の関心を高めていきたいと

考えております。 

 以上であります。 

○つちや正順副議長 青山議員。 

○青山ひろかず議員 ありがとうございました。 

 次に、規模についてです。また、今回構想されている覆砂では、幅100ｍ、奥行き50ｍの干潟が干潮時に出現

するものです。船橋の三番瀬海浜公園の場合、西の東浜と合わせると幅が1,000ｍを超えます。これと比較する

といかにも小さいと感じざるを得ません。規模を拡大できないものか、現在のお考えをお伺いします。 

 あわせて、干潟整備の進捗状況と今後の進め方についても伺います。 

○つちや正順副議長 秋本行徳支所長。 

○秋本賢一行徳支所長 お答えいたします。 

 初めに、干潟整備の進捗状況でありますが、モニタリング調査を本年度から行っており、工事完了の翌年まで

毎年度実施する予定であります。また、令和６年１月には、現況の水深や地形を把握し干潟整備の設計に反映さ

せるため、現場周辺海域幅約1.5km、奥行き約１kmの範囲で深浅測量を実施したところであります。 

 次に、今後の進め方につきましては、令和７年度に事前覆砂を実施し、砂つき具合を検証した後に、８年度に

干潟整備の実施設計、９年度、10年度に整備工事を行い、11年度、モニタリング調査によって整備海域の環境変

化を評価した後、干潟の供用開始を予定しております。 

 最後に、干潟の規模であります。本市はこれまで県に対し幅100ｍ、奥行き50ｍの大きさで干潟整備を要望し

てきた経緯もありますことから、まずはこの広さで整備を行うことといたしました。規模拡大につきましては、

利用状況や市民、関係団体の意見等を伺うなど、その必要性をしっかりと検証した上で、将来的な課題として研

究、検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 青山議員。 

○青山ひろかず議員 ありがとうございました。これからもうちょっと幅を広げてもらわないと、せっかくつく

った干潟がプールになっちゃいますので、ぜひともよろしくお願いします。 

 では、３点目に公園の総合的な構想についてです。 

 塩浜三番瀬公園について、干潟を整備した後、公園も再整備されると思いますが、今のうちに再整備の構想を

練り、スピード感を持って地域の方々が安全に快適に海に親しめるような設備を設置すべきだと考えます。市の

考え方をお伺いします。 



 

○つちや正順副議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 塩浜三番瀬公園は、市川塩浜第１期土地区画整理事業で整備し、令和３年度に開設した約6,300㎡の街区公園

です。公園内には、複合遊具１基、ベンチ６脚、水飲み場、照明等を整備、クロマツ３本を植栽、令和４年度に

は仮設トイレを設置しております。現在、公園に隣接する塩浜２丁目の市有地は、年間を通じて人々がスポーツ

に親しむほか、海辺の特性を生かした魅力的な場所を目指し、仮称塩浜マリンパークの計画を進めています。三

番瀬公園の再整備につきましては、干潟の整備や仮称塩浜マリンパークの計画などに合わせて検討してまいりま

す。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 青山議員。 

○青山ひろかず議員 ありがとうございました。３点目については、公園の整備をこれから進めていくというこ

とでした。 

 ４点目、次に、塩浜地域のまちづくりについては、先順位者の答弁で、市川塩浜駅の市有地活用の調査検討内

容と今後については理解しました。しかしながら、この塩浜２丁目の海辺への交通アクセスは決してよいとは思

えません。駅から徒歩圏内ではあるものの、車で行徳地域から向かうと、国道357号線の交差点を横断しなけれ

ばならないし、そのほかの地域から目指していくには、平日も休日も常に渋滞している国道を使わなければなら

ない位置にあります。公共交通の活用についても検討しているようですが、にぎわいのある町をつくり出すため

には、施設計画と合わせて交通アクセスも検討することが大変重要なことと思います。現在の交通混雑や渋滞解

消について何か考えているのか。また、路線バスを充実させることは考えているのか伺います。 

○つちや正順副議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 塩浜三番瀬公園方面への交通アクセスとして、自動車を利用する場合は国道357号を通過しなければなりませ

ん。行徳駅方面から向かう場合は、行徳駅前通りが接続する千鳥町交差点と、南行徳方面から向かう場合は南行

徳駅前通りが接続する塩浜交差点がございます。両交差点とも南北方向から向かう場合には交差点付近が大型車

等で混雑するなど、市民の中には塩浜方面への交通アクセスが負担と感じる方もいらっしゃいます。現在、国で

は当該国道の渋滞解消等を目的として、塩浜交差点を含む塩浜３丁目から浦安市弁天４丁目までの区間で塩浜立

体区間とした改築事業の工事を進めております。工事は、東京方面と千葉方面の本線部分を立体化することによ

り、交差点に入る車両と本線を通行する車両とを分離して渋滞の緩和を図る計画とされております。これによ

り、南行徳方面からアクセスする車両については、完成後、高架下を通行することによりスムーズな移動になる

ことが期待できます。現在までの進捗状況としましては、これまでに高架部分の橋台工事が完了し、令和５年度

からは橋の上部工事が着手されております。なお、完成時期は未定とのことでございます。 

 一方、千鳥町交差点は既に立体化が完了しており、塩浜交差点における立体化の完成後は、南行徳地域や浦安

地域からの交通の流れが改善されるなど、千鳥町交差点の渋滞緩和にもつながるものと考えております。 

 次に、路線バスの運行についてですが、現在、ＪＲ市川塩浜駅には３系統の路線バスが乗り入れております。

この３系統は、平日の朝７時台から夜23時台までで運行本数は合計40本、土休日は合計で24本であり、朝夕の時

間帯以外では１時間に多くて２本程度でございます。このため、路線バスとしては本数が少なく利用しづらいな

どの課題が残されていることから、現状の利用動向のほか、今後のまちづくりの計画に基づく施設への来訪者等

の傾向等について関係部署と情報共有を図った上で、この地区の運行事業者である京成トランジットバスと協議

してまいります。 



 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 青山議員。 

○青山ひろかず議員 ありがとうございました。バスの路線も考えているということで、ひとつほっとしまし

た。 

 再質問。コミュニティバスについて、国道においては今後の改善に関する内容と、市川塩浜駅へ路線バスの状

況は分かりましたが、市有地の利用が具体的になり大勢の市民が利用する施設となったら、コミュニティバスの

新路線など検討するなどもよいと思いますが、これについてお伺いします。 

○つちや正順副議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 コミュニティバスは、公共交通の利用が不便な地域を解消するための公共交通手段であります。また、原則と

してバス運行事業者の既存のルートと重複しないよう配慮しなければならないとされております。このようなこ

とから、現状、市川塩浜駅周辺については導入への課題が多い地域となっております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 青山議員。 

○青山ひろかず議員 ありがとうございました。せっかく公園も整備して、干潟もつくるのであるので、ぜひと

もコミュニティバスの活用を生かしてもらいたいと思います。今、行徳ルートと、南行徳ルートでコミュニティ

バスの実証実験が行われていますが、あのバスの路線をもっと延伸して、時間帯の交通の本数も増やしてもらう

と、もっともっとにぎわいのまちづくりが活況を呈してくるんではないかと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、大項目２つ目の民間の福祉施設等に従事する介護職員への支援についてです。 

 支援の現状と課題に対する本市の認識についてお伺いします。 

 介護の仕事は、大変で給料が安いといったイメージがあり、人材の確保が難しいと言われています。私は、実

際に現場で働く職員から、介護職員の不足により職員一人一人にかかる負担が大きい、勤務体制に余裕がなく十

分な休憩時間の確保ができない、時間的に余裕がないためレクリエーションに十分な時間をかけられないときが

ある、仕事がきつく、余暇を利用しての研修や資格取得のための勉強などをする時間、体力、気力が生まれてこ

ない、１日の仕事の拘束時間が長く、ハードな仕事であるのに対し、対価として賃金が低い、このため離職率が

高いなどといった声を聞いています。介護職員からこのような声があるにもかかわらず、今後の介護ニーズはま

すます高まっていき、介護人材の不足はさらに拍車がかかると思います。 

 そこでお尋ねします。介護職員への市の支援として、介護職員の人材不足における支援の現状及び課題とし

て、その認識についてお伺いします。 

○つちや正順副議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 2025年には団塊の世代が75歳以上のゴールドシニアとなり、高齢化がより進展する見込み

であり、介護を必要とする高齢者はこれまで以上に増加していくことが見込まれています。2021年に国が公表し

た第８期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数についての報告では、介護職員の必要数は、2025年度には

約243万人、2040年度には約280万人になると見込んでいます。また、同報告によりますと、千葉県における介護

職員の不足数について、2025年度に約7,000人、2040年度には約３万1,000人と見込んでおり、本市においても職

員不足は同様の傾向であると認識しています。このため、市内の介護サービス事業所が今後の介護ニーズに応え

られるように、必要な介護人材の確保について支援していくことが課題であると考えております。 

 介護職員の処遇については、国の介護報酬の改定や処遇改善加算等の改善により徐々に見直されていますが、



 

制度の複雑さや事務負担を理由に処遇改善加算の申請をしていない事業所もあるため、多くの介護職員の処遇改

善に反映されていない状況であります。また、介護経験のない方などについても、介護分野への参入を促してい

くことも重要であると考えています。このため、本市では介護に関する入門的研修を実施し、介護の基本知識を

学ぶほか、職場体験や介護事業所へのマッチング支援を通じて介護の現場を体感できる機会を提供しています。

本研修においては、介護経験のない方には介護に触れるきっかけづくりとなり、介護が身近なものであるという

ことを感じていただき、現在家族の介護をしている方には、家族介護の考え方や実習でおむつの交換や車椅子へ

の移動方法などの体験をすることができます。研修に参加した方が、介護に対する正しい理解を持ち、介護に対

する不安を払拭することにより、介護人材の確保につながっていくものと考えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 青山議員。 

○青山ひろかず議員 御答弁ありがとうございました。今後、団塊の世代が75歳以上になり、介護を必要とする

高齢者はますます増加していく見込みであります。国の報告によると、千葉県の介護職員については、2025年に

約7,000人、2040年に約３万1,000人の介護職員が不足すると見込まれていること。市川市においても同様の傾向

であると思います。そして、課題としては、必要な人材を確保できるように支援していくとのことでした。ま

た、介護人材の確保策として介護職員への処遇改善とともに、介護未経験者を介護職場につなぐために入門的研

修を実施していること、現状の課題について伺いました。介護人材の確保、これは喫緊の大きな課題だと私は思

います。 

 そこで、今後についてです。今後、介護ニーズが高まっていく中で、ニーズに対応できるだけの介護人材を確

保していくために、市としてどのような支援をしていくのかお聞かせください。 

○つちや正順副議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 介護職員の処遇につきましては、国の定める介護保険制度の枠組みの中で行われているも

のであり、令和６年度の介護保険法の改正により、介護サービス事業所の処遇改善加算の取得率は向上するもの

と考えております。このため、介護サービス事業所に対しましては処遇改善加算の申請がなされるように、丁寧

な説明とともに取得手続等に関する支援をしてまいります。また、介護に関する入門的研修では、令和６年度か

らより多くの方が受講できるように定員数を拡大してまいります。 

 介護人材を確保していくためには、介護サービス事業所の意向を把握していくことも重要であると認識してい

ます。令和４年度に市内の事業所を対象に実施いたしました介護人材実態調査において、事業所から市に求める

取組としては、研修や助成制度の充実、またマッチング支援、そして介護職の魅力発信などが挙げられていまし

た。介護職員の魅力発信については、介護の仕事に関する大変そうなどのマイナスイメージを和らげるため、介

護の仕事に対するやりがいや働きやすさなどの魅力を多くの方に理解してもらうことが重要であります。このた

め、今年度から市内大学との連携等に関する包括協定書に基づきまして、これから働き始める方が介護職を目指

すきっかけとして、学生が介護サービス事業所でボランティアを行い、介護についての知識を身につけ正しい理

解をしてもらう機会を設けたところであり、今後も介護職員の魅力発信に努めてまいります。さらに、国や県に

おいて介護ロボットやＩＣＴの導入に関する支援を実施しておりますが、実際に市内で導入している介護サービ

ス事業者は少ない状況でありますので、限られた介護人材の中で、介護の業務効率を向上できるよう、引き続き

導入を促してまいります。 

 今後、介護人材の確保につきましては、引き続き市の事業を継続して実施していくとともに、介護サービス事

業所に対しては必要な支援をしていくことで、今後高まる介護ニーズに応えられるように努めてまいります。 

 以上でございます。 



 

○つちや正順副議長 青山議員。 

○青山ひろかず議員 御答弁ありがとうございました。まず、介護サービス事業所が処遇改善加算を取得してい

くように手続等の支援をしていくとのこと。また、入門的研修では受講人数を拡大していくこと。また、今年度

からは市内の大学生が介護の現場を知る機会を設けるなど、引き続き介護職の魅力発信をしていくこと。最後

に、介護ロボットやＩＣＴについても介護事業者へ導入を促していくということでした。人材確保については、

このほかに、例えば「広報いちかわ」などに介護職員の求人を掲載したり、給料面での支援としては現在市でも

実施していますが、資格取得のための補助を拡大することや、介護職員のスキルアップのために研修を市が主催

して行うなど、新たな支援についても今後検討していっていただきたいと思います。 

 冒頭に、部長の答弁にありましたように、団塊の世代が75歳以上になる2025年を境に、高齢者はますます増え

ていきます。その中で、介護職員に期待される役割は一層大きくなると考えますので、引き続き介護職員の人材

確保のために努めていくよう要望し、この質問を終了いたします。ありがとうございました。 

 次に、消防・救急行政でございます。 

 南消防署の建て替えに向けた進捗状況及び今後の進め方についてお伺いします。 

 南消防署の建て替えに向けた進捗状況及び今後の進め方についてです。南消防署の建て替えについては、行徳

地域の消防力の向上のため、老朽化した南消防署建て替えをはじめ、出張所の新設や防災拠点施設の整備を進め

ていると伺っていましたが、昨年６月の定例会での私の一般質問に対して、計画の見直しを図り事業を進めてい

くという答弁でありました。 

 そこで、現在の進捗状況、また今後の進め方についてお伺いします。 

○つちや正順副議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 これまで老朽化した南消防署の建て替えと併せて、災害拠点施設を一体的に整備する計画として地権者と交渉

を重ねてまいりましたが、条件が合わず、合意に至りませんでした。このため、南消防署の建て替えと災害拠点

施設との一体整備を見直し、まずは、行徳地域の消防体制の要となる南消防署の建て替えを優先することといた

しました。市長からも、遅滞なく事業を進めるよう指示を受けておりますことから、関係部署と連携を図り、事

業の早期実現に向け進めてまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 青山議員。 

○青山ひろかず議員 ありがとうございました。行徳も、もう人口約17万、隣の浦安とほぼ変わらない人口にな

ってまいりました。この行徳地域の消防署の構造は、行徳市民の安心、安全につながる大変重要な施策でありま

す。市長も遅滞なく進めよということで力強い応援をいただきました。ぜひとも早くその場所を探して南消防署

建て替えを進めてください。お願い申し上げます。御答弁ありがとうございました。 

 次に、救急搬送時の医療機関との連携について伺います。 

 今までよく耳にしていたのが、救急車が来ても医療機関が見つからず路上で待機しているのをよく見かけま

す。もちろんその光景も今もあり、重大な問題となっていますが、それだけでなく、病院に救急車が長時間とど

まっていることがあります。 

 医療機関との連携はどのようになっているのか、現状と課題、今後の対応についてお伺いします。 

○つちや正順副議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 救急車が医療機関に長時間とどまっていることについてでございますが、御指摘のとおり、搬送先の医療機関



 

で救急車が待機する時間は増加傾向にあります。昨年の病院待機時間は平均約38分で、コロナ禍前の令和元年と

比べますと約６分長くなっております。救急車が医療機関に長時間待機するケースといたしましては、他市を含

む複数の救急車が同じ医療機関に傷病者を搬送した場合など、救急外来の収容人員を超えることがあり、一時的

に傷病者に救急車内で待機していただくことがございます。このような場合の傷病者の管理における医療機関と

の連携体制については、まず、医療機関に到着した救急車に看護師などが乗り込み、傷病者の緊急度や重症度な

どを判定するトリアージを行い、その場で緊急性が高いと判断された場合は、速やかに処置室で治療が開始され

ます。また、緊急性が低いと判断された場合は、救急車内で一時的に待機することになりますが、救急隊が常時

傷病者を観察し、傷病者の容体が急変した場合には速やかに医師に引き継ぎ治療が行える体制を整えておりま

す。 

 課題につきましては、救急車が医療機関に長時間とどまることは、その救急車は活動を継続しているために新

たな救急要請に対して出動ができないといった状況が懸念されるところであります。この同一の医療機関に救急

搬送が重なる要因の一つとして、救急出動件数の増加による影響があると考えております。本市の救急出動件数

は昨年２万8,844件あり、過去最多を記録した令和４年を1,730件上回り、過去最多出動件数を更新いたしまし

た。１日平均79件の救急出動があり、特に人々が活動する午前８時頃から午後７時頃にかけては出動件数が多

く、医療機関に救急車が集中する状況となっております。 

 今後の対応といたしましては、救急車の適正利用について広報を続けるとともに、搬送先医療機関の選定につ

きましては、医療機関検索システムや傷病者一斉照会システムなどデジタル技術を積極的に活用し、各医療機関

や関係部署とも連携しながら、同一の医療機関に救急搬送が集中しないよう調整を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 青山議員。 

○青山ひろかず議員 ありがとうございました。本市の救急出動件数については、令和５年に２万8,844件、こ

れは過去最多の件数であった前年の令和４年と比べ、1,730件増えて過去最高を更新したことで分かりました。

これからますます高齢化が進むことによって、救急車の要請はさらに増加することが予想されます。ぜひとも、

救急車の充実と医療機関との連携強化をお願いしたいと思います。また、南消防署の建て替えも一緒に行っても

らい、箱物ができなければ救急車両とか消防車両も駐車できません。ですから、今の南消防署の1.5倍――約２

倍の大きさがないと、やはりこの行徳の医療体制、救急とか消防体制は充実していかないと考えます。ぜひとも

市長、遅滞なく南消防署建て替えをよろしくお願いいたします。これは行徳の喫緊の課題でありますので、よろ

しくお願いいたします。 

 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○つちや正順副議長 西村敦議員。 

○西村 敦議員 こんにちは、公明党の西村敦でございます。通告に従いまして、一問一答にて一般質問を行い

ます。よろしくお願いいたします。 

 最初の質問は、防災行政についてでございます。 

 石川県で元日に最大震度７を観測した能登半島地震の発生から２か月以上が経過いたしました。２月末時点の

県内の死者は241名で、うち災害関連死は15人、連絡の取れない安否不明者は７人で、住宅被害は７万5,000棟を

超え、避難所にはなお１万1,400人余りが身を寄せ、うちホテルや旅館などへの２次避難者は4,733人となってお

ります。改めて犠牲になられた方々の御冥福をお祈りするとともに、被災された全ての皆様にお見舞いを申し上

げます。今回の地震は複数の活断層が連動し、マグニチュード7.6という非常に大きな地震が発生し、能登半島



 

の北岸では広い範囲で地盤が隆起し、南岸では沈降も見られました。同様に海底でも隆起と沈降があり、津波が

発生いたしました。活断層の位置が沿岸部に近かったため、珠洲市では地震発生の１分後には津波の第１波が押

し寄せ、日本海が遠浅という影響もあって広範囲に津波による浸水被害が発生しました。 

 そこでまず、(1)として、能登半島地震のメカニズムと本市への影響についてですが、今回の地震はプレート

内で発生した逆断層型の地震と言われております。当然、本市においても同様の地震が発生する可能性があるわ

けです。本市では、令和４年度から実施している地震被害想定調査に対してどのような影響があるのか、最初に

伺います。 

○つちや正順副議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 本市が見直しを進めています地震被害想定調査は、東京湾直下地震、千葉県北西部直下地震、大正型関東地震

の実際に発生が危惧されている３つの地震を想定地震として調査を行っております。これらの地震は、プレート

内で発生する地震とプレートの境界で発生する地震の両方のタイプとなっており、能登半島地震のプレート内地

震もこの想定に含まれていることから、本市の地震被害想定に影響はないものと考えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 はい、分かりました。プレート内地震は想定しているということでしたので、次に移ります。 

 今回の地震は、細長く突き出した半島型地震ということであったため、道路の寸断が複数箇所で発生し、救助

活動を困難にしました。海岸線の地盤が隆起したことから海からの救助ができないという事態にもなっていまし

た。また、真冬の大変に寒い時期の災害であったため、避難所ではインフルエンザやコロナによる感染被害も見

られました。今回の、地震災害は様々な要素が重なった状況下でもありましたが、課題も多く浮き彫りになって

います。 

 その点を踏まえて、全般的な課題を受けての本市の影響について、今後の本市の防災の取組についてどのよう

に反映させていくのか、再度質問させていただきます。 

○つちや正順副議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 能登半島地震では、地形的な状況による支援の入りにくさなどの問題もありましたが、職員の被災や外部から

の派遣職員の活動体制、指定避難所以外の避難所への支援、長引く断水など多くの課題が出ております。災害へ

の備えは実際の災害対応における教訓を生かすことが非常に重要であり、本市でも、阪神・淡路大震災や東日本

大震災など過去の教訓を生かし、地域防災計画や各種マニュアルなどを見直ししております。能登半島地震で

も、今後あらゆる角度から分析が行われることになりますので、課題等を精査しながら本市の対策に生かしてい

く考えでおります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 分かりました。避難所支援の在り方ですとか断水ですね、今回、断水に対する対策。あと様々

な教訓を生かして計画やマニュアルに反映させていくということですので、実効性のあるものに早急に進めてい

ただきますよう、ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、(2)として帰宅困難者対策について聞いていきます。 

 13年前の東日本大震災のときに、特に課題の大きかった帰宅困難者の対策です。東京湾北部地震、また首都直

下地震が起こった場合には、13年前の比ではないということはもう明らかであります。都の試算によると、都内



 

に通勤通学する人も加えた昼間の人口は1,675万人、都の被害想定では最大で453万人が帰宅困難になるとしてい

ます。しかし、受入れ体制の問題などで一時滞在施設の確保は進まず、45万人分にとどまっています。都は条例

を施行し、企業などに３日間の食料や水を備蓄し、災害時に従業員らを事業所にとどめる帰宅抑制を求めていま

す。帰宅抑制をしないとどうなるのか。道路に人が密集し、群衆雪崩が起きるおそれがあるというふうにされて

います。特に危険なのは、道幅が狭く逃げ場がない橋や歩道橋とされています。東日本大震災のときとは違い、

首都直下地震では、火災や建物の倒壊などで混乱を極める可能性が高く、さらなる負傷者が出ることが予想され

ます。東日本のときに歩いて帰れたから今回も帰ろうと思ってしまうこと、それ自体が大変に危険であるという

ふうに指摘されています。 

 そこで質問します。本市では、東日本大震災以降どのような帰宅困難者対策を行っているのか、現状と課題に

ついてお聞きいたします。 

○つちや正順副議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 帰宅困難者問題が大きくクローズアップされたのは東日本大震災のときであり、本市でも、鉄道の運行停止や

幹線道路の渋滞により、駅周辺や幹線道路沿いを中心に多くの帰宅困難者が発生しました。以降、帰宅困難者対

策については内閣府がガイドラインを発表し、県や市も取組を進めてまいりました。また、首都圏では広域的な

対応が必要となるため、千葉県を含む九都県市と民間事業者が支援協定を締結しております。 

 具体的には、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンドなどと帰宅支援に関する協定

を締結し、災害時帰宅支援ステーションを設置し、徒歩帰宅者に対し水道水やトイレの提供のほか、道路交通情

報などの発信が行われます。本市でも様々な取組を進めており、最も重要となる一斉帰宅の抑制について、広報

紙や市公式ウェブサイトを利用し、むやみに移動を開始しないという基本原則の周知を行っております。また、

家族の安全が確認できれば職場等に待機する方も増えることから、災害用伝言ダイヤルなど安否確認の方法につ

いてもお知らせしております。そのほか、駅周辺の混乱防止策として交通機関や警察などの関係者で構成する市

川市内駅周辺帰宅困難者等対策協議会を設置し、緊急連絡体制などへの意見交換をはじめ、通信訓練や一時滞在

施設への誘導訓練などを実施しております。さらに、一時滞在施設の確保については、駅周辺の民間事業者など

９社と帰宅困難者の支援に関する協定を締結し、協力を依頼しております。このように市でも様々な取組を進め

ておりますが、帰宅困難者は市民のみならず、通勤通学などで市外から本市へ来られている方や、交通機関など

で本市を通過する方なども対象となるため、周知啓発の手法についてはよりよい方法を検討する必要があると考

えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 お聞きしました。コンビニ、ファミレス、ガソリンスタンドですね。これは災害時帰宅支援ス

テーションいうことで、そういったものをはじめ、駅周辺帰宅困難者等対策協議会での訓練実施と、これは何度

かニュースでも取り上げているのを私も拝見させていただいています。 

 また、中でも一時滞在施設の確保については、民間事業者９社と帰宅困難者の支援に関する協定を締結してい

るということですが、具体的な支援内容と帰宅困難者用の備蓄状況について再度伺います。 

○つちや正順副議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 一時滞在施設は、県が指定する現代産業科学館をはじめ文化会館などとなっており、休憩場所の提供のほか、

水道水やトイレの提供、道路や鉄道の状況などについての情報提供を行います。帰宅困難者のための備蓄として



 

は、例えば文化会館では飲料水やクラッカー、毛布などを備蓄しており、そのほか市役所第１庁舎や全日警ホー

ルにも帰宅困難者が立ち寄ることが予想されるため、飲料水などを備蓄しております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 いろんな公共施設でそういった準備をしているということが分かりました。しかし、東日本大

震災のときと首都直下地震では、状況がまるで違うと思います。本市でも、先ほどの答弁でもありましたが、

様々な取組の中で最も重要な一斉帰宅の抑制については、広報やウェブサイトでむやみに移動を開始しないとい

う基本原則の下、周知を行うということでしたが、この点をさらに大きく周知を進めることができないでしょう

か。人が動いてしまえば被害が拡大するおそれが高くなると思います。この点ぜひよろしくいたします。 

 次に移ります。ライフライン被害の対策です。 

 能登半島地震では、生活に欠かせない水道に甚大な被害が生じました。最大で約11万戸が断水したとされ、１

か月、２か月と経過しても、なお地理的条件などが重なり、多くの家庭で断水が続いています。過去の大災害を

見ると、阪神・淡路大震災では約130万戸が断水し、期間は約３か月。東日本大震災では約265万戸、期間は約５

か月間でした。この間、国では水道施設の耐震化を進めてきましたが、主要水道管のうち想定される最大規模の

地震に耐えられる耐震適合率は、全国平均で41.2％にとどまっています。地域差も大きく、７割を超す県がある

一方、９県でまだ３割未満、今回の石川県では36.8％でした。今でも法定耐用年数40年を超えている水道管が２

割を超えています。さらなる老朽化が進む中で、この点、大変に危機感を持ちます。早急に耐震性を高める必要

があると痛切に感じています。 

 そこで質問します。本市でも地震による液状化被害が想定されていますが、水道管の耐震化対策はどの程度行

われているのか伺います。 

○つちや正順副議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 本市でも、東日本大震災のときには塩浜地域などで液状化被害による断水が発生し、給水車による給水活動が

行われました。水道管の耐震化について、厚生労働省の資料によると、導水管や排水本管などの基幹水道管の耐

震適合率は、令和３年度末時点では全国平均は41.2％で、本県は60.3％となっております。一方、令和４年度末

における千葉県が管轄する給水区域全体の耐震適合率は約27％となっております。千葉県企業局では、水道管の

改修や管の継ぎ手を耐震性の高いものに入れ替えるなど、効果的、効率的に耐震化を進めるための調査研究を行

い、緊急かつ重要な施設から計画的に対応するものとしております。 

 本市としても、小学校の受水槽や防災公園に設置している耐震性貯水槽など、断水に備えた飲料水の確保に取

り組んでおります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 千葉県の主要水道管で60.3と、全国よりは上回っています。ただ、区域の管全体で行くと27％

と非常に低い状況が続いています。水道管の耐震化については現状まだ厳しい状況ですが、県の水道局で順次進

めており、市としても飲料水の確保に努めているということが分かりました。 

 次に、ライフライン被害として、特に生活に欠かせないのが電気についてです。基本的には事業者での対応に

なると思いますが、市としてできる対策について見解を伺います。 

○つちや正順副議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 



 

 電気は、明かりや家電製品などに必要なだけでなく、設備の稼働など人々の生活に欠かせないものとなってお

ります。電気被害への対応は電気事業者が実施することになりますが、災害などによる大規模な停電が発生した

場合、避難生活にも大きな影響を及ぼすことになります。そのため、本市は避難所生活で必要となる明かりや携

帯電話などへの充電に利用できるよう、蓄電池とソーラーパネル、また、より容量の大きい発電機なども備蓄し

ております。さらに、電柱などの倒壊による停電や道路閉塞などを防止することにもつながることから、無電柱

化についても推進しているところです。 

 ライフラインは災害時の避難生活を支える重要な要素であるため、引き続き事業者との連携を進めてまいりま

す。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 避難所で蓄電池、またソーラーパネル発電機を備蓄しているということなので、それは分かり

ました。特に、この停電の件ですね。近年、千葉県でも大きな災害による停電の被害が出ておりますので、ぜひ

とも事業者との連携、また情報の伝達も大変大事だと思いますので、日頃からの信頼関係の構築をぜひよろしく

お願いいたします。 

 次に移ります。(4)住宅の耐震化について、街づくり部に聞いてまいります。 

 今回の能登半島地震では、甚大な家屋被害が発生しました。原因としては、現行の耐震基準を満たさない古い

木造家屋が多い地域だったことに加え、極めて強い揺れが長時間続いたこととされています。住宅の安全性を判

断する上で確認したいのが耐震基準です。1981年、国によって耐震性の基準が改正され、新耐震基準が導入され

ました。震度６から７程度でも倒壊しない強さが求められ、阪神・淡路大震災を受けて、さらに2000年に厳格化

されました。最大震度７を観測した今回の能登半島地震では、７万5,000棟以上の家屋が被害を受け、１階部分

が押し潰された木造住宅が目立ち、公表されている犠牲者の多くは家屋倒壊が死因とされています。また、新耐

震基準である1981年から2000年建築の木造住宅でも、今回の震度６強を記録した地域では住宅が全壊するなど、

多大な被害が確認されています。近年、断続的に続いていた地震により家屋にダメージが蓄積されていたという

指摘もされているところです。専門家の調査では、1981年から2000年に建設された木造住宅のうち、約86％で耐

震性が不足し、強い地震で倒壊する可能性があると言われております。 

 そこで質問します。本市の住宅耐震化について、現状がどうなっているのか気になります。これまでの本市の

取組の内容について、現時点での耐震化の状況と課題について伺います。 

○つちや正順副議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 本市の耐震化への取組は、平成16年度に昭和56年以前に建築された旧耐震基準の木造住宅及び共同住宅の所有

者を対象とした耐震診断に関わる補助制度を創設しました。平成20年には建築物の耐震改修の促進に関する法律

に基づく市川市耐震改修促進計画を策定し、平成20年度から設計及び改修工事も補助の対象としております。平

成30年度には、市の補助金を耐震改修等を行った業者へ直接支払うことで、申請者の初期費用の負担を軽減する

ことができる代理受領制度を導入し、手続の改善を図っております。令和２年度には、国の支援制度の見直しに

伴い、戸建て住宅の耐震改修に関わる補助金の限度額及び補助率の引上げを行っております。さらに、令和４年

度には過去の大地震で被害が報告されている平成12年以前に建築された、いわゆる平成旧耐震基準の戸建て住宅

も補助の対象としています。このように、大きな震災や法律の改正ごとに必要に応じて制度の見直しを図ってい

るところでございます。 

 本市における耐震化の状況、いわゆる耐震化率は、市川市耐震改修促進計画の令和３年の改定の際に、平成30



 

年に総務省が実施した住宅・土地統計調査を基に推計値を算出しています。本市の住宅の耐震化率は、戸建て住

宅と共同住宅とを合わせて95％であります。しかし、共同住宅と比較して戸建て住宅の耐震化率が低いことが課

題と捉えているところでございます。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 伺いました。耐震診断から始まり、設計、また改修工事、代理受領制度、補助率の引上げ、そ

して平成旧耐震にも拡大と、随時制度を拡充してきた経緯は分かりました。住宅全体の耐震化率は95％であると

いうことです。課題として挙げられました戸建て住宅の耐震化の促進、中でも能登半島地震では老朽化した高齢

者世帯の住宅被害が多く見られました。今後、本市の考え方として、さらなる耐震性向上の取組としてどのよう

にしていくのか、これについて伺います。 

○つちや正順副議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 これまで補助金額の見直しや補助対象の拡大などにより、戸建て住宅の耐震改修実施件数は緩やかではありま

すが増加してきています。能登半島地震では、主に高齢者がお住まいの旧耐震基準で建築された住宅が多く被害

を受けております。この被害状況を踏まえまして、補助制度を積極的に活用していただけるよう、これまで以上

に制度の周知啓発を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 実施件数は緩やかに伸びているということは分かっています。やはり心配なのは、木造住宅密

集地域ですね、延焼火災を含めて対策が必要かと思います。行徳の旧道沿いなんかにもまだかなりたくさんこう

いった地域が見られます。ぜひ地域を絞るとか、高齢者に絞るとか、ポイントを絞っていただいて啓発する。ま

た、地域に出ていって説明会をもっと開催するとか、補助件数の増加に努めていただき、さらに耐震化を進めて

いっていただきたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、感震ブレーカー設置の普及促進についてです。 

 総務省消防庁は先月の報道で、元日の能登半島地震の直後から発生した石川県輪島市の輪島朝市周辺の大火災

は、屋内の電気配線が地震で傷つきショートするなど、電気に起因した可能性があるとの見方を示しました。火

災は住宅など約240棟を焼損し、焼失面積は東京ドームより広い約４万9,000㎡、防火性能が低い古い木造の建物

が密集し、急速に燃え広がったと分析しています。電気火災は、阪神大震災や東日本大震災でも火災原因の６割

から７割を占めました。首都直下地震が起きると多数の犠牲者が出ると懸念されていて、政府では、揺れを感知

して電気を遮断する感震ブレーカーの普及などの対策を今後進めていくというふうにしております。 

 私は、平成30年９月定例会において、この感震ブレーカーの質問をいたしました。そのときは市としても引き

続き普及促進に努めていくというふうにしておりましたが、なかなか成果が表れないと感じております。感震ブ

レーカーは、大規模地震発生時にその揺れを感知し、住宅内の電気の供給を自動的に止める器具で、地震発生時

の電気による出火の防止に大変効果があるとされています。 

 そこで伺います。本市として、この感震ブレーカーの設置に対する助成制度はどうなっているのか。また、そ

の実績がどうなっているのか伺います。 

○つちや正順副議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 感震ブレーカーには、分電盤タイプやコンセントタイプ、そしてばねの作動や重りの落下などでブレーカーを



 

切る簡易タイプなど複数のタイプがあります。本市では、平成27年度から分電盤タイプで電気工事が必要となる

感震ブレーカーについて、あんしん住宅助成制度の補助対象としています。なお、補助金額は対象工事費の３分

の１、限度額は10万円であります。この助成制度の実績は、平成27年度から平成30年度の間で８件、令和２年度

が１件の合計９件であります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 制度自体は私も認識はしています。しかし、件数が非常に少ないということですね。そもそも

あんしん住宅制度の１項目に入っているだけで、大変この補助のところが分かりにくい。さらに、そのあんしん

住宅制度はすぐに受け付けが終わってしまうという、そういった課題もあると思います。感震ブレーカーという

言葉自体が市民は知らない、また認知されていないということも課題です。結果、感震ブレーカーの普及がまだ

まだ進んでいない現状です。 

 市として普及啓発を積極的に展開していく考えがあるのか疑問です。なぜ進んでいかないのかについて、市の

見解を伺います。 

○つちや正順副議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 普及が進まない理由としましては、感震ブレーカーの存在そのものが知られていないことや、その必要性を理

解されていないことなどが考えられます。今年度、千葉県が実施したアンケートの調査結果においても、感震ブ

レーカーの装置を知っているかとの問いに対して、知らないとの回答が46.6％とほぼ半数近い結果でありまし

た。そのため、まずは感震ブレーカーそのものを知ってもらう必要があると考えております。 

 今後は、感震ブレーカーが地震発生時の電気火災の防止策として効果的であることを改めて理解していただく

ために、関係部署と連携して啓発活動に取り組むとともに、感震ブレーカーの助成制度の周知に努めてまいりま

す。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 伺いました。そもそも街づくり部だけでこれを普及啓発していくというのは、やっぱり無理が

あるんですよね。いつ来てもおかしくない地震に対して、市全体でしっかりと効果的にやるべきときが来ている

と思います。消防ですとか危機管理でやはり制度を設けて、市民にしっかりと周知啓発するべきだと私は思いま

す。 

 先ほど５年前に同じ質問をしたと言いましたが、そのときも静岡県磐田市や愛知県武豊町の設置補助制度や、

高知県いの町の無償配付制度を紹介しながら同じようなやり取りをしています。しかし、５年前と状況は全く変

わっていないと。今回は、千葉市の例を紹介します。千葉市では感震ブレーカーの市民購入促進のために、販売

店を登録する新制度を始めました。千葉市消防局によると、市内には13地区の密集住宅市街地があり、その定義

として、１、３分の２以上の建物が木造建て、２、１ha当たりおおむね60戸以上の住宅が密集、３、住宅の半分

以上が幅４ｍ未満の道に接しているとのいずれかを満たす地区と定義しています。こうしたエリアでは、地震な

どによる火災発生時に延焼が拡大するおそれがあり、市は2018年度から13地区のうち、重点地域とされる２地区

で計1,256世帯に感震ブレーカーを無償提供しました。市は、他の11地区でも購入費の半分、最大3,000円を補助

してきました。しかしながら、2022年時点で、この13地区の設置率はまだ10.3％にとどまっています。一方、市

民からは売っている場所が分からないといった声も寄せられ、市は購入しやすい環境を整えることで市民に地震

への備えを促そうと考え、販売店の登録制度の運用を決めたということです。登録対象の店舗は、日本消防設備



 

安全センターが推奨する感震ブレーカー簡易タイプを市内で販売する電気店やホームセンターなどで、登録店に

は登録証が交付され、市のホームページにも掲載されています。本市も同様のことをやれとは言いませんが、今

後は市全体でしっかり考えていただいて、来るべき地震に備えて、しかるべき部署が市民に分かりやすく新たな

助成制度を設けて周知啓発をしていくことが求められているのではないでしょうか。災害に強いまちづくりを推

進するためにも、ぜひこの感震ブレーカー普及のための新たな制度設計を要望しまして、次の質問に移りたいと

思います。 

 次に、自治会活動のデジタル化推進についてです。 

 地域の支え合いの基盤となる自治会では、住民の加入率の低下や役員のなり手不足など、課題に直面していま

す。高齢化や近所付き合いの希薄化に加え、回覧板の受渡しが手間などといった自治会活動の負担の重さが背景

にあるとされています。こうした負担軽減に向けて、公明党が後押しをして、総務省は今年度から自治会のデジ

タル化を応援するモデル事業を進めています。同事業に参加した愛知県北名古屋市の自治会では、電子回覧板の

機能が大変好評を得ているとのことです。自治会活動のデジタル化は、役員、会員の負担軽減や、特に若い世代

に対して活動に参加しやすい環境づくりに大変有効な手段と考えます。 

 質問として、まず、本市の現状をお聞きいたします。 

○つちや正順副議長 若菜市民部次長。 

○若菜克彦市民部次長 お答えいたします。 

 今年度、総務省が行った自治会のデジタル化に向けたモデル事業には、全国10市町村の約50自治会、町内会が

参加し、千葉県内では千葉市と流山市が参加いたしました。このモデル事業では、電子回覧板などの機能を持つ

地域交流アプリケーション――以下、アプリと発言いたします――を実際に自治会が活用し、夏祭りなどのイベ

ントの情報共有や、美化活動などの声かけ、防災訓練での安否確認などを実施し、その効果を検証するものでご

ざいます。本市でも同じアプリを活用し、イベント情報の発信やアンケートを行っている自治会もございます。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 分かりました。石川県金沢市では、地域コミュニティーで結ネットというデジタル化を進め、

電子回覧板を推進しています。自治会イベントの情報発信、行事の参加確認、行政の情報発信など活用されてお

ります。特に、災害時の安否確認機能が市民に安心感を与えています。 

 再質問です。答弁では、総務省が行ったモデル事業に千葉市と流山市が参加したとのことですが、両市の評価

や検証の状況について把握しているのかどうか。また、本市の一部の自治会では電子回覧板を導入しているとの

ことだが、市として取組がどうなっているのかについて伺います。 

○つちや正順副議長 若菜市民部次長。 

○若菜克彦市民部次長 お答えいたします。 

 初めに、千葉市と流山市の状況ですが、総務省が行ったモデル事業へは、千葉市が５自治会、流山市は４自治

会参加いたしました。両市とも、これら自治会へのアンケートや聞き取りによる調査を行っている段階で、実験

評価まではもう少し時間がかかる見込みでございます。 

 続きまして、本市の自治会に関するデジタル化の取組状況でございますが、市内全ての自治会を統括する市川

市自治会連合協議会のウェブサイトの管理運営を行っております。このウェブサイトは、自治会の役割や重要性

の解説のほか、自治会が開催するイベント情報の発信などを行うものでございます。市からのお知らせもこのウ

ェブサイトに掲載し、常時閲覧できるようにしております。また、地域交流アプリを導入している自治会では、

このウェブサイトにリンクを貼り、会員への回覧としても活用している状況でございます。 



 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 大体状況は分かりました。ただ、まだまだ展開できていないと、一部での利活用ということで

すね。市がもう少し関わって広げていってもらいたいというふうに思います。国の研究会によると、自治会等の

デジタル化について、市町村は災害時における安否確認において有効であるとしつつ、住民の多くが操作に不慣

れなことが課題とし、デジタル化により電子回覧板やオンライン会議のほか、ＳＮＳやホームページの活用が進

められる中、デジタル講習会を実施している例もあるとされています。 

 そこで、本市では新年度、高齢者を対象にしたスマートフォン購入費用の一部助成や操作方法などを学べるデ

ジタル活用講座の開催を開始いたします。デジタルの恩恵を住民一人一人が享受できるようにするための施策で

あり、市としてもデジタル化を推進していくと思いますが、自治会活動におけるデジタル化について、市として

今後の方針をどのように考えているのか、この点伺います。 

○つちや正順副議長 若菜市民部次長。 

○若菜克彦市民部次長 お答えいたします。 

 自治会活動を電子回覧板やオンライン会議、自治会費のオンライン決済などのようにデジタル化することで、

地域活動に時間が取りづらい現役世代の加入が期待できることから、本市でもデジタル化を前向きに進めている

自治会もございます。一方で、対面で回覧板を渡したり会費を集金したりすることは、コミュニケーションの円

滑化や高齢者の見守りにつながるといった側面があり、自治会活動のデジタル化に積極的でない自治会もござい

ます。このように、自治会活動のデジタル化については各自治会で温度差がありますが、国の実証実験や先進自

治体の事例を研究しながら、デジタル化を前向きに検討している自治会を支援することで、成功事例を多く積み

重ねていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 状況は非常によく分かります。デジタル化をやるかやらないかという２分ではなく、従来のや

り方をうまく継承しながら、顔の見える関係を維持しながら、プラスアルファとしてデジタル化の推進があると

いうふうに私は思っています。少なくとも、近い将来自治会を若い方たちにバトンタッチしていくわけですか

ら、今から少しずつでも進めていくことが大事かというふうに思います。 

 また、先ほど金沢市の結ネットでは、見守り支援として、見守り電球と連動して高齢者を地域で見守る、そう

いった環境を構築しているということも報告されています。 

 再質問ですが、先ほどの答弁でもデジタル化を積極的に進めている自治会の成功事例が多く積み重ねられるよ

う支援するというふうに言われておりましたが、具体的にどのように支援をするのか伺います。 

○つちや正順副議長 若菜市民部次長。 

○若菜克彦市民部次長 お答えいたします。 

 令和３年度に共通のイベントを開催していた４つの自治会が、情報の共有化を図ることを目的としたシステム

づくりを研究するために集まったことを発端とし、デジタル化推進に向けた研究会を発足いたしました。それ以

降、定期的に意見交換や勉強会などを開催しており、現在はデジタル化に関心がある13の自治会が参加しており

ます。令和４年度からこの研究会に本市も参加し、事務局を担っているところでございます。引き続き、この研

究会の活動を支援することで、自治会活動のデジタル化が円滑に進むよう後押しをしてまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 



 

○西村 敦議員 本市が積極的に関わっているということは理解をいたしました。しかし、まだまだ自治会の数

から言えば少ないかなと。うまく水平展開をしていってほしいなというふうにも思います。デジタル化としての

底上げ、あと一歩の拡大が必要かと思います。 

 岡山市では、市議会公明党が事業を推進し、町内会の活動をインターネット上でサポートする電子町内会と呼

ばれる事業を2001年度から行っています。市から専用のサーバーとシステムの提供を受けた町内会が、それぞれ

独自のホームページを開設。日頃の活動内容を発信したり、電子掲示板サービスで会員らが交流をしています。

現在100町会が参加していて、2016年からは希望する会員に対し、市の住民向け資料をメールでまとめて配信す

るシステムを導入していて、役員から好評を得ています。また、先ほど来紹介していますように、防災という観

点からも大変に重要であるというふうに考えています。 

 冒頭に紹介したアプリには、住民の安否を確認する機能もついていて、採用している自治会では、この機能を

活用したオンライン防災訓練を行う予定というところもあるそうです。様々に今後展開できるこの自治会活動の

デジタル化の推進について、他市の事例などを参考にしてさらに研究していただき、現場の各自治会に積極的に

情報を発信していただき、前へ進めていくよう重ねてお願いをしまして、次に移りたいと思います。 

 最後に、ぴあぱーく妙典のこども施設についての質問です。 

 プレオープンを経て、本格的な公園として既に多くの市民に利用され、地域の方に親しまれているぴあぱーく

についてです。現在は、最後の施設となるこども施設が建設工事中です。先日、行徳少年野球連盟春季大会の開

会式が行われました。市長にも出席していただきまして、建設中のこども施設のアピールをしていただきまし

た。市民の皆様の中には、具体的な施設の概要や機能、特徴についてよく分からないという方もおられることか

ら、まず、工事の進捗状況、そして整備の内容や特徴、今後のスケジュールについて伺います。 

○つちや正順副議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 ぴあぱーく妙典は、地域の特性を踏まえ、未来を担う子どもたちの健やかな成長と、国際性豊かで多世代が交

流できる地域コミュニティー拠点の形成を目的に整備を進めてまいりました。令和４年３月の少年野球場プレオ

ープンを皮切りに、同年４月に保育園と児童発達支援センターが開園、同年11月にインクルーシブ遊具のある広

場が供用を開始し、昨年７月にバーベキュー広場及びカフェがオープンしております。このぴあぱーく妙典の整

備において最後に完成を予定しているこども施設は、令和３年度にプロポーザル方式により設計事業者を選定

し、基本設計及び実施設計を実施いたしました。令和４年度からは建築工事に着手し、現在は建物の基礎工事を

終え、鉄骨工事を行っております。基礎工事の掘削時に地中障害物が発生したことにより、工期に若干の遅れが

生じておりますが、令和６年度末の供用開始に影響を及ぼさないよう工事を進めているところでございます。整

備内容としましては、建築面積は約1,500㎡、延べ床面積は約2,000㎡の鉄骨造地上２階建てとしております。内

部には、天候に左右されず体を動かすことのできる屋内ネット遊具や体育館、楽器の演奏ができる音楽スペー

ス、工具を使って自由に工作などができるものづくりスペース、勉強や読書ができる自習スペース、ボードゲー

ムや友人とのおしゃべりなどを楽しめる交流スペース、こども食堂なども開催できるキッチン、乳幼児スペース

やカフェなどを設け、さらに壁面に本棚を設置し、１万冊以上の図書を配架する予定でございます。工事が完了

した後は、備品の設置などの開館準備を行うとともに、市制施行90周年記念事業の一つとして、開館に合わせた

楽しいイベントの実施なども計画をしております。開館後につきましては、あらゆる子どもの居場所となるよう

相談や遊びの指導ができる知識や経験のある職員を配置するとともに、子どもが様々な体験を楽しめるイベント

を定期的に開催してまいります。また、施設を利用する子どもや子育て支援団体の意見も伺いながら、子育て支

援拠点としてさらに充実した施設となるよう運営してまいります。 



 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 伺いました。すごい中身ですね、１万冊の図書に遊具、体育館、楽器、工作、読書、ゲーム。

あと、こども食堂のキッチン、乳幼児もオーケーで、カフェがあるということです。このコンセプトがまたいい

と思います。子どもたちの可能性を広げ、健やかな成長を支える施設。そして、国際性豊かで多様な文化と多世

代が集える地域交流拠点、そして、あらゆる子どもの居場所というコンセプトであります。オープンまであと１

年余りですね。様々な特徴のある施設であることも理解できました。 

 そこで、大分前の話ですが、以前から市有地としていたこの場所です。元々障がい者施設で予定をされており

ました。また、地元の希望では高齢者施設をつくってほしいという話も出ていました。この地域、元々市民が集

まれる公共の施設が近くになくて、住民説明会等がある場合にはマンションの集会室をお借りしていたという経

緯もあります。開発が始まるに当たり、自治会などからも集会が可能で地域の方がいつでも自由に利用できる機

能も備えてほしいとの要望がありました。 

 そこで次の質問ですが、本こども施設において、地域の高齢者や自治会などの利用について、どのように考え

ているのか伺います。 

○つちや正順副議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 こども施設は、子どもを中心に人々が交流できる地域コミュニティーの拠点を目指しており、子どもとその保

護者のみに利用を限らず、大人だけでも利用できる施設とする予定でございます。地域の皆様に自由に利用して

いただける施設として、例えば、公園利用者や地域の高齢者が気軽に立ち寄り、施設内の本を読んだり、カフェ

で購入した飲み物や軽食を施設内で楽しんだりできるような場所とする計画としております。また、子どもの利

用が少ない時間帯には、地域の皆様にスペースを貸し出すことも予定しておりますので、自治会の会合などにも

利用していただけるものと考えております。さらに、ものづくりスペースや音楽スペースは、地域の方々に趣味

の活動場所などに使っていただくことも想定しております。そこで習得した技術や成果を、地域の高齢者が子ど

もたちに教えたり披露するなどできれば、生きがいづくりや世代間交流につながるものと期待しております。あ

わせて、自治会が行うコミュニティー活動や行事にこの施設を使っていただければ、子育て中の若い世代が自治

会活動に関心を抱き、参加するきっかけになる可能性なども考えられますことから、地域交流を深める場所とし

て活用できるよう引き続き検討してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 伺いました。大人も全然オーケーだということです。地域の方に、広くは市民の方に開放して

自由に使っていただき、自治会等の行事や活動にも使ってもらうという確認ができました。大変にありがとうご

ざいます。これはこれで楽しみにしています。 

 となると、市長も先日気になさっておりましたが、ネーミングの問題があると思うんですよね。今考えている

ぴあぱーく妙典こども施設という名前でいくと、やっぱり高齢者の方にとってはちょっとやっぱり抵抗があると

思うんですよね。だから、そこをもうちょっと自由な、誰でもというようなイメージで、未来に夢が膨らむよう

な名前をぜひちょっとつけていただきたいなというふうに考えていますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。コンセプトに、多世代が集える地域交流拠点というのがありました。ぜひ夢がある名前をよろしくお願いい

たします。 

 次に移ります。ＮｅａｒｌｙＺＥＢについてです。 



 

 私も当初、話題にならなかったこともありますし、あまり気にもしていなかったのですが、今回の施設が建物

で消費されるエネルギーの実質ゼロを目指した施設、ＮｅａｒｌｙＺＥＢを達成すると報道で接しまして、今回

取り上げました。 

 そこで、実際どのような取組を行う施設なのか、具体的にお聞きいたします。 

○つちや正順副議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 ＺＥＢとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングの略で、１次エネルギー消費量を基準量から50％以上

削減するとともに、残りのエネルギーを太陽光発電などでつくることで、年間の１次エネルギー消費量の収支を

正味ゼロとすることを目指した建築物のことでございます。このＺＥＢを３段階に区分した中間がＮｅａｒｌｙ

ＺＥＢで、年間の１次エネルギー消費量を25％以下まで抑えることが条件とされております。ぴあぱーく妙典こ

ども施設は、本市が進めるカーボンニュートラル実現に資するものとして、ＮｅａｒｌｙＺＥＢを達成するよう

設計されており、この認証を受けるのは市内の公共施設では初めてとなります。 

 その具体的な取組内容としましては、冷暖房の必要量を抑えるために、外壁や屋根の断熱性を高め、窓には太

陽熱の侵入を防ぐ効果のあるガラスを採用し、換気によって熱を逃がさない、全熱交換型換気扇を設置しており

ます。また、効率の高い冷暖房機器や、消費電力の少ないＬＥＤ照明を採用することで、エネルギーの消費量を

抑えております。さらに、エネルギーをつくる取組として、太陽光発電のためのパネルを屋根に約300枚設置

し、年間約10万kw/hを発電する計画でございます。加えて、駐車場には電気自動車の普及促進のための充電設備

を設置することも計画しております。こうした環境に配慮した設備を、施設を利用する子どもたちが直接体験す

ることで環境学習にも役立つものと期待をしております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 西村議員。 

○西村 敦議員 具体的な取組と施設の概要、特徴についてお伺いをいたしました。今の時代、また市川市の重

要なテーマとぴったり合致していますよね。非常にいいと思います。このＺＥＢに向けての取組、もっと市内外

にアピールしてもいいのではないでしょうか。そうすれば、ぴあぱーくこども施設のことも話題になりますし、

市民への反響も大きくなると思います。そして、認知度も高まると思います。 

 また、同じくＺＥＢＲｅａｄｙを目指しているのが建設中の仮称八幡市民複合施設とのことですので、ぜひセ

ットでの周知とＰＲを強く発信していただくことをお願いいたしまして、私の一般質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○つちや正順副議長 この際、暫時休憩いたします。 

午後２時31分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後３時開議 

○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１一般質問を継続いたします。 

 久保川隆志議員。 

○久保川隆志議員 公明党の久保川隆志でございます。通告に従いまして、初回から一問一答で一般質問をさせ

ていただきます。 

 １つ目の大項目、子育て支援について。 



 

 (1)伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施についてから伺います。 

 少子化対策は、先送りが許されない待ったなしの課題であります。公明党は、子育て応援トータルプランを掲

げ、政府が昨年末に決定したこども未来戦略に反映をし、今後、３年間で集中的に取り組む少子化対策の加速化

プランが始まります。それにより、公明党で求めてきた結婚、妊娠、出産から子どもが社会に巣立つまでのライ

フステージを通じた子育てに関する経済支援などが強化されてきます。国は、伴走型相談支援と経済的支援の一

体的な事業を令和４年度から実施することになりました。伴走型相談支援については、従来からの支援が手薄と

される出産前後と、ゼロから２歳児にも焦点を当てた施策で、より充実した支援となることが期待されますが、

本市での実施状況について現状を伺います。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 国が令和４年12月に妊娠から出産、子育てまで一貫して相談に応じ、必要な支援につないでいく伴走型相談支

援と、妊娠、出産した方に対する経済的支援を一体的に実施する制度を創設したことに伴い、本市においても令

和５年３月より事業を開始しております。まず、本市の伴走型相談支援は、従来行ってきた母子健康手帳交付時

と、出産後の３か月未満乳児の家庭訪問時に実施する面談及び保健指導を伴走型相談支援に位置づけ、実施いた

しております。また、新たに妊娠８か月頃に現在の妊婦の受診状況や家庭の状況についてお答えいただくアンケ

ートを実施し、支援が必要な方を継続的にフォローすることといたしました。 

 次に、経済的支援につきましては、母子健康手帳交付時及び３か月未満乳児の家庭訪問時に面談を受けた方に

対し、それぞれ５万円を支援する出産・子育て応援給付金の支給を行っております。この出産・子育て応援給付

金の申請方法については、基本的に面談時に全員の方に直接御案内しております。支給実績につきましては、本

年２月時点において、令和４年４月１日から令和５年３月８日に妊娠した方については、対象者5,767人に対し

て5,399人に支給しており、支給率は93.6％、出産した方については、対象者3,855人に対して3,350人に支給し

ており、支給率は86.9％となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 本市では、従来から行ってきた家庭訪問時の面談と保健指導を伴走型相談支援に位置づけ、

新たに妊娠８か月頃行うアンケートで、支援の必要な方への継続的なフォローが行われていることを確認いたし

ました。経済支援においては、面談時に申請方法を直接案内し、妊娠した方へは93.6％の支給率、出産した方へ

は86.9％の現金支給が行われ、受給しない方がいることも理解はいたしました。妊娠期から出産、子育てまでの

全ての妊産婦に対する切れ目のない、きめ細やかな支援に取り組まれていること、確認をさせていただきまし

た。 

 それでは、(2)の孤立した育児をなくす取組に移ります。 

 核家族化の進展で親族の協力が得られず、近所との付き合いもない中、悩みを打ち明けられずに孤独を感じな

がら子育てをする状態では、親のみならず、子どもにもよくない影響を与えてしまいます。孤立した育児をなく

すために、本市ではどのような取組をされているのか。妊娠、出産、乳幼児期の子育て期に応じた取組につい

て、まずは妊娠期から伺います。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 妊娠期の取組につきましては、母子健康手帳を交付する際に、保健師や助産師が困り事や心配事を伺うアンケ

ートを実施しながら、妊婦の不安などが解消できるよう妊婦面談を行っております。妊娠８か月ごろに回答いた



 

だくアンケートの内容は、出産後の家族からのサポート体制、出産に向けて気になることや、面談希望の有無な

どとなっており、必要に応じて保健師が面談を行っております。この妊婦面談及び８か月アンケートの結果によ

り、出産まで継続して支援が必要であると認められた妊婦に対しましては、地区を担当する保健師が関係各課や

関係機関等と連携し、継続的なフォローを行っております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 母子健康手帳を交付する際に、保健師や助産婦による妊婦面談が全ての妊婦に対して行われ

ており、また、困り事や心配事をアンケートで伺いながら、不安の解消に努められており、また、出産まで継続

して支援が必要な妊婦へは、地区を担当する保健師が継続的フォローを行っているとのことでした。 

 続けて、出産後の取組について伺います。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 出産後の取組につきましては、まず、保護者の方から近況をお知らせいただくため、乳児の出生体重、母親の

体調、現在心配なことや家族の協力状況などについて、母子健康手帳とともにお渡ししているはがき形式の出生

連絡票で回答していただきます。市は、回答内容により訪問等の時期を決め、保健師や助産師が各家庭を訪問い

たします。出生日から２か月を過ぎても回答がない場合は、生後４か月になる前までに地区を担当する保健師が

各家庭に出向き、乳児と保護者の状況を確認しており、基本的に全ての家庭を訪問することとしております。こ

の出産後における全戸訪問の結果、支援が必要と認められた場合におきましては、地区担当の保健師が関係機関

と連携し、各家庭に必要な支援を行っております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 出産後に市へ郵送することになっている出生連絡票の内容を基に、新生児１、２か月時訪問

を保健師、助産師が行い、提出がされない場合、生後４か月になる前までに地区担当の保健師が出向いて状況を

確認しているとのことで、手厚い支援体制を確認することもできました。 

 最後に、幼児期における取組を伺います。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 幼児期につきましては、１歳６か月児及び３歳児に対する健康診査のときに子どもや保護者の状況を把握して

おります。受診していない３歳児の保護者に対しては受診を勧奨するはがきを郵送しており、来年度からは受診

していない１歳６か月児の保護者に対してもはがきを郵送し、受診勧奨の強化を図ってまいります。また、受診

勧奨しても受診されない場合は、地区を担当する保健師が家庭を訪問して状況を確認しておりますが、訪問によ

り面会できない場合は、保育園や幼稚園の入園状況や予防接種履歴などを調査することで、行政等との関わりを

有しているか確認しております。これらの確認により、必要に応じて関係課や関係機関等と連携し対応していく

ことで、孤立した育児の状態にある親子をなくすことができると考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 幼児期では１歳６か月児と３歳児の健康診査で未受診者へは勧奨のはがきを送付し、それで

も未受診の場合は保健師による訪問を行い、それでも面会できない場合は状況調査をした上で関係機関等と連携

して継続的な支援を行っているということで、きめ細かい対応、また切れ目ない支援に敬意を表したいと思いま



 

す。 

 初めての妊娠には特に不安を抱き、出産後には心身の不調や育児不安などを抱える方もおります。保健師や助

産師による面談で早期に把握をし、同じスタッフが継続対応することで精神的に不安定になりがちな産後の母親

への支援が手厚くなってまいります。子育ての悩みや不安を話せる方がいることで心を軽くする存在ですので、

切れ目ない支援をされる保健師や助産師の業務超過とならないような働き方、働きやすい環境が整備をされ、手

厚い人員体制となるようなしっかりとした予算の確保も体制整備としてお願いをしたいといます。 

 これまでの答弁で、支援が認められた場合は関係課と連携して継続的なフォローを行っているとありました

が、こども部での対応状況を伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 保健師の面談や訪問での支援の必要性が認められた妊婦や子ども・子育て家庭につきましては、18歳未満の子

どもと子育て家庭の相談に応じるとともに、児童虐待の防止や対策を行う窓口として、こども家庭支援課が設置

している子ども家庭総合支援拠点に引き継がれ、児童福祉の担当が母子保健担当と連携しながら支援を行ってお

ります。同拠点においては、保健師が面談や訪問で得た情報を共有しながら、保護者の気持ちに寄り添って、子

どもへの接し方を助言したり、子どもが在籍する保育園や学校に調査や見守り協力の連絡をしております。ま

た、養育困難や児童虐待が心配される深刻なケースにつきましては、児童相談所に指導助言や一時保護の依頼を

いたします。さらに、子どもや家庭への直接的な支援として、家事、育児に負担を感じる家庭にヘルパーを派遣

したり、子育ての手伝いを行うファミリー・サポート・センターを紹介したり、保護者の休息や親子の分離が必

要な家庭には、保育園の一時保育や子どもを児童福祉施設へ一時的に預けるこどもショートステイを案内するな

ど、様々な子育て支援メニューの中から適切なサービスが受けられるようコーディネートをしております。ま

た、育児困難の背景には、親子の病気や健康、家庭の経済問題など様々な要因があることから、福祉サービスや

経済的支援についての案内や、申請の手助けなども行っております。なお、新年度からはこうした相談支援事業

を母子保健事業と統合してこども家庭センターを設置することで、育児の孤立や不安の軽減に一層努めてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 親子には保健、医療、福祉、教育等の様々な関係機関が関わっており、部署を横断して連携

しながら支援を行っている現状も分かりました。新年度にはこども家庭センターの新設で、全ての妊産婦、子育

て世帯、子どもに対する一体化した相談支援により、育児の孤立や不安の軽減が期待されますので、これからも

安心して子育てができる支援の充実に向けた取組をぜひお願いをいたします。 

 では、続いて(3)待機児童ゼロの継続及び保育の質の向上のための取組についてです。 

 令和３年度より待機児童ゼロが継続されている中、間もなく新年度の状況も分かってくると思います。私の住

む北東部でも宅地開発が進んでおり、保育整備はまだ必要と感じておりますが、受皿となる保育の量と合わせ

て、保育人材の確保や安全対策の強化など、保育の質の向上が欠かせないと考えます。国では、保育の質向上に

向け、実情に合わせた経過措置期間の下、職員の配置基準の見直しが実施されてきます。 

 本市では、どこに焦点を当てて具体的に実施しようとしているのかを伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 本市では、令和３年度から待機児童ゼロを継続しておりますが、宅地開発による局所的な人口増加により保育



 

需要が増加している地域がございます。引き続き地域ごとの未就学児童数の推移や、保育施設利用希望者の状況

などを注視しながら、必要な場所に必要な量の保育施設整備を行い、待機児童ゼロを継続していくよう努めてま

いります。なお、現在、４月開設に向け、南大野、中国分、市川駅周辺の３か所に新たな保育施設の整備を、ま

た、来年４月開設に向け、柏井地域に新たな保育施設の整備を進めているところでございます。 

 次に、保育の質の向上についてでございます。保育の質については様々な側面がありますが、現在本市が重視

している取組は、不適切保育の防止や事故防止、安全対策等の項目でございます。こうした取組の実施状況を確

認するため、市内全ての認可保育所や小規模保育事業所などを対象に、毎年１回、本市の職員が直接各施設を訪

問し、実地指導を行っており、今年度は１月末現在で178か所の実地指導を実施したところでございます。さら

にこのほかの取組として、新たに開設する保育施設に対しては、公立保育園の園長を経験した職員で編成する支

援チームを派遣して、開設前から約１年間にわたって各施設６回程度の巡回訪問支援を実施しているほか、施設

長が交代した施設に対しての訪問支援や相談対応などにより、保育の質の確保に努めております。 

 また、保育を担う保育士の育成に向けた研修についても、本市が主催して積極的に取り組んでおります。主な

内容といたしましては、保育分野では、就学に備えた小学校との連携をテーマにした研修や、障がい児保育の研

修を、保健・衛生・健康分野では、食育や医療的ケア児に関する研修を、安全・危機管理分野では園児を守るこ

とをテーマにした危機管理研修や不適切保育に関する研修を行っており、各施設の施設長に向けては職員育成、

資質向上についての研修を実施しているところでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 子どもをめぐる事故や不適切な対応事案などにより、安心して預けられる体制整備は未来の

宝である子どもたちを守るためにも大事な取組かと思います。各種研修の実施でレベルアップを図られているこ

とは大いに評価をいたしますが、研修等で多くの時間が割かれないよう配慮をしていただきつつ、保育士が子ど

もと向き合える時間をつくってあげる環境づくりが強化されるような取組もお願いをしたいと思います。 

 ところで、小規模保育園は原則ゼロから２歳の子どもを預かる施設のために、転園しなければなりません。小

規模保育園から保育施設へ進級する場合の連携が現状スムーズに行われているのかについて伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 小規模保育事業所卒園児の進級先は３つあります。１つ目は、希望すれば必ず入園できる連携施設への進級、

２つ目は連携施設以外の保育施設への進級、３つ目は、連携施設以外の預かり保育を実施している幼稚園への進

級となります。児童の保護者が連携施設以外の保育施設へ進級を希望する場合、４月以降に入所を希望する施設

の申込書を市に提出していただき、利用調整を行うことになりますが、一般の方に先立って利用調整を行うた

め、内定しやすい状況となっております。また、申込みの内容を確認して、受入れのない施設のみ希望している

場合や、他の児童の申込み状況から内定が厳しいと判断できる場合は、市から保護者に連絡し、希望園を増やし

ていただくなど、個別の案内を行っております。この結果、昨年度の利用調整では、小規模保育事業所の卒園児

は希望された方全員が保育施設へ進級できている状況でございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 では、今後地域によっては定員まで埋まらない保育園が出てくることが予測されますがその

対策について伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 



 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 現在、本市における保育施設への申込者数は増加している一方で、未就学児童数は減少を続けておりますこと

から、今後地域によっては定員まで埋まらない保育施設が増えてくるものと想定されます。このような状況に対

応していくためには、保育需要と保育施設における定員のバランスについて、地域ごとの均衡を保っていくこと

が必要となります。具体的な対応策としましては、まず、公立保育園における定員の調整や施設数の適正化を図

っていくことなどが挙げられます。なお、これらの対応策につきましては、時期を見極めつつ進めていくことが

重要でありますことから、地域ごとの保育需要の変動に注視しながら適切な対応を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 では、地域ごとの均衡を保ち、施設数の適正化を図っていくとのことですが、これまで整備

拡大してきた保育施設をどう維持管理していくのかが課題となりますが、保育士と保育の質の向上も大事なポイ

ントかと思いますので、今後の対策を注視しながら見守ってまいりたいと思います。 

 では、次の項目、八幡分庁舎建て替えに関する質問に移ります。 

 令和５年６月下旬から令和６年12月までの工期で着々と整備が進められていると思いますが、来年２月に開館

予定となった仮称八幡市民複合施設の工事の進捗状況と、来場者の駐輪場また駐車場の整備内容について伺いま

す。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 仮称市川市八幡市民複合施設の建設工事につきましては、令和５年８月に着工し、既にくい工事及び基礎工事

を完了しており、現在は１階部分の壁並びに２階の床のコンクリート工事を実施中で、令和７年２月の開館に向

け、予定どおりの工程で進めております。駐輪場につきましては、旧中央公民館用の５台分及び旧八幡親子つど

いの広場用の５台分から、建物北側の通路に面したスペースに120台分、建物南側の児童遊園地に面したスペー

スに13台分の合計23台分を確保いたします。駐車場は無人で管理できる機械式駐車場を予定しており、関係条例

に基づき、障がい者などに御利用いただく駐車区画１台分を含めた７台分を確保したいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 ありがとうございます。駐輪場においては23台分、また駐車場においては７台分を確保した

いと考えておりますということでした。今後、子ども乗せ自転車の利用者も増えると見込まれますので、開館後

の状況次第では駐輪できる場所の確保も必要と考えますので、柔軟な今後の運用をお願いしたいと思います。 

 それでは、八幡地域には公園が少なく、また、保育園児等の幼児の遊び場になってまいりますが、児童遊園地

にはどのような遊具が設置されてくるのか伺います。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 児童遊園地には、複数の子どもが同時に楽しめる滑り台のほか、ブランコや砂場などを配置いたします。ま

た、小さな滑り台や砂場を配置した幼児用広場を新たに設け、利用者の安全に配慮するとともに、大人の方も御

利用いただける健康遊具を配置するなど、従来の施設に比べ遊具を充実させることで、様々な世代に御利用いた

だける施設といたします。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 



 

○久保川隆志議員 インクルーシブ遊具が設置されないことは非常に残念ではありますが、以前より遊具が充実

をされ、また健康遊具も配置されるとのことで承知をいたしました。 

 では、次に(2)開設後の運営方法及び予約等の市民の利用方法について、それぞれ伺ってまいります。 

○稲葉健二議長 稲葉管財部長。 

○稲葉清孝管財部長 お答えいたします。 

 当該施設は、利用者の意見を適宜施設運営に反映させるため直営とすることとしており、既に本年度から若手

職員で構成する活用検討プロジェクトを設置するなど準備を進めております。予約方法につきましては、旧中央

公民館と同じ公共施設予約システムを使用することで、スムーズな移行に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 施設運営は直営とすることと承知をいたしました。また、システムを利用しての予約には事

前の利用者登録が必要となるかと思いますので、登録者のためにも早めの周知をお願いしたいと思います。 

 では、次に(3)子ども・子育て支援となる具体的機能について伺ってまいります。 

 本施設の開設により、子育て支援に対してどのような機能を備えてくるのかお尋ねをいたします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 仮称市川市八幡市民複合施設では、かつて八幡分庁舎の１階にあり、現在は建て替えのためアクス本八幡２階

に移転しております八幡親子つどいの広場を再移転し、施設や備品を新たにして実施いたします。親子つどいの

広場では、主にゼロ歳から３歳の親子や妊婦を対象として、気軽に集い、交流する場を設け、地域の子育て情報

の提供や、子育てに関する講習会などを実施しております。さらに、子育て相談や援助を行っており、育児の不

安や孤立の解消を目指しております。本事業を新たな複合施設に開設するに当たりましては、低年齢の親子の利

用が比較的多い現状を鑑み、はいはいする乳幼児が安全に遊べるよう、ゼロ歳から１歳児のためのコーナーを区

切るほか、相談に使用できる話しやすい個室を設けるなど、子育て親子のニーズに細やかに対応した環境を整備

いたします。また、複合施設であることの強みを生かし、子どもや子育て世帯を地域で見守り支援できるよう、

多世代交流を促すイベントの開催などを検討しております。 

 さらに、新たな機能として、親子つどいの広場の事業終了時間後のスペースを活用して、中学生及び高校生の

新たな居場所づくりに取り組むことを計画しております。施設の設計時に実施いたしました市民参加によるワー

クショップでは、中学生や高校生から安心してゆったりと過ごせる場所を望む声が多かったことから、中高生が

自由に過ごせる居心地のよい場所となるよう、備品の配置などを工夫して整備する予定でおります。また、思春

期に当たる中高生の見守りや相談支援の実施についても今後検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 八幡親子つどいの広場を移転し、乳幼児の子育て中の親子が気軽に集い、相互交流がされ、

子育ての不安、悩みなどを相談できる個室も設けられるということで、またさらには多世代交流のイベント開催

も検討されていると。また、中高生の新たな居場所づくりに取り組み、相談支援の実施も今後検討していくとい

うことで理解をいたしました。来年２月の開館を待ち遠しく思いますが、新年度に新たな開業準備担当室の下、

具体的に準備が進められてくることと思いますが、乳幼児の一時預かり機能が配置されることで保護者の負担軽

減に役立ちますので、例えば週末、また土曜、休日でも構わないと思いますが、そのような設置検討もしていた

だくことも要望させていただきまして、次に移りたいと思います。 



 

 では、次の大項目、本市の北東部地域のスポーツ施設整備についてです。 

 本市では、平成26年度に市川市北東部スポーツタウン基本構想が制定をされ、平成29年度には、テニスコート

12面を備えるＪ：ＣＯＭ北市川スポーツパークの供用が開始をされました。新年度には、本施設の隣接地にバス

ケットコートとスケートパークが整備されてまいりますが、基本構想にはそのような整備計画が入っていなかっ

たかと思います。この整備を行うこととなった経緯について伺います。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 市川市北東部スポーツタウン基本構想において、Ｊ：ＣＯＭ北市川スポーツパークの計画区域としていた土地

の一部について、地権者の方との協議が整い借受けが可能となったことから、整備の内容について検討を進めて

まいりました。当初、当該敷地につきましては、広場の一部として整備を予定しておりましたが、近年、ストリ

ートバスケットボールやスケートボードなどのいわゆるアーバンスポーツは、オリンピックやワールドカップな

どの影響もあって注目が集まっていることや、市の北部地域にもこれらの施設の整備を望む地域住民の声も多く

届いておりますことから、このたびのバスケットボールコート及びスケートパークとして整備を行うに至ったと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 ありがとうございました。地権者からの借受けで整備するとのことで、我々公明党として

も、北部にストリートスポーツパークの整備を長年予算要望していただけに大変うれしく思います。 

 施設整備の具体的な内容と、今後のスケジュールについて再質問をいたします。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 Ｊ：ＣＯＭ北市川スポーツパーク隣接地に、屋外バスケットボールコート１面と、

約700㎡のスケートパークを整備する予定です。バスケットボールコートとスケートパークともに、塩浜第２公

園や他の自治体の仕様などを参考にしつつ、利用者の満足度の高い施設を目指し整備を進めてまいります。な

お、スケートパークにつきましては、様々なニーズに対応できるよう、ランプやフラットレールのようなスケー

トボード用の備品は設置せず、フルフラットにする予定でございます。 

 今後のスケジュールにつきましては、令和６年の秋頃に着工し、年度内での完成、供用開始を目指し進めてま

いります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 本年秋頃から工事着手をして年度内の完成とのことでした。スケートパークは、周辺に配慮

して騒音低減の舗装は最低限必要だと思いますし、また、フルフラットにするとのことですが、置き型の常設は

難しいかもしれませんが、移動式セクションという、その設置も今後必要かと思いますので、設置検討も要望と

させていただきます。 

 また、今年はパリオリンピックが開催されてまいります。バスケットボールは男女とも出場が決定をされ、バ

スケット人気も高まっております。本市では、千葉ジェッツ船橋とブーストタウン協定が締結をされているとと

もに、また、フリースタイルスケートボードのヨーロッパ大会に優勝した選手も市川市にいますので、ぜひ来年

の年度内ということですので、オープニングイベント等で招くなどしていただいて、開設の周知も図ってもらえ

ればなと思っております。 

 それでは次に、市民プールの維持管理と再整備計画の策定について伺ってまいります。 



 

 市民プールは、開設から42年の経過となり老朽化が激しい状態で、目安としている耐用年数35年は大幅に超過

をしております。令和元年５月にマーケットサウンディング調査が行われ、令和５年８月には市川市北東部スポ

ーツタウン基本構想の改定版が制定されました。再三この質問は私も議場でさせていただいておりますが、直近

では令和４年６月定例会において、基本構想の見直し後は具体的な検討を進めるとの答弁がありました。そのよ

うな答弁がありましたが、再整備の計画策定が全く見えてきません。事故が起きたり、また不具合があっては元

も子もありませんので、再整備完了までの維持管理はどのように計画をされており、再整備計画策定に向けた進

捗はどのようになっているのか伺います。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 昭和57年に開設した市民プールについては、一部既に耐用年数を迎えているものの、機器類の入れ替えや老朽

箇所などに対する修繕を行った上で開場しております。修繕箇所は、開場前の点検により必要箇所を判断してい

るほか、主要な設備については中期的な見通しの下、優先順位を考慮しながら計画的に改修をしております。今

年度につきましては、50ｍプールの排水バルブ交換修繕のほか、プールサイド床の塗装修繕を行いました。次年

度以降は、必要な箇所のプールサイド床の塗装修繕を行うほか、流れるプールの気流ポンプ、幼児シャワー、排

水管などの修繕を段階的に予定しています。施設の老朽化の課題はあるものの、毎年多くの市民に利用される施

設であることから、安全に利用していただくために必要な修繕を行いつつ、維持管理してまいります。 

 次に、再整備計画策定に向けた進捗でございます。現市民プールの位置する地域を対象に含む市川市北東部ス

ポーツタウン基本構想の令和５年８月の見直しにおいて、整備を検討する施設を健康増進等を目的とした屋内プ

ール、地域の屋内スポーツ施設としての体育館、サッカーやラグビーなど多目的に使用できるグラウンド等とま

とめたほか、現市民プールの持つレジャー機能につきましては、市内全域を俯瞰し、施設の適正配置を考慮した

上で別途検討するとしたところです。現市民プールの持つレジャー機能を他の地域に移設することで、北東部ス

ポーツタウン基本構想に明記された施設について、より具体的に施設の規模感などを検討していくことを可能と

します。なお、施設整備を検討するに当たっては、民間活力の活用など整備手法の検討も必要となります。これ

らの種々の検討を進めた上で、現市民プールの位置する地域におけるスポーツ施設の再整備に係る基本計画の策

定に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 先日、担当課の御案内をいただきまして市民プールを視察をさせていただきました。時間を

取っていただきまして本当にありがとうございました。床の剝がれや柱のさび、排水機能についても確認をさせ

ていただき、管理棟内は和式トイレを含めて建て替え以外考えられないかなと感じましたが、そのような老朽化

の状態でありましたが、維持補修されていることも確認させていただきました。 

 その上で再質問をいたしますが、再整備まで数年かかると思われますが、集中的に修繕すべきと考える、その

見解について伺います。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 中期的な施設修繕の計画に沿った対応のほか、機械設備類の定期的な保守点検、ま

た、毎年プールの閉鎖期間中に施設内の点検等を行い修繕箇所を決定しております。安全に御利用いただくた

め、今後も適宜必要な修繕等を実施してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 



 

○久保川隆志議員 分かりました。トイレの洋式化は、衛生面からも早急な整備が必要かと思います。また、奥

深い部分の老朽化した配管の取り替えも今後必要かと思いますので、安全に利用していただける施設として必要

な修繕を適宜行っていただきながらも、維持管理に努めていただきつつ、早急に再整備計画を作成していただ

き、早期整備されることを要望させていただいて、次に移ってまいります。 

 では、最後の質問となります。市職員の採用について伺ってまいります。 

 市民の高齢化で行政サービスにもきめ細かな配慮が要請をされ、より住民に寄り添う仕事が求められてきてい

る中、今後、生産年齢人口の減少を受けて、地方公務員の成り手が減少する中で、人材の獲得と育成を行いなが

ら、必要な行政サービスをどう維持するかが課題になってくると思います。 

 それでは、(1)として、本市の正規職員と会計年度任用職員の職員数がどのように推移しているのかについて

伺ってまいります。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 本市の行政を運営していく中では、任期の定めのない常勤職員のほか、再任用職員、任期付職員といった正規

職員や、会計年度ごとに任用する会計年度任用職員など、多様な雇用形態の職員が勤務をしております。御質問

の近年の職員数の推移について、令和３年４月１日時点と令和５年４月１日時点で比較いたしますと、職員全体

では令和３年、令和５年ともに約5,700人であり、ほぼ横ばいで推移をしています。正規職員と会計年度任用職

員で大別してみますと、正規職員は令和３年が約3,300人、令和５年が約3,200人と、約100人の減となっていま

す。一方、会計年度任用職員は、令和３年が約2,400人、令和５年が約2,500人と約100人の増となっておりま

す。なお、会計年度任用職員は勤務時間が短い職員もおりますことから、総労働時間をフルタイム勤務と同様の

勤務時間で割り返しますと、令和３年、令和５年ともに約1,400人分の業務量となっておりまして、おおむね横

ばいで推移をしております。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 ありがとうございます。令和３年と令和５年を比較していただいて、ほぼほぼそれぞれは横

ばいとの御答弁でありました。先日、３月４日付の読売新聞を拝見させていただきまして、この朝刊には非正規

公務員過去最多との見出しで、総務省の調査での非正規公務員が増えている分析記事が掲載をされておりまし

た。近い将来、人手不足が課題となってくる中、本市の近年の職員採用状況について、募集人数に対しての採用

者数をお尋ねしたいと思います。 

 また、職務経験のある優秀な人材の確保や、技術職となる建築職や土木職といった職務経験のある人材の採用

に向けた本市の取組状況について伺います。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 まず、職員採用試験におけます募集人員に対する採用状況であります。一般行政職採用試験におけます大卒枠

の採用状況を申し上げますと、事務職では、令和５年度は募集人員45人に対して採用者数が46人と、募集人員を

やや上回る採用者数を確保できており、ここ数年来、同様の傾向となっております。一方、建築職などの技術職

では、令和５年度は募集人数８人に対しまして、採用者数が３人と募集人員を下回る採用状況で、ここ数年来、

同様の傾向であります。事務職とは異なり、必要な採用者数を確保できていない状況となっております。 

 次に、職務経験のある優秀な人材を確保するための取組についてであります。本市におきましては、事務職を

対象として毎年度通年採用を行っております。この通年採用は令和２年度より実施してきており、受験資格とし



 

て、試験を受ける直近の７年間のうちで５年間以上、民間企業や官公庁等で職務経験があることを条件にするこ

とで、社会人経験を豊富に持ち即戦力となり得る優秀な人材確保の一助となっております。 

 最後に、技術職の採用の取組についてです。技術職は、民間企業や官公庁での需要も高いことですので、募集

をしてもなかなか応募者が集まらないことが近年の課題となっております。そのため、技術職におきましても社

会人経験のある人材を対象とした試験を実施しているほか、技術職の募集に特化した職員採用ＰＲ動画の作成な

どの取組を進めているところであります。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 ありがとうございます。建築や土木といった技術職が募集人員を下回る状況の推移、確認、

理解をいたしました。民間との競争も激しい中での状況のようですが、引き続き採用方法を工夫するなどして人

材確保を図っていただきたいと思います。 

 さらにお聞きをいたしますが、職員採用後の人材育成の取組について伺います。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 職員の人材育成につきましては、本市では市川市人材育成基本方針を定め、業務に必要な資格取得などの自己

啓発の支援、職場内研修のほか、職位ごとに必要となる法務やコンプライアンスの外部講師を招いての研修な

ど、それぞれのタイミングで適切に実施してきております。特に、新規採用職員に対しましては、所属におきま

してジョブトレーナーをつけ、職場での対話の機会を設けることを促し、業務を通じた効果的な指導、育成につ

なげるよう努めております。さらに、職員課健康管理担当室の保健師による個別面談、専門家の面談などを実施

することによりまして、メンタル面でのサポートも併せて行ってきております。今後も引き続き職場と連携を取

りながら、人材育成に努めてまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 一人一人が能力を発揮でき、やりがいを持って働き続けていただける人材育成が大事だと感

じます。採用後１年間はジョブトレーナーをつけての育成は、大変すばらしい取組かなと思っております。つく

ばみらい市では子連れ出勤制度を導入して、働きやすい環境を整えられているとのことです。また、千葉県では

週休３日制を６月から導入をし、職員の多様で柔軟な働き方で離職防止や優秀な人材確保につなげるとしており

ます。本市でも、職員の能力が発揮できる質の高い環境整備をぜひお願いいたしまして、次に移ります。 

 それでは最後、(2)です。会計年度任用職員の採用状況について伺います。 

 補助的業務に従事をされる会計年度任用職員のフルタイムとパートタイムの違いについて、また勤務時間や休

暇、そして再度の任用について伺ってまいります。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 初めに、会計年度任用職員のフルタイムとパートタイムの違いについてです。この違いは、端的に申し上げれ

ば勤務時間の違いでありまして、常勤職員と同じ週38時間45分であるのがフルタイム会計年度任用職員、週30時

間以下であればパートタイム会計年度任用職員であり、２種類の雇用形態で運用をしてきております。フルタイ

ムとパートタイムのいずれで任用するか、パートタイムの場合に勤務時間をどうするかにつきましては、業務の

必要性等を踏まえ、年度ごとに決定をしております。 

 次に、会計年度任用職員の休暇であります。有給のものとしましては年次休暇、特別休暇があり、年次休暇は



 

継続勤務期間などに応じた日数を付与しております。また、それに加え、無給ではあるものの、介護休暇、育児

休暇、部分休暇などの取得も可能となっております。 

 次に、同一職員の翌年度に同じ職場で任用する再度の任用についてです。再度の任用を行う場合であっても、

当然に更新されるものではなく、任期ごとに選考を行う必要があります。選考につきましては、会計年度任用職

員が所属する各課におきまして、勤務態度や発揮された能力などの勤務実績と本人の意思、意向を確認し、翌年

度の任用を決定することとし、再度の任用の上限は原則２回までとしております。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 ありがとうございます。今答弁でも出てきました再度の任用についてになりますけれども、

先日相談がありまして、フルタイムで働く方が次年度も更新を希望しましたが、勤務日数を減らされて収入の減

少で生活が大変厳しくなってきた、このような相談がありました。先ほど答弁では、公募によらない再度の任用

の上限は２回までとのことで、３年目の終わりには公募を受ける必要があるのは承知しておりますが、継続をし

て必要とされる職に問題なく働いている人の雇用を守ることも必要ではないかと思います。年収の維持を希望す

る方への家庭状況に配慮した採用について、本市の見解について伺います。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 まず、会計年度任用職員の採用方法につきまして一度御説明を申し上げますと、毎年１月に市公式ホームペー

ジや「広報いちかわ」によりまして、多くの方の目に留まるように周知を図った上で、募集している部署名、職

種、業務内容、勤務時間などを明示し、申込みを募っております。申込みは１月末に締め切り、各所管課におき

まして書類選考及び面接を実施し、勤務できる日数や時間数、有している資格やスキルなどを踏まえた上で、２

月中旬をめどに採用を決定しております。また、これらの例年の採用スケジュールとは別に、総務部人事課に人

材登録台帳を整備し、採用希望者は事前に登録することで各所管課の要望に応じた採用時期の随時採用も行って

いるところであります。 

 改めまして御質問いただきました、フルタイムの勤務を希望する、勤務時間を希望するような、週５から週３

ですか、というような希望に、多く働ける仕組みを考えてほしいというような御質問に対しましては、会計年度

任用職員は、会計年度ごとの任用でありまして、その職につきましてはそれぞれの職の必要性や業務量などを検

討した上で、年度ごとに設定をしております。そのため、その職が毎年度を恒常的に設定されるものではなく、

勤務時間が、大変申し訳ありませんけれども短くなることもあります。御質問のように、仮に勤務時間が短くな

ることで収入に影響がある場合には、会計年度任用職員本人が新たな職を探すことが必要になる場合もあります

ので、職の設定に変更が生じる際には、可能な限り所管課で早めの情報提供をするよう努めているところであり

ます。 

 また、その場合の対応の一つといたしまして、本市の会計年度任用職員として複数課にまたがって職に就いて

いただいたり、ほかの課で週５勤務をしたりすることも可能な仕組みもありますので、一定の対応は図られてい

るのではないかとも考えております。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 久保川議員。 

○久保川隆志議員 ありがとうございます。今答弁いただいた最後の部分の採用方法については理解をしている

つもりではありますが、先ほどの新聞記事にもあったとおり、人手不足から会計年度任用職員に頼らざるを得な

い状況も、近い将来出てくるかと思います。そのような中で、複数課にまたがって働くことや、フルタイムを募



 

集する、職場変更という選択肢ではなくて、職に問題なく働き続けてもらえる方が、希望する条件の下で働き続

けられる環境整備も今後必要になってくるのではないかと思いますので、先ほどの２回までというのは、これは

総務省でも基本路線としてつくられているものの、職員の任用の更新はありますが、また当然、これは４回まで

という自治体も事実ありますが、この年数の撤廃も含めて、働く方の任に見ていただきながら、今後検討も必要

かと思いますので、そのことをお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時53分散会 



 

 

 

第  ８  日 

 

令和６年３月８日（金曜日） 



令和６年２月市川市議会定例会議事日程（第８号） 

令和６年３月８日（金曜日）午前 10 時開議 

 

第１ 一般質問 とくたけ純平議員、ほとだゆうな議員、石原たかゆき議員、沢田あきひと議員、太田丈之議員 

――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 一般質問 

――――――――――――――――――――――――― 

出 席 議 員     42 名 

門 田 直 人 

野  口  じ ゅ ん 

丸  金  ゆ き こ 

冨 家  薫 

沢   田   あ き ひ と 

太 田 丈 之 

小 山 田  な お と 

川  畑  い つ こ 

ほ と だ  ゆ う な 

国  松  ひ ろ き 

や な ぎ  美 智 子 

と く た け   純   平 

中 町 け い 

つ ち や  正  順 

つ か こ し   た か の り 

加 藤 圭 一 

浅 野 さ ち 

久 保 川  隆  志 

西 村  敦 

中  村  よ し お 

大 久 保  た か し 

石   原   た か ゆ き 

清  水  み な 子 

廣 田 德 子 

に し む た      勲 

石   崎   ひ で ゆ き 

堀  内  し ん ご 

細 田 伸 一 

青   山   ひ ろ か ず 

石  原  み さ 子 



宮 本  均 

大 場  諭 

稲 葉 健 二 

小 泉 文 人 

石   原   よ し の り 

増 田 好 秀 

越 川 雅 史 

中 山 幸 紀 

松 永 鉄 兵 

竹 内 清 海 

加 藤 武 央 

岩 井 清 郎 

――――――――――――――――――――――――― 

欠 席 議 員     な し 

――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職氏名 

市 長 田 中  甲 

副 市 長 松 丸 多 一 

副 市 長 本 間 和 義 

代 表 監 査 委 員 植 草 耕 一 

教 育 長 田 中 庸 惠 

危 機 管 理 監 本 住  敏 

市 長 公 室 長 麻 生 文 喜 

総 務 部 長 蛸 島 和 紀 

企 画 部 長 小 川 広 行 

財 政 部 長 田 中 雅 之 

管 財 部 長 稲 葉 清 孝 

情 報 管 理 部 長 小 林 茂 雄 

文 化 国 際 部 長 森 田 敏 裕 

ス ポ ー ツ 部 長 立  場  久 美 子 

市 民 部 次 長 若 菜 克 彦 

経 済 観 光 部 長 根 本 泰 雄 

こ ど も 部 長 鷺 沼  隆 

福 祉 部 長 菊 田 滋 也 

保 健 部 長 川 島 俊 介 

環 境 部 次 長 品 川 貴 範 

街 づ く り 部 長 小 塚 眞 康 

道 路 交 通 部 長 岩 井 忠 良 

下 水 道 部 長 藤 田 泰 博 



行 徳 支 所 長 秋 本 賢 一 

消 防 局 長 角 田 誠 司 

選 挙 管 理 委 員 会 
岩 井  滴 

事 務 局 長 

農業委員会事務局長 藤 城 久 保 

会 計 管 理 者 六  郷  真 紀 子 

教 育 次 長 小 倉 貴 志 

生 涯 学 習 部 長 板 垣 道 佳 

学 校 教 育 部 長 藤 井 義 康 

――――――――――――――――――――――――― 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長 小 泉 貞 之 

事 務 局 次 長 町 田 茂 幸 

議 事 課 長 米 津 孝 成 

（議事担当）  

主 幹 宮 嶋  茂 

主 査 尾 本  悠 

主 任 書 記 北 川 陽 介 

主 任 書 記 高 栁 陽 一 

主 任 書 記 三 澤 啓 成 

（調査担当）  

主 幹 渡 辺 孝 文 

主 査 前 田  悠 

主 査 岡 澤 英 康 

主 任 関 口  舞 

主 任 書 記 荒 木 智 貴 

書 記 福 井 寿 明 

――――――――――――――――――――――――― 



会    議 

午前10時開議 

○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第１一般質問を行います。 

 順次発言を許可いたします。 

 とくたけ純平議員。 

○とくたけ純平議員 おはようございます。日本共産党のとくたけ純平です。令和６年能登半島地震によりお亡

くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げま

す。 

 また、世界を見れば、イスラエル軍によるガザでの大量虐殺は、いまだに停戦の動きが見えず、プーチン政権

によるウクライナ侵攻も終わりが見えない状況です。世界中で起きている攻撃や侵攻が一刻も早くなくなること

を願いつつ、通告に従い一問一答にて一般質問を行います。 

 大項目の１つ目、クリーンスパ市川について伺います。 

 (1)送迎バスのルートを増やす考えについてです。温泉やプール、ジムなどを備えたクリーンスパ市川は、指

定管理者制度が導入された本市の公共施設です。最初に、本施設への無料送迎バスのルートの数、各ルートの利

用者数、利用者の年齢構成をお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 クリーンセンターの余熱利用施設であるクリーンスパ市川は、平成19年度にＰＦＩ事業として施設利用が開始

されました。令和４年８月末においてＰＦＩ事業を終了し、施設が市に譲渡された後、令和４年10月より指定管

理施設として引き続き業務を行っているところであります。令和４年度の利用者数は約21万人でした。 

 次に、送迎バスルートについてです。クリーンスパ市川への送迎につきましては、ＰＦＩ事業時に、採算性、

効率性、安全性を検討し、原木中山駅、西船橋駅、妙典駅、行徳駅、本八幡駅の５つのルートを設定いたしまし

た。その後、指定管理施設になってからルートの再検討を行い、原木中山と西船橋のルートを統合し、このルー

トについては、土曜日の夜のダイヤの増便及び日曜日のルート範囲拡大をしております。令和４年度の利用実績

としましては、原木中山・西船橋駅ルートが約５万2,000人、妙典駅ルートが約３万人、行徳駅ルートが約３万

人、本八幡駅ルートが約１万4,000人、年間では合計約12万6,000人となっております。原木中山・西船橋駅ルー

トに対し本八幡駅ルートの利用者は少ない傾向です。 

 次はクリーンスパ市川の利用者の年齢などの構成についてです。令和４年度の施設利用者の構成といたしまし

ては、大人が約49％、小学生以下の子どもが約10％、65歳以上の高齢者が約25％、障がいのある方とその付添い

の方が約２％、その他が約14％であります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 年間合計約12万人を超える方が利用しているということです。今後、高齢化が進む中にお

いて健康寿命を延伸し、健康寿命日本一という本市が掲げるスローガンにもかなう施設であり、高齢者の単身世

帯が増える中、社交場としての役割も期待されます。どの年齢層に対しても利用しやすいことが求められます

が、中でも高齢者にとっては送迎バスの拡充が必要ではないかと考えます。市民からは、市川駅を通るルートを

要望する声が以前からありますが、創設する考えについてお伺いします。 



○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 クリーンスパ市川における指定管理業務の基本協定では、送迎バスのルート設定は指定管理者に委ねられてお

ります。新たなルート設定につきましては、要望があるたびに指定管理者が検討しております。送迎バスの運行

経費は、１ルート１台当たり年間約600万円かかるとのことです。市川駅へのルートにつきましては、既存のル

ートの延伸などの見直しも含め、事業採算性などを踏まえた上で指定管理者と協議してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 バス運行には１台当たり年間約600万円の費用がかかるということですが、かねてから市

民の要望もありますので、市川駅ルートも御検討いただければと思います。そもそも公共施設における市民サー

ビスの向上というのは、採算性のみではかるべきではないと思いますが、民間委託によって民間のノウハウの活

用が公共施設における市民サービスの向上を阻害するということにならないように、ぜひお願いをいたします。 

 続きまして、(2)障がい者のリハビリのためにプールを利用することについて伺ってまいります。障がい者の

プール利用に際して、現在どのような運用がなされているのかをお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 クリーンスパ市川のスイミングプールは、長さ25ｍで８コースあります。現在は歩行者コース、フリーコー

ス、初心者コース、50ｍＵターンコースを各１コース常設しております。また、残りのコースで最大４コースを

使用し、レッスンやスイミングスクールで利用している時間帯もあります。それ以外の時間帯は、歩行者コー

ス、フリーコース、初心者コースを増やしております。フリーコースは、障がいのある方も含め、25ｍを泳ぎ切

れない人や、付添いの人と一緒に練習する人などが利用するコースであります。障がいのある方も個人の能力に

合わせ、全てのコースを利用していただいております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 さきのクリーンスパ市川の利用者数に関する答弁では、障がい者及び介助者の利用者数が

全体の約２％ということでしたので、大体4,000人弱ぐらいになるでしょうか。この中には、リハビリ効果を期

待してプールを利用している方も多いのではないかと思われます。障がい者福祉の観点でも、障がい者がプール

でリハビリを行うことの意義は大きいと考えますが、これについて本市の認識を確認させてください。 

○稲葉健二議長 菊田福祉部長。 

○菊田滋也福祉部長 障がいのある方がプールなどを利用してリハビリテーションや水泳などの運動を行うこと

は、次のような側面から効果が期待できると言われています。１つは、仲間づくりや生活圏の拡大などの社会的

側面、次に、生活の充実感やストレス解消などの精神的側面、また、運動不足解消や健康の維持増進などの身体

的側面などです。令和４年度にスポーツ庁が全国の障がいのある方及びその御家族を対象に実施したスポーツラ

イフ調査の結果によりますと、運動が何をもたらすと考えるかとの複数回答ありの設問に対し、健康・体力の保

持増進という回答が約６割と最も多く、次いで精神的な充足が約４割、また、リラックス、癒やし、爽快感が約

３割と、生活の豊かさにつながる回答が上位を占めておりました。 

 具体的な水中の運動効果としては、浮力による腰や膝などへの負担が少ない状態で体を動かすことができるた

め、障がいのある方でも無理なく運動することができます。 

 また、水圧により全身の血液循環が促進され、筋力や心肺機能などの身体的機能向上の効果もあり、さらに、



水に浮くだけでもリラックスの効果もあると言われています。ほかにも定期的な運動習慣により免疫力が向上す

る効果や、鬱症状、認知症予防、また、生活習慣病予防の効果もあると言われています。このように障がいのあ

る方がプールなどを利用してリハビリテーションや水泳などの運動を行うことは、積極的な自立と社会参加を促

進する活動として大変有益であると認識しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 実際に半身不随の方がプールでのリハビリを通して、少しずつ歩けるようになったという

事例を私も聞いていますし、精神面での効果も大きいと言われているものです。当施設において、障がい者のリ

ハビリ指導を無償で行っている方がおり、先日見学をさせていただきました。そこでは、多くの利用者が泳ぐ中

で、マイノリティーである障がい者がマジョリティーである健常者に気を遣いながら施設を利用している様子が

ありました。御本人にもお話を伺いましたが、やはり使いづらいということでした。もし、マジョリティーには

必要とされない気遣いをマイノリティーが強いられる状況が本市にあるとした場合、「誰一人取り残さないま

ち」を掲げ、社会的に立場の弱い人を大切にするとしている本市としては、一般論としてどのような認識を持つ

のか、御答弁をお願いいたします。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 御質問の「誰一人取り残さないまち」についてですが、様々な面で社会的に立場の弱い人を大切にするとの考

えに基づき行政運営を行うものと捉えております。その一つとして、人権をキーワードとして見ますと、本市で

は全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的といたしまして、市川市多様性を尊重する社会

を推進するための指針を令和元年６月に策定し、周知啓発を中心とした様々な施策を進めてきているところであ

ります。 

 その指針の基本理念の一つに、全ての人が多様性を認め合い、個人が尊重され、自分らしく生きることができ

ることを掲げており、障がい者のみならず、ＬＧＢＴＱ＋や本市にお住まいの外国人といった、いわゆるマイノ

リティーの方々が、誰かに遠慮することなく、自分らしく活動することができる社会の実現を目指すとしている

ところであります。この目的を実現するために、市民や事業者と連携、協力していくことも重要でありまして、

社会全体で取組を進めることで、結果的に「誰一人取り残さないまち」の行政運営の一助になるものと認識して

おります。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 ダイバーシティの実現、差別のない社会というのは、御答弁にありましたように、マジョ

リティー、多数派に対して、マイノリティー、少数派が配慮をする必要がない社会だと考えます。加えて言え

ば、その過程でマイノリティー自身に声を上げさせてしまってはならず、そういった社会をつくっていくのはマ

ジョリティーの役目、そして政治、行政の責任であると私は考えています。 

 そこでお伺いします。指定管理者に本市から協議を持ちかけて、例えば週に１日、１時間から２時間、８レー

ンのうちの１レーンくらい障がい者のための専用レーンとすることはできないのでしょうか。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 指定管理者と協議したところ、障がいのある方の専用コースを設けた場合、障がいのある方の中でも個人の能

力に差があり、コースが渋滞してしまうことなどを懸念し、特別にコースを設けてはいないとのことでありまし



た。このことから、障がいのある方の場合も、個人の能力に合わせ全てのコースを利用できるようにするほうが

利便性が高いと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 当事者からは、現在の運用ですと視覚障がい者が健常者の方とぶつかってしまうおそれが

あり危険だといった話や、障がい者が何かしらの理由で水中に沈んでしまった場合に、障がい者が沈んでしまっ

ているのか、健常者が潜水をしているだけなのかが即座に見分けられずに危険だという声があります。お隣の江

戸川区では、障がい者の使いやすさを考え、江戸川区総合体育館にて、クリーンスパより少ない６レーンのプー

ルでありながらも、１レーンを月２回、各２時間、障がい者の専用レーンとしています。江戸川区の担当課に話

を聞きましたが、専用レーンにすることによるトラブルや苦情などは発生していないということでした。 

 先ほどの御答弁では、専用コースをつくらないほうが利便性が高いとのことですが、これは当事者に直接お話

を聞いた上での判断でしょうか。また、あらかじめ曜日や時間を決めた上で、当事者から希望があった場合にの

みコースを貸し出すといった申請制度も考えられると思いますが、いかがでしょうか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 コースの設定は、指定管理者が利用状況を把握した上で判断しております。指定管理施設となってからは、ア

ンケートなどにより要望を受け付けていますが、これまで利用者から専用コースの設置要望はないとのことで

す。このことから、現在の利用形態を継続していくとのことであります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 アンケートでの要望はないということでしたが、私には実際に要望が届いているわけで

す。また、先ほども申しましたが、こういうことはマイノリティー自身に声を上げさせてしまう前に手を打つべ

きです。おととしの10月より指定管理者制度を導入したと、さきに答弁がありましたが、複数の候補から指定管

理者を選定する際の評価票を確認したところ、公の施設として、市民の誰もが平等に利用できる考え方について

という評価項目がありました。その評価項目のポイントは、市民の誰もが平等に利用できるように、３つの場面

における工夫の提案というもので、その３つの項目のうちの３番目にこうあります。現在の施設において、障が

いのある方にとって不便となる場所を挙げた上で、それを解消するための工夫というものです。この評価項目に

おける本市の採点結果ですが、競合相手は３点満点で１点という中で、現在の指定管理者は2.83点という満点に

近い高評価が与えられています。さきの御答弁を伺う限り、果たしてこの評価が正しかったのか、私は疑問であ

ると指摘せざるを得ません。 

 一旦話題を移し、障がい者のプールの利用料金について伺いたいと思います。障がい者の経済的負担を軽減

し、暮らしを支え、社会参加を支援することを目的として、多くの場面で料金の割引が行われています。当然の

ことだと思います。本市の市民プールは、介助者１名を含めて無料となっていますが、しかし、クリーンスパ市

川は障がい者には高齢者料金が適用という規定で有料であります。障がい者及び介助者１名を無料にすることは

できないのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 本市の市民プールや近隣市の公営プールにおいて、障がいのある方及び付添い１名を無料にしている施設があ

ることは把握しております。今後、現在の利用状況を踏まえ、他の施設同様に見直しができるか、指定管理者と



協議してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 協議をお願いいたします。去る３月３日、本市文化会館で障がいのある人もない人も一緒

になって創る・楽しむことをテーマとしたチャレンジド・ミュージカルが開催されました。公演に先駆けて挨拶

をされた田中市長は、「誰一人取り残さないまち」への思いを話されておりました。 

 振り返れば、市長の所信表明では、文化・スポーツについて触れた箇所で、「誰もが自分らしく暮らせるまち

とは、国籍、年齢、障がい、ＬＧＢＴＱ＋など、様々な違いをお互いに受け入れ、認め合う、ダイバーシティが

実現されたまちです」とおっしゃり、そして「人権教育の推進や、多様な方が文化活動やスポーツに参加できる

環境の整備を進めることで、健康で健全な社会の実現を目指してまいります」とおっしゃっています。このよう

に、障がい者を含めたダイバーシティの実現に力を入れようという本市ですから、もしもクリーンスパ市川が市

直営施設であったならば、障がい者用のレーンの確保くらいはすぐにでも実現されていたのではないかと思いま

す。ところが、指定管理者制度を導入しているがために、本市のまちづくりの理念が実現できないとなってしま

えば、本市が度々用いる、民間を入れることで市民サービスが向上するという説明にも疑問符がつくのではない

でしょうか。 

 プールの使用については、障がい者用レーンの確保と障がい者の利用料の無料化に向けて、ぜひ指定管理者と

改めての協議を進めていただきますよう、強くお願いをいたします。 

 続きまして、大項目の２番、令和７年度に使用する市立学校の教科書採択についての(1)教科書採択に関する

教育委員会会議の現状と課題について伺います。 

 使用する教科書の改訂は４年に１度となっており、令和６年度は令和７年度以降に向けて中学校の教科書の改

訂が行われる年になります。 

 そこで伺いますが、教科書の採択についての教育委員会会議では、どのようなことが行われているのでしょう

か。また、その会議を市民が傍聴することの意義をどのように考えているのでしょうか、御答弁をお願いしま

す。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 お答えいたします。 

 初めに、教科書採択に関する教育委員会会議の内容についてです。教育委員会会議には、教育長及び教育委員

のほか、議案の提出責任者として、教育委員会事務局である生涯学習部及び学校教育部の課長職以上の職員が出

席しております。会議では、課長から議案の提案理由を説明し、教育委員による議案に対する質疑を行った上

で、教育長及び教育委員による採決が行われております。御質問の４年ごとの教科書の採択替えに関わる教育委

員会会議におきましては、葛南西部採択地区協議会が採択の対象として選定した教科書だけでなく、選定されな

かった教科書についても審議の対象としており、昨年審議した小学校用教科書を例に取りますと、52種類もの教

科書が審議の対象となっております。このことから、全ての教科書の内容について、細部まで内容を把握してい

る各教科専門の指導主事も出席し、審議に必要な情報の提供と説明を行っており、様々な観点から審議がなされ

ております。 

 次に、市民による教育委員会会議の傍聴の意義についてであります。教科書は学校における授業や家庭におけ

る学習活動において重要な役割を果たすものであることから、教育委員会は、児童生徒に最も有益、適切な教科

書を採択することが求められており、教科書の採択については、公正性、透明性に疑念を生じさせることのない

よう適切に行われる必要があると認識しております。このようなことから、本市教育委員会では、令和元年度か



ら、教育委員会会議における教科書採択に関する会議を公開しております。会議を傍聴いただくことは、保護者

や市民に対し採択結果や採択の理由について説明責任を果たすとともに、公正に採択が行われていることを御理

解いただく上で非常に重要であると認識しております。そのため、教科書採択に関する会議は、通常開催してい

る場所ではなく、多くの方に傍聴いただける会場で開催しております。なお、これまでの傍聴者数を直近５年で

申し上げますと、教科書の改訂が小学校、中学校それぞれ４年に１度となることから、年度によりばらつきが生

じておりますが、令和元年度は59人、令和２年度は39人、令和３年度は18人、令和４年度はゼロ人、令和５年度

は30人となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 傍聴していただくことは重要だとのことですが、その傍聴の案内をどのようにして行って

いるのかお伺いをします。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 お答えいたします。 

 教育委員会会議は市川市教育委員会会議規則により、原則毎月第１木曜日に開催しており、市公式ウェブサイ

トにより、会議の日時、場所及び傍聴について御案内をしております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 大切な会議の案内ですから、公式ウェブサイトだけでなく、「広報いちかわ」にも掲載で

きないものでしょうか。また、本市はＳＮＳを利用して市民へ情報を届けていますが、教育委員会でもＳＮＳア

カウントを取得し、情報発信を行うことができないのか、併せてお伺いをします。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 お答えいたします。 

 教育委員会会議は原則第１木曜日でありますが、日程や場所の変更が必要となる場合もあるため、日程等が確

定した段階で市公式ウェブサイトに会議の開催や傍聴の案内を掲載しております。今後、効果的な周知を行うた

めには、どの媒体を活用することが適当か検討し、関係部署と協議してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 情報を市民に届けることはとても重要な仕事ですから、ＳＮＳや紙媒体を駆使して、市民

に開かれた教育委員会にしていただきたいと思います。 

 さきの御答弁で、教育委員会会議に先駆けて葛南西部採択地区協議会が採択の対象として教科書を選定すると

いうことでしたが、地区協議会の選定結果が教育委員会の会議で否決されたことがあるのか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 お答えいたします。 

 本市が浦安市と葛南西部採択地区協議会を設置し、教科書を共同採択するようになった平成17年度以降、本市

教育委員会では、葛南西部採択地区協議会の選定結果を原案どおり可決しており、協議会の選定結果が否決され

たことはございません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 昨年８月の小学校の教科書改訂の際の会議を私も傍聴いたしました。僅か１時間半程度で



全教科の教科書の審議が終わり、地区協議会の原案に賛成かどうかを全教科一括しての採択でしたから、地区協

議会の選定結果がそのまま教育委員会の会議で可決されるのが慣例なのだと感じたところです。そうなると、教

科書の選定に関しては、葛南西部採択地区協議会が大変重要な意味を持っているということになります。 

 そこで、(2)葛南西部採択地区協議会の現状と課題について伺ってまいります。先ほどから話に上がっている

葛南西部採択地区協議会とは、どういったものなのか、その内容と現状を御説明ください。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 葛南西部地区採択協議会は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に

より設置されており、教科用図書の採択について協議する機関となっております。本年度の教科用図書葛南西部

採択地区協議会は、協議会委員12名で組織し、計４回行いました。協議会委員は、研究調査委員の報告を受け、

各教科の教科用図書について協議をし、選定を行います。また、協議会に教科用図書の選定に必要な調査研究を

行うため研究調査委員会を置き、54名の研究調査委員を委嘱いたしました。研究調査委員は、見本の送付があっ

た全ての教科用図書の調査研究を行い、種目ごとに調査研究の結果を取りまとめた資料を作成し、協議会の会議

に報告をします。その後、各種の協議結果は全体協議会で報告され、葛南西部採択地区協議会として、各教科の

教科用図書を選定いたします。本市は浦安市と共同採択を行っており、浦安市と同様の方法で教科書採択を行っ

ております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 先ほどの教育委員会の会議では、重要性から傍聴を受け付けているということが御答弁に

ありました。この葛南西部採択地区協議会の会議は傍聴をすることができるのでしょうか、お伺いをいたしま

す。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 現在、葛南西部採択地区協議会は非公開となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 さきの御答弁で、教科書の採択に関する教育委員会の会議に関しましては、公正性、透明

性に疑念を生じさせることのないよう適切に行われる必要があるとして、会議を傍聴いただくことは、保護者や

市民に対し、採択結果や採択の理由について説明責任を果たすとともに、公正に採択が行われていることを御理

解いただく上で非常に重要との答弁がありました。葛南西部採択地区協議会の会議も同じ意味で、公開して市民

に見ていただく意義が大きいと考えますが、御見解を伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 採択地区協議会は、外部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、静ひつな環

境を確保し、採択権者の判断と責任において公正かつ適正に行われるよう努めることとされていることから、公

開する予定はございません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 外部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、静ひつな環境を確保し、採択権者の

判断と責任において公正かつ適正にこの会議が行われたのかどうかを市民に非公開の中で、一体どなたが、どの

ように確認をしているのでしょうか。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 



○藤井義康学校教育部長 教育委員会が各調査委員等に対し、教科書採択に直接の利害関係を有するものではな

いことについて確認書の提出を求めております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 教育委員会と各調査委員の間での書面での確認ということですが、公正性、透明性に疑念

を生じさせない確認方法だとは到底思えません。こういったことは、れっきとした第三者が客観的に確認するこ

とでこそ成り立つものであり、市民の目を入れるべきだと考えます。現状はブラックボックスのように感じま

す。 

 埼玉県では、多くの共同採択地区で協議会の会議が公開されています。私は、八潮市、吉川市と共同採択を行

っている三郷市に話を聞きました。身元を伏せておくべき調査委員が任命されるところに関しては、傍聴者に退

席をしていただくなどの工夫をしつつ、選定する教科書を決定する最後の会議はフルで公開をしているというこ

とでした。また、公開することで問題は起きていないということでした。葛南西部採択地区協議会も、このよう

な公開の仕方をするべきではないでしょうか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 埼玉県のガイドラインによりますと、会議の公開と記載がありますが、一部非公開と

している部分もあると伺っております。本市におきましては、先ほども答弁いたしましたが、現在のところ公開

する予定はございません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 公開する予定がないということは、とても残念ですが、今回は会議の公開についてこれ以

上はお伺いしませんが、三郷市はすぐ近くですから、調査をしていただき、採択地区協議会は非公開でなければ

ならないという固定観念をまずは捨てていただきたいと思います。 

 続けて伺いますが、採択地区協議会の会議録の公表はどのように行われているのでしょうか。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 採択地区協議会会議の議事録は、会議が実施された年の９月１日に公開しておりま

す。配架期間は５年間とし、中央図書館、行徳図書館にて公開しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 図書館のみの公開ですと、見に行く時間が限定されてしまうのは想像に難くありません。

自宅でゆっくり見たいと思えば、大量にコピーを取ってこなければなりません。インターネット上でも公開をし

ていただけないでしょうか。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 採択地区協議会会議の議事録につきましては、ほかの自治体も行っていることから、

インターネット上で公開ができるよう、今後、浦安市や関係部署と協議をしてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 インターネットでの公開、これはぜひ来年度、今年から、過去の分も含めてネットでの公

開、ぜひお願いをいたします。会議についても市民の目を入れていただくということ、御検討をください。 

 続きまして、(3)教科書展示会の現状と課題について伺います。現在使われている教科書や次年度の教科書の



見本の展示が毎年行われておりますが、その現状と意義をどのように考えているのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 教科書展示会は、教科書の調査研究を行うために、法に基づき開催するものです。現

行及び来年度使用される教科書を一般公開することで、学校関係者や地域住民等の多くの方々に、教科書を実際

に御覧いただき、触れていただくための取組であると考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 御答弁ありがとうございます。この展示会の来場者数がどのぐらいなのかお教えくださ

い。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 教科書の発行に関する臨時措置法第５条の規定に基づく教科書展示会は、令和５年、

文部科学省告示第13号に示されていることに基づき実施しております。今年度に関しましては、法定展示期間と

して、市川生涯学習センター３階文学ミュージアム資料室にて、令和５年６月16日から７月２日まで開催し、来

場者は56名でした。 

 また、令和３年度からは、広く地域住民の方々が教科書展示会に参加できるよう、本市単独で会場を１か所追

加し、計２か所で開催しております。今年度に関しましては、南行徳市民談話室では令和５年７月10日から７月

14日で開催し、来場者は38名、文学ミュージアム資料室では令和５年７月21日から８月31日で開催し、来場者は

43名でした。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 浦安市は令和５年、600人を超える来場者が報告をされています。それに比べると本市の

来場者は少ないと思いますが、その要因をどのように考えているのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 各教科書展示会における来館者数は、名簿上に記載された数値であり、実際の来館者

数は記載数以上であると考えます。また、教科書選定に関心のある方は、１冊ずつ丁寧に読み進めている様子も

見られることから、開催の情報は届いていると判断しております。しかしながら、各展示会の開催会場を建物の

２階以上の場所としたため、より多くの地域住民等の方々が教科書に触れていただけるような開催会場について

検討してまいります。今後も、開催日程につきましては、「広報いちかわ」や教育委員会のウェブサイトに掲載

するほか、各市立学校へも学校ホームページや学校便り等への掲載を依頼し、広く市民の方々に伝えてまいりま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 教科書の問題に関心の高い市民はもちろんですが、より気軽に多くの市民に教科書に触れ

ていただくことが、本市の子どもたちの教育を考える上で大切だと思います。そこで、市役所第１庁舎の１階待

合スペースで展示会を開催することが効果的だと考えます。かねてより市民からの要望もあると認識しています

が、来年度、今年、実現をしていただけないでしょうか。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 教科書展示会の来場者を増やすため、令和６年度の教科書展示会の開催場所について

は、市役所第１庁舎の１階での実施に向けて、今後、関係部署と調整し、進めてまいります。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 ぜひ今年、来年度、よろしくお願いいたします。また、この教科書の並べ方ですね。従来

ですと、各学年をまとめて１つの教科書会社のカバーの中に入れたまま置かれていると思うんですけど、なかな

かあれが取りづらいという声もあります。浦安市では本屋さんのように、たまには面で並べたりして取りやす

い、見やすいような工夫もされておりますので、ぜひそういった工夫も併せてお願いできればと思います。子ど

もたちがどのような教科書で学ぶのかが、どのような大人になっていくのかに大きく影響すると思っています。

教科書の内容が今後の社会の形をつくっていくと言っても過言ではないと思います。ぜひ多くの市民に関心を持

っていただく取組を今後もお願いいたします。 

 続きまして、大項目の３番、動物愛護、動物福祉の取組についての(1)市川市動植物園についての動物飼育の

現状と課題について伺います。 

 当園は、開園から36年以上が経過しており、動物福祉の観点で改善すべき点が見られると思います。園の職員

が動物への愛情を持って精いっぱいのお世話をされていることに敬意を表しつつ、今回、園を視察いたしまし

た。その上で、国内の複数の獣医師や研究者、欧米の動物福祉に取り組むＮＧＯなどに意見を求めながら、既に

一部は園との相談の上で案を取り入れていただいた部分もあり、感謝を申し上げますが、ここでは、今後に向け

ての質問をさせていただきたいと思います。動物によって習性も様々ですので、今回は概論的な質問ではなく、

動物ごとに特に気になった点に絞って伺ってまいりたいと思います。 

 まず、ワオキツネザルやマンドリルが飼育をされている猿舎についてです。ケージ飼育においては、床をコン

クリートにせざるを得ないものかとは思いますが、地面がコンクリートである点や、日当たりが悪い点が課題だ

と感じます。可決された来年度の予算では、動物園の修繕にも予算がついていますが、それを用いるなどして改

善をすることができないのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 お答えします。 

 先ほど御質問にありましたとおり、動植物園は開園から36年が経過しており、開園当初に設置した動物舎が多

数あり、施設全体の老朽化はあるものの、小動物を中心とした身近な展示により多くの方に動物に対する知識や

生態を理解していただき、子どもの情操教育としての役割を担った展示手法の工夫も行っているところでありま

す。飼育に当たりましては、個々の動物の体調を慎重に見ながら、個体に合わせた最適な環境づくりに努めてお

ります。 

 猿舎につきましては、開園時に設置したものであり、老朽化対策を行ってきたものの、ケージで囲われた単調

な動物舎でございます。よりよい環境とするために、現在、猿舎前の日当たりのよい場所に土と草木を用意する

ことや、多種類の猿たちが交互に共有して使用できるようなスペース拡張の検討をしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 ぜひ改善に向けて取組を進めていただきたいと思います。 

 続きまして、マンドリルの飼育スペースについてですが、狭いように感じるのですが、これを広くすることは

できないのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 マンドリルのジョディは、現在33歳と国内２番目の高齢であり、昨年後半より体調不



順を繰り返している状況でございます。スペースの拡張などにつきましては、ジョディの体調を考慮し、個体に

合わせた最適な環境づくりを行ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 体調を第一に考えていただいた上で、できることがあれば御検討いただきたいと思いま

す。 

 続いて、レッサーパンダについてです。現在８頭が飼育されていますが、個体によって飼育環境に差があると

感じます。一時期より頭数が減ってはいますが、１頭１頭の生活環境を向上させるためにも、これ以上の繁殖は

控えた方がよいと思いますが、お考えを伺います。 

 また、中でも、ライチという名前のレッサーパンダのケージが狭いように思いますが、より広いスペースを確

保することができないのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 レッサーパンダの飼育頭数は、15頭をピークに、現在は８頭となっております。仮に

今後頭数が減った場合でも、補充する予定は現在ございません。また、繁殖につきましては、当園が所属してい

る公益社団法人日本動物園水族館協会による繁殖計画に基づいた要請を受けた上で、その都度判断をしておりま

す。 

 レッサーパンダのライチは、現在広さ12㎡の屋外スペースを確保しております。ライチは現在18歳と園内で最

も高齢のため、体調を見ながら最適な環境づくりを行ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 レッサーパンダについては、自然に頭数が減った場合にも補充はしないということでお伺

いをいたしました。 

 次に、スマトラオランウータンについてです。オランウータンは、本来地上に降りることはまれで、木の上で

暮らす動物です。高いところにいかに生活スペースを設けるかが重要です。その上で、例えば既にあるやぐらに

日よけや部分的な覆いをつけたシェルターのようなものを設置するという考えはいかがでしょうか。また、木の

上に巣を作る習性がありますので、そのための木の枝やエンリッチメントと呼ばれる代替品は用意されているの

かをお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 スマトラオランウータンの放飼場には、立体的な空間利用が可能となるやぐらや、古

くなった消防ホースを活用してハンモックを設置するなど、飼育員の創意工夫による環境づくりを定期的に行っ

ております。今後も日よけやシェルターを含めた取組として、上部の空間活用に努めてまいります。 

 また、エンリッチメントにつきましては、巣材として干し牧草、わら、段ボール、布などを日常的に与えてお

り、さらに、食用として木の枝やササを与えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 ぜひ空中のスペースの充実をお願いしたいと思います。 

 続きまして、マイクロブタについてです。ふだん飼育されているなかよしルームは清潔な環境が保たれている

と思いますが、砂や泥はありません。マイクロブタは、習性として砂浴び、泥浴びをすることでストレスの解消

になりますが、そういった環境が用意されているのかお伺いします。 



○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 マイクロブタは、開園中は屋内施設にありますなかよしルームにおりますが、夜間と

休園日には家畜舎にて生活をしております。家畜舎には屋外の砂場もあり、砂浴びをしたり、日光浴をしている

ところです。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 伺いました。開園日にも日光浴の時間を設けることも御検討いただければと思います。 

 次に、なかよし広場にいる猛禽類についてです。ハリスホーク――鷹やフクロウには、もっと広いスペースが

あったほうがよいと感じますが、今後広いスペースを用意する計画があるのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 なかよし広場のハリスホークやフクロウ類は、広さ９㎡から15㎡のスペースで飼育し

ており、大きなストレスを受けているといった行動は現状確認されておらず、飼育状況に大きな問題は見られま

せん。今後も動物の状況を見ながら、最適な環境づくりを行ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 ハリスホークは20年以上生きることも珍しくなく、中には35年を超えることもあるそうで

す。現在、園にいるハリスホークは、今後20年以上生きても不思議ではありません。先が長いですし、長期的な

目で見て、広さについても御検討いただければ幸いです。 

 そのほか新規のおもちゃなども有効かと言われています。動物のエンリッチメントには、真新しいという点が

重要だと言われますので、ハリスホークには使い古しのタオルを細長く切ったものなどを、糸が絡まないように

して作ったおもちゃや、毛むくじゃらのぬいぐるみなども、個体によっては興味を示して遊ぶそうです。ほか

に、ヒバや松、杉やヒノキなどの枝も喜ぶことがあるそうですので、個体の体調に気をつけていただきつつ、よ

ろしければお試しをいただければと思います。 

 続きまして、イとしてモルモットとの触れ合いの現状と今後について伺います。モルモットは警戒心が強い動

物です。京都市動物園の調査によると、ストレスがかかると増加するコルチゾールの濃度を調査した結果、来園

者との触れ合いをした後は濃度が高まることが分かったということです。また、触れ合いを休止することで、病

気にかかる個体が減ったとのことでもあります。本園では、以前は開園中いつでも触れ合いができるようになっ

ていたと認識していますが、現在は１日２回、各40分に限定をされています。このようになった経緯をお教えく

ださい。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 モルモットとの触れ合いは、令和２年３月より新型コロナウイルス感染症対策に伴い

中止しておりましたが、令和５年９月から、触れ合い時間の短縮や団体利用枠を設けずに再開をしております。

今後の触れ合いについては、動物福祉や感染症予防、市民ニーズなどに配慮してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 コロナで一旦中止をしていたということで、昨年の９月から再開をしたとのことですが、

さきに述べたような動物福祉の観点で考えれば、今後も少なくとも時間制限をキープするべきだと考えます。ま

た、現在行っていない団体枠ですが、コロナ以前は一度に100人くらいが入ることもあったと聞いていますの

で、モルモットは恐怖を感じることがあったのではないかと思います。時間制限を続けた上、団体枠はこのまま



廃止すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 来園者の触れ合い時間の短縮や、団体利用枠を設けないことにつきましては、動物た

ちの状態や来園者のニーズなど、それぞれ考慮しながら進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 モルモットの寿命は大体５年から６年くらいと言われています。限られた時間をストレス

なく過ごせるように、触れ合い時間短縮の継続及び団体枠の再開は考えないということで進めていただきたいと

思います。 

 園も動物福祉ということを大前提に考えていることとは思いますが、どうしても当園の限られた敷地の中で

は、私は動物の数を長期的には自然な形で減っていく過程で全体的に数を減らすのが最良なのではないかと思い

ます。また、動物園に対して、種の保存や教育といった価値を与えるのであれば、現状では予算が全く足りてい

ないということは明らかです。来年度は、従来よりも予算がつけられている点は評価いたしますが、例えば札幌

市円山動物園では、オランウータンの飼育施設がリニューアルオープンしますが、その総工費は約12億円とのこ

とです。本市も動物園を続けていく以上、従来よりもっと桁違いの予算が必要であるはずだと認識をしていただ

きたいと思います。 

 続きまして、(2)保護動物の譲渡会を目的とした公民館の利用を認める考えについて伺います。令和５年の６

月定例会で、保護猫の譲渡会を目的とした公民館の利用を認められないかという質問をいたしました。その際

は、まず公民館の利用者にアンケート調査を実施するとの答弁でしたが、アンケートの実施状況についてお伺い

をいたします。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 お答えいたします。 

 公民館における保護猫の譲渡会の開催について、市内の15か所の全公民館の利用者にアンケートを実施いたし

ました。調査期間は令和５年12月から令和６年１月までの約１か月間で、各公民館の窓口において、利用者にア

ンケート用紙を配布して行い、5,690件の回答をいただきました。回答の内訳は特に支障がないが79％、条件付

であれば支障がないが12％、反対であるが９％となっております。条件付の場合の主な条件と、反対する主な理

由は、いずれも譲渡会で部屋を使用する際に猫の毛が抜けることなどによる動物アレルギーや衛生面に伴うもの

でした。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 本市が県の殺処分ゼロに尽力をする上で重要なのは、猫の不妊手術を一気に進めていくこ

とと保護猫の譲渡先を見つけていくことです。アンケートの結果から、アレルギーの方への配慮として、使用後

の換気や掃除をしっかり行うことで、公民館での保護猫の譲渡会の利用を認めていただければと思いますが、い

かがでしょうか。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 お答えいたします。 

 アンケート結果から、条件付を含めると約９割の方が保護猫の譲渡会の開催に支障がないと回答しております

ことから、令和６年４月より公民館における保護猫の譲渡会の利用申請があった場合は、その利用を認めてまい

りたいと考えております。 



 一方で、アンケート結果より、動物アレルギー、衛生面などへの十分な配慮が必要であることから、利用後の

清掃や換気など、公民館の利用には一定の条件を付してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 とくたけ議員。 

○とくたけ純平議員 御答弁ありがとうございます。本市が保護猫の譲渡会に対して公民館の利用を認めるとい

う方向性は、とても意義のあるものだと考えます。動物愛護の施策として誇れるもので、他市に与える影響も大

きいのではないかと考えます。アレルギーのある方や反対の意見だった方にも、今後納得していただけるよう

に、使用後の掃除や換気を徹底するよう条件を付した上で実施をしていっていただきたいと思います。 

 今回のこのアンケート結果は、動物愛護の活動に対する理解が市民の間に浸透していることを示すものだと思

います。その意味では、保護犬の譲渡会についても、現在行われている塩浜ドッグランのほかの公園でも、申請

があれば積極的に応じるなど、これは街づくり部にお願いをしたいと思います。 

 また、市内の公園での地域猫活動も、条件を付した上で、かつ登録制として、しっかりルールを守った活動で

あれば認めるという時期に来ていると思います。これは近隣市が先に始めていますし、国も肯定的なわけですか

ら、ぜひこれもまちづくり部に一歩踏み出していただきたいということを強く訴えまして、私の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 次に、ほとだゆうな議員。 

〔ほとだゆうな議員登壇〕 

○ほとだゆうな議員 皆さん、こんにちは。会派創生市川のほとだゆうなです。早速ではございますが、通告に

従いまして、初回総括２回目以降一問一答の形式にて一般質問をさせていただきます。 

 今回の一般質問では、実際に市民の皆様からいただいた御意見や御要望につきまして、３つの大項目について

伺います。 

 まず、大項目の１つ目、中学校における教育について質問をいたします。 

 本市においては子育て世代の市外流出を課題としており、子育てしやすい町市川を目指し、本市独自での給食

の無償化や、18歳までの医療費の無償化、第２子以降保険料の無償化など、子どもを育てやすくするための経済

的支援を中心に施策を充実させてきました。私自身、未就学児の子どもを持つ親の立場からも、すばらしい取組

に感謝いたします。 

 さて、子育て世代の人口の市外流出を防ぎ、定住人口を増加させるために、あるデータに着目をいたしまし

た。全国学力・学習状況調査の得点の一覧です。ちなみに、千葉県の成績は、全国平均と同じぐらいか、僅かに

下回っているという状況です。ベネッセ総合教育研究所によると、全国学力・学習状況調査の得点が高い自治体

ほど人口が増加する傾向が見られるということです。子育て世代にとって、学校教育の充実は居住先を選択する

際の重要な要素の一つとなります。そこで、次の一手は公教育の充実ではないでしょうか。 

 シティプロモーションの手段として、質の高い学校教育や高い学力に着目する自治体は増えています。質の向

上を図るために、２つの観点からアプローチする必要があると考えます。 

 １つは、各中学校に実際に通っている生徒の皆さんが、よい教育の機会を得ることができ、生き生きと過ごす

ことができるための各学校におけるハードの面、もう一つは、市の公教育についての魅力的な教育指針であった

り、コンテンツというソフトの面です。まず、中学生の日々の学校生活や学びを充実させるには、現状を知り課

題を見つけ、それに対処し、よりよいものを模索することが求められます。 

 そこで、(1)市立中学校における生徒の生活や学びの質について、どのように現状把握をされているのでしょ



うか。その方法について、どのようなものがあるのかお聞かせください。 

 続いて、教育指針という面について(2)市立中学校における教育の特色について、本市の見解をお伺いしま

す。 

 次に、大項目の２つ目、信篤幼稚園についてです。 

 昨年12月に信篤幼稚園にて保護者説明会が開催され、今年の４月に入園する園児の卒園を待つというタイミン

グで廃園をするという方向性が示されました。そこで、信篤幼稚園の閉園の検討に関する現在の進捗状況及び今

後の公立幼稚園の在り方に関する本市の見解についてお聞かせください。 

 次に、大項目３つ目、外郭環状自動車道路の整備に伴う市内のまちづくりについてお伺いをします。 

 外環道路は平成30年６月に開通し、もう少しで開通６年となります。昨年、国土交通省などから発表された開

通後５年間についての報告書によりますと、沿線自治体である市川市、松戸市、船橋市においては、開通によっ

て工業地地価が約30％上昇、固定資産税、従業員数ともに５％ほど増加するなど、大きな経済効果があったとの

ことです。また、開通によって、抜け道として利用されていた生活道路の交通量が約４割減少するなど、市内の

安全性の向上にも一役買っている重要な基幹道路となっています。外環道路の一般部分を走っていますと、フェ

ンス等で囲われた土地が道路沿いにたくさん見受けられます。用地取得の際の残地であり、このような箇所を路

傍部というそうです。ほんの僅かな広さのものであったり、かなり広いまとまった大きさだったりする箇所もあ

ります。路傍部につきましては、令和４年９月定例会にて竹内議員も質問されていらっしゃいます。この路傍部

につきまして、近隣住民の皆様より様々な御意見をいただいております。 

 そこで伺います。それら外環道路の路傍部の利活用について、現在の状況と本市が認識している今後の展開に

ついてお聞かせください。 

 以上で初回の質問とさせていただきます。関係各署の皆様におかれましては、御答弁をくださいますよう申し

上げます。 

○稲葉健二議長 答弁を求めます。 

 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 私からは大項目、中学校における教育についてお答えいたします。 

 初めに、(1)市立中学校における生徒の生活や学びの質について、現状把握の方法についてお答えいたしま

す。中学校では、国や千葉県による調査のほか、市川市や学校独自で実施している各種調査を通して、生徒の生

活や学びの現状把握に努めております。具体的には、文部科学省からは、いじめに関する調査や３年生を対象と

した全国学力・学習状況調査、千葉県からはセクシュアルハラスメント及び体罰に関する調査や、１、２年生を

対象とした学習に関するちばっ子学びの未来デザインシートの調査があります。本市では、学習用端末の活用状

況アンケートや外国語の学習に関するアンケート、保健体育課のライフスタイル調査を実施しております。その

ほかには、校内に相談用のポストを設置し、悩みや不安を抱えた生徒が各学校に配置されているカウンセラーに

直接相談依頼ができるように配慮しております。また、管理職や学年職員による校内巡視が日常的に行われてお

り、生徒や職員の様子を把握する中で、気になる点については、その都度、生徒指導担当教員等と連携を図り情

報共有を行っております。 

 次に、(2)市立中学校における教育の特色について、本市の見解についてお答えいたします。中学校では、令

和３年度から平成29年改訂の現行学習指導要領に基づいて、各学校における地域の特性や生徒の実態を踏まえた

特色ある教育活動を行っております。また、令和６年１月に策定された第４期市川市教育振興基本計画に示され

ているとおり、全校に設置されている学校運営協議会、地域学校協働本部を活用し、地域と学校の連携協働体制

の充実を図りながら子どもの育成を目指すことが、本市の特色の一つであると考えます。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 私からは大項目の２つ目、市立信篤幼稚園に関する御質問にお答えいたします。 

 信篤幼稚園を含めた公立幼稚園の今後の在り方につきましては、幼児教育振興審議会から出された答申を踏ま

え、平成28年度に教育委員会が基本的な方針を定めております。この基本的方針では、現在６園ある公立幼稚園

のうち百合台幼稚園、大洲幼稚園、南行徳幼稚園を基幹園として残し、この３園では特別支援教育をはじめとし

た公の役割を担うこととなっております。一方、基幹園以外の園につきましては、園児の人数が減少した場合、

廃園可能となった園から順次廃園を検討していく方針が出されております。 

 また、幼児期の教育にふさわしい環境を維持するため、各園の１学級当たりの人数につきましては、おおむね

20人から35人を適正規模とすることなどが示されております。公立幼稚園の入園児童数の減少に伴い、この基本

的方針を基に、昨年度から教育委員会とこども部で検討を重ね、昨年11月に信篤幼稚園及び新浜幼稚園の２園に

ついては、令和７年度末をもって発展的解消を行うという方針案を策定いたしました。 

 次に、当該２園の方針案策定後の周知に関する進捗状況についてでございます。方針案策定後は、保護者の方

や関係各所に対して速やかに周知を行い、方針案に対する御意見などをお聞きすることといたしました。昨年11

月末から12月上旬にかけて、方針案の内容に関する議員説明会や公立幼稚園の教職員に対する説明会を開催いた

しました。その後、12月中旬に公立幼稚園に在園している児童の保護者の方に対して、文書で方針案の内容につ

いてお知らせするとともに、当該２園に来年度入園申請をされている児童の保護者の方には、事前に電話で直接

方針案について説明を行った上で説明文書を送付いたしました。また、12月22日には、当該２園に通園されてい

る児童の保護者の方を対象とした説明会を開催するとともに、年明けの１月17日には、当該２園に入園申請され

ている児童の保護者の方と直接お会いして、改めて御意見や御要望についてお話を伺いました。なお、２月13日

には、信篤幼稚園に在園する児童及び今後、同園に入園を検討している児童の保護者の方々と座談会を開催し、

不安に思っていることや御意見などについて聞き取りを行い、今後も相談を継続していくこととしております。

このほか広く市民の皆様から方針案に対する御意見をいただくため、１月20日から２月19日にかけてパブリック

コメントを実施いたしました。現在、結果の集計を行っており、まとまり次第、いただいた御意見について公開

する予定となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 私からは大項目、東京外郭環状道路の整備に伴う市内のまちづくりについてお答えい

たします。 

 外環道路の千葉県区間は平成30年６月に開通し、一般部である国道298号についても植樹帯等の環境施設帯の

一部は施工中ではございますが、大部分が供用されております。一方、沿道には、用地取得により残された部分

で、歩道や植樹帯といった環境施設帯の位置づけがなく、フェンス等で囲われた未利用状態の土地、いわゆる路

傍部が点在している状況もございます。これらの土地は国が道路用地として管理している土地で、外環道路の事

業区域に含まれていることから、道路附帯施設や道路占用許可の範囲内で設置できるもの以外、利用できないと

されております。そのため、これらの路傍部の活用につきましては、一例として、植樹帯や路上自転車駐輪場の

ような道路法に規定された道路占用物件としての活用が考えられます。また、国においては、地域にふさわしい

道づくりを進めることを目的としたボランティア・サポート・プログラム制度がございます。これは、地域住民

や地域企業等の団体にて植樹帯や花壇の設置管理等を行っていただく制度であり、外環道路の路傍部につきまし

ても、この制度活用は可能でございます。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 答弁が終わりました。 

 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 全ての質問項目について御答弁をいただきました。各項目につきまして、順次再質問をさ

せていただきます。 

 まず、大項目の１つ目、中学校における教育について御答弁をいただきました。現状把握の方法につきまし

て、各種アンケート、相談ポスト、カウンセラーへの相談窓口、また、管理職や学年職員による校内巡視等と、

先生方におかれましては、日常的に生徒の生活や学びの現状把握に努めてくださっていますこと、分かりまし

た。生徒の皆さんのお話を聞くと、アンケートが一番身近なようでした。 

 そこで伺います。アンケートについて得られた情報は、どのように学校生活の現場にフィードバックされてい

るのか伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 学校では学校生活アンケートや教育相談アンケートの結果を基に、生徒に対し人間関

係や家庭環境に関する悩みや学習及び進路に関する不安の解消に努め、充実したよりよい学校生活が送れるよう

支援しています。不安の解消に向けては、教育相談週間などの期間だけではなく、必要に応じて、生徒が学級担

任や学年職員と個人面談を行うなど、早期に対応し、養護教諭やカウンセラーを含め複数で情報を共有して対応

してまいります。 

 一方、教育委員会は、国や県による学びに関する各種調査結果を基に生徒の学力や学習状況を把握分析し、各

学校へ情報提供を行っております。 

 学校では、これらを基に教員の指導力向上に向けた学習指導の充実や授業改善を図り、学校運営に生かせるよ

う努めております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 例えばいじめの問題など、問題を抱えてしまった子どもたちは、なかなか自分から発信を

することが難しいケースが多いです。これらのようなセンシティブな問題に関しては、定期的なアンケートを行

うことで問題の早期発見、早期対応につながるのではないかと思います。どうか引き続き子どもたちが安心して

学校生活を送れるように見守っていただきたいと思います。また、学力・学習状況の調査については、結果を踏

まえて状況の把握、分析によって教員の指導力向上を図り、学習指導の充実、授業改善を図っていらっしゃると

いうことですので、きちんとフィードバックがされているということが分かりました。ただ、ハラスメントや体

罰、いじめなど、そこまで重要な内容ではなくても、生徒たちは日々生活をしながら、改善したらいいなと思っ

ていることが少なからずあるように思います。例えば、給食を食べる時間が短くて食べ終わらないとか、部活の

練習が忙し過ぎて勉強に身が入らないとか、内申点の出し方をもっと明確にしてほしいなどなど、意外なところ

にも質の向上のためのヒントがあるように感じます。そこで、もう少し身近なといいますか、生徒の日々の生活

に即したアンケートというものは実施されないのでしょうか、伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 日々の生活に即した生徒によるアンケートといたしましては、委員会活動による身近

な生活アンケートや、生徒総会に向けての学校生活に関する要望等があります。また、学校生活アンケートや教

育相談アンケート、教科に関する授業評価アンケートを独自で作成し、実施しているところもあります。取りま

とめられた結果は校内で共有され、生徒の活動に反映されております。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 独自でアンケートを実施している中学校もあるということです。子どもたちの中には、も

っと先生と話したいと、そんなふうに思っている子が少なくないのではと思います。生徒の皆さんが意見を出し

合って、学校生活をよりよいものにしようと模索できる取組は非常に有意義なものであると思いますので、実施

をされている学校の先生方には頭が下がる思いです。市内全ての学校へと広げていきたい取組です。 

 そこで伺います。生徒が自由に意見を述べられるようなアンケートを市内一律で実施することが望ましいと考

えますが、その点に関しまして、本市の見解をお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 生徒が自らの意見や考えを自由に述べ、学校生活をよりよいものにしていく活動は大

変重要であると認識しております。市内一律のアンケートは、今年度実施しておりますが、自由に意見を述べら

れる形式が取られておりません。今後は自由に意見を述べられる形式も視野に入れて検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 前向きな御答弁をいただきました。ありがとうございます。中学校に限らず、意見が言い

やすい環境というのはすばらしいと思います。まだ中学生ですから、全てが有効で実のある内容ではないかもし

れません。たわいのない回答の中に重大な課題が見つかるかもしれません。取りまとめや精査は大変だとは思い

ますが、貴重な意見や重大な課題が埋もれることのないように、今後につながる取りまとめをしていただきたい

と、フィードバックもしていただきたいと思います。 

 ただ、実際に中学校に通っていらっしゃる生徒さんたちにお話を聞いたところ、アンケートをしてもらったと

しても、なかなか本当のことなんか書けないと話していました。皆さんいわく、先生が見るかもしれないと思う

と書けることと書けないことがあるとのことでした。なるほど気持ちは理解ができます。そこで、現在、市内中

学校全体で実施されているアンケートの回収方法や集計方法について、現状を伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 調査につきましては、質問用紙への記入は自宅でも可能とし、内容が他者に見られる

ことがないよう封筒等に入れた状態で回収しております。また、タブレット端末を用いたオンラインの回答な

ど、プライバシーに十分配慮した上で回答できるように配慮しております。調査結果やアンケートの回答内容に

つきましては、各学校で取りまとめて国や県、市に報告しています。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 回答者のプライバシーや回答内容について十分な配慮がされているという点、大変に安心

をいたしました。お話しいただいた皆さんには、その旨をお伝えしたいと思います。しかしながら、アンケート

集計については、その閉鎖性から不信感を持たれてしまうという可能性があるということも、また事実です。現

在は、市内の中学生１人１台タブレット端末が配付されています。オンライン回答のアンケートも一部始まって

いるということです。各中学校における先生方の取りまとめや確認を飛び越え、本市教育委員会にて直接集計で

きるようなアンケートも実施できるのではと思います。回答する生徒さんの皆さんの立場に寄り添った学校生活

調査アンケートの実施となりますよう要望させていただき、次の項目へと移らせていただきます。 

 市立中学校における教育の特色についても御答弁をいただき、ありがとうございました。早速ですが、再質問

させていただきます。御答弁に、地域の特性や生徒の実態を踏まえた特色ある教育活動をされているとありまし



たが、この内容につきまして具体的な事例を伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 小中一貫教育の実践として、塩浜学園の塩浜ふるさと防災科、東国分爽風学園のふる

さと探究科、信篤三つ葉学園のわが町・未来探求科が地域と連携した取組になっております。ほかにも地域にあ

る団体の方が生徒を対象に救命救急講習を行ったり、学校が開設した体験講座の講師を地域の方が務め、生徒が

ゼミ形式で学習したりと、特色ある学びのゲストティーチャーとして地域人材を活用した学習を進めている中学

校もあります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 地域と連携した取組、これは地域愛を深める教育であり、公教育でなければできないこと

だと思います。各学校において立地や住んでいる方々の特徴など地域の特性があると思います。地域の皆さんに

も御協力をいただきながら、よりよい地域教育がなされるよう、今後も御尽力くださいますようお願いを申し上

げます。 

 さいたま市は、「学ぶならさいたま市！」というキャッチコピーを掲げ、日本一の教育都市を目指していま

す。2016年より全ての市立小中学校で独自の英語教育グローバル・スタディを実施。小学校１年生から中学校３

年生までの９年間を一貫したカリキュラムの下で、聞く、話す、読む、書く、４つの技能をバランスよく学び、

将来、グローバル社会で主体的に行動し、たくましく豊かに生きる児童生徒を育成しています。昨年と比較し

て、さいたま市は人口や世帯数ともに増加をしており、教育政策もそれに一役買っているのではと思います。本

市の中学校教育の特色については、今後まだまだ発展できる大きな可能性を秘めていると思います。思い切った

改革ができるようにも感じます。 

 そこで伺います。本市はさいたま市のような政令市ではないですが、指導要領のほかに本市独自のカリキュラ

ムを策定することはルール上可能なのでしょうか、伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 学習指導要領の範囲であれば、各教科や領域を組み合わせるなどして、本市独自のカ

リキュラムを作成することは可能です。また、国の特区制度を申請すれば、さらに独自のカリキュラムを作成す

ることも可能です。現在は学習指導要領等に基づいた教育課程の編成主体は各学校としておりますが、今後、本

市独自のカリキュラムにつきまして研究していく必要があると考えます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 ありがとうございます。本市独自のカリキュラムを策定することは可能であり、国の特区

制度を利用すれば、さらに独自のカリキュラム策定が可能だということです。今、本市において研究していただ

いているという御答弁をいただきました。さいたま市のほかにも、先進事例として、東京都江戸川区では総合の

時間の一部を組み替え、読書力向上に特化した読書科という授業を行っています。熊本県の宇土市では、総合の

時間を組み替えて、計算力向上に特化したそろばん科という授業を全学年にわたってしております。ほかにも岡

山県の和気町では公営塾を実施するなど、行政が放課後に学習の場を提供していて、様々な自治体が教育におけ

る特徴的なコンテンツを打ち出しています。本市における教育の特徴はという問いに胸を張って答えられるよう

な、そのようなコンテンツを模索することは、中学生の生徒たちや、その親御さんはもちろん、小さい子がいる

御家庭にも大変に喜ばれることになると思います。さらには、全ての市川市民にとっても、教育に力を入れてい

る自治体であることは誇りに思えることではないでしょうか。先日、市民の方と話をしていて、文教都市って一



体何なのと、中身が伴っているのですかと言われてしまいました。大変悔しい思いをいたしました。中学校にお

ける特色ある教育について、改めて御検討をいただきたいと思いまして、強く要望いたしまして、この項目の質

問を終わります。 

 続きまして、大項目の２つ目につきましても御答弁をいただきました。平成28年度教育委員会が定めた基本方

針の下、園児の人数が減少した場合には、順次廃園を検討するということが決まっていました。そして幼児期の

教育にふさわしい環境を維持するためには、１学級当たりの人数はおおむね20名から35名程度必要というような

旨も示されていました。このタイミングで閉園の方向性を決めた理由は、在園児が減少したためということでし

たが、そこで伺います。１年間幼稚園を継続して運営をするのに、どれくらいの予算の確保が必要なのでしょう

か。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 公立幼稚園の運営に関する予算の内容は、正規職員や会計年度任用職員の人件費、消耗品費、施設修繕料、光

熱水費、委託料等がございます。令和４年度決算では、公立幼稚園全体の運営に関する経費は約３億8,000万円

でございました。信篤幼稚園の経費を厳密に算定することが難しいところではございますが、おおよその目安と

して割り返しますと、１園当たり約6,300万円となります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 １年間運営するのに大きな予算の確保が必要なことが分かりました。とはいえ、閉園する

ことによってあぶれてしまう子どもがいないのか心配です。受皿の確保という意味でも、市内の私立幼稚園に皆

さんが進学できるのでしょうか。 

 そこで質問です。市内の私立幼稚園の入園状況についてお答えください。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。令和５年５月１日現在で、市内の私立幼稚園全体の定員は6,059

人、それに対しまして入園児童数は3,318人でございました。ちなみに、５年前は定員は6,894人で、入園児童数

は4,879人でありますことから、幼稚園の入園児童数は年々減少傾向にあると考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 定員に対する入園児の割合については、５年前は71％ほどいらした。それが今は55％まで

下がっているということです。保育園については、希望園に入るのがなかなか難しいと言われることが多いので

すが、幼稚園については、定員という面のみに関して言えば、希望園に入れないという状況はほとんどないよう

な様子かと想像します。 

 もう１点、再質問させていただきます。信篤幼稚園が閉園となった場合、そこで勤務している幼稚園の先生方

のその後の処遇はどうなるのかというところも気になることです。その場合の方針は決まっていらっしゃるので

しょうか伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 御本人の意向を伺いながら、ほかの公立幼稚園に移動するほか、教育委員会や市長部局において、これまで養

ってきた幼児教育の知識や経験を生かしながら、引き続き勤務することとなります。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 答弁いただきました。今回様々な御意見をいただいておりますが、先生方におかれまして

は、市内のほかの場所で資質を生かしていただけるということです。ほかの公立幼稚園や教育委員会、市長部局

など、場所こそ変わっても、どうか引き続き市内の子どもたちのために手腕を発揮していただきたいと思いま

す。 

 閉園となり、その背景やその後の展望について質問をしてまいりましたが、こちらも伺わなければいけませ

ん。保護者説明会が信篤幼稚園にて12月22日にありましたが、この説明会において、開催が遅過ぎるのではとい

う意見がありました。説明会が12月になった背景についてお聞かせください。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 公立幼稚園に通う児童数は、近年は一貫して減少傾向となっております。令和元年10月から幼児教育・保育の

無償化がスタートしたことにより、費用負担の面において、私立幼稚園と公立幼稚園の格差が大幅に縮まったこ

とや、保育園に対する需要が増加傾向にあることなどの影響によって、公立幼稚園を希望する児童数の減少傾向

が著しく加速しているものと考えております。 

 そのような状況の中、昨年10月に令和６年度の新入園児募集を行った結果、教育委員会が定めた集団教育を行

う上で求められる１クラス当たりの児童数の適正規模の下限であります20人を大きく下回る状況が見受けられる

ようになったことから、令和７年４月からの新規入園の停止を検討することといたしました。令和７年度の新規

入園を停止するためには、入園申請の受け付けを行う本年10月に先立って条例の改正が必要となることから、本

年６月定例会に条例改正議案の上程を目指し、それまでの間に十分な周知を行う期間として６か月を確保するた

め、昨年12月に方針案を公表し、園児の保護者や関係各所に周知、説明を行ってきたところでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 御答弁くださりありがとうございます。こちら、本市のウェブサイトでも公開されており

ます市川市立幼稚園の今後の在り方について（案）という文書です。今の御答弁にありましたように、ここにも

記載されていますが、昨年11月には議員に向けた説明もありました。この文書の中には、閉園に際しては、保護

者の幼稚園選択に支障が出ないよう、その地域で幼稚園に入れない児童が出ないようにしますと記載がされてい

るのですが、ここで１つ取り残された学年があることを知っていただきたいです。令和７年の新規入園の募集を

停止するとのことですが、この令和７年に新規入園をするつもりであった学年というのは、今の３歳児のお子さ

んです。まず前提として、信篤幼稚園を含む公立の幼稚園は２年保育であり、私立の幼稚園は基本的には３年保

育です。２年保育である園に入園させようと思っていたのに、できないとなると、３年保育の私立幼稚園への入

園を考えるわけです。そして、３年保育の幼稚園に年少から通わせようとすると、３年保育なので、今年の４月

に入園をさせる必要があるわけです。ですが、今年の４月入園のための募集は、ほとんどの幼稚園で前年の９月

から12月までとされており、説明会があった時点では募集を終了していたということになります。途中からでも

受け入れてくれるのかもしれませんが、自分都合ではないのに、募集期間外での問合せをしなければならなかっ

たり、途中入園をせざるを得ない状況になってしまったりと、３歳児の親御さんにとっては大きな不安を感じさ

せてしまった可能性があります。私としましても、今後の方針の中で、保護者の幼稚園選択に支障が出ないよう

な発展的解消を行いますとの説明を受けておりましたが、３歳児の親御さんにとっては少なからずの支障が出て

しまったのではないかと思います。ほかにも、１歳や２歳のお子さんを持つ御家庭の中にも、信篤幼稚園に通わ

せたいと思っていた方もいらっしゃるかもしれません。どうか誠意のある対応をいただきたいと思うわけです



が、本市としまして、現在、保護者の方々にどのように向き合ってくださっているのか、また、今後どのような

対応ができるのか、お聞かせください。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 発展的解消の方針案が公表されたことで、今後の就園先などについて不安を抱えておられる保護者の方々に

は、個々の状況に応じた支援が必要と考えておりますことから、まずは保護者の方が抱えている不安なことや今

後についてのお考えを伺ってまいります。また、信篤幼稚園が発展的解消となった場合に、入園できる幼稚園が

ないかもしれないという不安を解消するため、信篤幼稚園周辺の私立幼稚園に対して、保護者から入園の希望が

今後ある場合には積極的に受け入れていただきたい旨を相談したところ、御快諾をいただいたところでございま

す。このほか、市内ほかの公立幼稚園へ通園を御希望される場合は、自宅から離れた公立幼稚園にも通園できる

よう、個々の状況に応じ通園手段の配慮を検討してまいります。今後も個別の状況に応じて、一人一人に寄り添

いながら、できる限り不安が解消されるよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 ありがとうございます。個別の状況に応じて一人一人に寄り添ってくださるとの御答弁を

いただきました。引き続き丁寧な対応をしてくださいますことを私からの要望といたします。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 発展的解消の後に閉園がなされたとして、公立幼稚園の運営のために使われていた予算や人材などが有効に使

われることを望みます。市内の子育て世帯や子どもたちのために活用されていただきたいと願います。 

 そこで伺います。公立幼稚園を閉園するとして、予算や人材などの削減される資源を子育て世帯や子どもたち

のどのようなニーズに活用することを考えているのでしょうか、本市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 子育て支援に関するニーズは、少子化や核家族化、地域のつながりが希薄になっていることなどの影響で多様

化しており、また、保育の質の向上に向けても取組が求められております。昨年12月以降、保護者説明会や、た

だいま集計中ではありますが、パブリックコメントなどにおいて、今後拡充を期待する施策として、例えば発達

に課題のある児童への支援や医療的ケア児に対する支援の充実、病児保育の充実、不登校の中高生に対する支援

や幼稚園と小学校の連携強化など、様々な御意見をいただいているところでございます。これらの課題に対応す

るため、公立幼稚園の発展的解消に伴って生じる人材などの資源を生かせるよう検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 公立幼稚園の在り方に関する教育委員会の方針では、当面、百合台、大洲、南行徳の３園

を基幹園として残し公の役割を果たすとされています。公の役割として、特別支援教育や教育機会の確保、幼児

教育の研究、子育て支援施策、人材育成機能、５つの機能が明記されています。これらの役割のほかにも、医療

的ケア児や発達に課題のある児童など、私立の幼稚園では対応が難しい場合がある児童の受入先としての公立幼

稚園の役割は、市民の皆様にとっても望まれるものであると思います。一方、私立幼稚園のいいところは、例え

ば教育方針に特色があるところです。勉強に力を入れていたり、自由に伸び伸びと遊ばせてくれるところ、食育

に力を入れているところ、英語や体操教育を実施しているところなど様々です。そして、我が子に合った園を親

が選ぶことができるのも幼稚園のメリットだと思います。今では就労型の預かり保育も行っている園がほとんど



ですし、働くママにとっても、子育てに寄り添ってくれる力強い存在です。今回の公立幼稚園の発展的解消を、

せめて市内の子育てサービスの拡充へとつなげてくださいますよう要望をいたしまして、この項目についての質

問を終わります。 

 続きまして、路傍部の現在の状況と今後の展望について御答弁いただきました。路傍部に関しては、過去にも

本会議で取り上げられていることは承知しています。一方で、市民からの意見や要望もまだまだあるのも事実で

す。私も現地調査をしてまいりました。 

 そこで再質問です。路傍部の状況と今後の展望については理解したのですが、東国分１丁目のフェンスで囲わ

れている土地について、はるき公園という公園も一緒にフェンスで囲われ、現在利用ができなくなってしまって

いる状況です。この公園が利用できない経緯について把握されているのでしょうか、伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 東国分１丁目16番地先にあるはるき公園は、国が外環道路用地の取得を進めるに当たり、地権者の生活再建を

目的に代替地として宅地造成を行った際、整備した公園でございます。この東国分１丁目の代替地は、全14区

画、約2,450㎡を造成しておりますが、現在まで代替地としての利用がないため、国では維持管理及び防犯上の

観点から、現状フェンスで囲っているものでございます。なお、この土地の活用につきまして、国へ確認したと

ころ、外環道路の事業期間中は代替地としての利用が考えられるため、他の用途での活用はできないとのことで

ございました。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 整備された公園が活用されていないという現状、非常に残念だと思います。事情は分かり

ましたが、市民の皆さんからすると、公園があるのに入れないという状況は少し残念だと、何とか利用したいと

いうような御相談をいただいております。外環道路は地元の市民の多大なる協力の下、開通したものだというこ

とは全員の共通認識であると考えます。地域住民の皆さんが満足するような活用はできないのでしょうか。 

 そこで再質問をいたします。路傍部にしても、代替地にしても、開通からもうすぐ６年となるのにもかかわら

ず、フェンスなどで囲われているという現状は、景観面でもよい状況とは言えません。特に多数存在している路

傍部については、地域住民からの要望だけでなく、地元市として、より美しく住みよい町にするためにも、市民

の憩いの場を創出していただきたいと思います。例えば子どもが遊べる広場やベンチ等を設置したり、そのよう

な整備は考えられないのか伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 市としましては、路傍部の活用として、道路の環境施設帯としての植樹帯などの設置は１つの考え方として認

識しております。また、地域住民からの要望や地域の状況等を勘案したポケットパークや広場等の市民の憩いの

広場の整備につきましては、道路占用許可の範囲内として取扱いが可能か、国へ協議を申し入れることは可能と

考えております。 

 しかしながら、路傍部の活用に対する国の考えは、現時点で事業完了後における明確な活用や処分の方針は決

めていないとのことでございます。そのため、本市が仮に国の許可を得てポケットパークや広場等の整備を行っ

た場合におきましても、外環道路事業の完了後に、当該路傍部が売却等の処分となった際、施設を撤去せざるを

得なくなるようなケースも考えられてまいります。当該施設の整備については、予算の有効活用を図る観点か

ら、維持管理等を含め、国の道路占用許可に対する意向等も確認した中で慎重に検討する必要があると考えてお



ります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 答弁ありがとうございます。国への協議申入れは可能であるが、事業完了後は撤去しなけ

ればならないという可能性があるということ、そして、事業完了がいつになるのかの見込みもついていないとい

うこと、これらの状況から、慎重にならざるを得ない旨を理解いたしました。 

 続けて再質問させていただきます。国としては外環道路の事業が完了した後、路傍部の活用方針について、ま

だ決めていないということですが、路傍部にはまとまった広い箇所もあることから、市民の憩いの場だけでな

く、市として市民のために何か目玉となるような施設を整備するような活用方法も考えられると思いますが、市

の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 事業完了後の路傍部の活用方針につきましては、国において未定とされておりますが、本市としましては、長

年にわたり地域の皆様が事業に御協力をいただいた結果、外環道路が開通した経緯もあると認識しております。

そこで本市としましても、公共施設の配置方針等のほか、地域の方々などの御意見も参考に、市として有効な活

用が図れるよう考えてまいります。今後も国の動向を注視しつつ、関係部署との調整や国への積極的な働きかけ

を行っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 御答弁をいただきました。本市において現在行っている外環道路の主な残事業は、市川北

地区の電線共同溝の工事と京葉ジャンクションの２つだと認識をしております。それらの箇所の事業が完了した

としても、その後は環境施設帯の整備として植樹帯や歩道などに取り組んでいくような流れになるかもしれませ

ん。外環道路の事業完了は、目安は発表されていないとのことではありますが、事業完了は半年後かもしれませ

んし、何年も先になるかもしれません。国の動向を注視しつつとのことではありますが、見込みがついていない

ものに対して国からの指示を受け身の姿勢で待つのではなく、事業完了前についても、事業完了後についても積

極的に市の方針を国へとアピールしていただきたいと思います。令和４年の９月定例会にての竹内議員の質問に

田中市長が、地域の方々の意見や要望に沿った形で有益な活動が図られる、そのような形になればとの答弁をな

されていました。 

 そこで再質問いたします。地域住民の方々などの意見や要望を参考にということですが、それらの意見や要望

といった市民の声を聞く機会はあるのでしょうか、伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 外環道路に関する要望や相談をする窓口としては、まず国の施設として外環道路の工事に関する相談や地域へ

の広報を目的とした大和田１丁目の外かん相談所がございます。また、本市においても、市民の皆様などから外

環道路に関する御意見や御要望があった場合に国へ伝達し、必要に応じ協議を行う窓口を道路交通部道路管理課

が担っております。市の窓口におきましては、これまで道路の不具合箇所や除草、あるいはボランティア・サポ

ート・プログラム制度の利用について、自治会や市民の方々から相談を受けております。路傍部につきまして

は、現時点では利用方法が限られている状況ではございますが、本市としましては、地域住民からの要望等は関

係部署とも調整しながら、国と協議している実態もございますので、今後も国には相談等を行ってまいります。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 ほとだ議員。 

○ほとだゆうな議員 地域の皆様にお話を伺うと、相談所まで行くほどではないけれども、思うことはたくさん

あるとのことでした。行政が一方的に進めるのではなく、地域住民の方々にもまちづくりの一端を担っていただ

くことが、地域を愛する、地域愛を高めることにつながると思います。繰り返しになりますが、外環道路は地元

住民の理解や協力によって実現したたまものです。路傍部の在り方について、地域の方々がどのように思ってい

らっしゃるのか、聞き取る機会を設けていただきたいと思います。ぜひとも市民の声を聞いていただいて、市民

の大切な外環道路の完成を要望いたします。 

 よりよい行政サービスの模索のために市民の皆さんの思いに寄り添うことが重要かと思います。本市におきま

しては、今後も住民の生活に大きく関わる施策がたくさん控えております。市民の声をよりよい行政サービスへ

と生かせるよう、様々なところにアンテナを張っていただきますようお願いを申し上げまして、私の一般質問を

終わります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 この際、暫時休憩いたします。 

午前11時49分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後１時開議 

○つちや正順副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１一般質問を継続いたします。 

 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 創生市川の石原たかゆきです。通告に従いまして一問一答にて一般質問を行います。 

 まず、議長にお願いがあります。質問の順番の入替えをお願いいたします。大問１のスポーツ大会会場が不足

している課題についてを３番に回しまして、大問２問目の学力向上についてを最初に行い、以下、働き方改革、

スポーツ大会、人工芝、この順で行いたいと思います。よろしく御配慮のほど、お願いいたします。 

○つちや正順副議長 ただいまの申入れについて許可いたします。 

○石原たかゆき議員 ありがとうございます。では、学力向上について伺ってまいります。 

 国は義務教育の機会均等とその水準の維持向上のため、全国学力・学習状況調査を行っております。この調査

の主な目的は、１つ目として、学力や学習状況を把握、分析し、教育政策の改善を図る、２つ目として、学力や

学習状況を把握、分析し、児童生徒への教育指導や学習状況の改善、指導に役立てる、３つ目として、教育に関

する継続的な検証サイクルを確立するとなっております。今回は、この全国学力・学習状況調査の結果を中心

に、本市の学力向上について伺ってまいります。 

 まず最初に、市川市の小中学生の学力の現状について、令和５年度の全国学力・学習状況調査結果を把握、分

析したものを基に、お聞かせください。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 全国学力・学習状況調査は、児童生徒の学力や学習状況を把握、分析し、教育施策の

成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てることを目的に、

毎年４月に小学６年生と中学３年生を対象に行われております。令和５年度は教科に関する調査として、小学

校、義務教育学校前期課程では国語、算数の調査が、中学校、義務教育学校後期課程では国語、数学、英語の調

査が行われました。本市の平均正答率の結果を見ますと、小学校は、国語が全国平均とほぼ同等、算数が全国平



均を上回る結果でした。中学校は、国語が若干全国平均を下回り、数学、英語は全国平均を上回る結果で、全体

としては全国平均と同等と捉えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 全体としては全国平均と同等ということでございましたが、中学校の国語は全国平均を若

干下回るということでございました。中学校国語の下回った結果の詳細についてお知らせください。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 本市の中学校国語の平均正答率ですが、「書くこと」については全国平均とほぼ同等

で、「情報の特徴や使い方に関する事項」については、全国平均を上回る結果でした。しかし、「話すこと・聞く

こと」や「読むこと」、「我が国の言語文化に関する事項」についての平均正答率は全国平均を下回り、また、記

述式の問題は選択式の問題に比べ無解答率が高く、平均正答率も全国平均を下回ったことから、全体として全国

平均を若干下回る結果となりました。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 記述式の問題の無解答率が高かったというのが気になります。設問の意味が分からなかっ

たのか、設問の意味は分かったが記述の仕方が分からなかったのか、大きく違いますので、ここはしっかり分析

する必要があると、このように思います。 

 学力の現状について、市川市は小学校も中学校も全国平均と同等とのことですが、これは私の考えですけれど

も、市川市の中学生はかなり頑張っていると、このように思います。なぜかと申しますと、市川市、これは都市

部特有の状況があるからです。市川市を含め都市部の地域では、小学校から中学校に上がる際に、私立を受験し

て私立の中学校に行く子が多くいます。どのくらいいるかと申しますと、ヒヤリングの際に頂いた資料によりま

すと、ここ３年間のデータによると、卒業者、毎年約3,600人、私立に行く子は約500人前後でございました。割

合にして大体14％というところです。これだけの子が私立に進学しております。しかも、この子たちは、いわゆ

る成績上位の子です。先ほど小学校６年生と中学校３年生の状況を調べるということでございましたが、６年生

でテストを受けた成績上位14％の子は、地元の中学校に行っていないという状況なんですね。こういった中であ

りながら、学力はほぼ全国平均と同等を保っていると。さらに、数学と英語は全国平均を上回っていること。と

いうことは、中学校に上がってから、この３年間を市川市の中学校の先生方、よりよい教科指導をし、中学生も

よく学習している、こういう成果だと、私はこのように思います。でございますので、引き続きよろしくお願い

したい、このように思います。 

 さて、全国学力・学習状況調査の結果を基に現状を伺ってまいりました。続いて、分析し判明した市川市の課

題について伺います。どのようなことが課題として挙げられるのでしょう。お聞かせください。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 学力向上には、学ぶことに興味や関心を持ち、見通しを持って粘り強く取り組むな

ど、一人一人が主体的に学ぶことが重要となります。しかし、「国語の勉強は好きですか」や「国語の勉強は大

切だと思いますか」、「算数・数学の勉強は好きですか」や「算数・数学の勉強は大切だと思いますか」との設問

に対し、小学校、中学校ともに肯定的な回答の割合が全国平均を下回り、本市の児童生徒における学習意欲につ

いては課題が見られます。また、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいるという設問や、自

分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表するなどの学習活動に取り組んでいるなど、探究的な

学びに関わる設問についても課題が見られることから、課題解決学習に関する学びの質を高めることも本市の課



題であると捉えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 学習意欲と探求的な学び、課題解決学習に関する学びが課題とのことでございました。全

国学力・学習状況調査は、いわゆる学力を確認する教科に関する調査と、学習意欲や学習環境等の学習状況を調

べる質問紙調査に分かれますが、判明した課題は、質問紙調査の結果を分析したものということだと思います。

では、この質問紙調査の結果を分析し判明した学習意欲と探求的な学びという課題、これらの課題をどのように

改善していくのでしょう。令和６年度教育行政運営方針には、授業改善を進めるとあります。これらの課題につ

いて、どのように授業を改善していくのかお聞かせください。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 学習意欲の向上につきましては、児童生徒が興味、関心や疑問を持つことに適した題

材、資料を提示することや友だちとの話合いを通して自他の考えを深め、学習したことのつながりを考えるなど

の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行ってまいります。探究的な学びにつきましては、児童

生徒が自ら課題を設定し、解決に向けて情報収集、分析などを行い、周囲の人々と協働しながら進めていく学び

を、さらに推進することが重要であります。令和５年度全国学力・学習状況調査の結果では、探究的な学びであ

る課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んだ授業や各教科などで学んだことを生かしながら、自分

の考えをまとめる活動を行った授業が多いと答えた児童生徒ほど、教科の正答率が高い傾向にありました。ま

た、文部科学省では、ＯＥＣＤ、経済協力開発機構による2022年のＰＩＳＡ調査の結果から、ＩＣＴを用いた探

究型の教育の頻度を日本の課題と捉え、探究的な学びの促進を授業改善の一つとして掲げております。 

 そこで令和６年度からは、教育行政運営方針の具現化を目指し、本市で重点的に取り組む内容として、探究的

な学びの推進をはじめ言語能力の育成、児童生徒の学習用端末の活用推進、児童生徒の体力の向上、多様な教育

的ニーズに対応する学びの推進の５つの柱を立て、重点としました。これらを基に各校で現状と課題を踏まえた

具体的な取組を進め、その成果と課題を確認しながら、授業改善の推進を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 学習意欲の向上については、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うこ

と、また、探究的な学びについては、自ら課題を設定し、解決に向けて情報収集、分析などを行い、友達と協働

しながら進めていく学びと捉え、令和６年度の重点とし、各校で現状と課題を踏まえた具体的な取り組みを推進

していくと、このようなことでございました。 

 ここで、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善と探究的な学びの授業改善について考えてみたい

と、このように思います。私は、主体的・対話的で深い学びとはどういうものかといいますと、少し子どもにな

って考えてみたいと思いますが、私がある問いに対して、Ａという答えを、友達はＢという答えを導き出したと

します。私には、Ａという答えを導き出した理由、根拠があり、友達にもＢという答えを導き出した理由、根拠

があります。話合いの場面では友達に、Ｂという答えになった理由、根拠を聞き、逆に私は友達にＡという答え

になった理由、根拠を伝えます。このとき、私と友達はどういう状況になっているかというと、互いに相手の論

に入っていることになります。相手の理屈に入っているということですね。そして、２人とも、もともとの自分

の考えと相手の考えを比較します。この結果、なるほどＢという考えのほうが正しかったと間違いに気づくこと

もあれば、いやいや、そうはいっても、やっぱりＡのほうが正しいと思うこともあるでしょう。どちらにして

も、最初のＡだけ、Ｂだけというよりも考えは深くなっていると思います。まずは主体的に自分の考えとその根



拠を持つ、次に話合いで対話的に、一度相手の論に入ってみる。そして、自分の最初の考えと考えの根拠につい

てもう一度考える。このことで深い学びとなる。授業改善はこの繰り返しが必要に思います。学習意欲も向上す

ると思います。この主体的・対話的で深い学びのキーワードは一度相手の論に入って考えてみるです。御一考、

お願いいたします。 

 続いて、探究的な学びの授業改善についても考えてみたいと思います。総合的な学習の時間の充実が一番と思

いますが、自ら課題を設定し、解決に向けて情報収集、分析などを行い、友達と協働しながら進めていく学びは

続けていくとして、これからの時代に必要なことは、発信していくことだと思います。総合的な学習の時間等で

まとまったある一定の主張をプレゼンすること、これをもっと取り入れるべきでしょう。パワーポイントや映像

で分かりやすく相手に伝える、こういう活動も取り入れたらと思います。キーワードは発信力の育成です。これ

も御一考をお願いいたします。 

 ＩＣＴを用いた探究型の教育も課題として捉え、学習用端末の活用を令和６年度の重点として取り組むとのこ

とでございましたが、学習用端末の活用については別の機会に改めて質問させていただきます。 

 さて、探究的な学びは、何度も申し上げますように、自らが課題を設定し、解決に向けて情報収集、分析など

を行い、友達と協働しながら進めていく学びのことでございます。これは、市川市が長年にわたり取り組んでき

た読書教育と密接な関係があるように思います。探求学習と市川市の読書教育との関連について、どのように考

え進めるか、お聞かせください。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 探究的な学びを進めるためには、御質問者のおっしゃるとおり、課題を設定する、情

報を収集する、情報を整理、分析する、まとめて発信するなどの情報活用能力が不可欠です。そのためには、Ｉ

ＣＴの利活用とともに学校図書館活用が有効であると考えます。本市では、公共図書館や学校図書館同士で図書

や資料を貸し出し、児童生徒や教職員が必要な時に適切な情報を得ることができる学校図書館ネットワークシス

テムの構築を通して読書教育を推進しております。このシステムをさらに充実させ、各学校の探究的な学びの推

進計画の進捗に合わせ、適時適切に図書や資料を提供し、児童生徒個々の学びを支援するなど、学校図書館の機

能を生かしながら、児童生徒の情報活用能力の育成を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 市川市の公共図書館と学校を結ぶネットワークシステムは、授業で多くの関連資料が必要

なときに大変有効なシステムです。例えば、総合的な学習の時間のテーマを防災とし、資料が必要になったとし

ます。一般的な他市では、自校の学校図書館だけで防災関係の資料を探すのが普通です。しかし、市川市では、

公共図書館や他校にある資料も一定期間借りることができ、子どもたちは多くの資料から、自らの課題を見つけ

たり、調べたりすることができます。このシステムが構築されてもう30年近くになると思いますが、先見の明に

感謝するばかりです。御答弁では、さらに充実させるということでございましたので、探究的な学習と市川市の

読書教育を融合させ、児童生徒の学力向上を目指していただきたい、このように思います。 

 私は、読書教育そのものも児童生徒の学力向上に密接な関係があると考えていますが、この点につきまして

も、別の機会に改めて質問させていただきます。 

 学力向上について伺ってまいりました。全国学力・学習状況調査結果のほぼ全国同等という現状に甘んずるこ

となく、明らかになった課題を真摯に受け止め、対応していただきたいと思います。令和６年度は５つの重点目

標を設定し、市川市として取り組んでいくとのことでございますので、ぜひ教員一人一人の具体的な目標にまで

落とし込んで、市川市の教員が一体感を持って学力の向上を目指していただきたい。これは要望しておきます。 



 最後に、田中教育長に学力向上について御所見を賜れればと思います。よろしくお願いいたします。 

○つちや正順副議長 田中教育長。 

○田中庸惠教育長 それでは、私のほうから御答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず、学力向上に向けた取組の考え方でございますけれども、私は、やはり御質問者もお話しされていました

ように、主体的・対話的で深い学びに通ずる授業改善を教師側がしっかり持つということが大事だと思います。

それから、子どもにとっては、じゃあどんな力をつけるのかというと、私は活用する力だというふうに思ってい

ます。その活用する力というのは、例えばですけれども、各教科領域の中で子どもは学びますね。そして、数学

で学んだことを社会や理科にも活用できる、そういう力を身につけていくことが学力向上につながっていくのか

なというふうに思っています。 

 そこで、じゃあ次の段階として、それを具体的にどんなふうに進めていったらいいかというと、御質問者も御

指摘のとおり、やはり私は本を読むこと、読書教育であります。本を読んで、その中に疑問なこともあるでしょ

う、分からないこともあるでしょう、興味、関心の湧くこともあると思います。そしてそれを、次は調べると。

調べるのは方法がいろいろあって、今市川ではタブレットが支給されていますから、タブレットのＩＣＴを使っ

て調べるという方法もありますし、市川市の特色である学校図書館、これを活用して調べて深掘りをしていく。

そして、自分の考えや、あるいは解決の手だてというものを何となく見つけながら、今度はみんなと意見を出し

合いながら、自分の意見、相手の意見を聞きながら尊重し合い、そして自分の意見を確立していく、まさに協働

的な学びと、それから、おっしゃった探究的な学び、これが同時に流れていく、こういうようなサイクルを進め

ていくことが学力向上につながっていくというふうに思います。 

 それで、最後ですけれども、やはり教師が一人一人の子どもに適時適切な対応というんでしょうか、個別最適

な学びを提供していく、これが備わっていくと、子どもにもいろいろな力をつけていくことにもつながっていく

と思いますので、そういう形で進んでいけば学力向上を目指せると、そのように考えているところでございま

す。 

 私からは以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 教育長、ありがとうございました。教育長の下で、私も教員生活、校長として学校教育に

取り組んできたわけでございますけれども、今の先生と同じ気持ちで、ずっと私もやってきたなと改めて感じた

次第でございます。長年にわたり市川市の教育のため御尽力いただきました。本当にありがとうございました。 

 次の大問に移ります。教職員の働き方改革につながる業務委託について伺います。 

 まず最初に、教職員の働き方改革につながる業務委託をどのように考えているか伺います。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 令和５年８月に中央教育審議会の初等中等教育分科会から、教師を取り巻く環境整備

について緊急的に取り組むべき施策の提言がありました。施策には、校外の見回りなどの学校以外が担うべき業

務、校内清掃の一部の必ずしも教師が担う必要のない業務、学校行事などの負担軽減が可能な業務の３つの業務

の考え方を明確にして、役割分担や適正化を推進するよう示されております。この提言を受け、現在のところ、

教育委員会内において分類された業務の中で業務委託が可能な業務について検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 業務委託が可能な業務について検討しているということでございました。確認ですが、昨

年は学校のプール清掃を業務委託し、ＰＴＡ予算を充てる学校がありましたが、今後このようなことはないと考



えてよろしいでしょうか、伺います。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 今年度、市内で確認された数校には指導いたしました。今後もこのようなことがない

よう周知してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 業務委託の考え方について、さらに伺います。業務委託が可能な業務について検討してい

るとのことでしたが、もう少し具体的に、どのようなものを業務委託していきたいと考えているのかお聞かせく

ださい。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 教育委員会としましては、授業準備、成績処理、支援が必要な家庭対応など、子ども

や保護者と直接向き合う業務につきましては、学校現場で負担軽減に向けた取組を引き続き検討していき、必ず

しも教師が担う必要がなく、専門的なスキルを必要とするような校内清掃の一部や遊具の点検などが業務委託を

検討する対象になるものと考えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 必ずしも教師が担う必要のない、また、専門的なスキルを必要とする校内清掃の一部や遊

具の点検などが業務委託の対象となると考えているということでございました。校内清掃の一部というのはプー

ル清掃のことでしょうし、また、遊具の点検というのは、公明党、浅野議員が昨年12月定例会で指摘されたこと

だと思いました。教師が担う必要のない専門的なスキルを必要とする業務という一応の考え方は分かりました。

では、業務委託による教職員の業務負担軽減は進んでいるのでしょうか、進捗状況をお聞かせください。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 令和４年度より、教育委員会と市内公立学校の教職員の代表から構成された働き方改

革推進委員会を再開させ、今年度は、先ほど答弁いたしました３つの業務の考え方について本市の現状を確認

し、役割分担と教育委員会として可能な取組を検討しております。しかしながら、業務委託による次年度の業務

負担軽減に向けた取組につきましては検討中であります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 次年度の業務委託による軽減は検討中ということでございました。昨年９月の会派創生市

川の代表質問において、プール清掃を業者に依頼しＰＴＡ予算を充てることについて質問した際の答弁は、ＰＴ

Ａ予算を充てることは適切ではないので同様のことがないよう各校に周知徹底する、教育委員会としては、プー

ル清掃の業務委託を含め、教職員の働き方改革につながる業務負担の軽減に努めることを全市的に推進していく

というものでした。プール清掃の業務委託は全市的に推進していくとのことでしたが、令和６年度当初予算には

反映されていないように思います。業務委託を今後どのように進めるつもりか、お聞かせください。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 教職員が心身の健康を損なうことなく、授業やその準備に集中できる時間や子どもと

向き合う時間を確保できる環境を整備する必要があると考えます。引き続き働き方改革推進委員会にて、３つの

業務の考え方にある14項目の業務委託による効果や委託する業務の順位づけも含めた具体策について協議を重ね

ながら、できることから進めてまいります。 



 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 できることから進めますとのことでした。全く残念な答弁としか言いようがありません。

昨年９月の教職員の働き方改革につながる業務負担の軽減に努めることを全市的に推進していきますとの答弁と

の差があり過ぎ、驚きを隠せません。 

 さきの昨年９月の答弁では、ＰＴＡ予算を充ててプール清掃を業者に依頼したことについて、教職員の負担軽

減のため、学校とＰＴＡが話し合い、やむを得ない対応になったと認識していると、このように、その学校の状

況を想像されています。そうなんです。やむを得ない学校があるんです。このことを私の経験や調べたことか

ら、少し話させていただきます。 

 多くの学校がプール清掃を教員と保護者、児童生徒で行っている。一見、どの学校でもできそうと思われます

が、必ずしもそうではありません。かなりの苦労があります。児童生徒数が100人の学校と1,000人の学校では、

全く対応が違います。学校規模の小さい学校ほど保護者の数も少なく、児童生徒数も少ないため、業者に頼るや

むを得ない事情が生まれます。業者に頼らなければ、少しの保護者と多くの教員がやることになります。1,000

人の学校もそう簡単ではありません。現在は、保護者といってもＰＴＡの役員等が駆り出されるのがほとんどの

状況であり、昨今はＰＴＡは任意加入という意識の方もいて、なぜＰＴＡがプール清掃をやらなければならない

かとの意見が多い場合は、安易にＰＴＡに清掃をお願いするわけにもいきません。お願いできなければ、少しの

保護者と多くの教員がやることになります。ＰＴＡにお願いができて、児童生徒と教員でやる手配がついたとし

ても、当日雨が降ってしまうと大変困ります。プール清掃の数日後に始まるプール開始日が決まっているため、

別の日に移して、改めて集まっていただくわけにもいかず、雨の中、児童生徒や保護者に手を借りるわけにもい

かず、少数の教員が気合と根性でプール清掃を行うことになります。また、中学校と小学校でも事情は違いま

す。保護者の関わりは小学校のほうがやはり多く、中学校は保護者が協力している学校は僅かです。中学校は生

徒と教員でプール清掃を行うことが多いんですが、生徒といっても運動部活動の生徒を借り出して行うことが多

く、小規模の中学校では簡単にはいきません。また、水泳部はありませんので、テニス部やサッカー部などの生

徒にお願いし、プール清掃と属するスポーツとは全く関係がない形で行うことになります。部活動の地域移行が

進めば生徒にお願いすることはできなくなるでしょうと、このように、学校規模や学校種によって簡単にはいか

ず、やむを得ない事情を抱えています。天候にも左右されることは先ほどお話ししたとおりです。 

 昨年度、やむを得ない事情からＰＴＡ予算を充てた学校は、令和６年度は業務委託を全市的に進めるとの答弁

に期待していただけに、残念な気持ちが強いと思われます。まして、ＰＴＡ予算を充てることは適切ではないと

の指導を受けているわけですから、教育委員会に対して不信感が生まれてしまうのではないかと心配いたしま

す。 

 そこでお願いしますが、プール清掃について、やむを得ない事情から困っている学校、業務委託にしてほしい

と願っている学校に何らかの支援はできないでしょうか、お伺いします。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 学校として困っていることにつきまして、教育委員会の各課の予算内で業務委託がで

きないか、また、教育委員会の人員で対応ができないか、関係部署とも連携を図りながら対応してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 ぜひ教育委員会への不信感が増さないように、工夫して助けていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 



 さて、今後について視点を変えて伺ってまいります。先ほど、学校規模、学校種によって対応が違うと申し上

げました。プール清掃の業務委託一つでも、やむを得ずお願いする学校と、そうでもない学校もあります。これ

は、対応しなければならない課題に対する優先順位が学校によって違うということだと、このように思います。

これは学校ごとに課題が多様化していることの表れだと、このように思います。予算のつけ方として、全市的に

一律に平等にプール清掃に予算をつけるというような考え方は、課題が多様化している学校現場に現在合ってい

ないのではないかと思います。 

 そこでお伺いします。学校ごとの多様化する課題に対して、もちろん働き方改革のための業務委託に充てるこ

とも含めて、学校多様化課題対応予算というような校長裁量でも執行できるような予算が組めないでしょうか、

お伺いいたします。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 学校課題は学校ごとに異なることから、今後は課題を把握する方法も含め検討してま

いります。 

 また、予算につきましては、関係部署と連携し、学校課題を解決するためにどのような形であることが望まし

いのかを検討してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 ぜひ検討していただきたいと思います。課題が多様化しているのですから、予算も多様化

に対応できるようにしていただきたい、よろしくお願いいたします。 

 最後に、松丸副市長に教職員の働き方改革につながる業務委託について御所見を頂戴できればと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○つちや正順副議長 松丸副市長。 

○松丸多一副市長 教職員の働き方改革につながる業務委託ということで御質問いただいております。学校教育

部長からも答弁があったように、その必要性、学校現場の負担軽減を進めるということについては、当然必要で

あるという認識に立っております。教職員の働き方改革を含め、教育現場における改革においては、さきの代表

質問で教育長からも答弁がありました不易と流行、こういった考え方がございます。ただ、やはり市川市の魅力

ある教育というものを目指していく上では、この不易と流行というものを、時には不易を守るための流行である

と、そういう認識の下で思い切った改革も必要ではないかと、そのように考えております。 

 教職員の働き方改革、教育現場の負担軽減につながるわけでありますけども、この解決策につきましては、議

員もおっしゃるように、学校でそれぞれ違ったものが想定されます。また、特色ある学校づくりであったり、地

域に開かれた学校づくり、そういった観点からは、教育活動の展開も学校ごとに違いがあって当然かと思われま

す。そういう中で、それぞれこの解決策、あるいは教育活動に充てられる原資というのは、市民の皆様からお預

かりした大切な税金でありますので、この税金を生きたお金として、しっかり使っていく、これを学校ごとに生

かしていただくという意味では、議員もお話しがありましたように、学校裁量というものも検討していく必要が

あるかと思われます。これにつきましては、既に令和６年度当初予算の編成におきまして、市長から提案、指示

がございました。検討は進めたんですが、６年度予算にはちょっと準備が整わなかったと。これにつきまして

は、引き続き令和７年度予算編成に向けて、学校ごとに生きたお金を使えるような財務会計処理の方法について

検討を進めてまいりたいと考えております。その際には、現場主義の観点から、学校の先生方の御意見もしっか

りと尊重し、さらには市民目線の観点から、児童生徒をはじめ、家庭、地域の皆様からも喜んでもらえるような

施策展開に結びつけるように十分配慮して進めてまいりたいと思います。 



 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 大変前向きなお話を聞けたというふうに思います。ありがたく思います。次年度の予算、

本当に期待しております。働き方改革というのは、とにかく先生方に少しでも余裕を与えるということが一番大

事です。その分、子どもたちを見る目が増えるわけです。見る時間が増えるわけですね。そのために有効にお金

を使う、このようにお考えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 次の大問に移ります。スポーツ大会の会場が不足している課題について伺います。 

 市川市は、令和５年３月、それまでの計画を見直し、新たに第２期市川市スポーツ推進計画を策定しました。

この計画は、基本理念を「健康なからだと明るい人間をつくるスポーツのまち いちかわ」とし、国の第３期ス

ポーツ基本計画にある、スポーツを「する」「みる」「ささえる」に呼応する形を取りつつ、市川独自に「知る」

という観点を加え、４つの基本目標を掲げ基本理念の実現を目指しています。私は、この４つの基本目標の中

で、市川市が不足しているのは、スポーツを「ささえる」にあると思います。 

 第２期市川市スポーツ推進計画の基本目標３で、「ささえる」の具体策として、「スポーツ活動を支える人材と

環境の拡充」を挙げ、個々の力では用意が難しい「『場所』の整備や、『指導者』の育成と斡旋、『仲間（団体

等）』の設立・募集の支援などを進め、市民がスポーツをするうえで、必要な支える環境整備を図ります」とあ

ります。しかし、昨年、令和５年２月議会において私が指摘しましたように、場所の整備については、競技人口

や競技の多様化に対応しておらず、屋外においては、場所の不足と野球場の数が異常に多いバランスを欠いた状

態が続いています。このような状況の中、サッカー等の屋外のグラウンドを使用するスポーツは、大会を開催す

るに当たって会場の確保に大変苦慮していると聞きます。 

 そこでお伺いしますが、大会会場の不足について、市はどのように認識しているのでしょう。お聞かせくださ

い。 

○つちや正順副議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 市の各スポーツ施設において、各種競技の年間の大会会場を確保するために、各団体による日程調整を行って

おりますが、大会開催は土日、祝日を中心に企画されるため、希望される日時の重なりは多く見られます。例え

ば、国府台陸上競技場では、年間の半数以上の土日において同日に２団体以上、最大で４団体による大会日程が

重複し、各団体の希望どおりの日時では大会を開催できていない現状であることを認識しております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 そうですね。現状は圧倒的に足りないです。大会となると、開会式等、やはり立派な会場

でやりたいと普通思うわけで、そうなりますと、市川市は屋外の立派な会場は国府台陸上競技場しかありません

から、ここに集中することになります。私が調べたところ、市のスポーツ推進課や青少年育成課が主催、担当す

るスポーツイベント、小中学校関係の小中学校体育連盟の主催する大会、市川市スポーツ協会に属する陸上競技

協会、サッカー協会、ラグビー協会等、これらの団体が様々な大会会場として使用を希望しますから、結果とし

て希望どおりにいかないのが現状です。これらに加えて、最近では、市川市が協定を結ぶアメリカンフットボー

ルチームのリーグ戦も行われるようになり、ますます過密になりました。 

 このような屋外のスポーツ競技大会の会場が不足している課題に対して、市は第２期市川市スポーツ推進計画

の中で、拠点の拡充を挙げています。この中では、民間活用や活用されていない施設の有効活用がうたわれてい

ます。市川市内の民間施設や学校校庭を国府台陸上競技場と同じように、市のスポーツ施設に準じた施設として



位置づけて大会会場として使用できないでしょうか。この屋外競技大会の会場が不足している課題に、市はどの

ように対応するのかお聞かせください。 

○つちや正順副議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 各種競技の大会会場を十分に提供するために、スポーツ施設の整備の必要性は十分認識しておりますが、用地

の確保など解決しなければならない課題は多く、既存施設の環境を整えていくとともに、併せて民間施設等の活

用も検討しなければならないと考えております。 

 そこで、次年度につきましては、市川市の土地を民間が借り受けて整備運営している柏井のサッカーグラウン

ドにおいて、一部の大会会場として使用できるよう、借主との調整を進めており、協議内容を整えているところ

でございます。 

 なお、学校の校庭活用につきましては、解決しなければならない課題は多くあり、関係部署とともに調整を要

するものと考えております。 

 これらの課題に対し、多方面から多様で柔軟な対応案を考え、市民の皆様に十分にスポーツを楽しんでいただ

けますよう環境づくりを進めてまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 市川市の土地を民間が借り受けて整備運営しているグラウンドというのは、Ｊ：ＣＯＭ北

市川スポーツパークに隣接する北市川フットボールフィールドのことだと思います。ここは昔アーセナル、今は

名前を変えてガナーズというサッカースクールを経営していると承知しておりますが、ここを大会会場として使

用できる方向で協議していただいているとのこと、大変いいことだと思います。もともとが市の土地ですから、

できる限り市民が大会会場として使用できる日数を増やしていただきたい。要望しておきます。 

 学校校庭を大会会場として使用することは、現状でもあり得ることですが、あくまでも学校開放事業の一つと

して行っており、ある団体が大会会場として使用する場合は、他の開放団体との協議調整が必要になり、大会会

場として学校校庭を確保することが難しくなっているのが現状です。スポーツ施設の不足を補うため、学校教育

に支障のない範囲という原則は保ちつつ、学校校庭を市のスポーツ施設に準じた施設として位置づけ有効利用す

る、このように考えることも必要に思います。なかなか課題は多く難しいとのことですが、ぜひ進めていただき

たい。このことも要望しておきます。 

 スポーツ大会の会場が不足している課題について伺ってまいりましたが、民間施設の活用が可能になったとい

うことで一歩前進というところですが、スポーツ施設不足の解消にはまだまだという状況です。やはりスポーツ

施設不足の解消には、スポーツ施設の新設が必要に思います。さきの推進計画の基本目標「ささえる」の拠点拡

充の具現化、これが急務でございます。今後も市川市北東部スポーツタウン基本構想の進捗も含めて、スポーツ

施設不足の解消への取組を注視してまいります。 

 次の大問に移ります。公立学校校庭の人工芝化について伺います。 

 公立学校の人工芝化については、令和５年９月の答弁では、学校の建て替え時に検討していくということでご

ざいました。その後、人工芝化については、校庭の砂じんに悩む学校や、学校開放で校庭を使用するスポーツ団

体から教育委員会に対して、人工芝化を早く進めるべきとの声があったと聞いております。 

 そこで伺いますが、公立学校校庭の人工芝化の進捗状況に何か変化はあったのでしょうか。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 ９月の定例会で答弁いたしました後、現時点において、具体的に人工芝化が決定した



学校はございません。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 では、今後はどのように進めていくかお聞かせください。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 校庭の人工芝化につきましては、各学校の周辺環境や利用状況、設置費用など様々な

観点から検討してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 私の経験からも――校長としての経験が多いんですが、校庭の砂じんの苦情、これは住宅

密集地の学校は、どこでも同じ苦情に苦しみます。人口密集地の学校はどこも抱えている課題だというふうに思

います。ですから、この人工芝化というのは大変有効というふうに考えます。また、学校開放で校庭を使用する

団体の人工芝化の声は、やはり地域の方から見て、市川市はスポーツ施設が不足しているということの表れ、こ

のようにも思います。人工芝化は学校建て替え時に検討とのことですが、このような地域の要請、要望があれ

ば、建て替え時を待たずに進めるべきと思います。 

 御答弁では、様々な観点から人工芝化を検討していくとのことですので、地域の要請、要望があれば、人工芝

化を進めることもこの観点に付け加えていただきたいと思うのですが、いかがでしょう。 

○つちや正順副議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 御質問者のおっしゃるとおり、地域の視点も含めた人工芝化については、先ほども答弁しましたとおり慎重に

検討してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 石原たかゆき議員。 

○石原たかゆき議員 ありがとうございました。ぜひお願いいたします。もちろん第一義的には、公立学校校庭

の人工芝化は、何よりも学校生活を送る児童生徒のためであります。安全、安心して遊べ、スポーツができる、

このためというふうに考えております。先ほど、ほとだ議員の言葉の中に、学校教育、市川市のセールス、売り

というようなことがございましたが、全ての学校、校庭が人工芝ですよと、これは大きな売りではないかと私は

思います。いずれにしましても、今後も公立学校の校庭の人工芝化を注視してまいります。 

 以上をもちまして創生市川、石原たかゆきの一般質問を終わります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○つちや正順副議長 沢田あきひと議員。 

〔沢田あきひと議員登壇〕 

○沢田あきひと議員 市川維新の会の沢田あきひとでございます。まずは令和６年１月１日、能登半島地震が起

こりました。お亡くなりになられました方々の御冥福、並びに被災された皆様へのお見舞いを申し上げ、復興を

心より祈念いたしております。 

 それでは、大項目、清掃行政から質問させていただきます。 

 昨年11月に東京都江東区にある粗大ごみ破砕処理施設にて、リチウムイオン電池が発火し、東京都の粗大ごみ

処理は、現在なお逼迫している状況がございます。リチウムイオン電池は分別し、住んでいる自治体に応じた処

分が必要であり、今後さらにごみの分別・再資源化が求められます。私は、昨年９月に定例会におきまして、ペ



ットボトルのリサイクルを取り上げましたが、こうしたごみの分別、リサイクルの観点から、引き続き清掃行政

について質問させていただきます。 

 現在、本市でリサイクル可能なごみとして分別回収が行われているのは、ビデオカメラやノートパソコン等の

使用済み小型家電があります。回収した小型家電は、市内の障がい者就労施設と連携し、解体することで、障が

い者施設での就労支援に役立てられています。また、小型充電式電池についても回収ボックスを設けていただい

ております。さらに、本市では、令和３年度から学校給食の公会計化に伴い、学校給食廃油を回収、販売し、再

資源化に寄与しております。加えて、市民の皆様による自主的な資源回収活動として、本市では、自治会、子ど

も会、ＰＴＡが主体となって新聞紙、布類、瓶、缶など多岐にわたるリサイクル活動が行われています。リサイ

クルの概念が市民の皆様に定着している昨今です。 

 ここで、行政がイニシアチブを取り、リサイクル運動を促すことを、本日私はここで御提案させていただきま

す。 

 清掃行政に積極的な自治体では、行政が主体となり、より細やかなリサイクル体制が整えられております。幾

つか例を挙げますと、使い捨てコンタクトレンズのケース、台所用品や大工道具など家庭金物、洗剤の計量スプ

ーン、パン袋の留め具、ビデオテープ、携帯電話、ペンなど使用済みプラスチック筆記具、食器や植木鉢など陶

磁器、ガラス食器、ペットボトルの蓋など多岐にわたる品物がリサイクルされているようです。本市では、今

後、行政が主体となり資源化できるごみの回収、再資源化の範囲を広めていくべきではないでしょうか。具体的

な範囲拡大の計画があればお示しください。 

 質問いたします。リサイクルできるごみ種類の拡大についてお聞きいたします。 

 次に、私たちは持続可能な社会を維持するため、４Ｒを実践せねばなりません。４Ｒとは、リフューズ、ごみ

になるものを家庭に持ち込まない、リデュース、ごみを減らす、リユース、繰り返し使う、リサイクル、資源ま

たはエネルギーを再度回収し利用することをいいます。ＳＤＧｓの目標の下、４Ｒを促進すること、特にごみの

リサイクルやリユースを当たり前にすることは、行政の大きな責務なのです。もちろん行政では、回収されたも

のが新たにどのような資源として生まれ変わるかを分かりやすい形で説明しています。使用済みコンタクトレン

ズのケースは、例えばプランターや生活用品ボトル等様々なリサイクル品に生まれ変わります。家庭金物は溶か

して金属材料になります。携帯電話は御存じのようにレアメタルや金属となります。 

 質問いたします。４Ｒに関する市民への周知方法や市の現状の取組についてお聞かせください。 

 次に、災害廃棄物処理に対するリサイクルを含めた問題を提起させていただきます。我が国は自然災害が多く

なる地理的条件にあり、皆様も東日本大震災、阪神・淡路大震災など多くの災害が記憶にあることと思います。 

 さて、本市に万が一災害が発生し、大量に廃棄物が出てしまった場合、災害廃棄物の処理はどのように進めら

れるのでしょうか。市民の生活環境の保全と地域の早期復興のためには、ごみ処理についてもリスクマネジメン

トが重要であると考えます。多くの災害廃棄物が迅速に処理されなければ、衛生環境にも被害をもたらし、早期

復興の妨げにもなります。他自治体では、多くの事業者と締結協定を結び、災害時には迅速にごみを自治体が設

置したごみ仮置場に移動させるなど対策案が取られているようです。もちろん、この場合においてもなお再利用

できるものについては、リサイクルするべきことを忘れてはなりません。 

 最後に、災害廃棄物処理のための本市の現状案と展望もお伺いいたします。 

 質問いたします。災害廃棄物の処理についてお答えください。 

 次に、大項目、市川漁港周辺のまちづくりについてです。 

 初めに、(1)いちかわ三番瀬まつりについてです。令和５年10月22日、いちかわ三番瀬まつりが行われ、多く

の市民の皆様が参加されました。大漁旗がきれいにたなびく姿は、お祭りにふさわしいものでした。 



 さて、大勢の人が訪れた三番瀬まつりの告知ですが、イベントポータルサイトでは９月22日、ＳＮＳでは９月

27日にそれぞれ開始し、10月７日発行の「広報いちかわ」にも掲載されるなど、周知期間が短期間にもかかわら

ず、多くの皆様が集まり盛況となったことに対して、行徳支所をはじめ本市職員の努力に大きな感謝を申し上げ

ます。ホンビノスガイの販売や、あら汁の試食、海産物の展示が行われたほか、漁船で巡る漁場見学会も、限定

14組ながら実施され、本市における漁業を市民の皆様が知るよい機会になったのではないでしょうか。 

 大盛況だったものの、懸念されたこともございます。開催時間は朝10時から午後２時まででしたが、この間、

残念なことに周囲に飲食店等がなく、用意はされていたものの、休憩できるテラスや椅子、テーブルなどが少し

分かりづらいのは問題でした。せっかくのお祭り、やはりやる以上、主催者側としてしっかりとおもてなしをす

るべきではないでしょうか。屋台などケータリング飲食店の設置や、ケータリング対応した仮設休憩場を設ける

のも１つの方法だと思います。 

 そこで伺います。いちかわ三番瀬まつりの現状と今後の取組について、市の考えをお聞かせください。 

 ふだんから市川漁港周辺を歩いていますと、かなりのごみ等が見受けられます。市川漁港付近の市道の現状の

管理と今後の管理についてお尋ねいたします。 

 (2)質問いたします。現在は市道0103号の清掃に対して、どのような管理を行っていますか、お聞かせくださ

い。 

 次に大項目、市内清掃活動についてお伺いいたします。 

 昔より私の育った湾岸地区、路上のごみは多くの市民の皆様の御協力もあり、大分よくはなっているのです

が、湾岸地区でも清掃ボランティア活動を企画することはできないでしょうか。我が出身校である富美浜小学校

の校名にもなっているように、いつまでも美しい環境の湾岸地区を保つことは重要と考えますが、市内のクリー

ン作戦はどのようなとき、場所、規模で行われていますか。 

 質問いたします。市内のクリーン作戦の現状と今後の取組について、地域の市民の方が参加できる清掃事業に

ついて、どのようなものがあるか伺います。 

 最後に、歴史的建造物について伺います。 

 国府台に存在する旧千葉県血清研究所跡地にあるれんが造りの建造物、通称は赤レンガです。この建物は明治

時代に建設され、戦前まで旧陸軍の施設として使われてきました。その後、千葉県に払い下げられ、血清研究所

で倉庫などに活用されてきました。同研究所が廃止された後は廃墟と化しました。しかし、この建物は歴史的に

貴重な明治の遺構です。決して主観で申し上げているのではなく、千葉県の要請を受けて、千葉大学大学院工学

研究科、丸山純先生が2012年３月に実施した調査では、登録文化財として、今後、行政や市民の利用に供するの

が、この赤レンガ建物にふさわしいとの報告がなされ、公的に歴史的価値が認められています。 

 ところが、歴史的な遺構にもかかわらず宙に浮いたままになっており、朽ちるまま放置された状態です。過去

には、市川市と所有者である千葉県との間で、施設全体の払下げも含め協議されたほか、本議会におきましても

幾度か質問されていると伺っておりますが、問題解決には至っておりません。13年前の東日本大震災では、倒壊

こそ免れたものの、屋根瓦がずれた部分から雨漏りをするようになり、当時活動された市民の皆様の御尽力によ

り、千葉県に働きかけてホワイトシートで覆う応急処置が施されましたが、そのまま放置されたままとなってお

ります。 

 質問いたします。この赤レンガ建造物の保存に関して、県との協議は現在どのような状況になっているのかお

聞きいたします。 

 以上、初回質問を終わります。各位御回答いただいた後、一問一答にて再質問させていただきます。 

○つちや正順副議長 答弁を求めます。 



 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 私からは大項目１つ目の清掃行政及び３つ目の市内清掃活動についてお答えします。 

 初めに、大項目、清掃行政(1)リサイクルできるごみの種類の拡大についてです。本市では、平成14年10月か

ら、資源物とごみの12分別収集を市内全域で実施しており、ごみの減量と資源化に取り組んでおります。この中

でプラスチック使用製品については、現在、燃やすごみや大型ごみとして収集しております。プラスチックごみ

については、海洋プラスチック問題なども大きく取り上げられており、令和４年４月にはプラスチックの資源循

環を行うため、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行されました。これにより、現在資源化

されているプラスチック製容器包装類に加えて、例えばプラスチック製の衣類ハンガーや衣装ケースのようなプ

ラスチック使用製品についても資源化するための仕組みが整えられたところです。本市では、この法律の施行に

より、プラスチック使用製品を資源物として収集する方法を現在検討しているところです。 

 また、分別方法について、これまではプラスチック製容器包装類は資源物、プラスチック使用製品は燃やすご

み、または大型ごみとしており、市民の皆様から分かりにくいという声もありました。これを、プラスチック使

用製品も資源物として回収することで分かりやすい分別となることから、プラスチック資源の収集量が増加する

ことが期待できます。 

 一方で、収集体制や受入れ側の処理施設の改修などの課題もあります。実施の際には、これらの課題を整理し

ておく必要があると考えております。 

 次に(2)４Ｒに関する市民への周知、本市の取組についてにお答えします。本市では、資源循環型都市の構築

を目指し、３Ｒの推進やごみの減量に関する取組を進めております。これまで市公式ウェブサイトによる周知を

はじめ、市公式ユーチューブでの動画配信やスマートフォン向けのごみ分別アプリの活用、紙媒体では、「広報

いちかわ」や「じゅんかんニュース」などの回覧や、ごみ分別ガイドブック、ごみ収集日カレンダーの配布など

で分別の徹底と資源化の推進に努めてまいりました。今後、周知啓発につきましては、他市の事例も参考にし、

本市のじゅんかんプラン21で定める取組をさらに進め、広く市民の皆様の理解を求めてまいります。 

 また、さらに資源化に取り組んでいただけるよう、これまでの３Ｒに加えて、買物時などに無駄になるものを

断る行動、リフューズや、修理して使う行動、リペアを加えた５Ｒに関する広報や啓発も研究してまいります。 

 最後に(3)災害時のごみ処理についてです。大規模災害時には廃棄物が大量に発生するほか、道路の不通や渋

滞の影響を受け、平常時と同様にごみの収集を行うことは困難であると見込まれます。そのため、建物被害など

の廃棄物や避難所からのごみ、し尿に対する対策について事前に準備をしておく必要があります。本市では、大

災害に備え、平成24年３月に市川市震災廃棄物処理計画を策定し、平成30年11月には、国の災害廃棄物対策指針

や県の千葉県災害廃棄物処理計画を踏まえ、市川市災害廃棄物処理計画として改定しました。計画では、マグニ

チュード7.3の東京湾北部地震を想定しており、災害廃棄物の想定発生量は、可燃物系が約12万6,000ｔ、不燃物

系が約169万7,000ｔと見込み、可燃物系の内訳としては、焼却処理をするものを約４万5,000ｔ、資源化できる

ものを約８万1,000ｔとしております。また、災害廃棄物を処理するまでの置場として、個人の生活環境、空間

の確保、復旧などのために被災地内において仮に集積する仮置場、仮置場にある災害廃棄物を処理する前に一定

期間、分別保管をしておく１次仮置場、１次仮置場での分別が不十分な場合に必要となる２次仮置場を設置する

ことを想定しております。なお、廃棄物の再利用、再資源化の処理対策につきましては、再資源化事業者や民間

処理施設の確保、他市町村への応援要請なども図り、可能な限り再資源化することとしております。 

 さらに、災害廃棄物やし尿などの処理は、被災状況や発生量によって本市だけで対応できないことも想定され

るため、県内市町村とはごみの処理の相互応援の協定を締結しております。収集運搬事業者とは、ごみの収集運

搬業務などに関する協定を締結しており、災害発生時にも業務が滞らないように備えております。 



 このように、災害発生時には、市川市災害廃棄物処理計画や総合協定などに基づき、関係各者と連携を図りな

がら対応してまいります。 

 次に大項目、市内清掃活動についてにお答えします。江戸川クリーン作戦は、自主的に町をきれいにしようと

いう意識の高揚を図るため、江戸川クリーン大作戦実行委員会主催により、国土交通省と江戸川沿い２区11市町

で年１回行われる大規模な清掃活動であります。本市の清掃区域としましては、国府台２丁目地先から妙典２丁

目地先までの約９kmを７班に分けて実施しております。毎年、自治会や子ども会、市民ボランティア団体などの

数多くの方々に参加していただいております。令和５年度は1,166人が参加され、約690kgのごみが集まりまし

た。 

 他の清掃事業といたしましては、地域清掃があります。地域清掃は自主的な清掃活動であり、市内各所で地元

の自治会、町内会、子ども会などが地域環境美化のために行っております。地域清掃によるごみの収集は市で行

いますが、実施日や開始時間、集積場所などは各団体独自で設定しているため、事前に収集依頼の連絡をいただ

いております。実績としましては、令和４年度は実施団体数73団体、収集回数217回、収集量約64ｔとなってお

ります。 

 江戸川クリーン作戦につきましては、今後も関係団体などと協力しながら、市民の憩いの場である江戸川の美

化のため継続してまいります。あわせて、地域清掃につきましても、地域の美化やごみの削減などにつながるこ

とから、引き続き支援をしてまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 秋本行徳支所長。 

○秋本賢一行徳支所長 私からは大項目、市川漁港周辺のまちづくりについてのうち(1)いちかわ三番瀬まつり

の現状と今後の取組についてお答えをいたします。 

 三番瀬まつりにつきましては、令和５年10月、本市の水産業への理解と水産物の消費拡大を促進するため、生

産者、消費者、行政で構成された市川市魚食文化フォーラム実行委員会により、市川漁港において開催されまし

た。イベントとしましては、当日取れた魚介類の水揚げの実演と、漁師お任せの魚介類詰め合わせ販売、三番瀬

の漁場を船で１周する親子漁場見学会、クロダイやホンビノスガイなど市川産の水産物を使った料理の試食、昔

ながらのノリすき体験、三番瀬に生息する生き物を紹介する環境展示コーナーなどを行い、お子様から御高齢の

方まで多くの方に御来場いただいたところであります。 

 次に、今後の取組についてであります。三番瀬まつりの開催後に、実行委員と協力をいただいた市川市漁業協

同組合などの方々と次回の開催に向けた意見交換を行いました。その際に、食事を提供できるキッチンカーを配

置したいといった意見がございました。また、休憩所につきましては、テント内に椅子48脚を用意しておりまし

たが、場所が分かりづらかったとの御意見もありました。令和６年度の三番瀬まつりの開催に当たりましては、

これまでにいただいた御意見を踏まえ、キッチンカーの配置や休憩所の改善などについても検討を行い、市川の

水産業や三番瀬の自然により親しめる三番瀬まつりにしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 私からは大項目、市川漁港周辺のまちづくりの(2)市道0103号のごみ清掃についてお

答えいたします。 

 市道0103号は国道357号と交差する千鳥町交差点から市川市漁業協同組合事務所前までを結ぶ延長約2.2kmの道

路でございます。この道路は、千鳥町交差点から市川漁港手前までの区間に広い植樹帯が整備されており、その

植え込みなどに空き缶や生ごみ等の生活ごみが捨てられている状況がございます。また、市川漁港に面した区間



は道路の路肩等のスペースに同様の生活ごみのほか、家電製品や廃タイヤ等の大型ごみも時折投棄されている状

況がございます。これらのごみへの対応でございますが、植樹帯については、剪定作業時や平時の道路パトロー

ルで発見した際、また、通報があったときなどに、その都度、回収を行っております。また、令和元年度からは

漁港整備に合わせて海沿いの環境をよくする取組として、大型の粗大ごみ等についても関係部署と協力して回収

を行っております。さらに、沿道企業等の方々が自主的に清掃活動を行っていただいている箇所もございます。

このほか、ごみ投棄の防止対策としまして、この道路には駐車車両も時折見受けられることから、令和３年度か

らは駐車防止のためにバリケードやロープ等を設置しており、これが抑止効果となって、近年はごみの投棄も減

少しております。また、令和４年度には、防犯対策として市川漁港に面した区間に監視カメラを８台設置したこ

とも抑止効果の一つになっていると考えております。しかしながら、いまだごみが投棄されている現状がありま

すことから、今後も定期的な道路パトロールの実施等を行い、引き続き道路環境の維持に努めていきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 小川企画部長。 

○小川広行企画部長 私からは大項目、歴史的建造物の赤レンガ建造物の保存についてお答えいたします。 

 日本の赤れんが建築の歴史は、幕末から明治初期にかけて１段の中にれんがの長辺と短辺を交互に組んで積み

上げるフランス積みで始まったとされています。その後、明治中期頃から長辺だけの段と短辺だけの段を１段置

きに積み上げることから、より実用的な手法と言われるイギリス積みが多くなり、現在国内で目にする赤れんが

建築の多くは、イギリス積みによるものとなっております。そのような中で、赤レンガ建造物の外壁は、国内で

も珍しいとされるフランス積みで建造され、さらには、ほぼ完全な形で残存していることからも、希少性が高い

と言われており、市民団体から保存を求める声をいただいております。本市は、これまで所有者であります千葉

県に対しまして、平成27年度及び平成29年度に赤レンガ建造物の保存を求める要望書を提出しております。ま

た、千葉県血清研究所跡地全体の公共活用も含めた在り方について協議を進める中で、県からは、赤レンガ建造

物の現状や、隣接しております筑波大学附属聴覚特別支援学校との境界にフェンスを設置するなどの安全対策に

つきまして、継続して情報提供いただくとともに、赤レンガ建造物の保存を求める市民団体からの要望につきま

しても、県と市の間で情報共有を図っているところでございます。その保存に当たりましては、血清研究所の跡

地の活用の方向性など、総合的に検討していく必要があると考えておりますことから、引き続き県の担当部局と

の協議を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 答弁が終わりました。 

 沢田議員。 

○沢田あきひと議員 各位御回答ありがとうございます。 

 では、まず清掃行政、まずリサイクルの物品種類拡大につき、前向きな御回答ありがとうございました。引き

続き拡大について再質問させていただきます。先ほど本市学校給食から出る廃食用油について、リサイクルを行

っていることに触れました。さらに回収範囲を大きくすることはできないでしょうか。他地域の例を見ますと、

熊本県熊本市では、市運営の学校や幼稚園の廃食油を回収、販売、再資源化する体制が整えられています。ま

た、熊本市では、個々の家庭で使用された食用油のリサイクルも行われております。その収集方法は、市民の皆

様に２ℓ以下のペットボトルに使用済みの食用油を詰めて、熊本市役所をはじめとする市指定の場所にお持ちい

ただくそうです。食用油は日々の生活から廃棄されるばかりではなく、その廃棄方法も、固める、もしくは紙に

吸わせるなど適切に処理しなければ環境破壊にもつながります。本市でも市民の皆様が、手持ちの容器に使用済



みの食用油を入れ、お持ちいただいて、油のみを回収、容器は持ち帰り再利用していただく方法でもリサイクル

は可能であると考えます。 

 再質問いたします。本市でも油の回収を行う考えについてお聞きいたします。 

○つちや正順副議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 飲食店や食品工場で使用済み、または賞味期限切れなどで廃棄された食用油は、飼料用原料や工業用原料、燃

料用原料として近年注目を浴びており、食用油の回収はリサイクルを進めていく上で有効であると認識しており

ます。今後、他市の事例などの情報収集を行い、調査研究を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 沢田議員。 

○沢田あきひと議員 ありがとうございます。廃食油はＢＤＦ化、すなわちバイオ・ディーゼル・フュエル化さ

れ、化石燃料である軽油の代替燃料になり、ディーゼルエンジンの燃料としても活用できます。また、身近なと

ころでは、先ほどおっしゃった石けんや鳥の餌にも生まれ変わります。食用油のＢＤＦ化は、いつかはなくなっ

てしまうであろう化石燃料の保護のみならず、地球温暖化防止にも役立つことが指摘されている中で、本市市民

の皆様に御理解、御協力を得たいところです。細やかなリサイクルを行う意味で、油の回収のほか、食器など多

岐にわたる物品を常設リサイクルスペースで実際に回収している自治体があるようですが、そこでお聞きしま

す。リサイクル活動向上のため、本市においてリサイクルのための常設スペースを設けることはできないでしょ

うか。 

○つちや正順副議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 本市では既に紙及び布類、瓶、缶、ペットボトルなど多くの資源物は公共収集で収集しております。小型家電

につきましても、庁舎、公民館などの公共施設で回収しているところです。収集方法に関しましては、公共収集

で行うほうが市民の皆様に負担をかけないことから、公共施設などにおける常設スペースについては、現在の収

集及び施設の状況も踏まえた上で研究する必要があると認識しております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 沢田議員。 

○沢田あきひと議員 ありがとうございました。私が思うに、例えば本市クリーンセンターの敷地内の一角にリ

サイクル可能な資源を無料回収できる場所を常設することで、ごみの減量化、ひいては循環型社会の確立へ近づ

くと考えます。本市でも多種類の資源回収が可能となる場の常設を願うところでございます。 

 次に、４Ｒに関する周知方法、市の現状の取組について理解いたしましたが、御回答いただいた本市の５Ｒと

いう目標の高い試みに賛同し、私も尽力いたします。まずは５Ｒの目標に向かい、４Ｒの確実な実行が必要でご

ざいます。このような見地から、古着活用の取組から提案、質問させていただきます。現在、例えば古着につい

ては、市民の皆様が中心となってリサイクル活動が行われているようですが、行政が古着回収ボックスを設置す

ること及びそのリユースも可能であると考えます。古着回収ボックスは様々なところで見られます。東京都渋谷

区東京体育館では、ゲート前に古着回収ボックスを常設し、その販売利益をスポーツの振興に用いているようで

す。東京都新宿区は、高田馬場にあるリサイクル活動センターで、毎月第３土曜日に、洋服ポストとの名前で古

着を回収し、販売利益を新宿区社会福祉協議会の寄附金にしています。本市でも古着回収ボックスを常設し、ご

みの減量を図ることはいかがでしょうか。 

 また、本市では、さらに目標を高く置き、子ども服など成長に伴ってすぐに着用できなくなってしまうような



服については、行政が主体となり、市民の皆様にリユースしていただく体制づくりに着手できないものでしょう

か。 

 さらに冒頭に述べました食器類なども、一定の場所に集めるほか、それを必要とする市民が逆に持ち帰りリユ

ースするという手法も着手しやすいリユースの形態と思われます。実際に東京都町田市では、リサイクルとして

回収した食器を１回２点と限定し無料配布され、リユースの活動が行われています。古着や食器類を念頭に、本

市においてもリサイクルのみならず、リユースまで考えられる資源回収はできないでしょうか。 

 再質問いたします。リユースできる資源回収につき、本市の展望をお聞かせください。 

○つちや正順副議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 本市では一般社団法人日本リユース業協会に登録されている市内及び近隣市の民間リユースショップを市公式

ウェブサイトにて紹介し、市民のリユース意識の高揚を図っております。リユースの取組については、先行市な

どを調査し、本市に見合った施策を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 沢田議員。 

○沢田あきひと議員 本市でもリサイクル、リユースが定着し、当たり前のことになるよう活動したいと思いま

す。 

 ４Ｒを推進するに当たっては、市民の皆様へごみが新たな資源となり得ることを説明する印刷物の作成も必要

ではないでしょうか。それについては予算も必要と理解はしていますが、リサイクル活動を促進し、実行するこ

とで、将来的に回収し得る費用と考えます。本市における今後の展望をお伺いいたします。 

 質問いたします。印刷物の作成、配布のお考えについてお聞きいたします。 

○つちや正順副議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 ごみ分別ガイドブックやごみ収集日カレンダーを見直す際には、分かりやすいイラストを用いて作成すること

や、「広報いちかわ」や「じゅんかんニュース」などにも５Ｒに関する内容を取り上げるなど、さらなる周知に

努めてまいります。これらの紙媒体につきましては、転入者の方には手続の際に直接お渡しし、インターネット

環境がない方には、これまでどおり市内の公共施設で入手できるよう配架を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 沢田議員。 

○沢田あきひと議員 本市でも分かりやすいイラストなどを入れて、印刷物の作成を期待するところでございま

す。市民の皆様に印刷物を用いてごみの処理を啓発することで、４Ｒ、ひいては５Ｒの実現に近づくことができ

ます。例えば本市で廃棄されるごみのうち、可燃物の約30％は生ごみでございますが、生ごみの約80％は水分で

す。市民の皆様が水分を絞ってごみをお出しいただくだけで、ごみは減量されるのです。生ごみは必ず水切りを

すること、これらの内容を分かりやすくイラストなどを使った印刷物を見ていただき、実行していただくこと

で、生ごみの水分量が減り、生ごみ全体の量を削減することができるのです。必然的にも本市指定のごみ袋を購

入する頻度も減り、家計にも僅かながら節約になると思います。ごみの処理の重要なポイントを市民の皆様に確

実にお伝えすることは、環境にも、清掃行政にも、そして市民の皆様の家計にもよいことなのです。行政の今後

の努力を期待いたします。 

 次に、災害時のごみ処理で再質問させていただきます。災害時処理の理解はいたしましたが、質問いたしま

す。災害廃棄物に関して締結協定をしているとのことでありましたが、具体的に事業者など、どのような体制を



整えているのか伺います。 

○つちや正順副議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 本市では、災害時に備え、物資の供給や職員派遣などの支援・応援協定を民間企業や市町村などと締結してお

ります。このうち廃棄物処理などに関しましては、平成24年１月に災害発生時等における廃棄物の処理等に関す

る協定を４団体と締結しております。その４団体ですが、公益財団法人市川市清掃公社、22社から成る市川市資

源回収協同組合、８社から成る市川市浄化槽清掃協力会、20社から成る市川市清掃業協同組合であります。ま

た、協定の具体的な内容としましては、生活ごみや損壊した建物などの解体、撤去に伴い発生した瓦礫などの収

集運搬や、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬、くみ取便槽及び浄化槽の周辺部分の清掃、消毒などに関して、災害

発生時に協力を要請できることとしております。このほか県内の市町村間では、災害時における千葉県内市町村

間の相互応援に関する基本協定を締結しております。この協定では、災害時に被災市町村のみで十分な応急対

応、復旧対策が実施できない場合、ごみやし尿処理のための施設の提供などを相互に応援することとしておりま

す。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 沢田議員。 

○沢田あきひと議員 本市でもかなり多くの事業者と災害時の対応が打たれているとのこと、安心いたしまし

た。しかし、災害は私たちの想定内にとどまるとは限りません。常にたがを緩めることなく邁進していただきた

いと思います。これは結構でございます。 

 次に大項目、市川漁港周辺のまちづくりについて再質問いたします。飲食店については、さらにゆっくり楽し

んでいただけるようお考えいただけるとのことですので、よろしくお願い申し上げます。 

 キッチンカーの配置について検討するとのことですが、業者の選定が大事ですが、業者の選定方法はどのよう

な方法が考えられますか、お答えください。 

○つちや正順副議長 秋本行徳支所長。 

○秋本賢一行徳支所長 お答えいたします。 

 昨年の秋に４年ぶりに開催された行徳まつりでは、三番瀬まつりと同様に、お子様連れの御家族から御高齢の

方まで幅広い世代の方々が来場されました。手軽に食べられる軽食やスイーツなど、それぞれ異なるメニューを

提供するキッチンカーを11台配置したところ、多くの方たちに御利用いただき、大変好評を得たところでござい

ます。三番瀬まつりでキッチンカーを導入する際は、市川漁港の限られたスペースを考慮するとともに、提供す

るメニューの選定に当たりましては、行徳まつりを参考に検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 沢田議員。 

○沢田あきひと議員 理解いたしました。昼を挟んでおりますので、よろしくお願いいたします。 

 さらに伺います。当日多くの方が来場され、私の見たところ、恐らく約1,000人以上が来場されておりました

が、大勢の来場者に対応するため、現地に複数のトイレの設置を行っていたと記憶しておりますが、十分に足り

ていたでしょうか。 

 質問いたします。トイレの設置数及び利用状況はいかがでしたか。 

○つちや正順副議長 秋本行徳支所長。 

○秋本賢一行徳支所長 お答えいたします。 

 会場には仮設トイレ４基と手洗い場１基を設置いたしました。トイレの使用につきましては、長い列ができる



ようなこともなく、快適に御利用いただけたものと認識をしております。来年度の開催に当たりましても、適切

に対応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 沢田議員。 

○沢田あきひと議員 分かりました。よろしくお願いいたします。 

 さらに、会場付近までバスなど交通機関が運行しておりますが、質問いたします。市民からアクセスが悪いな

ど意見はなかったでしょうか。 

○つちや正順副議長 秋本行徳支所長。 

○秋本賢一行徳支所長 三番瀬まつりへの来場には、事前に公共交通機関の利用を呼びかけておりました。会場

までのアクセスは公共交通機関を利用した場合、京成トランジットバス、塩浜車庫バス停から徒歩約５分、ＪＲ

市川塩浜駅から徒歩約15分程度でありましたが、来場された方々からは、特にアクセスに関する御意見などはご

ざいませんでした。 

 また、当日は晴天にも恵まれ、行徳地域は平坦な地形であることから、多くの方々が自転車で来場されており

ました。今後も円滑な来場ができるよう、アクセス方法の周知について努めてまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 沢田議員。 

○沢田あきひと議員 特に問題ないと回答いただきました。初めての催しでしたので、不便でないかと心配して

いましたので、安心いたしました。 

 次に、(2)市道0103号についても理解いたしました。市川には海があることを、より多くの方に周知してもら

い、市川漁港がより多くの市民の皆様に愛されることを願います。来年度は今年度以上に、より充実したお祭り

にしてください。お願い申し上げます。市川漁港については結構でございます。 

 次に、市内清掃活動の再質問をさせていただきます。クリーン作戦の回答を理解いたしました。さきに御回答

のあった市道0103号の清掃も行っていただいてはいますが、さらに湾岸地区でもクリーン作戦を行うことによ

り、湾岸地区に親しんでもらい、海などの景観を楽しみながら健康増進にもつながると考えますが、そして江戸

川クリーン作戦のように、行政ポイントとしてＩＣＨＩＣＯポイントなどを付与するのはいかがでしょうか。 

 質問いたします。湾岸地区市道0103号でのクリーン作戦に対するお考え及びＩＣＨＩＣＯポイントの付与につ

いてお聞きいたします。 

○つちや正順副議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 市道0103号におけるクリーン作戦につきましては、本市が清掃などの維持管理を行っておりますことから、イ

ベントの開催時期などにつきましては関係部署との調整が必要となります。 

 また、交通手段の確認や、市道0103号は比較的大型車両の往来が多いことから、安全面などについても十分検

討する必要があります。 

 次に、ＩＣＨＩＣＯポイントの付与につきましては、これまで江戸川クリーン作戦やフードドライブ、環境フ

ェアなどの地域に寄与するエコ活動に対してＩＣＨＩＣＯポイントを付与し、市民活動の活性化を図ってまいり

ました。今後新たな清掃活動を実施する場合、ＩＣＨＩＣＯポイントの付与につきましては、その趣旨や目的が

ポイント付与に該当するかについて整理する必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 沢田議員。 



○沢田あきひと議員 理解いたしました。今後は湾岸地区でもＩＣＨＩＣＯを活用した行政ポイントの付与など

も含め、ぜひ御検討いただければと思います。 

 次に、歴史的建造物について再質問いたします。私たちは過去の大戦において約310万人の貴い命を失い、そ

して日本は二度と戦争しないと憲法で国民に約束しました。現在、市川市には、戦前まで軍都だったことを示す

歴史的な遺構が、この赤レンガ建物を除いてほとんど存在せず、後世に市川の歴史を語り継ぐ意味においても、

この歴史的な遺構を残すべきではないでしょうか。昔、父が子どもの頃、戦争時の話をめったに口にしたことは

ありませんでしたが、ふと口にしてくれました。市川橋から眺めていたそうです。Ｂ－29が爆撃に来た際に、中

国分からの高射砲がＢ－29に届かなかったことや、終戦後、市川橋をアメリカのジープや戦車がたくさん渡って

きて、兵隊さんからチョコレートをもらったなど話してくれました。戦時中の記録を伺う機会はますます少なく

なることと思われます。県との交渉が進んでいないのであれば、ぜひ継続的に再開させて、モニュメントとして

残すよう願うところであります。全体を国府台の地で保存するのが難しい場合は、本市役所に展示されている文

豪永井荷風の書斎のように移築するなど、工夫することもできると思われます。核兵器廃絶平和都市宣言をうた

っている本市が、次世代の人々へ歴史を伝えることの意義は大切であると考えるところでございます。施政方針

演説にて、市長も、昭和59年11月に本市が核兵器廃絶平和都市宣言をしたことはすばらしいことだとおっしゃっ

ておりましたが、そこで、本市がどう考えているのかが重要になります。 

 質問いたします。本市及び田中甲市長は、こうして眠った貴重な歴史的遺構があることについて、どのように

考えているのか、後世に残す考えはあるのか、お聞かせください。 

○つちや正順副議長 小川企画部長。 

○小川広行企画部長 お答えします。国府台地区は、戦前は軍都として栄え、戦後は学校、病院、研究施設が

次々と建設されるなど文教地区として今に至っております。赤レンガ建造物は、この地におきまして旧陸軍の武

器庫として建造されたと言われ、関東大震災や戦火にも耐え抜いており、戦争の記憶を伝える建造物であると言

えます。さらに、戦後は千葉県血清研究所の薬品庫として活用されてまいりました。このように明治から令和へ

と時代が移り行くおよそ130年の間、現存する建造物として、本市の歴史を語る上で貴重な存在であると認識し

ております。しかしながら、平成14年に血清研究所が閉鎖されて以降は、千葉県の管理の下で立入りが制限さ

れ、現在に至っておるところでございます。引き続き所有者であります千葉県と血清研究所跡地全体の活用も含

めた在り方について協議していくとともに、赤レンガ建造物の保存や、その場合の手法、活用方法等につきまし

ても併せて調査研究してまいります。 

 以上でございます。 

○つちや正順副議長 沢田議員。 

○沢田あきひと議員 ありがとうございました。我が国には、決して忘れてはならない歴史があるのではないで

しょうか。私たちは戦争を二度と起こしてはいけません。過去の過ちを記憶に残すためにも、市制施行90周年を

迎える本市が、この赤レンガ建物を保存公開し、教訓として恒久平和の確立に寄与することを願うところでござ

います。 

 以上、市川維新の会、沢田あきひと、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○つちや正順副議長 この際、暫時休憩いたします。 

午後２時39分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後３時10分開議 



○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第１一般質問を継続いたします。 

 太田丈之議員。 

○太田丈之議員 参政党、太田丈之です。通告に従いまして一問一答にて質問させていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。今回はワクチンはやりません。 

 大項目１、学校給食について質問いたします。 

 (1)委託業者の選定方法及び選定基準についてお伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 初めに、食材等の納入業者の選定基準についてです。本市の学校給食の食材等納入業

者は、安定的な供給と給食用物資の品質確保を目的に導入した学校給食用物資納入業者登録制度に登録した納入

業者としております。納入業者の登録には、食品衛生法をはじめとする法令遵守のほか、品質管理や物資供給能

力等の要件を満たす必要がございます。野菜、魚介、乳製品など、納入食材には食材区分ごとに産地や遺伝子組

換えでないなどの品質に関する規格基準を定めており、製造業者及び販売業者等には、毎月、細菌検査の受検も

要件に入れております。食材等納入業者の選定方法は、全ての基準を満たした登録業者の中から、各学校が食材

ごとに配送地域等を加味して選定及び決定いたします。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 答弁ありがとうございます。かなり厳しめといいますか、しっかりした基準が定められてい

て、大変心強く感じました。反面、小規模の業者が全ての基準を満たすことはなかなか難しいのではないかとも

感じます。定期的に見直しをされていることと思いますので、今後、新規で納入を希望される業者さんの声もぜ

ひ参考にしていただければと思います。 

 次に、(2)食材、調味料の選択についてはどのようになっているかお伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 食材や調味料など学校給食用食品の購入につきましては、学校給食衛生管理基準で定

められているとおり、食品選定のための委員会を設け、関係者の意見を尊重することとなっております。本市で

は、令和３年度の学校給食費の公会計化に伴い、食材等の選定基準となる仕様書等を検討する物資検討委員会を

立ち上げました。油を含むしょうゆなどの調味料や缶詰類は物資検討委員会で決定した仕様書に適合した品物に

限定しております。市でも見積り合わせを行い、添加物の少ない安全な品物を大量に仕入れることで、少しでも

安価に購入できるようにしております。給食で提供する多くの食材の選定は各学校で行い、パンや野菜、食肉な

どの食材は国産を中心に使用しております。献立に合わせて旬の食材を取り入れるなど、安全を十分配慮しなが

ら、適切な食材を選定しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 ありがとうございます。調味料の選定基準として、例えばしょうゆについては、遺伝子組換え

ではない国産大豆を使用するなど体に負担の少ないものとなっていました。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

 食材につきましても、国産を中心にということで、こちらも体に負担の少ないことを意識したものとなってい

るようです。しかし、国産であっても、現在の、いわゆる慣行栽培で作られた食材においては、農薬、化成肥料

がかなり使用されており、子どもの発育に影響があることも懸念されます。農薬、化成肥料を使用しないオーガ



ニック食材を給食で取り入れることについて、本市の見解をお伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 未来を担う子どもたちの発育には、より安全な食材を選んで給食を提供することは大

変有効であると認識しております。今年度は、一般物資の納入業者より、各学校へオーガニック栽培のバナナに

ついての照会がありました。通常の購入よりも価格は少し高くなりますが、提供方法が簡易だったこともあり、

５校が子どもたちへ提供いたしました。また、千葉県知事の認定を受けたエコファーマーのリンゴを提供した学

校が３校ございます。本市全ての学校でオーガニック食材を給食に取り入れることにつきましては、量の確保や

価格面の課題はございますが、いすみ市や木更津市など有機米を給食に取り入れている例を参考に、調査研究し

てまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 ありがとうございます。今年度においても、ごくごく僅かではありますが、オーガニック栽培

の食材が提供された実績があるとのことです。来年度においても、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 量の確保及び価格面での課題があることも分かりました。ここで、少し視点を変えて再質問します。現在、日

本の食料自給率は38％ですが、畜産物の飼料はほぼ外国産であるため、計算し直すと約18％、種、農薬、化成肥

料についても、ほぼ外国産、さらに農業機械を動かす燃料も100％輸入なので、それを全て考慮すると、日本の

食料自給率は10％未満となります。天災、人災にかかわらず有事で輸入が止まった際には、オーガニック云々以

前に食料の確保が一気に困難になります。食料の確保という観点においても、外国産輸入に頼らないで栽培が可

能である国内で持続可能な農業を広げていくことが今後急務だと考えており、そのためには、本市のみならず全

国の学校給食で自然栽培、有機栽培の食材を積極的に取り入れていく必要があると考えております。その点につ

いて、本市の見解をお伺いします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 学校給食の食材等の納入に関しましては、安定的な供給と給食用物資の品質確保を第

一に考え、今後も同様の対応を進めてまいります。したがいまして、今後、国内でオーガニック食材の自然栽培

や有機栽培の生産量が高まり、本市の給食提供において安定的な供給可能な環境が整いましたら、価格面の課題

等も含め、活用に向けて調査研究を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 ありがとうございます。有事の際の食料確保について、本当に心配をしております。政府は今

国会で農業基本法の改正を目指しています。食料安全保障の抜本的な強化を主題とし、国内の農業生産の拡大が

基本とうたってはいるものの、相変わらず海外依存、輸入前提で全てが組み立てられており、主題と内容がかみ

合わないものとなっていて、実質１桁台だと思われる食料自給率について、全く危機感がありません。今後、子

どもたちの食料をしっかり確保していくためには、まずは一部の学校からでも自然栽培、有機栽培のお米、野菜

を取り入れていくことが必須だと感じています。安定的に供給可能な環境が整うまで待っていては遅いと思われ

ます。ぜひ積極的に導入を検討いただくよう、よろしくお願いいたします。 

 次に移ります。大項目２、クリーンセンター整備事業についてお伺いします。 

 (1)事業費、設計及び工事費、運営費の詳細については、先順位者への答弁で、設計及び工事費が500億円、20

年間の運営費が250億円であることは確認しました。その上で、この運営費の内訳にペットボトルを資源化する



費用は含まれているのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 これまで御説明したクリーンセンター整備事業のうち、運営費の内訳には、ペットボトルを資源化する費用は

含まれておりません。ペットボトルを含むプラスチック製容器包装類を資源化する費用につきましては、これま

でと同様に、別途民間処理施設への中間処理委託料として予算計上していく予定です。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 ありがとうございます。では、ペットボトルを含むプラスチック製容器包装類の資源化にかか

る費用はどういったもので、どのくらいの費用がかかっているのか、これに対する費用対効果をどのように考え

るか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 収集後の処理費用としましては、令和４年度は、民間処理施設への中間処理委託料として約３億5,000万円、

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会への処分委託料として約207万円が支出されております。一方、中間

処理後に日本容器包装リサイクル協会へ引き渡されたペットボトルは、異物の混入や汚れの程度からランクづけ

された上で、排出量に応じ、同協会から本市に対して拠出金として約8,100万円が支払われており、歳入となっ

ております。費用対効果につきましては、拠出金に対し中間処理などにかかる費用が大きな支出となっておりま

すが、リサイクルを推進していく上で、ごみの減量と資源の有効活用が図られていることから、効果はあるもの

と認識しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 ありがとうございます。プラスチック容器をリサイクルするのに、差引き２億、年間で２億

7,000万のコスト、税金がかかっているとのことです。混ぜればごみ、分ければ資源という言葉があります。例

えば、アルミニウムは新しく作るより圧倒的な低コストで再生が可能です。瓶についても、新たに作るよりコス

トが低いので、分別されていれば資源として有償で引き取ってくれる企業が存在します。古紙、段ボールも同様

です。しかし、プラスチック容器についてはそもそも価値がありません。再生するより新しく作ったほうがコス

トが安いからです。プラスチック容器は、混ぜればごみ、分けてもごみなので、プラスチック容器を製造したり

使用している事業者にリサイクルコストを出させたり、税金を投入しないとリサイクルが機能しません。さら

に、再生するのには、新品を作る場合と同等か、あるいはそれ以上のエネルギーが必要となりますので、ＣＯ２

の削減にもなりません。プラスチック再生は地球にとって全く優しいものではありません。それなのに分別収集

して、中間処理をして、リサイクル協会まで運び、結果、このプラスチックがどうなるか御存じでしょうか。半

分以上が焼却されています。いやいやプラスチックは、もっとリサイクルされているはず、そう思いますよね。

そのとおりで、日本のプラスチックのリサイクル率は92％であり、世界でも先進国であるかのように見えます

が、それには理由があります。日本では、プラスチックを焼却して、その際に発生する熱エネルギーを回収する

こともサーマルリサイクルといってリサイクルの一つとして認めているからです。焼却してもリサイクル。実は

プラスチックのリサイクルで一番ＣＯ２削減効果があるのが、このサーマルリサイクルです。余計なことをしな

いで燃やしてしまうのが一番ＣＯ２削減効果があります。市民の皆さんに分別をお願いして、中間処理業者に年

間３億5,000万をかけて、この市川市民49万人のプラスチック容器ごみを全て人の手でさらに分別してもらい、



それをリサイクル協会まで運搬して、最終的に半分以上が焼却されます。おかしくないですか。分別回収をやめ

てエネルギー回収効率が高い新しい焼却炉で燃やすごみとして焼却するのがリサイクル率100％でもあり、現時

点で一番地球に優しく、手間もかからない経済的な方法であります。ここで節約できる税金約２億7,000万につ

いては、福祉とか子育てとか、もっと必要なところで活用すれば、市民の生活はもっと豊かになるのではないで

しょうか。神奈川県鎌倉市では、プラスチック容器ごみ削減のため、マイボトルの使用を推奨していて、市内各

所に給水スポットが設置してあります。ごみ削減が目的なので紙コップなどの用意はありません。市民の皆さん

におかれましては、プラスチックの分別に手間をかけてもらうより、マイボトルを活用していただいたほうが、

よほど地球に優しいということになります。新クリーンセンターの運用については、地球に優しく経済的でリサ

イクル率100％であるプラスチックは分別しないで、燃やすごみとしてぜひ進めていただきたいと思います。こ

れで市川市のプラスチックは100％再生エネルギーとして生まれ変わります。 

 新クリーンセンターの供用開始は７年後、令和13年の予定となります。その頃には、近頃、芸能界のタブーが

次々と明らかにされているように、リサイクル事業の闇についても全て暴かれているかもしれませんし、そもそ

もペットボトルが使われていないかもしれません。新クリーンセンターにおいては、新しい時代に合わせた効率

的で無駄のない、本当の意味で地球に優しい運用となりますよう切にお願いいたしまして、次に進みます。 

 (2)生ごみの処理方法についてお伺いします。クリーンセンター整備事業において、生ごみの処理方法につい

て、これまでどのように考え、検討されたのかお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 平成30年にクリーンセンター整備事業の延期を決定した際に、単に延期するのではなく、燃やすごみの減量を

図ることが施設規模の縮小に寄与できることから、生ごみの資源化について検討を開始しました。初めに堆肥化

や飼料化について検討しましたが、生ごみの臭気や異物の混入に対する対策、堆肥や飼料の行き先確保など多く

の課題があり、実現は困難であると判断しました。次に、生ごみをメタン発酵させて生成するバイオガスにより

発電し、余剰電力を売電するバイオガス化施設について検討いたしました。令和２年度にバイオガス化施設に関

するサウンディング調査を行った結果、安定的な生ごみの確保や分別収集の徹底などが大きな課題となりまし

た。さらに、想定したバイオガス化施設の規模では、新クリーンセンターの敷地内に収まらないことから、生ご

み資源化施設の導入は難しいと判断し、現在の計画には盛り込みませんでした。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 答弁ありがとうございます。令和２年にバイオガス化施設の導入については検討を進めたが、

結果、導入困難と判断したことは理解しました。そこから２年後、令和４年に整備事業が再開され、クリーンセ

ンター整備及び運営事業に係る事業者選定アドバイザリー業務を外部に委託しているが、受託者サイドにおいて

生ごみの資源化についての検討はされたのかどうか、お伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 事業再開後におきましても、令和２年度の検討当時から建て替えに関する状況が変わっていないことから、生

ごみの資源化施設の導入について、アドバイザリー受託者による再検討は行っておりません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 答弁ありがとうございます。持続可能な社会を実現するための活動が年々活発になってきてい



る中で、事業再開後、検討が行われなかったことについては、少し残念な気がいたします。今年の１月に宮城県

にある廃棄物処理場に視察に行ってきました。バクテリアの力を使って有機物を分解するというプラントでし

た。約100ｍのレーンが20列並んでいて、そのレーンの端に有機廃棄物を入れ、毎日１回攪拌するだけで、25日

後には全て分解され、消えてなくなるというものです。気になる臭いもありません。東日本大震災の際、大量の

瓦礫、放射性廃棄物がこの施設で処理されましたが、何と放射能さえも検出されなくなってしまったという事実

もあります。通常では考えられないような、とんでもない施設が日本には存在していますが、なぜか世間にはあ

まり知られていないようです。バクテリアの力を最大限活用するために攪拌してエアを送るだけの単純な構造の

施設ですので、ランニングコストは圧倒的に安く、焼却炉の10分の１以下で収まるという試算もあります。 

 もう少し調べてみました。このような処理施設は、バクテリア方式消滅型と呼ばれていて、小型のものは学校

や病院、有名ホテルの厨房などに採用されています。また、地方自治体では、東京都渋谷区が2021年から継続し

て実証実験を行っています。ごみの処理方法として、現時点でこれ以上に地球に負担をかけない優しい方法はな

いかと思われますが、本市として、今後このようなバクテリア、微生物を利用した処理方法について調査検討し

ていく考えがあるかお伺いします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 今後、生ごみの処理方法につきましては、技術の進歩もあることから、バクテリアを利用した処理方法も含め

て、引き続き調査検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 ありがとうございます。この技術自体は決して新しいものではありませんが、何らかの事情に

より日の目を見ていないものです。持続可能な社会を実現するため、本市におきましては、今後このような隠れ

た技術についても積極的に活用していくことを期待します。 

 次に進みます。大項目３、子育て環境の充実に関する施策についてお伺いします。 

 (1)私立保育園等運営費のうち、本市独自の加算について、予算規模と主にどのような加算があるかお伺いし

ます。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 私立保育園等運営費は、私立の保育所や幼稚園の一部、認定こども園などを運営するために必要な費用を施設

に支払うもので、令和６年度当初予算では約233億円を計上しております。内訳といたしましては、国によって

決められている公定価格によるものが約175億円、公定価格に加えて市が独自に加算するものが約58億円となっ

ております。市独自の加算の主なものとしては、安全で質の高い保育を行うため、職員の加配を行う施設に対し

人件費の助成を行う職員配置基準向上加算、市内の保育施設などで働く職員の賃金改善を行うため各施設に対し

助成を行う保育士等職員処遇改善加算があり、この２つの加算で約43億円を見込んでおります。 

 そのほかにも、保育士の負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目的として、保育士の補助を行う保育

補助者の雇用に対して加算する保育補助者雇上費加算、給食の配膳や園外活動時の見守りなどの保育に係る周辺

業務を行う保育支援者を配置する場合、配置に要する人件費を加算する保育体制強化費加算、給食の食材費に要

する費用のうち保護者負担分を除いた額を加算する給食費加算などを設けております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 



○太田丈之議員 答弁ありがとうございます。市独自の加算58億円のうち、かなりの部分が保育士確保のために

使われているということで、大変厳しい状況であることを改めて認識いたしました。保育士不足につきまして

は、私以外の議員の方が都度取り上げていらっしゃいますので、私からは、その他の加算のうち給食費加算につ

いて詳細をお伺いします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 給食費加算は、保護者の負担を軽減しながら質の高い給食を維持してもらうことを目的として支給しておりま

す。具体的には、給食に係る食材費を児童１人当たり月額7,500円と想定し、保護者からの徴収を月額4,500円と

することを条件に、児童１人当たり月額3,000円を運営費に加算しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 答弁ありがとうございます。質を維持することが補助の目的ということで、理解をいたしまし

た。 

 それでは、質をさらに向上させるために、オーガニック食材などを用いた場合、補助金を増額することができ

ないか、先ほど学校給食のところでも触れましたので、こちらでもお伺いします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 保育施設における給食は国の指針により適切な栄養摂取やアレルギー対応などが求められております。その上

で、私立の施設においては、運営法人の理念や方針などに応じて給食が提供されており、市としてその是非を判

断し、補助するということは難しいものと考えております。一方で、給食は子どもの生育に非常に重要なもので

あるため、安全で質の高い給食を提供していただけるよう、施設に向けて市から情報発信などをしてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 ありがとうございます。幼児期にどのような食生活を送るかは、大人のそれと異なり、格段に

影響が大きいものと認識しています。ふだん食べているものの影響でアレルギーになったり、逆にアレルギー、

アトピーが治ってしまったりということがよくあります。あまり農薬とか添加物が使われていない、体に負担が

かからないものを積極的に取り入れていただくよう、今後ともサポートをよろしくお願いします。 

 次に、(2)子育て世帯同居・近居スタート応援補助金の導入を検討した経緯及び詳細についてお伺いします。

導入の経緯、詳細につきましては、先順位者への答弁で理解をいたしました。2016年実施の際は、最大100万円

の補助でしたので、今回はちょっと控え目な形での再スタートということになります。本市としてこの施策を進

めていく上で、まちづくり推進の各施策との連携など検討されているようでしたら、現在の状況をお聞かせくだ

さい。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 令和６年度に新たな空き家対策の一つとして、子育て世帯を対象とした空家活用リフォーム推進事業を開始し

ます。この事業は、子育て世帯の方が本市へ移住、定住していただくための施策の一つとして、新築より安価な

中古住宅である空き家に入居していただく際のリフォーム費用を補助するものです。子育て世帯の方が空き家を

入手後、リフォームする際の工事費用について、工事費の２分の１、市外から転入される方は50万円、市内で転



居される方は25万円を上限に補助を行うものです。空き家対策の一つである本事業と、子育て世帯同居・近居ス

タート応援補助金を併せて広く周知することで、子育て環境の充実を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 ありがとうございます。同居・近居プラス空き家活用ということで、少子・高齢化対策として

すばらしい施策だと思います。ただ、ちょっと難しい部分もあって、市民の皆さんも、あえて離れて暮らしてい

るわけではなく、相当数が仕事の関係でということだと思いますし、現実的には、勤務先をそうそう簡単に変え

るわけにもいかず、同居・近居が実現するにはかなりハードルが高い感じがします。すぐには成果は出ないかも

しれませんが、諦めることなく、じっくり取り組んでいただきたいと思います。積極的な広報活動、施策の運用

をよろしくお願いいたします。 

 次に、(3)子どもの居場所づくり支援事業の課題及び今後についてお伺いします。子どもの居場所づくり支援

事業の課題と今後の取組については、先順位者への答弁で理解をいたしました。それらを踏まえて、本事業は子

どもの貧困対策として推進するべきものであり、支援を受けた子どもが、将来は支援する側に回るような教育が

必要だ、重要だと考えるが、本市の見解をお伺いします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 子どもの居場所づくり支援事業では、子どもの食の環境を守る取組といたしまして、食事とともに遊びや学習

支援などを提供するこども食堂と、飲食店が利用客からの寄附により子どもに無料で食事を提供するフードリボ

ンプロジェクトの活動を支援しております。子どもの食の環境につきましては、本市が昨年度実施いたしました

子どもの生活状況に関する実態調査により、小学生の１割以上、中学生の２割以上が朝食を食べない日がある、

夏休みや冬休みなどの期間の昼食を中学生の約２割が食べていないなど、１日３食を十分に取れていない子ども

が一定数いることを確認しております。そのため本市では、今年度策定する市川市子どもの貧困対策計画におき

まして、子どもの食の環境整備を本市の重要課題の一つとし、本事業を対応する施策に位置づけております。 

 一方で、こども食堂やフードリボンプロジェクトの活動は、貧困対策という目的が掲げられると子どもは利用

しづらくなることから、利用する子どもの経済的状況や家庭の事情などを問わず、誰でも気軽に利用できる雰囲

気づくりが重要であると考えております。加えて、子どもの生活状況に関する実態調査では、小学生の３割、中

学生の４割が家族と一緒に夕食を取らない日があるとの回答もあり、家族と一緒に食事を取らない、いわゆる孤

食の状況が見られることから、必ずしも経済的に困窮する家庭のみが食事の問題を抱えているわけではないとい

う現状もございます。こうした子どもにとってこども食堂は、親や教師とは立場が異なる地域の大人と出会い、

共に食事をし、その活動を支えるボランティアスタッフや参加する親子など様々な方と関わることで、人とのつ

ながりの大切さや他者に対する思いやりなどを学ぶ場でもあります。また、フードリボンプロジェクトでは、見

知らぬ大人からの寄附や飲食店の善意で成り立つ食事を通して、お店のスタッフや寄附をする大人の優しさに気

づき、感謝の気持ちが育まれることも考えられます。こども食堂やフードリボンを利用する子どもが、こうした

地域の方に支えられる体験を繰り返し積むことで、助け合う人間関係を自ら学び、自分が受けた善意をほかの誰

かに渡すことができるような大人に自然と成長していくことを期待しているところでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 太田議員。 

○太田丈之議員 ありがとうございます。こども食堂に行くのも、フードリボン加盟店に行くのも、やっぱり子

どもたちにとっては多少恥ずかしい気持ちがあって、それでも勇気を持って来てくれた子どもたちには、将来ぜ



ひ逆の立場、支える側に立ってもらいたい。私もそんな思いを持って寄り添い、関わっていけたらいいなと思い

ました。大変すてきな答弁をありがとうございました。 

 以上をもちまして私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時44分散会 
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会    議 

午前10時開議 

○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第１一般質問を行います。 

 順次発言を許可いたします。 

 清水みな子議員。 

○清水みな子議員 おはようございます。日本共産党の清水みな子です。本日３月11日は東日本大震災から13年

がたちます。まだまだ生活再建と復興の努力が続けられています。なりわい訴訟の戦いもまだ続いています。 

 今年１月１日、元旦に発生した能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げ、

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興を願わずにはいられません。 

 また、千葉県東方沖地震が頻発しています。大地震が起こる前兆ではないかと、びくびくしているところで

す。皆さん、私たちの周りにも水、トイレ、食料品など、用意しないと駄目だねという話をしているところで

す。行政もしっかりと対策をしてまいりましょう。 

 それでは、一般質問を行います。 

 まず、教育行政運営方針についてです。 

 (1)校内教育支援センター、仮称スペシャルサポートルームを開設に至った経緯と期待する効果についてで

す。 

 2023年度、全国で小中学校における不登校の児童生徒数は約30万人と言われています。前年度が25万人なの

で、この１年間で５万人も増えたことになります。市川市も同じではないでしょうか。現在、ゆとろぎ相談室や

保健室などで過ごしている子どもたちがいるということです。不登校の要因は様々です。家庭の問題もあります

が、友人関係をめぐる問題、教師との関係をめぐる問題、クラブ活動や部活動への不適応、学校の決まりをめぐ

る問題、転入、進級時の不適応など、学校生活に関わるものも多くあります。今年度の教育行政運営方針に、新

しく小学校にスペシャルサポートルームを開設すると発表されました。 

 そこで、その経緯と期待する効果について伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 開設するに至った経緯ですが、現在、小学校では不登校傾向や途中登校の児童はゆと

ろぎ相談室や保健室を活用しておりますが、曜日によって居場所や対応する職員の変更をせざるを得ない状況も

あります。教育委員会では、今年度５月より不登校対策検討会を立ち上げ、不登校への対応策を検討してまいり

ました。その中で、中学校の校内教育支援センターと同様の機能を持つ児童が安心して過ごせる居場所を小学校

にも開設することが有効であると考えました。そこで、令和６年度よりモデル協力校にてスペシャルサポートル

ームの運営を開始することといたしました。学校に登校できていない児童に対しましては、各学校の学校だより

やホームページなどで開設を児童や保護者に知らせることによって登校のきっかけとすること、また登校できた

ときに安心して過ごせる居場所、学びの場となることなどを目指し、試行運用を行ってまいります。 

 今後の見通しといたしましては、モデル協力校における検証を踏まえ、スペシャルサポートルームの設置場所

や運営スタッフの人員確保について検討してまいります。不登校の要因は児童一人一人様々であるため、不登校

の未然防止や早期支援が必要となります。モデル協力校での実践からスペシャルサポートルームの成果や課題を

精査するとともに、不登校の対応策につきましても引き続き検討してまいります。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 不登校の要因は児童一人一人、様々です。教師に余裕があるならば一人一人に向き合い、じ

っくりと話を聞いてあげることもできますが、忙しい教師には難しいというところです。週に３日ですけれど

も、ゆとろぎ相談室を開いているときには必ずゆとろぎにいる子、保健室に来る子、そして休み時間だけゆとろ

ぎに来る子もいるそうです。新たにスペシャルサポートルームを常設すると、そこに担当者は必要です。ゆとろ

ぎ相談員の担当者をそのルームに充てるということも聞きましたが、不登校の児童生徒への向き合い方、これは

しっかりとゆとろぎ相談室の担当者にも研修をしていただきたいというふうに思います。ただ預かるだけという

ことではないと思います。教育現場はそれでなくても人材が不足しています。そういう中で本当に人材が確保で

きるかどうか、これにかかっているというふうに思います。６年度はモデル校、小学校で６校で、そして７年度

は学校全校でこのスペシャルサポートルームを開くという計画だとお聞きしましたが、教室の確保、人材の確

保、しっかりと進めていただきますように要望いたします。 

 千葉県の新年度の予算で不登校対策予算が国からも下りて、そして前年度よりもたくさんついていますので、

市川市でもその予算をどのぐらい勝ち取れるか分かりませんけれども、ぜひ勝ち取っていただいて人材確保に使

用していただきたいというふうに思います。 

 次に、(2)の特別の支援、そして日本語指導を必要とする児童生徒へのきめ細やかな指導とは具体的にどう進

めるのか。これについて市の考えを伺います。 

 特別の支援が必要な児童生徒も増えていると聞きますが、日本語指導を必要とする児童生徒も増えているので

はないでしょうか。市川市には外国籍の子どもたちが約200人、15か国から来ているそうです。市内全ての小中

学校に在籍をしています。日本語が全くできない子、授業についていけない子もいるのではないでしょうか。 

 明治大学の山脇教授という方は移民政策論や多文化共生論を専門にしている教授だそうですが、文科省が日本

語教育が必要な外国人児童生徒数の統計を取り始めたのが1991年ということです。そのときの数は5,463人、そ

して30年後の2021年では４万7,619人で約９倍に増えています。その中で、日本国籍で日本語指導が必要な子も

増えて１万688人、受入れ体制が十分とは言い難い状態だということです。 

 それで第１に、不就労問題、学校に行っていない子がいるということです。外国籍の子の保護者には、日本の

義務教育を受けさせる義務はないということです。でも、その保護者が望めば、日本人の子と同じように公立学

校で受け入れ、教育の機会を与えているというわけです。第２に、外国人の児童生徒教育の充実、そして第３

に、学校と地域が連携して多文化共生の学校づくりが必要だと述べています。 

 そこで、本市の言うきめ細やかな指導とは具体的にどう進めるのか。これについて伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 特別な支援を要する児童生徒に対して、本市は個別の教育支援計画を作成し、幼児期

から小学校、中学校または高等学校へと切れ目のない一貫した支援を引き継ぎながら、児童生徒一人一人に寄り

添った指導を進めております。今後は児童生徒の可能性を最大限に広げられるような多様な学びの場を提供する

とともに、組織的、継続的な指導や支援を充実させながら適切な教育機会の提供に努めてまいります。 

 続いて、日本語指導が必要な児童生徒への指導についてです。具体的な指導といたしましては、滞在期間や日

本語習得状況、生活への適応状況などを考慮し、「特別の教育課程」の編成を行っております。「特別の教育課

程」とは、サバイバル日本語、日本語基礎、技能別日本語、日本語と教科の統合学習、教科の補習の５つのプロ

グラムから成り、児童生徒の日本語能力に応じてプログラムを組み合わせた計画で、今後も児童生徒の実態によ

り適した計画を作成し、丁寧な指導を進めてまいります。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 伺いました。特別な支援を要する児童生徒に対しては、特別支援学級など適切に対応し学級

を増やしていくことなど、児童生徒に寄り添った対応を要望します。 

 次に、日本語指導が必要な児童生徒への指導について、御答弁で、「特別の教育課程」編成を行い、５つのプ

ログラムを全ての児童生徒に当てはめて指導していくということです。この５つのプログラムについて、もう少

し詳しく伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 まず、１つ目のサバイバル日本語は、日本での学校生活や社会生活について必要な知

識を学び、日本語を使って行動する力を身につけることが主な目的となります。健康・安全・関係づくりなどの

観点や学校生活で日常的に使う挨拶などについて、その児童生徒にとって、必要性の高いものから順に指導を行

います。 

 ２つ目の日本語基礎プログラムは、日本語の知識、技能の獲得を目的とし、学校への適応や教科学習に参加す

るための基礎的な力となる発音、文字、語意、文型の指導を計画的に行うものとなります。 

 ３つ目の技能別日本語プログラムは、聞く、話す、読む、書くの４つの技能のうち、どれか１つに焦点を絞っ

た読解や作文の学習で、目的に応じて読み書きする力を高めることで教科学習に効果的につなげていくことを狙

いとしています。 

 ４つ目の日本語と教科の統合学習プログラムは、日本語を学ぶことと教科内容を学ぶことを１つのカリキュラ

ムとして構成しており、児童生徒にとって必要な教科等の内容と日本語の表現について学ぶことができるプログ

ラムとなります。 

 最後に、５つ目の教科の補習プログラムは、在籍学級で学習している内容について、日本語指導担当教員の補

助または通訳講師の支援を受けながら授業に取り組んだり、教室外で復習を行ったりするプログラムとなりま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 伺いました。それでも日本語は本当に難しいというふうに思います。日本のお友達ができる

と、日本語を遊びながら覚えて親の通訳をやっているという子もいると聞きます。全ての外国人の児童生徒は、

今御説明いただいた５つのプログラムに分けられて、どの程度日本語を理解しているかにもよりますけれども、

やはり通訳講師も必要です。本市では、令和４年度で832回通訳講師を派遣したと教育振興基本計画の第４期の

資料に載っておりますが、日本語指導をする教員の定数を増やすことはできないのかどうか。これについて伺い

ます。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 日本語指導が必要な児童生徒は、５つのプログラムの中から個々の実態に合わせたプ

ログラムを選んできめ細かな指導を行っております。教員の定数につきましては、毎年９月、各学校に日本語指

導を要する児童生徒数を調査し、日本語指導の県費負担教職員を10校に、市費の補助教員を３校に配置しており

ます。県費負担教職員の日本語指導生徒支援の教員定数は児童生徒18人に対して１人のため、児童生徒の増減に

よって教員定数も変わってきます。現在、市費による補助教員を３校に配置しておりますが、今後、増加傾向に

ある学校への配置につきましては、補助教員で柔軟に対応してまいります。引き続ききめ細やかな指導体制を整

えるために、海外からの転入を含めた児童生徒の増減、学校での指導体制について調査しつつ、適正な配置に向

けて県に要望するとともに、市でできる対応について検討してまいります。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 伺いました。児童生徒18人に１人に対しては非常に少ないと思います。18人のうち、何人か

は同じ言語の方がいると思いますけれども、18人が同じ言語ではないわけです。墨田区では、転入した外国籍の

子に日本語の初期指導などをするすみだ国際学習センター、これを軸に手厚く対応しています。まず、外国人が

墨田区に住民登録をする際、学齢期の子どもがいるかどうか確認をし、区の教育委員会に連絡をし、すみだ国際

学習センターが保護者や子どもに面談し、来日の経緯、日本語の力、そして学習歴、進路志望などを聞き取って

指導計画をつくり、編入予定校につないで就学に結びつけるという活動をしています。各校には外国人担当の教

員を必ず置き、年に１回講習を受けてもらい、そして子どもそれぞれの日本語力に応じて１こま70分で読む、聞

く、話す、書く、これを教えているということです。指導員１人に対して子どもは最大２人まで。住む場所によ

って対応が変わってしまうのは、本当に子どもにとっては不幸だなというふうに思います。 

 本市では、国際交流協会が子ども、そして大人向けの日本語教室を開いていますが、全ての方が対象ではない

――カバーはできません。取り残されている親子はいるのではないでしょうか。国際交流協会では、日本語教室

の講師をしている方から話を聞きました。前年度の教育行政運営方針には、日本語指導を必要とする児童生徒に

ついて言及がなかったので一歩前進だというふうにおっしゃっておりました。そして、外国人の子どもを支援す

るためには、その保護者も支援することが重要だ。保護者に対する日本語学習支援や生活情報提供支援、これが

必要だとおっしゃっています。 

 浦安市の取組が参考になりますということで、浦安市の多文化共生推進プランというのがあります。これを見

てみました。このプランでは、国籍、民族などの異なる人々が互いに文化的な違いを認め、対等な関係を築きな

がら共に生きていく地域づくりを推進していくということです。そして、コミュニケーション支援として、やさ

しい日本語による公共サイン、刊行物、掲示物、啓発パネルなどで情報の発信、重要施策として日本語学習の支

援。市内各地で日本語教室を開き、各学校にもたくさんの翻訳講師がいるということです。ぜひ本市でも参考に

していただければというふうに思います。 

 次に、大項目、教育行政について伺います。 

 (1)教職員の働き方についてです。このうちアとイについて、まず伺います。 

 千葉県の教員不足は深刻です。年度当初から担任の先生がいないという事態になっています。２月１日現在、

市川市では定数にまだ９名足りません。もう３月、来月は新年度になります。産休、育休が９名、病気、療養休

暇が13名、全部で31名の不足となっています。前月の１月１日現在で29名不足ということですので、この１か月

で２名増えています。教職員は忙し過ぎると、このようによく言われます。どのくらい忙しいのか。10年間、小

学校の教師をしていた方がこんな話をしています。 

 会議、行事、提出書類の多さ、学校運営の仕事、子ども、保護者の対応、とにかく毎日何らかの業務があり、

年間を通して空白の日は15日程度だということです。会議では職員会議や問題行動対策委員会など６つの会議が

あり、行事では運動会や発表会など28、提出書類は通知表や指導要録など25、学校運営では自分の学級を持ちな

がら学年主任、そして６年生の英語の授業も担当するなど、てんやわんやで毎日がくたくた、次の日の準備もな

かなかできないというふうに言っています。その上、教師１人でも欠けたら、その負担がかかってくるわけで

す。病気になる原因はそれぞれあると思います。 

 そこでアとして、病気休暇の取得状況や原因及び対策について、イとして、働き方の改善に向けた現状と今後

の取組について、まず伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 



○藤井義康学校教育部長 初めに、市内市立学校の教職員の病気休暇取得についてですが、今年度、２週間以上

の病気休暇を取得した者のうち、けがや病気が44％、精神疾患が56％となっており、特に精神疾患による休暇が

増加傾向にあります。要因といたしましては、多様化する児童生徒への対応、保護者からの要望や相談への対

応、自身の指導力への疑問などが挙げられます。多様化する児童生徒につきましては、複数での対応、保護者の

対応につきましては、初めから管理職が入るなど、担任１人に過度な負担がかからないようにしております。ま

た、ほかの教職員に気軽に相談ができ、１人で悩みを抱えないよう風通しのよい職場づくりに努めております。

教育委員会では、教職員が孤立しないように、学校への訪問を通して校内体制づくりに向けた指導助言を行い、

学校からの職場や職員に関する相談に対しては関係各課と連携し、職場環境の改善やメンタルヘルスに向けた支

援体制などの指導助言を行い、学校の状況に応じた支援をしております。 

 続きまして、働き方の改善に向けた現状と今後の取組についてです。コロナ禍によって一時中断していた教育

委員会と教職員の代表による働き方改革推進委員会を令和４年度から再開し、協議を重ねております。具体的な

取組として、学校での卒業証書の作成作業の縮減や学校徴収金の取扱いについてまとめた学校徴収金管理マニュ

アルの作成、また各学校の効果的な実践の情報提供など、市内の学校に周知し、学校ごとに取り入れ、主に業務

の改善に向けて取り組んでおります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 伺いました。働き方改革推進委員会で協議を重ねているということですけれども、特に１年

目の教員の方、周りのみんなが忙しいので相談もできない。悩んでいるのではないでしょうか。教頭先生まで駆

り出されて授業を受け持ったりしているとのことです。市内では、実際に１年目で退職した教師がいると聞きま

した。 

 第４期市川市教育振興計画の資料に載っていますが、本市では、１か月当たり超過勤務時間が80時間を超えて

いる割合が令和４年度で５％、令和２年度、３年度で３％でしたので倍近くに増えています。教職員をサポート

する体制が取れているのかどうか。これについて伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 サポート体制につきましては、日頃の仕事や人間関係で不安を抱えているが、管理職

や周りの教職員に相談ができず困っている教職員がいることから、本市では、平成26年度から教職員支援活動と

して電話相談窓口を設けております。その後、メールでの相談も受けるようにしたことで、さらに相談件数も増

えております。日々の職務による悩みから指導に行き詰まり体調不良を起こし、児童生徒に向き合えない教職員

の不安を取り除き、意欲を出せるよう、今後も教職員をサポートしてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 面と向かって話ができないのであればメールなども有効だというふうに思います。でも、根

本的なところは、教職員が休暇を取得した際に、速やかに代替の教職員を配置できるかどうか、これにかかって

います。最初に述べましたが、市川市では今31名の教職員が足りないという事態です。教職員の配置について伺

います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 教職員の配置につきましては、県費負担教職員の代替講師の勤務はフルタイムでの勤

務形態が多いことから、勤務を希望する講師が少なく、速やかに配置することが困難となっております。代替講

師が配置できるまでの対応といたしまして、本市ではフルタイム勤務を条件としない補助教員を雇用し、児童生



徒の学習や生活指導の補助業務を行わせるなど、校内の支援体制の強化に努めております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 フルタイムの代替の教師がなかなか見つからないというのが現状だそうです。東京都の調布

市のある公立小学校の校長先生が学校だよりで、保護者に次のような発信をしました。３つの学級で教員の休暇

があり、副校長が担任という状況です。全保護者に伝えて理解を得ることが必要だと思ったから、このように学

校だよりに書いたということです。担任のいないクラスは授業をしないというわけにはいきませんので、残って

いる教員が時間をやりくりしながら授業をしている。教職員は全員で今頑張っています。それでも手が足りな

い。欠席連絡は電話ではなく、メールなど保護者にも協力してもらいたい、このように訴えたということです。 

 そうすると、すぐに対応してくれて、休み時間の見守りにも保護者が入ってくれたりということがあったとい

うことです。でも、その校長先生は、保護者に頼ってばかりではいられない、教員不足の問題が根本的な解決に

つながらない、教員が働きたいと思える環境を整えることが先決ではないかというふうに訴えています。本当に

教員不足の解消は喫緊の課題となっているのではないでしょうか。 

 私の父も小学校の教員でした。小さい頃、夕食は一緒に食べた記憶はほとんどありません。なので、昔からや

はり教員は忙しいというふうになっていると思いますけれども、ぜひ年度当初から担任がいないということはな

いようにしていただきたいというふうに思います。 

 次に、ウの項目です。講師募集のチラシの効果について伺います。 

 地域の方から、自治会の掲示板に「市川の先生に」という講師募集中のチラシが貼ってあったけど、募集しな

いと先生が来ないんですかという、そういう質問を受けました。代替の先生が来ない、いない状態がずっと続い

ているわけで、そこで市の教育委員会も頑張ってチラシを作って訴えているのだなというふうに感心をしまし

た。このチラシの効果について伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 チラシの効果についてですが、今年度から、従来の講師募集のチラシにＱＲコードを

載せたことで時間を問わず気軽に登録ができることから、登録数は昨年度に比べ増えております。また、自治会

の掲示板や郵便局、駅構内などチラシの掲載場所を増やしたことや、大学に出向いて説明させていただいたこと

で、教員免許を所有していない方でも学校現場で仕事ができることを多くの方に周知できたと考えております。

今後も様々なアイデアを取り入れて講師確保に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 登録の方が増えているのはうれしいことです。答弁にありました、大学に出向いて講師募集

の説明をしたということですけれども、どのような呼びかけをされたのか伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 今年度は大学に出向き、教職課程の授業で受講している学生に説明をいたしました。

講師募集では、講師の種類や勤務形態、給与体系等の基本的な内容に合わせて本市の市立学校の特徴を説明し、

一部の大学では、出向いた大学の卒業生が勤務している映像を流し卒業生が活躍している姿を伝えました。今後

も教職に関心を持ってもらえるよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 効果はこれからだと思いますけれども、教師を目指す学生がたくさん増えるといいと思いま



す。東京との格差といいますか、時給などが違うので東京に行ってしまう人も多いというふうに聞いています。

先ほどの出向いた大学の卒業生が生き生きと活躍している映像を流したのはいいことだというふうに思います。

今後もよろしくお願いいたします。 

 次に、(2)として、小中学校の消耗品費、備品費などの予算の確保について伺います。 

 各学校によって要望が違うと思いますが、消耗品や備品はどのようなものがあり、要望どおり予算が確保され

ているのかどうか伺います。 

 また、コロナ禍で社会問題となった生理の貧困、私も議会で何回か取り上げました。そこで、以前には各学校

の女子トイレに生理用品を置いてほしいと要望し、幾つかの学校で実行していただきました。自由に持ち帰りが

できるトイレの個室内や洗面台付近に置くといった学校が13校、保健室だよりのほか、トイレに掲示している学

校が19校、メールで保護者に周知している学校が２校と広まっていました。現在、ある学校では、前半で生理用

品の在庫がなくなり、確保が難しいという話も聞きました。 

 先日、男女共同参画センターで生理用品をお配りしていますというポスターを見かけました。駅などにも貼り

出しているそうですが、まだ取りに来ていないということです。それで担当者にちょっとお聞きしましたとこ

ろ、ある学校の保健室から、生理用品が足りないので少し回してほしいと、そういう連絡を受けたということで

す。学校における生理用品の確保の予算についてもどうなっているのか、気になりました。 

 そこで、消耗品、備品費、そして生理用品などの予算についても伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 学校の管理運営や教育活動に必要な物品等につきましては、学校からの予算要望を受

けた後、必要な予算確保に努め、確定した予算につきましては、学校の規模などに応じて配当し、学校長の判断

で必要な物品等を選定し、購入しております。消耗品費で購入するものとしましては、児童生徒用の机や椅子、

蛍光管、指導用として授業などで使うコピー用紙や色画用紙、事務用消耗品などがあります。また、備品としま

しては、げた箱、背面ロッカー、清掃用具ロッカーなどの学校設備に関するもののほか、教材ＤＶＤなどの一般

教材、電子てんびん、顕微鏡などの理科教材、オルガン、木琴などの音楽備品、マットなどの体育備品、特別支

援学級用の教材などがあります。各学校において必要な物品等を計画的に整備しており、必要な予算は確保でき

ていると認識しております。 

 続いて、生理用品についてです。学校の保健室で必要な物品につきましては、各校に配当している医薬材料費

の予算で学校が購入しております。医薬材料費で購入するものとしましては、保健室でけがや体調不良の児童生

徒への応急処置に使うものとしてばんそうこうやガーゼ、湿布などがあります。生理用品につきましても、各校

に配当している医薬材料費から必要な分を購入しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 分かりました。消耗品や備品は必要な予算が確保できているという答弁でしたが、先生方に

お聞きしましたところ、うーんと、こういうふうに首をかしげておりました。事前にやはり学校内できちんとど

ういうものが必要なのかというのは話合い等も進めていただきたいというふうに思います。 

 それから生理用品ですが、様々な事情で生理用品の用意が難しい生徒、この対応は今どうしているのでしょう

か。とても心配になります。各学校の事情も合わせて、この点について伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 市内各中学校では、様々な事情で生理用品の用意が困難な生徒に対し、学校の実情に

応じた対応をしております。生徒が必要なときに自由に持ち出せるよう、女子トイレに生理用品を置いています



が、そのような対応が取れない学校でも、女子トイレにポスターの掲示やカード等により、用意が難しいときは

保健室に来て相談するよう周知し、養護教諭が困っている生徒を把握して支援することができるよう、保健室で

生徒に直接配付をしています。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 さきの一般質問の答弁で副市長が、校長先生の裁量で使える予算があるということを言って

おりました。これをぜひ生理用品の在庫がなくならないようにお願いをしたいと思います。 

 生理の貧困という言葉が広く知られるようになったのは、2017年、イギリスで行われた調査がきっかけだとい

うことです。特にコロナ禍では、世界中で５億人の女性が生理の貧困に陥ったとされています。日本では2021

年、15歳から24歳の女性2,000人を対象に行った調査によると、35.9％が生理用品の購入をためらったり、購入

できなかったという経験があるということです。購入をためらう背景には経済的な状況、これもありますが、例

えばシングルファーザー、父子家庭で生理のことを父親に言えない。また、親と良好な関係でない子どもは生理

自体を親から伝えられず１人で悩んでいる、そういう可能性もあると言われています。コンビニのレジで不透明

な紙袋に入れて生理用品を受け取るということがあり、本当に社会の風潮として生理が恥ずかしいもの、隠すべ

きものと、このように捉えていることではないでしょうか。 

 生理の貧困はＳＤＧｓの中でも４項目。目標１「貧困をなくそう」、目標３「すべての人に健康と福祉を」、目

標５「ジェンダー平等を実現しよう」、目標６「安全な水とトイレを世界中に」というＳＤＧｓの項目に関わっ

てくる問題です。生理は女性として生まれたほとんどの人が経験します。まさに生理現象です。生理に対して正

しい知識や認識、物資がなく衛生的に対処できないことは人間の尊厳、また権利に関わる問題です。 

 厚労省の調査で、生理用品の購入や入手に苦労した際の対処方法として、生理用品の交換頻度を減らしたり、

トイレットペーパーなどで代用したり、そのことでかぶれや痛みを感じている女性は７割もいたということで

す。生理の貧困という言葉を聞くと、生理用品を買えないという経済的な問題ではなく、その根底には社会の風

潮、格差など、あらゆる問題が関連していると思います。私たちはこれまでも公共施設などにはトイレットペー

パーと同じように生理用品を置いてほしいと要望してきましたけれども、これは変わらずに要望していきます。 

 次に、(3)の学校給食について伺います。 

 今、小中学校の学校給食用の食器は磁器食器を使用しており、破損することも多々あると聞いています。ある

先生が欠けた食器を変えてほしいと言ったら、それくらいは我慢してほしい。替えてくれなかったというのが２

回ほどあったと聞きました。破損した食器の交換はどうしているのか。また、食器を配膳する配膳台について、

適正な大きさのものが全体に行き届いておらず、小さな配膳台と学習机を代用して配膳しているという学校もあ

ります。 

 そこでアとして、食器の破損などの課題と状況について、対応について、また、配膳台の設置状況や導入予定

などについて伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 初めに、学校給食で使用している強化磁器食器につきましては、使用中の破損のほ

か、経年劣化によるひび割れや欠けといった破損が一定数あり、昨年度の破損率は全体の約８％となっておりま

す。このため、調理員が毎日の洗浄後、食器を全て確認し、異物混入などの給食事故防止に努めているところで

す。食器の交換につきましては、令和６年度当初予算では食器購入のための消耗品費として約1,000万円を計上

し、全体の７％程度の数を購入予定です。これを全校へ配付し、各校で破損次第、適宜交換するようにしてお

り、児童生徒の給食に支障はありません。 



 次に、配膳台は、各教室で食事の盛りつけや配付を行うために使用するものであり、これまで学級増などに応

じて追加購入していることから全校に必要数を設置しております。御質問者の御指摘にもありましたとおり、こ

のうち一部の旧式のものにつきましてはサイズが小さく、学校によっては不便を感じている状況があるものと理

解しています。今後の配膳台の購入予定ですが、学校給食用備品購入費といたしましては、令和６年度当初予算

では1,500万円を計上し、この中で冷蔵庫や食器洗浄機をはじめ、給食提供に必要な様々な備品について故障や

破損したものから順次購入する予定としております。配膳台につきましても、同様に破損したものから交換する

考えであります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 伺いました。食器が欠けていると訴えたその先生は１％に当たるわけですね。破損率が８％

で７％の購入ということで、１％の部分がその先生にたまたま当たってしまったということだと思います。 

 今の子どもたちは、５日間のうち４日間、御飯を食べているということです。私たち――といっても60年くら

い前ですけれども、そのときは４日間パンで１日が麺とか、そんなことで御飯を食べたという記憶はほとんどな

いんですけれども、60年前のことですが、この前、食の話を聞きましたところ、給食を始めたのはアメリカの要

請で、とにかくアメリカの小麦を消化するためにパンを食べさせられたんだということが分かりました。妙に納

得をしましたけれども、市川市では、給食用の食器を強化磁器食器に変更したのはいつ頃なんでしょうか。その

経緯と、破損しにくい食器へ交換する考えはあるのかどうか。これについて伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 強化磁器食器の導入につきましては、家庭と同様の食事環境を提供することで食に関

する正しい知識や習慣を身につけるなど、食育の推進を目的として、平成10年度よりアルマイト食器から順次交

換し、平成19年度には全校で使用しております。 

 次に、破損しにくい食器へ変更する考えですが、本市では、学識経験者などを委員とした市川市立学校給食検

討委員会を設置し、学校給食の運営や在り方について意見交換等を行っております。現在のところ、この委員会

からは、食育推進の観点から強化磁器食器の継続が望ましいとの意見が多くあります。給食用食器の在り方につ

きましては、子どもたちにとっての使いやすさを第一に引き続き学校給食検討委員会で意見交換を行うととも

に、食育の推進のほか、衛生面、価格面なども含め総合的に検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 学校給食については学校給食検討委員会がありますので、要望は難しいと思いますけれど

も、例えば大きな地震が襲ったときに磁器食器は全て割れてしまうのではないかと危惧します。食器をしまう場

所にもよりますけれども、そのように感じているところです。 

 今、給食で食べているお米が全て有機米となっているいすみ市が全国から注目をされています。令和５年６月

に学校給食の有機化を全国で実現していこうと、全国オーガニック給食協議会というのが創設をされました。事

務局はいすみ市の農林課有機農業推進班です。全国で36の自治体、農協など27団体、生協など23団体、市民団

体、個人が加入しているということです。36自治体の中には、私の田舎の茨城県常陸大宮市も入っています。茨

城県がこのオーガニック給食協議会に参加している自治体が多いんですけれども、やはり有機米を作れるという

農家が多いことだというふうに思います。 

 いすみ市は農家への支援もしっかりと行っています。まず、資材費の補助、それから機械の無料貸出し、研

修、市の職員や普及指導員による現場サポートなどを行い、市を挙げて環境と経済の両立する地域を目指して有



機米栽培に取り組んでいます。2015年の取れ高は僅か４ｔで、子どもたちへの提供は10％だったそうです。翌16

年は16ｔで40％、17年は28ｔで70％、18年以降、42ｔ取れ、100％子どもたちに提供でき、ふだんのお米よりも

倍以上の値段で農家から買取りもしています。これから農家が続くかどうかも課題です。農家の平均年齢、高年

齢化が進み、2020年ですが、全国で平均が67.8歳という中でいすみ市は70.2歳ということです。なので、お米だ

けでなく、有機野菜も給食で使われているので、そちらのほうにも力を入れているということでした。 

 市川市には、お米を作って出している農家はないということを聞きましたけれども、有機米を子どもたちに食

べてもらいたいとは思いますが、様々いろいろな面をクリアしてもらって、少しでも有機米、また有機野菜が子

どもたちの口に入るようにしていただきたい、このように要望するところです。 

 次に、イとして、アレルギー対応の児童生徒への対応の現状、課題及び今後についてです。 

 食物アレルギーを持つ児童生徒に対し、学校給食ではどのように対応しているのか伺います。また、対応が必

要な児童生徒は何人ほどいらっしゃるのか伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 本市では、文部科学省による学校給食における食物アレルギー対応指針に準じた市川

市学校給食における食物アレルギー対応の手引を作成し、各学校へ配付、対応を行っているところです。児童生

徒の食物アレルギーの状況につきましては、手引に基づき、まずは入学時や転入時に調査票を配付し、給食での

対応が必要か調査を行います。その後、全ての対象者に対し、毎年度、医師の診断書に基づいた面談を保護者と

学校管理職、学級担任、養護教諭、栄養士で行い、アレルギー対応の内容確認を行っています。 

 アレルギー対応は大きく分けて３段階あります。１つ目は、卵、乳、エビ、カニの４品目について、可能な範

囲で除去を行った除去食を提供する。除去食だけでは対応できない場合は２つ目として、毎日の給食の詳細な献

立表を配付し、保護者確認の上、アレルゲンが含まれる場合はその日だけ弁当を持参する。最後にアレルゲンが

微量混入でもアレルギー反応が出るなど、重度のアレルギーの場合は給食を提供せず、毎日弁当を持参するとい

った対応になります。 

 アレルギーにより何らかの対応が必要な児童生徒は令和５年５月時点で約900人、全体の約３％となります。

このうち、最も重度な給食の提供を受けることができない子は約20人です。学校ごとになりますと、１校当たり

多いところで30人程度、そのうち給食の提供を受けることができない子は多いところで３人という状況です。学

校給食におけるアレルギー対応につきましては、子ども一人一人の状況に応じた対応を心がけているところで

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 伺いました。先日、うずらの卵を喉に詰まらせて小学１年生の児童が死亡した痛ましい事故

がありました。アレルギーではありませんでしたが、そのような事故がないようにしていただきたいと思いま

す。アレルギー対応、今後の対応について伺います。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 アレルギー対応につきましては、今後とも自校給食の強みを生かし、できるだけ多く

の子どもたちが給食を食べることができるよう、保護者や子どもたちに寄り添ったきめ細かな対応を続けてまい

ります。また、各学校に対しましては、引き続き手引の遵守を徹底し、アレルギーによる給食事故の防止に努め

てまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 



○清水みな子議員 アレルギーの事故があってはなりません。しっかりと事故防止に努めていただきたいと要望

します。 

 次に、ウについてです。学校給食食物アレルギー等対応補助金の目的及び概要についてです。 

 これは先順位者の答弁で、重度のアレルギーで給食が食べられず、お弁当を持参している約30人とふれんどル

ームに通級している約50人程度の児童生徒に小学生で１日200円、中学生で１日250円、出席した日数で年度末に

保護者に支給するということが分かりましたので、これは結構です。 

 次に、最後の大項目、市民活動団体事業補助制度について伺います。 

 (1)本市の市民活動団体への支援の現状及び課題についてです。 

 本市では市民活動団体を支援するため、2005年度、平成17年度に、全国に先駆けて１％支援制度を開始しまし

た。全国で初めての取組で注目を浴びました。全国から視察も相次いだと聞いています。しかし、市川市のよう

な制度は他市では続きませんでした。私は市川でよい芝居をみる会という市民活動をしていましたので、まさし

くこの渦中にいたので１％支援制度は使わせていただきましたが、現職の労働者が少なかったので、なかなか苦

労したことも覚えています。少年野球などのクラブは現職のお父さんたちがたくさんおり、その金額が高くなっ

ていいなというふうに思ったことを覚えています。 

 その後、11年を経て１％支援制度は市民活動団体事業補助制度、いちサポ補助制度という新たな補助制度に移

行してきました。本市の市民活動団体を応援しようという姿勢は大歓迎です。１％支援制度のほうがよかったの

にという声もありましたが、１％支援制度からいちサポ補助金制度に移行した経緯、また、その現状と課題、こ

のうち現状について伺います。 

○稲葉健二議長 若菜市民部次長。 

○若菜克彦市民部次長 お答えします。 

 初めに、納税者等が選択する市民活動団体への支援制度――以降、１％支援制度と申し上げます――から市民

活動団体事業補助金制度――以降、いちサポ補助金制度と申し上げます――に移行した経緯につきましては、

１％支援制度に参加している団体から、支援金を獲得するための広報活動の負担が大きい、支援額が不安定なた

め事業計画が立てづらいなど、市民活動団体の本来活動に影響が及ぶ旨の意見が多数寄せられました。このよう

な多くの意見を重大な課題と受け止め、安定した補助金を提供するために、対象経費の２分の１で上限30万円、

４年目以降も申請する団体は上限15万円と補助額を定めたところであります。また、体力の小さな団体は、資金

不足によりイベントの開催そのものができないことから、事業実施前に補助金を交付する概算方法といたしまし

た。しかしながら、申請内容と事業実施後の事業の公共性を確認する必要があることから市民活動団体事業補助

金審査会を設け、創設したものがいちサポ補助金制度でございます。 

 また、補助金の交付状況につきましては、平成28年度の制度創設時と比較し、令和４年度では補助金の交付を

受けている団体数が43団体、補助額は約408万円と半減している状況でございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 １％支援団体からいちサポ補助金制度に移行した経緯と現状を伺いました。１％支援制度の

ときは100団体以上ありました。団体が今半減していることは大変残念に思います。やはりコロナ禍の４年間は

とても大きいと思います。外出が制限されたり、また集まることを制限し、公民館も閉鎖しておりました。それ

ぞれの団体が縮小してしまったかと思いますけれども、この市民活動団体支援の今後の課題と市の考えについて

伺います。 

○稲葉健二議長 若菜市民部次長。 



○若菜克彦市民部次長 お答えいたします。 

 いちサポ補助金制度の課題につきましては、団体からの要望により、事業実施前に補助金を交付していること

から精算が必要となり返金が発生するなど、手続が煩雑になっていることが課題と考えております。 

 次に、課題に対する考え方につきましては、市では、これまでも手続に不安のある団体に対しては、相談に乗

りながら手続をサポートしてまいりました。また、補助対象経費につきましても、従来対象外であったオンライ

ン会議に係る経費を審査会に諮り、補助対象項目として認めるなど、利用団体の実情に応じ柔軟に対応してきた

ところでございます。今後も改善が必要なものにつきましては、団体や審査会からの意見を伺いながら研究して

まいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 それでは、次に(2)として、今後の支援の在り方について伺います。 

 いちサポ補助金制度の現状と課題を伺いました。市民活動団体の支援には、活動を継続していくために補助金

による財政的な支援も大切ですが、その実施者の意欲を向上させることが重要だと考えます。そのために団体同

士のつながりを増やすこと、団体の活動を発表する機会を設けるなど、団体の活動を市民に知らせることで意欲

向上にもつながり、活動の活性化が図れるというふうに考えます。 

 そこで、市では団体の交流や活動を市民に周知することについて、どのような取組を行っているのか伺いま

す。 

○稲葉健二議長 若菜市民部次長。 

○若菜克彦市民部次長 初めに、団体の交流を目指した取組につきましては、団体のつながりを生む場として、

本庁２階に設置した市民活動支援センターをミーティングや講習会などに御利用いただいております。 

 次に、周知につきましては、団体に関する情報発信をしている市民活動支援センターにて、各団体がパンフレ

ットなどを配布したり、各団体のイベント情報を掲載しているウェブサイトである「いちかわ支え合いネット」

を通じて活動の周知を行っております。今後は他市の事例も参考にしながら、団体間の交流や活動の周知方法を

調査研究してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 清水議員。 

○清水みな子議員 やはりもっと市民活動を活性化するためには、例えば団体へのアンケートなどを取り、御意

見や御要望を聞くことも大事だと思います。市民活動への支援制度は松戸市や野田市、八千代市など、幾つかの

市で行っています。船橋市ではふなばし市民活動フェアを開催しています。昨年12月２日、３日と第15回目のフ

ェアを開催しています。毎回、実行委員会を組んで準備し、参加団体は70団体、市内の企業も６企業参加し、来

場者が約500人ということです。企画では、パネル展示、ブース出展、市民活動、ボランティア体験、パフォー

マンス実演、特別企画、トークショー、講演会、ボランティア体験発表会など多彩です。市民にどんな活動をし

ているのか、アピールもできます。このような事例を参考にして２階の市民活動センターも活用して、まだまだ

足りないと思います。もっと活発な市民活動が増えていくように今後も支援を強めていただきたいというふうに

要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 やなぎ美智子議員。 

○やなぎ美智子議員 日本共産党のやなぎ美智子です。 

 能登半島地震でお亡くなりになられた方の御冥福をお祈り申し上げ、御遺族にお悔やみを申し上げます。 



 また、被災された方々にお見舞い申し上げます。一日も早く日常を取り戻すことができるようにと願っていま

す。 

 通告に従い、一問一答で質問を行います。 

 最初の大項目は消防行政についてです。 

 119番通報は火災、救急時の重要な通報であることは周知されていることです。しかし、いざ通報が必要な場

面では慌てる方も多いと思います。まして聴覚障がいや発音障がいのある方、外国人の方は落ち着いて説明する

ことが困難な場合があると思います。聴覚障がい者や外国人当事者だけではなく、特性に応じた119番システム

が広く市民に周知されること、大事かと思います。 

 最初に、(1)聴覚や発語に障がいのある方のためのＮｅｔ119緊急通報システムについて伺います。 

 アとして、システムの概要について伺います。 

○稲葉健二議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 聴覚や発語に障がいを持ち、音声による119番通報が困難な方が円滑に消防へ通報を行えるよう、平成25年４

月からＮｅｔ119緊急通報システムを導入しています。このシステムは、スマートフォンなどのインターネット

機能を利用して画面から簡単な操作で素早く通報することができ、通報者と指令管制員が文字によるコミュニケ

ーションで状況の聴取を行います。このシステムを利用するには、所管である福祉部での事前登録が必要となり

ますが、自宅の位置や持病、家族の連絡先などの情報が共有可能となることから、通報者の119番通報時の入力

負担を軽減するとともに、いち早く消防車や救急車の出動が可能となります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 聴覚や発語に障がいのある方にとっては大変心強いシステムだと思いますが、認知度が低

いのではないかと思われます。 

 そこでイとして、対象者数、登録者、利用状況について伺います。 

○稲葉健二議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 所管する福祉部に確認しましたところ、令和４年度末現在、対象となる方は1,037人おり、そのうちＮｅｔ119

緊急通報システム登録者数は令和６年３月１日現在、103人となっております。また、利用状況につきまして

は、昨年１年間の通報件数は救急要請が１件でございました。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 聴覚障がい者や発語に障がいがある方が1,000人以上いらっしゃるのに対して、Ｎｅｔ119

緊急通報システムの登録者が103名とのことです。対象者数に対して、登録者数があまりにも少ないと思いま

す。登録者数が少ないのはなぜなのか、考えられる要因を伺います。 

○稲葉健二議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 登録者数の割合は令和６年３月１日現在、約10％であることから登録者数が少なく見受けられます。その要因

として考えられることは、家族や知人に十分な支援が依頼できる環境にあることや介護職員などのサポートを受

けられる体制にあることなどが挙げられます。また、個人情報を登録することへの不安なども考えられるところ

でございます。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 昨年１年間の通報者数、救急要請が１件とのことですが、本市だけが少ないのでしょう

か。他都市でも同じように少ないのでしょうか。近隣市でのシステムの利用状況について伺います。 

○稲葉健二議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 市川市が属するちば北西部消防指令センター構成10市において、令和５年は市川市の１件を除き、合計７件の

救急要請がございました。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 10市で８件とのことですから、本市だけが少ないわけではないと確認しました。サポート

体制の充実などで登録の必要性がないと思われている方が多いのかもしれませんが、万一のときには役立つ機能

だと思います。引き続き対象者の方への登録の働きかけをしていただければと思います。Ｎｅｔ119緊急通報シ

ステムは当事者だけではなく、広く市民に周知することが大切かと考えます。 

 そこでウとして、市民へのシステムの周知について伺います。 

○稲葉健二議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 市公式ウェブサイトへの掲載、また、福祉部からは障がい福祉ハンドブックの配付やメール配信を行い、周知

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 市民の皆さんに聴覚障がい者への理解を深めていただくために、本市が手話言語条例を制

定していることも併せてＮｅｔ119通報システムの周知をさらに進めていただくことを求めて、次に移ります。 

 2022年６月末現在、本市には人口の約3.6％、１万7,959人の外国籍の方が生活されています。全国市町村中、

33番目に多いと報告されています。今後も増加傾向が続くとの予想です。外国人の方に日本語を教えている市民

の方は、市民生活を送っている外国人の方に対して、日本人市民と同等の行政の対応が必要だと思いますと話し

ていました。これは消防行政についても言えることだと思います。 

 そこで、(2)外国人からの119番対応について伺います。 

 アとして、日本語を話すことができない外国人からの119番通報に対する対応の実際について伺います。 

○稲葉健二議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 本市の属するちば北西部消防指令センターでは、通報を受信する指令管制員、外国人通報者、そして必要に応

じて電話通訳センターのオペレーターとの３者間で通話を行い、外国語の通報に対応しております。また、令和

５年は英語７件、中国語１件の合計８件に対応し、全て救急車の要請でございました。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 外国人からの119番通報の対応について伺いました。スムーズな対応が行われたかとは思

いますが、課題もあるのではないかと思います。 

 そこでイとして、外国人からの119番通報に対する課題と対策について伺います。 



○稲葉健二議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 電話通訳サービスで対応している言語は英語、中国語、ベトナム語、ネパール語、タイ語など10の言語で、こ

れらの言語は、法務省出入国在留管理庁のホームページでは在日外国人の95％を補うことができるとされており

ます。しかしながら、日本を訪れる外国人は年々増加していくと予想されることから、今後、その他の言語への

対応が課題であると考えております。現時点での対策といたしましては、司令管制員通訳センターのオペレータ

ーが連携し、状況に合わせて柔軟に対応しているところであります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 電話通訳センターで対応している10の言語で約95％を補うことができるとのことですが、

残りの５％がどのようになっているのでしょうか。本市の外国籍の方の出身国は112か国と報じられています。

市役所の窓口では22の言語で対応しているとのことです。119番通報の同時通訳、10言語以外で対応できなかっ

た事例はあるのか伺います。 

○稲葉健二議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 119番通報受信時において、現在対応している10の言語で対応ができなかった事例はございません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 これまで10言語で対応できなかった事例はないとのことですが、外国人の方は年々増加し

ています。今後、10言語でカバーし切れないことも考えられます。私の友人が、仙台市では17か国語に対応して

いるとの情報を載せてくれました。 

 本市では対応言語数を増やす考えはあるのか伺います。 

○稲葉健二議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 今後、市川市においても、様々な要因により外国人の増加が見込まれることから、多言語による119番通報対

応の強化は必要と考えております。対応言語数を増やすことについては、指令センターを構成する10市の見解な

どを含め検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 救急現場での外国人傷病者からの聴取内容は貴重な情報です。医療機関にどのような形で

その情報が提供されているのか伺います。 

○稲葉健二議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 本市が令和５年中に救急搬送した外国人傷病者は658人でございます。 

 なお、救急活動における外国人傷病者の対応につきましては、総務省消防庁が平成29年から全国の消防本部に

提供を開始した多言語翻訳アプリを活用し15か国語に対応できるほか、医療用語も登録されているため円滑なコ

ミュニケーションを図ることが可能でございます。また、多言語翻訳アプリの活用により得た情報につきまして

は、通常の救急活動と同様に医療機関に情報提供しております。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 医療機関との連携が取れていることを理解しました。多言語アプリの活用により得た情報

の共有は受け入れる医療機関にとっても大変貴重で、速やかな医療行為につながると思います。また、言語だけ

の情報ではなく、リアルな映像を用いたシステムがあるとのことです。 

 そこで、(3)映像を用いた119番通報システムについて伺います。 

 私は、ＮＨＫテレビで放映していた映像を用いた119番通報システムの番組を見ました。全国的にこのシステ

ム導入が進んでいるとの報道でした。このシステム導入については、令和５年６月定例会で細田伸一議員が代表

質問で取り上げ、この映像を用いた119番緊急通報システム、これは課題ではなく、導入そのものに対して、市

としてどう考えるのかと質問しました。市側からの答弁は、システム導入に向け調査、検討してまいりたいと考

えているとのことでした。 

 そこでアとして、映像を用いた119番通報システムの概要と千葉県内の利用状況について伺います。 

○稲葉健二議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 映像を用いた119番通報システムは、より正確なＧＰＳ機能で位置情報を取得できるとともに、通報者がスマ

ートフォンによるビデオ通話を行い、災害現場の状況を撮影し、消防に伝送するシステムです。指令センター

は、ＧＰＳ機能により通報者の正確な位置情報の取得や撮影する映像から傷病者の様子、火災、事故など、通報

現場の詳しい状況を確認し、会話による通報だけでは把握が難しい視覚的な情報をリアルタイムに収集すること

ができます。また、映像の受信だけでなく、通報者へ心肺蘇生法などの応急処置動画を送信することで救命率の

向上につながるほか、映像情報として、より正確に消防隊、救急隊に伝達することで効果的な活動が可能となり

ます。このシステムにおける千葉県内の利用状況につきましては、千葉市を含む県東部及び南部の20消防本部が

属するちば消防共同指令センターにおいて、令和６年度中に運用を開始する予定でございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 映像を用いた119番通報システムは、対話による通報だけでは把握が難しい視覚的な情報

をリアルタイムで見ることによって、通報内容がより詳しく把握できることを理解しました。千葉県で20消防本

部が令和６年度中に運用開始予定とのことで本市の導入が待たれます。 

 そこでイとして、本市の導入計画はどのようになっているのか伺います。 

○稲葉健二議長 角田消防局長。 

○角田誠司消防局長 お答えします。 

 本市が属するちば北西部消防指令センターでは、令和６年度中の運用開始に向けシステムを設置し、指令管制

員の習熟訓練を行ってまいります。当初の運用では、通報者の位置情報を取得し、正確な現場を特定すること及

び心肺蘇生法などの応急処置動画を送信することでより有効な口頭指導を実施し、救命率の向上を目指してまい

ります。今後は現場のリアムタイムな状況把握に効果的である動画の受信につきましても、運用に向け、プライ

バシーに係る諸問題などを構成10市において検討してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 運用開始に向けての諸課題などは構成10市で検討していくことを理解しました。準備を円

滑に進め、できるだけ早く運用が開始できることを期待し、今後の取組を注視してまいります。ありがとうござ

いました。 



 ２つ目の大項目はコミュニティバスについてです。 

 (1)として、梨丸号――市川市コミュニティバス北東部ルートの愛称ですが、この梨丸号における令和５年10

月１日の改正について伺います。 

 昨年10月１日にルート変更などが行われましたが、この変更により、柏井町や大町地区から大柏出張所に行く

ためには乗り継ぎが必要になるなど、利便性が低下したとの利用者の声を聞いています。令和５年10月１日に変

更を行った具体的内容について伺います。 

 アとして、変更したルート、運行本数、運行時刻について伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 コミュニティバス北東部ルートは、昨年10月１日に検証実験運行を行うためルート変更等を実施いたしまし

た。ルートについて、変更前は保健医療福祉センターから途中船橋法典駅、大野中央病院を経由して保健医療福

祉センターに戻る循環ルートの右回り、左回りと松飛台駅から大野中央病院等を経由して現代産業科学館までの

往復ルートで構成しておりました。変更後は松飛台駅から大野中央病院までのＡルートと保健医療福祉センター

から現代産業科学館までのＢルートの２つのルートに再編し、さらに運行ダイヤも大幅に改正いたしました。運

行本数は、変更前の月曜日から土曜日は１日当たり、循環ルートの右回りが８便、左回りが９便、往復ルートが

10便であったものを、変更後はＡルートは10便、Ｂルートは37便といたしました。日曜日と祝日について、変更

前は循環ルートは運休、往復ルートが13便でございましたが、変更後はＡルート、Ｂルートとも10便といたしま

した。 

 運行時刻については、変更前の月曜日から土曜日は循環ルートが６時台から19時台まで、往復ルートが７時台

から18時台まで運行していたものを、変更後はＡルートが６時台から19時台まで、Ｂルートが６時台から20時台

までとしております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 10月１日の改正内容について伺いました。地域支部が取り組んだアンケートに、改正で困

っているとの利用者の声が寄せられています。そのうちの幾つかを御紹介します。 

 突然の大幅な変更に驚きました。利用者の声を無視していると感じました。強く思うのは運行本数が少ないこ

とです。最低１時間に２本は欲しいです。高齢者にとって、コミュニティバスはなくてはならないものです。突

然の変更にびっくりしました。以前の路線に戻ってもらいたいです。大町から大柏出張所、大野中央病院に直接

行けなくなり困っています等々です。利用者の共通した声は、どうして突然大幅な変更したのか理解できないと

いうものです。 

 この声にお応えいただくために、イとして、令和５年10月１日にルート変更等を行った理由と目的について伺

います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 北東部ルートは、近年、新型コロナウイルス感染症の影響を機に利用者が減少したため、運行経費に対する運

賃収入等の割合である採算率の低下が課題となっておりました。運行継続の基準となる採算率は２年連続で40％

を下回らないことであり、平成30年度が約43％、令和元年度が約42％でありましたが、コロナ禍となりました令

和２年度が約29％、３年度が約26％と減少しておりました。 

 なお、コロナ禍で採算率が下回っていた年度については特例扱いとしております。 



 そこで、採算率の向上等を目的に利用者の動向等から運行計画を検証することとし、令和３年度には、利用者

がどの地点から乗車し降車をしたか等を調査するＯＤ調査を実施し、その結果を基に運行計画を見直したもので

ございます。２つの往復ルートとした理由は、これまで利用者が多かった保健医療福祉センターから大野中央病

院までの区間を増便とすることや、利用者から循環ルートの右回りと左回りの行き先が分かりづらいとの意見が

多く寄せられていたことなどを考慮した上で再編したものであります。 

 なお、再編に当たっては、地域の代表者と運行事業者、本市の３者で構成された北東部ルート実行委員会にお

いても検討を行ったものでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 大柏出張所や大野中央病院に直行できない、乗り継ぎが不便で大変だとの声が多く寄せら

れています。市にはどのような声が届いているでしょうか。乗り継ぎについて、どのようになっているのかも伺

います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 変更後の利用者からの主な意見は、大町地区から市川大野駅までの直通バスが欲しい

とのことや乗り継ぎ方法が分からない、乗り継ぎができることを知らなかったなどでございました。この乗り継

ぎについてですが、例としましては、乗車しているＡルートのバスを一旦降りてＢルートのバスに乗り継ぐもの

で、大町地区や柏井町地区から大柏出張所や市川大野駅、現代産業科学館に向かう場合や同区間の復路において

も必要となるものでございます。 

 乗り継ぎの方法として、ＡルートからＢルートに乗り継ぐ場合は保健医療福祉センターや大野中央病院内等の

乗り継ぎが容易なバス停留所で乗り継ぎのためのＡルートのバスを降車する際、バス運転手から乗り継ぎ券を受

け取り、これを乗り継ぐＢルートのバスへ乗車の際、運転手へ渡すことで、１回分の運賃で両ルートの乗車が可

能となるものでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 利用者の増加と採算性の向上を目的とした改正とのことですが、利用者からは、これでは

利用者は増えるどころか減ってしまうと改正に否定的です。この利用者の反応に対する市の認識を伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 乗り継ぎに関する意見がある一方で柏井町地区などの利用者からは、以前は運行して

いなかった日曜日と祝日に運行されるようになり、便利になったとの意見をいただいております。市としまして

は、まずは乗り継ぎに対する周知等が必要と認識しており、乗り継ぎの案内を分かりやすく表示した時刻表を別

途バス停留所に掲示するための準備を進めております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 利用者が困っているのは乗り継ぎの問題だけではありません。１時間にせめて２本運行し

てほしい。全くない時間帯もあります。五中近くに住んでいますが、大野中央病院に行くバスがなくて困ってい

ますなど、運行ルートや運行時間についても不便になったと訴えています。利用者は、難しいことを要求してい

るわけではない。改正前に戻してほしいだけなのですと言っています。市として、今後、利用者の訴えにどのよ

うに対応していくのか伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 



○岩井忠良道路交通部長 現在のルートは、利用者の動向等を把握するために検証実験として運行しているもの

であります。来年度にはＯＤ調査等を実施する予定であり、この結果を基に、現ルートにおける利用者への影響

等を検証してまいります。 

 また、利用者からの意見についても十分伺って、北東部ルート実行委員会の中で審議してまいります。今後も

持続可能な公共交通とすることを目標に利用者の意見も踏まえ、ルートやダイヤ変更等の必要性を考えてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 来年度にＯＤ調査等を実施したいとのことですが、調査時期、調査結果の検証時期、ルー

トやダイヤ変更等の必要性を検討する時期はいつ頃になるのかも伺います。また、ＯＤ調査は必ず実施しなけれ

ばならないのかも伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 ＯＤ調査については、ルート等を変更した１年後の本年10月頃に実施する予定であり

ます。その後、調査結果の集計に２か月程度の期間を要することから、12月から翌年２月までに結果を検証し、

それを基に北東部ルート実行委員会において、ルートやダイヤ変更等の必要性を検討してまいりたいと考えてお

ります。一方、ＯＤ調査については、区間別に利用者数等のデータを収集できるため、需要の多い目的地等を把

握するなど、便数やルート検討の基礎データとして必要なものであります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 変更があった後だから、位置づけは現在の運行が実証実験。私は実証実験は、導入に当た

っての実証実験という認識だったんですが、実証実験という位置づけだということを今初めて知りました。あ

と、コロナが影響してのこの利用の減だと思いますが、部長は特例だというふうにおっしゃいました。 

 では、この特例の中での令和２年、３年のこの採算率の減少は、コロナが影響していたということをお認めな

わけです。市やバス事業者は、減少はやむを得ないと思わなかったのでしょうか。昨年の10月、この改正したこ

とによって、コロナ禍が減少要因であったか否か、検証できなくなったのではないでしょうか。まずは、利用者

の改正前に戻してほしいとの声に応えていただくことを求めます。 

 次に、(2)公共交通機関としてのコミュニティバスの利用促進について伺います。 

 アとして、第11次市川市交通安全計画におけるコミュニティバスの利用促進について伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 市川市交通安全計画は人優先を基本として、人と地域、交通環境、交通機関の相互の関連を考慮し、本市にお

ける陸上交通の安全に関する総合的な施策を定めており、昭和46年度に第１次市川市交通安全計画を策定し、以

降５年ごとに計画を改定しております。現在の計画は、令和２年度に計画期間を令和３年度から７年度までとし

た第11次市川市交通安全計画であります。この計画では、交通事故をなくし、道路交通の安全を確保するための

施策の一つとしてコミュニティバスの運行を位置づけ、コミュニティバスにより自動車から公共交通への利用転

換を促し、自動車交通量の抑制等により交通の円滑化を図るものであります。具体的なコミュニティバスの利用

促進策として、啓発活動としては、市内への転入者にコミュニティバスのルート等を案内するチラシの配布や市

民まつり等でＰＲ活動等を行っております。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 市川市交通安全計画とは別に市川市総合交通計画が平成16年に策定され、平成21年、26年

に改定されています。平成21年の改定の翌年、平成22年にコミュニティバスの本格運行が開始されていますが、

市川市総合交通計画の中でコミュニティバスはどのように位置づけられているのでしょうか。 

 イとして、市川市総合交通計画におけるコミュニティバスの利用促進について伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 市川市総合交通計画は、先ほどの市川市交通安全計画が交通安全の施策に関するものであるのに対し、各交通

機関に関わる施設の整備や交通サービスの提供等を総合的に捉えた長期計画であります。現計画は平成15年度に

策定し、平成21年度と26年度に施策の見直し等を行っております。平成26年度の見直しの際、良好な交通環境づ

くりを目指す施策の一つとしてコミュニティバスの運行継続を推進することを追加しております。これに基づ

き、各ルートにおいては、継続に向けた見直しや検証実験を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 市川市総合交通計画では、交通不便地の解消を主な目的とし、公共公益施設への利便性向

上、移動制約者等の外出支援等を図るためとコミュニティバスを位置づけています。また、市民の重要な交通手

段であるバス交通についても、利用者の促進、コミュニティバスの運行の継続を図るとあります。この方針は変

更されていないと考えてよろしいでしょうか。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 コミュニティバスは総合的な交通体系を構成する１つの施策となるものであり、現時

点でこの方針の変更は考えておりません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 コミュニティバスの重要な位置づけは変わっていないことを確認させていただきました。

平成30年に策定された市川市コミュニティバス運行指針は、コミュニティバスの導入や運行計画の変更要望のあ

った場合の対応として、市の基本的な考え方と基準を示し、統一的な基準で判断するためのものとされていま

す。指針では、導入時の市民ニーズへの対応は詳細に述べられていますが、運行計画変更時の市民ニーズへの対

応についての記述が見当たりません。 

 そこでウとして、利用者からの意見の反映について伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 利用者からの意見については適宜聴取しており、その結果を各コミュニティバス実行委員会において報告し、

議論することとしております。北東部ルートにおいては、先ほど答弁したとおり、利用者の意見を反映し、乗り

継ぎの案内を分かりやすくするための準備を進めております。南部ルートの意見としては、浦安市や本八幡駅、

塩浜、信篤、二俣地区等へのルートの延伸や既存ルートの増便が挙げられております。また、停留所の位置が上

下で離れており分かりづらいという意見に対しては表示方法を工夫するなどの対応を考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 



○やなぎ美智子議員 市川市総合交通計画ではコミュニティバスの運行継続の推進とあります。運行継続する

か、しないかの基準とされている採算率は、運行継続の推進を掲げる市川市総合交通計画と矛盾しているのでは

ないでしょうか。 

 参考までに、コミュニティバスを導入している他の自治体の採算率の位置づけ、近隣市のコミュニティバスの

採算率の状況などを伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 本市における採算率として、実証実験運行から本格運行への移行基準は半年間で30％

以上、本格運行での継続基準は２年連続で40％を下回らないという基準を設けております。 

 御質問の各市の状況でございますが、近隣市では、松戸市で実証運行から本格運行への移行基準と運行の継続

基準が40％以上とされております。令和３年度末現在において、千葉県内では40市町でコミュニティバスを運行

しており、県内の運行路線全体での経常収益合計と経常費用の割合で算出した収支率は24.4％となっておりま

す。 

 なお、近隣市の採算率は、松戸市のゆめいろバスが30.5％、鎌ケ谷市の東線が8.1％、南線が15.6％、西線が

8.5％、浦安市の医療センター線が41.9％、舞浜線が36.9％、じゅんかい線が16.4％となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 近隣市のコミュニティバスの収支率でも、路線によって大きな開きがあることが分かりま

した。全国平均では、15％から20％と低い収支率のようです。市川市の採算率40％が導入や運行継続の判断基準

として妥当なのか、いささか疑問です。見直しも必要なのではないかと思います。市民の方からは、交通不便地

域の大事なコミュニティバスだから、採算率だけで判断しないでほしいとの声があります。この声をどう受け止

めるのか。今後の取組についても伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 事業として実施する以上、運行基準を設けて判断や評価することは必要と考えております。そこで運行継続に

当たっては、今後も地域の代表者と運行事業者、本市の３者が協議し、利用者の意見等についても可能な限り反

映するなどして対応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 伺いました。私は何も判断基準が不要だというふうに言っているわけじゃないですので、

その辺は御理解いただきたいと思います。 

 全国各地でコミュニティバス条例が制定されています。福岡県の須恵町コミュニティバス条例は、町内におけ

る生活交通手段を確保し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。岐阜県の白川町コミュニティ

バス条例は、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、もって町民福祉の増進と地域活性化の促進を図ること

を目的とする。高知県の仁淀川町コミュニティバスの設置及び管理に関する条例は、町民の日常生活における身

近な交通手段として公共交通空白地域を解消し、町民の利便性を図り、もって地域福祉の推進に資するためと福

祉目的が掲げられています。 

 本市の計画や指針等に福祉目的が位置づけられること、採算重視ではなく利用者の声が反映されることを求め

て次の質問に移ります。ありがとうございました。 

 ３つ目の大項目は、災害時の業務継続についてです。 



 (1)業務継続計画について伺います。 

 総務省消防庁が１月23日、2023年版の消防白書を公表したと報道がありました。市川市は業務継続計画を定め

ていますが、業務継続計画とはどのようなものなのでしょうか。また、2023年版消防白書に関して、業務継続計

画の策定率は97.9％と高いが、通信手段や食料の確保などの特に重要な６要素を全て盛り込んだ計画を策定済み

の市区町村は40.4％と報道されていました。 

 そこで、市川市業務継続計画は内閣府の計画ガイドに示されているこの重要な６要素を定めているのか伺いま

す。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 業務継続計画とは、災害時に行政自らも被災することを想定し、優先的に実施すべき業務の特定と、その業務

の執行体制や対応手順、必要な資源の確保をあらかじめ定める計画です。内閣府の市町村のための業務継続計画

作成ガイドでは、業務継続計画の核となり、計画策定の際には必ず定めるべき特に重要な６要素を示しておりま

す。具体的には、１、市長不在時の代行順位及び職員の参集体制、２、庁舎が使用できなくなった場合の代替庁

舎の特定、３、電気、水、食料等の確保、４、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、５、重要な行

政データのバックアップ、６、非常時優先業務の整理となり、本市の業務継続計画では、この６要素をあらかじ

め定めております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 このような業務継続計画は現在の計画以前にも策定され、公表していたのか。策定されて

いたのでしたら、どのように修正されてきたのか伺います。 

 また、計画内容についての確認調査や評価制度があるのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 本市の最初の業務継続計画は平成26年に策定され、市の公式ウェブサイトで公表しております。計画は逐次見

直し修正しておりますが、平成30年の見直しにおいて、大規模災害発生時における応急対策業務と優先すべき平

常業務の定量化を図って対応を検討し、計画に反映しました。計画内容についての確認調査や評価制度はござい

ませんが、今後作成が見込まれる能登半島地震対応の報告書などを確認して、本市に取り入れるべきものを精査

した上で必要に応じて見直しをしてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 今日は13年前に起きた東日本大震災、３月11日です。国は、この2011年の東日本大震災で

生理用品がもらえない、避難所に仕切りがなく着替えられないなどと女性の悩みが顕在化したのを受けて2013年

に取組指針を出し、自治体に防災業務への女性参画を促しました。しかし、2016年の熊本地震などでも同様の課

題が浮かび、国は改めて2020年にガイドラインを策定し、防災施策や災害対応への女性参画を呼びかけていま

す。本市では、この業務継続計画策定や計画決定への女性参画はどのようになっているのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 災害対策における総合的な計画は地域防災計画であり、業務継続計画は、この地域防災計画を補完する意味を

持った計画となります。女性の参画につきましては、地域防災計画において女性の視点を生かすことを定めると



ともに、防災会議に女性委員が選出されており、計画を決定する上でも自由に御意見をいただける体制になって

おります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 防災会議に女性委員が選出されていることを確認しました。女性委員が積極的に活動でき

る環境を整えていただくことを求めます。 

 次に、(2)災害時の体制について伺います。 

 アとして、職員の体制について伺います。 

 市川市業務継続計画では、市長不在時の代行順位が副市長と記載されていますが、これは松丸副市長、本間副

市長の順になるのでしょうか。 

 また、参集できない職員や参集を免除されている職員はいるのでしょうか、伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 市長不在時の代行順位は、市川市長職務代理規則に準じて、松丸副市長が第１順位で本間副市長が第２順位と

なります。 

 次に、職員の参集につきましては、会計年度任用職員を除く全ての一般職の職員は危機管理に関する事務に従

事することが定められており、特別な事情で休業中の職員を除き、参集を免除されている職員はおりませんの

で、何より職員自身が被災しないことが大切です。そこで、日頃から職員の防災意識を高めるよう、機会を捉え

て周知啓発を行っております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 業務内容や対応部署によっては、対応人員の過不足に大きな差があるように感じますが、

そういった調整はどのように行うのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 大規模災害が発生した場合には、止められない業務や優先的に再開すべき業務を除き、災害対応を優先するこ

とになります。そのため、ふだんとは違う業務を担当したり、人員が不足する業務の応援なども想定されます。

どの部署にどのくらいの応援が必要であるかは、現場の状況に応じて本部会議などで決定いたします。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 能登半島地震では、自治体職員の不足が大きな問題としてクローズアップされています。

災害対応の職員体制では、会計年度任用職員は除外対象であることからも正規職員を十分確保し、体制が取れる

ようにしていただくことを求めます。 

 次に、イとして、施設や資材の確保について伺います。 

 庁舎が被災した場合に拠点となる代替施設はどのような考えで選定しているのか。 

 また、業務を継続するための業務資源の確保はされているのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 庁舎や各災害班拠点施設が被災した場合の代替となる施設は建物の場所や構造、活用できるスペースなどを考



慮して定めております。また、業務を継続するための資源につきましては、職員用の食料や飲料水、トイレなど

について３日分の備蓄を進めております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 代替施設には非常用電源、食料、飲料水、携帯トイレ等の必要資材が確保されてないとこ

ろがあります。これらの手当てをどのように考えているのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 現状では備蓄スペースの問題もあり、全ての代替施設への必要資材の備蓄はできておりません。そのため、大

洲や広尾など市内14か所に設置している防災倉庫などから運搬する考えでおります。代替施設には避難所となっ

ている施設もあるので、避難者用の物資との優先順位を考慮しつつ、業務継続に必要な物資の確保を進めてまい

ります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 代替施設に通信は確保されているのか伺います。 

 私は、令和４年９月定例会で特設公衆電話の整備を取り上げました。停電時でも無料で優先的につながるのが

特設公衆電話の特徴です。この避難者向けの通信手段である特設公衆電話の整備状況はどうなっているかについ

て伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 代替施設には、電話回線の不通に備えてＭＣＡ無線を整備しております。ＭＣＡ無線は、中継局を経由して通

信する無線で中継局の耐震・停電対策が取られていること、自動的に空いている周波数を選択して接続すること

などにより、災害発生時においても安定した通信が可能となります。また、災害対策本部を組織する各対応本部

などの対応本部長や班長には災害時優先電話を配備するなど、通信手段を確保しております。一方、災害発生時

の通信手段の確保のために避難者が無料で使用できる特設公衆電話は市立小中学校や公民館に配備済みとなって

おります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 季節によっては、空調が使用できないと命に関わる場合があります。電源の確保が必要な

のは空調だけではありませんが、能登半島地震で災害関連死された方の中に低体温症が原因だった方が含まれて

います。電源の確保は命の確保につながります。冷却水を必要としない、システムが簡便で設置場所を選ばな

い、防災用の電源として役立っている空冷発電装置もあると聞きます。代替施設となる庁舎や公民館等は避難者

が来る可能性もあるので、非常用電源は速やかに整備するべきではないかと思います。配備の考えについて伺い

ます。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 必要性は承知しておりますが、対象者や使用する場所、また、使用する電気機器によって非常用電源の能力や

容量が様々となりますので、使用用途と優先順位を考慮するとともに、関係部署と協議しながら整備を進めてい

きたいと考えております。 



 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 ウとして、今後の課題について伺います。 

 能登半島地震を受けて様々な課題が浮き彫りになってきていると思います。そういった課題を本市の業務継続

計画にどのように反映していくのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 能登半島地震では多くの職員が被災してしまい、発災当初は僅かな職員しか参集できなかったと聞いていま

す。また、自衛隊や警察、消防をはじめ、国や県などから多くの応援職員が対応に当たっており、応援職員の取

りまとめの重要性が再認識されました。なるべく多くの職員が参集できるようにすることと、他の自治体などか

らの応援職員が速やかに活動できるように受援体制を確立しておくことが必要です。本市の受援体制につきまし

ては、業務継続計画で考え方を示し、その細部に当たっては受援計画で定めております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 やなぎ議員。 

○やなぎ美智子議員 能登半島地震の被災地支援に本市から派遣され、活動に当たられた職員の皆様に敬意を表

します。厳しい環境の中での支援活動であったと思います。本当にお疲れさまでした。派遣された職員の貴重な

経験を今後の計画に生かしていただきたいと思います。 

 先ほどもありました。２月末から今月初めに関して、千葉県東方沖を震源地とする地震が20回、今月に入って

からも２日までに南部を震源地とする地震が７回起きています。いつ起こるか分からない地震に不安が募りま

す。備えあれば憂いなしです。絵に描いた餅になってしまうような計画では困ります。点検や訓練等を行い、仕

組みを充実させ、実効性のあるものにしていただくことを求めまして質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 この際、暫時休憩いたします。 

午前11時59分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後１時開議 

○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１一般質問を継続いたします。 

 中村よしお議員。 

○中村よしお議員 公明党の中村よしおでございます。通告に沿って一般質問を行います。 

 行徳地区における課題について。 

 (1)塩浜学園と市営住宅塩浜団地３号棟の間の空き地の活用の検討の進捗について伺ってまいります。 

 令和５年２月定例会での一般質問で、このテーマについて質問しました。当該土地は約6,000㎡あり、公民館

などが建てられるくらいの面積があります。このようなまとまった広い市有地は貴重であり、市民福祉の増進に

資する有効活用が望ましいと考えます。 

 ここで１年前の２月定例会での質問のやり取りを振り返りますと、当該空き地の現状と今後の活用の予定につ

いて伺ったのに対し、教育委員会からは、教育委員会事務局内でこの空き地の利用意向の調査を行い、特に利用

したい部署がない場合は地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の規定により教育財産としての扱いを廃止



し、市長部局に移管することを検討したいという答弁でありました。 

 そこで伺いますが、前回の質問から１年が経過をいたしました。塩浜学園と市営住宅塩浜団地３号棟の間にあ

る空き地の活用について、検討の進捗状況を伺います。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 お答えします。 

 塩浜学園と市営住宅塩浜団地の間にある空き地、市川市塩浜４丁目16番６の土地につきましては、塩浜学園と

して校舎等を新たに整備する際、学校の運営に必要な敷地面積を確保した上で敷地から外した土地であり、現在

も教育財産として管理を行っております。この土地につきましては、今年度、教育委員会事務局内で活用の意向

調査を行ったところ、直ちに活用する案はございませんでした。この結果を踏まえ、今後につきましては、次回

の教育委員会会議において、この空き地を市長部局へ移管する旨の報告をした上で速やかに移管手続を進めてま

いります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 分かりました。重ねて申し上げますけれども、私が議会で質問してから約１年たっておりま

す。加えて言いますと、当該土地は令和４年５月１日付で塩浜学園の敷地設定を解除してから空き地となってい

るというふうに認識をしております。したがいまして、この５月で２年が経過しようとしているわけでありま

す。 

 私は、当該土地の有効活用について早急に検討して結論を出していただきたいと考えます。有効活用につい

て、私が一般質問で提案した市民が自由に滞在できる広場やスポーツができるグラウンド、あるいは高齢化率が

他地域と比較して高い塩浜地区に有効である高齢者の居場所づくりや社会福祉施設または児童生徒の居場所づく

り、また、あるいは子育て世代が活用できる施設など、市民ニーズは多くあると考えます。 

 そこで当該土地の移管手続後、速やかに活用方法を検討していくべきと考えますが、本間副市長の考えを伺い

ます。 

○稲葉健二議長 本間副市長。 

○本間和義副市長 財産の有効な活用管理ということでございますので、私のほうから御答弁させていただきま

す。 

 議員の御質問や先ほどの答弁にもございましたように、今は教育用財産として教育委員会が管理をしておりま

すけれども、教育委員会のほうでその用途を廃止し、教育用の財産としての効用がなくなりますと市長部局のほ

うへ直ちに移管がされるということになってございます。こういった関係法令の規定にのっとりまして移管がさ

れました後につきましては、市長部局を中心に全庁的な視点にも立ちながら、この土地の有効な活用の在り方に

ついて検討してまいるということになると考えております。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 副市長、御答弁ありがとうございました。ぜひ早急な検討、結論を出していただき、南行徳

地区の活性化に資する土地活用をお願いいたします。この項はこれで結構であります。 

 (2)江戸川第二終末処理場いこいの広場の遊具の整備に関する本市の認識について伺ってまいります。 

 福栄にある江戸川第二終末処理場の上部には広場やスポーツ施設等が設置され、地域住民が利用しています。

私も福スポへ行こうと言って、子どもを何度も遊びに連れて行きました。特にいこいの広場という幼児や児童向

けの広場の遊具で、子どもたちがうれしそうに遊んでいたのを記憶しています。 

 しかしながら、いこいの広場の遊具は数年前から老朽化のため使用が禁止されています。昨年は赤間県議会議



員や地域の方々と現地に赴き、県職員から説明を聞くとともに、地域の方々と遊具の早期改修を要望いたしまし

た。県職員からは、遊具は海外製であるため部品が手に入りづらい等の理由で修繕に時間がかかっているという

ような説明があったと私は記憶をしています。要望後、当該遊具があるとき突然撤去されていました。千葉県ホ

ームページを見ますと、「千葉県江戸川第二終末処理場・いこいの広場、福栄スポーツ広場」のページが令和５

年12月15日付で更新をされていました。その内容は、「いこいの広場の『幼児コーナーの遊具』及び『児童コー

ナーの遊具』は、老朽化のため撤去しました」とありました。要望から間もなく突然の遊具撤去、今後、遊具の

行方はどうなるのか、新たな遊具の設置はいつになるのか。 

 そこで、江戸川第二終末処理場いこいの広場の遊具の整備について、本市はどのように認識されているのか伺

います。 

○稲葉健二議長 藤田下水道部長。 

○藤田泰博下水道部長 福栄４丁目の江戸川第二終末処理場は、県内８市が関連する江戸川左岸流域下水道の処

理場の１つとして昭和56年に供用開始された敷地面積約26haの施設であります。下水道施設の維持管理に必要な

区域を除いた処理場の上部などの約10.2haの区域には広場や散策路、スポーツ施設などが上部利用施設として整

備され、一般開放されております。上部利用施設のうち、いこいの広場は平成13年にオープンしたもので、幼児

コーナーや児童コーナー、芝生広場、修景池などから構成された約6.3haの施設であります。このいこいの広場

は広く地域住民の方々に利用されておりまして、千葉県が管理を行っております。 

 遊具が撤去された経緯について、管理者である千葉県に問い合わせたところ、いこいの広場はオープンから約

20年が経過し、部分的な補修などで対応していたものの、近年、各種遊具の不具合が目立つようになったため、

児童コーナーと幼児コーナーにそれぞれ設置されていた大型複合遊具は令和３年度頃から使用禁止措置を取り、

補修方法についての検討を進めていたとのことです。しかし、その間も遊具全体の老朽化が進み様々な不具合が

発見されたため、補修が困難と判断し、事故防止のため児童コーナーの複合遊具は令和５年９月に、幼児コーナ

ーの複合遊具は令和５年10月に撤去したとのことでありました。また、今後のいこいの広場につきましては、遊

具のほかにも老朽化した施設があることから、改めて広場全体の施設配置やどのような遊具を設置するか、検討

していくと聞いております。 

 本市としましては、いこいの広場等を含めた上部利用施設は都市における貴重なオープンスペースとして空間

を有効利用し、地域住民の方々にいこいの場を提供する目的で設置されたものと認識しております。また、地域

の住民の皆様に対しましても、広域的な下水道の処理に関する理解を深めていただき、処理場の円滑な運営を継

続していく上で重要な施設であると考えております。このことから、いこいの広場の管理者である千葉県に対し

まして、今回撤去された遊具に代わる施設について、地元への適切な情報提供と早期整備が行われるよう、ま

た、その他の遊具等についても、修繕や再整備が計画的に実施されるよう要望してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 市から県に確認をしていただき、ありがとうございます。先ほどの答弁によれば、令和３年

頃から使用禁止措置が取られ、補修方法について検討がなされていた。しかし、遊具全体の老朽化が進み様々な

不具合が発見されたため補修が困難と判断し、事故防止のため、児童コーナーの複合遊具は令和５年９月、幼児

コーナーの複合施設は同年の10月に撤去されたということでありました。この県の対応は何でしょうか。遊具が

使用できなくなってから二、三年も経過をしています。また、要望してから二、三か月で要望者等への説明もな

く、突然の撤去。不適切かつ不親切な対応と言わざるを得ないと私は思います。市川市だったら、遊具が壊れた

ら早急に修繕や新設に取り組んでいただいていると認識をしています。壊れた遊具を立入禁止にして何年もその



ままにしておくのは当該施設のイメージダウンにつながると考えます。 

 私は第二終末処理場が市民、とりわけ施設周辺の住民に愛される施設になってほしいと思っています。千葉県

に対して速やかな整備を進めるよう強く要望していただきたいことを強調して申し上げます。私も今後も関わっ

てまいります。この項はこれで終わります。 

 次に、(3)行徳近郊緑地の有効活用及び来訪者が安心して滞在できるためのあいねすと周辺、丸浜川沿い遊歩

道のあずまや設置等施設整備について伺ってまいります。 

 行徳近郊緑地の有効活用に関して、私は平成27年２月定例会における一般質問で行徳野鳥観察舎の役割につい

て質問をしました。この当時の行徳野鳥観察舎を取り巻く状況として、県では行政改革の一環として、公の施設

の見直しについて検討が進められており、その対象施設の一つとして野鳥観察舎が挙げられていました。簡単に

説明しますと、県は、公益的な利用の観点や老朽化などの問題から野鳥観察舎は県施設として維持する必要が低

いため、廃止する方向で検討を行うとの見直し方針案を示していました。その後、県と市の協議が行われ、令和

２年９月、本市が新しい行徳野鳥観察舎あいねすとを建設し、現在に至っております。野鳥観察舎は環境学習

や、市民をはじめ多くの方々が近郊緑地の自然環境にアクセスするための拠点としての役割を長年にわたり果た

してきており、子どもから大人まで幅広い世代の方が利用することができる大変重要な施設であります。今回の

一般質問では、あいねすとを含めた行徳近郊緑地の有効活用及びこの地を訪れる方々が安心して滞在し、自然環

境等を思う存分満喫できる環境づくりについて議論を進めてまいりたいと思います。 

 それでは、行徳近郊緑地の概要、あいねすと、みどりの国観察会における来訪者数等の推移について伺いま

す。それぞれの来訪者数について、千葉県野鳥観察舎閉館前の平成26年度及びコロナ禍の影響があるとは思いま

すが、直近３年の数を伺います。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 行徳近郊緑地は、野鳥の生息の場と緑地を保全することを目的に人工的に造成された緑地で、都市部の中に残

された貴重な自然環境として活用されてきました。湿地を含む周辺地域は、昭和54年に県の行徳鳥獣保護区とし

て指定され、同年に千葉県行徳野鳥観察舎が開館しましたが、平成27年に建物の耐震不足などを理由に閉館とな

りました。県の野鳥観察舎が閉館する前の平成26年度の来館者数は約１万3,000人でした。その後、令和２年９

月に本市の施設として新たに開館した市川市行徳野鳥観察舎（あいねすと）の来館者数は、令和２年度が約１万

7,000人、令和３年度が約３万人、令和４年度が約３万2,000人と増加傾向となっております。 

 次に、行徳近郊緑地観察路、通称みどりの国は、行徳近郊緑地の自然と親しむ機会を提供することを目的に、

平成11年に行徳野鳥保護区内に本市が整備したものです。来園者数は、平成26年度が約5,500人、令和２年度が

約5,000人、令和３年度が約１万人、令和４年度が約8,000人と、あいねすと開館との相乗効果で増加していま

す。また、県から行徳鳥獣保護区の管理運営事業を受託しているＮＰＯ行徳自然ほごくらぶが湿地内を散策する

観察会を定期的に実施しております。参加者数は、平成26年度が約1,000人、令和２年度が約600人、令和３年度

が約300人、令和４年度が約900人となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 行徳近郊緑地の概要やあいねすと等の来館者数の推移についての答弁をお聞きいたしまし

た。あいねすとの来館者数はコロナ禍であったにもかかわらず、その数は年々増加傾向となっており、令和２年

度は約１万7,000人で、４年度には約３万2,000人となっていると。旧行徳野鳥観察舎が閉館する直前の平成26年

の約１万3,000人に比べ２倍以上の来館者数となっています。また、みどりの国の来園者数は令和２年度約5,500



人、令和３年度約１万人と、それがピークで４年度約8,000人でありますけれども、平成26年の約6,000人よりも

増加傾向となっております。 

 行徳近郊緑地について、来訪者数は、したがいまして、３万人を超えるような増加傾向にあるというふうに認

識をいたしました。また、福栄側からあいねすとの前を通り塩浜方面に抜けていく通称丸浜川沿いの通路沿いに

は、河津桜や菜の花が来訪者の目を楽しませてくれる人気の場所となっております。過去、市川よみうりの記事

によれば、行徳野鳥観察舎は、年間延べ利用者数のピークは昭和58年には５万人を超えていたとのことでありま

す。私は、行徳近郊緑地という貴重な資源をより魅力あるものにし、年間来訪者数が５万人を超えるような、多

くの人が訪れる場所となってもらいたいと、かねてから思っています。そのためには、来訪者が安心して快適に

利用できる環境整備として、あいねすと周辺のベンチ等の休憩施設整備が必要と考えています。 

 そこで、現在のあいねすと周辺にあるベンチの数をお尋ねいたします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 現在、あいねすと周辺に設置しているベンチの数は、建物の前に５基、白鷺公園に６基、周辺の緑地に11基、

合計22基であり、来年度令和６年度は、建物の前の古くなったベンチ３基を森林環境譲与税を活用し、千葉県産

木材のベンチに交換する予定です。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 現状のベンチ数は分かりました。市民から、あずまややベンチが撤去されたが、来訪者、特

に高齢者が足を休めたり、降雨時に雨宿りができるあずまやを設置してほしいという要望があります。これら市

民からの要望に応えるためにも、あずまややベンチを設置すべきと考えますが、本市の対応状況を伺います。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 昨年撤去したあずまやは、平成12年度に本市が旧野鳥観察舎の南西の場所に設置したものです。数年前からあ

ずまやの長時間利用による騒音などの問題で地元自治会から撤去または移設の要望が寄せられていました。この

要望を受け、本市では、利用マナーの向上を図るための注意看板等を設置したものの一向に改善が見受けられま

せんでした。昨年２月に再度、地元自治会から撤去または移設の要望が寄せられ、改めてあずまやを調査したと

ころ、老朽化による柱の腐食等が著しく、移設による再利用が難しい状態であることが判明しました。このこと

から利用者の安全確保を図るためあずまやを撤去し、プラスチック製の仮設ベンチを３基設置したものです。行

徳近郊緑地の大部分は千葉県が管理しており、かつ市街化調整区域であることから、建物となるあずまやの設置

は難しい状況にあります。しかし、多くの方が散策している近郊緑地の快適性の向上を図る上で休憩施設の設置

は有効と考えております。今後、ベンチやパーゴラなどの設置について関係機関、関係部署、地元自治会などと

協議、調整してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 以前設置されていたあずまやは、本来設置できない場所に設置されていたということで認識

いたしました。しかしながら、多くの方が来訪する近郊緑地の快適性の向上を図る上で休憩施設の設置は重要と

考えます。ベンチやパーゴラなどの休憩施設の設置について、関係機関、関係部署、地元自治会などと協議、調

整していくという答弁をいただきました。大変前向きな答弁でありました。ぜひともよろしくお願い申し上げま

す。今後、行徳近郊緑地が全国から多くの人々が来訪する名所となることを念願しております。これはこれで結



構です。 

 次に、塩浜２丁目市有地活用事業、マーケットサウンディング調査について伺ってまいります。 

 (1)当該マーケットサウンディング調査に至った経緯、内容、結果について伺ってまいります。 

 令和６年１月に塩浜２丁目市有地活用事業の民間活力導入に関するマーケットサウンディングの結果が公表さ

れました。塩浜２丁目市有地の活用について、コロナ禍で動きが止まってしまっていた。アフターコロナとな

り、さあ、これから魅力的なまちづくりに向けて動き出してほしい、そう期待していたら塩浜２丁目にレジャー

プールと、建設業界誌の記事の見出しが目に留まりました。レジャープールをこの地で建設をしていくのか、ま

ちづくり基本計画との整合性はどうか、疑問が湧きました。本日は、塩浜２丁目市有地はどう活用すべきかにつ

いて議論してまいりたいと思います。 

 それでは、これまでの市民プール再整備の変遷を確認するという意味合いで質問をしてまいります。 

 １点目が、令和元年６月の市民プール再整備事業の民間活力導入に関するマーケットサウンディングの内容、

結果及びその後の整備方針の策定等の事業実施に向けた流れはどういうもので、その結果はどうなったのか。 

 ２点目、令和５年８月の市川市北東部スポーツタウン構想改定によって市民プールの扱いはどうなったのか。 

 ３点目、令和６年１月の塩浜２丁目市有地活用事業の民間活力導入に関するマーケットサウンディング調査に

至った経緯について、上記２点との関連性を踏まえてお答えください。 

 そして、当該マーケットサウンディングの内容及び結果についても御説明ください。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 現在の市川市民プール及び周辺地につきましては、北東部スポーツタウン基本構想に沿った整備を検討するた

め機能性の向上、新技術の活用を目指し事業者からのアイデア等を収集するため、令和元年にサウンディング調

査を実施いたしました。このサウンディング調査では12の事業者から提案を受け、民間活力を取り入れた事業手

法による費用削減効果等の結果を得ることができました。それらの結果は、同年６月に市民プール再整備事業の

民間活力導入に関するマーケットサウンディング結果概要として市公式ウェブサイトにて公表しております。 

 翌令和２年度には、施設整備案の具体化を図るため基本計画を策定する予定でございましたが、新型コロナウ

イルス感染症の拡大により検討を中断することとなりました。その後、令和４年度に第２期市川市スポーツ推進

計画の策定を受け、北東部スポーツタウン基本構想は令和５年８月に一部見直しをしました。この見直しにおい

て、健康増進等を目的とした屋内プール、体育館、サッカーやラグビーなど多種目で利用することのできる多目

的グラウンド等の機能を構想として維持することとしました。また、現市民プールの持つレジャー機能について

は、平成30年度の１回目の基本構想の見直しの際にレジャープール機能の必要性を明記していることから、市内

全域を俯瞰し、施設の適正配置を考慮した上で別途検討することといたしました。そこで、塩浜地区まちづくり

基本計画において、賑わいエリアと定められていた塩浜２丁目市有地について、レジャープール等の機能の移設

の可能性を探るため、令和５年12月に当該地に対するマーケットサウンディング調査を実施したところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 市民プール再整備の変遷について理解いたしました。今般のマーケットサウンディング調査

を時間軸で見ますと、令和４年度に第２期市川市スポーツ推進計画の策定を受け、令和５年８月に市川市北東部

スポーツタウン基本構想を一部見直した。この見直しを受けて、令和５年12月に当該地に対するマーケットサウ

ンディング調査を実施したという流れであります。今の答弁を踏まえて次の項の質問をしてまいりますので、こ



れはこれで結構です。 

 それでは、当該マーケットサウンディング調査の実施要領について伺ってまいります。 

 今回のマーケットサウンディング調査について、私が気になっているポイントの一つはレジャープールの必要

性です。私は、レジャープールに対する市民ニーズの根拠はそれほど強くはないと感じています。それは、レジ

ャー機能を有したプールの必要性についてこれまでの答弁で確認できたのは、平成30年度に１回目の基本構想見

直しをした際にレジャープール機能の必要性を明記していることから市内全域を俯瞰し、施設の適正配置を考慮

した上で別途検討することといたしましたという表現だけであると思います。 

 そこでまず、当該実施要領に、本市の意向として実施要領、(3)事業のイメージについての４項目の一つに③

レジャープール等のスポーツ施設の建設が入っていますが、そのように判断するに至った根拠、あるいは理由は

何か。また、庁内の合意形成が図られたのか、その経緯と結果について伺います。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 現市民プールの年間延べ利用者数は、最も多かった頃の約19万人には劣るものの、過去10年の平均は約７万人

を推移しております。また、第２期市川市スポーツ推進計画の策定等に関連して実施した市民ニーズ調査から

は、健康志向の高まりを確認したことに合わせ、レジャープールについても一定のニーズがあることを確認して

おります。そのため市内全域を俯瞰し、レジャープールの移設を検討するに当たり、塩浜２丁目市有地の活用方

法としての可能性を探るため、サウンディング調査を実施したものでございます。この塩浜２丁目市有地の活用

を探るためのサウンディング調査につきましては、その趣旨等につきまして、庁内合意を得ております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 今の答弁で、レジャー機能を有するプールの必要性の根拠について、現市民プールの年間延

べ利用者数は過去10年の平均で約７万人である。第２期市川市スポーツ推進計画の策定時に関連して実施した市

民ニーズ調査からは、健康志向の高まりを確認したことに合わせ、レジャープールについても一定のニーズのあ

ることを確認しているという、この２点挙げられているというふうに認識をしましたが、市民ニーズ調査におい

ては、市民のスポーツをする理由として、レジャーは17.5％ほどで、健康や体力の増進のため、ストレス解消の

ため、仲間とのコミュニケーション、運動することが好きだからに続いての順位であります。この２点をもって

根拠とするには、やや無理があるかなという印象を私は受けました。 

 そして、当該サウンディング調査を実施することについて、庁内合意が得られたということについては理解を

いたしました。 

 続けて伺ってまいります。当該調査の実施要領には、レジャー性のあるプールを含む、楽しくにぎわいのある

空間の施設整備とありますが、事業者から本市への質問の中に、レジャープールはどんな想定をしているかとの

事業者からの質問に対して、市は決定事項はありません。具体的な構想はないため、三番瀬のロケーションを生

かした自由な提案をいただきたいと考えていますと回答をされています。この市の回答からは、屋外か屋内プー

ルかなど、そのような決定事項はないということであります。 

 一方、令和元年６月の市民プール再整備事業の民間活力導入に関するマーケットサウンディング結果概要に

は、参加事業者から、屋外プールについては、夏季には非常に魅力的な施設であるといった御意見がある一方

で、夏季以外の期間の維持管理、運営面で採算性の問題があるとの御意見も多くありました。また、ほかの意見

に、屋外プールのレジャー機能を屋内に配置し、通年利用することが可能であるが、維持管理コストが問題とな

る等の意見があったとのことであります。基本的にプール、とりわけ屋外プールについては収支を黒字にするこ



とは難しいと考えます。一方、屋内プールについても、参加事業者からの意見を勘案しますと、光熱水費の高騰

も手伝い、維持管理コストが大きな課題となるように感じています。 

 以上のことから、私が気になっている２つ目は、レジャープールは高コストであり、収支の黒字化が難しいの

ではないかという点です。 

 そこで、約3.8haという限られた面積の土地に収支の黒字化を実現するレジャープールとはどのようなものを

想定しているのか伺います。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 今回の調査では、レジャープール等のスポーツ施設に合わせ、にぎわいのある空間

を創出する提案を求めました。あわせて、整備手法については、原則として民設民営を想定した旨を記載したこ

とから、提案事業者からは、レジャープールを含め、おのおののノウハウを踏まえた多様な提案をいただきまし

た。具体的な内容については、事業者のノウハウの保護のため非公表としておりますが、収益の見込める施設を

含む複合的な整備や年間稼働を想定した提案等もあったところです。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 さらに伺ってまいります。市財政に負担を与えないために、基本、民設民営としています

が、現在の市民プールは赤字なのに塩浜では黒字になると考えているのか伺います。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 今回行ったサウンディング調査は、賑わいエリアと指定された塩浜２丁目市有地について、具体的な活用を検

討するに当たり、レジャー機能を持つプールの整備の可能性を調査するものになります。その整備手法について

は、市の財政負担の少ない手法で検討したいと考えており、調査要領では、事業手法について民設民営を想定し

ている旨を明記しております。本調査では、レジャープールのみの事業採算は難しいとの意見もありましたが、

各提案事業者からは、調査要領の趣旨を踏まえた上で様々なアイデアによる活用案を頂戴しました。今後、これ

らの提案を基に整備方針を検討し、民設民営での整備を行う場合には、本市の当該市有地の活用目的を踏まえつ

つ、事業者の事業継続性に配慮した要件等について検討を進めていく予定でございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 これまでの答弁をまとめますと、整備手法については原則として民設民営を想定した旨を記

載したことから、提案事業者からはレジャープールを含め、おのおののノウハウを踏まえた多様な提案をいただ

いたと。それらの提案については、収益の見込める施設を含む複合的な整備や年間稼働を想定した提案等もあっ

たということでした。また、本調査では、レジャープールのみの事業採算は難しいとの意見もあったが、各提案

事業者からは、調査要領の趣旨を踏まえた上で様々なアイデアによる活用案をいただいたということでした。 

 提案事業者６社から、収益の見込める施設を含む複合的な整備や年間稼働を想定した提案等、様々なアイデア

をいただいた点については非常に興味が湧くところであります。一方、民設民営での整備を行う場合には、本市

の当該市有地の活用目的を踏まえつつ、事業者の事業継続性に配慮した要件等について検討を進めていく予定と

いう点につきましては、例えばこの手法によりますけれども、借地料の減額など、そういったものは考えられる

のかなというふうな印象を受けました。様々なアイデアによる活用案が出たということについて、それが収益性

があり、本市に財政負担を極力与えない、かつ持続可能な市民が喜ぶ活用案を実現できる可能性があるというふ

うに感じました。これはこれで結構であります。 



 次に、(3)これまでの塩浜のまちづくりと整合性について伺ってまいります。 

 当該サウンディング調査事業と塩浜地区まちづくり基本計画との整合性について、ここで改めて伺います。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 塩浜地区のまちづくりについては、将来像及び土地利用等の方針を示すものとして平成17年に塩浜地区まちづ

くり基本計画を策定しました。このたびの調査では、本計画で賑わいエリアと指定された範囲に位置する当該地

について、現市民プールの持つレジャー機能を含むにぎわいある空間の創出を目的とした調査であり、塩浜地区

まちづくり基本計画に沿ったものとなっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 本市の考え方は理解いたしました。ただ、ここで気をつけなければいけないのは、その地

域、その土地で求められる、期待されるものは違うということであります。 

 そこで再質問となりますが、今般のサウンディング調査結果公表から整備方針の策定までの間に近隣住民等か

らの意見、要望の聴取、反映をすべきと考えますが、見解を伺います。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 現在、マーケットサウンディング調査の結果を踏まえ整備方針案を検討していま

す。この整備方針の検討を進める中で近隣住民等の意見を聴取していく考えでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 今の御答弁に、近隣住民等から意見を聞くということでありましたので、安心をいたしまし

た。ぜひよろしくお願いいたします。 

 (4)に進みます。次に、(4)他街区の活用の動き及び当該市有地活用事業との関連性について伺います。 

 塩浜地区の今や貴重なまとまった土地を有効活用するには、他地権者の土地活用事業の動きを把握することは

重要であると考えます。現時点で他地権者の動向について把握していることがあれば教えてください。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 市有地を含む当該区域の土地区画整理事業を実施する際に組織された市川塩浜第１

期土地区画整理事業地権者会において、他の地権者と競合しないよう、業態について配慮することを相互に確認

しておりました。土地区画整理事業の終了に合わせ、この地権者会は解散しているものの、適宜情報共有を図っ

ております。現時点では、他の地権者から具体的な整備計画等の情報共有はない状況でございますが、今後も必

要に応じて情報共有を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 分かりました。これはこれで結構であります。 

 最後に、(5)今後の動きについて伺います。 

 るる議論をしてまいりました。マーケットサウンディング結果を踏まえて今後どのようなプロセスを経て事業

決定をしていくのか、タイムスケジュールや行程を伺います。 

○稲葉健二議長 立場スポーツ部長。 

○立場久美子スポーツ部長 お答えいたします。 

 近隣住民等からの意見聴取や庁内合意を経て整備方針の定まった後、募集要項等を作成し、公募により事業者



選定を行う流れとなります。整備方針は今後定めることから、現時点で具体的なスケジュールなどを提示するこ

とは難しいものでございますが、整備方針を令和６年度の早期に策定できた場合には年度内に事業者選定まで進

めたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 では、まとめます。整備方針がどのようになるのか、それがとても重要であります。マーケ

ットサウンディングで得られたアイデアを基に最良の整備方針を作成してほしいと思います。そこに周辺地域と

の連携、市民参加、地域貢献や災害時に対応するための避難所指定、カーボンニュートラルシティ実現に資する

施設のＺＥＢ化など、積極的に盛り込んでいただきたい。 

 最後に、今回のマーケットサウンディング結果を精査し、市民満足度の高い、財政に負担をかけない持続可能

な塩浜２丁目土地活用事業に向けて取り組んでいただくよう強く要望して、この質問は終わります。ありがとう

ございました。 

 平和行政について。 

 市制施行90周年を迎える本年の平和行政への取組について。 

 昨年６月定例会の一般質問で、私は平和行政について質問をいたしました。私は、市川市は核なき世界を目指

して粘り強く行動していくべきであり、さらにこれからの時代に合った平和行政に取り組んでいくべきであると

訴えました。それに対する答弁は、本市では、これまで継続性を重視した各種事業を展開してきたが、改めて時

代に合った平和行政の取組を進める必要があると考えている。今後、特に若い世代の平和意識の高揚を図るな

ど、様々な媒体や手法を模索しながら、時代に即した事業展開を行ってまいりたいと考えているというものであ

りました。 

 また、私から平和都市宣言40周年事業として核廃絶や平和をテーマとした児童議会、あるいは青年議会の開催

の検討、また核廃絶平和都市宣言の象徴となる記念碑、あるいはモニュメントなど、市内芸術家に作成してもら

うことなど、本市の核廃絶への機運を高める取組を提案しました。最後の答弁としては、田中市長から、核兵器

廃絶平和都市宣言をしている自治体として果たして内容が具体的にしっかりと練り上げられているものになって

きたかということを考えたときに、さらに様々な面において積極性を持って、戦闘による唯一の被爆国である我

が国日本、そして今、市民が生活している１自治体、市川市がどのような行動を具体的に起こしていくか。具体

的な対応をさらに一歩進めた対応を検討し、実行してまいりたいという趣旨の見解が示されました。 

 今回の一般質問では、核廃絶平和都市宣言から40年を迎える本市の取組について、また、明年の終戦80年に向

けて何をすべきか、さらに深掘りをしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、まず、市制施行90周年を迎える本年の平和行政の取組についてお聞かせください。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 本市では、戦争の悲惨さ、平和の大切さを若い世代に継承していくため、継続して様々な事業を行ってまいり

ました。市制施行90周年を迎える令和６年度は、例年と同様に平和意識の醸成を目的とした取組といたしまして

平和パネル展や平和寄席の開催を、また核兵器廃絶に向けた取組といたしましては、昨年度に引き続き折り鶴事

業や広島、長崎で被爆された方などによる講話を実施する予定であります。さらに、特に若い世代の平和意識を

高めることを目的として、市内小中学生を対象とした平和ポスター事業や市内小中学校等における被爆体験講話

の実施も予定をしております。そのほか、令和６年度は市制施行90周年であると同時に、昭和59年に行った核兵

器廃絶平和都市宣言から40年の節目の年に当たりますことから、毎年実施している事業のほかに記念イベントと



いたしまして、仮称平和展事業と広島で被爆した被爆樹木二世の植樹を予定しております。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 市制施行90周年を迎える本年の平和行政の取組については理解をしました。これはこれで結

構であります。 

 次に、(2)本市の核廃絶への取組について質問してまいりたい。 

 まず明確にしておきたいのですが、本市の平和行政、平和事業の根拠は何かお答えください。 

 また、冒頭触れましたが、昨年６月定例会での田中市長からの核兵器廃絶への取組について、どのようなこと

になっているのか、お伺いをいたします。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 まず、平和事業を実施してきた根拠についてです。本市では世界の恒久平和を願い、いかなる国の核兵器に対

しても、その廃絶と軍縮を訴えることを目的として、昭和59年に核兵器廃絶平和都市宣言を行いました。この宣

言の趣旨の下、世界の恒久平和を願い、平和の大切さを広く市民に周知、理解していただくために、これまで平

和啓発事業を行ってきたものであります。 

 次に、一歩進めた対応についての御質問です。これまで毎年実施してきました平和啓発事業に新たな視点を加

え、さらに効果的に実施するため市川市平和啓発事業検討協議会より提言をいただきました。この提言を踏まえ

た新たな取組の一つといたしまして、先ほど申し上げました被爆樹木二世の植樹を予定しております。これは本

市が加盟する平和首長会議から、広島で被爆しても芽を吹き返したアオギリの苗木を受け入れ、平和の象徴とし

て市内の公園に植樹するものであります。公園を訪れた子どもたちをはじめとする市民が訪れるたびにその成長

を見守り続けることにより、本市が核兵器廃絶平和都市を宣言し、平和啓発事業を実施していることを広く知っ

ていただき、樹木を通して市民の平和意識の醸成につなげていこうと考え、実施するものであります。 

 また、もう一つの取組といたしまして実施する予定の仮称平和展事業では、特に10代、20代を中心に若い世代

を対象とした平和に関するアニメ映画の上映、国際平和をテーマにした著名人による講演会を予定しているとこ

ろであります。このように新たな取組とこれまで継続してまいりました取組を合わせまして、より効果的な平和

啓発事業としていきたいと考えております。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 今の答弁で、本市では世界の恒久平和を願い、いかなる国の兵器に対しても、その廃絶と軍

縮を訴えることを目的として昭和59年に核兵器廃絶平和都市宣言を行い、この宣言の趣旨の下、継続的に様々な

平和啓発事業を行ってきました。核廃絶への取組は本市の平和行政の根幹だというふうに言えると思います。 

 そして、答弁の中で例年事業、周年事業についての答弁がありました。特に周年事業について、仮称平和展が

８月中旬にメディアパーク市川で実施されるということでありました。また、11月には、本市が加盟する平和首

長会議から広島で被爆しても芽を吹き返したアオギリの苗木を受け入れ、平和の象徴として市内の公園に植樹す

るということであります。広島市のホームページには、この被爆アオギリ二世についての説明が掲載をされてお

ります。 

 その内容を少し紹介させていただきますと、昭和20年８月６日、爆心地から北東へ約1.3kmにあった旧広島逓

信局の中庭で被爆したアオギリは、爆心地側の幹半分が熱線と爆風により焼けてえぐられましたが、樹皮が傷痕

を包むようにして成長を続け、焦土の中で青々と芽を吹きました。その後、被爆アオギリは昭和48年に平和記念



公園に移植されましたが、平和を愛する心、命あるものを大切にする心を後世に継承するため、この被爆アオギ

リが実らせた種を発芽させて育て、成長した苗木を被爆アオギリ二世と名づけて配布をしていますということで

す。 

 核廃絶平和都市宣言40年を記念して、この意義深き被爆アオギリ二世の苗木を本市の平和の象徴の一つとし

て、多くの市民参加の下、植樹の式典を開催していただくことを要望しておきます。これはこれで結構です。 

 次に、(3)他市における核廃絶への取組に関する本市の認識について伺います。 

 これまで本市の核廃絶への取組について伺ってきましたが、ここで少し視点を変えた質問をいたします。他市

ではどのような取組がなされているのか、本市の認識を伺います。 

 これまで平和首長会議に加盟している近隣市と連携した活動をほとんどしてこなかったというふうにも思いま

す。令和６年２月22日付で平和首長会議会長広島市長と副会長長崎市長名で武力衝突の平和的解決と核兵器廃絶

を求める平和首長会議共同アピールを行っています。その一部を紹介いたします。「世界中の平和を愛する人々

よ、平和首長会議とともに、私たち一人ひとりが日常生活の中で平和について考え、行動し、戦争や紛争、差別

や偏見などあらゆる暴力を正当化することがない状況、すなわち『平和文化』を市民社会に根付かせるための大

きな潮流をつくっていきましょう」。本市は平和首長会議の一員として、今こそ平和文化を市民社会に根づかせ

る大きな潮流をつくっていくべきと考えます。今後、平和首長会議に加盟している近隣市等と情報共有や連帯し

た活動をしていくべきと考えますが、本市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 県内近隣市におけます核廃絶への取組について調査をさせていただいたところ、広島市や長崎市の平和記念式

典への派遣事業や原爆写真のパネル展など、本市と同様に核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨さを伝えることを主眼

とした事業を実施している自治体が多いことが分かりました。改めて平和事業の取組をする自治体の役割は、中

立的な立場で被爆や戦争の実相を客観的に市民の方に伝えることであり、また、核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨

さについて常に関心を持ち続けてもらうために、平和の大切さを考える機会を提供することにあると再認識をさ

せていただきました。今後、本市と同様に平和首長会議に加盟しております、あるいは核兵器廃絶平和都市宣言

を行っております近隣自治体との間で情報共有を図りながら、自治体として実施可能な核廃絶に向けた取組を進

めてまいります。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 今の答弁で、今後、本市と同様に平和首長会議に加盟している、または核兵器廃絶平和都市

宣言を行っている近隣自治体との間で情報共有を図りながら、自治体が実施可能な核廃絶に向けた取組を進めて

いくと大変前向きな御答弁がありました。ぜひ取り組んでいただきたい、これはこれで結構であります。 

 次に、今後の平和行政及び核廃絶に向けた取組について伺ってまいります。 

 先ほど紹介しました平和首長会議共同アピールをまとめますと、ロシアによるウクライナ侵攻開始から２年を

迎えようとしている。いまだに収束のめどが立たない中で、イスラエル、パレスチナ情勢によって世界はますま

す混迷を極め、戦禍により多くの人々の命や日常が奪われている。こうした事態が発生する中で核兵器使用が具

体的かつ現実的な選択肢の一つとして示唆され、それに対抗するかのように核兵器の増強や近代化が進められ、

核軍拡競争になりかねない様相を呈している。現下の国際情勢の下で核兵器が使えるかもしれない兵器へと、そ

の評価が激変していくことを深く憂うとともに、第３の戦争被爆地を生み出しかねない事態に危機感を強めてい

るという内容であります。まさしくグテーレス国連事務総長が発言したとおり、核兵器使用の危険性がかつてな



いほど高まっていると認識をしております。そのような状況であるからこそ、本市も、いや増して核兵器廃絶に

取り組んでいかなければならないと考えます。 

 そこで、今後の平和行政及び核廃絶に向けた取組について見解を伺います。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 今後、戦争を直接体験した方の話を聞く機会が減少していくことが懸念されます中で、特に若い世代に対し

て、平和を自分ごととして捉え、考える機会を様々な場面で継続的に提供していくことが重要であると同時に課

題であると認識しています。現在の世界情勢を見ますと、ロシアによるウクライナ侵攻など軍事衝突が続いてい

る状況にありまして、かつて日本が経験した戦争や被爆の体験が決して過去のものではなく、世界の人々がいつ

犠牲になるのか分からない状態であるものとも言えます。このように、平和の大切さを啓発する必要性がますま

す大きくなっている状況を踏まえまして、本市の平和啓発事業や核廃絶に向けた取組が時代に即したものとなる

よう、さらに検討を進めながら実施してまいります。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 本市の認識は、平和首長会議のアピールと同じ趣旨であるというふうに受け止めました。ま

さしくそのとおりだと思います。 

 なぜ核兵器を廃絶すべきなのか。様々な言い方がありますけれども、イギリスの作家アーサー・ケストラーの

著作にこう記されています。有史、先史を通じ、人類にとって最も重大な日はいつかと問われれば、私はちゅう

ちょなく1945年８月６日と答える。理由は簡単だ。意識の夜明けからその日まで、人間は個としての死を予感し

ながら生きてきた。しかし、人類史上初の原子爆弾が広島上空で太陽をしのぐ閃光を放って以来、人類は種とし

ての絶滅を予感しながら生きていかなければならなくなったと。私は、核兵器の使用によって人類だけでなく、

自然環境に対しても壊滅的な影響を長期にわたり与え続けるからであるというふうに考えております。 

 さて、核兵器を廃絶していくために個人レベルでできることは何か。それは対岸の火事ではなく、自分ごとと

して捉えていく。自分でできることを考え、行動していくことだと思います。 

 田中市長の著作を読ませていただきました。これです。今日、議長の許可を得て、紹介したくてお持ちをいた

しました。「2045発目の核」ということで、田中市長におかれましては、1995年にムルロア環礁で行われたフラ

ンスの核実験再開に踏み切ることに対して抗議に行かれたことについて書かれています。そのときの様子や若か

りし田中市長の国会議員として、そして１人の人間としての考え、行動をうかがい知ることができました。まさ

しく自分で考え、行動して行かれた姿だと思います。敬意を表する次第であります。 

 一方、自治体レベルで言えば、核廃絶平和都市宣言をした本市が今こそ自治体だからこそできる民際外交を推

進していくべきであります。例えば海外都市との積極的な連携。現在、姉妹都市等の提携を結んでいる海外都市

と、それぞれの都市の戦争の事実や平和についての研究、意見交換、児童生徒が共同で学習し、意見交換の場を

持つなどの取組をしてはいかがでしょうか。また、世界中のグローバル被爆者――世界の核被害者のことであり

ます――の声や経験を学ぶということも大変重要であります。 

 次に、現在の本市の平和行政は、核廃絶平和都市宣言に基づいた核個別施策という体系となっています。いわ

ばタコ足の状態になっております。そこで本市の平和行政をさらに発展させていくために条例化、あるいは要綱

を策定するなど、平和政策として体系化していくべきと考えますが、市長の御所見と平和核廃絶への御決意を伺

います。 

○稲葉健二議長 田中市長。 



○田中 甲市長 まるで外交防衛委員会の質疑をしている現場に迷い込んだかのように市議会の議場が化してお

りますけれども、中村議員が所属されている公明党の党是は福祉と平和であります。その中村議員から、まさに

その党是に沿った質問をいただいていると、そのように認識をしつつ聞かせていただきました。今、私が市長の

立場で核兵器廃絶平和都市宣言、どのような具体的な行動ができるのかと一人一人が考える、あるいは自分に何

ができるかということを考える必要があると言われたのは、まさにそのとおりだろうと、そのような思いで聞い

ておりました。 

 この間、質問をいただけるということで私が調べた資料の中に、千葉県の中の核兵器廃絶平和都市宣言は３市

であります。我が市川市と習志野市、四街道市。東京都では２市です。茨城県が多くて14市、群馬県が２市、埼

玉県が１市、神奈川県が12市。神奈川県は政令指定都市がありますから、政令指定都市では川崎市と相模原市が

この核兵器廃絶平和都市宣言を行っている。 

 全国で見ますと、もちろん広島市がその宣言を行っておりますが、そのほかの行政は、千葉県を例にとります

と、非核平和都市宣言というところにとどまっております。我が市のように、核兵器廃絶としっかりとうたって

いるところは、先ほど申し上げたように３市だけであります。そのほかは平和都市宣言という言葉にとどまって

おりまして、先ほど議員がおっしゃられました平和首長会議というところのコンセプトは、いささかどの市も国

全体、国民も誰一人、平和であることを望んでいない者はいないわけでありまして、そういう意味で核兵器廃絶

とうたっている行政区間で連携を図っていくと。そして、終戦から80周年を迎える来年に１つの大きなうねりと

いうものをつくり上げるような、そんなことを国内的にも考えてみてはどうだろうかと、そんなことを感じた次

第であります。 

 実際に動いてみて、市川市をはじめ行政がどこまで協力し合えるかと。少なくとも関東の中で同じように言葉

を上げて宣言をしているところとは連携を取り合う必要があるんだろうと。ちなみに栃木県は１市もないという

ことで、どういうところで――これもやはり時の首長といいますか、リーダーがどういう考えを持って、その地

域をリードしていったかということに大きく左右されているんだろうというふうに思っております。 

 また、来月11日から企画されています「核兵器なき世界への連帯」という会合にも私もぜひ顔を出したいと思

っておりまして、御氏の支持団体が強く――世界団体でありますＩＣＡＮと連携を図って開催する、この機会も

しっかりと私も協力体制――市川市は会場をお貸しするという形で協力をしているところでありますけれども、

ぜひ拝見をしてこの認識を深めていきたいと、そのように思っているところであります。 

 加えて、案を出していただきました姉妹都市や、あるいはパートナーシップを結んでいる都市との関係は、い

ろいろな歴史上の背景を持っている、それぞれの国の歴史というものをよく勘案した中で連携が図れる活動がで

きるかどうか。それも検討してみたいと、そのように思っています。一歩踏み込んで、終戦80年を迎える来年に

向けて、ひとつ核兵器廃絶都市宣言をうたっている市川市の主体的な活動というものを考えてまいりたいと思い

ます。 

 以上です。 

○稲葉健二議長 中村議員。 

○中村よしお議員 市長、大変に詳しく調べていただきまして、御決意をお聞かせいただくことができました。

大変にありがとうございました。 

 以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 門田直人議員。 

○門田直人議員 こんにちは。会派れいわ新選組の門田直人でございます。通告に従いまして、初回より一問一



答形式で一般質問いたします。 

 まず大項目、本市の地震対策についてでございます。 

 令和６年１月１日に発生しました能登半島地震の犠牲になられた方々へのお悔やみを申し上げますとともに、

被災された全ての皆様に心からお見舞いを申し上げます。被災地の皆様の安全と一日も早い復旧、復興をお祈り

いたします。 

 また、今日はくしくも東日本大震災発生から13年になります。なお全国で２万9,000人の方々が避難生活を送

られております。そういう中で今日は質問したいと思っております。 

 田中市長が施政方針の中で話されました29年前の阪神大震災、1995年１月17日発災なんですが、当時私も30代

後半で、発生直後に被災地にメディア記者として足を運びました。約１週間、華僑系の神戸中華同文学校という

のがあるんですが、空き教室にシュラフで寝泊まりしながら、寒さに震えながら被災者の皆さんと時間を共有し

たことは今でも忘れることができません。当時、県庁ロビーには人がいっぱい、避難民がいっぱいで、また市内

に長田区という区があるんですが、そこの工場群、スリッパ工場がたくさんあったんですが、そのスリッパ工場

も全焼しまして焼け野原の状態でありました。そういうことを見た経験が、今回の能登半島地震を契機に本市の

都市型地震対策を考え直す機会となりました。 

 震災直後の神戸市内ではライフラインの被害が極めて深刻でした。私は当時、今後発生する可能性のある関東

地方の地震対策に関する分析記事を書きました。それは、特に水が止まってしまう断水についてでございます。

当時、神戸市内では、マンションにお住まいの特に高齢者の方々が停電後の断水のために多大な御苦労をされて

おりました。それを思い出しました。例えば水洗トイレの水が止まっているものですから、特に生活用水もそう

ですけども、70歳から80歳代の方々が下の１階に降りて給水車や小川などからバケツでくんだ水を高層階まで持

ち上げていました。エレベーターがストップしていましたので大変な状況でございました。 

 一方、関東地方での巨大地震について申し上げますと、歴史的に320年ほど前、1703年12月31日、元禄地震と

いうのがございました。震源は房総半島南端の野島崎沖付近で死者は6,700人以上出ました。100年ほど前、これ

は1923年９月１日、関東大震災が発生いたしまして10万人以上が亡くなりました。都市型の大地震でございまし

た。 

 政府の地震調査委員会の最近の発表によりますと、首都直下地震の起こる確率は今後30年以内に70％と言われ

ております。首都圏で大地震が起きた場合、本市のマンションの数は多く、大きな被害が想定されます。建築基

準法によりますと、６階以上が高層建築物です。不動産コンサルティング会社によりますと、市川市内には高さ

60ｍ以上のタワマン、超高層建築物、これは20階以上なんですが、ちょっと古いデータですが、2020年の段階で

10棟あります。全部で2,959戸が入っております。 

 また、市川市分譲マンション実態調査報告書、これは令和２年度に発行されたものですが、これによります

と、本市には３階建て以上の分譲マンションは745棟あります。旧耐震基準、これは1981年以前の基準なんです

が、そういうマンションはそのうち248棟もございます。33.3％です。特に行徳などの南部地区は、333棟のうち

140棟が旧耐震設計と見られております。 

 一方、能登半島地震では、内閣府によると、これは金曜日の３月８日現在で断水はいまだ１万7,250世帯と、

大きな問題としてクローズアップされております。東日本大震災のときには、本市でも一部断水が発生した経験

がございます。本市にはマンションが極めて多く、断水が発生すると飲料水の確保と同時にトイレが使用できな

いなど、特に上層階に居住する高齢者の方は自宅での避難生活が厳しい状況となります。 

 そこで、(1)本市でもマンションにおける地震対策が重要と考えますが、市はどのような告知、啓発を行って

いるのか伺います。 



○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 マンションは多くの方が共同で施設を使用しているため、ライフラインの停止や設備の破損などによってトイ

レが使用できなくなる事象や、エレベーターやオートロック、機械式駐車場が使用できなくなるなど、戸建てと

は異なる問題が発生します。そこで、本市ではマンションに特化した対策として、管理組合や居住者の方が活用

できるよう、マンション特有の問題や対策などを紹介した「マンションにおける地震対策」という冊子を令和５

年３月に作成し、周知啓発を行っております。マンションには多くの方が共同で暮らしているからこそ、しっか

りとした対策を講じることで、共助の力がより強力になると考えられます。そこで、この冊子を活用し、皆さん

で自分たちのマンションでの対策について話し合っていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 ありがとうございます。 

 再質問になります。配管修理など、大規模修繕資金を積み上げていない賃貸マンション、あるいは市営住宅な

どの場合はどのような対応を想定しているのかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 市で作成した「マンションにおける地震対策」の冊子は、市と一般社団法人千葉県マンション管理士会が昨年

９月と本年２月に開催したマンション管理セミナーなどを通じて紹介しております。このセミナーは管理組合や

居住者など様々な方が参加するもので、賃貸マンションの所有者も対象となっております。また、冊子は市公式

ウェブサイトにも掲載し広く周知を行っており、管理組合だけでなく、居住者が個人でできる対策なども紹介し

ておりますので、分譲マンションに限らず、賃貸にお住まいの方にも活用いただけると考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 ありがとうございます。理解いたしました。マンション管理センターの存在や市公式サイトな

どについてよく理解いたしました。近隣市の柏市議会の３月一般質問におきまして、ある市議が質問したんです

が、柏市営住宅は12か所中44棟、全部で640世帯が入っているんですが、共益費は月3,000円ぐらいだそうです。

全体的に入居者は高齢化して後期高齢者の入居者が約６割を占める、そういう住宅もあるそうです。指定管理者

は大手管理会社がしていますが、共益費だけでは大規模修繕は到底無理です。本市の場合も、地震対策として市

営住宅の老朽化した水道管やガス管などの大規模修繕は、補修箇所を早期に発見して早めの対応をお願いしたい

と思います。 

 次に、(2)マンションの住民に対する断水時の公的支援の現状と今後についてお伺いいたします。 

 災害によって断水が起こった場合、給水所まで水を取りに行くことになりますが、マンションの高層階に住ん

でいる方で、特に高齢者などは運搬が容易でないとは考えますが、市としての支援の考えについてお伺いいたし

ます。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 大規模災害時で停電などが同時に発生した場合にはエレベーターも使用できなくなり、マンションの高層階に

居住している方は重い荷物の搬送による負担が大きくなることが予想されます。そのため、自助として最低でも

３日間分、できれば７日間分の家族の人数に合わせた水や食料などの備蓄が重要となります。 



 また、共助による取組もとても大切です。同じマンションの居住者同士だからこそ頼りになる部分もあると思

いますので、ふだんから顔の見える関係を築き、いざというときのためにお互いに助け合える仕組みを整えてお

くことも必要です。 

 本市でも、東日本大震災のときに塩浜地区で断水した際、近所の中学生が協力して、給水車から飲料水をマン

ションの居住者に配送した事例もございました。現時点では、行政によるマンションに特化した個別支援を実施

する計画はございませんが、「マンションにおける地震対策」の冊子には防災への取組事例なども紹介しており

ますので、多くのマンションで対策を検討する上で活用していただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 どうもありがとうございました。自助努力、共助努力についてはよく理解いたしました。 

 再質問です。簡易型、あるいは携帯型トイレの配布などについてはお考えでしょうか。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 マンションの高層階に居住する高齢者の方が在宅避難を行うに当たってはトイレの確保が欠かせません。東日

本大震災の際に液状化で大きな被害を受けた浦安市では、下水道の使用制限に伴い自宅内のトイレが使用できな

いことから、携帯用トイレ約30万枚を各家庭に配付した事例もございました。大地震発生直後には、交通網の寸

断などにより外部からの支援が届きにくくなることも考えられることから、本市としても備蓄を進めているとこ

ろではございますが、水や食料と同様、トイレにつきましても各家庭での備蓄で対応していただく必要がござい

ます。現時点でマンション高層階の高齢者を含め、簡易トイレを各家庭に配付する計画はございませんが、断水

が長期化し、家庭の備蓄で賄うことができなくなった場合などに備え対応を検討しているところです。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 ありがとうございました。理解いたしました。現在、全国で19の自治体が、トイレトレーラー

ってございますね。トイレがある走る車です。トイレトレーラーを導入していますが、導入済みと言われる君津

市、越谷市、鎌倉市など、近隣自治体と被災地派遣用のトイレトレーラーに関する協定を結ぶなどの控除面での

強化をお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。(3)老朽化した鉛管――鉛の管と書きます――などの水道管の破損対策についてでござ

います。 

 鉛管とは、先ほど言いましたように鉛製の給水管のことでございます。以前は全国で使われておりました。し

かし、漏水、水漏れが多いことや鉛が溶け出すことで健康被害が指摘されるようになりまして、硬質塩化ビニル

管、ポリエチレン管などの代替素材が普及し、鉛管は減少してきました。東京都では平成６年度末以降、全面使

用禁止になっております。 

 私、ちょっと調べましたところ、神戸市水道局によりますと、道路の部分、公道の部分の鉛製の給水管は平成

12年度から平成21年度までの10年間でほぼ解消したそうです。神戸市はですね。同時に宅地部の鉛管、これは平

成11年に総延長213.9kmだったものが令和４年末時点で87kmに改善されているそうでございます。 

 神戸市によりますと、これもちょっと水道局に連絡したんですが、鉛管改修後に対する助成制度、そういうも

のがございまして、これは老朽給水管改良助成という制度がございます。これは水道メーターより下流、つまり

宅地内側の鉛管を取り替える工事に対して１件当たり最大２万円の助成をするという制度があるそうです。ま

た、大阪府羽曳野市水道局の調査では、平成３年の段階で市全体で給水件数４万9,251件中、鉛製の給水管がま



だ3,344件も残っているそうです。だから、神戸市は大分改善されていますが、まだいろんな鉛管が残っている

自治体は多いと思われます。原則的に言いますと、給水管は私有財産でございまして、メーターから給水栓まで

の管理は宅地内の所有者が行うことになります。 

 ここで質問でございます。過去の災害を見ますと、水道管の被害は本管から個人宅などへの引込み管で多く発

生すると考えます。 

 そこで、水道管の耐震化の状況と水道管の個人宅への引込み管に対して、市として地震対策の工事費の助成は

できないかどうか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 水道管の耐震につきましては、厚生労働省の資料では、基幹水道管の耐震適合率は令和３年度末時点で全国平

均は約40％で、千葉県は約60％となっております。また、令和４年度末における千葉県が管理する給水区域全体

の耐震適合率は約27％となっており、千葉県企業局では、水道管の改修や管の継ぎ手を耐震性の高いものに入れ

替えるなど効果的、効率的に耐震化を進めていると伺っております。個人宅への引込み部分の水道管につきまし

ては、本管の耐震性や建物自体の耐震性が確保されていることなどが前提となり、優先順位を考慮する必要があ

ると考えます。一方で水道事業を行っている自治体などでは、個人宅への助成を実施している事例もあることか

ら先進自治体の取組などを調査研究してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 ありがとうございます。理解いたしました。 

 次の質問に移ります。(4)老朽化しました金属管などの、今度はガス管の破損対策についてお伺いいたしま

す。 

 水道管と同様にガス管、これについても、私は神戸で取材したときに経験したんですが、本管から個人宅など

への引込み管で多くの被害が発生すると考えられます。 

 そこで、ガス管の耐震化の状況とガス管の個人宅への引込み管に対して、市として地震対策の工事費の助成が

できないかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 ガス事業者によると、低圧ガス管のポリエチレン管への取替えや導管網のブロック化などの耐震対策を進めて

きており、令和４年度末における松戸、鎌ケ谷、浦安など、近隣市を含めた供給区域内の耐震化率は約97％と、

耐震化がほぼ完了した状況となっております。また、宅地内の引込み管につきましては、過去に敷設された亜鉛

メッキ鋼管などは耐震性に劣るため、ガス事業者でも取替えを推奨していると伺っておりますが、近年はポリエ

チレン管など耐震性が高いガス管の採用が進み、供給区域内の対策が必要な引込み管の割合は約５％とのことで

す。水道管と同様、ガス管も建物自体の耐震性が確保されていることなどが前提となり、優先順位を考慮する必

要があると考えますが、先進自治体の取組などを調査研究してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 どうもありがとうございました。理解いたしました。宅地内の水道管やガス管の更新につい

て、本来は市民が実施すべきものとされている分、改善、更新が遅れております。先ほど言いましたように個人

財産の範囲ですが、行政が関与しないとなかなか進みにくいというのが悩ましい問題だと私は思います。 



 独居、独り暮らしの高齢者の方など、築後50年以上の家屋にお住まいの方もたくさんおられます。老朽化した

水道管やガス管の更新に費用がかかり過ぎる場合もございます。便乗商法もございますので便乗商法に注意しな

がら、一般のパイプの継ぎ手を耐震継ぎ手に換えるというような簡単な更新とか、比較的安い金額になりますけ

れども、そういう更新、補強にも補助金が出るような制度づくりをお願いしたいと思っております。 

 次の質問に移らせていただきます。次は大項目２つ目、市川市コミュニティバスについてでございます。 

 (1)、これ、先ほどの先順位者への答弁とちょっと重複する部分もございますが、コミュニティバスの北東部

ルートと南部ルートの現状と導入に至った経緯についてお伺いいたします。 

 コミュニティバス運行の目的と、現状として、北東部ルートと南部ルートはどのようなルートを運行している

のか。また、導入に至った経緯――ダブって言っていますが――についてお伺いいたします。よろしくお願いい

たします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 コミュニティバスは公共交通の利用が不便な地域において、住宅地と公共施設、医療施設、商業施設、鉄道駅

等を結ぶなど、地域住民の移動手段を確保することを主な目的としております。本市では現在、北東部ルートと

南部ルートで本格運行を行っております。具体的なルートとしまして、北東部ルートは柏井町、南大野、宮久保

地区等の公共交通の利用が不便な地域の解消を目的に北総線松飛台駅から途中、ＪＲ船橋法典駅を経由し、大野

中央病院までのルートと保健医療福祉センターから途中、市川大野駅、大野中央病院を経由して現代産業科学館

までの２つのルートで構成しており、運行距離は合計で約25kmとなっております。 

 なお、このルートは先順位者の答弁で申し上げたとおり、昨年10月より実証実験とは異なり、現運行ルートの

中で地域の需要や利用者動向等を調査するための検証実験として運行を行っております。南部ルートも同様に、

田尻、末広、福栄、島尻地区等の公共交通の利用が不便な地域を解消するため、東京ベイ・浦安市川医療センタ

ーから、途中、東京メトロ東西線南行徳駅、行徳駅、妙典駅を経由して現代産業科学館までのルートとしてお

り、運行距離は約14kmとなっております。さらに、南部ルートでは利便性のさらなる向上と新たなニーズを調査

するため、本年２月より、このルートとは別に行徳ルートと南行徳ルートの２路線を検証実験として運行してお

ります。 

 次に、コミュニティバスを導入した経緯でございますが、平成14年頃に公共交通の利用が不便な地域の市民等

から、病院や公共施設等を結ぶコミュニティバスを導入してほしいとの要望が多く寄せられました。これを受

け、平成15年度には市職員で構成したコミュニティバス研究会を設置し、他市の分析、課題の整理等、導入への

可能性について検討してまいりました。平成16年度には市民アンケートを基に需要予測を行い、17年度には国と

交通管理者、道路管理者、バス協会、タクシー協会と市で構成する社会実験運行協議会を設置し、導入に係る実

施計画の作成を行いました。その後、平成17年10月からは北東部ルートと南部ルートを社会実験として運行を開

始し、平成22年度には市川市コミュニティバス運行指針に基づく実行委員会をルート別に設置し、本格運行へ移

行したものでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 詳細な御答弁ありがとうございます。よく理解いたしました。 

 次に、コミュニティバス運行の目的と北東部２ルートの運行距離約25km、南部ルートの運行距離約14kmを導入

した経緯についてよく理解いたしました。 

 次に、(2)市川市北西部への新たなコミュニティバスの導入についてお伺いいたします。 



 市川市北西部の国分地区の住民の方々から、北西部でコミュニティバスの導入を求める要望がございます。新

たなルートを導入する場合、どのような手順で進めればよいのか、具体的に伺います。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 コミュニティバスを導入する手順としましては、市川市コミュニティバス運行指針に基づき、まずは地域等の

市民10名以上で構成された市民団体が運行ルート等の計画を作成し、コミュニティバス導入検討申請書を市に提

出する必要がございます。この運行計画を、市が公共交通としての必要性や有効性を精査し、導入の検討を進め

るべきかどうかの判断をいたします。検討を進めるべきとした場合は要望者と国、バス事業者、交通管理者、道

路管理者で構成する実証実験協議会を設置し、協議会の中で既存の公共交通機関への影響やアンケートによる需

要予測の検証、運行経路の安全性等を検討し、実効性のある運行計画として作成していきます。その後は運行事

業者を決定し半年間の実証実験運行を行い、その結果を基に、採算率が30％以上となった際には本ルートの実行

委員会を設置して本格運行に移行することとなります。本市では、現在もコミュニティバスの導入検討申請があ

った場合には運行指針にのっとり、要望者とともに検討してきており、今後も同様と考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 ありがとうございます。コミュニティバスの導入手順については理解いたしました。北西部地

域では、令和３年９月までコミュニティバス北国分ルートというものが運行されておりました。採算率が悪かっ

たため運行を終了したと聞いていますが、どのような運行計画だったのか、運行ルートと運行時刻はどのように

設定されていたのかなど、また運行実績がどのような結果だったのか、具体的にお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 コミュニティバス北国分ルートは、令和元年10月から令和３年７月まで実証実験運行を行っておりました。運

行当初のルートは北国分駅から、途中、北国分公園、いなりざく公園等を経由する矢切駅までのルートで、運行

距離は約3.7kmとなります。運行は月曜日から金曜日までの平日で、１日当たりの本数は往復で10便、運行時刻

は９時台から16時台までとしていました。運行実績としましては、運行を開始した令和元年度の半年間は利用者

数が約1,200人で、１日当たりの平均利用者数は約10人、１便当たりに換算しますと１人でありました。また、

採算率は本格運行へ移行するための30％を大きく下回る約３％であり、利用者１人当たりの市の負担額は約

8,300円でありました。令和２年８月には、利用者の少ない状況を改善するため国府台６丁目の国際医療福祉大

学市川病院に直接バスが乗り入れできるよう、運行ルートを約800ｍ延長するとした運行計画の変更を行いまし

た。しかしながら、変更による改善は見られず、変更後から終了までの１年間の利用者数は約1,800人で、１日

当たりの平均利用者数は当初よりも２名減の約８人、１便当たりに換算すると0.8人でありました。また、採算

率は約2.5％となり、利用者１人当たりの市の負担額は約8,400円などという結果から運行終了となったものであ

ります。 

 この結果について、本市が委嘱している市川市公共交通調査専門員から意見を聴取したところ、当該路線は採

算の確保を前提とした公共交通による移動支援策では成り立たないものと考えられるとの見解もいただきまし

た。本ルートの実証実験運行に当たっては、期間を延長するなどして状況を見守ってまいりましたが、約３年間

を通してみても利用者が極端に少ないことなどから総合的な視点で捉え、運行終了はやむを得ないと判断したも

のでございます。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 先順位者への御答弁では採算率40％とおっしゃっていましたが、現在の御答弁では採算率30％

とおっしゃっていますが、どちらが正しいんでしょうか。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 採算率につきましては、実証実験運行から本格運行へ移行するときには30％以上、本

格運行を継続するときには２年間40％を下回らないという基準となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 理解いたしました。運行実績の結果についてはよく分かりました。現状運行しておりますコミ

ュニティバスにおいて、具体的に言いますと、北東部ルートのＡルートは、先ほどの御説明もありましたが、月

曜から土曜のダイヤにおいて朝６時45分スタート、北総鉄道松飛台駅発が５便、Ｂルート、保健医療福祉センタ

ー発が６時23分スタートで18便、また、南部ルートは東京ベイ・浦安市川医療センター６時30分スタートで26便

あるということでございます。 

 その一方で、実証実験運行が終了となった北国分ルートは９時台からの運行でした。遅過ぎる時間だと私は思

います。北総鉄道北国分駅、これは堀之内３丁目にございますが、９時15分スタートで１日５便、逆方向の矢切

駅に向かっては９時50分スタートの５便でございました。極めて遅い時間でした。先ほどおっしゃられましたよ

うに、10km足らずの短い運行距離。短い上に、始発も通勤客には遅過ぎる時刻でございました。 

 そこで、昼間だけではなくて朝晩の通勤、通学の時間帯に運行する計画にできないのかどうか、お伺いいたし

ます。 

○稲葉健二議長 岩井道路交通部長。 

○岩井忠良道路交通部長 お答えします。 

 コミュニティバス北国分ルートは、要望者が実施したアンケート結果から、病院や買物に行く際にバスを利用

したいとの回答が多く、その時間帯に合わせ、９時台から16時台までの運行になったものでございます。今後も

新たなルートを導入する際は要望者や沿道住民への意見を十分にヒアリングするなど、利用者のニーズを把握し

た上で運行計画等について協議してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 北国分ルートの概要、運行結果が芳しくないために運行を終了したことは理解いたしました。

先順位者への御答弁にもありましたが、市川市は本格運行に移行する採算率、これは先ほどの30％以上というこ

とでよろしいんですね――としていますが、県内の他市のコミュニティバスを調べてみますと、採算率、君津

市、令和３年度に18％、佐倉市が令和元年度22％、成田市が令和元年度21％となっております。本市は本格運行

に移行する基準である採算率が高過ぎるんじゃないでしょうか。 

 本市の北東部ルート、大野周辺でコミュニティバスを運行している京成バスは、自治体の協力、援助を基に、

近隣では八千代市、流山市、習志野市、都内では台東区、墨田区、荒川区で運行しております。そのような自治

体での成功例を参考にしながら、国分地区でのコミュニティバスの導入を要望者とともに検討していただきたい

と思います。 

 私は市川市北西部の国分地区の各自治会長の皆様に問い合わせるなどして、現在ルートや通勤、通学に利用し

やすい運行時刻、目的として複数の医療施設などを運行するルートを検討したいと思っております。コミュニテ

ィバス導入検討申請書を市に提出する際には、終了した北区分ルートで利用者が少なかった原因などを研究して



持続可能な交通とするために、要望者とともに運行計画の検討を進めていきたいと考えております。 

 次は最後の大項目、教育行政についてでございます。これは体罰等の事案が発生した場合における、その解決

に向けた学校及び教育委員会の対応についてでございます。 

 質問は、私の両親、兄、姉、弟も小学校の教員でございました。もう定年退職いたしましたけれども、そのた

め教育問題に関しては私も以前から非常に大きな関心を持っておりました。 

 そんな中で３月８日、３日前の毎日新聞の朝刊に、千葉版という面があるんですが、「発達障害の小５に傷害

容疑 市川の２教諭書類送検」という記事が掲載され、私、非常に驚きました。560字の短い記事なので読み上

げます。「発達障害がある市川市立小学校５年生だった男子児童に2022年１月、暴行してけがをさせたとして、

県警は傷害容疑で教諭２人を千葉地検に書類送検していたことが７日、捜査関係者への取材で判明した。書類送

検は今年２月13日付。捜査関係者などによると、書類送検容疑は22年１月14日、同校が校外学習のスキー教室の

ために訪れた新潟県で、教諭２人が男児にけがをさせたとしている。関係者によると、全員参加のスキー教室

で、児童と教諭の間で宿泊していた部屋の片付けをしていなかったことでトラブルとなった。靴置き場から部屋

に連れていこうとした教諭２人が抵抗する男児の腕をたたくなどし、男児は左肩や左上腕部を打撲のけがをした

という。男児は現在、中学生。保護者によると、自閉スペクトラム症と注意欠如多動性障害（ＡＤＨＤ）の発達

障害があるが『言葉で怒っても理解できる』といい、『（事件後）１人で小学校に通えなくなった。すぐに手が出

る人は教諭を辞めてほしい』と憤る。保護者によると、同小は23年３月、弁護士を通じて教諭の不適切な対応を

認め、謝罪したというが、市教育委員会は毎日新聞の取材に『（２人の）書類送検は把握している。生徒や保護

者、教職員のプライバシーの観点で何らかの結果が出るまでは情報を出すのは難しい』と話すにとどめた」と、

そういう記事でございます。この記事を見まして、私も驚きました。 

 この記事の内容は事実なのかどうなのかについてお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えします。 

 令和４年１月14日に発生いたしました市川市の教員による事案でございますが、新聞報道にありますとおり、

事実であります。また、この事案に対して教諭２人が書類送検されたことも認識しております。当該児童、保護

者をはじめ関係する皆様に御心配、御迷惑をおかけしたことにつきましては、誠に申し訳ございませんでした。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 御答弁ありがとうございます。理解いたしました。この記事の内容が事実であるならば、市教

育委員会はこの事件に対してどう対応したのかについてお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 教育委員会は令和４年１月14日に発生した事案につきまして、学校からの報告を受け

た後、学校への事実確認を行い、当該児童への継続した心のケアや保護者との解決に向けた丁寧な説明と対応に

ついて指導してまいりました。その後、報道内容のとおり、令和５年３月に弁護士を通じて学校が教諭の不適切

な対応を認め、謝罪をいたしました。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 理解いたしました。ありがとうございます。 

 教員についてでございますが、御答弁の中に、本件に関わった教員に何らかの指導や処分があったのかどう

か。それについてお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。 



○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。 

 今の御質問の件につきましては、こちらの継続にもなっておりますので、お答えすることはできません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 了解しました。分かりました。 

 次の質問は、児童や保護者から見れば、弁護士を利用しないと教育委員会に話が伝わりにくいという状況は非

常に悲しいことだと思います。何とか弁護士が仲介する前に和解することはできなかったのでしょうか。お伺い

いたします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 教育委員会といたしましては、学校へ当該事案について詳しい事実確認を行い、保護

者の方へ丁寧に説明を行うよう指示をし、教育委員会も複数にわたり保護者の方との面接及び聞き取りを行う予

定等を整えましたが、保護者側から直前のお断りなどもあり、保護者の方の疑念を解消するまでには至らず和解

までには至りませんでした。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 分かりました。 

 次の質問は、今回の発達障がい児童の傷害事件の新聞報道については、ヤフーなどのネットニュースの書き込

みに、特別支援学級から普通学級へ移すのを許可するなとか、専門知識があまりない教諭にそのような児童を担

当させるなとか、そういった意見が100以上書き込まれています。 

 2022年、国連は日本に対して、そういう発達障がいの児童などに関して、障がいのある子どもとない子どもを

分離する教育をやめるよう勧告し、全ての子どもが共に学ぶインクルーシブ教育を進める必要があると指摘して

おります。国連からの指摘の背景には、通常学級に通いたい子どもが特別支援学級や特別支援学校に通わざるを

得ず、ほかの子どもたちと分離されてしまうという現状があるからです。 

 今回の事件に関して、このインクルーシブ教育に対する本市の認識と今後の対応についてお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 学校教育において、どんな理由があっても、教員が児童生徒に対して暴言や力で押さ

えつけるなどの行為を行うことはあってはならない行為であると認識しております。本市では、平成24年４月に

市川市特別支援教育推進計画を策定し、推進計画に基づいて教育活動を進めており、令和４年４月からは第３期

計画となります。全ての園、学校、学級で、全ての子どもたちを対象に全ての教職員がその担い手としてインク

ルーシブ教育システムを構築するための取組を進めております。教育委員会といたしましては、引き続き全ての

教職員に対しインクルーシブ教育システムに関する理解促進、また通常の学級、通級による指導、特別支援学

級、特別支援学校と、連続性のある多様な学びの場において適切な指導及び支援をするための実践力向上研修会

を実施するなど、今後も児童生徒一人一人を大切にしたインクルーシブ教育の推進に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 門田議員。 

○門田直人議員 答弁ありがとうございました。 

 最後に、本市でも教員不足のために、全ての小学校に専門知識のある方をつけるのはなかなか難しいかもしれ

ません。先順位者の御答弁でも、教員が不足しているというお話がございました。 



 文部科学省はインクルーシブ教育というのを現場に指示しています。しっかり専門知識のある方が全ての学校

で対応できるようになることを私は願ってやみません。今回の事件につきまして、しっかり目配りできる大人の

サポート、学校全体の細かな配慮があるともう少し違う結果になったのかと私は残念に思っております。本市が

インクルーシブ教育を推進するのであれば、普通学級の体制をもう少し特別支援学級レベルに近づけることが前

提になるのかもしれませんと私は考えております。今後は教員の方々の力量アップのために、また新任の教諭に

はさらなる適正な指導をお願いしまして、私の一般質問を終わりにいたします。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 この際、暫時休憩いたします。 

午後２時54分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後３時25分開議 

○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１一般質問を継続いたします。 

 増田好秀議員。 

○増田好秀議員 無所属の会、増田好秀です。一般質問を行います。 

 自殺対策について。 

 まず、いのち支えるいちかわ自殺対策計画（第３次）（案）について、パブリックコメントの結果、意義、認

識について伺います。よろしくお願いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 このパブリックコメントは、自殺対策を広く社会の問題として捉えるために市民に計画の存在を周知し、意見

の募集を行うことを目的として実施しているものでございます。いのち支えるいちかわ自殺対策計画（第３次）

（案）のパブリックコメントは、公式ウェブサイトにて令和５年12月18日から令和６年１月17日までの31日間実

施し、アクセス件数は205件でございました。提出された意見は１件あり、今後の計画策定の参考といたしま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 再質問です。パブリックコメントの意見の内容を伺います。よろしくお願いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 寄せられた御意見は、こころの健康相談について24時間対応にすること、病気になる前の相談先を増やすこ

と、周知を図ることといった小さなサインを見逃さないような施策に力を入れてほしいというものでございまし

た。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 答弁を補足させていただくと、周知を図るの内容は、お手洗い等の目につく場所に掲示を行

い、周知を図ってほしいというものだと伺っております。 

 それを踏まえて御意見３点とも大切な視点ですので、答弁でもありましたが、計画策定、また今後の事業実施

に当たり参考にするようお願いします。 



 次に移ります。今後、どのようにパブリックコメントを実施していくのか伺います。よろしくお願いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 今後の計画策定におきましても、市民から意見をいただく貴重な機会であるパブリックコメントを実施してい

く予定でございます。 

 また、今回計画策定するに当たり、無作為抽出により選出された市民2,000人の方にアンケート用紙を送付

し、本市の自殺対策に関する意見をいただいております。アンケート用紙を郵送する際には、市作成の自殺相談

窓口一覧を同封しており、このような相談窓口があることを初めて知ったといった御意見も頂戴しておりますの

で、自殺対策事業の周知の機会にもなっていると捉えております。今後も市民アンケートを行い、その回答結果

を計画に反映した上でパブリックコメントを実施してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 分かりました。 

 再質問です。自殺対策計画案のパブリックコメント実施の際、関係機関等への連絡、意見聴取を行っている

か、確認のため伺います。お願いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 計画を策定するに当たり、パブリックコメントの実施前及び実施後に外部の委員で構成されている自殺対策関

係機関連絡会と、市職員で構成されている自殺対策庁内連絡会で計画の素案についてそれぞれ意見を伺っており

ます。いずれの連絡会でも、計画の策定過程において各委員から意見をいただき、計画案に反映させておりま

す。パブリックコメント実施後には、各連絡会でパブリックコメントの結果を共有し、改めて各委員の意見をい

ただき、計画案に反映させております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 分かりました。少し前後しますが、質問の意図も含めて共有させていただきます。 

 市も当然把握していると思いますが、第３次計画案で興味深い点の一つは、第３次計画案の２章、８、９、10

ページ、基本施策と重点施策の評価項目31項目のうち、唯一、市の自殺対策に関する認知度が8.4％で、目標値

の10％に未達だった点です。 

 その上で第３次計画案72ページでは、市の自殺対策に関する認知度の2028年目標値を25％に設定しています。

目標達成のためには、答弁いただいていますが、パブリックコメントを市民への周知と捉える視点が大切です

し、それにより相談窓口を初めて認知したという市民を一人でも増やしていくことが肝要です。 

 また、関係機関への連絡は、連絡会を通して各委員へ行っているという答弁であり、現状十分な対応に聞こえ

ます。でも、その上で2028年認知度の目標値25％達成のためには、パブリックコメントの実施意義一つとって

も、より解像度を高くして取り込んでいく必要があります。 

 例えば市民アンケート2,000人は統計学的に有意なデータ数としては正しいと思いますが、答弁のとおり、自

殺対策事業の周知機会と本当に捉えているのであれば数としては少ないです。例えば現状答弁いただいたものだ

と、連絡会を通して関係機関の委員から意見をいただいて第３次計画案をブラッシュアップしているのだと思い

ます。でも、パブリックコメントを市民への周知と考える意義を改めて関係機関と強く共有して、それぞれの機

関の力を借りて巻き込むことにより、委員だけでなく、その先の方たちの力も借りることにより、より市民への



周知が、パブリックコメントの意義が増すのではないかと考えます。 

 ２点共有させていただきましたが、2028年時には、より先鋭化した形でパブリックコメントの実施を行えるよ

う、取組をよろしくお願いします。 

 次に移ります。親の自殺により残された子どもへの支援について、まず現状について伺います。よろしくお願

いします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 保護者のない児童や、その養育を支援する必要がある子どもへの支援につきましては、親の自殺であるかどう

かの理由を問わず、18歳までの子どもと子育てに関する総合相談窓口である子ども家庭総合支援拠点で実施して

おります。同拠点で相談を受けた後は子どもや家族、関係機関からの情報を整理し、家庭訪問や電話などで助言

や見守りを行ったり、必要に応じて関係機関と連携したりするなどしております。具体的には、家庭の経済問題

については福祉の相談やサービスにつながるよう調整したり、生活の問題についてはファミリーサポートセンタ

ーや家事、育児支援をするヘルパー派遣などの子育て支援サービスの活用により支援を進めております。また、

保護者がなく一時保護が必要な児童の場合は、児童相談所へ対応を依頼することもございます。加えて精神面で

の支援として、子どもに学校や保育園などの所属がある場合には担任の保育士や先生などの身近な大人が子ども

の気持ちに寄り添い、見守ることができるよう、情報共有などの調整も行っております。特に子どもが精神的に

不安定なときには医療機関の受診やスクールカウンセラーへの相談など、専門的なケアにもつなげております。

こうした子どもと家庭への支援は保護者の自殺の場合も同様で、これまでも残された家族、子どもが所属する保

育園や小中学校などから子ども家庭総合支援拠点に連絡が入り、遺児となった子どもの支援をした経緯もござい

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 分かりました。 

 次に移ります。今後どのような支援を行っていくのか伺います。よろしくお願いします。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 現在、子ども家庭総合支援拠点で行っている相談支援は、次年度からは妊産婦や乳幼児の健康増進を図る母子

保健事業と統合し、こども家庭センターとして包括的に対応いたします。今後も理由が親の自殺であるかどうか

を問わず、全ての子どもと子育て家庭に必要な支援を漏れなく切れ目なく提供できるよう取り組んでまいりま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 分かりました。現状十分対応されているのだと思います。 

 反面、親の自殺という情報はセンシティブな話であり、大半を把握できていないのだろうなというのが答弁か

ら透けて見えます。把握のためには、前回質問させていただいたとおり、ＩＣＴ活用での情報収集、例えばＲＡ

ＭＰＳであったり、親の自殺の相談のしやすさという点のみにおいては自殺危機対応チームの存在がやっぱり必

要なのだと感じます。 

 その上で、2028年の次期計画には７章「生きるを支える関連事業一覧」の事業名もしくは事業概要に、親の自

殺により残された子どもへの支援が掲載されるような形で今後取り組んでいっていただきたいです。よろしくお



願いします。 

 次に移ります。国の令和６年度予算案をベースとした自殺対策について、まず市の認識について伺います。よ

ろしくお願いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 令和６年度の厚生労働省予算は、自殺総合対策の推進として、令和５年度予算より18億円増額された55億円と

なっております。予算増額の主な理由といたしましては、令和４年10月に閣議決定された新たな自殺総合対策大

綱やこどもの自殺対策緊急強化プランを踏まえたものであり、子どもや若者への対策を含め、地域の実情に応じ

た自殺対策の取組を支援するものであります。また、厚生労働省だけでなく、こども家庭庁や文部科学省などの

関係庁省も自殺対策の予算要求を行っていることから、本市におきましても、自殺対策には総合的な取組が必要

であると認識しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 分かりました。 

 次に移ります。いただいた答弁を踏まえ、今後について伺います。よろしくお願いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 厚生労働省が予算要求し、拡大した事業は国や県が中心として行われていくものと認識しております。今後の

国や県の取組を注視し、本市の取組に生かせるよう関係各課と情報共有してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 市の認識は分かりました。答弁いただいたとおり、例えば１か月半程度前の１月22日のこども

家庭庁による第６回こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議の議事内容を見ても、予算ではっきりしている

もの、見えてきているものが分かります。 

 その上で、例年どおり、まだ予算要求の段階ですので、私の勇み足なのは十分認識しております。それでも、

このタイミングで市の事業として動ける際は迅速に対応できるよう、引き続き準備をお願いします。 

 次に移ります。相談窓口等の周知について、まず現状について伺います。よろしくお願いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 市は、こころの健康相談窓口などが掲載されたリーフレット等を年代や個々の状況に合わせて作成し、配付し

ております。その配付物といたしましては、各市民課窓口で転入手続をされた市民に配付している市川市民のテ

レホンガイドや、小学校５年生から中学校３年生の児童生徒に配付している若者のための相談ガイド、保健師が

乳児のいる家庭に訪問した際、配付している相談カード、そして保健師が市内の公民館などで市民と接する際に

配付をしているこころの健康相談、こころの体温計のチラシなどがございます。これらの配付物は市公式ウェブ

サイトでの周知を行っているほか、ＳＮＳでも発信し、相談窓口の周知に努めております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 分かりました。 

 次に移ります。今後どのように行っていくのか伺います。よろしくお願いします。 



○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 今回の自殺対策計画案の策定に当たり実施いたしました市民アンケートでは、相談場所が分からないという回

答もありましたことから、今後は相談を必要とする市民の方が容易に相談窓口の存在を知ることができるよう、

関係機関の協力を得てチラシやポスターの掲示、相談を希望される方への声かけなど、周知の拡大に努めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 分かりました。令和４年10月に閣議決定された自殺総合対策大綱を見ると、「子ども・若者の

自殺対策を更に推進する」の項目で「タブレット端末の活用等による自殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報

の発信を推進」とあります。この観点から２点、再質問です。 

 １点目、市はどのような周知活動を行っているか。 

 ２点目、ターゲティング広告を行う考えはないか伺います。よろしくお願いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 現在、本市の相談窓口を伝えるＳＮＳ発信としては、ＬＩＮＥ、Ｘ、フェイスブックを活用しておりますが、

ターゲットを絞り込まず、誰もが市から発信された情報を広く受け取ることができる発信方法となっておりま

す。ＳＮＳを発信するに当たっては、９月の自殺対策週間や３月の自殺対策月間のほかにゴールデンウイークや

年末年始などの休みが続くときや新学期が始まる前など、憂鬱な気持ちになりやすい時期に相談窓口等の情報を

発信しております。ターゲティング広告につきましては、千葉県などが自殺を防止するための検索連動型広告と

して活用しておりますことから、今後、このような先行事例について調査を行うなど、工夫を凝らした情報発信

に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 ターゲティング広告について調査を行うなど、工夫を凝らした情報発信に努めるということで

すので進めていただきたいのですが、少し前後しますが、ターゲティング広告の有用性について改めて共有させ

ていただきます。 

 市川市が行っている周知方法は答弁いただいたものだけでも多岐にわたります。年代や個々の状況に合わせて

作成したリーフレット等の配付は市川市民のテレホンガイド、若者のための相談ガイド、相談カード、こころの

健康相談、こころの体温計のチラシ、それぞれウェブでも周知を行っています。そして、ＳＮＳはＬＩＮＥ、

Ｘ、フェイスブックを用いて、自殺危機の高いタイミングでプッシュ型の情報発信を行っている。 

 しかし、それでも足りません。残念なことに、事実、市民の方の相談を受けている中で、必要な方のもとに情

報が届いていないことを痛感することが多々あります。一般的に困難な状況に追い込まれたときは、検索エンジ

ン経由等で市川市の既存の媒体から情報を自ら取りにいくのだと思いますし、それを想定して市は周知活動を行

っているのだと思います。 

 反面、困難な状況に追い込まれたときでさえも、情報を自ら取りに行かないという方たちが一定数存在してい

ます。そんな方たちでも、新聞やテレビは見なくてもユーチューブやフェイスブック、インスタグラムは見てお

り、特にユーチューブは幼い子どもから中高年まで多くの方々が見ています。そこで、例えばユーチューブの動

画を見ようとしている方々に市川市の窓口情報を自然な形で届けることができるターゲティング広告を利用すれ



ば、一例として、2017年から2021年のクロス集計で自殺者の割合がトップの区分の特徴の方たちに、さらに解像

度の高い形で情報を届けることができます。市川市に住む40代から50代の女性、世帯年収は300万円まで、独

身、平日の夜23時から深夜１時の時間帯に、パソコンではなくスマホで動画を見ている方にのみ情報を発信する

というように、条件を細かく設定して相談窓口等を自然に届けることが簡単にできます。同じことがフェイスブ

ックやインスタグラム等でも簡単に行えます。効果の高いターゲティング広告の運用、まずは調査からでも十分

ですので、導入検討をお願いします。 

 次に移ります。市川市自殺対策庁内連絡会について。 

 まず、現在の会長と会長の役割と意義について確認させていただきます。よろしくお願いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 市川市自殺対策庁内連絡会の会長は保健部次長が務めております。この庁内連絡会は、自殺対策に関する情報

を９つの関係部署で共有し、施策の庁内調整を図りながら本市の自殺対策を推進することを目的として設置して

いるものでございます。本連絡会の会長を次長職としていることにより、部をまたいだ連絡や調整を円滑に進め

ることが可能となり、市の自殺対策を組織横断的に推進できるものでございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 分かりました。 

 次に移ります。今後について、令和５年６月に厚生労働省から出された「『地域自殺対策計画』策定・見直し

の手引き」を見ると、「意思決定の体制をつくる」の項目で行政トップが責任者となることが明記されていま

す。これを受けて体制を変える意思がないのか伺います。よろしくお願いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 次長が会長を務めている自殺対策庁内連絡会は、事前に各専門家や庁内の担当各課から意見を聴取するもので

あり、その意見を集約し、市長が最終決裁者となって計画を策定しております。このことから、厚生労働省の

「『地域自殺対策計画』策定・見直しの手引き」にあります行政トップが責任者になるという記載から外れるも

のではないと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 ２点再質問です。 

 １点目、庁内連絡会の会長が保健部次長である効果を伺います。 

 ２点目、庁内連絡会の会長が副市長から保健部次長に替わったタイミングは、2018年の市長選挙が再選挙にな

り、空位になった市長職を２人いた副市長の１人が務めるようになってからだと記憶しています。そして、前村

越市長がその体制を継承して今の形になっていますが、その前村越市長の体制を田中市長体制になっても継続さ

せる方針ということで間違いありませんか。刷新する意思はありませんか。改めて伺います。お願いします。 

○稲葉健二議長 川島保健部長。 

○川島俊介保健部長 お答えします。 

 自殺の原因は１つではなく多岐にわたることが多いため、素早い対応をしていくためにも実務者レベルで情報

を共有し、対策を検討していくことが何より重要でございます。このことから、関係各課と実務者レベルで実効

性のある連携を図っていくことができる次長職を充て、市全体で自殺対策を総合的に進めていく必要があるもの



と考えております。 

 今年度におきましては、次長職を充てている効果としまして、窓口対応職員が多く在籍する課での職員向けゲ

ートキーパー研修の企画及び実施、女性の健康やＤＶ相談などに係る協議など、部を超えた連携がしやすくなっ

ているものと考えております。現体制によりまして関係部署との連携が図れておりますことからも、今後も会長

職には保健部次長職を充ててまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 増田議員。 

○増田好秀議員 分かりました。１点のみ。近隣市も含めて、他市で自殺対策の会議機関のトップを行政トップ

が務める事例は今後増えると予想しています。また、行政トップが参加する都道府県市町村単位での自殺対策の

会合も今後定期的に行われると思います。後追いでも構いませんので、今後、必要に応じて市長が庁内連絡会の

会長になることも想定しておくようお願いします。 

 今回はここまでにしておきます。今回のやり取りが少しでも市川市の役に立てばと思います。 

 以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時49分散会 
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令和６年２月市川市議会定例会議事日程（第 10 号） 

令和６年３月 12 日（火曜日）午前 10 時開議 

 

第１ 一般質問  越川雅史議員、にしむた 勲議員、石原よしのり議員 

第２ 議案第87号 教育長の任命について 

第３ 発議第18号 地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー（循環経済）の一層の推進を求める意見書の提

出について 

第４ 発議第19号 若者のオーバードーズ（薬物の過剰摂取）防止対策の強化を求める意見書の提出について 

第５ 発議第20号 核兵器の廃絶、生命の尊厳、恒久平和の確立を求める意見書の提出について 

第６ 発議第21号 被災者生活再建支援法における支援額及び支援対象の拡充を求める意見書の提出について 

第７ 発議第22号 志賀原発と柏崎刈羽原発の廃炉を求める意見書の提出について 

第８ 委員会の閉会中継続審査の件 

第９ 委員会の閉会中継続調査の件 

――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 一般質問 

日程第２ 議案第87号 教育長の任命について 

日程第３ 発議第18号 地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー（循環経済）の一層の推進を求める意見書

の提出について 

日程第４ 発議第19号 若者のオーバードーズ（薬物の過剰摂取）防止対策の強化を求める意見書の提出につい

て 

日程第５ 発議第20号 核兵器の廃絶、生命の尊厳、恒久平和の確立を求める意見書の提出について 

日程第６ 発議第21号 被災者生活再建支援法における支援額及び支援対象の拡充を求める意見書の提出につい

て 

日程第７ 発議第22号 志賀原発と柏崎刈羽原発の廃炉を求める意見書の提出について 

日程第８ 委員会の閉会中継続審査の件 

日程第９ 委員会の閉会中継続調査の件 

――――――――――――――――――――――――― 
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会    議 

午前10時２分開議 

○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 この際、石原みさ子議員から発言の申出がありますので、これを許可いたします。 

 石原みさ子議員。 

○石原みさ子議員 貴重な時間をお借りいたしまして申し訳ございません。発言の訂正及び取消しをお願いいた

します。 

 ２月26日の私の代表質問における生活介護事業所への支援に関する発言中、加配看護師への補助について、

「１人目には何も出ていません」と発言いたしましたが、正しくは「１人目には上乗せ分としては何も出ていま

せん」でありますので、訂正をお願いいたします。 

 続いて、発言の取消しについてです。同じく２月26日の私の代表質問における生活介護事業所への支援に関す

る発言中、「■■■■■■■■■■■■」と発言した部分及び「■■■■■■」から「■■■」と発言した部分

につきましては、誤解を生じさせる不適切な表現でありましたので、これらの部分を取り消したいと思います。 

 議長におかれましては、お取り計らいのほど、よろしくお願いいたします。 

○稲葉健二議長 まず、発言の訂正について、ただいまの申出のとおり発言の訂正を許可いたします。 

 続いて、発言の取消しについてお諮りいたします。 

 まず、「■■■■■■■■■■■■」と発言された部分について、ただいまの申出のとおり、発言の取消しを

許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よってただいまの申出のとおり、発言の取消しを許可することに決定

いたしました。 

 次に、「■■■■■■」から「■■■」と発言された部分について、ただいまの申出のとおり、発言の取消し

を許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よってただいまの申出のとおり、発言の取消しを許可することに決定

いたしました。 

 この際、石原みさ子議員に申し上げます。議場における発言は、慎重を期し行うことは言うまでもないところ

であります。今後の発言に当たっては慎重にされ、誤解を生じさせることのないようお願いいたします。 

 次に移ります。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第１一般質問を行います。 

 順次発言を許可いたします。 

 越川雅史議員。 

○越川雅史議員 無所属の会の越川雅史でございます。通告に基づきまして一般質問を行います。 

 なお、質問順序の入替えがございまして、３項目め、前市政との違い、好まざる市役所の慣習と、あと４項目

め、ハラスメントの撲滅、これを順番を入れ替えて進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最初、ふるさと納税について。 

 御承知のとおり、本市では流出額、住民税控除額のほうが分かりやすい方もいるかもしれませんが、これが流



入額、受入額を大幅に上回る状況が続いており、収支の改善を図ることが積年の課題となっております。この理

由は多々あるかと思いますが、本市固有の事情としては、前市政において高級公用車テスラや市長室のガラス張

りのシャワーなど税金の無駄遣いが行われ、市民の間に、市川市に納税して無駄遣いされるぐらいなら、いっそ

よそへ寄附しちゃおうといった運動が旧ツイッター上などにおいて展開されたことも大きな要因かと感じており

ます。 

 実際に前市長就任前は流出額、すなわち住民税控除額と流入額、受入額との差は数億円程度に収まっていまし

たが、テスラ事件が発生した直後には一気に13億円超にまで増加し、ガラス張りシャワー事件が発覚した翌年に

は21億円超まで急増、その後も増加の一途をたどっております。当時において村越前市長を擁護していた前議員

らは、テスラのリース料は１台当たり1,500万円なんだから大した問題じゃないとか、シャワールームの設置費

用は360万円なんだから、そのぐらいいいじゃないかなどと主張していたようですし、さきの市長選挙の投票日

前日には市川駅北口に集結し、あのすさまじい豪雨の中、代わる代わるマイクを握り、池上彰の番組では評価が

高かったなどと、村越市政の継続を訴えていたと伺っておりますが、私から言わせれば、リース料や設置費用と

いった直接的な費用のみならず、ふるさと納税の流出額を数億円単位で激増させた大きな要因をつくり出したわ

けですから、前市長とそれを支持してきた前議員らの責任は極めて重いと、改めて糾弾する必要があるかと思い

ます。 

 いずれにしましても、田中新市政は、そんなマイナスからと言ってもよい、いわば苛酷な状況からのスタート

を余儀なくされており、もちろん本市もこの２年間、様々な努力を重ねてきていることは承知しておりますが、

残念ながら、いまだ抜本的な改善には至っていないというのが実情かと思われます。そこで私としては、単にふ

るさと納税の流出額が多いなどと批判するのではなく、その改善策も一緒に考えたく今回の通告に至りましたの

で、御紹介します。 

 本市には、市内に多数の私立学校を擁しております。本市が文教都市との評価を受けている理由は多々あるか

と思いますが、東京都下でもなければ県庁所在地でもない一般市において、これだけ多くの私立学校が所在して

いることは全国的にも珍しい、本市が紛れもない文教都市であることを証左するユニークな特徴の１つと言える

かと思います。 

 そして、この特性を踏まえ、市外在住の各校の卒業生や在校生の保護者らを念頭に、ふるさと納税を通じて各

校に対し財政支援を呼びかける制度を構築してみてはいかがでしょうかというのが私からの提案です。市外在住

の各校の卒業生や在校生の保護者らがふるさと納税を通じて各校に財政支援することにより、各学校は設備の整

備や改良、その他魅力アップのための資金を得ることができます。ふるさと納税制度の仕組みを正しく周知する

ことができれば、どうせどこかに納税するのであれば、せっかくだったら母校に寄附しよう、どうせだったら我

が子が通う学校に寄附しようと思う人が出てくるのは間違いないことかと思います。 

 そして、本市は特段の返礼品を用意する必要はありませんし、それどころか事務手数料等を徴収することによ

り流入額、受入額を増やすことができます。その結果、仕組みを構築するだけで、その後も費用をほとんどかけ

ることなく、一定程度の収支の改善につながる効果が期待できるというものです。情報システムなどと違って運

用、保守費用もかからず、コストなどほぼないに等しいわけですから、やらない手はないのだと私は考えます

が、本市の御見解を伺います。 

○稲葉健二議長 小川企画部長。 

○小川広行企画部長 お答えします。 

 私立学校に対する支援につきましては、東京都港区や中央区をはじめ千葉市、神戸市などにおいて、ふるさと

納税制度を活用し、寄附者自身が特定の私立学校を指定することで寄附できる仕組みを取り入れ始めておりま



す。そのうち、東京都港区では港区版ふるさと納税制度団体応援補助金といたしまして、21の学校法人を寄附金

の指定先候補として認定し、ふるさと納税により寄附していただいた額の７割を寄附者の指定する学校法人に補

助金として交付しております。 

 なお、残りの３割は手数料相当額として港区の歳入に収納しており、返礼品は送付しておりません。この制度

につきましては、寄附者、私立学校、自治体の３者にそれぞれメリットがあるものと考えております。 

 まず、寄附者のメリットといたしましては、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税や個人住民

税から原則として全額控除されるため、実質的に2,000円の負担で自分の選んだ学校を応援することができるも

のでございます。例えば10万円の寄附を行った場合、東京都港区の例では、寄附者は2,000円の自己負担だけ

で、自分の選んだ学校に対し７万円の支援を行うことができます。 

 次に、私立学校にとりましては、寄附金を活用した教育環境の充実、公益に資する事業や活動、例えばリカレ

ント教育のための市民講座への講師派遣や環境美化活動、学生のボランティア活動、市との協働による授業の開

催など、地域との連携をさらに深めるとともに、教育や研究成果を地域へ還元することで社会的な価値の向上に

つながることができるなどのメリットが考えられます。 

 最後に自治体のメリットといたしましては、寄附金の一部が市の歳入として収納されることで財源確保の一助

となるほか、私立学校が寄附金を活用して地域の課題解決や市民への還元、本市の魅力創出に取り組むことで地

域とのつながりが深まり、将来地域を支える人材育成にもつなげていること。また、卒業後、本市に居住されな

い場合でも、母校への寄附を通じて思い出の地である本市のサポーターとしてまちづくりへ協力していただくこ

と、そういったきっかけにもなることから、広がりのある関係づくりが期待されるところでございます。 

 今後、実施に当たりましては、寄附金の交付対象とする活動の基準や補助金交付を判断するための実績報告に

対する評価方法などの制度設計が重要となってまいります。市内の各私立学校に対しまして丁寧な説明を行い、

制度を御理解していただいた上で参画の意向を確認する必要もあることから、他自治体の取組を参考に検討を進

めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 越川議員。 

○越川雅史議員 御答弁にもありましたとおり、実質的に2,000円の負担で自分の選んだ学校を応援することが

できるというふるさと納税制度の特徴、仕組みを正しく周知できるかどうか、ここが最大のポイントかと思われ

ます。ある学校法人は、既にこのふるさと納税制度を活用して約3,000万円の寄附が集まったようです。学校運

営の強力な援護射撃になっているものと推察されます。また、別の学校法人は、こちらは大学も高校も野球が日

本一という特徴があり、プロ野球選手も出身大学別ではトップクラスの輩出人数を誇っていて、読売ジャイアン

ツの監督も複数名輩出していることから、別名野球日本一の学校法人との異名も取っているようですが、こちら

も1,000万円弱の寄附が集まったようです。 

 制度の周知、これがどんどん進んでいきますと、さらなる資金が両法人に集まることになるというのは必然か

と思われますし、その分だけ、窓口になった自治体にも当然恩恵はあるということです。今はまだ数が少ないの

ですが、これが数年たって同様の制度を導入する自治体が増えてしまえば、それに伴って、本市に寄附されたか

もしれない原資が多くの寄附先に分散してしまうということもあろうかと思います。兄弟が３人いて、和洋学園

にお子さんが通っていて、ほかではふるさと納税できないけど、和洋にならできる。じゃ、全額和洋に行こうと

思っていたら、市川市が悠長に構えている間にほかも始まってしまえば３分の１になってしまうかもしれない、

遅れたら逆に取られてしまうかもしれない。この点を指摘しまして、早く始めて、今のうちにいっぱい集められ

るような工夫をするにこしたことはありません。新年度中に実施できるよう、速やかな対応に期待をして次に進



みます。 

 ２項目めは医療的ケア児についてです。 

 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が令和３年９月から施行されており、学校教育において

は、医療的ケア児が医療的ケア児でない児童生徒とともに教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ、適切に教

育に関わる支援が行われることが求められていることを教育委員会の方々に説くことは釈迦に説法かと思いま

す。しかし、本市の現状に目を向ければ、児童生徒が須和田の丘支援学校や、例えば妙典小学校の特別支援学級

に通学するための支援は、県がこのたび令和６年度予算案において示した通学支援制度と比較して必ずしも十分

とは言えません。保護者が自家用車を所有していない場合や運転免許証を保有していない場合、あるいは免許は

持っていても運転に不安がある場合、通学支援が不十分であるがゆえに通学そのものを断念したり、やむにやま

れず近隣都県への引っ越しを決断する御家庭もあると伺っておりますが、こうした状況を看過してよいのでしょ

うか。 

 また、学校給食についても、教育行政運営方針では学校給食を生きた教材として活用した食育と位置づけると

ともに、きめ細かな指導を行い、子どもの状況に合った適切な教育機会の提供を図る旨うたっているにもかかわ

らず、例えば須和田の丘支援学校稲越校舎では、これは小学部になりますが、子どもの状況に合ったきめ細やか

な配慮はなく、通常学級の児童と全く同じメニューが提供されております。 

 したがって、摂食指導についても、本来であれば発育段階に応じた献立が提案され、これに基づいた摂食指導

が学校主体で行われるべきところ、通常学級の児童と全く同じメニューが提供されているばかりか、保護者が都

度刻み方などを詳細に申告して何とか食べられるようにするか、あるいは刻むにも限界があり、食べられない場

合などには保護者が代替品を用意するなどといった対応が求められていることから、親任せの対応になっている

との声が上がるのもうなずけます。 

 本市には文教都市としての特徴は幾つかあるかと思いますが、須和田の丘支援学校の創立に象徴されるよう

に、他の自治体に先駆けて支援教育に力を入れてきたという、れっきとした歴史もあるわけですから、本来であ

れば、私からこのような指摘を受ける前に自ら先進的な対応をしていただきたかったと苦言を呈し、奮起を促す

次第です。 

 そこで、教育委員会は特別支援学校、あるいは学級への通学支援と学校給食の現状をどのように評価されてい

るのか御見解を伺います。併せて課題を認識しているのであれば、今後どのように改善を図るのか御説明を求め

ます。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 初めに、本市の特別支援学校等への通学支援の現状及び課題についてお答えいたしま

す。 

 本市に住む児童生徒が須和田の丘支援学校に通う場合、近い場合は徒歩で通学することもありますが、それ以

外の場合、市で運行しているスクールバスで通学することとなります。スクールバスには児童生徒しか乗車でき

ませんので、保護者の付添いなどが必要な場合は電車や路線バスなど、公共交通機関の利用や保護者による自家

用車での通学となります。公共交通機関や保護者による自家用車での通学に当たっては、特別支援学級に通学す

る場合も含め交通費やガソリン代が支給され、一定の経済的負担軽減が図られるものの、保護者にとっては大き

な負担となっていると考えております。加えて保護者が自家用車を所有していない場合や運転免許証を有してい

ない場合、タクシーによる通学の必要性が認められた場合には例外的に補助が認められるものの、特別支援学級

の場合はタクシーの利用を補助対象と認めた例はなく、移動手段が確保できないことを理由に希望する学校への

通学を諦めることも考えられます。 



 千葉県において、令和６年度から通学に係る保護者の負担軽減に向けて、県立特別支援学校の一部モデル校に

て在籍するスクールバスへの乗車が困難な医療的ケア児について、県の負担により、保護者の代わりに看護師等

が福祉タクシー等に乗車して送迎を行う通学支援体制が新たにスタートいたします。しかしながら、千葉県にお

いて保護者の負担軽減体制が一歩進んだものの、本市の須和田の丘支援学校や特別支援学級に対する通学支援は

現状のままとなります。今後は本市に住む保護者の負担を軽減するため、千葉県のモデル事業の実施状況も注視

しながら、須和田の丘支援学校に通学する場合に千葉県同様の支援が実施できないか、関係部署と協議しながら

検討してまいります。また、特別支援学級に通学する際のタクシー利用に対する補助につきましては、要件を整

理しながら認めていくなど、本市でできる通学支援を具体的なケースを基に検討してまいります。 

 続きまして、本市の特別支援学校等の学校給食の現状についてお答えいたします。 

 まず、現状についてです。特別支援学校や特別支援学級では通常学級と同じ献立を提供しておりますが、一人

一人の発達段階に合わせ、滑りにくく、すくいやすい自助食器の使用や、かむ力に合わせて食べやすい大きさに

カットするといった対応を行っております。特別支援学校等に通う児童生徒にとっての給食は、そしゃくや嚥下

などの食べる機能の発達を促すだけでなく、給食を通してコミュニケーション能力を身につけ、情緒面などの心

身の調和的発達の成長においても重要な時間であり、食育の一つでもあります。正しい摂食行動の習慣や拒食、

偏食の克服など、児童生徒一人一人課題が異なるため、個に応じた指導や配慮が必要です。 

 児童生徒が入学や転入するときには、学校は事前に管理職や担当教諭等が保護者と面談を行い、児童生徒の食

べる機能や家庭での食事の様子について伺うとともに、学校での支援の方向について、互いに確認した上で給食

指導を行っております。また、発達段階に応じて味や食感に慣れさせたり、口の閉じ方等を確認しながら少しず

つ食べさせたりするといった摂食指導を繰り返し、自分で食べられるように支援しております。しかしながら、

適切な給食指導を行うために、事前に適切な献立を個別に用意するなどの対応につきましては十分でないことか

ら、保護者に負担をかけていることも認識しております。 

 つきましては、今後の取組の一つとして、そしゃくに課題がある児童生徒には舌と上顎を使って押し潰せるよ

うに、給食室でさらに手を加えた給食の提供を考えております。また、学校給食を活用した食育の推進に向け

て、令和６年４月から特別支援学校における支援食対応ガイドラインを運用し、学校から保護者に発達段階に適

した献立を提案するなど、保護者の負担軽減に向けた取組を進めてまいります。今後も特別支援学校等に通う児

童生徒が豊かな食生活が送れるよう、一人一人に寄り添った給食支援について検討を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 越川議員。 

○越川雅史議員 御答弁の中で、特別支援学級へのタクシーによる通学についての言及がありました。利用実績

がない理由としては、この制度が適用される可能性のある方々に対して十分に周知されていないということが背

景にあるのではないかと思います。まずは、適用される可能性のある方々に対し制度の周知を求めます。 

 また、せっかくタクシーの利用が認められたところで、タクシーの確保と償還払い制度に基づく立替金の問題

が生じることは12月定例会において指摘したとおりです。市がタクシー会社と直接契約をし、いわゆる現物支給

の仕組みを構築することにより、タクシーの確実な確保と保護者の負担軽減に努めていただけますよう、学校教

育部の取組に期待します。 

 そして田中教育長、15年もの長きにわたり教育長職をお疲れさまでした。どこかの自治体には、意味も分から

ずに是々非々などと口走る議員がいるのかもしれませんが、私は田中教育長に対しても是々非々の立場で臨みま

した。かれこれ３回は任命議案の採決に臨んだかと思いますが、その時々で任命議案に賛成したこともあります

し、反対したこともありました。３年前の任命議案では、記憶によりますと、42名の議員の中でただ１人、田中



教育長の任命議案に反対したということが強く印象に残っております。あの投票行動では、教育長に対し私なり

の矜持を示すことができてよかったと今でも思っておりますし、さらによかったことは、そうした任命議案の賛

否をお互いに乗り越えて、特に田中市政施行後は様々な課題に協力して取り組むことができたということです。 

 ということで、思い出話はこのぐらいにして本題に入りたいと思います。お聞きいただきましたように、ただ

いま学校教育部長との間において質疑応答をさせていただきました。今まで本市も財政的に厳しい局面もあった

ため、教育現場においても予算の制約があったことは承知しております。また、前市政は教育現場にも悪影響を

もたらしたことも理解しております。その結果、本来先進的である本市の教育、市川教育が理想的に進まなかっ

た。それどころか、一部の分野では後れを取ってしまったといったこともあるかと思います。ただ、市政は今変

わりつつありますし、財政調整基金も盤石になりました。人口も増加基調になるなど、少し前とは財政基盤も異

なってきております。 

 加えて、しつこいようですが、令和３年９月からの法の施行を受け、学校教育においては、医療的ケア児に対

する配慮が最大限に求められることになりました。つきましては、本市においても医療的ケア児に限らず、特別

支援教育のあらゆる観点につき、児童生徒に対して最大限の配慮が実現できているのかどうか総点検するととも

に、可及的速やかに最大限の配慮を実現すべきであり、それらを実現するに足る財源的な裏づけも整いつつある

と私は考えますが、今後の支援教育の充実に向けた思いにつき、田中教育長に御答弁を求めます。 

○稲葉健二議長 田中教育長。 

○田中庸惠教育長 それでは、私から御答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず特別支援教育、それから須和田の丘支援学校のことについてちょっと触れさせていただきたいと思いま

す。昭和32年だったと記憶しておりますけれども、今の須和田の丘支援学校が開校、スタートいたしました。特

別支援教育についてはその前から、市川の大きな特色の一つとして特別支援教育に携わってきましたし、須和田

の丘支援学校にも支援をしてきたつもりであります。 

 そこで、御質問者の御質問に御回答、答弁させていただきますけれども、まずは通学支援でございます。一人

一人の子どもたちの障がいの程度、それから家庭の状況等々を十分に思慮した上で、まだ我々としてできること

があるのではないかというような視点を持って通学支援を今後とも考えていかなければならないと、そのように

受け止めております。 

 それから、給食でございますけれども、給食は、特別支援の子どもたちを見ていますと、やっぱりそしゃくと

いうこと、かむことで運動機能を高めるということ。それから、コミュニケーションを通して心の醸成というん

でしょうか、人間関係の醸成を図っていくということも必要だと思います。そういう意味では非常に貴重な時間

であって、なおかつ食育の一つでもあると、このように思っておりますので、これからおいしい給食、それから

安全で安心な同じく給食の提供を図ってまいりたいというふうに思っております。 

 いずれにしましても、通学支援、それから給食支援につきましては、保護者の方の負担をできるだけ軽減でき

るように、これからもしっかりとこの問題に対峙して教育委員会としても考えていきたい、かように考えており

ますので、御理解のほどお願いを申し上げたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○稲葉健二議長 越川議員。 

○越川雅史議員 教育長から特別支援教育について、もしかしたら最後の御答弁になるのか、この後御答弁があ

るのか分かりませんが、御答弁いただきました。 

 ラグビーの世界では、縦の明治、横の早稲田という言葉がございますが、市川市の教育について、私は横を見

るのではなく、一歩前を見てほしいという思いです。つまり、他の自治体の動向を横目で気にするのではなく、



常に一歩先を行く先進的な取組に挑戦し続けてほしいとの思いであります。これを明治大学っぽく表現すれば、

前へという言葉になるのだと思いますし、早稲田大学っぽく表現すれば、進取の精神という言葉に置き換わるの

だと思います。 

 いずれにしましても、今後の改善によって、本市の特別支援教育が医療的ケア児及びその家族に対する支援に

関する法律の理念を具現化したものとなりますよう、他の自治体に先駆けて法の理想を実現する陸の王者となら

んことに期待を寄せまして、次に進みます。 

 次は、ハラスメントの撲滅についてです。 

 本市が令和３年に全職員を対象に実施したパワーハラスメントに関するアンケート調査の結果では、上司や先

輩、同僚からのハラスメントが多かったことが判明していたはずであります。なぜ私がそのような事実を承知し

ているのかといいますと、前市長が令和３年８月の定例記者会見において、議員によるパワーハラスメントとい

うでっち上げ事件を公表した際に、朝日新聞も毎日新聞も千葉日報も、世間から一流の新聞社であると信頼を寄

せられている新聞社はいずれも私に対してもしっかりと取材をし、その結果、前市長の一方的な主張は報道する

に値しないという判断をしたにもかかわらず、■■新聞とかいう、二流なのか三流なのか四流なのか、私にとっ

てはよく分かりませんが、この新聞社１社だけがあたかも前市長と示し合わせていたかのように、私に取材する

こともなく、前市長の一方的な主張をウェブ版で全国に垂れ流した結果、私のもとにはワイドショー、報道番組

から取材が相次いで対応を迫られたほか、見知らぬ方からも議員の資質がない、議員を辞めろなどとメッセージ

が届き、また仕事先でも事実確認を求められるなど、平穏な日常生活を送ることが困難になるような報道被害を

被ったという、生涯忘れられない出来事があったわけですが、その記事において、上司や先輩、同僚からのハラ

スメントが多かったということについても触れられておりましたので、私はこの事実について強烈な印象を持っ

て覚えているという次第です。 

 そこで私は令和４年２月定例会において、この点言及し、何事もなかったかのように卒業してしまう上司、９

級職がいるのではないかと警鐘を鳴らし、この庁内における上司や先輩、同僚からのハラスメントについてもし

かるべき検証が行われ、改善されるべき点は改善が図られるよう求めてまいりましたが、本市はその後におい

て、アンケートに基づく事実確認や調査結果につき公表しておりません。２年に一度、形式的にアンケートは実

施されるものの、本市が本気でハラスメント撲滅に取り組むのかどうか、その決意も覚悟も見えないことから、

私のところには、恐らく職員からだとは思いますが、職員の間ではハラスメント防止へ向けた本市の姿勢に疑念

が生じているといった情報も寄せられているところです。 

 そこでまず、本市はこの令和３年に実施したパワーハラスメントに関するアンケート調査結果について、どの

ように取り扱ったのか、御説明を求めます。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 本市ではハラスメントの現状を把握し、今後の防止対策の参考とするため、２年に一度、ハラスメントに関す

るアンケートを実施しております。令和３年３月に実施したアンケートでは、パワーハラスメントがあるとの回

答の割合が前回アンケートに比べ1.4ポイント増加したため、パワーハラスメントに特化したアンケートを令和

３年４月に改めて実施いたしました。その結果、加害者として実名が挙げられた管理職員が複数人おり、アンケ

ートの回答内容に具体的な事象等の記載があった案件につきましては総務部長から注意喚起を行いましたが、御

質問にありました、被害を受けた者へのヒアリングなどの十分な事実確認や専門家による検証、調査結果の公表

は行っておりません。 

 以上であります。 



○稲葉健二議長 越川議員。 

○越川雅史議員 加害者として実名が挙がった管理職数人に対して、総務部長から注意喚起を行った旨の御答弁

がありました。被害を受けたとされる方へのヒアリングなどの十分な事実確認はなかったようです。これは匿名

ということでできなかったということなのかもしれませんが、周辺を丁寧にヒアリングしていけば分かることも

あったんじゃないかなと思います。 

 また、専門家による検証、調査結果の公表も行っていないということで理解いたしました。まさに田中市長が

御指摘されている、好まざる市役所の慣習、責任回避と事なかれ主義、ここにも現れているものと感じた次第で

す。 

 加害者として実名が挙げられた管理職数人に対し、こっそり注意喚起しただけであるということです。それ以

上の対応、令和３年度あるいは４年度も、途中ぐらいまでだったら対応が難しかったであろうことは理解します

が、５年度においては、この対応、できたのではないでしょうか。令和５年度において、しかるべき対応をしな

かった結果、このアンケート結果は陳腐化してしまったと言ってもよいでしょう。 

 令和２年度から３年度にかけては、財政部において休職者、退職者が相次いでおり、令和３年６月定例会にお

いては、パワハラ疑惑が指摘されていたことを知らなかったとは言わせません。総務部長、あなたは現に総務部

長職にあるのみならず、当時から今日に至るまで財政部の実情を詳細に知り得る立場にあったはずです。ハラス

メント撲滅のために行動できる立場にありながらも、これに関心を寄せなかったのか、アンケート情報を陳腐化

させてしまった責任は大きいと指摘したいと思います。とはいえ、私が今取り上げているのは令和３年度のアン

ケート結果についてです。今さらこれを蒸し返すよりも、今後のほうが重要です。 

 そこで、今後において同様のアンケートを実施する際には、申告の秘密は守られること、報復人事はないこと

を十分に周知するとともに、職員にははばかることなく申告するよう呼びかけること、調査すべき事案について

は注意喚起で済ますのではなく事実確認を行うこと、調査結果につき公表すべき事案があれば適時適切に公表す

ること。いずれも、どこの自治体でもやっている当たり前のことだと思うのですが、これらを実行する、実施す

ると明言していただきたいのですが、総務部長に御答弁を求めます。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 職場におけるハラスメントは、加害者本人の意識の有無にかかわらず職員個人の人格や尊厳を不当に傷つける

発言や行動であり、社会的に許されない行為であります。本市においては、職場におけるハラスメント防止は重

要なものとの認識に立って、先ほどお答えしましたハラスメントに関するアンケートを実施してきております。

今後実施するアンケートにおきましては、加害者として実名が挙げられ、悪質なハラスメントだと疑われる事案

であり、アンケート記入者が事実確認の実施を希望した場合には加害者の聞き取りを行うなど、十分な事実確認

を迅速に実施いたします。 

 また、ハラスメント相談窓口である総務部職員課健康管理担当室に相談が寄せられた場合にも、同様に対応い

たします。今後、アンケートの実施や相談窓口の案内に当たっては、申告内容の秘密の保持及び申告による不利

益が生じない旨も併せて周知をすることとし、引き続きハラスメントに対して厳正な態度で臨み、適切に対処し

てまいります。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 越川議員。 

○越川雅史議員 アンケート記入者が事実確認の実施を希望した場合にはというのがちょっと引っかかります

が、御答弁を受け止めました。前市政においては、市長、副市長が議員による職員に対するパワハラ事件をでっ



ち上げるために、部下の職員に対して、部下の意に反する文書の提出を求めたという事件が起こりました。当時

の市長、副市長による強烈かつ明白なパワハラ事案であるかと思います。確かに市長も副市長も替わりました

が、総務部長こそ、ハラスメントの撲滅に本気で取り組む覚悟を示さなければ、職員から信頼が寄せられること

もないかと思いますし、このようなことが絶対に繰り返されないと、みんな安心することはできないんじゃない

かなと思います。 

 こうした過去の苦い記憶というか、表現は難しいんですが、こうしたことを二度と繰り返さないためにも、田

中市政は前市政とは違うんだと。本市が本気でハラスメント撲滅に取り組む、その決意と覚悟を示し、職員を安

心させるということが何より重要だと考えます。 

 そこでもう一度伺います。総務部長は、ハラスメントの撲滅に先頭に立って取り組む決意と覚悟があるのでし

ょうか。仮に、さきに述べた市長、副市長によるハラスメントがあれば看過することなく、その職責と使命感に

基づき、ちゃんと注意することができるのでしょうか。あるいは、相手が議員の場合はどうでしょう。仮に議員

から職員に対するハラスメントがあれば、議案や予算の承認をもらう以上、私ども執行機関というのはお願いす

る立場であって、対等とは言えませんなどと情けないことは言わずに、部下を守るために的確に対応できるので

しょうか。総務部長は、相手が管理職だろうが一般職だろうが特別職だろうが、ハラスメント撲滅に向けて、ひ

としく厳しく対応できるのかどうか、御答弁を求めます。 

○稲葉健二議長 蛸島総務部長。 

○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。 

 先ほどお答えしましたとおり、本市では職場におけるハラスメント防止は重要なものだと認識をしています。

これまでも市川市職員服務規程や市川市ハラスメントの防止等に関する要綱において、職員によるハラスメント

の防止を明確に定めてきております。職場のコンプライアンスを所管する総務部長がこれらの規定等を遵守する

のは当然であり、ハラスメント事案が発生した場合には適切に対処いたします。また、これらの規定等は、市

長、副市長などの特別職を対象にはしておりませんが、特別職におきましても、これらの規定等の趣旨に沿った

行動をされるものと認識をしております。さらに、議員の方々に対しましては、執行機関と議事機関という二元

代表制の趣旨に基づきまして、関係各所と協議の上、適切に対応してまいります。 

 このように、田中市長の現体制下におきましては、ハラスメント事案が発生しない職場環境の醸成に引き続き

努めていくことを答弁させていただきます。 

 以上であります。 

○稲葉健二議長 越川議員。 

○越川雅史議員 私は、ただいま総務部長に対してハラスメントの撲滅に先頭に立って取り組む決意と覚悟があ

るのかどうか。仮に市長、副市長によるハラスメントがあれば看過することなく、その職責と使命感に基づき、

ちゃんと注意することができるのでしょうかと確認をしましたが、これも好まざる市役所の慣習なのかもしれま

せんが、市長、副市長はコンプライアンスの趣旨に沿った行動をされるなどといった事なかれ主義的な答弁に終

始し、ついぞ注意するとは言いませんでした。何も私は、田中市長や今の両副市長が何かをすると言っているわ

けではないんです。ただ、現実にこの市川市においては、前市長、前副市長が部下に対して意に反する文書を提

出させたという経緯があって、だからこそ、そういうことはさせないと、総務部長として部下を守るんだと言っ

ていただきたかったのですが、非常に残念です。 

 市長、副市長という方々が全国どこの自治体においても、常にコンプライアンスの趣旨に沿った行動をされる

のであれば結構ですが、人間ですから、時に間違うことだってあるでしょう。聖人君子であって、悪意に基づい

て行動する人というのは皆無なのでしょうか。村越前市長が入札情報を漏えいしたことはつい最近のことである



のに、市長が替わってもなお、いまだにそんな事実はなかったかのように、市長、副市長はコンプライアンスの

趣旨に沿った行動をされるなどといった、前市長をかばい、前市政をも正当化する答弁を貫こうとされる態度は

受け入れがたいです。 

 全国の自治体には市長であれ、副市長であれ、不祥事を起こした事例は枚挙にいとまがありませんし、逮捕さ

れた事例だってたくさんあったはずです。なぜこの現実から目を背けるのでしょうか。総務部長であるあなた

は、仮に市長、副市長が間違った行動をした場合であっても、注意することなく、見て見ぬふりをするのだと理

解をしました。これでは、仮に市長、副市長の言動が誤っていた場合、注意する人もいなければ苦言を呈する人

もいないという話になってしまいます。だとすれば、牽制機能は弱体化しますし、コンプライアンスの確保もハ

ラスメントの撲滅も心もとなくなるのだと思います。私はあなたの御答弁には納得できませんので、本間副市

長、松丸副市長、田中市長に順次伺ってまいります。 

 本間副市長、私は今言いましたが、市長と副市長が互いに牽制機能を発揮することがコンプライアンスにも資

するかと思いますし、ハラスメントの撲滅にもつながるかと思います。市長、副市長が互いに率直に意見が言い

合え、場合によっては注意もできる、苦言を呈することもできるというのが望ましい関係であると考えます。 

 そこで伺います。本間副市長は、ハラスメントの撲滅に先頭に立って取り組む決意と覚悟がおありでしょう

か。仮に田中市長であれ、松丸副市長であれ、ハラスメント行為が認められれば、看過することなく、お互いな

れ合いに陥ることもかばい合うこともなく、その職責と使命感に基づき注意するなり、苦言を呈することができ

るのでしょうか。 

○稲葉健二議長 本間副市長。 

○本間和義副市長 御指名でございますので、お答えさせていただきます。 

 市川市のハラスメントに対する取組については、おおむね総務部長が御答弁したとおりかと思いますが、私自

身のことということでお伺いでございますので、私自身について申し上げれば、このハラスメントについては、

自らが行わない、そしてハラスメントさせないというのはもちろんのこと、個別のハラスメントが疑われる事案

に接しましたら、その具体の事案それぞれに適切に対応をしていくということで、この職責を果たしてまいる所

存でございます。 

○稲葉健二議長 越川議員。 

○越川雅史議員 本間副市長、ありがとうございます。好まざる市役所の慣習であると、こういう質問をする

と、やけに警戒心をあらわにして、何か正面から受け止めず、はぐらかす、ごまかす、こういう答弁が多かった

と思いますが、さすが本間副市長、言われたことを別に正々堂々と普通に当たり前の答弁で返すということで、

本当に新しいいい風が吹き始めるのかなと期待をさせていただきました。 

 では、松丸副市長にも同じ質問をさせていただきます。松丸副市長は、ハラスメントの撲滅に先頭に立って取

り組む決意と覚悟がおありでしょうか。仮に田中市長であれ、本間副市長であれ、ハラスメントが認められれば

看過することなく、お互いなれ合いに陥ることなく、かばい合ったりすることなく、その職責と使命感に基づき

注意する、あるいは苦言を呈するといったことができるのでしょうか。 

○稲葉健二議長 松丸副市長。 

○松丸多一副市長 副市長の職責ということでありますので、市長を補佐して、それから職員の行う事務を監督

するという副市長の職責、これを基に、市川市役所におきましては、一般職はもとより、自分を含む特別職、そ

して議員の皆様も含めて、一切のハラスメントが行われることがないようにしっかりと取り組んでいきたい、で

き得る限りの努力をしたいと思っております。 

 以上です。 



○稲葉健二議長 越川議員。 

○越川雅史議員 両副市長、ありがとうございました。松丸副市長は中からの生え抜きで副市長になられた方

で、過去において市の職員ＯＢがなったことが信頼失墜の大きな要因になったかと思っております。これを改善

できるのは松丸副市長でしょうという期待、議会もしているからこそ、全会一致で副市長に推挙した経緯があっ

たかと思います。堂々とした答弁をいただきました。これを聞いている方々も安心できるのではないかと思いま

す。 

 最後に、田中市長にも御答弁を求めます。両副市長からも御答弁がありましたが、なれ合いに陥ることもかば

い合うこともなく、互いに適切に対応するといった旨の御答弁であったかと思います。これは聞くまでもなく、

田中市長も同じ認識であると私は理解しております。繰り返しになりますが、前市政においては、市長、副市長

による部下に対する強烈かつ明白なパワハラ事案がありましたもので、田中市政は前市政とは違うんだと。田中

市長が先頭に立ってハラスメント撲滅に取り組む、その決意と覚悟を示し職員を安心させる、田中市長は前市長

とは根本的に違うんだという決意と覚悟を示していただきたいと思います。田中市長は、たとえ相手が議員であ

れ、副市長であれ、ハラスメントの撲滅に向けて毅然として対応する、厳しい対応で臨むと力強くおっしゃって

いただきたいのですが、御答弁を求めます。 

○稲葉健二議長 田中市長。 

○田中 甲市長 後ほど併せてお答えさせていただきます。 

○稲葉健二議長 越川議員。 

○越川雅史議員 では、次の項目で同じ質問をさせていただきます。次に進みます。 

○稲葉健二議長 越川議員に申し上げますが、先ほどの質問の中で特定の固有名詞を挙げて新聞社名を出されて

いたと思います。これに関しては、議場での発言としては削除したほうがよろしいかと思いますが、御意見を伺

います。 

○越川雅史議員 既に何度かこの議場で同様の趣旨を発言してきた経緯と、同新聞社に対しては内容証明を送っ

た経緯もありますので、御指摘を踏まえて、ちょっと今この場ではなく、また改めて御回答させていただければ

と思います。今日中に。 

○稲葉健二議長 基本的にこの議場での先ほどの発言に関して、議長としては、ここでの発言は残すべきではな

いというふうに考えます。 

○越川雅史議員 分かりました。では、それ以上こだわるものではありませんので、仰せのとおりにいたしま

す。 

○稲葉健二議長 では、削除ということでよろしくお願いいたします。 

○越川雅史議員 はい。 

○稲葉健二議長 どうぞ。 

○越川雅史議員 これは求めたほうがいいですか。 

○稲葉健二議長 先ほどの越川議員の固有名詞の新聞社名に関して削除することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よろしくお願いします。 

○越川雅史議員 では、質問を続けます。最後は３項目めです。順番を入れ替えております。田中市長は、前市

政において極限にまで失墜した市政に対する信頼を回復すべく、職務に邁進されているものと理解しておりま

す。 

 そこで、この信頼回復を成し遂げるためには、前市政を的確に検証し、一つ一つ改善策を講じていくという地



道な作業が求められるかと思います。ただ、一つ一つ挙げると切りがありませんので、そこまではいたしません

が、いずれにいたしましても、マネジメント能力の著しい欠如、税金の無駄遣い、危機管理能力の欠如など大き

な問題がありました。また、それらのみならず、慣例や庁内秩序を無視した異例の人事、議会軽視の行政運営、

御都合主義の答弁姿勢、市長による未公表情報の漏えいなども看過できない問題であったと考えております。 

 そこで、田中市長御就任から約２年を迎えるに当たり、これらの点についてどのような認識の下、市政に臨

み、前市政と現市政とではどこがどのように違うと考えているのでしょうか。まずは、この点御説明を求めま

す。 

 また、田中市長は施政方針の中では好まざる市役所の慣習について言及されましたが、それらをどのように刷

新していくのか伺います。 

○稲葉健二議長 麻生市長公室長。 

○麻生文喜市長公室長 お答えさせていただきます。 

 質問者より御指摘いただきました前市政における税金の無駄遣いや異例の人事異動、議会軽視の行政運営など

は、市政運営を行う中で本来あってはならないことであり、先人たちが今まで積み重ねてきた信頼を失墜すると

いう事態を引き起こしたものと認識しております。 

 そこで前市政と現市政との違いについてでございますが、初めに異例の人事について、前市政では、急遽年度

途中での人事異動や担当理事の設置、定年の延長など異例の人事を行い、疑念や不信感を持たれたことがあった

と感じております。 

 なお、喫緊の行政課題を解決するために担当理事を設置し、スピード感を持って取り組むことにつきましては

前市政も現市政も変わりはございませんが、現市政においては、異例である年度途中の人事異動は行っておりま

せん。 

 また、前市政では、かつて御自身が市職員として、経験などに基づき行政に関わる事務について幅広くアドバ

イスを行う企画政策アドバイザーの登用などを行いましたが、現市政では、特定の分野について専門的な立場か

ら、新たな政策立案への助言及び提言を行う政策参与を登用しているところでございます。 

 次に、議会軽視の行政運営についてでございますが、前市政においては、電気自動車の導入や新庁舎の建物完

成後に中央階段を設置、また高額な家具の購入、市長室のシャワー設置など、議会への十分な説明もなく実施し

た事業や議会での説明の後に状況が変わったことを改めて報告しなかった案件など、議会軽視と思われるような

行政運営がございました。しかし、現市政では、議会軽視とならないよう、新たな政策を進めるに当たっては正

しい情報を適切な時期に報告すること、また、状況に変化があった場合には速やかに議会へ報告するなど、事業

を実施するに当たっては慎重かつ丁寧に進めているところであります。 

 次に、御都合主義の答弁姿勢についてでございますが、前市政においては、市長自身が答弁を行う旨を発言し

ているにもかかわらず、一身上の件については一切答弁せず、都合に応じて答弁を行った上、所管部長が答弁す

る状況が多々ございました。しかし、現市政においては、質問者からの求めに応じて答弁しており、答弁内容が

細部にわたる場合は適切な答弁となるよう副市長などに答弁を振ることや、逆に部長答弁に不足がある場合は、

質問者からの求めとは別に市長自ら答弁することもございます。 

 次に、未公表情報の漏えいについてでございますが、前市政においては、市長自身により工事情報や議会で決

まっていない事項など、未公開情報についての漏えいや、議会へ説明する前にＳＮＳや特定の記者への取材によ

る情報の公開などがございました。現市政においては、プレスリリースの際には事前に議員の皆様への周知を徹

底するなど、前市政で御指摘を受けたことがないよう取り組んでいるところであります。 

 そして最後に、市長が施政方針の中で述べられた好まざる市役所の慣習についてでございますが、前市政にお



いては、知らず知らずに常態化してしまったこともあったと思います。新市政となり、市民目線を重視した角度

から見ますと、刷新していかなければならない職員の体質や市政の状況など、多々あると思いますので、一つ一

つ刷新していくことが必要だと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 越川議員。 

○越川雅史議員 前市政の問題点、本当は市長が替わる前にそうおっしゃっていただければ仕事がやりやすかっ

たんですが、いずれにしましても、御答弁いただいてありがとうございました。 

 ３月２日付の「広報いちかわ」では、田中市長の「こうご期待」というコラムの中で、責任回避、事なかれ主

義、職員の意欲の停滞、報道陣に対して壁をつくる、市長選挙で職員が核となって現職を支持するといった具体

的な慣習が列挙されるとともに、まだ改善点はいろいろあるというお話でした。田中市長、このコラムを書かれ

た思い、あるいは、ここの書かれたことの説明など、もう少しお話を伺いたいと思いますが、御説明を求めま

す。 

○稲葉健二議長 田中市長。 

○田中 甲市長 越川議員からすばらしい市川市をつくるための御質問をるるいただいております。私が最初に

申し上げたいのは、職員は職務規程にのっとりまして、市民のために今日よりも明日をよくする、その市川市を

つくるために全力で職務を遂行していると、その状態、私は今、正しい市川市の姿がつくり出されていると、そ

のように思っております。 

 ただ、規約に反した行動を取った場合、その責任は私にあります。疑わしき状況があった場合には見過ごすこ

となく、その場でしっかりと注意をしていかなければいけないというのが今私が感じているところでありまし

て、例えば市の職員のオン、オフの切替えがしっかりとできずに、気の抜けた状況が見受けられたときなどは、

私は指摘をしなければならない立場にあると思っております。また、報告に来る時期が遅れていたり、あるいは

報告に来る前に相談という段階が抜けていたり、そういうことに注意をしっかりと、時を逃すことなく、その場

で行っていくというのも私の役割だろうと、そのように思っております。 

 ただ問題は、職員をそうせざるを得ない状況に直面させてしまうということがあってはならないと。そしてま

た、前市長のときには、そのような状況をつくり出していたんだろうということが私の中で想像できました。地

方公務員法の第32条「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と。ここに、職員がそのはざまに

立たされるということが二度とあってはならないというふうに思っておりまして、しっかりと職務を遂行してい

る職員のことを私は守りつつ、また指導しつつ、しっかりと市政運営を行っていきたいと、そのように考えてお

ります。 

 越川議員はもうベテランですから、私の37年前の話をするのは失礼かもしれませんが、あるとき、30歳で議員

に当選して、しばらく議員活動をしていて、あっ、なるほどこれだと。仕事を遂行していく議員として、市民か

ら受けた要望をしっかりと結果を出していく方法を見つけ出したんです。それは、市民からこういう要望をもら

ったけども、担当部署の課長、こういう声に応えるにはどういう方法がありますかというように相談をしていた

だければ、職員は喜んでどういう方法があるか、一生懸命考えてくれると思います。時間はかかるかもしれませ

ん。すぐできることもあるかもしれません。しかし、そのように職員と一体となって、市民からの声を議員の皆

さん方が職員に伝えていただければ必ずいい方向に進んでいくと、そのように思っております。今後とも皆さん

方、また越川議員の御指導をよろしくお願い申し上げ、答弁といたします。 

○稲葉健二議長 越川議員。 

○越川雅史議員 私も職員にそういうお願いの仕方をしたことがありませんので、新しい提案をいただいたな



と。 

 最後に、市長、もう一度だけ。相手が議員であろうが、副市長であろうが、ハラスメントの撲滅に向けて毅然

として対応すると、その点だけ力強くおっしゃっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○稲葉健二議長 田中市長。 

○田中 甲市長 受け止める側の思いということをしっかりと考えた行動というものをそれぞれ職員が、そして

リーダーであります私が取ることはお約束、しっかりとしなければいけないと思っております。 

○稲葉健二議長 越川議員。 

○越川雅史議員 ありがとうございます。２年もたって前市政の話をするのははばかられるところではあります

が、とはいえ、改めるべき点は改めないといけない。それは90年の中で培われたあしき慣習であっても断ち切ら

ないといけない。昔のことだからタブーとか、今は関係ないということではなく、変えるべき点は変えていかな

ければならないという思いで、本日はこの質問席に立たせていただきました。多くの示唆に富んだ御答弁をいた

だきました。私も考えさせられるところが多々ありました。また６月以降も引き続きよろしくお願いします。 

 これにて一般質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○稲葉健二議長 にしむた勲議員。 

○にしむた 勲議員 一問一答でよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、地域防災拠点について。 

 今年１月20日に市職員と地域の方が参加した総合防災訓練が行われましたけれども、その内容について伺いま

す。 

 また、参加者からは、備蓄されているベッドが重くて運ぶのが大変だったという声を聞いていますけれども、

今回の訓練で明らかになった課題や、段ボール製のベッドを備蓄することができないかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 今年度の総合防災訓練は、市立小学校39校を会場に小学校区防災拠点協議会委員である地域の皆さんと市職員

が連携し、避難所の開設運営訓練を実施しました。この訓練には約700人の地域の皆さんが参加し、職員が施設

の安全確認を行った後、担当班ごとに資機材の確認や設置などを行っております。さらに、モデル校と位置づけ

ました真間、八幡、新浜小学校の３校では、避難者役として地元自治会の方や外国籍の方、障がいのある方に参

加していただき、避難者の受入れ訓練を実施いたしました。この受入れ訓練では、受付の混雑や避難者数の集計

作業の負担軽減を図るため、二次元コードを活用したデジタル受付の検証も行っております。訓練終了後の振り

返りでは、防災倉庫内の備蓄品の場所が分かりづらい、資機材の取扱い訓練を増やす必要があるなどの御意見が

あったことから、さらなる改善が必要であると認識したところです。また、デジタル受付につきましては一定の

理解を得ることができましたが、高齢世代の方には入力支援が必要であることが確認できたため、今後の運用に

ついて再検討することといたしました。 

 なお、今回訓練に使用しましたディスクベッドは少ないスペースで保管できるメリットがありますが、組立て

が難しいとの声も伺っていることから、保管場所等の確認を含め段ボール製ベッドの備蓄について検討してまい

ります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 はい、分かりました。 



 それでは、(2)の質問に移ります。今回の総合防災訓練の参加者から、参加者の高齢化についての不安がある

というお話を伺いました。中学生など、若い人に訓練に参加していただくためにも、中学校で開設訓練を実施す

る必要があると思いますけども、市の考えを伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 本市の地域防災計画では、市内で５弱以上の震度を観測した場合、あらかじめ小学校区防災拠点要員として指

名されている職員が参集し、地域の皆さんと連携して避難所の開設準備を始めることとしております。そのた

め、各小学校には地域住民で構成する小学校区防災拠点協議会を設置し、市職員とともに災害対応に向けた協議

を進めておりますので、現状では避難所開設訓練も小学校を会場として実施しているところです。しかし、以前

は中学校を会場とした訓練を実施したこともあり、中学生など、若い世代にも防災や減災に関心を持っていただ

くことは重要と考えておりますので、訓練の参加手法などについて研究してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 他市では中学校で実施しているところもありますので、ぜひ御検討をお願いいたします。 

 続きまして、次の大項目に移ります。京葉瓦斯株式会社との協定の内容について。 

 私は協定書を読みましたけれども、秘密保持条項以外は法的拘束力のある内容はないと思います。ということ

は、何の強制力も義務も期限もないわけですから、協定書を結ばずに協議を進めることと何が違うのか、判然と

しません。考えられることとしては、協定書を結ぶこと自体が目的となっており、協議によって結論を出すこと

は双方とも、それほど重要性を置いていないのではないかということです。協定書を結んだことをアナウンスす

ることで案件が前進するかのような期待、効果を生む、イメージを高める効果を狙うといったことです。市は何

のために協定書を結んだのか伺います。 

○稲葉健二議長 麻生市長公室長。 

○麻生文喜市長公室長 お答えいたします。 

 本市では、カーボンニュートラルシティの実現に向けて昨年の10月に京葉瓦斯株式会社と協定を締結いたしま

した。本協定は、相互が連携し、双方が持つノウハウなどを有効活用した官民連携の取組を推進するもので、地

域の課題解決に向けて協力していく意思を明示化したものでございます。このような企業と自治体との連携協定

は、本市のみならず全国的にも増えており、地域課題の解決策として一般的な手法の一つであると認識しており

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 はい、分かりました。あんまり意味がないとは思うんですけども、協定書を結んで進める

という方法も一般的だということです。 

 それで再質問しますけども、協定書第７条には守秘義務が規定されており、その条文では、本協定が理由のい

かんを問わず終了した後も秘密保持の責任を負うとされています。相互協力する意思を形式的に示すにすぎない

協定書で、守秘義務の対象となり得る秘密は何を想定しているのか疑問ですけれども、さらには、この守秘義務

条項は期限を定めていません。 

 私のビジネスの経験では、守秘義務条項に期限を定めないのは異例ではないかと思います。通常は１年とか３

年とか、責任が生じる期限を設定するのではないかと思います。本条項は、協定が終了した後も秘密保持条項は

永遠に有効となるため、少なくとも本市は知り得た秘密を永遠に管理するコストが発生します。将来的にリスク



と管理コストの発生する守秘義務条項に対する市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 麻生市長公室長。 

○麻生文喜市長公室長 お答えいたします。 

 京葉瓦斯株式会社との協定書の第７条に規定しております守秘義務につきましては、連携した活動を進める中

で様々な情報を取り扱うことも十分想定されます。このようなことから、法的な拘束力のない協定書であって

も、守秘義務に関する規定は双方にとって必要なものと考えており、技術やノウハウの情報を持つ企業と住民に

関与する情報を持つ自治体と連携して行う協定において、決して特別なものではないというふうに認識しており

ます。 

 なお、このような秘密を保持すべき情報を取り扱った場合については、同条第２項において、協定が終了した

後も秘密保持の責任を持つことが規定してあることで、期間に限らず秘密が保持されることになります。このこ

とは、双方にとってはより安全につながるものとして特段不利益になるようなことは生じないものと考えており

ますが、連携した活動において情報を取り扱う際には、その都度協議しながら慎重に進めたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 ただいまの答弁で、期限に限らず秘密が保持されることが双方にとって安全に資する、不

利益はないと考えられるということですけれども、この考え方はあまりにもナイーブなんじゃないかなと私には

感じられます。万一、本市職員が相手方の秘密を漏えいした場合は、間違いなく相手方は訴訟を起こします。な

ぜなら、上場企業である京葉瓦斯は、自社の利益が損なわれる可能性がある行為に対して適切に対応しなければ

株主から訴えられるからです。株主からの訴訟は、役員など経営者個人に対するものとなる可能性が高いことか

ら、契約の相手方は、個人のリスクとして数億円規模の損害賠償請求を提起されかねないリスクを常に負ってい

るということを前提に、本市としても慎重な契約事務を求めます。同様の契約書をほかでも結んでいるとすれ

ば、一度、企業法務等の実務を専門とする弁護士の見解を入れて検証することを提案いたします。 

 次に、(2)の質問に移ります。地域新電力会社の事業計画の内容について伺います。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 事業計画としましては、設立当初はエネルギーの地産地消を目指しクリーンセンターの余剰電力を購入し、市

内の公共施設に供給してまいります。将来的には人口約50万人の本市の特性を生かし、住宅や事業所などの建築

物の屋根や屋上を活用した太陽光発電のいわゆる卒ＦＩＴ電力の買取りなどを進め、市民や市内事業者に供給し

ていくことを想定しております。 

 なお、地域新電力会社は本市が目指すカーボンニュートラルの核となることから、将来計画については今後共

同事業者とともに詳細を詰めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 ありがとうございます。当面の事業は、市外に売っていたクリーンセンターの電力を市内

に売却するというだけのことであり、地球上のカーボンニュートラルには何ら貢献しないということで間違いな

いでしょうか。施政方針にうたわれる脱炭素社会の推進やエネルギーと経済の地域内循環を高めるというのは、

このことなのでしょうか。市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 



○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 クリーンセンターの余剰電力は、これまで市外にも流出していたと考えられますが、地域新電力会社の設立後

は、本市の公共施設に供給することでエネルギーの地産地消を実現し、市域の二酸化炭素排出量を削減すること

ができることから、カーボンニュートラルの実現に向け貢献するものと考えております。また、地域新電力会社

による電力供給に切り替えることで、これまで市外に流出していた公共施設の電気料金の支出を市内にとどめる

ことができます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 後半のほうの将来的な計画のほうについて質問させていただきますけれども、卒ＦＩＴの

買取りを進めるということですけれども、私の理解では、ＦＩＴというのは電力会社が本来の発電コストより相

当高い単価で電力を買い取ることを義務づけられる代わりに、その差額については消費者に対する電力料金に上

乗せして回収する仕組みだというふうに考えています。売却先に高く売れる保証のない新電力会社が単独でＦＩ

Ｔの仕組みを導入すれば、事業性がないことは明らかではないでしょうか。この場合、新電力会社に過半数出資

する本市は新会社の債務を引き受けるなど、新たな負担を負わされる可能性が高いと考えられます。市の見解を

お伺いいたします。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 地域新電力会社設立後に地方自治体が経済的負担を負う可能性としましては、電力需給の収支バランスが大き

く崩れ、事業継続の支払いに必要な資金が枯渇してしまうことなどが考えられます。他の地方自治体の例では、

電力市場からの購入に際し、電力価格の高騰を受けて収支が悪化し、小売電気事業の休止に至った事例がありま

す。その事例では、事業を再開するに当たり、事業内容の見直しに合わせ、出資をしている地方自治体から地域

新電力会社に対し補助金が交付されております。本市の新電力会社の場合、将来、卒ＦＩＴ電気の買取りを進め

ていく際に、電力調達の買取り価格が売電価格を上回ると収支バランスが崩れ、会社経営に影響を与えることが

考えられます。このことから、会社全体の収支を考慮した上で卒ＦＩＴ電気の買取りを進めていく必要があると

認識しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 買取り価格を調整するということですけれども、買取り価格を安くしてしまえば自然エネ

ルギーの普及を進めることができないと思いますし、もともとのＦＩＴのスタート時点、たしか３・11の直後だ

ったと思いますけれども、スタート時点の価格では、電力会社の発電コストが１ｋＷｈ当たり７円とか、８円と

か、それを42円で買い取っていたわけです。その差額分を全部消費者に付け替えていたわけですね。電力会社

は、それは何も言ってなかった。これがそういう制度だったからなわけですけれども、本市では、そういう制度

に守られてやるわけではないですから、とにかく安く買えるかどうかも分からないし、それを一般の市内の再生

可能エネルギーを買い取って、市内の業者に高く売れるかどうかも分からないと。これでは事業計画として全く

成り立ってないんじゃないかなというふうに私は思います。 

 施政方針では、地域新電力会社を設立し、カーボンニュートラルを進める市川市の核にしたいとされています

けれども、今の事業計画では事業の継続性、実現性は全くないと判断せざるを得ないのではないかと思います。

今後の再検討によって、真っ当な回答が出ることを期待いたします。 

 次に、(3)に移ります。カーボンニュートラルへの貢献度、効果の考え方について伺います。 



○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 地域新電力会社は、令和６年２月にお示しした市川市2030年に向けた二酸化炭素排出量50％削減ロードマップ

のとおり、市域から排出される二酸化炭素削減の核となると考えております。クリーンセンターの余剰電力の活

用や太陽光発電設備の普及を促進していくことで化石燃料由来の電力使用量の削減につながり、二酸化炭素排出

量の削減に貢献いたします。また、ロードマップでは、地域新電力会社の運営により、平成25年度（2013年度）

に比べて令和12年度（2030年度）には約31万ｔの二酸化炭素の削減効果を期待しております。 

 なお、太陽光発電設備の導入に関しては、環境省が運営するウェブサイトの再生可能エネルギー情報提供シス

テムにおいて、市町村別に導入が可能な量が示されております。この情報を基に、令和12年度までに市内の住宅

や事業所などにおおむね50％程度、太陽光発電設備が導入された場合を想定し、削減効果を算定したものであり

ます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 約31万ｔの二酸化炭素削減目標達成のためには、市内の50％で太陽光発電設備が導入され

た状態となるとのことですけれども、市内の半分の住宅の屋根に太陽光パネルが張られることが現実的な目標と

言えるでしょうか。そのためには、どれほどのインセンティブをつける必要があるのか。また、必然的に大量の

パネルの廃棄物が排出されますけれども、その処理方法まで検討しているのでしょうか。こうした疑問も踏まえ

て事業計画を見直していただくことを要望して、改めてクリーンセンターに関する質問をさせていただきます。 

 クリーンセンターの余剰電力について、ごみを燃やして発電しているので、石炭を燃やしている火力発電とど

う違うのか、ＣＯ２は発生しているんじゃないかなというふうに素朴に思うんですけれども、これがクリーンな

エネルギーだと言える理由を教えてください。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 焼却に伴う二酸化炭素排出量と余剰電力の二酸化炭素排出量の考え方につきましては、地球温暖化対策推進法

に基づく算定方法の中で国が示しております。それによりますと、クリーンセンターにおけるごみの焼却時に排

出される二酸化炭素はごみ自体から発生したものであるため、焼却処理による二酸化炭素排出量として換算され

ます。一方で、この焼却処理時に発生する熱エネルギーを利用して発電した電力については焼却処理の過程で副

次的に生じているものであるため、二酸化炭素排出量には換算しないものとされております。これに対し、火力

発電により発生する二酸化炭素は化石燃料の焼却によるものであり、焼却に伴う二酸化炭素排出量として換算さ

れます。このことから、クリーンセンターの余剰電力は、二酸化炭素の発生しないクリーンなエネルギーとして

扱われております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 分かりました。ありがとうございます。ごみを焼却するエネルギーはＣＯ２を発生してい

たとしても、いずれにしてもごみを焼却するわけだから、クリーンなエネルギーだと認められているということ

が分かりました。 

 改めて再々質問なんですけど、クリーンセンターの余剰電力と市内全体の電力消費量を比較すると、どの程度

の割合になるのか教えてください。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 



○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 クリーンセンターにおける余剰電力量は年間約2,800万kWhとなります。一方で、市内全体の電力消費量は、地

球温暖化対策実行計画の区域施策編における二酸化炭素排出量の算出手法を用いると年間約18億から20億kWhと

推定されます。このことから、クリーンセンターの余剰電力が市内全体の電力消費量に占める割合は約１から

２％程度となります。地域新電力会社の設立当初は、市内の電力消費量に対する供給量は少ないものの、将来的

には卒ＦＩＴ電気などを活用し、電力の取扱量を増やすことでエネルギーの地産地消にさらに貢献できるものと

考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 クリーンセンターの余剰電力は全体の１～２％ということでした。当初の事業計画でクリ

ーンセンターのエネルギーを買って地産地消をやったとしても、98％は今のままということです。私は太陽光パ

ネルを増やすことに税金を投じるより、グリーンテックと呼ばれるベンチャー企業や、場合によっては地元の大

企業とも組んで新しい技術やプロジェクトを支援することのほうが、 手間や時間はかかるかもしれませんが、

将来につながる政策だと考えています。 

 欧州では、政府が強力にグリーンテックのスタートアップを支援しています。また、米国でもバイデン政権の

柱の一つとしてグリーンテック投資を行っています。最近、我が国でも、グリーンテックの分野で有望なスター

トアップベンチャー企業が生まれています。こうしたところと実証実験や新しいプロジェクトに協力して取り組

むなど、そういったことを要望して次に移ります。 

 次に、教育委員会について。 

 地域住民に対する役割を果たす上で教育委員会で実質的な議論が行われているのか、教育長と事務局が決めた

ことを単に追認しているだけではないかという問題が指摘されることがあります。他の審議会等でも形骸化の問

題はあるかと思いますけれども、教育委員会は一定程度独立して政策決定を行う権限を持つ執行機関ですから、

首長の補助機関とは影響力や重要性が全く異なります。例えば学校の長期休業の決定は、学校教育法施行規則に

より教育委員会の権限で決めることになっています。新型コロナウイルスの影響で学校をどの程度休暇にするの

か、このような重要な決定に教育委員会がどれほどコミットをしたのかということは市民生活に直接影響を与え

る問題です。 

 そこで、本市教育委員会の議論がどの程度活発に行われているかについて伺ってまいります。 

 教育委員会制度は数次にわたる改正が行われているわけですけれども、直近の2014年の制度改正で教育長の権

限強化がされています。そして、同時に教育長のチェック機能を高めるため、強化するために、教育委員は教育

長に対して、教育委員会会議の招集を求めることができるようになりました。本市で、これまで教育委員から教

育委員会会議を招集要求した実績があるのかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 お答えいたします。 

 教育委員からの会議招集の請求につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が平成27年４月１

日に改正され、行うことが可能となったものでございます。本市教育委員会におきましては、教育委員から教育

委員会会議の招集を求められたことはございません。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 これまで教育委員から教育委員会の招集を求めたことはないということです。 



 それでは、例えば令和５年度の教育委員会会議において、教育委員はどれぐらい発言しているのかお伺いいた

します。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 お答えいたします。 

 令和５年度の教育委員会会議は令和６年２月末日現在で11回開催され、79件が議題となり、そのうち教育委員

から質問や意見がなされたのは13件でございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 分かりました。79件の議題に対して、意見や質問が13件ということです。11回の開催で、

委員の発言は１回につき平均１度ぐらいしかないということですから、とても活発な議論が行われているとは思

えません。 

 教育委員会の発足時からの原則で、いわゆるレイマンコントロールということで、教育を本業としない識者が

委員として参加し、住民統制を行うという方法が踏襲されていますから、教育委員に専門的な議論を求めること

は酷だということも分かりますけれども、とはいえ、この程度の議論しか行われていないとすれば、レイマンコ

ントロールが機能しているのかどうかということさえ疑問が生じ、教育長と事務局が決めたことを単に追認して

いるだけではないかというそしりを免れないと思います。 

 私は改善策として、教育上の重要案件について、教育関係者との意見交換や地域住民の意見を聞く機会を増や

し、教育委員一人一人の主張や活動状況をできるだけ公表するなどの検討を要求します。地域住民は学校教育に

大きな関心を持っており、教育委員会の情報を詳しく知りたがっています。できるだけ地域住民と教育委員との

対話の機会を増やすとともに、情報公開など行政の透明性を確保し、住民の理解と協力を求めていくことを期待

して次の質問に移ります。 

 (2)教職員の市町村に対する帰属意識が弱いという指摘がありますけれども、この点について分析、対策につ

いて教えてください。 

○稲葉健二議長 藤井学校教育部長。 

○藤井義康学校教育部長 お答えします。 

 教職員の市町村に対する帰属意識が弱いとの意見は、文部科学省中央教育審議会における委員の発言として認

識しています。要因といたしましては、小中学校が市町村立でありながら、そこで働く教職員の人事権が都道府

県教育委員会の権限とされていることが挙げられます。また、数年間のコロナ禍により地域と学校を結びつける

活動が制限されたことから、教職員と地域とのつながりが希薄になっていることも実態としてあるものと考えま

す。市町村に対する帰属意識を高めるためには、学校による地域の人材活用や地域行事、地域の会議への参加も

含め、地域との密接な関係をつくることが大切ですが、本市は歴史的にも学校と地域の結びつきが強く、地域の

人材が教育活動に協力してくださっているので、教職員の市に対する帰属意識は高いものと思われます。 

 また、人事面におきましても、教職員の資質、能力向上の観点から他市での教職経験も推奨しておりますが、

基本的には市川市に戻り、最後は市川市で職務を全うするため、多くの教職員が市川市の職員という意識を持っ

て勤務に当たっています。今後も家庭、学校、地域が協力して子どもを育てる取組を進め、教職員の市川市に対

する帰属意識の醸成に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 本市では、この問題はあまり問題になっていない、うまくいっているということが分かり



ました。 

 次に、(3)の質問ですけども、本年２月12日の新聞報道によると、名古屋市教育委員会が教員団体から提出さ

れる校長らの推薦名簿とともに金品を受け取っていたと報道されています。名古屋市河村市長は、第三者を含む

調査委員会を発足させると発言しています。本市では、同様の金品の授受が行われていないか。校長候補者の名

簿の提出などはあるのか。教育委員会の資金管理状況及びこのような問題に対する対策についてお伺いいたしま

す。 

○稲葉健二議長 板垣生涯学習部長。 

○板垣道佳生涯学習部長 教育委員会における金品の授受といたしましては寄附によるものがございますが、寄

附を受ける場合には、本市の手続にのっとって、歳入予算や物品等として受け入れ管理しており、これによらな

い金品の授受はございません。また、教職員団体から校長に推薦する教員名簿の提出も受けておりません。した

がいまして、名古屋市教育委員会の事案のようなケースはございません。 

 次に、このような問題に対する対策につきましては、教職員に対しまして校長会議や教頭会議、学校内での研

修など、また教育委員会事務局職員に対しましては、人事評価のフィードバックや全庁的に行っているコンプラ

イアンス研修などを通じて、日頃からコンプライアンス意識の向上を図っております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 はい、分かりました。本市では、このような問題はないということを明言されて安心いた

しました。 

 次の大項目に移ります。子育て支援についてですけれども、本市が実施する第２子以降の保育料無償化や学校

給食無償化は所得制限を設けずに実施しています。制度の効果を図るべき目的と予算上の影響額を伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 第２子以降保育料無償化は、２人目を望む夫婦の夢を後押しすることで子どもの数の増加を目指し、さらには

子育て世帯の定住促進も期待して実施したものであります。 

 なお、影響額は年間約６億円と見込んでおります。 

 学校給食費の無償化につきましては、教育活動の一つである給食費にかかる費用を市が負担することで、家庭

環境に左右されることなく、子どもたちが安心して給食を食べることができます。 

 なお、本事業に係る経費として、令和６年度当初予算においては学校給食費約18億6,000万円を市が負担して

おります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 目的と予算額は分かりました。学校給食の無償化については、目的がいま一つクリアにな

らないんですけれども、貧困対策であるとか少子化対策という言葉は今出なかったので、そこはあまり重視され

ていないということなのかなというふうに思いました。 

 少子・高齢化は我が国が抱える最大の課題であり、岸田政権も異次元の子育て政策を掲げて、子育て支援の拡

充には誰も反対しづらいし、私も少子化対策自体は結構なことだと思います。しかし、限られた財源を投入して

行う政策である以上、政策目的を明確にした上で効果を検証し、適切な評価の上で議論することが不可欠です。

税や社会保障料等の所得に占める割合を示す国民負担率、これは2023年の我が国では47％です。簡単に言えば、

所得の半分は税や社会保障料で持っていかれる状況にあるということです。どこの家計も大変厳しい状況にあり



ます。 

 江戸時代では、五公五民で百姓一揆が起こったとされています。５が年貢で取られて、５が民に戻されたと。

これで起こったと。四公六民ではぎりぎり大変だったけれども、農民は頑張っていたと。しかし、五公五民にな

って一揆が起こったということなんですけれども、現在はまさにその五公五民の状況にあるわけです。この貴重

な税、限られた財源をどこに優先的に配分すべきか、慎重な判断が求められることは言うまでもありません。 

 少子化の原因を結婚前と結婚後に分けて考えると、結婚後より結婚前のほうがはるかに重要なことが知られて

います。未婚率が一貫して高まっていることは知られていることですけれども、既婚カップルの出産状況はどう

かというと、結婚後15年から19年経過した夫婦の平均的な子ども数を完結出生児数といいますけれども、この数

値は70年代まで低下した後、長期にわたって２人台を維持してきました。直近の21年は1.90まで低下しています

けれども、出生率の1.3は大幅に上回っています。 

 要するに日本では、結婚さえすれば、平均的に２人近い子どもを産み育ててきたという事実で、少子化の主因

は結婚前にあるということです。また、日本の少子化対策については不都合な真実があります。政府として、最

初の対策であるエンゼルプランから約30年間、数多くの少子化対策が策定されてきました。これまでの対策は、

簡単に言えば子育て世帯のニーズに応える子育て負担を軽減する政策です。待機児童ゼロ政策や2019年の安倍政

権の看板政策、幼児教育・保育の無償化も、結果的には出生率反転には結びついていないと言わざるを得ませ

ん。 

 韓国の事例は興味深いと思います。2000年頃、出生率が1.5を下回り、政府は第１次育児支援策を発表。一定

以上の企業に保育施設設置を義務づけ、無償保育の所得制限を撤廃、女性が出産後も働き続けられるように短時

間勤務制度を導入し、男性の育児休業取得を奨励、全ての公立学校で既に給食が無償化されています。 

 このように、日本の異次元の少子化対策に匹敵する政策を2000年代に入ってから展開してきましたが、出生率

は2021年0.81、2022年0.78と、１を下回る水準になっています。自治体の子育て政策が少子化対策にどれほど有

効かという点について、首長の個性などにもよってメディアの報道が偏っている点があると思います。メディア

でよく取り上げられる兵庫県明石市や千葉県流山市の出生率はいずれも1.58で、確かに平均よりも比較的高いと

は言えるのですけれども、あまり注目されていない自治体でも人口規模が大きく、出生率が高い自治体はほかに

たくさんあり、人口増加率、出生率のランキングでは、両市はいずれも上位25％にも入っていません。所得制限

のない保育の無償化の問題点は恩恵が高所得層に偏るということがあります。所得の低い層では月数千円の負担

軽減となるのに対し、所得の多い世帯では月数万円の負担軽減となります。先ほどちょっと触れた無償化を実施

した韓国では、無償化で高所得層の早期教育が増え、教育格差拡大につながったとも指摘されています。 

 本市の保育料の収納率はほぼ100％であり、給食費は無償化される前から生活保護世帯、住民税非課税世帯は

無償となっています。所得や子どもの数に応じて利用料を支払う応能負担はうまく機能していたと言えます。財

源の制約が強まる中で経済的な負担感の少ない高額所得層に多額の財源を投じることの正当性は見いだしにくい

と考えます。なすべき政策は、幼児教育無償化のような教育の需要サイドに働きかける再分配政策ではなく、こ

の再分配政策自体が逆進的なことは先ほど申し上げました。そのことより、子どもの将来に好影響をもたらす質

の高い幼児教育を実現するための投資だということを指摘して、次の質問に移ります。 

 (2)貧困状態にある子どもへの支援策として、現金給付は１つの方策だと考えますけれども、貧困家庭に対す

る現金給付の現状と今後の課題を伺います。 

○稲葉健二議長 鷺沼こども部長。 

○鷺沼 隆こども部長 お答えいたします。 

 貧困状態にある子どもへの支援策としましては、国の制度に基づき、低所得のひとり親家庭などに対して児童



扶養手当として給付しております。支給額は所得と養育する人数によって変動いたしますが、児童１人当たり約

４万4,000円、２人目は約１万円、３人目以降は約6,000円ずつ加算されます。令和６年度当初予算に扶助費とし

て約８億円を計上しております。貧困状態にある子どもの支援につながる経済的負担の軽減につきましては、現

金給付のほかに食品など、特定の商品にのみ使用できるクーポンの配布やサービス提供などによる現物給付など

様々な方策がございます。本市では、第２子以降の保育料無償化や学校給食費の無償化は、子どもの成長に応じ

た必要な経済的支援を行っていることから貧困対策の一助にもなっていると考えております。 

 なお、貧困状態にあるひとり親家庭への支援の在り方については、今後も国、県の動向や社会状況などを注視

し、他自治体の先進事例を調査研究していく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 私が昨年９月定例会で質問した際の答弁ですけれども、本市が小中学校の保護者を対象と

して行った実態調査で、過去１年以内にお金が足りなくて家族が必要とする食料を買えなかったことがあるかと

の質問に、１割近くの世帯があると答えています。保育無償化も給食無償化も、家庭の支払いが減るという意味

で現金給付と似ている、同じ効果がある政策だと思います。どんなに所得が高い世帯にも給付が行われていま

す。併せて年間、先ほど答弁いただきました24億6,000万円の予算が使われている。 

 一方で、本市にも食べたいものが買えないではなくて、家族が必要とする食料を買えない家庭が１割程度存在

している。食料が買えないという世帯に対する給付の予算は、当初予算で８億円と今答弁がありましたけれど

も、これは国の補助が３分の１あるので、実際、本市の負担額は５億3,000万円程度です。所得が高い世帯にも

配る給付に24億6,000万円が使われ、本当に困っている世帯、多くは独り親の子育て世帯ですが、こちらに対す

る予算が５億円程度というのは優先順位が間違っているんじゃないでしょうか。このことを指摘して次に移りま

す。 

 次の大項目ですけれども、地域通貨について。先順位者でも御答弁いろいろありましたけれども、実証実験で

は、事業費を上回る経済効果が認められたとしていますけれども、これは30％のプレミアムポイントを付与した

ことによる当然の結果であり、プレミアムポイントを付与しなければ全く違う結果となっていたと思いますけれ

ども、市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 お答えします。 

 今回の実証実験では、デジタル地域通貨を市民の方に利用していただくため、さらには消費の関係を図るた

め、プレミアムポイントで強いインパクトを打ち出し、事業の周知を行いました。プレミアムポイントを付与し

ない場合の経済効果につきましては、デジタル地域通貨の検証を行う上で１つの評価基準になるものと考えます

が、今回の実証実験とは異なる条件の下で改めて試算をする必要がございます。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 もう終わってしまったことなので仕方がないと思いますけれども、同じような御意見だと

いうことです。 

 (2)に移ります。デジタル地域通貨の目指すべき方向性が私は不明確なのではないかなというふうに思いま

す。地域経済活性化ということであれば、デジタル通貨が流通して使われなければ意味がないわけですけれど

も、電子決済の手段は既にたくさんあって日本中で使えるわけですから、ユーザーから見て、市川市だけで利用

可能なＩＣＨＩＣＯに換金するメリットは、もしプレミアムがついているとすれば、そのプレミアム部分しかな



いわけです。永遠にプレミアムを付与することは財政的な制約から当然できないわけで、その時点でＩＣＨＩＣ

Ｏの命運は尽きるのではないでしょうか。 

 また、行政ポイントとの連動を目指すのであれば、私は何もコストをかけてＩＣＨＩＣＯをつくる必要もな

く、今後の運営コストもかかるわけですから、広く流通している民間の、例えばＴポイントやＰｏｎｔａのよう

なポイントを付与すればいいのではないでしょうか。そうすると、市川市の外で使われてしまうという問題があ

りますけれども、飲食店や小売店の側でも、行政ポイントをメインとして、大して流通総額の大きくないポイン

トのために決済端末などの対応を継続することは、手間やコストの面から考えて可能性は低いのではないでしょ

うか。したがって、一定のシェアを獲得しているプラットフォーム的なＴポイントなどを活用することが合理的

な結論になると思われます。 

 私は以前にも指摘したように、新しい市民のデジタルインフラとしてＩＣＨＩＣＯを位置づけて、ぜひとも導

入すべきだと考えています。そのために、ブロックチェーン技術を基盤として独自開発した地域通貨を流通させ

るべきだと思っていますけれども、市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 本市のデジタル地域通貨は地域経済と市民活動の活性化を目的としておりますが、こ

の２つを合わせて活性化できる点がこの事業の特徴であります。昨今、多くの自治体がデジタル地域通貨の導入

を進めており、地域の特性に見合った政策目的と活用方法が考案されていくものと考えます。今後、先進事例の

調査研究を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 ぜひ研究を進めていただきたいと思います。 

 石川県珠洲市、今回、被災に遭われた地域ですけれども――の公表したデジタル地域通貨は、北國銀行と組ん

でステーブルコインとして発行するとしています。同市の資料によれば、ブロックチェーン技術を活用したセキ

ュアなネットワークを低コストで構築しており、ユーザー間の資金移動、店舗決済が低コストで実行できるとし

ています。ステーブルコインは通貨と同等ですから、当初は市内で利用できる環境を整えるということですが、

将来的には市外への流通も想定しています。資料によれば、この事業費は１億3,000万円です。ステーブルコイ

ンの発行は北國銀行が行うとはいえ、本市の昨年行った実証実験レベルの予算で開発できるということが分かり

ます。 

 日本は世界に先駆けてステーブルコインの法整備を行い、昨年６月以降、発行が認められています。Ｗｅｂ３

関連の決済手段として今後拡大が期待されており、地域活性化のシーンでは、例えば山古志地域ではＮＦＴアー

トの購入者をデジタル山古志村の村民として認め、既に実際の村民より多い登録者となっています。地域活性化

に関する議論や行政への政策提言を行える仕組みのほか、メタバースによる地元イベントの体験なども実施して

います。ふるさと納税による本市が抱える減収問題でも、本市住民税納税者にＮＦＴを発行して付加価値を付与

するなどの利用価値もあると私は考えています。こうした、今後拡大するデジタルインフラの入り口として活用

するために私は地域通貨に期待しているところですので、中途半端なものではなくて、しっかりと将来像を見据

えた開発を要望して、この項は終わります。 

 次の大項目ですけれども、宿泊税について、浦安市は導入するということを発表していますけれども、本市で

宿泊税を導入した場合の収入額はどれぐらいになるのか伺います。 

○稲葉健二議長 根本経済観光部長。 

○根本泰雄経済観光部長 お答えします。 



 宿泊税につきましては、浦安市が2025年度以降での導入を目指すとしたこと及び千葉県でも有識者研究会の提

言により、早期導入を目指して検討会を設置することとしたものと承知をしております。令和３年の千葉県観光

入込調査では、本市の宿泊客総数は約９万人であり、税収の試算に当たり、仮に宿泊者から１人１泊100円を徴

収するとした場合、約900万円の税収となることが見込まれます。本市にも複数の宿泊施設があることから、宿

泊税の導入につきましては千葉県の動向を注視していきたい、そのように考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 本市で導入したのは900万円程度。現状では、その程度だということです。私は、それで

も導入する意義があるというふうには思っています。今後、本市でも宿泊施設、ホテルなどが増えていく可能性

もありますし、宿泊税などを導入するのは総務大臣の認可が要るというふうに承知しています。この場合、浦安

市と一緒になって導入したほうが導入しやすいのではないかと思いますので、この機会に本市もぜひ導入を検討

していただくことを要望して次に移ります。 

 (2)についてですけれども、本市はふるさと納税によって数十億円規模の減収と税収減となっていることは知

られているところです。税収が減るということは市民サービスがそれだけ低下しているということでありまし

て、非常に大きな問題だというふうに私は思います。税収が足りない場合に通常考えるのが超過課税というのが

あって、通常の税率よりも少し高くすることができるということで、それでも足りなければ、今の宿泊税のよう

な法定外税、法定税以外の新しい税目をつくることができるということになっているようです。 

 私は、まず超過課税について本市は実行しているのかどうかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 田中財政部長。 

○田中雅之財政部長 お答えいたします。 

 超過課税の導入についてでございますが、本市におけます超過課税の実施状況といたしましては、昭和50年10

月より、法人市民税の法人割におきまして超過課税を実施しており、この超過課税による増収の影響額は令和４

年度決算ベースで申し上げますと約３億2,000万円の増収となっているところでございます。 

 なお、この法人市民税以外に超過課税の適用が可能な税目といたしましては、個人市民税、固定資産税、軽自

動車税についても超過課税の適用が可能となっておりますが、本市の予算規模に占める市税収入の割合ですと

か、市民１人当たりの市税負担額の状況などを踏まえますと、これらの税目による超過課税の導入は難しいもの

と考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 分かりました。超過課税については、今のところ、もうできることはやっているというこ

となので、あと可能性としては、先ほどの宿泊税のような法定外税ということになるかと思いますけれども、私

は市川市の湾岸地域にある大規模倉庫に対して、環境負荷の観点から物流倉庫を往来するトラック、これは市川

市内へ配送する目的はごく少数で、主に首都圏各地への配送が目的だと思われます。倉庫があるために市川市を

往来し、本市への環境負荷をかけているわけですから、通行税などの法定外税をかける余地があると思います。

大規模倉庫については、固定資産税は払っていますけれども、減価償却とともに、これは減少していきます。広

大な場所を使って、法人税は本市に貢献していない。工場も同様ではありますけれども、一定の正規雇用を生む

地域に対する効果をもたらします。倉庫はほとんど非正規の雇用しか生まないので、地域の雇用に貢献しない上

に周辺の飲食業や小売業への波及効果も期待できません。市川塩浜駅周辺の商業施設の状況を見れば分かるので

はないかと思います。 



 法定外税は政策税制として利用されることも多いことを勘案すれば、政策目的としても検討に値すると考えま

すけれども、見解を伺います。 

○稲葉健二議長 田中財政部長。 

○田中雅之財政部長 法定外税の導入に当たりましては、各自治体における特有の行政課題の解決を図るための

手段として税で対応することがふさわしい場合におきまして、税の原則であります公平性や中立性などを十分に

検討した上で導入が可能となっております。 

 そこで本市の現状を鑑みますと、法定外税を導入しなければ解決できないといった本市特有の行政課題が現時

点で存在するとは捉えていないため、新たに法定外税を導入することにつきましても困難な状況であると考えて

おります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 かつて石原都知事の時代に、東京都はトラックの通行税というのを導入したことがあった

と記憶していますけれども、私の提案したような倉庫に対する税というのは似たようなものであり、環境面で市

川市が負担を被っているわけですから、全く検討の余地がないというのは、そんなことはないんじゃないかなと

私は個人的には思いますけれども、この質問はこれで終わります。ぜひ今後知恵を絞って市民サービスの低下を

防ぐために様々な可能性を探っていただくことをお願いいたします。 

 次に、最後の大項目ですけれども、本八幡駅前再開発について。周辺地域の景観や環境に与える影響とその対

策について、どう考えているかお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 本再開発事業では、歴史のある八幡一番街を駅と周辺の町をつなぐ景観軸として位置づけ、にぎわい通路とし

て同じ場所に配置しています。また、再開発事業で整備される通路や広場には連続的かつ多層的に緑化空間を創

設しています。ほかにも周辺の再開発地区の建物と形態や色彩の調和を踏まえるなど、本八幡のイメージを高め

る景観形成としています。さらに、建物の配置について、後背地にある住宅地に配慮して北側の建物の高さを低

くする計画としています。 

 自然環境への影響としましては、主にビル風が挙げられます。当該再開発事業によるビル風については、再開

発事業の検討時にコンピューターシミュレーションによる風環境評価を行い、一般的な住宅街として許容できる

ランク２の風環境という結果となっております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 再質問しますけれども、今答弁にあったランク２というのはどのようなものなのか、詳細

をお伺いいたします。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 ビル風の風環境評価方法の代表的な方法である村上方式において、風による影響の程度を実質４段階に分け、

ランクの数字が大きいほど風の影響が強くなります。住宅街や公園で許容されるのはランク１からランク２まで

とされており、ランク２とは、日最大瞬間風速が１秒当たり10ｍの風が年間で80日以下、10ｍの風が13日以下、

20ｍの風が２日以下とされています。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 既に本八幡駅前には高層マンション、ビルが建っていますけれども、このときもシミュレ

ーションではランク２だったというふうに伺っています。その後、実際にランクが幾つぐらいの風が吹いている

のか、私はすごい強風だというふうに思いますけれども、それについて事後調査しているのかどうかお伺いいた

します。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 本再開発事業では組合施行であることから、今後、組合が行う実施設計により、建物の高さや配置等が決まり

ます。風環境の検証につきましては、実施設計の進捗に合わせ、コンピューターシミュレーションよりも精度の

高い模型による風洞実験を実施し、ビルの配置や防風植栽の配置を計画します。再開発事業後の風環境の検証は

法的な規定がないことから行っておりませんが、市は現況を把握しており、強風の日には歩行者の安全や防風植

栽の状況などを確認するために随時パトロールを行っております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 事後のランク調査もぜひやっていただきたいというふうに思います。 

 次に(2)ですけれども、本事業に対して市は補助金を出すということですけれども、総額で幾らの補助金を出

すのか。それがどのように市民に還元されるのか伺います。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 再開発事業に関する補助金の対象となるものは国で定めており、主なものとして、測量調査や建築設計などの

調査設計計画費、解体費や補償費などの土地整備費、建築工事や供給処理施設整備などの共同施設整備費があり

ます。これらの補助対象に対して、現時点の計画で、本市が支出する補助金の総額の概算は約110億円でありま

す。本再開発事業により、駅周辺の建築物の不燃化や道路拡幅による防災性の向上、駅利用者及び来街者の利便

性や快適性を含めた都市機能の向上、広場の整備によるにぎわいや憩いの場などが創出されます。このように、

本事業は単なる高層ビルの建築ではなく、市民や周辺地域に貢献し、公益につながるものであります。引き続き

準備組合に対し、地域に貢献する事業となるように指導してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 今の話では110億円もの補助をするのに効果が具体的に示されていないというふうに思い

ます。今後、ぜひ具体的な効果を市民に示せるようによろしくお願いいたします。 

 そして最後の質問ですけれども、今回のプロジェクトについて、地域住民にはどのように説明されたのか。何

件に説明会の案内を送ったのかだけ教えてください。 

○稲葉健二議長 小塚街づくり部長。 

○小塚眞康街づくり部長 お答えします。 

 事業に対する説明会は、令和５年３月に準備組合の主催で２回、７月に本市の主催で２回実施しております。

準備組合の説明会の開始の周知につきましては、本地区の北側の約240ｍの範囲内で、日影の影響がある範囲の

約2,000件にお知らせしております。市の説明会の周知は「広報いちかわ」や公式ウェブサイトに掲載し、広く

周知しております。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 にしむた議員。 

○にしむた 勲議員 2,000件というのは少ないというふうに思いますので、今後、ぜひ八幡地区全体とは言い

ませんけれども、もっと多くに周知のお願いをいたします。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後０時５分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後１時開議 

○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１一般質問を継続いたします。 

 石原よしのり議員。 

○石原よしのり議員 石原よしのりです。早速、一般質問を始めさせていただきます。 

 最初のテーマは防災についてです。 

 今年１月１日に発生した能登半島地震の犠牲者の御冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた皆様にお見舞

い申し上げます。 

 また、昨日は東日本大震災から13年となる３月11日でした。13年たっても、いまだに苦しんでいる方々もいら

っしゃいます。被害を受けた方々の平安と被災地の未来につながる復興を願っています。 

 今回の質問では災害用トイレについて取り上げます。 

 能登半島地震では多くの家屋が倒壊、損傷し、避難者の数も一時３万人を超えました。また、自宅で避難して

いる方も停電や断水に加え、必要なものが簡単に手に入らないという厳しい状況を余儀なくされました。もちろ

ん大地震発生直後は、一人でも多くの命を救うための救出、救急作業が優先ですが、その後は被災者の支援に重

点が移ります。安全な場所を確保し、必要な水、食料を提供し、冷暖房などで快適に過ごせる状況をつくること

も重要となります。行政としても、この段階では休む間もなく全力を挙げて対応しなければなりません。被災者

は当面、不便で大変な避難生活を余儀なくされます。 

 過去の大地震の際の被災者のアンケートで、避難生活で何に困ったかという項目の一番だった回答はトイレだ

そうです。避難所では仮設トイレなどを設置して対応しますが、トイレの数が足らない、一旦建物の外に出なけ

ればならない、汚い、和式でしゃがめない、段差があり体の不自由な方が使えないなどの問題が指摘されていま

す。また、自宅で在宅避難される方にとっても、断水や下水管の損傷で当面は自宅の水洗トイレを使うことがで

きなくなることがあります。人間、排せつをしないわけにはいきません。そうすると、トイレに行く回数を減ら

そうと水分を取るのを控えてストレスをためたり、体調を損なう方も出てきます。災害時のトイレ問題は深刻だ

と言わざるを得ません。 

 そこで、まず、本市は災害時のトイレ問題についてどのように認識しているのか伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 これまでも災害が発生し、水洗トイレが機能しなくなると排せつ物の処理が滞り、不衛生になることで水分や

食事を控え、健康障がいを起こした事例が報告されております。このように、トイレは食事や睡眠と同様、命に

密接する日常生活に欠かすことができないものであり、トイレ問題は優先的に取り組むべき課題と認識しており

ます。本市では、過去の災害を教訓に、公助としてトイレの備蓄や災害協定の締結による外部調達などを進める

とともに、防災公園や一部の小学校にマンホールトイレの整備を進めております。現在、トイレの確保や管理に



関する計画の策定を進めており、トイレ問題には積極的に取り組んでいるところです。また、自主防災組織に対

する補助制度では、携帯トイレを補助対象物品に位置づけするなど、共助による助け合いの強化を図っておりま

す。今後も災害時のトイレ対策については、公助としての備えのほか、自助や共助による備えにつながる取組を

強化する必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原よしのり議員。 

○石原よしのり議員 市としても、トイレ問題は重要なものであると認識していることを確認しました。大地震

が発生した場合、避難所において、既存の水洗トイレはそのままでは使えなくなることが分かっています。本市

の場合、その場合に協定を結んだ民間業者から届けてもらう仮設トイレや、備蓄してある組立て式簡易トイレな

どで対応しようとしているわけです。また、自治会に補助制度で携帯トイレなどの備蓄を促しているという回答

でした。 

 そこで、本市の災害時に利用できる簡易トイレや携帯トイレの備蓄、整備状況について伺います。 

 また、家庭において簡易トイレや携帯トイレを準備しておいてもらうよう、市民へどのように周知啓発してい

るのかを伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 本市が公助として主に避難所用に備蓄しているトイレは、便座を組み立てる段ボール製のボックストイレや既

設の便器に袋をかぶせる携帯トイレのほか、屋外に設置する組立て式トイレなどを備えております。避難所とな

る各小学校にはボックストイレを20個、携帯トイレを約2,700個保管しております。そのほか、市内の各所の防

災倉庫などに合計でボックストイレを約4,400個、携帯トイレを約11万9,000個、組立て式トイレを110基保管し

ております。在宅で避難生活を送る場合には食料や飲料水と同様に、自助としてボックストイレや携帯トイレの

備えも重要となります。 

 そこで、本市では、その必要性について市公式ウェブサイトや広報紙等を活用してお知らせするとともに、防

災訓練や地域の講演会、防災に関するイベントなどを通じて啓発を進めているところです。さらに、昨年９月に

は自治会連合協議会との共催により、「災害時のトイレ対策について」と題した防災講演会を開催し、トイレ対

策の周知啓発を強化しております。この講演会では、講師に特定非営利活動法人日本トイレ研究所の代表者をお

招きし、災害時のトイレの現状やその重要性、健康への影響などについての御講演をいただいたところです。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原よしのり議員。 

○石原よしのり議員 本市は段ボール式のボックストイレや既設の便器に袋をかぶせる簡易トイレ、屋外に設置

する組立て式トイレを避難所や防災倉庫に備蓄しているとの御答弁でした。これについては必要枚数をしっかり

検討し、十分な数の整備をお願いします。 

 市民向けの呼びかけについてですが、御答弁にもあった昨年９月の防災講演会には私も出席し、お話を聞かせ

ていただきました。被災者が避難の際に困ったことは水や食料よりもトイレであること、トイレが我慢できなく

なるまでの時間のほうが水や食料を口にしたくなるまでの時間より短いこと、トイレを我慢したりトイレに行く

回数を減らすために水分を控え、体調不良や、また、それによって関連死につながることなど、トイレ問題の重

要性を強く認識しました。 

 しかし、市民に災害時のトイレの重要性が十分に理解されているかというと大変心もとない状況なのではない

でしょうか。日本トイレ協会の2023年の一般市民向けアンケート調査の結果によると、災害対策として自宅に水



や食料の備蓄をしている方は多いのに、携帯トイレなどを備蓄している方は22％しかいないそうです。５世帯に

１世帯です。また、そのうち半数以上は準備してある携帯トイレの数が１人当たり10個以下と答えており、十分

とは言えない状況です。標準的には、１人当たり１日５回トイレに行くということのようですし、この10個以下

ということは２日ももたんということですから全く足らないんだろうと思います。 

 私も去年の防災講演会に出席してから、我が家の携帯トイレの備蓄を注文して買って始めました。こういった

市民への呼びかけていく効果的な新たな取組がやっぱり必要なのではないかと思いますが、本市の見解を伺いま

す。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 

 市では、若い世代の防災情報の認知度が低いことを受け、昨年12月からユーチューブによるショート動画を使

った啓発を始めており、中には視聴回数が１万回を超えたものもあることから、こうした手法も積極的に活用し

てまいります。また、イベントなどの際に携帯トイレの見本を配布するなど、手に取ってもらい、身近に感じて

いただくことで、家庭での備蓄につながるよう取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原よしのり議員。 

○石原よしのり議員 まずは、大地震など大きな災害が起こったら当分トイレが使えなくなるということを広く

市民に認識してもらうことが必要なのではないでしょうか。さっきも言ったように、私も去年までは携帯トイレ

をうちに持っていませんでしたから。御答弁にあったユーチューブの活用もぜひ進めてください。携帯トイレの

備蓄を呼びかけるチラシを作成して広く配布することは、すぐにでもできる方策でしょう。携帯トイレの実物を

見たこともない方も多いでしょうから、サンプルを大々的に配布することも有効でしょう。 

 他市の例を出しますと、尼崎市は一昨年、携帯トイレを御家庭で準備するよう呼びかけるチラシを作成し、そ

のチラシとともにサンプルの携帯トイレ１個を１つのビニール袋に詰めて、市内の全世帯24万戸に配布しまし

た。その予算は2,200万円だったそうです。東京都港区はさらに先を行っています。御家庭の携帯トイレの備蓄

を一気に進めました。昨年、全世帯に１人当たり20個の携帯トイレを無償で配布しました。その予算額は８億

7,000万円でした。こういった先進事例を参考に前向きな検討を要望します。 

 次は、(3)トイレトレーラーの導入についてです。 

 仮設トイレの定番である工事現場用のトイレは、外側があまり建てつけのよくないプラスチック製の箱で、多

くの場合はしゃがんで用を足す和式の型式です。高齢の方や女性などには大変使いにくく、敬遠される場合が多

いようです。 

 一方、トイレトレーラーというのは移動式のトイレカーです。衛生的なタンク式の洋式水洗トイレを必要な場

所に車で牽引していって設置できるものです。トイレトレーラーの典型的な例というのは、助けあいジャパンと

いう組織が自治体に導入を呼びかけているもので、同じ規格のトイレトレーラーが現在全国の19自治体に導入さ

れています。本市と相互災害援助協定を結んでいる富士市がこのトイレトレーラーの導入第１号でした。各地で

大きな災害があったとき、助けあいジャパンと導入自治体が協力して、このトイレトレーラーを被災地に派遣す

る活動を行っています。今回の能登半島地震の際も、このトイレトレーラーが続々派遣されて大活躍しました。

被災地の方々に喜ばれて、その様子はテレビや新聞で大きく取り上げられていました。 

 そこで、トイレトレーラーの導入を図るべきではないかと考えますが、本市の見解を伺います。 

○稲葉健二議長 本住危機管理監。 

○本住 敏危機管理監 お答えします。 



 トイレトレーラーの取組は一般社団法人助けあいジャパンが進める災害派遣トイレプロジェクトによるもの

で、全国の市町村が１台ずつトイレトレーラーを配備し、災害などが発生した場合にはその地域に駆けつけ、ト

イレ不足を軽減する考えで運営されており、現在19の自治体が参加しております。トイレトレーラーには４つの

個室があり、水洗式の洋式便座や手洗い場などが設置されて衛生的な環境が確保されており、今回の能登半島地

震でも派遣され、被災者に喜ばれていると伺っております。本市でも導入に向け、先進市の視察を行うなど検討

を重ねてまいりましたが、汚水が貯留式のため、くみ取りが必要になること、広範囲に被害が及ぶ場合には移動

が困難になること、また、平時での運用や牽引免許所持者の確保など幾つかの課題が確認できたため、導入を見

送った経緯がございます。しかしながら、大規模災害時における自治体間の支援は重要と考えますので、当該団

体や関係自治体から能登半島地震に派遣した際の情報を入手するなど、課題を改めて整理するとともに、移動式

トイレも様々な型式がありますので、その活用を含め研究してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原よしのり議員。 

○石原よしのり議員 以前検討したときは、課題を幾つか見つけたから導入しなかったという答弁なんですが、

今言ったとおり、もう１回課題をしっかり見直して、メリットを比べてちゃんと考えていっていただきたいと思

っています。 

 君津市も、このトイレトレーラーを導入しています。2019年の９月に台風15号の甚大な被害が千葉県各地で発

生した際に、全国からこのトレーラー派遣支援を受けました。君津市ではその効果を認め、石井市長が先頭に立

って2021年にトイレトレーラーを導入しました。この君津市のトイレトレーラーも、今回の能登半島地震の被災

地で支援活動に当たり、現地の方々から本当に感謝されているとのことです。１月４日には、君津のトイレトレ

ーラーが輪島市に入っています。君津の場合、トイレトレーラーの導入関連費用も含め二千数百万円のうち、寄

附とクラウドファンディングで1,850万円も集まったそうですので、税金の投入はごく僅かだったようです。 

 本市がトレーラーを導入するなら、今がチャンスだと思います。能登半島地震が起こったばかりで関心が高い

今であれば、寄附する方や協賛する企業も多く集まるのではないでしょうか。災害時のトイレ対策、いろいろあ

りますけれども、しっかり進めていただきますよう要望して次の質問に移ります。 

 大項目２つ目は、ごみ減量についてです。 

 昨年10月にクリーンセンターの焼却炉が突然の停止、ごみ処理が全くできなくなってしまう事故が発生しまし

た。原因はよく分からず、すぐに再稼働ができない状況だったことから、収集したごみを一時クリーンセンター

の敷地内に野積みし、その後、近隣他市の協力を得て他市に運んで処理してもらいながら復旧工事を進めまし

た。結局、通常操業に戻るのに２か月かかりましたが、その間のごみの運搬及び処理委託、それから応急修繕な

どの費用で６億円かかるという大きな損害となりました。施設の老朽化が進んでいたことも１つの要因かもしれ

ません。今後、原因究明を進めて操業の問題点などがあれば適切な対応をお願いしたいと思います。 

 この事故をきっかけに、本市のごみの減量問題について改めて考えさせられました。もともと本市はごみの最

終処分場を持たないことから、ごみを減らすことが重要な課題でした。そのため、ごみの減量に取り組んできた

わけですが、まだまだ設定の目標に達していません。もし、もっとごみの量が少なくなっていれば事故は起こら

なかったかもしれませんし、事故で停止した期間の野積みの量も、他市へ運んで処理した費用も少なくて済んだ

でしょう。 

 そこで最初の質問ですが、本市はごみ減量に対してどのように認識して、どのような取組を行っているのか伺

います。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 



○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 本市のごみ処理につきましては、焼却灰などの処分を市外の最終処分場に依存していること、また、全国的に

も最終処分場の容量が減少していることなどから徹底したごみの減量、資源化を進め、最終処分量の削減に努め

ていく必要があります。また、次期クリーンセンターの建て替えの時期も迎えており、さらに強力にごみの減量

に取り組まなければならない状況であると認識しております。このことから、本市では一般廃棄物処理基本計

画、通称じゅんかんプラン21に基づきごみの減量施策に取り組んでいるところであります。本計画では、さらな

るごみの減量、資源化に向け重点的に取り組む事項が掲げられており、発生抑制・排出抑制プラン、収集運搬プ

ラン、市民参加・情報共有プランなど、様々な施策について定めております。 

 また、現状の課題としましては、燃やすごみの中に資源化できる可能性のある紙類やプラスチック製容器包装

類が約３割も含まれていることが挙げられます。資源化できるごみの分別が進むことで燃やすごみの量は大きく

減少することが期待できることから、これを解決していく必要があると考えております。実現に向けては、市

民、事業者、市、それぞれの役割と責任を明確にし、相互に情報交換しながら協働で施策を進めるための体制づ

くりを行っております。具体的には、新たな施策の具体化、実施に当たっては廃棄物減量等推進審議会やじゅん

かんパートナーなどから積極的に意見、提案を求めております。また、ごみ減量化・資源化協力店制度を実施

し、協力店では商品の簡易包装の促進、使い捨て製品の取扱いの縮小など様々な取組を行っております。ほかに

は市民の意識醸成を図るため、自治会や小学校、幼稚園などによる出前説明会の開催や、ごみの減量に取り組む

きっかけとなるようクリーンセンターやリサイクル施設への見学なども実施しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原よしのり議員。 

○石原よしのり議員 様々な取組をやっていることは認めます。ところが、実際に実績がなかなか上がってない

のが現状です。まだ市民にごみ減量の認識が十分に浸透していないのか、目ぼしい成果に結びついていないのが

残念です。減少のペースは大変鈍く、特にこの10年ほどの推移を見ると、市民１人当たり１日のごみ排出量が

750ｇから800ｇあたりで足踏みをしているのが現状です。 

 それでは、昨年のクリーンセンターの停止事故を受けて市民の間、あるいは市役所の中でごみ減量に対する認

識に変化があったのかどうか伺いたいと思います。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 令和５年10月のクリーンセンター稼働停止では、他市や民間処分場へのごみの搬出を行い、対応しました。外

部の搬出に当たり、ごみの仮置場や搬出先の確保などが容易でないことや多額の処理、処分費がかかることなど

から、本市としましても市民の費用負担を軽減するため、ごみの減量の必要性について改めて強く意識したとこ

ろであります。 

 また、今回の稼働停止においては、市民の皆様に対して不安を与えないよう、ごみの収集計画については変更

や中止をせずに対応することを第一とし、「広報いちかわ」やＳＮＳでは、焼却炉の稼働状況の報告と合わせ

て、常にお願いをしているごみの減量及び分別の徹底について改めて認識してもらうための周知にとどめまし

た。市民の皆様からは、もう少し早い段階で稼働停止の周知をしてほしかったとの声もありました。また、早く

知らせてもらえればごみの減量に協力したという御意見もいただきました。このことから、市民の皆様もごみの

減量への認識に対して変化があったのではないかと感じております。今後は次期クリーンセンターが稼働を開始

するまで今回のような稼働停止がないよう、現施設の安定操業にさらに努めてまいります。 

 以上でございます。 



○稲葉健二議長 石原よしのり議員。 

○石原よしのり議員 クリーンセンターの停止事故を契機にいろいろと呼びかけるということはできたんでしょ

うけれども、この停止事故の際、市民に事故のことを速やかに知らせて、大々的にごみの減量の協力を呼びかけ

ることができたとしたら市民の意識も変わり、もっとごみの減量が進んだかもしれません。そう考えると、本市

の対応が少し残念でなりません。 

 しかし、本気で大幅なごみ減量を目指すのであれば、やはりごみを減らそうという強いインセンティブの働く

仕組みが必要なのではないでしょうか。私は、家庭ごみ収集の有料化が有効な手だてだと考えています。過去に

も何度か家庭ごみ有料化について議会でも取り上げ、早期に導入すべきだと訴えてきました。ごみ有料化につい

ての本市の見解を改めて伺います。 

○稲葉健二議長 品川環境部次長。 

○品川貴範環境部次長 お答えします。 

 家庭ごみの有料化とは、家庭から排出されるごみの処理について手数料を徴収することを指し、例えばごみを

出す際に使われる指定袋の販売価格に処理手数料を上乗せする方法などが考えられます。これにより、ごみの排

出抑制や再生利用の促進、排出量に応じた費用負担の公平化、市民の意識改革などの効果が期待できます。これ

まで家庭ごみの有料化につきましては、平成27年度に家庭ごみの有料化、戸別収集の導入、ごみ収集回数の削減

の３つの施策について市民説明会や意見交換会、アンケートなどを実施し、市民の皆様から意見を募ってまいり

ました。また、平成28年１月には、この３つの施策に対し廃棄物減量等推進審議会から答申され、家庭ごみの有

料化については導入を推進すべき、ごみ収集回数の削減については検討する必要があるとされた一方、戸別収集

の導入については、導入時の課題も多く、時間をかけて慎重に取り組むべきとの指摘がありました。これらの結

果を基に、平成28年５月にさらなるごみの減量、資源化に向けた今後の進め方をまとめ、３つの施策のうち、ご

み収集回数の削減を先行して実施してまいりました。あわせて、ごみの減量、分別に関する周知啓発の強化を図

ることとし、家庭ごみの有料化についてはごみ減量の状況を見据えた上で判断することといたしました。 

 なお、戸別収集については、答申を受け、引き続き検討することといたしました。週３回から週２回への収集

回数の削減、実施前後の１人１日当たりの排出量につきましては、実施前の平成28年度の788ｇに対し、実施後

の平成29年度は770ｇと減少しました。その後、新型コロナウイルス感染症拡大により臨時収集を加え、週３回

とした令和２年度は785ｇと一時的に増加しましたが、直近の令和４年度では749ｇと、週２回の収集を開始した

平成29年度よりも減少しております。 

 一方で、最終処分場の問題やクリーンセンターの老朽化の問題などを抱えており、さらに令和５年10月に発生

したクリーンセンターの稼働停止もあったことから、より一層ごみの減量と向き合っていく必要があります。ご

みの減量を進める上で家庭ごみの有料化は有効な施策の一つであることから、これを踏まえ、今後も引き続きご

みの減量施策について検討を進める必要があると認識しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原よしのり議員。 

○石原よしのり議員 私は御答弁にあった、まさに家庭ごみ有料化を検討して、そして答申した審議会の委員の

１人でした。当時の審議会は精力的にこの問題の検討、議論を進め、ごみ減量のためには大胆な施策の導入が必

要だとして、家庭ごみ収集の有料化、戸別収集、収集回数の削減の３点セットを提言したものです。残念ながら

当時の市長は、この３つの施策を別個のものとして捉え、それぞれについての市民アンケートを取り、最も市民

の反対の少なかった収集回数の削減だけを実施したのです。その結果は案の定、ごみの量はほぼ全く減ることは

ありませんでした。週３回が週２回になっても、１回に出すごみの量が1.5倍になっただけで総量は変わらず、



ごみ収集車の台数も収集委託料の金額も減ることはありませんでした。単に市民にとって不便になっただけでし

た。 

 そもそも家庭ごみ有料化は、2005年２月に国の中央環境審議会が循環型社会の形成に向けた「市町村による一

般廃棄物処理の在り方について」の意見具申を取りまとめた中で、家庭ごみの有料化の推進を主要な提言の一つ

として挙げ、それを受けて環境省が国の基本方針と据えたものです。ごみの有料化の効果は、先ほどもちょっと

ありましたけれども、ごみ排出量の削減、負担の公平性の確保、ごみ収集処理費用の削減並びに焼却炉の延命

化、さらに市民の意識改革などだと言われています。負担の公平性の確保というのは、ごみを多く出す人と少な

く出す人の間の不公平や、住民登録のない居住者のただ乗りなどの不公平というものがあるのですが、この解消

ができるということです。導入した場合に一部の方が御心配なされる生活が苦しい人などの負担増について、こ

れは紙おむつを出す乳幼児を持つ家庭や生活困窮家庭に一定枚数の有料の指定ごみ袋を配布することで対応可能

です。 

 国、環境省はこの方針に従い、一般廃棄物処理有料化の手引きというものを発行してごみ有料化を推奨し、自

治体の有料化の取組を後押ししています。環境省の行っている令和３年度の一般廃棄物処理事業実態調査による

と、全国の自治体で粗大ごみを除く家庭ごみ収集の有料化をしているのは1,154市区町村で、全体の66.3％だと

のことです。千葉県内でも、54市町村のうち有料化をしているのは37市町村で68.5％となっています。千葉市は

平成26年に有料化に移行しました。 

 千葉市の例を見ますと、有料化の準備期間での取組と併せて、10年間でごみの量が２割減っています。それま

で３か所あったごみ焼却場を２か所に集約して処理できるようになり、行政コストの大幅な削減ができました。

ごみの最終処分場を持たない本市はクリーンセンターの建て替え計画推進中であり、クリーンセンターの停止事

故の記憶の新しい今こそ真剣に検討を始めるべきときではないでしょうか。 

 もちろん、ごみ有料化の導入は簡単ではありません。市民の理解を得るための手間や労力は相当のものだと思

います。市長が覚悟を持って本気で取り組むのでなければ実現できないと思います。それでも未来に向けた循環

型社会の構築のためにも、ＳＤＧｓに向けた取組としても一歩踏み出していただきたいと私は訴えます。市長も

お聞きになっていただいていますので、この件についてはぜひ前向きに御検討ください。 

 それでは、この項目の質問を終え、次の東山魁夷記念館について質問をしてまいります。 

 本市の名誉市民でもある日本画家の東山魁夷、日本で最も有名な、あるいは人気のある画家と言っても過言で

はないでしょう。亡くなって25年たった今でも版画展などが頻繁に開催され、作品が高値で取引されています

し、ポスターやカレンダーなどで東山魁夷の絵を目にすることも多いと思います。 

 戦後すぐの1945年、37歳のときに市川市に越してきて、1999年、90歳で亡くなるまで50年以上、市川市に住

み、有名な東山作品のほとんどは、この市川市の自宅のアトリエで描かれました。その御自宅のお隣に、2005年

に市川市が画伯の偉大な業績を顕彰するために建てられたのが東山魁夷記念館です。以来、東山魁夷の偉業を伝

えるとともに、東山魁夷研究、そして企画展の開催などで美術の世界や一般市民に情報発信をしています。 

 さて、昨年12月に判決が確定した旧東山邸をめぐる裁判についてです。12月25日には市長が記者会見でこの判

決の確定を発表しています。この裁判の相手は東山魁夷画伯の親族でもあり、東山魁夷の著作権者でもあったわ

けですから、裁判を提起したことにより、当然、東山魁夷記念館運営に様々な影響があったのではないかと思い

ます。その影響と対応についてお伺いします。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 お答えいたします。 

 初めに、東山魁夷邸に係る裁判に至った経緯でありますが、故東山魁夷画伯の夫人から生前に寄附を受けて本



市が所有する東山邸の土地建物について、夫人の逝去後、相続人７人に対する不実の所有権移転登記がなされて

いることが判明いたしました。このことから、当該相続人に対し、当該土地建物は本市の所有であることの確認

及び真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をするよう求める訴えを令和２年８月31日付で本市

から東京地方裁判所に提起いたしました。その後、第一審及び控訴審を経て令和５年12月13日付最高裁判所第三

小法廷の決定により、東山邸の土地建物の所有権を本市のものと認める内容の控訴審判決が確定いたしました。 

 御質問の裁判を提起したことによる記念館の運営への影響でありますが、裁判の相手方が東山画伯に係る著作

権者であり、著作権の許諾を得られない可能性が生じたため、記念館の運営に当たり、様々な企画や展示物等に

ついて一定の制約や配慮をせざるを得ない状況でありました。このため、著作権専門の弁護士にも指導を仰ぎな

がら、特に著作権の問題に留意しつつ、記念館の運営を継続しているところであります。具体的に申し上げます

と、記念館のミュージアムショップにおいてオリジナルグッズの販売を取りやめ、市販されているグッズの販売

に切り替えたほか、令和４年度には、館内のリニューアルに合わせて一部の展示会を行っております。また、特

別展や通常展の企画、展示内容におきましても、より工夫を凝らした内容を構築しているところでございます。 

 昨年12月の最高裁判所の決定により本市が勝訴した控訴審判決が確定したことを受け、現在は東山邸の登記手

続も完了し、東山邸の土地建物に係る所有権は全て本市が所有しているところであります。 

 なお、この判決の確定による記念館の運営への影響等は、現時点では生じていないものと認識しております。

記念館におきましては、今年度も企画内容等に配慮を行いつつ、工夫を凝らして通常展及び特別展を開催してい

るところであります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原よしのり議員。 

○石原よしのり議員 この裁判の判決が確定したことによる直接の影響は現時点では生じていないということで

すが、著作権の関係で記念館の運営に一定の制約があったり、様々な配慮をせざるを得ない状況であるとのこと

でした。そのため、東山魁夷画伯や東山魁夷作品を直接扱った展覧会ができなかったり、著作権に配慮した改装

のために休館期間があったりしたことなどから、一般の来館者などからは記念館の存続を心配する声も出ている

ということがあり、私は気になっておりました。 

 そういった支障のある中でも、東山魁夷記念館で開催される特別展などは研究者や美術関係者から非常に高い

評価を得ていると聞いています。どのような工夫により、質の高い展覧会を企画、開催できているのか伺いたい

と思います。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 お答えいたします。 

 記念館のコンセプトである人間・東山魁夷に焦点を当てた展示等を実現するに当たり、平成24年度以降、近代

日本画研究の実績が確かな学芸員が通常展と特別展の企画を担当しているところであり、以降、東山魁夷の周辺

研究及び近代日本画壇の研究に力を注いだ特別展を毎年開催しております。近年の実績を申し上げますと、令和

３年度開催の特別展「川﨑家の系譜〈東山魁夷と川﨑家の画家たち〉」では、東山画伯と姻戚関係にあり、画伯

の画作に大きな影響を与えた川﨑家の画家の作品を展示し、併せて川﨑家の重要な作品の寄贈を受けているとこ

ろであります。 

 また、令和元年度及び４年度に開催した特別展「日本画と歌舞伎の世界」では、協力企業の評価と理解を得て

貴重などんちょう資料の寄託を受けるとともに、この絵により、令和４年度以降、東山画伯が制作に力を注いだ

どんちょうの制作過程を展示する特別企画展「舞台を彩る幕『緞帳』の世界」の開催にも至りました。今年度

は、かつて東山画伯と深い親交があり、これまでの記念館の取組も評価いただいていた写真家の故寺島照夫氏の



遺志及び遺族の御理解の下、貴重なフィルムを寄託いただき、この３月２日から「写真家・寺島照夫が捉えた一

時代の象徴」と題した特別展を開催しているところであります。 

 なお、令和４年度の特別展以降、これまでの市川市発行の図録から、出版社発行による図録兼書籍に一般書籍

化されているところであり、これも記念館の研究実績によるものと考えております。 

 このように、一定の制約等がある中で企画を行う学芸員の創意工夫により東山画伯を顕彰する特別展を実施し

ており、その内容は多くの研究者や美術関係者から評価を得ているところであり、このことが多くの作品を記念

館に寄贈及び寄託していただけていることにもつながっているものと認識しております。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原よしのり議員。 

○石原よしのり議員 学芸員の工夫や努力は分かりました。東山魁夷画伯や東山魁夷作品を愛するパート、アル

バイトの職員や市民サポーターなども展覧会開催や記念館運営を支えてくれていることも忘れてはならないでし

ょう。記念館が実現してきた各種特別展の実績が美術界の方々から評価され、賞を受けたり美術作品の寄贈にも

つながっていることは大変な名誉だと思います。本市にも各種博物館、文学館、ギャラリーなどがあり、様々な

企画や展覧会を開いています。しかし、記念館としての役割の上に、この美術館としての確かな実績評価を受け

ているものはこの東山魁夷記念館だけです。地方自治体が経営する小規模な施設にもかかわらず、美術館として

の評価を高めてきたことは何よりの財産です。 

 それでは、今後のこの東山魁夷記念館の運営について本市の考え方を伺います。 

○稲葉健二議長 森田文化国際部長。 

○森田敏裕文化国際部長 お答えいたします。 

 記念館を取り巻く環境は、昨年12月の判決確定を受け、新たな段階へ進んだものと認識しております。最高裁

判所の決定により確定した控訴審判決において、本市の所有であることが認められた東山邸につきましては、御

寄附の申出をいただいた画伯の夫人の意向に沿った形で市民のために活用できる方策を考えていくことを基本と

いたしますが、著作権者である裁判の相手方の住所となっていることを踏まえ、今後、慎重かつ適切に対応して

いきたいと考えております。今後の記念館の運営に当たりましては、著作権にかかり生じている様々な制約等の

諸課題の解決に向け注力していきたいと考えており、これらの課題に的確に対応しつつ、記念館のコンセプトで

ある人間・東山魁夷に焦点を当てた展示等を通じて、その偉大な業績を顕彰してまいります。 

 以上でございます。 

○稲葉健二議長 石原よしのり議員。 

○石原よしのり議員 分かりました。何よりアトリエのある旧東山魁夷邸、市川市の所有権が確定して市川市の

ものになった、これは非常に喜ばしいことであります。これを活用して、より記念館の運営、将来につなげてい

っていただきたいと思っています。 

 残念ながら東山魁夷作品の多くは東京国立近代美術館や長野県に寄贈され、本市にオリジナル作品の所蔵が少

ないことは事実です。しかし、本市にはほかには持つことのない、画伯の使用していた道具類、所蔵品、作品の

下書き、手紙などの資料や、先ほど言った自宅とアトリエがあるんです。東山魁夷画伯がここに暮らしてここで

制作していたというストーリーは本市にしかない、何物にも代え難いポイントです。今後もますます研究や展覧

会開催の実績を積み上げて評価が高まっていくことを期待しております。 

 最後に一言、検討を始めた市立美術館構想を実現する場合には、この東山魁夷記念館の実績を引き継ぎ、生か

すことが重要なポイントであると申し添えたいと思います。市長の美術館構想もありますので、よろしければ市

長の御見解、お気持ちをお聞かせいただければありがたいと思います。 



○稲葉健二議長 田中市長。 

○田中 甲市長 石原よしのり議員の御質問によりまして、議員の皆さん方にも現状というのを認識していただ

くことができたのかなと思います。全て森田文化国際部長の答弁のとおりでありますけれども、もう一度皆さん

と確認をしておきたいと思いまして、ちょっと図を描いておりました。 

 つまり東山魁夷画伯の著作権をお持ちの方が、市川市が所有する旧東山魁夷邸の土地建物にお住まいの状況で

あると。一方で東山魁夷画伯の著作権をお持ちの方は、現時点では市川市には作品を貸し出ししないと言われて

いると。こういうねじれた関係がありまして、この関係ができた原因はさておき、この関係の中で学芸員の努力

によって人間・東山魁夷に焦点を当てた展示を企画し、実行してくださっているという点。そして一方で、この

関係の中、担当弁護士が関係改善に働きかけると、そのような打合せを私としっかりとした中で、私は現在、状

況を見守っているという次第でございます。いましばらく、その推移というものを見守って皆さん方に、東山魁

夷記念館を持っている市川市にとって、よい状況というのをつくり出してまいりたいと。 

 また、美術館構想に関しましては、まだまだ慎重に進めなければいけない懸案事項でありまして、県との協議

その他がございますが、石原議員がおっしゃったように、美術館構想を進めていく中でも、市川で作品を作られ

ていた。全ての作品は市川市の水で作られているという名言がございますが、東山魁夷画伯のことを大切に、ま

た市川で活動されている芸術家の皆さん方の作品も、さらに市民の皆さん方の目に留まるように、見ることがで

きるような、そういう環境づくりをしてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○稲葉健二議長 石原よしのり議員。 

○石原よしのり議員 ありがとうございました。市長がおっしゃったように、裁判の相手方との今後の交渉もあ

るでしょうけれども、何よりも今、私が確実に申し上げてお願いしたいのは、東山魁夷記念館も現状の中でしっ

かりと展覧会をやってきているわけですよね。この運営をしっかり継続できて、今まで築き上げてきた美術館と

しての評価、これを損なうことがないようにということで、これからも当面、東山魁夷記念館の運営をしっかり

と支えていくことが重要なんだろうと思いますので、その点、しっかりサポートのほうをよろしくお願いしたい

と申し上げて私の一般質問を終えます。ありがとうございました。 

○稲葉健二議長 これをもって一般質問を終結いたします。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第２議案第87号教育長の任命についてを議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

〔田中 甲市長登壇〕 

○田中 甲市長 議案第87号につきまして提案理由を御説明申し上げます。 

 教育長の任命については、田中庸惠教育長の任期が本年３月31日をもって満了となることから、後任として勝

山浩司氏を任命いたしたく、議会の同意を求めるため提案するものであります。 

 以上、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○稲葉健二議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。会議規則第37条第３項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより議案第87号教育長の任命についてを採決いたします。 

 本案を同意することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。―

―ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者多数であります。よって本案は同意されました。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第３発議第18号地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー（循環経済）の一層の推進を

求める意見書の提出についてから日程第７発議第22号志賀原発と柏崎刈羽原発の廃炉を求める意見書の提出につ

いてまでを一括議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第37条第３項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思い

ます。これに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○稲葉健二議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。 

 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。会議規則第37条第３項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより発議第18号地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー（循環経済）の一層の推進を求める意見書の

提出についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありま

せんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 これより発議第19号若者のオーバードーズ（薬物の過剰摂取）防止対策の強化を求める意見書の提出について

を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありま

せんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 これより発議第20号核兵器の廃絶、生命の尊厳、恒久平和の確立を求める意見書の提出についてを採決いたし

ます。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありま



せんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者少数であります。よって本案は否決されました。 

 これより発議第21号被災者生活再建支援法における支援額及び支援対象の拡充を求める意見書の提出について

を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありま

せんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者少数であります。よって本案は否決されました。 

 これより発議第22号志賀原発と柏崎刈羽原発の廃炉を求める意見書の提出についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありま

せんか。――ないものと認めます。 

 集計いたします。 

 賛成者少数であります。よって本案は否決されました。 

 お諮りいたします。ただいま意見書案が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するもの

につきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定い

たしました。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第８委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。 

 各委員会において審査中の事件につき、委員長から、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしま

した申出書のとおり閉会中の継続審査の申出があります。 

 お諮りいたします。委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定

いたしました。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 日程第９委員会の閉会中継続調査の件を議題といたします。 

 各委員会において調査中の事件につき、委員長から、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしま

した申出書のとおり閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りいたします。委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって委員長から申出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定

いたしました。 

――――――――――――――――――――――――― 

○稲葉健二議長 以上をもって本日の会議を閉じます。 

 これをもって令和６年２月市川市議会定例会を閉会いたします。 

午後１時59分閉議・閉会 



令和６年２月 28 日 

市議会議長 

稲 葉 健 二 様 

 

総務委員長  国 松 ひろき 

 

委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は、審査の結果下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

よりご報告いたします。 

 

記 

 

事件番号 件 名 審査結果 理由又は意見 

議案第55号 市川市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部改正について 

可  決 原案妥当 

議案第56号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の

賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止

について 

可  決 原案妥当 

議案第57号 市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について 

可  決 原案妥当 

議案第58号 市川市税条例等の一部改正について 可  決 原案妥当 

議案第59号 市川市手数料条例の一部改正について 可  決 原案妥当 

議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号）の

うち本委員会に付託された事項 

可  決 原案妥当 

議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算のうち本委員会に

付託された事項 

可  決 原案妥当 

 

  



令和６年２月 28 日 

市議会議長 

稲 葉 健 二 様 

 

健康福祉委員長  西 村   敦 

 

委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は、審査の結果下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

よりご報告いたします。 

 

記 

 

事件番号 件 名 審査結果 理由又は意見 

議案第60号 市川市こども発達センターの設置及び管理に関す

る条例の一部改正について 

可  決 原案妥当 

議案第61号 市川市敬老祝金支給条例の一部改正について 可  決 原案妥当 

議案第62号 市川市立養護老人ホームの設置及び管理に関する

条例の廃止について 

可  決 原案妥当 

議案第63号 市川市地域共生センターの設置及び管理に関する

条例の制定について 

可  決 原案妥当 

議案第64号 市川市介護保険条例の一部改正について 可  決 原案妥当 

議案第65号 市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準等を定める条例の一部改正について 

可  決 原案妥当 

議案第66号 市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改

正について 

可  決 原案妥当 

議案第67号 市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例の一部改正について 

可  決 原案妥当 

議案第68号 市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例の一部改正に

ついて 

可  決 原案妥当 

議案第71号 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

可  決 原案妥当 

議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号）の

うち本委員会に付託された事項 

可  決 原案妥当 

議案第74号 令和５年度市川市国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 

可  決 原案妥当 

 



事件番号 件 名 審査結果 理由又は意見 

議案第75号 令和５年度市川市介護保険特別会計補正予算（第

３号） 

可  決 原案妥当 

議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算のうち本委員会に

付託された事項 

可  決 原案妥当 

議案第78号 令和６年度市川市国民健康保険特別会計予算 可  決 原案妥当 

議案第79号 令和６年度市川市介護保険特別会計予算 可  決 原案妥当 

議案第80号 令和６年度市川市後期高齢者医療特別会計予算 可  決 原案妥当 

議案第85号 診療報酬等不当利得返還請求事件に関する訴えの

提起について 

可  決 原案妥当 

  



令和６年２月 29 日 

市議会議長 

稲 葉 健 二 様 

 

環境文教委員長  石 原 たかゆき 

 

委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は、審査の結果下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

よりご報告いたします。 

 

記 

 

事件番号 件 名 審査結果 理由又は意見 

議案第72号 市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する

条例の一部改正について 

可  決 原案妥当 

議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号）の

うち本委員会に付託された事項 

可  決 原案妥当 

議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算のうち本委員会に

付託された事項 

可  決 原案妥当 

議案第82号 市川市行徳公会堂天井等改修工事請負契約につい

て 

可  決 原案妥当 

 



令和６年２月 28 日 

市議会議長 

稲 葉 健 二 様 

 

建設経済委員長  小山田 なおと 

 

委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件は、審査の結果下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

よりご報告いたします。 

 

記 

 

事件番号 件 名 審査結果 理由又は意見 

議案第69号 市川市漁港管理条例の一部改正について 可  決 原案妥当 

議案第70号 市川市下水道事業の設置等に関する条例の一部改

正について 

可  決 原案妥当 

議案第73号 令和５年度市川市一般会計補正予算（第９号）の

うち本委員会に付託された事項 

可  決 原案妥当 

議案第76号 令和５年度市川市下水道事業会計補正予算（第３

号） 

可  決 原案妥当 

議案第77号 令和６年度市川市一般会計予算のうち本委員会に

付託された事項 

可  決 原案妥当 

議案第81号 令和６年度市川市下水道事業会計予算 可  決 原案妥当 

議案第83号 財産の減額貸付について 可  決 原案妥当 

議案第84号 財産の減額貸付について 可  決 原案妥当 

 



閉会中継続審査申し出書 

（令和６年２月定例会） 

○東京外郭環状道路に関連する特別委員会 

東京外郭環状道路に関連する問題に関する調査・検討について 

○議会改革特別委員会 

議会改革の推進その他議員活動に必要な事項に関する調査・検討について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



閉会中継続調査申し出書 

 

○総 務 委 員 会  ○健康福祉委員会  

１ 人事管理について １ 保健・医療・福祉行政について 

２ 男女共同参画について ２ 高齢者支援について 

３ 総合計画について ３ 介護保険事業について 

４ 行政改革について ４ 児童福祉対策について 

５ 行政組織について ５ 母子（父子）福祉対策について 

６ 広報広聴について ６ 心身障がい者（児）福祉対策について 

７ 財政運営について ７ 生活保護について 

８ 契約及び工事検査について ８ 霊園、斎場について 

９ 情報政策について ９ 国民健康保険事業について 

10 ボランティア支援事業について   

11 消防行政及び危機管理対策について   

12 他の常任委員会の所管に属さない事項について   

    

○環境文教委員会 
 

○建設経済委員会 
 

１ 文化振興について １ 商工業行政について 

２ 国際交流について ２ 労働対策について 

３ スポーツ振興について ３ 農水産行政について 

４ 環境保全、公害対策について ４ 観光行政について 

５ ごみ対策について ５ 都市計画事業について 

６ し尿処理対策について ６ 建築物に係る紛争の調整等について 

７ 学校施設及び管理について ７ 建築行政について 

８ 教育振興対策について ８ 土地区画整理事業について 

９ 生涯学習について ９ 都市再開発事業について 

10 保健体育について 10 住宅行政について 

  11 交通安全対策について 

  12 一般土木事業について 

  13 河川対策について 

  14 下水道事業について 

  15 みどりの保全及び推進事業について 

○議会運営委員会 
   

１ 議会の運営に関する事項   

２ 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関す

る事項 

  

３ 議長の諮問に関する事項   

 



会 議 録 署 名 議 員 

 

 

市 川 市 議 会 議 長     稲 葉   健 二 

 

市 川 市 議 会 副 議 長     つ ち や   正 順 

 

市 川 市 議 会 議 員     沢 田   あ き ひ と 

 

 〃       中 山   幸 紀 



令和５年 12 月市川市議会定例会会議録正誤表 

正 誤 箇 所  正 誤 

本 文  20 ページ  7 行目 であることと
・

は であること
 

は 

〃   186  〃  31  〃 進
・

入 侵
・

入 

〃   187  〃   8 〃 船橋市
・

域 船橋地
・

域 

〃   189  〃  10  〃 船橋市
・

域 船橋地
・

域 

〃   217  〃   7 〃 本件
・

 本県
・

 

〃   217  〃  39  〃 で
・

ございます。 ご
 

ざいます。 

〃   301  〃  37  〃 分けて
・

い
・

ない 分けい
・

て
・

ない 

〃   422  〃  38  〃 運用規程
・

 運用規定
・

 

〃   423  〃  16  〃 運用規程
・

 運用規定
・
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